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（評価書の要旨） 

テーマ名 都市鉄道整備のあり方－新たな社会的ニー

ズへの対応－ 

担当課 

（担当課長名） 

鉄 道 局 都 市 鉄 道 課 

（課長  中田 徹） 

評価の目的、
必要性 

・都市鉄道政策を展開したことによりもたらされた効果の分析、評価を行い、新たな
社会的ニーズに対応していくための都市鉄道整備のあり方について示唆を与える
ことを目的とした。 

対象政策 ・高速鉄道を中心とした、モノレール、新交通システム、路面電車等を含む鉄軌道整
備全般。 

・運輸政策審議会答申第 7 号の出された昭和 60（1985）年以降を目安とし、概ね 20
年程度を対象。 

・対象圏域は、三大都市圏（首都圏、中京圏、京阪神圏）及び地方中枢都市圏（札幌、
仙台、広島、福岡・北九州。 

政策の目的 ・都市鉄道整備において重視されてきた政策目標として、次の通り設定。 

①輸送力増強（新線整備、複々線化等）による混雑緩和 
②都市構造の形成・まちづくり支援 
③速達性、快適性の向上等輸送サービスの高質化 
④持続可能な輸送サービスの確保 

評価の視点 ・重視されてきた政策目標についてその達成状況（所与の目的に到達しているか）を
分析、評価。なお、昨今の時代の変革に応じて生じてきた比較的新しい政策課題に
ついても、その達成状況（どの程度進捗しているか）を分析、評価。 

・この結果より、これまでの都市鉄道政策の社会貢献、今後の都市鉄道政策の重要性
を確認するとともに、今後の政策見直しの方向性について言及。 

評価手法 ・政策目標別に、統計データ等に基づく評価指標で達成状況を評価。 

・対象圏域の居住者を対象にアンケートを実施し、政策目標毎の利用者の満足度およ
び改善度合いに対する評価状況を把握。 

評価結果 ・これまでの政策展開の結果、鉄道ネットワークは拡充し、平均的な混雑は緩和傾向。
但し、個別に見ると、依然として混雑の激しい区間もある。 

・空港アクセス鉄道やニュータウン鉄道の整備により都市形成に貢献。 
・速達性、乗継利便性の向上やバリアフリー化等は進展しているが、まだ十分ではな
い。 

・利用者アンケートによると、現状に対する満足度は高いものの、速達性、防犯、情
報提供などについては一層の改善が求められている。 

・新線整備のために補助を行ってきたが、需要の頭打ち等もあり、欠損金の発生、さ
らに一部事業者については、債務超過状態であるなど、経営基盤は脆弱。 

政策への反映
の方向 

・輸送力の増強から既存ネットワークの機能を有効に発揮させる路線の整備や改良へ
施策の重点を移行。 

・混雑を平準化させるソフト面からの施策を引き続き展開するほか、特定の路線につ
いて混雑緩和に向けた取組みを強化。 

・引き続き空港アクセス鉄道の整備を促進とともにまちづくりと一体となった駅機能
を強化。 

・速達性の向上、乗換利便性の向上や移動のシームレス化など、公共交通機関として
の機能を向上すべく、ハード、ソフト両面からの一層の取組みを強化。 

・持続可能なサービスを維持するための経営基盤を強化。 
 



第三者の知見
活用 

・平成１4 年度において、都市鉄道政策評価検討会（計２回）を開催し、筑波大学石
田教授から意見聴取しながら、評価方針および実施要領（案）を検討。 

・平成 15 年度において、有識者からなる「都市鉄道整備の政策評価に関する委員会」
を計 5 回開催し、意見を聴取した（主な意見については評価書巻末に添付）。 

 （委員） 
  石田 東生 筑波大学社会工学系教授（委員長） 
  山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科教授 
  屋井 鉄雄 東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 
  廻 洋子  淑徳大学国際コミュニケーション学部経営環境学科講師 
  伊東 誠  財団法人運輸政策研究機構常任理事 
・評価書（案）に対して意見募集を実施し、評価書作成上の参考とした。 
・評価にあたり、国土交通省政策評価会から意見を聴取（議事概要及び議事録は国土
交通省ホームページに掲載）。 

 

実施時期 平成１４年度～平成１５年度 

 



（評価書の要旨） 

テーマ名 都市における緑地の保全・創出 

―都市緑地保全法等による施策展開の検証

― 

担当課 

（担当課長名） 

都市・地域整備局 

公園緑地課 

（課長 高梨 雅明） 

評価の目的、

必要性 

・地球環境問題の顕在化、本格的な都市型社会・少子高齢化社会の到来などの下で、

都市の緑地の持つ多様な役割への期待が高まっている。 

・これらに対応した機能を果たす都市の緑地の保全と創出について、政策・施策展開

の成果を詳しく分析し、あわせて今後求められる施策の充実の方向性等を検討。 

対象政策 都市緑地保全法による施策展開（緑の基本計画制度、緑地保全地区制度、緑地協定制

度、市民緑地制度、緑化施設整備計画認定制度、管理協定制度、緑地管理機構制度） 

政策の目的 良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与する 

（都市緑地保全法の目的） 

評価の視点 ・ 施策の導入時（S48 頃）における必要性 

・ 政策導入後の施策展開の的確性 

・ 施策の有効性と成果 

・ 今後の社会動向から見た必要性 

評価手法 ・各種データや事例の収集、地方公共団体等へのアンケート・ヒアリング等を実施し 

結果を分析 

評価結果 ・ 政策導入により、緊急性・重要性の高い緑地の保全・創出が図られた。 

・ 政策導入後も、社会背景の変化や緑に求められる要請に対応し、総合的・計画的

取組、保全、創出、管理・活用のための多様な施策を展開し、成果を挙げてきた。 

・ 都市的土地利用の拡散等により緑地は依然として減少傾向にあり、今後とも、緑

地の保全・創出をより一層進めるための制度の充実と活用が必要。 

・ 定量的な目標設定や達成度分析のためのデータ整備や研究・技術開発が必要。 

・ 各地域のニーズを踏まえた取組、市民・団体・企業など多様な主体を含めた取組

を一層支援することが必要。 

政策への反映

の方向 

・ 緑地保全、都市緑化、公園整備による緑地の確保等を総合的に進める仕組づくり、

水と緑のネットワーク形成など他事業との連携の推進、緑地の保全施策及び創出

施策の充実 

・ 施策の推進基盤として、目標設定や達成度分析に必要なデータ整備、新たな分野

の課題に対応した研究や技術開発、多様な取組を支援する情報提供等の充実 

第三者の知見

活用 
・助言組織として『「都市における緑地の保全・創出」施策評価検討委員会』を設置 
（議事概要については、本体資料参照） 

委員長：蓑茂 寿太郎（東京農業大学地域環境科学部 教授） 
委員：石川 幹子（慶應義塾大学環境情報学部 教授） 
   大野 栄治（名城大学都市情報学部 教授） 
   越澤 明 （北海道大学大学院工学研究科 教授） 
   平田富士男（姫路工業大学自然・環境科学研究所 教授） 
   山内 弘隆（一橋大学大学院商学研究科 教授） 
   山田 宏之（和歌山大学システム工学部 助教授） 
   棚橋 通雄（国土技術政策総合研究所環境研究部長） 

・評価にあたり、国土交通省政策評価会から意見を聴取（議事概要及び議事録は国土

交通省ホームページに掲載）。 
実施時期 平成１４年度～平成１５年度 

 



   

（評価書の要旨） 

テーマ名 流域と一体となった総合治水対策 －都市型豪雨等への対応－ 

担当課（担当

課長名） 

河川局治水課（課長 望月常好） 

都市・地域整備局下水道部下水道事業課（課長 小林一朗） 

都市・地域整備局都市計画課（課長 石井喜三郎） 

評価の目的、

必要性 

総合治水対策は、市街化のスピードが急であるため河川改修を行っても安全性が向上

しないという当時の深刻な状況に対応し、多数の関係者の連携による流域対策と重点

投資による河川改修を両輪とした先導的な治水対策として発足して以来、２０余年が

経過した。この間、対策の進展が図られる一方で、社会経済情勢が大きく変化してき

ていることから、今後の政策の方向性に反映させることを目的として、引き続き「重

点投資」を続けるべきなのかどうか、「連携」のあり方はどうあるべきなのかといった

点について今日的な視点で評価し直す必要がある。 

対象政策 昭和５５年事務次官通達に基づく総合治水対策に関する施策を対象とする。 

政策の目的 急激な都市化に伴う流出量の増大等に対して河道等の整備だけでは追いつかない河川

において、河川改修の集中投資、流域の自治体による流域対策、浸水被害の減災措置

等の施策を組み合わせた流域一体となった治水対策を講じることを目的とする。 

評価の視点 ・所期の目的に対し流域と一体となった総合治水対策は効果を発揮し得たかどうか。 

・発足以来２０余年が経過し、社会経済情勢等が大きく変化している中で、引き続き   

「重点投資」を続けるべきなのか、また、「連携」のあり方はどうあるべきなのか。 

評価手法 総合治水対策に関する事務次官通達に基づき指定を受けた１７河川の現状等データを

収集し、さらに以下の観点から評価分析を行った。 

・総合治水対策の導入の経緯から施策導入の必要性について評価。 

・総合治水対策の目標降雨に対する浸水被害軽減効果の発現状況及び事業効果の早期

発現状況については、被害軽減効果や事業短縮期間について定量化し評価。 

・総合治水対策の波及効果等について、これまでの取り組み事例をもとに評価。 

・総合治水における連携をより一層図る上での課題と対応を具体的に分析し評価。 

・今後の総合治水対策の方向性を考える上で考慮すべき社会経済情勢の変化等の傾向

を整理し、今後の総合治水対策の方向性と具体的な課題について分析・検討。 

評価結果 １）総合治水対策の導入の経緯と必要性評価 

・高度成長期には、三大都市圏をはじめとする都市部への人口流入が進み、流域の

市街化が大きく進展した。 

・既存市街地近郊の台地・丘陵地における広範な宅地開発の進行は、保水・遊水機

能を著しく減少させ、これが雨水の流出流下時間の短縮や洪水流出量の増大を招

き、河川の治水安全度の低下や低地に広がる既存市街地の浸水被害の危険性を招

いた。 

・また、浸水実績のある低地での都市化の進行が、浸水被害の潜在的危険性を増大

させた。 

・このような急激な市街化による当時の浸水被害及びそのおそれの増大の状況から

すると、河道等の整備の加速化と流域全体での取り組みの導入が必要であったと

評価できる。 



   

２）総合治水対策による浸水被害軽減効果 

 ・総合治水対策の進捗により過去に発生した水害と同程度の降雨規模に対して、近

年では浸水面積、浸水戸数が大幅に減少しており、ほとんどの河川で総合治水対

策による浸水被害軽減効果が現れている（所期の目標は着実に達成しつつある）。 

 ・計画完成時の８０～１００％程度の効果を発揮している河川が多いが、一方で、  

２０％程度の河川もある。 

 ・１７河川における総費用３兆７千億円に対し、現在までの想定被害軽減効果は、  

１２兆３千億円となっている。 

３）河川改修の重点投資による効果の早期発現 

 ・総合治水対策のほとんどの河川で、河川の整備進捗状況に応じて重点投資が適宜

行われており、真間川では２５年、中川・綾瀬川では１２年程度の事業効果の早

期発現がみられており、対策の推進に相当な努力がなされてきたと評価。 

 ・しかしながら、当初目標の概ね１０年間で対策が完了した河川はなく、試算では

あるが、着手後１０年間で完成していれば約１０兆円浸水被害リスクが回避でき

た可能性がある。 

４）総合治水対策の手法の波及 

 ・１７河川以外にも三大都市圏や政令市で相当程度市街化が進んだ河川については、

総合治水特定河川に指定する余地はあったのではないかと考えられる。 

 ・しかしながら、上記のような河川を含めた、１７河川以外の河川においても、総

合治水対策と同様の手法を用いた、河川事業と流域貯留浸透事業の組み合わせ等

による「総合的な治水対策」の広がりが見られる。 

 ・一方で、流域対策の有効性を本来可能な範囲を超えて過大に評価したり、総合治

水対策の目標である時間雨量５０ミリ程度（１／５～１０）の流域対策が十分な

検証も経ず、そのまま河川整備基本方針対応の豪雨（１／１００～２００）に対

しても効果があるかのごとき誤った印象を与えた面も否定できない。 

５）連携を図る上での課題と対応 

 ・流域総合治水対策協議会 

道路部局や農地部局が参加していない河川もあり、また、外水対策の進展によ

る住民や関係部局の危機意識の低下により、流域整備計画の見直し後は開催され

なくなる、というような形骸化も一部で見られることから、効果的に機能させて

いくためには、治水だけでなく水循環や環境、都市再生や地域再生の視点も含め

た、多面的な取り組みが有効であり、河川管理者が、参加者が主体的な議論がで

きるよう情報提供などの役割を担う必要がある。 

 ・流域対策 

   遊水地域内で開発（盛土）が行われている事例があったり、施設管理者との調

整等の理由により貯留浸透施設の整備が遅れている河川があることから、これま

での部局間の有機的な連携を継続していくとともに、施設管理者等との自治体内

部の更なる連携を強めていく必要がある。特に、下水道との連携にあたっては、

河川と下水道の計画手法が異なることや、内水ポンプの運転調整ルールが個々に

設定され、流域全体として効果が評価されたものとなっていないことなどから、

流域を一つのシステムとしてとらえた分析手法の開発・評価を行い河川計画と下



   

水道計画の整合性を図っていくとともに、運転調整ルールも同手法を用いて解析

を行っていく必要がある。 

 ・被害軽減対策（浸水に対する住まい方の工夫） 

   住まい方の工夫の基礎となる浸水予想区域図やハザードマップの公表が進んで

おらず、耐水性建築（ピロティ建築）などの住まい方の工夫についてのＰＲも不

足しているほか、わかりやすい防災情報の発信も不十分であることから、ハザー

ドマップの作成等の取り組みをさらに進めていくとともに、災害時の情報伝達シ

ステムの強化を図る必要がある。 

６）今後の方向性を考える上で考慮すべき事項 

 ・今後の人口減少、開発圧力の減少を考えると、「急激な市街化に対応」すべき必要

性は薄れつつある。 

・しかしながら、近年、集中豪雨が増加し、内水による浸水被害が顕著になるなど

都市型水害が注目されてきている。 

・また、都市部への資産の集中により被害ポテンシャルが増大してきている。 

・さらに、地下空間での浸水という、これまで見られなかった新たな被害形態が発

生しており、特別の対策が必要とされている。 

７）今後の方向性と具体的な取り組み 

 ・内水被害や地下空間の浸水、排水ポンプの運転調整についての対策は依然として

重要であり、このような問題に対処するとともに、都市部においてさらに高いレ

ベルの治水安全度を達成するためには、ひきつづき流域でのハード対策とソフト

対策を効果的に組み合わせた対策を行うことが不可欠である。 

 ・重点投資の枠組みについても上記の観点を踏まえ、地域での取り組みを評価し応

援する方向に変更していくことが必要である。 

 ・治水だけでなく、水循環、環境、景観、或いはまちづくりや都市再生等の視点も

加えた多面的な取り組みを推進するとともに、下水道、土地利用、住宅、道路、

農政、環境、防災等、部局間での多岐にわたる連携を推進することが必要である。 

 ・基礎的なデータを継続的に収集し､データに基づいた議論を行い、より良い対策手

法を検討するＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥのサイクルによる取り組みの展開が必要で

ある。 

政策への反

映の方向 

・これまで行われてきた流域対策の着実な進展、連携の強化を図るとともに、平成１

６年度に施行される特定都市河川浸水被害対策法の着実な施行、適用を図る。 

・地域における取り組み（水循環や環境も含めた取り組み、地域住民の主体的な参加

による取り組み、部局間にまたがる取り組み）を評価し応援する重点投資を行う。 

・河川管理者による、流域総合治水対策協議会といった地域における取り組みを推進

するための様々な議論の場の設定を積極的に行う。 

・水災時の情報伝達などＩＴ技術の高度化に対応したシステムの構築をはじめ、河川

管理者による多面的な情報提供を行う。 

・地下空間管理者が浸水に備えて作成する計画の手引き書の作成・普及を行う。 

・住まい方の工夫や浸透施設の設置等を流域住民にＰＲする働きかけを進める。 

・浸透施設の多面的な効果についての評価、設置のメリットについての検討を行う。 



   

・流域を一つのシステムとしてとらえた分析手法の開発・評価を行う。 

・ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥのサイクルによる取り組みの展開を図るため、国において

もデータ収集を行うとともに、流域自治体によるデータの収集について技術的支援

を行う。 

第三者の知

見活用 

・有識者等からなる「総合治水対策のプログラム評価に関する検討会」を計４回開催

し、意見を聴取。（議事概要は国土交通省ホームページに掲載） 

（委員）※五十音順 敬称略    ◎座長 

   小幡 純子 （上智大学法学部 教授） 

榧野 信治 （読売新聞社論説委員） 

岸井 隆幸 （日本大学理工学部 教授） 

城戸 由能 （京都大学防災研究所水資源研究センター 助教授） 

千賀 裕太郎（東京農工大学農学部 教授） 

◎虫明 功臣 （福島大学行政社会学部 教授） 

山本 一元 （旭化成常任相談役） 

・平成１６年１月～２月に意見募集を実施し評価書に反映。 

・評価にあたり、国土交通省政策評価会から意見を聴取（議事概要及び議事録は国土

交通省ホームページに掲載）。 

実施時期 平成１４年度～平成１５年度 
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（評価書の要旨） 

テーマ名 海洋汚染に対する取り組み －大規模油流出への対応－ 

担当課 

（担当課長名） 

総合政策局：環境・海洋課（課長 山本芳治）、同海洋室（室長 小滝晃） 

海 事 局：総務課（官房参事官 丹上健）、外航課（課長 櫻井俊樹）、安全基準課（課長 石田育男） 

検査測度課（課長 伊藤茂） 

港 湾 局：環境・技術課（課長 松隈宣明） 

気 象 庁：気候・海洋気象部海洋気象課海洋気象情報室（室長 饒村曜） 

海上保安庁：警備救難部環境防災課（課長 村上玉樹）、海洋情報部環境調査課（課長 長井俊夫）、 

海洋情報部海洋情報課（課長 柴山信行） 

評 価 の 目

的、必要性 

我が国においては、油等主要資源の多くが専用船により大量に海上輸送されている。

これらの専用船については、外洋における荒天等による海上災害のほか、貨物船、漁船、

プレジャーボート等の多種多様な船舶が輻輳する狭あいな海域航行時の衝突等により油

等の危険物の大量流出、火災、爆発等の海上災害が発生する蓋然性は決して低くない。 
一度、大規模油流出事故が発生すると、海洋環境に甚大な被害を発生させるのみなら

ず、船舶交通の安全に支障を来たし、漁業資源に損害をもたらす等海事諸活動に大きな

不利益をもたらしたり、海事諸活動以外にも人の生命及び身体に危険が及ぶこととなる。

また、事故により流出した漂流油の除去・回収及び海岸における漂着油の除去には多大

な時間・労力・費用が必要となる。排出油の防除措置については、原因者による防除の

実施及びその費用の負担が大原則であるが、突発的に発生する大規模油流出事故に対し

て原因者に油防除に必要十分な対応を期待することは事実上困難であることから、国と

しても、大規模油流出事故発生防止対策及び大規模油流出事故発生時の流出油の防除対

策に万全を期す必要がある。これは、海洋環境の保全に資するのみならず、国民の生活

や財産の保護に寄与するといえる。 
以上を踏まえ、本レビューでは、「油流出事故による社会的損失の最小化」を目的とす

る施策群について、そうした施策目的が達成されているか否かを評価軸として評価作業

を行うことを通じて、今後の施策の推進に反映させることを目的とする。 

対象政策 1.事故防止対策及び応急対策 
一般に、油流出事故への対策と言われる取り組みには、第 4 章で詳述するように、

「事故防止対策」（事故発生の未然防止のための取り組み）、「応急対策」（事故が発生

した場合に、事故による被害を最小化するために緊急に執られる取り組み）及び「事

後対策」（応急対策の終了後に、被害者救済のために行われる対策）とがある。 
このうち、「事故防止対策」と「応急対策」については、いずれも、油流出事故によ

る社会的損失の最小化（社会的厚生の最大化）を目的とする取り組みにほかならない

ため、今回のレビューの対象として位置付ける。 
しかしながら、「事後対策」としてとられる取り組みは、損害賠償責任の明確化と被

害者の救済を主眼とするものであり、油流出事故による社会的損失そのものを直接的

に最小化（社会的厚生の最大化）しようとする取り組みとは異なる。このため、前述

の評価目的を基本とする本レビューにおいては、いわゆる「事後対策」については、

第 4 章において施策内容を詳述するのにとどめ、評価の対象としては位置付けないこ

ととする。 
2.我が国周辺海域における船舶航行に係る油流出事故への対策 

一般に、油流出事故の発生原因には、船舶航行時の海難に由来するもののほか、石
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油資源開発拠点等における事故などがあるが、今回の政策レビューにおいては、「我

が国周辺海域（領海及び排他的経済水域）における船舶航行に係る油流出事故への対

策」を評価対象とする。 
3.国土交通省の取り組み 

また、そうした事故への対応に関係する取り組みは様々な主体によって行われてい

るが、本レビューにおいては、国土交通省が自ら実施主体となって行っている取り組

みに加えて、国土交通省が他の主体（国際機関、他府省、地方公共団体、民間団体、

所管法人等）に対して行っている働きかけを評価対象とする。 
4.ナホトカ号事故後の取り組み 

近年における我が国の油流出事故災害の歴史において、ナホトカ号油流出事故（平

成 9 年）は特筆すべき事故であり、かつ、油流出事故災害対応のあり方に大きな影響

を与えた事例である。このことを踏まえ、本レビューにおいては、「ナホトカ号事故

以上の規模の油流出事故への対応（実際上は、油タンカー事故に限定される）」を基

本的な問題意識として想定するとともに、ナホトカ号油流出事故の後に進められてき

た施策を評価対象とする。 

政策の目的 大規模油流出事故による社会的損失の最小化 

評価の視点 「油流出事故による社会的損失の最小化」を目的とする施策群について、そうした施

策目的が達成されているか否かを評価軸として評価作業を行うことを通じて、今後の施

策の推進に反映させる。 

評価手法 現行の施策体系については、現時点では、我が国周辺海域においてナホトカ号事故後

に大規模油流出事故が発生していないことから、ナホトカ号油流出事故の後に進められ

てきた施策について、厳密な意味での実証的な効果測定（アウトカム評価）を行うこと

には、自ずと限界がある。 
このため、現行の施策体系の実施状況と性能を可能な限り実証的に検証するとともに、

その効果を考察するのに寄与すると考えられる要素をできるだけ収集した上で、国際的

及び国内的な各方面の議論の動向、専門家の指摘事項等を踏まえた考察を進める。その

際には、特に、ナホトカ号事故の後に進められてきた施策についての見直し当時の論議

の内容やその進捗状況等を把握するとともに、その後発生したエリカ号及びプレスティ

ージ号油流出事故並びにサハリンプロジェクトの進展等を受けた国際的及び国内的論議

に留意するものとする。 

評価結果 ナホトカ号油流出事故の後に国土交通省が進めてきた事故防止対策及び応急対策につ

いての評価は以下のとおり。 
【事故防止対策】 
1.ポート・ステート・コントロール（PSC） 

外国船舶監督官を順次増員し、平成 15 年度までに 103 名を配置した結果、1999 年

から 2001 年までに 900 隻も実施数が増加しており、増員の効果を発揮。平成 14 年

には、入港船舶 10,735 隻の約 40％にあたる 4,311 隻の PSC を実施、うち何らかの欠

陥を発見した船舶は 3,536 隻、重大な欠陥があったため処分を行った船舶は 455 隻。 
東京 MOU 域全体では平成 14 年には臨検率が 78％と、臨検率目標の 75％を達成し

たが、我が国の PSC 実施隻数（2002 年度で 22％）は地域内で最多。1994 年以降、

東京 MOU 全体で着実に実施隻数が増加し、これに合わせて欠陥隻数及び拘留隻数も

増加。 
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PSC を実施し、必要に応じ是正を行わせること、あるいは PSC の制度が存在する

ことは、サブスタンダード船の排除に着実に寄与しているものと思料される。 
2 IMO 加盟国監査スキームの導入に向けた取り組み 

我が国は、サブスタンダード船排除の取り組みとして、IMO 加盟国監査スキームの

創設を提唱し、IMO で取り組むべきプロジェクトとして位置付けられるなど、創設に

向けた作業が進捗しており、当初より主導的な役割を果たしてきたと評価できる。 
3 ナホトカ号事故以降の油タンカーの船体構造規制への取り組み  

我が国は、精製油に分類されていた重油を、原油と同程度の厳しい構造規制（ダブ

ルハル化）を必要とするよう提案し、MARPOL73/78 条約附属書 I が改正された。ま

た、旗国の検査の強化策として、「板厚の衰耗限度の明確化」及び「船体縦強度の評

価の実施」について IMO に提案し、IMO 決議が改正された。 
 エリカ号事故、プレスティージ号を受けたシングルハルタンカーの段階的排除の期

限の前倒しに関する議論には、合意形成に大きく貢献してきており、一連のタンカー

構造規制対策に我が国は積極的に取り組んできているといえる。 
【応急対策】 
1.国内法、計画制度の見直し 

平成 10 年に海防法を改正し、海上保安庁長官による関係行政機関への排出油防除

措置の実施要請が可能となった結果、その後の排出油事故 19 件について、70 機関に

対し要請が行われ、関係機関の連携強化等の政策効果を発揮。関係省庁と連携し、防

災基本計画への事故災害対応の追加、OPRC 条約に基づく国家的緊急時計画に事故発

生時等の関係行政機関等の具体的な役割分担や連携の強化の明確化、海防法に基づく

排出油防除計画に外洋域における排出油の防除対策の追加等の我が国の油汚染事故

対応体制に係る関係計画内容を見直し。 
「大規模な油流出事故に対する即応体制の確立」を実現するための基本的な制度的

枠組みが確立したと評価できる。 
2.防除体制の整備 

次のような措置が講じられてきた結果、大規模な油流出事故に対する即応体制とし

て必要とされる防除体制の整備が図られた。 
（1）原因者責任原則の徹底 

平成 10 年海防法改正により、タンカー以外の船舶（領海外の外国船舶を除く。）の

事故に関係行政機関が講じた防除措置に係る費用を徴収することができることとさ

れた。また、海上災害防止センターについても、海上保安庁長官が指示した措置を講

じた時は、その措置に要した費用を海上保安庁長官の承認を受けて、排出油が積載さ

れていた船舶の所有者に負担させることができることとされた。 
（2）（独）海上災害防止センターによる防除等体制の整備 

平成 10 年、領海外での防除体制強化のため、海上保安庁長官の海上災害防止セン

ターに対する排出油防除措置の指示が制度化。 
また、同センターでは、平成 9 年以降、防災措置を迅速に行うため、6 港に 1 事業

者を増置する等の見直しを行った結果、平成 16 年 1 月現在、全国の主な 84 の港にお

いて計 147 事業者と排出油防除措置契約を締結。なかでも、平成 12 年 4 月に、領海

外の排出油防除作業に有効な装置を運用し、又は大量の機材、作業員を動員すること

が可能なサルベージ、海洋土木関係等の 12 事業者と排出油防除措置契約を締結する
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とともに、外洋域においても一定程度対応可能な大型油回収装置等を整備。さらに、

油回収船の老朽化による代替及びナホトカ号事故以降の排出油防除能力の向上を目

的として、従来の油回収船の基準能力を量・質ともに上回る油回収装置を整備。 
（3）関係機関の連携確保 

海防法に基づく防除要請制度について、これまで、平成 14 年 3 月の貨物船 AIGE
号沈没・油流出事故等合計 19 件の排出油事故に対し、70 機関の関係機関の長等につ

いて実施。排出油防除協議会の設置件数は、平成 8 年度末に全国で 98 だったが、平

成 14 年時点で 118 となりほぼ日本沿岸全域をカバー。関係機関、地方自治体等との

合同訓練も実施。このほか、関係省庁連絡会議が活発に開催されるなど、関係機関の

連携確保について著しく改善。 
3.油防除資機材の整備 

外洋、荒天下及び高粘度油への対応が可能な高粘度油対応油回収装置 10 基、大型

真空式油回収装置１基、外洋型オイルフェンス 3 基、高粘度油回収ネット 119式、高

粘度油対応油処理剤 4,111 缶及び自己攪拌型油処理剤 540 缶を整備（1 時間あたりの

油回収能力が海上保安庁で約1.2倍に、（独）海上災害防止センターで約1.8倍に向上）。

また、平成 14 年度までに大型浚渫兼油回収船 3 隻が配備され、本邦周辺海域の現場

への到達時間（1 隻体制時は最大約 96 時間）が概ね 48 時間以内に短縮されたほか出

動手続き等も改善され、事故現場へのより早期の到着が可能となるとともに、3 船同

時活動により油の回収能力は 3 倍に向上。大量の油流出事故が発生した場合に効果を

発揮すると推定。一連の資機材整備により、防除対策の大幅な充実が図られている。 
各海域の排出油防除計画における資機材整備目標は、油回収船・回収装置は全 16

海域中 12 の海域で、オイルフェンスは 15 の海域で達成されているが、油吸着剤及び

油処理剤については全海域で満たされていない。なお、資機材、特に油吸着剤及び処

理剤は隣接海域等他の海域からの動員が可能で、これまでのところ大きな問題は発生

していない。 
4.情報整備 

平成 9 年度より沿岸海域環境保全情報の整備を開始し、GIS を用いて電子画面上に

表示するシステムを構築するとともに、平成 15 年 6 月に油防除関係機関がインター

ネットで利用できるシステム（シーズネット)の運用を開始し、平成 16 年 2 月には一

般にも公開。災害発生時にこれらの情報が関係機関等に有効に活用される体制を確

立。また、平成 14 年度から環境脆弱性指標（ESI）情報の整備を開始し（平成 18 年

度までに整備予定）、既に日本の全海岸線約 33,000km のうち約 13,000km の情報を収

集。漂流予測についても、気象庁と海上保安庁の連携による即応体制の整備、海上保

安庁の漂流予測システムについてのリアルタイムデータ、気象庁提供値を自動入力を

可能とする改善により予測精度が大きく向上。さらには、各種専門家に係る情報を一

元化し、各災害対策本部や各防除機関に提供する体制を整備。これらは、効率的な流

出油除去作業計画の策定などに大きく貢献するものと評価。 
5.国際協力体制 

NOWPAP 地域油流出緊急時計画の早期発効・実施に向けて鋭意調整中。また、サ

ハリンプロジェクト進展を踏まえ同計画の地理的適用範囲の拡大を提案。IMO モデル

トレーニングコースに準拠した訓練を 2003 年 11 月に山口県下関市で実施。ナホトカ

号事故以後、毎年のように周辺国の合同訓練、専門家会合等を実施。国際協力体制の
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充実が図られている。 
6.サハリンプロジェクト対策 

関係省庁連絡会議の開催、「サハリンⅡ石油開発プロジェクト生産施設における油

流出事故への関係行政機関の具体的な準備及び対応」の策定、北海道沿岸海域排出油

防除計画へのサハリン沖油田事故対策の追加、大型油防除資機材の第一管区海上保安

本部への重点的配備、ロシア当局との連絡窓口の設定、ロシアとの机上訓練及び専門

家会議・合同訓練の実施、油防除情報の収集・提供等、サハリンプロジェクト対策が

一定程度進捗。 
【まとめ】 

以上をまとめると、現行の油防除対応に係る施策群については、個別的課題が散見

されるものの、全体を概括してみた場合には、大筋として的確な対応がなされてきて

いると評価できる。しかしながら、以下のような点から見て、近隣国との国際協力体

制の充実が大きな課題領域として残されていると考えられる。 
・NOWPAPを通じた取り組みについては、これまでに NOWPAP 地域油流出緊急時計

画が 2004 年 4 月 1 日からの暫定運用開始が決定される等一定の進捗はみられるも

のの、同計画の正式発効や地理的適用範囲の拡大などの課題が残されており、これ

を進める必要があること 
・今後更なる事業展開が予想されているサハリンプロジェクトの我が国への影響につ

いて注視し、適切に対応していく上で、国際協力体制の充実は重要な課題と考えら

れること 
・依然として少なからず存在するサブスタンダード船への的確な対応のためには、東

京 MOU 体制、IMO 加盟国監査スキームの導入等を含めた国際的な対応が必要であ

ること 

政策への反

映の方向 

評価等を踏まえ、次の事項への対応を今後の課題として指摘する。 
①油流出に係る近隣国との国際協力体制の強化 

今後、大規模油流出事故対応の施策を推進する上で、特に強化を図っていく必要

がある分野は、近隣国との国際的な協力・連携体制の強化であると考えられる。海

上交通は、元来、国際的なものであるため、国際的な視点、特に近隣アジア諸国と

連携した施策を推進していくことは重要である。当面の課題として、具体的には、

以下のような点を指摘できる。 
・サブスタンダード船の排除を進めるため、東京 MOU の各加盟国で、船舶の欠陥

指摘実績等を考慮した対象船舶や検査方法の重点化等に取り組む効果的な PSC
の連携実施体制の強化 

・IMO 加盟国監査スキームを 2005 年までに具現化するために国際間の調整・協議

を進めていくこと 
・油濁損害賠償に関する保険・補償におけるタンカー事故に向けたインセンティブ

の導入を提案、国際間の調整を進めること 
・サハリンプロジェクトについて情報収集に努めるとともに、我が国への影響を注

視し、適切に対応していくこと 
・ 既存の NOWPAPの枠組みにおいて、「NOWPAP地域緊急時計画」の早期発効・

実施、同計画の地理的適用範囲の拡大、それに基づく日本、中国、韓国、ロシア

の 4 カ国の連携体制の早期確立、沿岸国との合同訓練等の実施 
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さらに、将来的には、単にこれらの課題に個別に対応することにとどまらず、例

えば国土交通省と近隣諸国の関係行政機関といった実務官庁同士で、直接、関係す

る様々な課題について包括的に意見交換を行うことや、関係国の沿岸自治体や NPO
も含めた連携関係を構築すること等を視野に入れ、真に機動的かつ実効的な国際協

力関係の構築を模索することが期待される。 
②その他の個別的課題 
ア.事故防止対策 
・ポート・ステート・コントロール（PSC）の実績を踏まえた外国船舶監督官の配

置、対象船舶や検査方法の重点化 
・MARPOL73/78 条約改正附属書Ⅰに対応するための海防法第 5 条に基づく技術

基準省令の見直し等の国内法令整備 
・IMO における避難場所に関するガイドライン策定を受けた適切な対応 
・タンカー以外の一般船舶への保険加入義務付け、無保険船舶の入港禁止等の制

度の導入 
イ.応急対策 
・排出油防除計画の資機材の整備目標を満たしていない海域における目標の達成の

推進 
・隣接する海域からの迅速な資機材の調達を念頭においた、平時からの連携確保、

動員可能な資機材量の把握及び調達方法についての検討 
・大型浚渫兼油回収船等油回収資機材についての、高粘度な油の回収、高波浪に対

応できるような高度な油防除技術の開発、より迅速な出動体制の検討 
・排出油防除協議会の広域化が進んでいない海域での広域的な協力関係の構築 
・独立行政法人海上災害防止センターについて、中期目標に基づく、業務運営の効

率化、業務の質の向上、財務内容の改善等の着実な実施  
・海上保安庁における沿岸域の環境脆弱性指標（ESI）データの整備推進、シーズ

ネットの付加情報としてのデータの順次掲載 
・黒潮流域での予測精度向上のための漂流予測モデルの改良 
・漂流予測結果のシーズネットへ追加と、沿岸海域環境保全情報との一元的な表示 

第三者の知

見活用 

・平成 16 年 2 月に以下の有識者にヒヤリングを実施し、意見の概要を評価書巻末に掲

載した。 
池上武男 （社）日本船長協会技術顧問 
工藤裕子 早稲田大学教育学部助教授 
中原裕幸 （社）海洋産業研究会常務理事 
西垣憲司 石油連盟油濁対策部長 
林 司宣 早稲田大学法学部教授 
前田久明 日本大学理工学部教授 

・評価にあたり、国土交通省政策評価会から意見を聴取（議事概要及び議事録は国土交

通省ホームページに掲載）。 

実施時期 平成 14 年度～平成 15 年度 

 

 

 



（評価書の要旨） 

テーマ名 流域の水環境改善プログラム評価 

－都市内河川等の環境悪化と汚濁物質への

対応－ 

担当課 

（担当課長名） 

下水道部流域管理官

（流域管理官 藤木修） 

河川局河川環境課 

（課長 坪香伸） 

評価の目的、

必要性 

これまで都市内河川における水環境改善対策は、①水濁法による排水規制、②下水

道の整備、③合併処理浄化槽の設置、④河川浄化事業等を進めてきたところであるが、

都市内の多くの河川においては、水質改善は遅れ、また水質改善の伸びも鈍化する傾

向にあった。このため、特に水質汚濁が著しい河川において、下水道事業や河川事業

等を緊急的・重点的に実施する「水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス 21）

を策定し、水環境の改善を進めてきたところである。 

都市内河川の水質改善を進める清流ルネッサンス 21 は、その取り組みが開始され

て 10 年が経過し、これまでに実施事例も積み上がってきた。 

また、今日の都市づくりにおいて、魅力と活力にあふれる都市への再生を推進する

ことがますます求められる機運にあって、都市内河川の水質改善は、良好な都市環境

形成に不可欠なものである。 

こうしたことから、清流ルネッサンス 21 を対象に、政策の効果・課題を検証し、

その結果を今後の施策へ反映するものである。 

対象政策 本プログラム評価の対象政策は、水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス 21）と

する。 

政策の目的 「清流ルネッサンス 21」の政策の目的は、河川管理者、下水道管理者、地元市町村や

市民等関係者が一体となっておこなう水環境の改善とする。 

評価の視点 ・ 清流ルネッサンス 21 創設当時、都市内河川において河川管理者、下水道管理者等

が一体となって水環境の改善を行う必要性があったかという観点から政策の必要

性を評価する。 

・ 計画の目標設定が当時として妥当なものであったか、現時点においてはどうか、と

いう観点から目標設定の妥当性を確認する。 

・ 清流ルネッサンス 21 による水環境改善等の効果について、定性的側面、定量的側

面の両者から整理し、政策の有効性を評価する。 

・ 清流ルネッサンス 21 において、緊急的に目標水質を達成するため、下水道事業と

河川事業を効果的に組み合わせることができていたか、下水道事業や河川事業に効

果的に重点投資できていたか、という観点から政策の効率性を確認する。 

評価手法 ・全国河川と清流ルネッサンス 21 対象河川の環境基準達成状況の比較より、政策の

必要性を明らかとする。 

・清流ルネッサンス 21 対象河川へのアンケート調査結果や目標水質達成状況より、

政策の有効性・効率性を明らかとする。 

・モデル３河川について、数値目標や目標、理念の達成状況について整理するととも

に、達成、未達成の原因分析を行う。 

以上を踏まえて、清流ルネッサンス 21 の課題を整理し、その結果を今後の政策に

反映する方向を示す。 



評価結果 ＜政策の必要性＞ 

・本制度が創設された平成 5 年時点において、全国の一級河川で環境基準を満足して

いる地点の割合は概ね 8 割に達しており、全国的には良好な状況であった。しかし、

清流ルネッサンス 21 対象河川においては、環境基準を満足している地点の割合は

2 割程度にとどまっており、依然として水質汚濁問題を抱える河川が多かった。 

・これらの清流ルネッサンス 21 対象河川では、法律による事業場排水の規制とあわ

せて、下水道の整備、合併処理浄化槽の普及などの生活排水対策がとられてきたが、

このような生活排水対策には一定の期間を要することから、速効性の高い河川浄化

対策を効率的に組み合わせることなどにより、都市内河川の水質を緊急に改善する

ことが必要な状況であった。 

・さらに下水道が整備されても、浄化槽により既にトイレが水洗化されている家庭な

どでは、下水道の接続が進まず、下水道の水質保全効果が十分に発揮されない状況

も見られた。 

以上のことから、流域の関係行政機関や流域住民等が一体となり、学識経験者の指

導を得て緊急に効果的な政策を展開するため、具体的な水環境改善計画を策定して、

流域が一丸となって対策に取り組む清流ルネッサンス２１が必要であった。 

＜政策の有効性＞ 

（１）目標設定 

・理念的な目標としては数値目標をわかりやすくするため、川の望ましいイメージを

表現した目標となっているのものが多かったが、地域ごとに住民が望む生活に密着

した具体的な現象が直接目標となっていなかったため、住民の十分な理解が得られ

ない面もあった。 

・水質の数値目標としては、環境基準値を採用しているものが一般的であった。各河

川毎に法律に基づいて定められた目標値であることから、目標値の根拠を説明しや

すく、当時としては、妥当な目標であったと考えられる。しかし、目標期間内に達

成が可能かという面では非常に厳しい目標設定のものもあった。 

・今日的な観点からは、生活環境保全関連の環境基準項目にあるような指標に加え、

透視度等の一般住民も一緒に測定でき、感覚的にも理解しやすい指標を採用するこ

とにより、下水道への接続や合併処理浄化槽の普及等に対する住民の協力がより得

られやすいと考えられる。 

・今日的な観点からは流量も質とともに水環境の重要な一要素であると考えられる

が、目標流量の設定がなされていない河川もあった。 

また、流量に関する目標を設定している河川であっても目標流量を定量的に設定

しなかったため、目標が十分に達成されたかどうかを評価することが困難である。 

・生物に関する目標を揚げている場合であっても、詳細な生物調査ができておらず、

施策の評価のモニタリングが十分とはいえない事例があった。 

・河川事業､下水道事業以外の地域住民の取り組みや関連機関の取り組みの多くは、

具体的な目標設定になじまず、定量的に評価することは困難と考えられる。 

・流域内の市町村数が多く、また上下流で汚濁の背景も異なる河川では、流域をいく

つかの小流域に分け、小流域単位で目標設定や施策の実施のモニタリングを行って

いくことが有効と考えられる。 

（２）水環境改善等の効果 

・数値目標に対する達成度については、清流ルネッサンス 21 対象河川の水質観測点



で BOD の計画目標を達成しているのが 52％、目標達成には至っていないが着実に

水質が改善している地点が 35％であり、過半数が目標を達成し、全体の約９割で

水質改善が見られた。 

・また、清流ルネッサンス２１地域協議会事務局（国、県の河川管理者）に対するア

ンケートでは、清流ルネッサンス２１に指定されたことにより、このような地域が

連携した取り組みができたとの回答が２１河川のうち１７河川で全体の８割にの

ぼる。 

・清流ルネッサンス２１対象の市町村の下水道部局にアンケートした結果でも、74％

の市町村がこの制度の適用により、地域が連携した取り組みが可能となったと思う

と回答している。 

以上のことから、清流ルネッサンス２１は都市内河川の緊急的な水環境の改善政策

としては、有効な政策であったと考えられる。 

＜政策の効率性＞ 

・清流ルネッサンス 21 は、下水道管理者、河川管理者、関係機関等が協議し、共同

で計画をたて、それに基づく事業の重点実施により、効率的に目標水質を達成する

ものである。 

・目標年に目標水質を達成するための計画策定において重要な柱となる生活排水の汚

濁負荷削減対策としては、経済効率性の観点から下水道事業を対策の根幹にあげ、

当面下水道整備が予定されていない地域は合併処理浄化槽の設置を推進すること

とした。 

・これらの負荷削減対策を講じても目標年までに目標水質に達しない場合に、河川事

業として河川浄化施設を設置することとした。さらにそれでも、予測水質が目標値

に届かず取水元の河川の流況に余剰がある場合に、浄化用水の導入等を行った。 

以上のように目標年に目標水質を達成するため､下水道事業、河川事業の双方がで

きる限りの施策を組み合わせ、目標達成に向けて効果的な事業の推進を図った。結果

として、全国の清流ルネッサンス２１対象河川の水質測定地点のうち、過半数が目標

を達成し、約９割の測定地点において水質改善が認められたことから、本政策は効率

的であったと考えられる。一方、施策の組み合わせが最も効率的であったかどうかに

ついては、現時点では客観的な評価基準がないため評価は困難である。 

政策への反映

の方向 

国土交通省では、平成 13 年度から、清流ルネッサンス２１の対象河川のうち引き

続き水環境改善の取り組みが必要な河川等について、清流ルネッサンスⅡに指定し、

広く流域の水環境全般に着目し、水質及び水量を対象として、水循環系の健全化を図

るための取組みを推進しているところである。 

本プログラム評価結果を、直ちに実行できるものについては、清流ルネッサンスⅡ

に反映させるため、必要な技術的ガイドラインの整備を行うとともに、既に計画が策

定されている河川等についても検討の上、必要に応じて見直しを図ることとする。 

 

＜さらなる連携強化に向けた政策の改善＞ 

本プログラム評価で明らかとなった課題や問題点と前述の施策の特徴のまとめを

踏まえ、さらなる連携の強化に向け、以下に政策の改善案を記述する。 

（1）目標設定のあり方 

・理念的な目標としては「多くの魚の棲めるきれいな川を目指して」のように地域住

民が感覚的に理解しやすいものを設定するだけでなく、地域ごとに住民が望む生活



に密着した具体的な現象を直接目標とするよう積極的に取り組んでいく。（例えば、

「いやな臭い」や「泡の発生」を解消する等） 

また、理念目標が水質と関連のある場合、その関連水質項目の目標値も目標と位

置づけ理念目標と一体的に評価を行う。 

・水質の数値目標の設定にあたっては、環境基準などの各種基準に基づいて、合理的

に設定することが望ましいが、施策の実現可能性を勘案し､環境基準達成が困難と判

断される場合は、環境基準の達成に向けた段階的な目標を設定することも必要であ

る。 

・住民の協力を得やすくするため、地域住民が自分たちでも測定できる例えば水生生

物調査による判定階級や透視度のような目標をあわせて設定することも必要であ

る。 

・目標流量の設定については、汚濁負荷の削減だけでは十分水質が改善されない場合

など、希釈等のための流量を確保することが必要となり、目標水質に加え、目標流

量を設定することが必要である。このとき、水質改善効果のみではなく、動植物の

生息や景観等についても十分配慮する。 

・大きな流域で多くの関係市町村が存在する場合や上下流等で汚濁に係る特性が異な

る場合は、小流域に分け、小流域単位で目標設定や施策の実施状況のモニタリング

を行っていくことが必要である。 

（2）政策を立案する上での改善点 

・水環境の改善に向け、下水道事業と河川事業との組み合わせ以外に、立案段階から

合併処理浄化槽等の整備も含めた効率的な施策の組み合わせについても検討する。 

・海域等の下流の閉鎖性水域の水質改善に向けた合併処理浄化槽等との役割分担と連

携のあり方を検討する。また、海岸管理者や港湾管理者等との連携についても検討

を行う。 

 さらに、今回評価の対象としていない、上流部の閉鎖性水域の水質改善対策につ

いても今回の評価結果を反映していく。 

・水環境のより高度な改善に向けては、従来の枠組みに捉われず、また、共通の目標

のために多様な施策を効率よく組み合わせるだけでなく、施策が相互に関与できる

ような柔軟な事業の推進の仕組みを検討する。 

（3）政策を実施する上での改善点 

・季節により流量が大きく変動し、流量が著しく少ない時に水質が悪化する河川にお

いては、下水処理水の上流還元や取水元の河川の流況を十分調べたうえで必要な期

間のみ導水を行うことを検討する。 

・計画内容と施策の実施状況の定期的な点検及び水質調査、生物調査の定期的な実施

等の計画のフォローアップを十分行う。 

・下水道への接続率の向上や浄化槽の適正管理など、より一層住民等の理解と協力を

得るため、地域協議会に住民代表や NPO も加え、計画の策定やモニタリングを実施

するとともに、住民へのわかりやすい情報提供を、より一層進める。 

・大和川では、BOD のうちアンモニア態窒素の酸化に起因する N-BOD が大きな割合を

占めており、このことが BOD の目標値を達成できない原因となっている可能性もあ

ることから、今後都市部の河川においては N-BOD の影響に関する調査を行う必要が

ある。 

・河川浄化施設は、施設内の汚泥処理に維持管理費がかかっており、維持管理費の削



減のためにも施設内の汚泥を下水処理場で処理するなど、今後直接連携施策につい

ても進めていく必要がある。 

・より適切で効果的な施策を実施するため、今後もより高度な浄化やより安価に維持

管理が行える施設等の技術開発を推進する。河川浄化施設は流域からの窒素、リン

および微量化学物質等の削減効果の調査、検討を行う。 

 

＜流域の望ましい水環境を目指す新たな計画・実行制度の創設＞ 

 ～住民をはじめとする流域内関係者の適切な役割分担～ 

流域の水環境改善のためには、河川管理者、下水道管理者の取り組みが不可欠である

が、それだけでは限界がある。例えば下水道整備済区域における下水道への積極的な接

続や整備区域外における合併処理浄化槽の設置促進等、流域住民の積極的な行動を通

じて、流域の身近な河川、水路等における水質改善の取り組みが不可欠である。 

汚濁負荷削減に取り組む各管理者及び市民や事業者等流域のより幅広い関係者がそ

れぞれ役割分担しながら継続して水質改善の取組に参加できる仕組みをつくる必要があ

る。 

また、流量の季節変動のある河川や流量のほとんどない小河川では、水環境改善のた

めに流量の確保が求められる場合が多いにもかかわらず、清流ルネッサンス２１におい

て、流量の数値目標を掲げた事例はない。この背景には、流量確保のニーズに対応した計

画の策定及びその実現の方策について十分な技術的・制度的検討が行われていないこと

があげられる。 

河川の水質だけでなく流量、さらには流域における水循環をも視野に入れた望ましい水

環境を達成するため、地域の合意に基づくローカルな目標のもとに、河川浄化施設や下水

道の整備に加えて、下水の高度処理、河川水の導水、下水処理水の河川上流への還元、

雨水の浸透、ノンポイント汚濁負荷対策等、流域が一体となった施策を総合的に実施する

ための計画制度の創設について検討することとする。また、もっぱら地方公共団体や住民

の熱意に頼る従来の方法では実効性に限界があり、施策の確実な実行のための制度のあ

り方も含めて検討を行う。 

第三者の知見

活用 

・下記の学識経験者からなる「流域の水環境改善プログラム評価検討会」を３回（第

1 回：H15.10.8、第 2 回：H15.12.12、第 3 回：H16.3.3）実施し、意見を聴取。 

（議事概要は国土交通省ホームページに掲載） 

櫻井敬子（学習院大学法学部教授） 

谷田一三（大阪府立大学総合科学部教授） 

西村 修（東北大学大学院工学研究科土木工学専攻教授） 

藤井滋穂（京都大学大学院工学研究科教授） 

古米弘明（座長）（東京大学大学院工学系研究科教授） 

水上喜久（サントリー（株）環境部長） 

村田泰夫（朝日新聞経済部編集委員） 

・ 評価書（案）について国土交通省ホームページで平成 16 年 2 月 2 日～13 日に意見

募集を実施し、評価書作成の参考とした。（意見内容は国土交通省ホームページに

掲載） 

・評価にあたり、国土交通省政策評価会から意見を聴取（議事概要及び議事録は国土

交通省ホームページに掲載）。 

実施時期 平成１４年度～平成１５年度 



 



（評価書の要旨） 
テーマ名  火山噴火への対応策 

 －有珠山・三宅島の経験から－ 
担当課 

（担当課長名） 
河川局砂防部砂防計画課 
（課長 亀江幸二） 
気象庁地震火山部管理課 
（課長 竹内昌明） 

評価の目的、
必要性 

 火山ハザードマップの作成・公表の促進、火山情報の提供等の施策は、その影響が
国、地方公共団体等、さらには住民まで広範囲にわたる。 
 このため、平成１２年の有珠山・三宅島噴火を通じて火山ハザードマップや火山情
報の利活用状況等の検証を行い、改善すべきことを抽出する等により、火山噴火に対
する一層有効な施策の展開を図るため、当該施策の総合的な評価を実施する。 

対象政策  火山ハザードマップの作成・公表の促進、気象庁から発表される火山情報の提供の
施策について評価を行う。 

政策の目的  火山活動に伴う災害の防止・軽減を目的とする。 

評価の視点 ・火山ハザードマップ、気象庁から発表される火山情報は火山災害の軽減のために必
要とされているか（施策の必要性の評価）。 
・火山ハザードマップは効率よく活用されているか（施策の効率性の評価）。 
・火山ハザードマップ、気象庁から発表される火山情報は生命財産の保護等、防災対
策に有効に活用されているか（施策の有効性の評価）。 

評価手法 評価事項に基づき、アンケート、ヒアリング（火山ハザードマップのみ）手法による
結果を既往調査結果と併せて総合的に分析し、学識経験者からの意見をふまえて評
価。 

評価結果 ＜火山ハザードマップの作成・公表の促進＞ 
（施策の必要性） 
・有珠山では既に作成されていた火山ハザードマップを用いて、噴火前から避難等の
対応がなされており、当時の担当者に対するヒアリング調査でも必要性が確認され
た。 

・地域住民へのアンケートでは、火山ハザードマップそのものに対する認知度は全体
で８割程度と高い。一方で内容の理解は全体の半数程度である。認知度は配布後の
経過期間や再配布の有無によって変わり、また中高年よりも若い世代や災害経験の
ない人の認知度が低い。 

・地方公共団体等へのヒアリングでは、火山ハザードマップは多くの市町村で地域防
災計画書に掲載され、避難場所の設定や避難計画の立案にも活用されている。 
 以上より、火山ハザードマップ作成は、火山噴火への対応策としての必要性は高い
ことを確認した。 
（施策の効率性） 
・有珠山では複数の噴火形態を想定したいたことと、火山ハザードマップ作成後も地
方公共団体により周知啓発がなされていたため、火山現象の危険性などは効率的に
理解され避難時に役立った。一方三宅島では火山ハザードマップで想定された現象
（溶岩流）と異なる現象（降灰、火山ガス等）が発生したため効率的に活かされな
かった。 

・地域住民へのアンケートでは、火山ハザードマップに示された危険区域への理解度
は全体で約９割、避難路、避難場所に対する理解度も全体で８割を超えている一方
で、予想される火山現象については、半数以上の人が理解しておらず、配布された
火山ハザードマップをもっていない人も約半数に及ぶなどの課題を有している。 
・地方公共団体等へのヒアリングでは、火山ハザードマップは住民、ライフライン関
係機関、観光業等へ周知・啓発手段として効率的に活用されている。 
 以上より、火山ハザードマップ作成は、火山噴火への対応策としての効率性は高い
ことを確認した。 
（施策の有効性） 
・有珠山では避難範囲の設定や解除に、火山ハザードマップが有効に使用された。一



方三宅島では、火山ハザードマップで想定された現象と異なった噴火形態であった
ため、避難等の防災対応に対して有効ではなかった。 

・地域住民へのアンケートでは、約９割の方が火山ハザードマップは緊急時に有効と
答えている。また臨時火山情報発表時に火山ハザードマップを実際に活用した人は
約半数程度いる。 

・地方公共団体等へのヒアリングでは、火山ハザードマップは全ての市町村が避難計
画立案や災害軽減に有効と認識していると同時に、ライフライン関係機関でも様々
に活用されている。 
 以上より、火山ハザードマップ作成は、火山噴火への対応策としての有効性は高い
ことを確認した。 

 
＜気象庁から発表される火山情報の提供＞ 
（施策の必要性） 
・有珠山は、前兆地震が発生すると、数日で噴火に至ることが多い。また、火山の直
近には洞爺湖温泉街があり、市街地の近くから噴火する可能性もあるため、初動の
防災対応が極めて重要である。 

・三宅島では、山腹からの割れ目噴火が発生し、溶岩流を流出することが多い。1983
年の噴火では、南西部の阿古集落が溶岩流に埋没した。また、地震活動が始まって
から短時間で噴火に至ることが多い。 
 我が国の多くの火山は同様な立地条件を有することから、防災対応のトリガーとな
る火山情報の迅速な発表は極めて重要である。 
 以上より、気象庁から発表される火山情報の提供は、火山噴火への対応策としての
必要性が高いことを確認した。 
（施策の有効性） 
・平成１２年有珠山噴火では、火山情報に基づいて噴火前に避難を完了することによ
り犠牲者をゼロとした。さらに、きめ細かい情報の提供によって火山活動の状況に
応じた規制区域内での社会活動の実施を可能とすることにより、漁業（ホタテ養殖）
被害の軽減、交通の早期回復に寄与するなど、火山情報が有効に活用されたことを
確認した。 
 一方、想定している噴火シナリオどおりに火山活動が推移しないこともあり、過去
の事例を十分に調査し、複数のシナリオを作成しておくことが必要である。また、
多くの火山で、発表される３種類の火山情報に対して、とるべき防災対応が明確に
定められておらず、地元自治体の地域防災計画の策定に積極的に参画し、具体的な
防災対応の記述まで踏み込んだアドバイスを行う必要がある。 

・平成１２年三宅島噴火では、火山情報に基づいて活動の初期段階で迅速な避難を行
うことにより犠牲者をゼロとした。また、全島避難後も、気象情報も含めた総合的
な情報提供により復興作業が安全に実施されるなど、火山情報が有効に活用された
ことを確認した。 
 一方、規模の大きな噴火に際して噴火規模や状況の把握に時間を要し、緊急火山情
報発表が迅速に発表できなかった。また、火山情報を発表する基準がわかりにくい
との指摘があった。 
 以上より、課題はあるものの、気象庁から発表される火山情報の提供は火山噴火へ
の対応策としての有効性が高いことを確認した。 

政策への反映
の方向 

＜火山ハザードマップの作成・公表の促進＞ 
 住民及び地方公共団体のニーズへ的確な対応を図ると同時に、近年のＩＴ発展に伴
った新しい火山ハザードマップに対応を図るため、今後下記のような方向で火山ハ
ザードマップ改良など火山噴火への対応策としての高度化に努めていく。同時に、
市町村など地方公共団体の火山ハザードマップの取り組みに対しても支援指導に努
めていく。 
①火山ハザードマップの活用を図るための制度の整備・拡充 

地域防災計画に火山ハザードマップを位置づけて避難路・避難場所や緊急時の連
絡先など必要な情報を掲載すること等を明記したガイドライン等の作成、提供など
に努めていく。 



②火山ハザードマップの改良 
火山ハザードマップに対する理解を深める記載文章や表現、異なる火口位置、想
定現象に対応した個別の火山ハザードマップ（ドリルマップ）などの検討や作成
に努めていく。 
③火山ハザードマップ情報提供手段の拡充 
従来の形式・配布方法に加え保管しやすい火山ハザードマップ、携帯や GPS 等

IT 発展に伴った情報媒体への火山ハザードマップの提供手段等の研究推進などに
努めていく。 
④防災教育の推進  
住民の防災意識の向上と継続を図るための火山ハザードマップ等手段の研究、シ
ミュレーション等技術開発、副読本など、防災教育の推進に努めていく。 
⑤火山ハザードマップデータ基盤整備 
火山地域における GIS の整備、地方公共団体固有で情報を付記できる電子データ
の検討と提供などに努めていく。 
⑥関係機関との連携推進 
火山地域における GIS の整備における関係省庁との連携、認知度向上のため、郵
政公社・NTT 等とのさらなる連携強化などに努めていく。 

 
＜気象庁から発表される火山情報の提供＞ 
 より防災対応に有効な火山情報の提供に向けて、下記のような方向で、監視、評価・
解析、情報発表、防災支援の各ステージについて、総合的に高度化を進めていく。 
①火山活動監視・解析・評価の充実 
地震活動、噴煙活動等の解析・評価手法の高度化に加え、新たに導入したＧＰＳ
観測や、全磁力観測の評価手法の開発を推進する。さらに、過去の活動履歴を集
約してデータベース化し、噴火シナリオを作成することにより、今後の活動の推
移も含めた評価を可能にする。 
②火山情報の高度化 
情報発表の基準と内容のわかりやすさが課題として残ることから、わかりやすい
指標（火山活動度レベル）を導入する。 
③火山防災対応支援の充実 
情報を的確に活用するためには火山の活動特性・過去の災害履歴等に関する知識
が必要なことから、地元防災機関、地域住民の防災意識の高揚、防災教育、防災
対策への参画等、関係機関との連携施策を推進する。 

 
＜河川局砂防部と気象庁との連携＞ 
河川局砂防部と気象庁の連携を図り、下記のような施策の効果的、効率的、有効的

な実施に努めていく。 
（平常時） 
・火山ハザードマップや火山情報の内容を防災担当者や住民が正しく理解するた
めの防災教育の推進            

 ・火山ハザードマップや火山情報を活用した防災訓練の実施 
（噴火へ向けて） 

  ・火山ハザードマップの整備や火山情報への火山活動度レベルの導入 
  ・関係機関や観光業者との連携による火山ハザードマップや火山情報の活用 
   （防災・避難計画の立案や防災対策の促進）                
（噴火時） 

  ・火山活動状況に対応した火山ハザードマップ及び火山情報の提供 
第三者の知見
活用 

＜各施策共通＞ 
 評価にあたり、国土交通省政策評価会から意見を聴取（議事概要及び議事録は国土
交通省ホームページに掲載）。 
 評価書（案）について、平成 16 年 3 月 8 日から 3 月 19 日まで意見募集を行い、
総数 2 件の意見を頂き、評価書作成にあたり参考とした（意見内容については評価
書巻末の参考資料に掲載）。 



＜火山ハザードマップの作成・公表の促進＞ 
学識経験者よりなる「火山ハザードマップ評価委員会」（河川局 委員長：荒牧重
雄東京大学名誉教授）を計 3 回開催し、意見を聴取。議事概要は評価書巻末の参考
資料に掲載。 
委員は下記の通り。 
（委員）※五十音順 敬称略 
 荒巻重雄（東京大学名誉教授） 
石川芳治（東京農工大学助教授） 
伊藤和明（NPO 法人防災情報機構会長） 
碓井照子（奈良大学教授） 
大久保駿（砂防学会会長） 

＜気象庁から発表される火山情報の提供＞ 
学識経験者よりなる「火山情報評価委員会」（気象庁 委員長：吉井博明東京経済
大学教授）」を計 2 回開催し、意見を聴取。議事概要は評価書巻末の参考資料に掲載。 
委員は下記の通り。 
（委員）※五十音順 敬称略 

鍵山恒臣（東京大学地震研究所助教授） 
金子正一郎（東京都総合防災部長） 
小室広佐子（東京国際大学助教授） 
藤吉洋一郎（大妻女子大学教授） 

   吉井博明（東京経済大学教授） 
実施時期 平成１４年度～平成１５年度 

 

 



（評価書の要旨） 

テーマ名 みなとのパブリックアクセスの向上 

 －地域と市民のみなとの実現に向けて－ 

担当課 

（担当課長名） 

港湾局開発課 

(開発課長 岩瀧清治） 

評価の目的、

必要性 

・ 従来のみなとの整備においては、産業空間、物流空間の整備に重点がおかれ、「み

なとのパブリックアクセス」に関する意識は低かった。一方で、社会の成熟化な

どを背景として、みなとに豊かな生活空間を求めるなど「みなとのパブリックア

クセス」に対する国民のニーズが高まってきた。 

・ こうした現状を改善するため、国は「みなとのパブリックアクセス」の向上に先

導的に取り組み、また蓄積されたノウハウや各種事業制度を活用して、広域的・

総合的施策の観点から、地域における「みなとのパブリックアクセス」の向上に

向けた取り組みを支援してきたところである。今後、国民のニーズに対応した港

湾空間の形成をさらに推進していくため、「みなとのパブリックアクセス」の向上

に資する港湾施策を総合的に評価することとした。 

対象政策 ・ 「みなとのパブリックアクセス」の向上政策を評価対象とする。なお、「みなとの

パブリックアクセス」とは、「一般の人々が海やみなとへ自由に、安全に、かつ、

快適に行き来し、海やみなとの本来有する魅力を十分に享受する（楽しむ）こと」

をいう。 

・ 具体的には、「魅力的な拠点空間の整備（拠点空間の整備）」「みなとと親しむプロ

ムナードづくりの推進（プロムナードの整備）」「都市からみなとへのアプローチ

の形成（アプローチの整備）」の３要素が中心となる。 

政策の目的 ・ 人々が海やみなとへ自由に、安全に、かつ快適に行き来し、海やみなとの本来有

する魅力を十分に享受できる環境の整備を、港湾空間、港湾施設を最大限に活用

しながら推進すること。 

評価の視点 ・ 政策形成は必要・妥当であったか（必要性の評価）。 

・ 各要素の整備は進んでいるか（業績の評価）。 

・ 各要素の整備が「みなとのパブリックアクセス」の向上に結びついているか（成

果の評価）。 

・ 各要素の整備と「みなとのパブリックアクセス」の向上との関係（総合的な評価）。 

評価手法 ・ 政策形成の背景やデータ等を整理・分析することにより、「みなとのパブリックア

クセス」の向上政策の必要性、業績、成果等について評価した。 

・ 港湾管理者、港湾所在市町村、港湾所在商工会議所にアンケート調査を行い、「み

なとのパブリックアクセス」の向上政策の成果や今後の政策課題を具体的に探っ

た。 

・ 「みなとのパブリックアクセス」の向上に実績を持つ港湾を事例として関係者へ

のヒアリング調査及び現地調査を行うことにより、アンケート調査だけでは汲み

取れない「みなとのパブリックアクセス」向上の要因や波及効果の実状、今後の

政策課題などを探った。 

評価結果 （必要性の評価） 

・ 社会の成熟化などを背景として、みなとに豊かな生活空間を求めるなど「みなと

のパブリックアクセス」に対する国民のニーズが高まってきていた政策形成当時

（平成５年度）において、港湾において一般市民が入れる水際線が極めて少なく、

「みなとのパブリックアクセス」に対する国民のニーズにこたえきれていないな

ど、本政策の必要性は高いと評価される。 



・ 港湾物流や産業に偏りがちな当時の港湾整備において国民の親水ニーズに対応す

るためには、国が先導して「みなとのパブリックアクセス」の向上政策に取り組

む必要があった。また当該政策を推進するためには、国に蓄積されたノウハウの

提供や各種制度を活用した国の支援が必要であった。 

（業績の評価） 

・ 市民が入れる水際線延長が１.７倍に増加するなど、「みなとのパブリックアクセ

ス」の各要素は一定程度整備されたと評価される。 

・ 市民がアクセス可能な水際線の拡大に大きな役割を果たしている港湾緑地の面積

も 1.2 倍に増加している；約 2,090ha（H8 年度）→ 約 2,540ha（ H12 年度） 

（成果の評価） 

・ サービス提供者および利用者へのアンケート調査結果より、拠点空間の整備、プ

ロムナードの整備、アプローチの整備が推進された地区においては、「みなとのパ

ブリックアクセス」が向上したと評価される。 

・ その他にも、観光客の増加等の多様な波及効果をもたらしていると評価される。 

（総合的な評価） 

・ 「みなとのパブリックアクセス」の向上に資する要素の整備により、「みなとのパ

ブリックアクセス」がおおむね向上したと評価される。 

・ 「みなとのパブリックアクセス」の向上に資する各要素を複合的に整備すること

により、「みなとのパブリックアクセス」がより向上すると評価される。 

・ 施設が良好に維持管理されていること、多様なイベントが開催されていること、

地区内外への情報提供が行われていることも、「みなとのパブリックアクセス」の

向上に寄与している。 

・ みなとの管理運営に関する市民参加への取り組みは約半数で実施されている。特

に「ボランティアの案内人による港の解説、案内」「イベントの企画・運営への参

加」「みなとの計画・利用に関するワークショップの開催」といった市民の創意工

夫が活かせる取り組みを行っている地区では、より高い効果が認められる。 

政策への反映

の方向 

・ 市民参加型みなとまちづくりの推進（施設の維持管理、多様なイベントの開催等）。 

・ みなとの情報を市民が入手することができる情報アクセスの推進。 

・ 波及効果（観光客の増加や近傍での雇用機会の増加等）の定着による地域活性化

への貢献。 

・ 「みなとのパブリックアクセス」の利用者の特性へのよりきめ細やかな配慮。 

・ 「みなとのパブリックアクセス」の向上のための施設及び空間の整備を引き続き

推進。 

・ 「みなとのパブリックアクセス」の向上に資する施策の総合的な推進。 

・ 「みなとのパブリックアクセス」に関する客観的な指標の検討やデータの継続的

な収集。 

第三者の知見

活用 

・ 有識者等からなる「｢みなとのパブリックアクセスの向上｣政策レビュー委員会」

を計３回開催し、助言を得ながら評価書を取りまとめた。 

【委員】（五十音順・敬称略）＜開催当時＞   ●委員長 

  内田洋子  NPO 法人 NPO 高知市民会議事務局長 

近藤健雄  日本大学理工学部海洋建築工学科教授 

櫻井文男  横浜市港湾局港湾整備部長 

佐々木葉  早稲田大学理工学部社会環境工学科教授 



高松 亨  (財)港湾空間高度化環境研究センター常務理事 

土屋 勲  (財)沿岸開発研究センター理事 

橋本敏子  (株)生活環境文化研究所代表取締役所長 

松田美幸  麻生総研ディレクター 

●森地 茂  東京大学大学院工学系研究科社会基盤工学専攻教授 

 

・ 評価にあたり、国土交通省政策評価会から意見を聴取（議事概要及び議事録は国

土交通省ホームページに掲載）。 

実施時期 平成１４年度～平成１５年度 

 

 

 



   

（評価書の要旨） 

テーマ名 土地の有効利用 

－土地の流動化への取組み 

担当課 

（担当課長名） 

土地・水資源局土地政策

課（課長 松葉 佳文） 

総合政策局不動産業課

（課長 河村 正人） 

評価の目的、

必要性 

土地の有効利用の実現は、土地政策の基本目標である。従来の土地政策においては、

この目標の実現のために、土地取引規制など市場に直接介入する施策を活用してき

た。しかしながら、実需中心の市場となり、都市再生、居住環境整備等の観点からニ

ーズも多様化している今日の土地市場においては、むしろ、市場の条件整備を図るこ

とにより、有効利用しようとする意思のある者に土地が円滑に移転していくプロセス

を通じてその有効利用を実現することが重要である。 

 また、今日、日本経済は民需が主導する形で着実に回復しつつあるが、この動きを

確かなものにするためにも、不動産取引を活発化し、流動化を推進することが極めて

重要となっている。 

 このため、土地取引の円滑化・活性化を図るための施策（すなわち土地流動化施策）

について、これまでの取組みの有効性を評価し、今後の取組みの方向性を検討する。 

対象政策 土地の流動化のために行われる各種施策 

政策の目的 土地の流動化を通じた土地の有効利用の実現 

評価の視点 ・ 土地市場のどのような特性が土地市場の活性化を妨げているのか。そのような特

性に対して土地政策は適切に対応しているか。 

・ 現行制度で土地市場の活性化を妨げている面はないか。 

評価手法 ・ 統計データ、国民等に対して行ったアンケート結果等を活用した。 

・ 地価の動向などの土地を巡る状況については経済状況等の外部要因の影響が大き

いことから、あわせて経済学的な観点から見た合理性について評価を行った。 

評価結果 ○ 不動産証券化市場の拡大や流通課税の軽減等により、土地の流動化のための基盤

が整備されつつある。 

○ 土地市場には市場参加者に提供される情報が必ずしも十分ではないという問題が

ある。 

・ 地価公示については、国民が土地の適正な価格を知る際の参考情報として最も

重要な役割を果たしていることがわかった。 

・ 民間においては、不動産統合サイトの整備等により売り希望物件へのアクセス

は容易となっている。また、レインズにおいては、一定の成約情報を加工し、

地域別の平均取引価格等を市況情報として提供している。 

・ 個別の物件にかかる取引価格情報については、市場において提供されておら

ず、多くの消費者が土地取引について不安感を有する一因となっていること等

がわかった。 

・ 不動産鑑定評価については、土地取引件数に対する鑑定評価件数の割合は増加

傾向にあることなどから、その重要性が増してきていると考えられる。 

・ 不動産証券化については、市場参加者が十分な情報を持つことを推進し、土地

等の適正な価格形成を促進する重要な手段である。 

・ 地籍調査については、平成 14 年度末現在において、全国で４５％、都市部で

１８％の進捗にとどまっている。 



   

○ 土地市場は、財の特性等から、不特定多数の需要者・供給者の存在を前提とする

ものでなく、競争に一定の制約がある市場であるが、近年、小口化による投資家

の拡大や、定期借地権制度等の活用による利用権の取引が進展している。 

・ 不動産証券化については、全体の累積資産規模が平成 14 年度末で約 9 兆円と

なるなど、その市場が着実に拡大している。 

・ 定期借地権制度については、平成 4 年の制度創設以来、土地の購入ではなし得

ない多様なニーズに対応するような活用がなされている。 

○ 土地税制については、バブル期の重課措置が段階的に見直され、特に平成 15 年

以降は市場を歪めない市場中立的な税制との位置付けによる改正が行われるよ

うになった。 

政策への反映

の方向 

・ 土地に関する情報の整備・提供を図るため、不動産鑑定評価の充実、都市部等に

おける地籍調査の推進等の措置を講ずるとともに、取引価格情報の提供について、

国民の理解を高める中で、法制化を目標に制度のあり方について検討する。 

・ 潜在化している供給者・需要を顕在化させるため、不動産の証券化の推進等の施

策を一層推進する。 

・ 土地の有効利用を促進する観点及び公正、簡素、活力との税制改革の原則を踏ま

え、固定資産税の負担のあり方も含め、引き続き土地税制全体について検討する。 

・ 今後の中長期的な経済・社会の変化に対応した土地政策のあり方について、更な

る検討を進める。 

第三者の知見

活用 

・ 第 8 回国土審議会土地政策分科会企画部会から意見を聴取（議事概要については

ホームページに掲載）。 

http://www.mlit.go.jp/singikai/kokudosin/tochi/kikaku/8/kikaku_gaiyou_.html 

（委員） 

神野 直彦  東京大学大学院経済学研究科教授（部会長） 

小林 重敬  横浜国立大学大学院工学研究院教授（部会長代理） 

金子 亮太郎 明治生命保険相互会社代表取締役社長 

神尾 隆   トヨタ自動車（株）専務取締役 

白石 真澄  東洋大学経済学部社会経済システム学科助教授 

鈴木 幸一  （株）インターネットイニシアティブ代表取締役社長 

福澤 武   三菱地所（株）取締役会長 

三上 彩子  フリーアナウンサー 

亘理 格   北海道大学大学院法学研究科教授 

・ 国土審議会土地政策分科会特別委員である神奈川大学森泉教授及び明海大学前川

教授より意見を聴取（概要については本体添付資料参照）。 

・ 評価にあたり、国土交通省政策評価会から意見を聴取（議事概要についてはホー

ムページに掲載）。 

実施時期 平成１５年度 

 



1 住宅ローン減税の延長

2 NPO等が行うボランティア輸送における運転者に対する人材育成のための教育体制の整備

3 離島航路補助金におけるバリアフリー化建造費補助の創設

4 全国都市再生の支援のための基本的枠組の構築

5 景観に関する基本的な法制の整備

6 公営住宅の家賃算定に係る利便性係数の改正

7 効率的な緑とオープンスペースの確保施策の拡充

8 都市再生等に資する河川敷地占用許可準則の特例措置の創設

9 景観や利用に配慮した「いきいき・海の子・浜づくり」の拡充

10 都市型水害対策に資する下水道整備の推進

11 特定都市河川流域における浸水被害対策の総合的な推進に係る税制の改正及び融資制度の改正

12 土砂災害の発生のおそれがある区域からの移転促進のための税制の創設

13 海岸事業における災害弱者対策の推進

14 総合的な津波・高潮災害対策の強化事業の拡充

15 北西太平洋津波監視システムの整備

16 低地対策河川事業費補助再編による大規模地震対応の推進

17 密集市街地の緊急整備

18 耐震性等安全性の低い建築物の改善の促進

19 地域のニーズに対応した住宅市街地整備の総合的な支援の推進

20 地下駅の火災対策施設の整備に対する支援制度の創設

21 貨物自動車運送事業安全性評価事業への支援

22 管制情報処理システムのフェイルセーフ対策の実施

23 国際社会と協調した国際海上運送に従事する船舶及び港湾の保安対策の強化

24 新長期規制以降の排出ガス・燃料対策の推進

25 有害紫外線予測情報の提供

26 放置座礁船対策の推進

27 合流式下水道の緊急改善

政策目標１．居住水準の向上

政策目標２．バリアフリー社会の実現

政策目標４．住環境、都市生活の質の向上

政策目標５．アメニティ豊かな生活環境の形成

No 施策等名

政策アセスメント　施策一覧　（平成１５年度）

政策目標７．水害等による被害の軽減

政策目標８．地震・火災による被害の軽減

政策目標９．交通安全の確保

政策目標10．海上における治安の確保

政策目標12．地球環境の保全

政策目標14．良好な自然環境の保全、形成及び創出

政策目標15．良好な水環境への改善

 



28 港湾における静脈物流拠点形成支援制度の拡充

29 道路構造令の改正

30 航空産業への総合的支援策の推進

31 東京国際空港（羽田）再拡張事業の推進

32 造船業の次世代人材養成事業の創設

33 スーパー中枢港湾の育成（次世代高規格コンテナターミナルの形成）

34 車両制限令の一部改正

35 海上物流の高度化に資する船舶の建造促進による内航海運活性化

36 海上運送事業の活性化

37 ３ＰＬに関する人材育成促進事業の推進

38 鉄道軌道近代化設備整備費補助制度の拡充

39 新たな旅行契約の態様の設定等に関する旅行業法の改正

40 新たな民間需要を創出し、資産デフレを克服するための条件整備

41 民活と各省連携による地籍整備の推進

42 地価公示制度・不動産鑑定評価制度の充実

43 自動車保有関係手続に係るワンストップサービス制度の構築

44 電子国土Ｗｅｂシステムの構築

45 道路関係四公団民営化法案の制定

政策目標16．循環型社会の形成

政策目標17．広域的モビリティの確保

政策目標18．国際的な水準の交通サービスや国際競争力等の確保・強化

政策目標19．物流の効率化

政策目標21．地域交通確保

政策目標22．地域間交流、観光交流等内外交流の推進

政策目標24．公正で競争的な市場環境の整備

政策目標27．IT革命の推進

その他

 



 

 

平成１５年度 政策アセスメント結果（評価書） 
 

平成１６年７月３０日 省議決定 

 

 

 国土交通省政策評価基本計画（平成１４年３月２２日省議決定）に基づき、政策アセスメント

（事前評価）を実施した。本評価書は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第１０条の規定

に基づき作成するものである。 

 

１．政策アセスメントの概要について 

 政策アセスメントは、新規に導入しようとする施策等について、必要性、効率性、有効性等の

観点から評価を行い、施策の導入の採否や選択等に資する情報を提供するとともに、政策意図と

期待される効果を明確に説明するものである。新規施策の企画立案にあたり、目標に照らした事

前評価を行うことにより、真に必要な質の高い施策の厳選と、目標による行政運営の定着の図る

ものである。 

 政策アセスメントは、新たに導入を図ろうとする施策（予算、規制、税制、財政投融資、法令

等）や、既存の施策のうちその改廃等を図ろうとするものを対象として実施する。評価は、各局

等及び各外局が実施し、それをもとに政策統括官が評価書を取りまとめる。 

 

（評価の観点、分析手法） 

 評価にあたっては、まず、当該施策が全体の政策目標（アウトカム目標）のどの目標に関連す

るものかを明確にした上で、その目標の達成手段としての当該施策の妥当性を、必要性、効率性、

有効性等の観点から総合的に評価する。 

 施策の必要性については、「ロジカル・フレームワーク」と呼ぶ分析手法を用いて評価を行うこ

ととしている。「ロジカル・フレームワーク」とは、具体的には以下の①から④のそれぞれについ

て分析し、それらのロジカル（論理的）なつながりを構築するものである。 

①目標と現状のギャップ分析 

②現状が目標を達成していないことの原因分析 

③目標を達成するためには現在のシステムを見直す（改善する）必要があること（＝政策課題）

を示す 

④当該政策課題を実現するための具体的な手法・手段（＝施策、事務事業）を提示する 

 また、効率性については、施策の実施のために要する社会的費用と効果について説明し、有効

性については、目的、目標を実現する上で、導入しようとする施策等の実施が効果的であること

を説明する。 

 

（第三者の知見活用） 

評価の運営状況等について、中立的観点からの第三者の意見等を聴取するため、国土交通省政

策評価会（座長：金本良嗣東京大学教授）を必要に応じて開催することとしている。また、個々

の施策ごとにも、必要に応じて学識経験者等の助言を活用することとしている。 

  



 

 

２．今回の評価結果について 

 今回は、平成１６年度予算の国会成立等を踏まえ、平成１５年８月に作成した評価書に必要な

修正を加えたほか、法律改正等に関連するものを含めて、４５の新規施策についての政策アセス

メント結果をとりまとめた。施策の一覧は別添１（省略）、様式の説明は別添２、個別の評価結果

は別添３のとおりである。 

 なお、平成１５年度の政策アセスメントの実施にあたっては、平成１５年６月２４日及び平成

１６年６月９日に国土交通省政策評価会を開催し、委員から意見を聴取した（議事概要及び議事

録は国土交通省ホームページに掲載 URL:http://www.mlit.go.jp/hyouka/01_hyoukakai.html）。また、

個々の施策の検討にあたって学識経験者等の意見を参考にした場合には、それぞれ個票の「その

他特記すべき事項」の欄に記載した。 

 

 



 
別添２

事前評価票（様式） 

施策等名  担当課 
（担当課長名） 

・・局・・課 
（・・課長 ・・） 

施策等の概要 ○導入する施策等の内容を簡潔、明確に記述する。 
○法令関係の場合は、法令名、予算関係の場合は予算額、税制関係の場合は減収
見込額を明記。 

施策等の目的 ○導入する施策等の目的を簡潔、明確に記述する。 
 

 関連する 
政策目標 

○どの政策目標（アウトカム目標）に関連するか 

 関連する 
業績指標 

○どの業績指標に関連するか 

 指標の 
目標値等 

○上記指標に係る目標値 

施策等の必要性 ○目標と現状のギャップについて分析 
○その原因について分析 
○現状を改善するための課題を特定 
○導入する施策の具体的内容について説明 
 

 社会的ニーズ ○導入する施策等が社会・国民のニーズに適っていることを説明 

 行政の関与 ○行政の関与の必要性、官民の役割分担 

 国の関与 ○国の関与の必要性、国と地方の役割分担 

施策等の効率性 ○施策等の実施のために要する費用や社会的費用と効果について説明する。可能
なものについては、他の選択肢を考慮し、当該施策等の導入がより効率的であ
ることを説明する。 

施策等の有効性 ○目的、目標を実現する上で、導入しようとする施策等の実施が効果的であるこ
とを説明する。目標達成にどのように貢献するかを可能な限り明らかにする。
（可能なものについては、関連する業績指標の目標値をどの程度向上させるか
の予測も明らかにするよう努める。） 

 

その他特記すべ
き事項 

○審議会答申等、企画立案過程における有識者等の意見 
○目標達成に際して影響を与える外部要因として考えられるもの 等 

 

 



 

事前評価票【No.1】                            別添３ 

施策等名 住宅ローン減税の延長 担当課 住宅局住宅政策課 
（課長 上田 健） 
住宅局住宅総合整備課 
（課長 佐々木 基） 

施策等の概
要 

従来の住宅ローン減税についてその適用期限を１年間延長する。 
平成１７年度以降については平成２０年までの間に、税額控除期間１０年間は維

持しつつ、中堅層に見合ったローン水準をカバーする制度への重点化を進める。 
 
〔住宅ローン減税制度（平成１６年から平成２０年まで）〕 

入居年 控除対象限度額※ 控除率 控除期間 最大控除額 

平成 16 年 5,000 万 1％ 10 年 500 万円 

1％ 1～8 年 平成 17 年 4,000 万 

0.5％ 9～10 年 

10
年 

360 万円 

1％ 1～7 年 平成 18 年 3,000 万 

0.5％ 8～10 年 

10
年 

255 万円 

1％ 1～6 年 平成 19 年 2,500 万 

0.5％ 7～10 年 

10
年 

200 万円 

1％ 1～6 年 平成 20 年 2,000 万 

0.5％ 7～10 年 

10
年 

160 万円 

※対象ローン金額に上限なし

・所得要件   ３０００万円以下 
・床面積    ５０㎡以上 

施策等の目
的 

 長引くデフレ経済の下、雇用・所得環境は依然厳しい状況であるため、無理のな
い負担での住宅取得を支援するとともに、良質な住宅ストックの形成及び経済効果
の大きい住宅投資の促進による景気の下支えを図る。 

 関連する 
政策目標 

1) 居住水準の向上 
3) 子育てしやすい社会の実現 

 関連する 
業績指標 

1) 誘導居住水準達成率 
5) ３人以上世帯の誘導居住水準達成率 

 指標の 
目標値等 

1) ５０％（H15） 
5) ４０％（H15） 

施策等の必
要性 

○ 住宅政策を進めるにあたっては、多様な選択肢の中から、ライフステージに応じ
た住まい方を選択し、実現することが必要であるが、我が国の誘導居住水準達成
率は４６．５％と、目標の５０％に届かない状況である（平成１０年度住宅・土
地統計調査）。特に、３０代等のファミリー世帯の大半が誘導居住水準を満たさ
ない住宅に居住している。   （＝目標と現実のＧＡＰ） 

 
○ 持家の取得は居住水準の改善に大きな役割を果たしているところであるが、現在
の経済情勢下において、所得が伸び悩み、雇用が低迷していることに加え、将来
に対する所得・雇用の不安が大きいことから、住宅取得に係る借入がしにくい状
況となっている。 
※ 平均年収の推移（全国） 

７１４万円（平成９年） → ６６１万円（平成１３年） 
（＝原因分析）

 
○ また、住宅ローンの返済時期は教育費等家計支出が増加する時期と一致するた

 



 

め、住宅取得による負担を軽減し、住宅取得を支援する必要がある。 
※ 消費支出に占める教育費の割合 
４．８％（３５～３９歳） →  ９．７％（４５～４９歳） 

（＝課題の特定）
 
○ 具体的には、住宅ローンを有している者に対して、ローン残高の１％を所得税額
から控除する現行の住宅ローン減税制度の適用期限を１年間延長し、平成１７年
度以降については平成２０年までの間に、税額控除期間１０年間は維持しつつ、
中堅層に見合ったローン水準をカバーする制度への重点化を進める。 

（＝施策の具体的内容）
 

 社会的ニ
ーズ 

○ 住宅投資は大きな経済波及効果をもたらす。 
○ 国民のマイホーム取得希望は根強いため、それを支援する本施策に対する社会的
ニーズは高い。 

 行政の関
与 

○ 雇用・所得環境が悪化するなか、住宅取得を促進するためには、政府の支援が必
要。 

 

 国の関与 ○ 住宅取得支援は、地域に限定されるものではなく、国が関与する必要がある。 
 

施策等の効
率性 

○ 本施策により、持家取得を支援し、もって居住水準の向上が見込まれる。 
○ 住宅投資による経済効果は他の産業に比較しても大きいものであり、施策の効率
性は高いと言える。 
※ 住宅建設による経済波及効果 
・ 生産誘発効果：住宅投資額の１．９５倍 

  （全産業平均：１．８２倍 商業１．４８倍 電力１．６７倍） 
    耐久消費財の消費拡大（１世帯当たり平均２２６万円） 
    １０万戸の住宅建設で２６．３万人の雇用創出 
○ さらに、今後第２次ベビーブーマー世代が持家を取得する年齢層（３５～３９歳）
となるため、持家取得支援の対象が多く、施策効果が高いと言える。 

 

施策等の有
効性 

○ 住宅ローン減税制度により、平成１４年の持家着工ベースで、９．９万戸の着工
効果があったと推測される。（経済効果 ４．６兆円） 

○ 住宅取得を支援する本制度により、持家取得を通じて居住水準の向上が図られ
る。 

 

その他特記
すべき事項 

○ 平成１４年度の政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標１「居住水準の向上」 
（１）良好な住宅取得と賃貸住宅の供給を促進する 
政策目標３「子育てしやすい社会の実現」 
（１）良質なファミリー向け住宅の供給を促進する 
の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 

 （参考） 
  上記評価における「今後の取組の方向性」 
  ＜政策目標１の（１）関係＞ 
   ・税制、金融等により、優良な持家の取得を促進するとともに、都市再 

生機構による民間賃貸住宅の供給支援や民間事業者に対する金融、予算
等の支援などにより優良な賃貸住宅の供給を促進する。 

  ＜政策目標３の（１）関係＞ 
   ・税制、金融等により、優良な持家の取得を促進するとともに、都市再 

生機構による民間賃貸住宅の供給支援や民間事業者に対する金融、予算
等の支援などにより優良な賃貸住宅の供給を促進する。 

 

 



 

事前評価票【No. 2】 

施策等名 ＮＰＯ等が行うボランティア輸送にお
ける運転者に対する人材育成のための
教育体制の整備 

担当課 自動車交通局旅客課 
（旅客課長 田端浩） 

施策等の概要 安全で安心して利用できる社会福祉法人、ＮＰＯ等によるボランティア輸送を実
現するため、地域の関係者による協議結果を踏まえて組織的に運転者等の人材育
成に取組むＮＰＯ等のうち、輸送安全面で特に先進的な取組みを行うものに対し
て所要の支援を行う。 
【平成 16 年度予算額：27,040（千円）】 

施策等の目的 単独では公共交通機関を利用することが困難な移動制約者等のＳＴＳ（スペシャ
ル・トランスポート・サービス）による移動手段の確保において、社会福祉法人、
ＮＰＯ等が実施するボランティア輸送に係る安全性の向上を推進し、安全で安心
して利用できるボランティア輸送の実現を図る。 

 関連する 
政策目標 

２) バリアフリー社会の実現 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○単独では公共交通機関を利用することが困難な重度の移動制約者等の移動手段を
確保する観点から、いわゆるＳＴＳを充実するため、ＮＰＯ等が実施するボランテ
ィア輸送については、構造改革特別区域における措置の実施結果を踏まえて当該制
度の全国実施を図ることとしているが、14 年度に国土交通省が移送サービスを行
っているＮＰＯ等ボランティア団体を対象に行ったアンケートによると、運転者に
対し輸送の安全に関する何らかの講習を受講させている団体は１割に満たない状
況となっており、ＮＰＯ等は、輸送安全に関係して組織的な運転者等の人材育成の
体制が必ずしも十分に整っていない状況にある。（＝現状と目標のＧＡＰ） 
○（これは、ＮＰＯ等ボランティア団体の多くがその組織的基盤が脆弱であり、組織
的に運転者等の人材育成のノウハウを十分に有していないことによるものである
と考えられる。（＝原因特定） 
○組織的な運転者等の人材育成のあり方については、国において一定の目安を示しつ
つ、地域の関係者による運営協議の場において改善に向けた具体的な取組みが決定
される仕組みとなっており、運転者の技能や資質の向上に資する人材育成を試みる
などの先進的な取組みを行うＮＰＯ等を国として積極的に支援し、わが国のボラン
ティア輸送に係る輸送安全の向上に向けた自主的な取組みを推進していく上での
呼び水としていく必要がある。（＝課題の特定） 
○具体的には、道路運送法に基づく有償運送許可を受けた社会福祉法人、ＮＰＯ等で
あって、地域の関係者による協議結果を踏まえて組織的に運転者等の人材育成に取
組むものの中から、輸送安全面で特に先進的取組みを行うものに対して所要の支援
を行う。（＝具体的施策） 

 社会的ニ
ーズ 

単独では公共交通機関を利用することが困難な重度の移動制約者等の移動手段を
確保し、交通バリアフリーを促進する観点から、いわゆるＳＴＳを充実していく
ことが求められており、その一環として社会福祉法人、ＮＰＯ等が実施するボラ
ンティア輸送についても、安全で安心して利用できるものとしていくことが社会
的に求められている。 

 行政の関
与 

組織的な運転者等の人材育成のあり方については、国において一定の目安を示し
つつ、行政機関を含めた地域の関係者による運営協議の場において改善に向けた
具体的な取組みが決定される仕組みとなっており、ボランティア輸送に係る輸送
安全の向上に向けた先進的な取組みに対して、公的に支援していくことが必要で
ある。 

 国の関与 組織的な運転者等の人材育成のあり方のうち輸送安全に係るものについては、国
が全国的な見地から一定の水準を確保し、又は誘導していくことが必要である。 

 
 

 



 

施策等の効率性 ＮＰＯ等が組織的に運転者等の人材育成を行うにあたっては、自動車安全運転セ
ンター、自動車事故対策センター等が実施する安全運転研修、適性診断等を活用
することを検討しているが、これらのセンター等は全国的に組織されており、全
国のＮＰＯ等が少ない費用で利用することが可能であることから、これらのセン
ター等を活用して国が全国的な見地での方向性を示すことで、施策の効率的な導
入・促進が図られる。 

施策等の有効性 ○支援策の導入により、輸送サービスを行っているＮＰＯ等に対して、組織的な運転
者等の人材育成において輸送安全に係る先進的な取組みが促進される。 
○さらに、モデルシステムとして一般に適用可能なものについては、今後５～10 年
程度で標準モデル化を検討し、輸送サービスを行っている全てのＮＰＯ等ボランテ
ィア団体について組織的な運転者等の人材育成体制の整備を促進することにより
運転者等の安全能力の底上げが図られることから、ＮＰＯ等の輸送サービスの安全
性の向上に資することとなる。 

その他特記すべ
き事項 

○高齢者、身体障害者等を個別に又はこれに近い形で輸送するサービスの充実を図る
ため、いわゆるＳＴＳ（スペシャル・トランスポート・サービス）の導入及びタク
シーの活用に努めること。〔高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動
の円滑化の促進に関する法律案に対する衆議院附帯決議、平成 12 年４月 18 日、参
議院運輸委員会も同旨〕 
○また、単独では公共交通機関を利用できないような障害者等の輸送といった、公共
交通機関による輸送サービスが十分に提供されないおそれのある分野での移動の
確保については、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえ、ＳＴＳ（スペシャル・
トランスポート・サービス）の活用を含め適切な対応を図る。 
（障害者基本計画、平成 14 年 12 月 24 日） 

 



 

事前評価票【No. 3】  

施策等名 離島航路補助金における 
バリアフリー化建造費補助の創設 

担当課 海事局国内旅客課 
（国内旅客課長 丹上 健） 

施策等の概要  離島補助航路に就航する船舶を代替建造及び改造工事する場合、船舶建造費及
び改造費のうちバリアフリー化にかかる工事費の５０％を補助する。 
【平成 16 年度予算額：７６百万円】 

施策等の目的 離島航路は、離島住民の生活の足であり、船舶による輸送は欠かすことができ
ない生活航路である。離島では、都市に比べ高齢化率が高く、高齢者、身体障害
者等の移動の利便性及び安全性を図る。 

 関連する 
政策目標 

２) バリアフリー社会の実現 

 関連する 
業績指標 

４) バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客船、航空機の割合 

 指標の 
目標値等 

平成２２年までに一般旅客定期航路事業に就航している船舶の総隻数のうち
約５０％を移動円滑化された船舶とすること。 

施策等の必要性 ○離島航路については、過疎化が進んでいることに加え離島住民の高年齢層の比
率が高くなっており、就航船舶のバリアフリー化が強く求められている。また、
５トン以上の旅客船については、平成１４年５月から交通バリアフリー法に基
づく移動円滑化基準が適用されており、バリアフリー化が義務づけられてい
る。しかし、平成１４年度のバリアフリー化船の実績値は全体でも２％にとど
まっている。（＝目標と現実のＧＡＰ） 
○離島航路事業者は、経営基盤が脆弱なため代替建造を行うにしても資金繰りが
困難な状況にあるうえ、さらに、バリアフリー化に要する費用をも負担するこ
ととなったことが離島航路におけるバリアフリー化が進まない原因として考
えられる。（＝原因分析） 
○このため、バリアフリー化を促進する上で補助金を交付することが必要であ
る。（＝課題の特定） 
○具体的には、離島補助航路に就航する船舶を代替建造及び改造工事する場合、
船舶建造費及び改造費のうちバリアフリー化にかかる工事費の５０％を補助
することとする。（＝具体的施策） 

 社会的ニーズ 航路補助の対象となる航路は、離島住民にとって唯一の生活の足であり、離島
住民の高齢化も進んでいることから、補助金を交付して当該航路を運航する船舶
のバリアフリー化を図ることは離島住民の福祉の向上に資するものであり、社会
的ニーズが高い。 

 行政の関与 離島航路を含む一般旅客定期航路における船舶のバリアフリー化については、
必要な資金の確保について交通バリアフリー法上国の責務として「第２０条 国
は移動円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努
めなければならない」が規定されており、経営困難な離島航路については、特に
政府の関与が必要である。 
また、平成１５年４月に改正された離島振興法では、交通の確保に関する国及
び地方の配慮規定「第１２条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域に
おける島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸
上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとす
る。」が設けられており、改正離島振興法で規定されている国が定める基本方針
には「離島航路に就航する船舶の、高齢者・身体障害者に配慮したバリアフリー
施設の充実を図ることが重要」とされている。 

 国の関与 国は地方公共団体の推薦を受けた上で、離島航路事業者に対し補助することと

 

 



 

している。 

施策等の効率性 15 年度までの離島航路船舶近代化建造費補助金は、離島航路に就航する船舶
の近代化（大型化、高速化、フェリー化の何れかに該当）にあたり建造費の一部
を補助する制度であったが、本土と比べ離島では高齢化層の比率が高く、船舶の
バリアフリー化に取り組むことが喫緊の課題となっていることから、補助要件を
バリアフリー化に特化し、効率化を図った。 

施策等の有効性 離島では、高齢者比率が高くバリアフリー化が強く求められているが、経営基
盤が脆弱である離島航路事業者においては、旅客船のバリアフリー化に伴う費用
増加の資金を調達することが困難となる。このため、本補助金により、就航船舶
のバリアフリー化に係る費用について、国が地方公共団体の推薦を受けた上で、
離島航路事業者に対し補助することにより、離島航路に就航する船舶のバリアフ
リー化を促進する。 

その他特記すべ
き事項 

平成 14 年度に係る政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標２「バリアフリー社会の実現」 
（３）移動空間をバリアフリー化する 
の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 
（参考）上記評価における「今後の取組の方向性」（抜粋） 
・ 上記で分析したように、今後は補助・税制・融資等各種支援制度を有効に活
用することで、さらに移動空間のバリアフリー化に努めていく。 

・ さらに、車両等については、バリアフリー化がなされたものへの代
一層促進するため、さらなる支援措置を講ずることとする。 

 

 

 

替をより



 

 

事前評価票【No.4】 

施策等名 全国都市再生の支援のための基本
的枠組の構築 

担当課 
（担当課長名） 

都市・地域整備局 
まちづくり推進課 

（まちづくり推進課長 石井 喜
三郎） 

施策等の概要 構造改革特区、観光立国、地域再生等と連携しつつ、全国都市再生のさらなる
推進を図るため、平成１５年１１月の都市再生本部会合において全国都市再生の
新たな支援のための基本的枠組を構築することとされたことを受けて、以下の措
置を講ずる。 

（１）都市再生特別措置法の一部改正 

市町村が都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画である都市
再生整備計画を作成するとともに、これに基づく事業等の促進を図るため、地方
の自主性や裁量性を高めた「まちづくり交付金」の創設、都市計画決定権限等の
市町村への移譲等を行う。 
（２）まちづくり交付金の創設 
都市再生整備計画に基づく事業等について、市町村が計画の目標をあらかじめ

明確にした上で、交付期間終了時に目標の達成状況等に関する事後評価を行う交
付金制度を創設する。 

【予算額：まちづくり交付金 1,330 億円（国費）】 

 

施策等の目的 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実
施し、全国都市再生を効率的に推進することにより、身の回りの生活の質の向上
と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。 

 関連する 
政策目標 

4）住環境、都市生活の質の向上 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○ 稚内から石垣まで全国の都市を対象として、身の回りの生活の質の向上と地
域経済・社会の活性化を図る都市再生の取組を推進することを目的とする。 

しかしながら、地方都市をはじめとする各都市については、防災上危険な密
集市街地の存在、市街地の中心部の再生、鉄道による市街地分断の解消など、
共通する横断的な、かつ、構造的な課題を抱えている。 
（＝目標と現状のＧＡＰ） 

○ その原因として、近年における急速な少子高齢化等の社会経済情勢の変化に
我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことがあげられる。 

（＝原因分析） 
○ このため、「稚内から石垣まで」を合言葉に国を挙げて取り組んでいる「全
国都市再生」を一層推進するため、民間活力が十分でない都市を含む全国の都
市において、地域の実情に応じた都市の再生を効果的に進めていく必要があ
る。 

（＝課題の特定） 
○ よって、地域の実情を熟知した市町村のまちづくりに関する権限の拡充と併
せて市町村の自主性・裁量性の高い財政支援制度を創設する等の全国都市再生
のための基本的枠組を構築することが妥当。 

具体的には、市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現
するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成し、国は目
標達成に相応しいか計画自体を評価し、計画に基づき実施される事業等の費用
に充当するための交付金を交付。交付期間終了時、市町村に目標の達成状況等



 

 

に関する事後評価を求めることとし、その結果等について公表（交付期間は概
ね３年から５年）。交付金は市町村の提案事業等も支援対象とするとともに、
支援対象の選択を自由とした、地方の自主・裁量性の極めて高い制度である。
交付金の創設とあわせてまちづくりに関する権限を地域の実情を熟知した市
町村へできる限り一体化する等、全国都市再生の基本的な支援の枠組を構築す
る。 
（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ 全国の市町村において、全国都市再生のための地域の特性を活かしたきめの細
かい支援を可能とする施策が求められている。 

 行政の関与 全国都市再生は、民間やＮＰＯのみで実現することは困難であるため、公的支
援を行う必要がある。 

 国の関与 全国都市再生は、都市再生本部において国家的な課題として重視されているた
め、国が支援する必要がある。 

施策等の効率性 地域の個性や自由な発想を活かした都市再生整備計画に基づき、地域が柔軟に
事業等を展開することが可能であるため、公共施設や公益施設の機動的な整備等
が可能となり、その結果まちづくりの目標達成に資することとなる。 
 

施策等の有効性   まちづくり交付金は、市町村が地域の特性を活かしてまちづくりの目標を達成
するための計画を作成し、国は目標達成にふさわしい計画である場合、計画に位
置付けられた事業等に対し期間を限って総合的に交付する制度であるため、まち
づくりに関する権限を地域の実情を熟知した市町村へ一体化すること等とあわ
せて全国都市再生の達成に対して有効である。 
 

その他特記すべ
き事項 

○「全国都市再生のための緊急措置」（平成１４年４月８日都市再生本部決定）
において「全国」を対象にして、「身の回り」の生活の質の向上と「地域経済・
社会」の活性化を図るための緊急措置として、「民間投資」を促進する全国の
都市再生の取組みを支援するとされている。 

○平成１５年１１月２８日の都市再生本部会合において全国都市再生の支援の
ための基本的枠組を構築することとされた。 

○平成１６年４月１６日に閣議決定された、都市再生基本方針の一部変更におい
て、都市再生整備計画の作成に関する基本事項が位置付けられた。 

 

 



 

 

事前評価票【No.5】 

施策等名 景観に関する基本的な法制の整備 担当課 
（担当課長名） 

都市・地域整備局 
都市計画課 

（都市計画課長 山﨑 篤男） 
施策等の概要 ○都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るための、我が国で初めての

景観に関する総合的な法律である「景観法」を制定する。 
○景観法の内容は以下のとおり。 
①良好な景観の形成に関する国としての基本理念を定めるとともに、国・地方
公共団体・事業者及び住民の責務を明確化。 

②景観行政団体による景観計画の策定とその区域の指定、景観農業振興地域整
備計画、自然公園法の特例、景観地区の決定、景観協定、及び景観重要建造
物等に関する規定を措置。 

③景観重要公共施設や電線共同溝法の特例を措置。 
④景観整備機構による支援や景観重要建造物等についての建築基準法の規制
緩和などを措置。 

○また、景観に関する基本的な法制の整備に併せ、以下の措置を講じる。 
①景観計画区域内における良好な景観の形成に資する建造物等に係る税制上
の特例措置を講じる。 

②良好な景観を創造する公共事業及び調査について、年度途中の追加的需要に
対応して積極的に支援・推進するための予算制度を創設する。 
【平成１６年度予算額：景観形成事業推進費 200 億円（国費）】 

○さらに、これらの施策と連携して、緑に関する法制の抜本的な見直しと屋外広
告物に関する制度の充実を図ることで、美しい景観と豊かな緑を総合的に実現
する。 

施策等の目的 ○都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土
の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実
現を図る。 

 関連する 
政策目標 

4）住環境、都市生活の質の向上 
5）アメニティ豊かな生活環境の形成 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○近年、個性のある美しい街並みや景観の形成が求められるようになってきてい
るが、我が国の景観の現状は、街並みが不揃いで、全体として統一感がないこ
と、都市部をはじめ、電線がはりめぐらされていること、違法公告物が氾濫し
ていることなど、多くの問題を抱えている。 

（＝目標と現状の GAP） 
○この原因としては、急速な都市化の中で、まず都市基盤を整備することに重点
が置かれ、経済性や効率性、機能性を重視した結果、美しさへの配慮を欠いて
いたこと等が挙げられる。 

（＝原因分析） 
○このような状況を踏まえ、各地で景観条例の制定が進められているが、現行の
ほとんどの景観条例は届出勧告制による手法であることから、周辺の街並みか
ら著しく不調和なデザインであっても、強制力をもって規制できないという限
界がある。また、良好な景観の形成上重要な建造物や樹木を本来の目的に従っ
て利用しつつも保全する手法が不備である。 
このような景観をめぐる状況を考えると、良好な景観の形成を国の重要政策課
題として位置付け、地方公共団体の取組に法的根拠を与えることが必要であ
る。 

（＝課題の特定） 



 

 

○具体的には、景観に関する基本的な法制の整備により、景観に関する基本理念
や国・地方公共団体・事業者・住民の責務を明確化するとともに、景観計画の
策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景
観重要建造物等の保全、景観整備機構による支援等を行う仕組みを創設し、併
せて、良好な景観の形成に資する建築物等に係る税制上の特例並びに良好な景
観を創造する公共事業及び調査を支援・推進するための予算措置を講ずるもの
である。 

（＝施策の具体的内容） 
 社会的ニーズ ○経済社会の成熟化に伴う国民の価値観の変化等により、個性ある美しい街並み

や景観の形成が求められるようになっており、各地で景観条例の制定（４５０
市町村、４９４条例／２７都道府県、３０条例）や景観に配慮した都市整備が
進められている。また、各地の地方公共団体からは、景観に関する基本的な法
制を整備し、条例だけではできない強制力を含めた法的な仕組みを創設するこ
とを要望されている（「全国景観会議」「都市景観形成推進協議会」等）。 

○また、このような価値観の転換点を迎え、国としても、良好な景観の形成を国
政上の重要課題として位置付け、総合的な景観施策を強力に進めることとして
いる（「美しい国づくり政策大綱」等） 

○なお、観光立国を実現するという観点からも、地域の個性を磨き発揮する「一
地域一観光」を推進するための手法として、良好な景観の形成に向けた取組を
進めることとしており、「観光立国行動計画」に、景観に関する基本法制の整
備を掲げているところ。 

 行政の関与 ○良好な景観は、国民共通の資産であり、地域の自然、歴史、文化等と人々の生
活、経済活動等との調和により形成されるものであるため、適正な制限の下に
これらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図
られなければならない。したがって、民意を反映させるための手続を踏んだ上
で、行政が必要な制限を定め、建築活動等の行為をコントロールしていく必要
がある。 

○また、良好な景観は、観光や地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであ
ることから、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民によ
り、その形成に向けて一体的な取組が必要である。 

 国の関与 ○国は、良好な景観の形成に関する基本的かつ総合的な法律及び政省令の整備を
行う。 

○良好な景観の形成を国政上の重要課題と位置付け、予算・税制と一体となった
総合的な景観施策を強力に推進する。 

○また、法の施行後においても、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及
等を通じて、国民の理解を深めるとともに、景観行政に関する技術的助言、専
門家の育成等を行うことにより、地方公共団体の取組を支援する。 

施策等の効率性 ○本施策は、これまでの地方公共団体における取組を踏まえ、景観に関する基本
理念や各主体の責務を明確化し、規制誘導策を中心とする景観に関する基本的
な法制を整備し、国民の社会的規範として示すことにより、地域の実情に沿っ
た良好な景観形成を図ろうとするもの。 

○その際、一度破壊された景観を回復することは大きな社会的コストを伴うもの
であることにかんがみ、行政が民意を反映しつつ定める計画に基づき、事前明
示性を確保しながら、住民や事業者による建築等の行為を、良好な景観の形成
に資するものに規制・誘導することを中心とすることにより、主として民間の
建築活動等の積み重ねによって、施策の目的の実現を効率的に図るものであ
る。 

○また、歴史的街並みの保存等による良好な景観整備が観光客の大幅増加など地
域の活性化につながるほか、建築物の修景等による投資が誘発されるなど、経
済的な効果ももたらすものと考えられる。 



 

 

施策等の有効性 ○今回の景観に関する基本的な法制の整備により、良好な景観の形成に関する基
本理念や、国民や行政等の責務が明確に位置付けられる。また、地方公共団体
の取組に法的な強制力を付与するとともに、良好な景観の形成に重要な公共施
設の整備・管理に係る特例や電線類の地中化を促進するための措置を設けてい
る。これらに加えて、建築基準法に基づく規制の適用除外や税制上の特例及び
予算等の措置が一体的に講じられることによって、良好な景観の形成が促進さ
れる。 

○上記の施策と連携して、緑や屋外広告物に関する法制度の見直し・充実が図ら
れることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の
創造及び個性的で活力ある地域社会の実現が図られる。 

その他特記すべ
き事項 

○「観光立国行動計画」（平成１５年７月観光立国関係閣僚会議） 
○「美しい国づくり政策大綱」（平成１５年７月国土交通省） 
○全国景観会議（４３都道府県、８政令指定都市）「要望書」（平成１５年７月） 
○都市景観形成推進協議会（１３政令指定都市）「景観形成施策の充実について 
提言書」（平成１５年８月） 

○「社会資本整備審議会答申『都市再生ビジョン』」（平成１５年１２月） 
○「自民党国土交通部会街並み景観小委員会報告」（平成１５年１２月） 

 



 

事前評価票【No.6】 

施策等名 公営住宅の家賃算定に係る利便
性係数の改正 

担当課 
（担当課長名）

住宅局総務課 
（総務課長 伊藤 淳） 

施策等の概要 公営住宅の家賃は、入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模、建設時から
経過年数等に応じて定められることとされているが、昨今の経済社会情勢等の変
化に伴い、公営住宅の利便性が必ずしも家賃に適切に反映されていない場合もあ
る。このため、公営住宅の家賃の算定に係る利便性を勘案して事業主体が定める
数値について、より地域の実情を反映したものになるよう公営住宅法施行令第 2
条第 1項第 4号（利便性係数）の改正を行う。 

施策等の目的 公営住宅の利便性係数について、より地域の実情を反映したものとするため、
事業主体（公営住宅の供給を行う地方公共団体をいう。以下同じ。）の裁量を拡
大して、立地条件等による便益を適切に家賃に反映できるようにする。 

 関連する 
政策目標 

4) 住環境、都市生活の質の向上 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○  公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸される
住宅であり、家賃は入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模、建設時か
らの経過年数その他の事項に応じて低額所得者が負担可能な家賃に設定され
るものであるが、昨今の経済社会情勢等の変化に伴い必ずしも個々の住宅が
有する立地条件や設備等の便益を適切に家賃に反映していないとの指摘があ
り、公営住宅の入居者相互間、公営住宅の入居者と非入居者との間に生じる
不公平感の一因にもなっている。（＝目標と現状のＧＡＰ） 

○  その原因としては、利便性係数は市町村内における立地条件や設備、住環
境等の国が客観的な基準で示すことが困難な利便性を家賃に反映するため、
0.7～1.0 の範囲内で事業主体がその裁量により定める数値としているが、以
下のような問題点がある。（＝原因分析） 
①  利便性が著しく高い商業地等に立地する公営住宅があらわれており、
当該公営住宅の入居者と他の公営住宅の入居者・非入居者との間に不公
平感が生じており、このような公営住宅については、その立地が有する
便益を適正に家賃に反映できるようにすることが必要であること。 

②  立地係数（公営住宅法施行令第２条第１項第１号に掲げる市町村ごと
の家賃算定のための数値をいう。以下同じ。）が異なる市町村が合併する
場合に、合併により立地係数が高い方の市町村の値に統一されるため、
立地係数が低い方の市町村において家賃が上昇するケースが生じるが、
この家賃上昇を回避・抑制するための措置が必要であること。 

○  このため、地域の実情を的確に家賃に反映させるため、利便性係数の上限・
下限の見直しを行うことが必要である。（＝課題の特定） 

○  したがって、利便性が著しく高い商業地等に立地する公営住宅や合併市町
村に係る公営住宅などについて、地域の実情を反映した家賃設定を可能とす
るため、立地係数の上限「1.6」を超えることがないように利便性係数の範囲
を以下の通り見直して、事業主体の裁量の幅を拡大する。（＝施策の具体的内
容） 
利便性係数の範囲を①以上②以下とする。 

① 0.5 

② 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値とする。 

イ 1.3 
ロ 1.6を立地係数で除した数値 

 

 



 

 社会的ニーズ 経済が長期的に停滞するなか、公営住宅の新規建設が困難となる一方、公営住
宅へのニーズは依然として高い水準にあり、特に利便性が高い地域に立地する公
営住宅の入居者と他の公営住宅の入居者・非入居者間の不公平や、公営住宅管理
の非効率性について指摘されている。 

 行政の関与 公営住宅制度は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸される
住宅を供給するものであるため、公的関与が必要である。 

 国の関与 公営住宅制度は、憲法第 25 条を受けて「国民生活の安定と社会福祉の増進に
寄与する」ことを目的とするものであるため、国の関与が必要である。 

施策等の効率性 利便性係数の上限・下限を見直すことにより、市町村内における立地条件や設
備、住環境等の国が客観的な基準を示すことが困難な利便性を、事業主体の裁量
により公営住宅の家賃に反映することは、利便性の著しく高い公営住宅や市町村
合併に伴う公営住宅等の地域の実情を反映することになる。 

施策等の有効性 ○  事業主体の裁量範囲を拡大し、事業主体の自らの判断による、地域の実情
に応じた適正な家賃設定を可能とする。 

○  立地条件等による便益を適切に家賃に反映させることを可能にし、公営住
宅の入居者相互間、公営住宅の入居者と非入居者との間の不公平感の解消、
縮小に資する。 

○  事業主体の自ら判断により、市町村合併に伴う家賃の上昇を回避、抑制す
ることを可能となる。 

 

その他特記すべ
き事項 

○ 「新たな住宅政策のあり方について（建議）（平成 15 年９月社会資本整備審
議会住宅宅地分科会）」において、真に住宅に困窮する者への的確な対応とと
もに、運営の透明性・効率性を高めるため、利便性等の地域の実情等を家賃
へ適切に反映すること等とされた。 

 

 

 



 

事前評価票【No.7】 

施策等名 効率的な緑とオープンスペースの
確保施策の拡充 

担当課 
（担当課長名） 

都市・地域整備局 

  公園緑地課 
（公園緑地課長 高梨 雅明） 

施策等の概要 用地取得の困難な都市既成市街地等において、効率的に緑とオープンスペース
を確保するために 
○民有緑地の公開に必要な施設整備に対する補助制度の創設など、民有緑地 
の保全・活用に対する支援 
○立体的に区域を定める都市公園、借地方式の都市公園整備の推進 
等を可能とする「都市緑地保全法等の一部を改正する法律案」を国会に提出。 
都市公園・緑地保全事業等の一体的な実施を支援する統合補助制度「緑地環境
整備総合支援事業」の創設【平成 16 年度予算額：50 億円（国費）】 
等の措置を講じる。 

施策等の目的 ○都市におけるヒートアイランド現象の進行等の都市環境問題が深刻化してい
る中で、効率的な緑とオープンスペースの確保施策を充実させることによって、
緑豊かで快適な都市環境の形成を図ることを目的とする。 

 関連する 
政策目標 

5）アメニティ豊かな生活環境の形成 
＜社会資本整備重点計画の「水・緑豊かで美しい都市生活空間等の形成等」に対
応＞ 

 関連する 
業績指標 

16）都市域における水と緑の公的空間確保量 
 

 指標の 
目標値等 

13 ㎡/人(12 ㎡/人を約 1割増)（H19） 

施策等の必要性 ○地球温暖化、都市におけるヒートアイランド現象の進行、人口集中に伴う過密
な土地利用等、現代社会の抱える喫緊の課題に対応し、良好な都市環境の形成
を図ることを目標として公園・緑地の確保を推進している。しかし都市公園整
備の長期的な目標としている１人当たり都市公園等面積 20 ㎡／人に対して、
平成 14 年度末現在で 8.5 ㎡／人に留まっていることが示すように、依然とし
て都市における緑とオープンスペースは不足している。（＝目標と現状との
GAP） 
○その原因としては、緑化の推進を重点的に行うべき都市部ほど高い地価、密集
市街地の存在等により緑とオープンスペースを確保するための用地取得が難
しいため、現行の取り組みの枠内では効果的に用地を確保できないことが原因
として考えられる。（＝原因分析） 
○用地の確保が難しい都市部において、緑とオープンスペースを効率的に確保す
るためには、既存の都市公園整備手法による取り組みだけでは不十分であり、
用地費を縮減するためのより柔軟な用地取得施策や、限られた空間を効率的に
緑地として確保するとともに、効果的にネットワーク化する施策の充実が必要
である。（＝課題の特定）  
○現行の緑とオープンスペースの確保施策の見直しを行い、 
① 広域的な緑の骨格軸及び緑の拠点、都市内の水と緑のネットワークの形成
を支援することを目的とした都市公園・緑地保全事業等の一体的な実施を
支援する統合補助事業の創設 

② 大規模な敷地の建築物を対象とした緑化の義務づけ、市民緑地制度の拡充
と支援等、民有緑地の公開に対する補助制度の創設 

③ 借地による公園整備の推進、駐車場、店舗等他施設の上部を公園区域とし
て定めることができるような立体公園制度の創設等の都市公園整備施策の
充実 

等の民間との連携による効率的な都市公園の整備・緑地の保全・都市空間の緑化
施策を充実させるとともに、道路・河川事業等との行政間の連携の充実を図り、
これら総合的な取り組みによって緑豊かで快適な都市空間の実現を図る。（＝施

 



 

策の具体的内容） 

 社会的ニーズ ○都市においては、人口・産業の集中等によりヒートアイランド現象の進行、良
好な自然環境の喪失、居住環境の悪化等、多くの課題が同時に顕在化しており、
これらの課題に対応し、緑豊かで快適な都市空間の実現を図るため、緑とオー
プンスペースを確保することが求められている。 

 行政の関与 ○大都市におけるヒートアイランド現象の進行等都市環境問題の深刻化、居住環
境の悪化等への対処は国民生活を向上させるものであり、公益性が高く、行政
の関与が必要である。 

 国の関与 ○地球温暖化等地球環境問題の深刻化、ヒートアイランド現象の進行等都市環境
問題の深刻化等、現代社会の抱える喫緊の課題への対処は広域的な取り組みを
必要とするものであり、地球温暖化推進大綱（平成 14 年 3 月 19 日地球温暖化
対策推進本部決定）や規制改革推進３か年計画（平成15年 3月 28日閣議決定）、
都市再生プロジェクト等でも都市緑化等の推進、大都市圏における都市環境イ
ンフラ再生のためのまとまりのある自然環境の保全・緑の創出等が位置づけら
れていることから、国としての関与が必要である。 

施策等の効率性 ○立体的に区域を定めることのできる都市公園制度の導入や借地方式の都市公
園整備の推進、市民緑地制度の拡充等の施策を導入することによって、既成市
街地等の用地確保が困難な地域において安価かつ効率的に公園・緑地を確保す
ることが可能となる。 

施策等の有効性 ○市街地の大半を占める民有地を対象とし、立体的に区域を定めることのできる
都市公園制度の創設、市民緑地制度の拡充、大規模建築敷地における緑化面積
の割合に対する規制の導入等の都市公園整備、緑地保全、緑化施策を充実し、
官民の連携によって緑地をネットワーク化することにより、個々の取り組みで
は十分な効果を発揮できないヒートアイランド現象の進行等の都市環境問題
に対して効率的・総合的な取り組みが可能になる。 

 

その他特記すべ
き事項 

○ 社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会公園緑地小委
員会報告「今後の緑とオープンスペース確保方策について」（平成１５年４月）
において、水と緑のネットワーク構築に対応した総合的な指標を設定し、そ
の達成を図るべきであるとされている。 

○ 平成１４年度の政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標８「アメニティ豊かな生活環境の形成」 
（３）公共空間における緑化等を推進する  
の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 

（参考） 
・ 地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全等
我が国が抱える緊急的な課題に対応し、水と緑豊かで美しい景観を有す
る生活環境を形成することを目標として、公共空間の緑化を行うための
以下の取り組みを総合的に推進する。 

・ 明確な事業効果が発現するような事業への重点的投資による事業効果の
早期発現等、都市公園事業の重点化の推進 

・ 借地方式・立体的な土地利用による都市公園整備の推進 

 

 



 

事前評価票【№8】 

 

施策等名 都市再生等に資する河川敷地占用許
可準則の特例措置の創設 

担当課 河川局水政課 
（課長 長谷川 伸一）

河川局治水課（課長柳川城二）

施策等の概要 ○民間主体による占用や、オープンカフェ、売店等の営利的な施設の設置など、
現行の河川敷地占用許可準則（以下「準則」という。）においては認められてい
ない河川敷地の利用について、都市再生、地域活性化等を促進する観点から、
より地域の要望に応じた自由な利用が可能となるよう準則の特例措置を創設す
る。 

施策等の目的 ○都市再生、地域活性化等に資するよう河川敷地利用の高度化を図る。 

 関連する 
政策目標 

５）アメニティ豊かな生活環境の形成 
＜社会資本整備重点計画の「水・緑豊かで美しい都市生活空間等の形成等」に対
応＞ 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○近年、都市再生や構造改革特区における地方公共団体の要請等にもあるとお
り、ライトアップ施設等の修景施設や、オープンカフェ等の集客施設の設置な
ど、水辺空間を活かした賑わいの創出や魅力あるまちづくりを目的とした河川
敷地利用に対する要請が強くなってきており、これらの要請への対応が強く求
められているところであるが、現行においては、占用許可ができないものもあ
り、対応することが困難な状況にある。（＝目標と現状の GAP） 
○これは、河川敷地の占用許可に当たっての審査基準を定めている現行の準則に
おいては、ライトアップ施設やオープンカフェ等の設置、また原則として民間
主体による占用を認めていないことが原因である。（＝原因分析） 
○このため、都市再生等に資すると認められる施設の設置等が可能となることに
より、より地域の要望に応じた自由な河川敷地利用が可能となるよう新たな占
用許可基準を策定することが必要である。（＝課題の特定） 
○具体的には、現行の準則では認められていない占用主体や占用施設等につい
て、都市再生、地域活性化等を促進する観点から、その設置が可能となるよう
準則の特例措置を創設する。（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ ○広島市や大阪市における「水の都」構想（太田川沿川や道頓堀川において、オ
ープンカフェやイベント実施に係る集客施設等を設置し、賑わいのある水辺空
間の創出等を図る）を始め、都市再生等の観点からの河川敷地利用に対する社
会的ニーズは高い。 

 行政の関与 ○河川管理者である行政が主体的に対策を講じることが不可欠である。 

 国の関与 ○河川敷地の占用許可に当たっての審査基準である現行準則の特例措置を創設
し、河川敷地利用の高度化を図れるように占用許可制度の充実に努めるのは、
国として果たすべき責務である。 

施策等の効率性 ○本施策の実施により、従来では、原則的に認められていなかった占用主体・施
設等による占用が可能となることから、水辺と一体となった施設整備等による
水辺と周辺施設等の調和を効率的に図ることが可能となる。 

施策等の有効性 ○本施策を実施することにより、より地域の要望に応じた自由な河川利用が可能
となり、水辺空間を活かした賑わいの創出や魅力あるまちづくりが可能とな
る。 

その他特記すべ
き事項 

○都市再生プロジェクト（都市再生本部決定） 

・「水都大阪の再生」（大都市圏における都市環境インフラの再生） 
・「水の都の再生～広島～」（地方中核都市における先進的で個性ある都市づくり）

○都市再生緊急整備地域（政令指定） 

・大阪駅周辺・中の島・御堂筋周辺地域 

○地域再生推進のためのプログラム（地域再生本部決定） 

 ・「河川占用許可の弾力化」 



 

 

事前評価票【No.9】 

施策等名 景観や利用に配慮した「いきいき・

海の子・浜づくり」の拡充 

担当課 河川局砂防部保全課海岸室 

（海岸室長 細見寛） 

港湾局海岸・防災課 

（海岸・防災課長 内村重昭） 

施策等の概要 ○ いきいき・海の子・浜づくりについて、文部科学省の野外教育・社会教育・

生涯教育スポーツ活動等の施策と連携し、青少年を中心とする自然・社会教育

活動の場（野外活動・体験学習等）、マリンスポーツの場としての利用しやす

い海岸づくりを行なってきたことに加えて、大規模地震による災害への対応や

都市と農山漁村の共生対流及び観光振興の要望の増大に伴う対応策として、景

観や利用、生物の生息・生育環境に配慮した施設の改良ができるよう、事業内

容の拡充を行う。 

  【予算額：海岸事業費５６，４０７百万円（国費）の内数】 

施策等の目的 ○ 本施策は、青少年が安全に野外教育・社会教育、生涯教育スポーツ活動等を

実現できる海岸の形成を図ることを目的とする。 

 関連する 

政策目標 

5）アメニティ豊かな生活環境の形成 

 関連する 

業績指標 

15）人々が海辺に親しむことのできる海岸の延長 

 指標の 

目標値等 

15）6,800km（平成 19 年度） 

施策等の必要性 ○ 平成 11 年の海岸法改正により、法の目的として、従来の「防護」に「海岸

環境の保全」及び「適正な利用」が加えられる等、日常的に海岸を訪れ、憩い、

楽しむ海岸の形成を目標とした海岸整備を行っているところである。また、近

年の観光ニーズが体験型や滞在型に多様化するとともに、自然体験を通じた環

境教育の充実が必要となっている。しかしながら現状では、海岸の防護のみを

目的とした施設整備により海岸の景観を損ねる離岸堤やアクセスを妨げる直

立堤防が設置されている地域が見られている。（＝目標と現状の GAP） 

○ 現行の制度では、防護上の機能を向上させる施設整備は可能であるが、景観

や利用を目的とした施設の改良等を行なうことができないことが原因と考え

られる。（＝原因分析） 

○ 景観や利用を目的とした海岸の整備ができるよう制度を充実させる必要が

ある。（＝課題の特定） 

○ 具体的には、「いきいき・海の子・浜づくり」の拡充を行い、安全に野外活

動や体験学習等が行なえるよう安全情報伝達施設の整備や文化資源・交流施設

の防護を目的とした施設の整備、景観や利用、生物の生息・生育環境に配慮し

た施設の改良を推進する。（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ ○ 海岸の持つ良好な自然環境を活用し、体験型観光や野外学習、各種スポーツ

活動といった多様な利用に対する社会的なニーズは高い。自然豊かな海岸環境



 

 

を創出することにより、地域の活性化に資することが期待される。 

 行政の関与 ○ 海岸管理者である行政が主体的に対策を講じる必要がある。 

 国の関与 ○ 平成 11 年に「環境」及び「利用」を新たに法目的に追加し、海岸法を改正

したことに鑑み、国として積極的に海岸環境の保全や利用の促進に努めるよう

制度を充実する必要がある。 

施策等の効率性 ○ 本施策の実施により、自然豊かな海岸環境を充実し、その良好な環境の中で、

自然体験や野外活動、スポーツ学習といった多様な利用が可能となり、この活

動を通じた地域の活性化を図ることができる。 

施策等の有効性 ○ 自然体験や野外活動、スポーツ学習等を推進するためには、良好な海岸環境

を創造していく必要がある。本施策は、海辺に親しむことのできる海岸の延長

を平成 19 年度までに 6,800km とする目標の達成に資するものである。 

その他特記すべ

き事項 

○平成１４年度の政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標８ アメニティ豊かな生活環境の形成 
（１）海岸における親水空間等を形成する 
の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 
（参考） 

上記評価における「今後の取組の方向性」 
   ・今後も、面的防護方式を取り入れ、かつ、親水性に配慮した海岸整備の

充実に努める。 
 

 



 

事前評価票【No.10】 

施策等名 都市型水害対策に資する下水道整
備の推進 

担当課 
（担当課長名）

都市・地域整備局 
 下水道部下水道事業課
（下水道事業課長 江藤 隆）

施策等の概要 ○ 頻発する都市型水害への対応等重点的に浸水対策を推進するため、浸水被害
緊急改善下水道事業の創設を図る。 

【平成１６年度予算額：下水道事業費及び都市水環境整備事業費 8,749 億円（国
費）の内数】 

施策等の目的 ○ 近年頻発している都市型水害では、被害が当該地域のみにとどまらず、社会
経済活動に多大な影響を与える事態が見受けられるため、都市活動に重大な
影響を及ぼす地域の浸水安全度の向上を図る。 

 関連する 
政策目標 

7）水害等による被害の軽減 
＜社会資本整備重点計画の「水害等の災害に強い国土づくり」に対応＞ 

 関連する 
業績指標 

23）下水道による都市浸水対策達成率 

 指標の 
目標値等 

54％（平成 19 年度） 

施策等の必要性 ○ 浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するために、都市活動に重大
な影響を及ぼす地域の浸水安全度を向上させることが緊急の課題である。し
かし、近年頻発している都市型水害では、被害が当該地域のみにとどまらず、
社会経済活動に多大な影響が及ぶなど、都市の基盤である下水道施設の機能
向上は十分に図られているとはいえない。（＝目標と現状のギャップ） 

○ 都市化の進展に伴い、雨水の浸透量が減少し、短時間に多量の雨が流出する
こと、および、局所的な集中豪雨の発生により、都市における浸水への危険
度が増大している。（＝原因分析） 

○ 都市型水害の解消を図るには、より効率的で効果的な雨水対策を実施するた
めの支援が必要。（＝課題の特定） 

○ このような現状を踏まえ、また、平成 15 年に制定された「特定都市河川浸水
被害対策法」の円滑な実施を図るため、以下の施策を実施 
・地下空間利用が高度に発達しており当該空間の浸水のおそれのある地区、都
市機能集積地区、床上浸水被害未解消地区、特定都市河川流域の都市浸水想
定区域、河川に排水するためのポンプの運転調整を実施する地区について、
再度災害防止等の観点から、浸水被害の軽減及び解消を図るため、期限を定
めた上で、一定規模以上の雨水貯留・排水施設のほか、ローカルルール導入
の一環として雨水浸透施設を補助対象とするとともに、床上浸水被害を被っ
た地区については、迅速に対策を講ずるため、被災年度から予算措置する「浸
水被害緊急改善下水道事業」を創設。（＝施策の具体的内容） 
 

 社会的ニーズ ○平成 15 年 7 月の福岡県飯塚市における浸水被害等、機能・資産が集積した都
市において都市型水害が多発し、日常生活に多大な被害が生じるとともに、経
済活動の停滞を招くなど都市の安全確保が緊急の課題。浸水対策には、内水と
外水の対策を一体的に進める必要があり、下水道事業と河川事業の連携による
事業の実施が求められている。 

 行政の関与 ○都市の浸水に対する安全確保は都市活動を支える基盤であり公的関与が不可
欠。 

 国の関与 ○都市の安全を確保するための下水道整備は、国政上の重要課題である都市再生
に資する基本的な社会資本整備であり、国の関与が必要である。 

施策等の効率性 ○ 下水道事業と河川事業が連携して事業を推進することにより、事業調整によ
る効率的な施設整備が図られる。 

○ 浸水被害緊急改善下水道事業の対象施設に浸透施設を位置づけることで、地
域の実情に応じた施設整備が図られる（ローカルルールの導入）。 

 



 

施策等の有効性 ○ 地下空間利用が高度に発達しており当該空間の浸水のおそれのある地区、都
市機能集積地区、床上浸水被害未解消地区、特定都市河川流域の都市浸水想
定区域、河川に排水するためのポンプの運転調整を実施する地区について、
再度災害防止等の観点から、浸水被害の軽減及び解消が図られるとともに、
床上浸水被害を被った地区については、迅速に対策を講じることが可能とな
る。 

 

その他特記すべ
き事項 

特定都市河川浸水被害対策法関連（Ｈ１６年度施行） 

 

 



 

事前評価票【No.11】 

施策等名 特定都市河川流域における浸水被害

対策の総合的な推進に係る税制の改

正及び融資制度の改正 

担当課 河川局水政課 

（課長 長谷川伸一） 

治水課 （課長 柳川城二） 

河川環境課 （課長 坪香伸） 

都市・地域整備局下水道部 

（流域管理官 藤木修） 

施策等の概要 「特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）」に規定する特定

都市河川流域内を対象として、雨水貯留浸透施設等の設置の促進に関して、①雨

水貯留・利用浸透施設にかかる所得税・法人税の割増償却制度（５年間、１割増）

について、貯水容量による制限を 200m3 以上から 100m3 以上に緩和する。あわせ

て、②雨水貯留浸透施設のうち義務化にかかる施設については日本政策投資銀行

の低利融資の対象とする。 

また、③雨水貯留浸透施設に係る固定資産税・都市計画税のうち、義務化され

た施設については償却資産の課税標準を１／２とするともに、土地については適

正に評価するよう通知する。 

【減収見込額】 

・所得税・法人税       １百万円 

・固定資産税・都市計画税   ２百万円 

施策等の目的 ○ 新法に基づき指定する特定都市河川流域においては、割増償却制度を拡充す

ることにより、住民や事業者等の民間主体による特定都市河川流域内での雨

水貯留浸透施設等の設置の促進を図る。 

○ また、義務化された施設については政策投資銀行の融資対象とすることによ

り、施設の適切な設置を図る。 

なお、特定都市河川流域において民間主体により設置された雨水貯留浸透施設

は、流域の浸水被害防止のために設置された公益的機能を有する施設であること

から、償却資産について当該固定資産が供されている用途に鑑み固定資産税及び

都市計画税の非課税等の負担軽減措置を講ずる。 

 関連する 

政策目標 

７)水害等による被害の軽減 

＜社会資本整備重点計画の「水害等の災害に強い国土づくり」に対応＞ 

 関連する 

業績指標 

21)「床上浸水を緊急に解消すべき戸数」 

23)「下水道による都市浸水対策達成率」 

 指標の 

目標値等 

21)約６万戸（平成 19 年度） 

23)５４％（平成 19 年度） 

施策等の必要性 ○近年、東海水害（Ｈ12）、福岡水害（Ｈ11,Ｈ15）に見られるように都市部にお

ける都市型の浸水被害が頻発しており、これを防止するため「特定都市河川浸

水被害対策法」が成立したところ。 

○しかしながら、一定規模未満の開発や宅地等における開発については、雨水の

流出抑制に対して法令上努力義務にとどまっており、また、既存の防災調整池

について、埋立等の事例が発生している。（＝目標と現状の GAP） 

○これは、民間事業者等による義務付け以外の雨水貯留浸透施設や既存の防災調

整池について、流域の浸水被害防止に供するなど公共の用として一定の役割を

 



 

担わせていることに反して十分なインセンティブがないことによる。 

○これには以下のことが要因と考えられる。 

・ 現行の雨水貯留・利用浸透施設にかかる割増償却制度（法人税・所得税）は

適用にあたっての規模要件があること 

・ 雨水貯留浸透施設の設置に関する民間事業者等に対する低利融資制度がな

いこと 

・ 雨水貯留浸透施設に対して、その設置目的が公的機関からの要請により設置

されたものであるにもかかわらず固定資産税等が宅地並みに課されている場合

があること（＝原因分析） 

○このため、これらの要因に対して、以下の施策を行うことにより流域の浸水被

害防止を一層推進する。 

・ 特定都市河川流域における雨水貯留・利用浸透施設にかかる割増償却制度

（法人税・所得税）の規模要件を緩和 

・ 特定都市河川流域における雨水貯留浸透施設の設置に関して民間事業者等

に対する低利融資制度を創設 

・ 特定都市河川流域において設置された雨水貯留浸透施設に対して、固定資産

税及び都市計画税の特例措置を創設（＝課題の特定） 

○具体的には、以下の施策を講じる。 

・ 雨水貯留・利用浸透施設にかかる所得税・法人税の割増償却制度（５年間、

１割増）について、新法に規定する特定都市河川流域においては、貯水容量に

よる制限を 200m3 以上から 100m3 以上に緩和する。 

・ あわせて、設置が義務づけされた雨水貯留浸透施設に関して日本政策投資銀

行の低利融資の対象とする。 

・ 設置が義務づけられた特定都市河川流域に存する雨水貯留浸透施設について

は、固定資産税及び都市計画税に関して、償却資産の課税標準を１／２とする

とともに、土地について適正に評価する。（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ ○ 開発の著しい都市地域において、集中豪雨等による浸水被害に対処するため

には、適切な役割分担のもと、貯留浸透施設の整備推進や適切な機能維持が

必要である。 

○ かねてより都市部の河川流域における総合的な治水対策の推進について地方

公共団体より要望がある。例えば、神奈川県からは、都市河川について、総

合的な治水対策の充実・強化を図るため、遊水池建設等の治水施設の整備に

対する支援を積極的に図るとともに、流域における土地利用等を適切に誘

導・調整できるようにするため、関係法令を体系的に整備されたいとの要望

がある。（平成 14 年７月） 

○ また、新法に対する付帯決議として、「民間の防災調整池については、適切な

管理がなされその効用が十分に全うされるよう積極的な助言、支援につとめ

ること」「宅地造成等については、流域住民の安全性の確保を図るため、計画

的な整備が行われるよう措置すること」とされている。（平成 15 年６月） 

 



 

 

事前評価票【No.12】 

施策等名 土砂災害の発生のおそれがある区域

からの移転促進のための税制の創設

担当課 河川局砂防部砂防計画課 
（課長：亀江 幸二） 
住宅局建築指導課 
（課長：小川 富由）  

施策等の概要 ○土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域等内にある建築物の移転を促
進するため、区域外に新たに建築物を取得する場合の不動産取得税の特例措置
を創設する。 
【減収見込額】 
 ・不動産取得税：１７百万円 

施策等の目的 土砂災害特別警戒区域等内から区域外への移転を余儀なくされる者に対し、本

課税特例措置により早急かつ円滑な移転の促進を図ることで、土砂災害特別警戒

区域等の指定を促進することを目的とする。 

 関連する 
政策目標 

7)水害等による被害の軽減 
 

 関連する 
業績指標 

26)土砂災害から保全される戸数 
 

 指標の 
目標値等 

26）約 140 万戸（平成 19 年度） 

施策等の必要性 ○土砂災害防止法により、土砂災害が生じた場合建築物に損壊が生じ住民等の生
命・身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域を土砂災害特別

警戒区域として指定すること等により、土砂災害のおそれのある区域からの住

民等の移転を促してきたところである。しかし、移転に要する費用負担が多大

なため、既存の建築物の移転の促進が図られず、土砂災害防止対策の推進に著

しい支障が生じている。（＝目標と現状の GAP） 

○この原因として、土砂災害特別警戒区域等の指定は、ほとんどの場合住民等に

とって予想外の事態であるのに加え、本人に何ら責を帰すべき事情がないにも

かかわらず、住宅等の新規取得を余儀なくされるが、そのための十分な支援措

置が講じられていないことが考えられる。（＝原因分析） 

○このため、移転を余儀なくされる住民等に対し、現行の融資制度等のほかに移

転費用の負担を軽減するための特例措置を講じる必要がある。（＝課題の特定）

○具体的には、以下の特例措置を創設する。 

①不動産取得税の課税標準の特例措置の創設 

・課税標準を 4/5 に軽減（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ ○現在、全国には約 21 万箇所の土砂災害危険箇所が存在するが、その大半が未

対策のままとなっており、毎年約 1,000 件の土砂災害が発生している。平成

15 年 7 月に発生した九州地方における梅雨前線豪雨により 22 名が死亡するな

ど、土砂災害による死者は自然災害全体の死者の約半分を占めており、一刻も

早く土砂災害による生命・財産の損失をなくすことが求められている。 

 行政の関与 税制上の特例措置を講じる。（行政） 

建築物の移転等を実施する。（民間） 

 国の関与 税制改正が必要である。 

施策等の効率性 ○従来、土砂災害防止工事等の実施により土砂災害の危険箇所の整備が進められ
てきたが、土砂災害による犠牲者は依然後を絶たず、その一方で危険な地区に
人家等が立地し続けている状況に鑑み、ハード対策と一体的に被害が生じるお
それがある区域における建築物の移転促進（税制の特例措置）を図ることで、
より効率的、効果的な土砂災害防止対策が講じられる。 



 

 

施策等の有効性 ○本特例措置により、早急かつ円滑な移転促進が図られるため、土砂災害による
被害が軽減される。 

その他特記すべ
き事項 

○土砂災害から人命を守るため、平成１３年４月「土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）」が施行さ

れたところ。 

 



 

 行政の関与 ○ 原則的には、流域の治水安全度を上げることは行政が担当し、現状の治水安

全度を下げないために開発による流出増分を抑制することは民間の責務。 

○ 民間事業者等に対する雨水浸透阻害行為の規制は最低限のものとし、それ以

上の部分については、行政による有効なインセンティブのもと、民間が実施

することが適切。 

 国の関与 ○ 税制、融資制度改正については、流域における浸水被害の防止という政策に

かかわる事項であることから、国の関与が必要。 

施策等の効率性 ○ 民間事業者等の設置する雨水貯留浸透施設の設置を促進するためには、補助金

による制度ではなく、政策融資、優遇税制によることは各民間主体のもと効率

的な施設の設置が期待され、また審査、査定に関する不必要な行政コストを削

減することができ、効率的である。 

○ また、雨水貯留浸透施設に関する固定資産税等の扱いに関しては、従来市町

村により扱いがまちまちであったが、統一して非課税等とすることにより適切

な管理に資することとなり、これも補助金等と比較して公平で効率的である。

施策等の有効性 本税制、融資制度改正により、特定都市河川流域の民間事業者等による雨水貯

留浸透施設の適切な設置、管理に資することとなる。 

具体的には、 

税制；特定都市河川流域に存する雨水貯留浸透施設について、固定資産税等を

適正に評価することで、調整池の埋め立て等の貯留浸透機能の滅失を防ぐ

ことができ、また雨水貯留浸透施設の設置に係る法人税、所得税の割増償

却措置による雨水貯留浸透施設の設置が促進されることにより、浸水被害

の軽減が図られる。 

固定資産税の軽減措置   年平均被害軽減額 約９百万円 

所得税、法人税の割増償却 年平均被害軽減額 約３百万円 

融資；特定都市河川流域に存する雨水貯留浸透施設の設置について、政策融資を

行うことにより、適切な設置が図られ、もって浸水被害の軽減が図られる。 

 

その他特記すべ

き事項 

○  河川審議会の中間答申「流域での対応を含む効果的な治水の在り方につい

て」（平成 12 年 12 月） 

○  都市計画中央審議会基本政策部会下水道小委員会報告「今後の下水道制度

の在り方について」（平成 12 年 12 月） 

○  社会資本整備審議会河川分科会答申「新しい時代における安全で美しい国

土づくりのための治水政策のあり方について」（平成 15 年２月） 

○  社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会下水道・流

域管理小委員会報告「今後の下水道の整備と管理及び流域管理の在り方はい

かにあるべきか」（平成 15 年３月） 

○  特定都市河川浸水被害対策法成立（平成 15 年６月） 

 

 

 



 

 

事前評価票【No.13】 

施策等名 海岸事業における災害弱者対策の推
進 

担当課 河川局砂防部保全課海岸室 
（海岸室長 細見寛） 
港湾局海岸・防災課 
（海岸・防災課長 内村重昭） 

施策等の概要 ○ 背後浸水想定区域内に学校・老人ホーム・病院等の災害弱者関連施設を有す
る海岸を対象に、海岸事業に係る採択要件を見直し、更に津波・高潮等の海岸
災害から子供、高齢者、障害者等の災害弱者を保護し、安全かつ安心な生活基
盤を確保する施設整備等を実施することにより災害弱者対策を緊急的に推進
する。 

  【予算額：海岸事業費５６，４０７百万円（国費）の内数】 
施策等の目的 ○ 津波や高潮等海岸災害時に自力避難が困難な災害弱者は災害の犠牲となり

やすいことから、これに関連した各種施策を実施し、海岸災害から子供、高齢
者、病人等の災害弱者を防護し、安全かつ安心な生活基盤を確保する。 

 関連する 
政策目標 

7）水害等による被害の軽減 
  

 関連する 
業績指標 

28）津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されていない地域の面
積 

 指標の 
目標値等 

28）10 万 ha（平成 19 年度） 

施策等の必要性 ○ 沿岸地域は、津波・高潮等の海岸災害に対し脆弱な特性を有していることか
ら、海岸保全施設の整備により一定の防護水準を確保してきたものの、現在も
整備の遅れている地域が存在している。特に、近年、東海地震等の大規模地震
の発生が懸念されており、地震により発生する津波対策等に対するニーズも高
まりを見せている。 

  このような状況を踏まえ、海岸付近に多数存在する災害時に犠牲になりやす
い災害弱者の防護を重点的に行うことが必要であるが、整備の遅れから災害弱
者が利用する施設の防護が十分に出来ていないのが現状である。 
（＝目標と現状の GAP）  

○ これらの原因としては、海岸事業における採択要件が、災害弱者が利用する
施設の防護を重視するようになっていなかったことが考えられる。 
（＝原因分析） 
○ 災害弱者に対する安全性を確保するために、海岸事業の採択要件の見直しや
各種施設整備を行うことが必要である。（＝課題の特定） 

○ 具体的には、背後浸水想定区域内に学校・老人ホーム・病院等の施設を有す
る海岸を対象に、海岸事業に係る採択要件のうち、防護人口要件について災害
弱者関連施設利用数に基づき判定するように見直しを行うとともに、災害弱者
が安全かつ容易に避難できる緩傾斜堤の整備や既存施設のバリアフリー化、安
全情報伝達システムの整備、避難用通路を兼用した管理用通路の整備を行う。
（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ ○ 背後地に災害弱者に関連する施設を有する海岸の整備については、少子高齢
化の観点からも社会的ニーズが高い一方で、事業の採択要件に満たない箇所も
多く、事業に着手できない場合も多い。 

 行政の関与 ○ 海岸管理者である行政が主体的に対策を講じる必要がある。 

 国の関与 ○ 海岸法の主たる目的である海岸の「防護」は国として果たすべき責務であり、
各種の制度の充実に努める必要がある。 

施策等の効率性 ○ 本施策の実施により、災害時に犠牲になりやすい高齢者、病人等の災害弱者
を防護することで、災害の被害を効率的に低減することが可能である。 



 

 

施策等の有効性 ○ 子供や高齢者、病人等の災害弱者を防護し、安全かつ安心な生活基盤を確保
することが重要である。本施策は、津波・高潮等の災害から防護されていない
土地面積を平成 19 年度までに 10 万 ha まで解消するとする目標の達成に資す
るものである。 

その他特記すべ
き事項 

○ 平成１４年度の政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標１８「災害による被害の軽減」 
（５）津波・高潮等の災害による被害を軽減するため、施設整備を行う 
の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 

（参考） 
上記評価における「今後の取組の方向性」 

 ・海岸保全施設の効果的な整備とともに、情報伝達施設等の整備とあわせ、住
民の自衛（避難）行動によるソフト対策を含めた総合的な防災対策を進める。 

 



 

 

事前評価票【No.14】 

施策等名 総合的な津波・高潮災害対策の強化
事業の拡充 

担当課 河川局砂防部保全課海岸室 
（海岸室長 細見寛） 
港湾局海岸・防災課 
（海岸・防災課長 内村重昭） 

施策等の概要 ○ 大規模地震による津波や地震被害の可能性がある地域において、従来の「総
合的な津波・高潮災害対策の強化事業」を拡充し、地域住民が迅速に避難でき
るよう緊急時の対応にも活用できる管理用通路を整備し、災害の未然防止から
応急対応、復旧までを含むハード・ソフトが一体となった総合的な取り組みを
推進する。 

  【予算額：海岸事業費５６，４０７百万円（国費）の内数】 
施策等の目的 ○ 本施策は、海岸の防護施設の整備等ハード施策に加えて、地域住民の避難等

のソフト施策と一体となった総合的な防災対策を講じることにより、海岸背後で
生活する住民の安全・安心を確保する。 

 関連する 
政策目標 

7）水害等による被害の軽減 

 関連する 
業績指標 

28）津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されていない地域の面
積 

 指標の 
目標値等 

28）10 万 ha（平成 19 年度） 

施策等の必要性 ○ 海岸事業においては、一定の防護水準を確保することを目標として海岸保全
施設の整備により海岸背後で生活する住民の生命等の安全を確保してきたと
ころである。また、平成 16 年 3 月には東南海・南海地震防災対策推進基本計
画策定されるなど、大規模地震に対して津波や地震被害の可能性がある地域の
安全確保が緊急な課題となっており、津波・高潮対策について一層の効率的実
施が求められている。しかしながら、沿岸域への宅地開発等により、防護され
ていない面積は依然として多いのが現状である。（昭和 60 年度末の防護されて
いない面積約24万 ha→平成14年度末の防護されていない面積約15万 ha）（＝
目標と現状の GAP） 

○ 大規模地震による津波災害に対応した海岸保全施設の整備は、多額の費用及
び長期にわたる整備期間を要することから、津波災害が懸念される地域におい
て、施設の整備が遅れ、防護水準を満たしていないこと等に原因があると考え
られる。（＝原因分析） 

○ 災害による被害を軽減するために、施設整備により被害を防止するととも
に、被害後の迅速な復旧にも配慮した整備が行える制度が必要である。 

（＝課題の特定） 
○ 具体的には、従来の「総合的な津波・高潮災害対策の強化事業」を拡充し、

これまで整備ができなかった、津波の即時来襲が懸念される危険地帯を対象と
した緊急時の対応にも活用できる管理用通路の整備を行なう。（＝施策の具体
的内容） 

 社会的ニーズ ○ 大規模地震等による災害に対するこれまでのハード対策はもちろんのこと、
避難場所や被害の早期復旧に資する防災活動拠点の確保は社会的ニーズが高
い。 

 行政の関与 ○ 海岸管理者である行政が主体的に対策を講じる必要がある。 

 国の関与 ○ 海岸法の主たる目的である海岸の「防護」は国として果たすべき責務であり、
各種の制度の充実に努める必要がある。 

施策等の効率性 ○ 本施策の実施により、被災後の迅速な災害復旧が可能となり、災害の未然防
止から被災からの復旧も含め、被害を低減することが可能となる。 



 

 

施策等の有効性 ○ 海岸背後において生活している住民の生命や財産を守るため、海岸保全施設
の整備とあわせて、災害を未然に防止する対策を講じることは極めて重要であ
る。本施策は、津波・高潮等の災害から防護されていない土地面積を平成 19 年
度までに 10 万 ha まで解消するという目標の達成に資するものである。 

その他特記すべ
き事項 

○ 平成１４年度の政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標１８「災害による被害の軽減」 
（５）津波・高潮等の災害による被害を軽減するため、施設整備を行う 
の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 

（参考） 
上記評価における「今後の取組の方向性」 

 ・海岸保全施設の効果的な整備とともに、情報伝達施設等の整備とあわせ、
住民の自衛（避難）行動によるソフト対策を含めた総合的な防災対策を進
める。 

 

 



 

事前評価票【No. 15】 
施策等名 北西太平洋津波監視システムの整備 担当課 気象庁地震火山部管理課 

（管理課長 西出 則武） 

施策等の概要 日本の遠方で発生した地震、津波に対して迅速かつ正確に情報を作成し、日本国
内をはじめ北西太平洋域の各国に提供する。 
【平成 16 年度予算額：35 百万円】 

施策等の目的 ○日本沿岸のみならず、日本の遠方で発生した地震に関する情報と津波の影響を
迅速かつ正確に把握し、情報発表することにより、我が国の津波災害の軽減に
資するとともに、この情報を関係諸国に提供することにより国際貢献に資する
ことを目的とする。 
 

 関連する 
政策目標 

7）水害等による被害の軽減 

 関連する 
業績指標 

― 

 指標の 
目標値等 

― 

施策等の必要性 ○日本周辺で発生する津波については、地震発生後概ね３分で情報を発表できる
観測・監視体制を確保している。しかし、たとえばマリアナ海溝等で地震が発
生した場合は２～３時間で津波が日本に襲来するにもかかわらず、津波予報発
表までに１～数時間を要している。（＝目標と現状のＧＡＰ） 
 
○津波の波高、到達時間等の情報は、発生した地震の震源の位置と規模等に基づ
いて算出するが、遠地で地震が発生した場合は国内の観測データのみではその
震源を正確に算出することは困難である。現状では、主として海外の機関が算
出した震源等の情報入手を待って予報作業に着手せざるを得ない。 

（＝原因分析）
 
○このため、国内の観測データだけで遠地の震源を算出する処理手法の精度向
上、迅速に海外データを活用するためのオンライン処理等の技術開発を行って
きたが、最近のインターネット利用技術の進展、処理装置の能力向上等により
実用化できる段階に至り、その体制確立が必要となった。 
また、海外からのデータ入手、情報提供にあたっては、関係諸国との意見交換、
技術調整が必要となる。（＝課題の特定） 
  
○国内の観測データならびに海外の観測、処理データをオンラインで処理し、短
時間で遠地地震に関する津波予報が発表できるシステムを導入し、我が国にみ
ならず関係諸国に情報を提供する。 
 また、外国機関への情報提供、観測データ交換に関する意見交換、技術調整を
関係諸国と行う。（＝施策の具体的内容） 
  

 社会的ニーズ  遠地での地震、津波に関する迅速かつ正確な情報の提供が求められている。 
また、平成５年（1993 年）北海道南西沖地震を契機に、太平洋津波警報組織の
加盟国から、津波災害防止のため、わが国が北西太平洋地域のセンターとして
津波に関する情報を各国に提供することを強く要請されている。 
 

 行政の関与  津波の災害から国民の生命・財産を守ることを目的としており、そのための地
震・津波監視体制の強化は、行政が自ら責任をもって行う必要がある。 
 

 国の関与  津波による被害は広範囲に及び人的・経済的被害は甚大になることから、これ
に係わる防災対策は国を上げて取り組む必要がある。 

 

 



 

 また、太平洋津波警報組織の加盟国から、わが国が北西太平洋地域のセンター
として津波に関する情報を各国に提供することを要請されており、国として対
応する必要がある。 
 

施策等の効率性  気象庁は、国内の地震、津波の観測、監視及び地震情報発表のためのシステム
を維持しており、今回導入するシステムと有機的に接続、運用することによっ
て国内外の地震、津波を効率的に監視、情報提供する体制が確立される。 

施策等の有効性  日本沿岸のみならず遠地で発生する地震、津波に対する情報を迅速かつ正確に
発表することで、我が国の津波に対する被害の軽減が図れる。 
 また、この情報を関係諸国に伝達することにより国際貢献に資することができ
る。 

その他特記すべ
き事項 

 

 

 

 



 

事前評価票【No.16】 

施策等名 低地対策河川事業費補助再編による

大規模地震対応の推進 

担当課 河川局治水課 

(課長 柳川城二） 

施策等の概要 ○低地対策河川事業費補助の事業内容に東海地震、東南海・南海地震等大規模地

震の発生が懸念される、或いは過去の地震により津波被害を被った地域におけ

る津波対策を追加し、現行制度の中で実施している耐震対策も活用して、一級

河川指定区間及び二級河川における大規模地震対応（地震・津波対策）につい

ても計画的且つ効果的に取り組むための制度を整備するとともに、重点投資を

行い事業の進捗を図る。 

【予算額：河川事業費 5,074 億円（国費）の内数】

施策等の目的 ○本施策は、従来から発生が指摘される東海地震に加え、東南海・南海地震に係

る地震防災対策の推進に関する特別措置法の制定、宮城県沖地震発生確率の公

表等が行われる昨今の情勢を踏まえ、一級河川指定区間及び二級河川を対象と

して立ち後れている大規模地震対策の計画的且つ効果的な実施に向けた制度

の整備を行う。 

 

 関連する 

政策目標 

8) 地震・火災による被害の軽減 

＜社会資本整備重点計画の「大規模な地震、火災に強い国土づくり等」に対応＞

 関連する 

業績指標 

30)「地震時に防護施設の崩壊による水害が発生する恐れのある地域の解消」 

 

 指標の 

目標値等 

30) 約 1 万 ha（平成 19 年度） 

 

 

施策等の必要性 ○ 中央防災会議では、東海地震に関し被害想定を見直し、この結果を踏まえて

平成 14 年４月に大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域が

従来の６県 167 市町村から８都県 263 市町村に拡大され、平成 15 年５月 29 日

に対策のあり方全般についてとりまとめた「東海地震対策大綱」が決定され、

この中で計画的かつ早急な地震・津波等対策を講ずることが求められている。

また、東南海・南海地震に関しても、平成 14 年 12 月に中央防災会議東南海・

南海地震等に関する専門調査会により被害想定が公表され、平成 15 年 7 月 25

日に「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に係る特別措置法」が施行

されたことを承けて、制度・計画等作業が急ピッチで進められているところ。

更に首都圏直下型地震への対応も急がれるところであり、宮城県沖地震の発

生確率も公表された。平成 15 年５月 26 日三陸南地震、同７月 26 日宮城県北部

地震も発生し河川堤防も各所で被災したところ。 

このように、全国各地で大規模地震とそれに伴う津波の発生の可能性・対策

の必要性が指摘され法制度の整備が進められていること、或いは最近東北地方

太平洋側を中心に連続して地震が発生している現状を踏まえ、地震に伴う堤防

決壊に起因して生じる津波の侵入、河川水の流入による壊滅的な被害を防止す

 



 

るため、ゼロメートル地帯等河川沿いの低地地域の河川堤防について、堤防強

化、地盤改良等の耐震性向上対策や津波対策を、今後、計画的かつ早急に推進

する必要があるが未だ地震時に防護施設の崩壊による水害が発生する恐れのあ

る地域の解消には至っていない。（＝目標と現実の GAP） 

○補助河川に関しては、耐震対策については東京・大阪・駿河湾岸地区（東海地

震対応）等において限定的に実施されているに過ぎず、また、津波対策につい

ても過去の津波で甚大な被害を被った三陸（チリ地震津波）・北海道後志桧山地

区沿岸（北海道南西沖地震津波）で高潮対策の実施に合わせて措置されている

のみであり、津波への対応を目的とした補助事業制度は無い現状である。（＝原

因分析） 

○地震・津波対策を推進するための補助事業制度を整備することが必要である。

（＝課題の特定） 

○具体的には、この受け皿として昭和 32 年創設以来、高潮対策、地盤沈下に伴

う排水不良への対応、耐震対策など、河川沿川の低地地域における治水上の諸

問題に対応してきた低地対策河川事業費補助の対象に津波対策を追加した上で

地震・高潮等対策河川事業費補助として再編し、整備を推進する。（＝施策の具

体的内容） 

 社会的ニーズ ○上記のとおり、大規模地震・津波対策に関する社会的ニーズは高い。 

 行政の関与 ○河川管理者である行政が主体的に対策を講じる必要がある。 

 国の関与 ○一級河川における災害の発生の防止、都道府県知事が行う二級河川の改良工事

に対する財政的な支援等は、国として果たすべき責務であり、これを行うため

の制度の拡充・対策の推進に努める必要がある。 

施策等の効率性 ○本施策の実施により、補助河川における地震・津波対策が可能となり、重点化

することによる効率的に対策の推進を図ることができる。 

施策等の有効性 ○地震とそれに伴う津波、或いは地震後の浸水被害が想定される低地地域の堤防

等河川管理施設について、これら災害から人命と財産を防御すべく、今後地

震・津波対策を早急かつ計画的に推進することが可能となる。 

本施策は、地震時に防護施設の崩壊に伴う津波の侵入・河川水の流入等による

水害が発生する恐れのある土地面積を平成14年度末現在の1万 3千 haから平

成 19 年度までに 1万 ha まで解消するという目標の達成に資するものである。

その他特記すべ

き事項 

 

 

 



 

事前評価票【No.17】 

施策等名 密集市街地の緊急整備 担当課 
（担当課長名）

都市・地域整備局 
まちづくり推進課都市防災対策室 
（都市防災対策室長 安藤 尚一） 
都市計画課 
（都市計画課長 山﨑 篤男） 
市街地整備課 
（市街地整備課長 竹内 直文） 
街路課（街路課長 斉藤 親） 
公園緑地課 
（公園緑地課長 高梨 雅明） 
住宅局 
市街地建築課市街地住宅整備室 
（市街地住宅整備室長 井上 俊之）
住宅総合整備課住環境整備室 
（住環境整備室長 後藤 隆之） 

施策等の概要 ○都市再生プロジェクトに位置付けられた密集市街地の整備改善を図るため、密
集市街地整備法の改正を踏まえつつ、一層の施策の推進とそのための制度の充
実を図る。 
（１）事業 

特定防災街区整備地区等において行われる老朽建築物の建替えや、防災
都市計画施設の施行予定者による土地の先買いを支援するとともに、都市
再生機構を活用した密集市街地における街路、都市公園整備を促進するた
めの出資金制度の創設等や都市防災総合推進事業等による防災環境軸形
成のための支援の拡充、住宅地区改良事業による民間事業者の活用のため
の支援の拡充を実施。【平成 16 年度予算額：2,749 億円（国費）の内数】

 
（２）税制 

防災街区整備事業に係る税制上の支援措置を創設するとともに、防災都
市施設の施行予定者制度における土地の買取に係る特例措置の創設、防災
街区整備推進機構による土地の先買い等を支援するための税制上の支援
措置の拡充等を行う。 

等の措置を講ずる。 

 

施策等の目的 ○防災上、居住環境上の課題を抱える密集市街地において、老朽建築物等の除
却・建替え、道路・公園等の防災上重要な公共施設の整備等を総合的に行い、
密集市街地の防災性の向上等により、地震、火災等から生命・財産の安全性を
確保する。 

 関連する 
政策目標 

8）地震・火災による被害の軽減
＜社会資本整備重点計画の｢大規模な地震、火災に強い国土づくり｣に対応＞ 

 関連する 
業績指標 

34)地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街
地（約 8,000ha）のうち最低限の安全性が確保される市街地の割合 

 指標の 
目標値等 

約３割(平成 19 年度) 

施策等の必要性 ○大都市圏を中心に防災上、居住環境上の課題を抱える密集市街地が広範に存在
し、その早急な整備改善は重要な課題。従来より密集市街地の再生に向けた取
り組みを実施しているものの、例えば東京においては、このような密集市街地
は山手線の外側に広く環状に分布しており、山手線の内側に相当する規模が未
だ存在するなど、密集市街地の解消は十分に進捗していない状況。 

（＝目標と現状のＧＡＰ）
○密集市街地では、権利関係の輻輳や、住民の高齢化等の特性から合意形成が困

 



 

難であること、民間事業者等の円滑な事業施行が資金面等において困難なこと
等のため、延焼防止上及び避難上必要な防災機能が確保されるべき区域におい
て個別の建替えや防災上必要な基盤施設の整備が進まず、密集市街地の整備は
十分進捗していなかった。             （＝原因分析） 
○このため、密集市街地における地域の実情を勘案しつつ、権利移転等を円滑に
進めるとともに、民間事業者等の円滑な事業施行を確保すること、特定防災街
区整備地区や道路閉塞のおそれがある地区等における防災性能を備えた建築
物への建替えや、防災上重要な公共施設等の整備を促進すること等により、密
集市街地整備の促進を図る必要がある。 

（＝課題の特定）
○具体的には、都市再生プロジェクトに位置付けられた密集市街地の整備改
善を図り、密集市街地整備法の改正を踏まえつつ、以下の施策の推進とその
ための制度の充実を図る。 
（１）事業 
  ①特定防災街区整備地区等において行われる老朽建築物の建替えについ

て、調査設計計画費、除却等費及び耐火等構造費に対し補助を実施。 
②震災時に住宅の倒壊による道路閉塞が生じるおそれのある地区におい
て行われる耐震改修を促進すべき建築物の建替えについて、調査設計計
画費、除却等費及び耐火等構造費に対し補助を実施。 
③街路事業、都市公園事業について、防災都市計画施設の施行予定者
よる土地の先買いに対する補助を実施。 

  ④密集市街地の整備改善を図る街路、都市公園事業において、都市再生機
構を活用するため出資金制度を創設する等の措置を講ずる。 

  ⑤都市防災総合推進事業等において密集市街地における防災環境軸形成
に対する支援を拡充。 

  ⑥住宅地区改良事業等において周辺の密集市街地の地域住民と共同して
分譲改良住宅等を含む整備計画の策定を行う民間事業者に対して補助
を実施。 

（２）税制 
  ①防災街区整備事業に係る税制上の支援措置を創設。 
  ②防災都市施設の施行予定者制度における土地の買取に係る特例措置

の創設 
  ③防災街区整備推進機構による土地の先買い等を支援するための税制

上の支援措置の拡充。 
   等                                        （＝施策の具体的内容）

 社会的ニーズ ○仮に東京で地震が発生すれば、密集市街地を中心に、約 38 万棟の建物が焼失、
避難所生活者が 91 万人（東京都「震災復興グランドデザイン」）発生するなど
社会的な損失は多大であり、東京都における「東京構想２０００」や、大阪府
における「災害に強いすまいとまちづくり」など、地方公共団体も積極的な取
り組みを行っているところ。 

 行政の関与 ○密集市街地では、敷地規模が小さいことや零細な地権者が多いこと等の特性か
ら民間のみによる自力更新が困難。一方で、防災上課題のある市街地の再生は
喫緊の課題であるため、行政の関与が不可欠。 

 国の関与 ○国庫補助制度・税制の拡充である。 
○都市再生プロジェクト（第三次決定）である「密集市街地の緊急整備」を促進
するものであり、国の関与が不可欠。 

施策等の効率性 ○権利移転等の円滑化、民間事業者等の円滑な事業施行の確保、防災性能を
備えた建築物への建替え、防災上重要な公共施設等の整備促進等を通じた官
民の協力による効率的な密集市街地の整備促進が実現。 

○一旦災害が発生すると仮設住宅や災害公営住宅等巨額の行政需要が発生する
ため、行政の関与により事前に対策を進めることが公共投資の観点からも効率
的。 

 



 

施策等の有効性 ○老朽化した木造建築物が密集し、道路、公園等の公共施設の不足するいわ
ゆる密集市街地においては、市街地大火が発生しやすいため、この様な密集
市街地の早急な整備改善を図り、大規模地震などで出火した際の延焼危険性
を低減させることは、人命の保護の上で最も有効。 

○特に、防災性能を備えた建築物の建替え、公共施設の整備が促進され、面的な
整備改善と防災環境軸の形成が図られることにより、密集市街地の総合的な安
全性が向上。 

その他特記すべ
き事項 

○都市再生プロジェクト（第三次決定）において、地震時に大きな被害が想定さ
れる危険な密集市街地について、特に大火の可能性が高い危険な市街地（東京、
大阪各々約 2,000ha、全国で約 8,000ha）を対象に重点整備し、今後 10 年間で
最低限の安全性を確保する旨、位置付けられている。 
○第八期住宅建設五箇年計画において、緊急に改善すべき密集住宅市街地の速や
かな解消に努める旨、位置付けられている。 

○密集市街地のうち、延焼危険性が特に高く地震時等において大規模な火災の可
能性があり、そのままでは今後１０年以内に最低限の安全性を確保することが
見込めないことから重点的な改善が必要な密集市街地を「地震時等において大
規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地」として把握し、平
成 15 年 7 月に公表している。（東京、大阪各々約 2,000ha、全国で約 8,000ha）
○平成１４年度の政策レビュー（プログラム評価） 
 「都心居住の推進―良好な居住環境の形成―」の評価結果及び政策への反映の
方向を踏まえた新規施策である。 
 （参考） 
  上記評価における「政策への反映の方向」 
  ・都心部には良好な住宅地への再生が可能な低未利用地、密集市街地が相当

量存在。このため、敷地の共同化等による土地の有効・高度利用と関連公
共施設等の整備により、魅力ある複合市街地・良好な住宅地への再生を進
め、都心部における住宅供給を促進する必要がある。  

○平成１４年度の政策チェックアップ（業績測定） 
 政策目標５「住環境、都市生活の質の向上」 
（２）密集住宅市街地を改善する 
 の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 
（参考） 
  上記評価における「今後の取組の方向性」 
  ・今後は、密集市街地整備法の改正により創設された防災街区整備事業の積

極的推進を図るとともに、特定防災街区整備地区の指定等の都市計画制度
の活用により、密集市街地の最低限の安全性を確保する。 

 

 



 

事前評価票【No.18】 
 

施策等名 耐震性等安全性の低い建築物の改善

の促進 

担当課 住宅局建築指導課    

（課長 小川 富由） 

施策等の概要 密集住宅市街地整備促進事業や優良建築物等整備事業等の支援制度の拡充及

び建築物の安全性の確保のための建築基準法の改正により、耐震性等安全性の

低い建築物の改善の促進を図る。 

（平成 16 年度予算関連事項） 

○住宅市街地総合整備事業に係る拡充【予算額：825 億円の内数】 

 ・耐震改修に対する補助対象地域の追加 

 ・特に大規模地震が切迫しているとされる地域における支援の拡充 

○優良建築物等整備事業に係る拡充【予算額：825 億円の内数】 

 ・耐震型優良建築物等整備事業における耐震診断費補助の追加、補助対象地

域要件の緩和等 

 

施策等の目的 住宅・建築物の耐震診断・改修等に対し支援すること等により、耐震診断・

改修等を促進し、大地震時における国民の安全の確保、建築ストックの適切な

維持を図る。 

 関連する 

政策目標 

8)地震・火災による被害の軽減 

 

＜社会資本整備重点計画の「大規模な地震、火災に強い国土づくり等」に対応

＞ 

 関連する 

業績指標 

31)多数の者が利用する一定の建築物及び住宅の耐震化率 

 

＜社会資本整備重点計画の「安全（２）大規模な地震、火災に強い国土づくり

等」に対応＞ 

 指標の 

目標値等 

31) 建築物：約２割（H19） 

住宅：約 65％（H19） 

施策等の必要性 ○阪神･淡路大震災においては、建築物に多数の被害が生じ、多くの貴重な人命

が失われた。 

 特に昭和 56 年以前に建築された現行の耐震基準を満たさない建築物の被

害が顕著であり、このような既存建築物の耐震性の強化・避難安全性の確保

が喫緊の課題となっている。 

 このため「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の制定や、支援制度な

ど、各種の施策を実施しているが、特に民間建築物を中心に耐震診断・耐震

改修が十分に進んでいない（＝目標の現状とＧＡＰ） 

○その理由としては、費用負担が大きいこと、建築物の所有者等が建築物の安

全確保のための診断・改修の必要性や緊急性を充分に認識していないこと、

耐震診断・改修費用について社会的ニーズに十分対応できていないこと、大

規模な増改築時に即座に全基準に適合させる必要があるため負担が大きい

 



 

こと等が挙げられる。(＝原因分析) 

○住宅・建築物の耐震診断・改修等に対しては、耐震改修促進法に基づく助言・

指示等の制度を活用して必要性や緊急性の認識を高めるほか、耐震診断・改

修費用に対する補助制度の対象区域を拡充するとともに、耐震性・避難安全

性等を確保するための改修を円滑に行えるよう法制度を改正することによ

り効果的に既存建築物の耐震性等安全性の向上を促進する必要がある。（＝

課題の特定） 

○このため、具体的には、耐震改修促進法に基づく指示・助言等の積極的活用

の促進、特に大規模地震が切迫しているとされる地域における支援の拡充、

耐震診断・改修費用に対する補助制度の補助対象地域要件の緩和、大規模増

改築時の建築基準の適用の合理化等により、既存住宅・建築物の耐震性・避

難安全性等の安全性確保を促進させる。（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ 阪神･淡路大震災の経験からも、建築物の耐震性等安全性の確保は、建築ス

トックの適切な維持、災害時における人命・財産の保護、社会経済の混乱の回

避のための社会的ニーズが高く、最近の各地での地震発生などの状況から、幅

広い地域における耐震診断・改修への支援・円滑化が求められている。 

 行政の関与 震災時に重要な役割を果たす住宅・建築物や多数の者に危険が及ぶおそれの

ある建築物の耐震改修、多数の者が出入りする建築物の避難安全性の確保は、

社会性・公益性が極めて高いため、建築物の所有者等の行う診断・改修に係る

負担に対し、一定の補助を行うことや、大規模増改築時の建築基準の適用の合

理化は適正である。 

 国の関与 地方公共団体の財政状況等をかんがみると、独自制度等のみでは支援が困難

であり、国庫補助制度による地方公共団体への財政的支援の拡充等が必要であ

る。 

また、大規模増改築時の建築基準の適用の合理化は、建築基準法の改正が必

要であるため、国の関与が必要である。 

施策等の効率性  地震発生時には、倒壊等をした建築物の処理や被災者対策のため、膨大な費

用が必要となるが、補助制度等により耐震性の確保を事前に図ることにより、

その費用の軽減を図ることができ、効率的である。 

  

施策等の有効性 ○これまで既存建築物の所有者に対し、耐震診断・改修のインセンティブを付

与するために、耐震診断・改修に対する補助制度等を整備し、その普及・啓

発を図ってきたが、建築物の耐震性等安全性の改善のために、さらにその円

滑な運用を図るとともに、大規模増改築時の建築基準の適用の合理化により、

耐震性・避難安全性等の低い建築物について改修の円滑化を図ることにより、

所有者の建築物の安全性向上に対する潜在的欲求を惹起させることが有効で

ある。 

その他特記すべ

き事項 

○東海地震に係る地震防災対策強化地域について、新たな地震被害想定の結果

を受けて、震度６弱以上となる地域が拡大指定された（平成 14 年 4 月）。 

 



 

○東南海及び南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14

年７月公布）、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進

に関する特別措置法（平成 15 年３月公布）が成立し、それぞれの地震の発生

により生ずる地震被害に対する地震防災対策の推進を図ることとされた。 

○東海地震対策大綱（平成 15 年５月中央防災会議決定）とこれを踏まえた東海

地震緊急対策（平成 15 年 7 月 29 日閣議決定）、東南海・南海地震大綱（平成

15 年 12 月中央防災決定）により、住宅や多数の者の利用する建築物等の耐

震化の促進を図ることとされた。 

○平成 15 年 7 月に宮城県北部を震源とする震度６強の地震が、9月に十勝沖を

震源とする震度６弱の地震が発生し、住宅等に対して多くの被害が生じた。

○社会資本整備審議会においてなされた「既存建築物の改善と有効活用のため

の建築行政のあり方に関する答申」（平成 16 年 2 月）により、既存建築物の

安全・衛生の性能確保に係る制度の見直しが必要とされたことを踏まえ、「建

築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一

部を改正する法律」案を第 159 回国会に提出した（平成 16 年３月）。 

○平成１４年度の政策チェックアップ（業績測定） 

政策目標１８「災害による被害の削減」 

（７）多数の者が利用する建築物を耐震化する 

（８）住宅を耐震化する 

の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 

（参考） 

上記評価における「今後の取組の方向性」（抜粋） 

＜政策目標１８の（７）関係＞ 

・ 今後は、特に民間建築物に対する耐震化を促進するため、補助・融

資制度等の支援策の活用を推進するとともに、所有者等の意識を啓

発すべく普及広報を図っていく必要がある。 

  ＜政策目標１８の（８）関係＞ 

 ・耐震診断・改修の方法について、検討を図り、その結果の普及促進を

行う。 

 

 



 

 

事前評価票【No.19】 

施策等名 地域のニーズに対応した住宅市街地
整備の総合的な支援の推進 

担当課 住宅局市街地建築課市街地住
宅整備室（室長 井上 俊之） 

施策等の概要 地域の政策課題により機動的に対応するため、住宅市街地の再生・整備の総合
的な推進を図る。 
 住宅市街地整備総合支援事業及び密集住宅市街地整備促進事業並びに、これら
に係る住宅宅地関連公共施設等総合整備事業を統合・整理し、住宅市街地総合整
備事業を創設し、その整備地区内において行われる公営住宅、特定優良賃貸住宅、
高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び、住宅地区改良事業等の実施に要する費用に
ついて一体的に補助を行う。【予算額：574 億円】 

施策等の目的 ○既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新など都市再生の
推進に必要な政策課題に、より機動的に対応するため、住宅市街地の再生・整
備を総合的に行う。 

 関連する 
政策目標 

4）住環境、都市生活の質の向上 
8)地震・火災による被害の軽減 
＜社会資本整備重点計画の「大規模な地震、火災に強い国土づくり等」に対応＞ 

 関連する 
業績指標 

8）都心部における住宅供給戸数  

34)地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街

地(約 8,000ha)のうち最低限の安全性が確保される市街地の割合 
＜社会資本整備重点計画の「大規模な地震、火災に強い国土づくり等」に対応＞ 

 指標の 
目標値等 

8) 100 万戸（平成 17 年度） 
34)約３割（平成 19 年度） 

施策等の必要性 ○既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、密集市街地の
防災性の向上など都市再生の推進に必要な政策課題に対応するため、良好な住
宅市街地の整備を推進することは重要な課題である。そのため、都市再生プロ
ジェクトの推進や、都市再生緊急整備地域等における各種事業の重点化により
積極的な取り組みが行われているところである。しかしながら、住宅市街地の
整備については様々な事業を総合的に推進する必要があるため、既存の事業の
枠組みにおいて事業間の効率的な連携を行うことが困難となることがある。  
（＝目標と現状のＧＡＰ） 

 
○その原因としては、公営住宅の整備や公共施設の整備等の様々な事業をそれぞ

れ別個に推進する場合には、地域ニーズに対応した機動的な予算配分が困難で
あることや、都市再生の推進に係る政策課題のもとに計画的に整備を進めるた
めの枠組みが十分ではないことが考えられる。  （＝原因分析） 

 
○地域のニーズに応じて事業の進捗を調整しつつ迅速に質の高い居住環境を実

現するため、住宅市街地整備にかかる様々な事業について一元的に補助を行う
制度的枠組みを整備する必要がある。   （＝課題の特定） 

 
○地域の政策課題により機動的に対応するため、住宅市街地の再生・整備の総合

的な推進を図る。 
 住宅市街地整備総合支援事業及び密集住宅市街地整備促進事業並びに、これら

に係る住宅宅地関連公共施設等総合整備事業を統合・整理し、住宅市街地総合
整備事業を創設し、市街地住宅の整備、公共施設の整備、老朽建築物の建替え
等に加え、整備地区内において行われる公営住宅、特定優良賃貸住宅、高齢者
向け優良賃貸住宅の整備及び、住宅地区改良事業等の実施に要する費用につい
て一体的に補助を行う。   （＝施策の具体的内容） 

 
 社会的ニーズ ○住宅市街地整備の円滑な推進により、快適な居住環境や職住近接に対するニー

ズに応えるものである。 



 

 

 行政の関与 ○都市再生は民間、公的主体が総力を傾注すべき重要課題であり、行政の関与が
必要である。 

 
 国の関与 ○都市の魅力と国際競争力を高めるため、都市構造の再編を行う都市再生に資す

る施策を推進するため、国の関与が必要である。 

施策等の効率性 ○ 既成市街地のうち、快適な居住環境の創出、都市機能の更新など都市再生の
推進に必要な政策課題を有する地域において、住宅市街地総合整備事業を実
施することにより、各種事業の進捗にあわせて柔軟に対応できることとなり、
迅速かつ効率的に事業の推進が図られることとなる。 

 
施策等の有効性 ○ 既成市街地のうち、快適な居住環境の創出、都市機能の更新等の政策課題を

有する地域において、住宅市街地総合整備事業を実施することにより、早期
の住宅宅地供給が行われ、都心居住を推進することが可能となるとともに、
重点的な基盤整備が行われ、質の高い居住環境の実現が可能となる。 

 

その他特記すべ
き事項 

平成１４年度の政策レビュー（プログラム評価） 
「都心居住の推進－良好な居住環境の形成－」の評価結果及び政策への反映の方
向を踏まえた新規施策である。 
（参考） 
  上記評価における「政策への反映の方向」（抜粋） 

・都心部には良好な住宅地への再生が可能な低未利用地、密集市街地が相当量

存在。このため、敷地の共同化等による土地の有効・高度利用と関連公共

施設等の整備により、魅力ある複合市街地・良好な住宅地への再生を進め、

都心部における住宅供給を促進する必要がある。 
○平成１４年度の政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標５「住環境、都市生活の質の向上」 
（１）職住近接の市街地を形成する 
（２）密集市街地を改善する 
の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 
（参考） 
 上記評価における「今後の取組の方向性」（抜粋） 
 ＜政策目標５の（１）関係＞ 

・都心部には良好な住宅地への再生が可能な低未利用地、密集市街地が相当量存
在。このため、敷地の共同化等による土地の有効・高度利用と関連公共施設等
の整備により、魅力ある複合市街地・良好な住宅地への再生を進め、都心部に
おける住宅供給を促進する必要がある。 

・都市再生に民間を誘導することを目的として設立される独立行政法人都市再生
機構を積極的に活用し、民間における住宅供給の潜在能力を十分引き出す。 
  ＜政策目標５の（２）関係＞ 

今後は、密集市街地整備法の改正により創設された防災街区整備事業の積極的推
進を図るとともに、特定防災街区整備地区の指定等の都市計画制度の活用によ
り、密集市街地の最低限の安全性を確保する。 



 

事前評価票【No. 20】 

施策等名 地下駅の火災対策施設の整備に対す
る支援制度の創設 

担当課 鉄道局施設課 
（施設課長 福代倫男） 

施策等の概要 韓国で発生した地下鉄火災事故を踏まえ、地下鉄道の火災対策基準を満たしてい
ない地下駅の火災対策施設の整備を促進するための支援として、地下駅火災対策施
設整備事業費補助（補助率 1/3（5年間））を新設するとともに、固定資産税、都市計画
税の特例措置（課税標準 2/3軽減（5年間））を設ける。 
【平成 16 年度予算額：3,000 百万円】【平成 16 年度減収見込額：36 百万円】 

施策等の目的 火災対策基準を満たしていない地下駅の火災対策施設の整備について、税財政
上の支援を講じることにより、短期間で緊急に火災対策施設の整備を実施する
ことで、旅客等の安全の確保を図る。 

 関連する 
政策目標 

8）地震・火災による被害の軽減 
9）交通安全の確保 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 〇平成 15 年 2 月 18 日に発生した韓国の地下鉄火災事故を受け、我が国の地下駅
における火災対策設備の整備状況について調査した結果、全地下駅 684 駅のう
ち、268 駅が「地下鉄道の火災対策基準（昭和 50 年制定）」を一部満たしてい
なかった。また、不備となっている火災対策設備の多くは、排煙設備や避難誘
導設備であり、地上までの避難経路が一経路しかない、若しくはホーム、コン
コース及び事務室に排煙設備がない駅が多かった。利用者の安全性を確保する
ためにも、これらの駅については早期に整備を図る必要がある。 
 

火災対策基準に一部不適合 地下駅を有する 

鉄道事業者数 

地下駅数 

事業者数 地下駅数 

40 社 684 駅 19 社 268 駅 

（＝現状と目標のＧＡＰ）
 

○地下鉄道の火災対策基準を満たしていない駅の多くは、同基準が制定される前
に建設された駅である。 
安全に関わる施設整備は本来、鉄軌道事業者の責務であり、火災という異常時
に対し、一刻も早い対策を講じる必要があるが、当該事業者単独で整備する場
合、会社の経営状況等を勘案しながら実施することから、整備期間が長期とな
り、短期間で緊急に施設整備を図ることは困難である。 

（＝原因分析）     
 

○地上までの避難通路が 1経路しかない地下駅では、その避難通路を塞ぐような
火災が発生した場合、旅客は地上までの避難通路を閉ざされ安全な避難が困難
となり、また、排煙設備が設置されていない地下駅では、地下空間に煙が充満
し、避難する上で危険な状況となる可能性がある。 
このようなことから、旅客等が安全に、かつ速やかに地上へ避難ができるよう
にするためには、排煙設備や避難通路を緊急に整備する必要があり、平成 20
年度末までに地下駅等の火災対策設備の整備を義務付けた。また、これらの施
設の整備にあたっては、新たに地上への通路や排煙用の換気口、機械室を設け
るため大規模な改良工事となり、多額な費用を要することとなる。短期間にお
ける整備が図られるためにも、支援制度の創設が急務である。 

（＝課題の特定） 
 

 

 



 

○このため、平成 20 年度末までに地下駅等の火災対策設備の整備を義務付けす
るとともに、これらの火災対策施設の整備に対する支援制度を創設し、整備の
促進を図ることにより、地下駅を利用する旅客の安全を確保する必要がある。

（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ 韓国の地下鉄火災事故の衝撃が我が国に与えた影響は非常に大きく、都市交通
として重要な役割を持ち、多くの利用者がいる我が国の地下駅においても、火
災に対する安全性の確保への関心は非常に高い。このため、これらの地下駅の
火災対策施設の整備を早期に進めることは重要な課題である。 

 行政の関与 旅客が安全かつ速やかに地上へ避難できるようにするために、排煙設備や避難
通路を、緊急に整備する必要があり、これらの施設整備に対する助成制度を用
意し、整備の促進を図ることが行政として不可欠である。 

 国の関与 地下駅は、不特定多数の人々が利用する極めて公共性の高い空間であり、これ
らの安全性の確保を図り、国民の安全と利益を守ることは国の責務である。 

施策等の効率性  不特定多数の人々が利用する地下駅にあっては、火災対策基準を満たしていな
い場合、火災が発生した際、旅客等の安全、かつ速やかな避難に支障が生じる
可能性が極めて高くなるが、整備の義務付け及び本支援制度により地下駅にお
いて、火災対策施設が整備されることから、安全が確保される。 

施策等の有効性 平成 20 年度末までの整備の義務付け及び本支援制度により、地下駅における
避難通路や排煙設備等の火災対策施設が短期間に整備され、火災対策基準を満
たすことにより、地下駅における火災時の安全性の向上が図られる。 

その他特記すべ
き事項 

 
 

 

 
 
 

 



 

事前評価票【No. 21】 

施策等名 貨物自動車運送事業安全性評価事業
への支援 

担当課 自動車交通局貨物課 
（貨物課長 大黒伊勢夫） 

施策等の概要 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関（以下「全国実施機関」という。）が、
貨物自動車運送事業者の事業所について、輸送の安全確保に係る取組みを評価
し、優良な事業所を認定・公表する貨物自動車運送事業安全性評価事業につい
て、事業者データ提供システムの構築などにより行政として支援する。 

施策等の目的 行政の支援により、本評価事業の信頼性及び社会的認知度を高め、貨物自動車
運送事業者自身による自主的な安全対策を推進することにより、事業用貨物自
動車の事故防止を図る。 

 関連する 
政策目標 

９) 交通安全の確保 

 関連する 
業績指標 

43) 事業用自動車の運行管理に起因する事故割合 

 指標の 
目標値等 

５０％（平成１７年度） 

施策等の必要性 ○交通事故は、死者数は減少しているものの、発生件数、死傷者数は増加してお
り、交通安全基本計画においては、今後 10 年間での死者数半減が新たな目標
として掲げられている。事業用トラックの台数当たりの交通事故発生件数は、
自家用トラックの 2.5 倍となっており、事業用自動車の事故防止は、前述の目
標を達成する上で必要不可欠であるが、近年の事業用自動車による事故件数
（一億走行キロあたり）をみると、平成２年の貨物自動車運送事業法改正以降
横這いとなっている。（＝目標と現状とのＧＡＰ） 
○これまでは、事業用自動車の輸送の安全確保については、主に貨物自動車運送
事業法等による安全規制の徹底によってきたところであるが、現在、トラック
事業者は約５万７千社となっており、行政による規制及び監査等による事後チ
ェックのみでは容易に輸送の安全確保が徹底されないとことが原因であると
考えられる。（＝原因分析） 

○このため、今後のトラック事業に係る輸送の安全確保施策は、諸法令等による
規制のみによるのではなく、事業者による自主的な安全確保のための取組みが
積極的になされるよう事業者のインセンティブを高める観点からも行われる
必要があると考えられる。（＝課題の特定） 
○安全性評価事業は、貨物自動車運送事業法（以下「トラック事業法」という。）
に規定された全国実施機関が同法に基づき行う事業であり、同機関が、貨物自
動車運送事業者の事業所について、輸送の安全確保に係る取組みを評価し、優
良な事業所を認定・公表することにより、安全確保に対するインセンティブを
高めることを目的とするものである（７月より募集開始。）。行政としては、評
価に用いる事業者の事故及び行政処分のデータを提供するシステムの構築や
適宜適切な指導・助言などにより、本評価事業の円滑な実施を支援していくこ
ととしている。（＝具体的施策の概要） 

 社会的ニーズ 事業用自動車の事故防止を図り、もって、交通事故死者数半減を目指した総合
的な交通安全対策に資する。 

 行政の関与 本評価事業の実施主体はトラック事業法に基づいて指定された全国実施機関
であり、本評価事業は同法に規定された同法人の事業として行うものである。
行政としては、評価に用いる事業者の事故及び行政処分のデータを提供するシ
ステムの構築や適宜適切な指導・助言などにより、本評価事業の円滑な実施を
支援していく必要がある。 

 国の関与 本評価事業はトラック事業法第 44 条第 4号の「貨物自動車運送に関する輸送
秩序確立のための啓発・広報活動」の一環として実施される事業であり、また、
トラック運送の適正化及び事業用トラックの事故防止は、国が取り組むべき重

 

 



 

要な施策であるので、国が関与する必要がある。 

施策等の効率性 本評価事業は、民間団体である全国実施機関により実施されるものであり、行
政が行うのは、評価に必要不可欠な事業者データのＩＴ活用による提供などの
側面的支援であり、必要最小限度の行政費用によるものである。 

施策等の有効性 本評価事業を通じ、トラック事業者の輸送の安全性向上に係るインセンティブ
が高まり、事業用貨物自動車の事故防止が図られることとなる。また、トラッ
ク事業を所管する行政庁が保有する事業者データを適時適切に提供できるシ
ステムを構築するなどの支援を行い、本事業の円滑、着実な実施を確保するこ
とにより、本事業の信頼性、社会的認知が向上し、もって、事業用トラックの
交通事故防止が図られることになる。 

その他特記すべ
き事項 

○平成 11 年、運輸技術審議会答申「事業者が安全対策を積極的に実施するよう
なインセンティブの付与が必要。」 
○平成 14 年の貨物自動車運送事業法改正審議における衆参両院の附帯決議「貨
物自動車運送事業者の安全性を評価するための制度を確立し、その円滑な推進
のための環境整備を図ること。」 

 

 



事前評価票【No.22】 

施策等名 管制情報処理システムのフェイルセ
ーフ対策の実施 

担当課 航空局管制保安部保安企画課 
（保安企画課長 蒲生 猛） 

施策等の概要 ○ 平成１５年３月１日に発生した飛行計画情報処理システム（ＦＤＰ）障害を
踏まえ、障害が起こりにくく、また、障害が発生してもその影響を最小限に抑
えるシステムを目指し、必要な改善策を実施する。 
【平成 16 年度予算額：１，０７０百万円】 

施策等の目的 ○ 航空交通量が着実に増加する状況下において、管制情報処理システムに万一
障害が発生した場合にその影響を最小限に食い止め、システム全体がダウンす
ることのないよう、管制情報処理システムの信頼性のより一層の向上を図るこ
とにより、航空機の運航における定時性の確保及び航空の安全の確保を図る。
 

 関連する 
政策目標 

９)交通安全の確保 
〈社会資本整備重点計画の「総合的な交通安全対策及び危機管理の強化」に対応〉

 関連する 
業績指標 38）国内航空における事故発生件数 

 指標の 
目標値等 １６．６件（平成１５～１９年の平均） 

施策等の必要性 ○ 航空輸送は、国際輸送分野、国内の中・長距離輸送分野を中心として、個人

の旅行ニーズを満たすほか、企業活動を支え、国民生活や我が国の経済活動に

不可欠なものとなっており、航空機の運航における定時性の確保及び航空の安

全の確保をする必要があることから、障害が起こりにくく、障害が発生しても

その影響を最小限に抑えるシステムを構築することは極めて重要である。 

しかし、現状においても欠航や遅延が無くなった訳ではなく、中でも、平成

１５年３月１日には、東京航空交通管制部においてＦＤＰシステム障害が発生

し、その結果２１５便が欠航し、１４６２便が遅延するなど社会的に大きな影

響が生じている。（＝目標と現状のギャップ） 
 

○ 欠航等は、強風、雪、霧又は相手空港の事情等に起因するところが大きく、

これらに対応するため滑走路の延長、計器着陸施設の整備等を実施してきてい

るが、３月１日の欠航等はプログラムミスによるＦＤＰシステム障害が原因で

発生したものであり、このような状況に至らないような対策が不十分であった

ものと考えられる。（＝原因分析） 

 

○ このような状況に対処するには、管制情報処理システムに万一障害が発生し

た場合にその影響を最小限に抑え、システム全体がダウンすることのないよう

に対策を講じることが緊急の課題であると考えられる。（＝課題の特定） 

 

○ このため、航空機の運航における定時性の確保及び航空の安全の確保を図る
ことを目標として、従前より実施してきた管制情報処理システムの整備に加
え、以下の施策を行う。 
 
① プログラムの変更に際して新プログラムで障害が発生した場合に、旧プログ
ラムで飛行計画が継続的に使用できるようにする。 

② システム障害が発生した場合に、当該システムを迂回することによりシステ
ム全体へ影響を与えないようにする機能及び、システムのデータ欠損を防止
するためにあらかじめデータを蓄積する簡易代替機能を加える。 

③ システム要員を養成するための研修施設を充実する。 
（＝施策の具体的内容） 
 



 社会的ニーズ ○ 今回のＦＤＰシステム障害を原因とする欠航等は社会に大きな影響を与え
たことから、その再発防止に対する社会的ニーズは高いと考えられる。 
 

 行政の関与 ○ 安全かつ円滑な航空交通の確保は行政の基本的責務であり、本施策の実施に
は行政の関与が必要である。 
 

 国の関与 ○ 管制情報処理システムは、ネットワークで構成され、日本全国を航行する航
空機に対して航空交通管制を行うために使用されるものであり、本施策の実施
には国の関与が必要である。 
 

施策等の効率性 ○ 本施策は、既存ストックの有効活用を図る観点から、現在のシステムの性能
を向上し、フェイルセーフ機能を付加することから、効率的である。 

施策等の有効性 ○ 平成１７年度までに整備を実施し、これにより、システムに万一障害が発生
した場合であっても、その影響を最小限に食い止め、システム全体がダウンす
ることがなくなり、航空機の運航における定時性の確保及び航空の安全の確保
に資することができるため、当施策は有効である。 

その他特記すべ
き事項 

○ 平成 16 年 3 月 3 日の「第６回航空交通管制情報処理システムのフェイルセ
ーフのあり方等に関する技術検討委員会」において、ＦＤＰ障害の再発を防止
するために緊急に実施すべき対策、今後の組織・体制及び訓練について、平成
１６年度実施内容を確認した。 

 



 

事前評価票【No.23】 

施策等名 国際社会と協調した
国際海上運送に従事
する船舶及び港湾の
保安対策の強化 

担当課 大臣官房 SOLAS 条約改正等対策推進室 
（参事官 野俣光孝） 
海事局総務課海事保安・事故保障対策室 
（海事保安・事故保障対策室長 露木伸宏）

海事局安全基準課（安全基準課長 石田育男）
海事局検査測度課（検査測度課長 澤山健一）
海事局船員労働環境課 

（船員労働環境課長 寺西達弥）
港湾局管理課 

（港湾保安対策室長 難波喬司）
海上保安庁警備救難部警備課 

（警備課長 山下政晴）

施策等の概要 ○改正 SOLAS 条約を担保する以下の内容の国内法を制定する。 
 
・ 船舶及び港湾施設に保安レベルを設定 
・ 国際航海に従事する船舶及び港湾施設に対して保安計画（立入禁止区域の
設定等）の策定を義務付け、当該保安計画を国が承認 

・ 保安計画を実施するための保安設備（警報装置等）の設置を義務付け。 
・ 保安計画に基づく保安措置の実施等を義務付け。 
・ 保安措置の実施に当たる保安職員の選任を義務付け。 
・ 日本船舶について、上記の要件に関する検査を実施し、条約証書を発給。
・ 我が国の港に入港しようとする船舶に対して、事前の通報を義務付けると
ともに、基準に適合せず、かつ、急迫した脅威があり、他に手段がない場
合は、入港拒否等を実施。 

・ 基準に適合していない船舶に対しては、従来からの PSC で行なっている航
行停止等の措置を実施。 

 
○ 港湾施設における保安対策の強化を促進するため、必要な施設整備に対する
支援措置を講ずる。【予算：平成１５年度補正予算２３２億円（国費）などを
措置、交付税措置等、日本政策投資銀行等による低利融資（政策金利Ⅲ）】 

施策等の目的 改正 SOLAS 条約を担保する国内法令を制定することにより、国際社会と協調し
て国際海上運送に従事する船舶及び港湾施設の保安対策の強化を図る。 

 関連する 
政策目標 

９) 交通安全の確保 
10) 海上における治安の確保 
＜社会資本整備重点計画の「総合的な交通安全対策及び危機管理の強化」に対
応。＞ 
18) 国際的な水準の交通サービスや国際競争力などの確保・強化 

 関連する 
業績指標 

47）重要港湾において不正侵入を防止する施設を完備している外航船用の公共港
湾施設の割合 

 指標の 
目標値等 

１００％（Ｈ１７） 
 

施策等の必要性 ○平成 13 年 9 月の米国同時多発テロ事件等を契機として、国際海事機関（IMO）
において海事分野の保安対策の強化について検討が重ねられ、その成果として
平成 14 年 12 月に SOLAS 条約（海上人命安全条約）の改正が行なわれたところ
である。 
改正 SOLAS 条約は平成 16 年 7 月 1 日から発効するため、それまでに船舶及び
港湾施設について改正 SOLAS 条約が求める保安対策の強化を行う必要がある。
これらの保安対策の強化が行われない場合は、日本籍船及び我が国の港を出港
した船舶が、外国において入港を拒否され、我が国の国際海上運送システムの
信頼性を損なうおそれがあるが、現時点では船舶及び港湾施設の保安対策の強
化が十分行われていない状況にある。（＝目標と現状のギャップ） 

 



 

○これは、海上運送の分野では改正 SOLAS 条約が求める保安対策が全く新しい試
みであることから、それに対応する国内法令、支援措置等がないことに起因し
ている。（＝原因分析） 
○このため、国際海上運送の保安対策の強化を図るという条約の目的を達成する
ため、国、船舶所有者、港湾管理者等の役割分担を明確にし、各々が必要な保
安対策を講じる必要がある。（＝課題の特定） 
○具体的には、できる限り早期に国内法令等を整備するとともに、港湾施設の保
安対策の強化を促進するため、港湾管理者等の施設整備に係る支援措置を講じ
る。（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ 国際航海に従事する船舶及びこれらの用に供する港湾施設は、我が国の物流
システムの根幹をなすものであるため、これらに危害が加えられた場合は、国
民生活に重大な影響を及ぼすおそれがある。そのため、国際社会と協調して船
舶及び港湾施設における保安対策を充実する必要がある。 
 

 行政の関与 船舶及び港湾施設において実施すべき保安措置に係る基準の設定及び保安
計画の承認は、国の責務である我が国全体に及ぶ人命、財産の保護を目的とし
たものであることから、行政の責任において行う必要がある。 
上記保安措置の実施等に関する日本船舶の検査及び条約証書の発給等は、国
の責務である我が国全体に及ぶ人命、財産の保護を目的としたものであること
から、行政の責任において行う必要性がある。 
改正 SOLAS 条約に定める保安要件に関する外国船舶の監督は国の責務であ
る我が国全体に及ぶ人命、財産の保護を目的としたものであることから、行政
の責任において行う必要がある。 

 国の関与 同上。国際条約の履行に関することであること、船舶及び港湾施設の保安対
策に係る基準の策定に関することであることから国の関与が必要。 

施策等の効率性 船舶所有者及び港湾施設の管理者に自己警備を実施させることにより、効率
的に船舶及び港湾施設の保安向上を達成する。 

施策等の有効性   改正 SOLAS 条約担保法に基づく保安措置の実施等を義務付けることにより、
船舶及び港湾施設における保安の確保を図り、もって我が国に係る国際海上運
送システムの信頼性の向上を図る。 

その他特記すべ
き事項 

平成 14 年 12 月に開催された第 5回海上人命安全条約（SOLAS 条約）締約国
政府会議において SOLAS 条約が改正され、同改正 SOLAS 条約が平成 16 年 7 月
1 日に発効する。 

 

 



 

事前評価票【No. 24】  

施策等名 新長期規制以降の排出ガス・燃
料対策の推進 

担当課 
（担当課長名）

自動車交通局技術安全部環
境課（環境課長 江口稔一）

施策等の概要 平成 17 年から導入される世界一厳しい排出ガス規制（以下「新長期規制」
という。）以降の排出ガス対策として、低排出ガス認定制度の見直し、次世
代低公害車の開発促進等を行うとともに、バイオマス燃料対応車の開発促
進、大型車の燃費基準の検討、自動車使用燃料規格の検討等の自動車燃料
対策を実施する。 
【平成 16 年度予算額：1，387，023（千円）】 

施策等の目的 新長期規制よりさらに低レベルの排出ガス性能の良い自動車を普及・実用化さ
せるとともに、大気汚染物質・二酸化炭素双方の排出に大きな影響を与える自
動車燃料に関する諸施策を講じることにより、大都市域を中心とした大気汚染
及び地球温暖化の抑止に資する。 

 関連する 
政策目標 

12) 地球環境の保全 
13) 大気、騒音等に係る生活環境の改善 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○我が国では、これまで規制強化等様々な自動車排出ガス対策が講じられてきた
が、二酸化窒素（ＮＯ２）及び浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）に係る環境基準の達
成率は大都市部沿道付近で各約６５％、約２５％と依然厳しい状況にある。（＝
現状と目標のＧＡＰ） 
汚染物質の排出量を見ると、大都市部における窒素酸化物（ＮＯｘ）排出量の
約５割、粒子状物質排出量の約４割を自動車が占めており、自動車の寄与が高
い状況にある。2005 年からは世界一厳しい排出ガス規制（新長期規制）が導入
されるが、環境基準を達成させるためには、新長期規制よりさらに高いレベル
の自動車排出ガス対策が必要となってくる。（＝原因特定） 
○また、地球温暖化問題に対処するために、我が国は京都議定書で定められた温
室効果ガス６％削減(基準年 1990 年比)を達成する必要があるが、温室効果ガ
ス排出量は近年増加しており、2000 年度の温室効果ガス排出量は基準年比で
約７％増となっている。（＝現状と目標のＧＡＰ） 
京都議定書の６％削減約束を達成させるためには、より一層の温室効果ガス削
減対策を講ずる必要があり、中でも、運輸部門のＣＯ２排出量の約９割、我が
国のＣＯ２全排出量の約２割を占める自動車分野のさらなる削減が重要とな
ってくる。（＝原因特定） 
○これらの問題に対処するためには、自動車の技術開発を積極的に促し新長期規
制よりさらに厳しい排ガス低減対策が取られた自動車を実用化・普及させると
ともに、大気汚染物質・ＣＯ２双方の排出性能に大きな影響を与える自動車燃
料に関し、環境負荷低減のための対策を講ずることが必要となる。（＝課題の
特定） 
○新長期規制以降の排出ガス対策としては、低排出ガス認定制度の見直しによ
り、新長期規制レベルよりもさらに排出ガス性能の良い自動車の普及を促進さ
せるとともに、環境負荷の特に大きい大型ディーゼル車に代替可能な次世代低
公害車の開発を促進させるために、次世代低公害車の環境保全上・安全上の技
術基準等を整備する。 
また、自動車燃料対策については、これまで燃費基準がなかった大型車に対す
る燃費基準導入の検討、地球温暖化対策として有効なバイオマス燃料を利用し
た自動車の環境・安全性能評価及び自動車側対応技術の明確化、更なる低硫黄
化を含めた自動車使用燃料規格の検討等を行う。（＝具体的施策） 

 
 

 



 

 社会的ニーズ 大都市域の大気汚染問題・地球温暖化問題はともに、社会・国民にとって早急
に解決・克服すべき最重要課題であり、自動車に係る環境対策として上述の施
策を講ずることは必要不可欠である。 

 行政の関与 大都市域の大気汚染問題・地球温暖化問題を解決するためには、自動車製作者
及び燃料供給者による積極的な取組みが必要であるが、それには行政が主体
的、主導的に上述の施策を早急かつ適切に講じていくことが必須となる。 

 国の関与 大都市域の大気汚染問題は地域レベルでの取組みだけでは根本的な解決がで
きない、自動車環境政策全体に関わる社会的・構造的なものであり、また、地
球温暖化問題についても国家の枠を超えた地球的規模の問題であることから、
問題解決のための自動車排ガス対策・自動車燃料対策は、国が主体的に関与し
取り組む必要がある。 

施策等の効率性 上述の新長期規制以降の排出ガス対策は、開発・普及の両面から効率的に対策
を推進させようとするものであり、また、自動車燃料対策は、燃料がＣＯ２・
汚染物質双方の排出に大きな影響を与えることから、地球温暖化問題・大気汚
染問題の双方の解決に役立つ、効率的な施策であるといえる。 

施策等の有効性 本施策に掲げられている各種施策を講ずることにより、自動車側と燃料側の両
面の対策が総合的・包括的に実施され、大気汚染問題と地球温暖化問題の双方
の効果的な解決に資する。 

その他特記すべ
き事項 

 

 

 



 

事前評価票【No.25】 

施策等名 有害紫外線予測情報の提供 担当課 気象庁観測部管理課 
（管理課長 羽鳥 光彦） 

施策等の概要 オゾン層破壊等に伴う有害紫外線による健康への影響対策の高まりを踏まえ、紫
外線の観測・監視を強化し、実況及び予測情報を国民等に提供するための所用
の準備を進める。 
【平成 16 年度予算額：107 百万円】 
 

施策等の目的 有害紫外線の実況及び予測に関する情報を国民等に提供し、安全かつ快適な社会
を実現する。 
 

 関連する 
政策目標 

12) 地球環境の保全 
13) 大気、騒音等に係る生活環境の保全 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○フロン等によるオゾン層破壊に伴い有害紫外線が増加し、皮膚がんや白内障な
どの増加が懸念されており、米国、カナダ、オーストラリアをはじめとする各
国でその対策が取り組まれている。国際的にオゾン層破壊物質の生産・排出・
輸出入の規制は実施されているものの、オゾン層は今後 10 年程度は現状のま
まであるとされており、現在の規制を維持しても、オゾン層破壊が進行する前
の 1980 年以前の状況に戻るのは、2050 年頃とされている。 
 わが国においても、オゾン層破壊問題を契機として、ライフスタイルの変化や
新しい知見に基づき有害紫外線対策の必要性が認識されつつも、国民に対して
適切な紫外線情報が提供されていない。（＝目標と現状のＧＡＰ） 
○紫外線観測の成果がリアルタイムで収集されておらず、紫外線の正確な実況情
報が不足しており、また、日々のオゾン層の変動状況の予測を反映した高精度
の紫外線予測技術が確立していない。このため、健康への影響などを考慮した
紫外線対策に必要な実況・予測情報が国民に提供されていない。（＝原因分析）
○適切な有害紫外線対策を実施するためには、オゾン層の状態を踏まえた紫外線
の実況把握と予測など有害紫外線の情報提供体制を確立する必要がある。その
ためには、紫外線を高精度で観測し、その結果をリアルタイムで収集するとと
もに、オゾン層での化学変化を取り込んだオゾン輸送モデルと放射伝達モデル
の数値予報モデルを用いて紫外線を予測する体制を確立する必要がある。 

（＝課題の特定）
○高精度で有害紫外線が観測できる波長別紫外線観測装置を整備し、観測データ
をリアルタイムで収集するとともに、オゾン輸送モデルと放射伝達モデルによ
り翌日のオゾン層の状態と有害紫外線の強度を予測し、実況及び予測をわかり
やすい分布図情報として国民に提供する。（＝施策の具体的内容） 
 

 社会的ニーズ 2002 年７月に世界保健機関（ＷＨＯ）は「ＵＶインデックス運用ガイド」を作
成し、国内でも今年６月環境省が紫外線保健指導マニュアルを作成するなど、
紫外線対策を呼びかけおり、国民の紫外線情報に対するニーズが高まってい
る。 

 行政の関与 本施策で行う有害紫外線の実況及び予測に関する情報は国民の安全かつ快適な
生活の支援で有効であるばかりでなく、環境省や厚生労働省など関係行政機関
が紫外線対策のための政策立案にも活用されることから、行政が責任を持って
情報提供を行う必要がある。 
 

 



 

 国の関与 オゾン層保護対策はモントリオール議定書に基づいて実施されており、地球規模
の監視は世界気象機関（ＷＭＯ）の枠組みで実施されている。また、予測を行
うためのソフトウェア（輸送モデル等）、ハードウェア（スーパーコンピュー
タ）、観測設備、通信網を維持しつつ継続的かつ現業的に運用できるのは各国
気象機関のみである。加えて、観測された紫外線観測データはＷＭＯ世界オゾ
ンＵＶデータセンター(ＷＯＵＤＣ)に登録され、オゾン破壊の科学アセスメン
トをはじめ、世界的な紫外線の実況監視や研究のために各国気象機関などによ
って有効に利用されており、このように情報利用のための基盤は国や国際機関
の連携のもと整備されている。このため、紫外線対策に係る基盤的な観測及び
予測情報の作成は国が行う必要がある。  
 

施策等の効率性 ○既存の気象資料伝送網や気象予報のための数値予報モデル及びその技術を活
用することにより、新型の観測装置の整備など国費総額 1.1 億円により、有害
紫外線の対策に有効な紫外線の実況・予測に関する情報の作成・提供が可能で
ある。 
 
○提供する情報は、目に見えない有害紫外線に対して国民の効果的な対策を通じ
て有害紫外線被曝の防止・軽減、国民の快適な生活の維持・確保などに貢献し、
投資に比べて大きな効果が期待できる。 
 

施策等の有効性 ○本施策により、近年増加が懸念されている皮膚がんや白内障など有害紫外線の
被曝について、世界標準にあわせたＵＶインデックスの形式で実況や予測に関
する情報を提供することが可能になる。 
○これにより、外出時間の調整や衣服の選択、帽子やサングラスの着用などの、
的確な有害紫外線対策が可能となる。 
○また、高精度の観測データを、各国気象機関に提供することにより、わが国は
もとより諸外国のオゾン層保護対策の推進に繋がるほか、米国の衛星によるオ
ゾン観測（ＴＯＭＳ）データの検証データとして活用され、オゾン層の正確な
実況把握につながるなど国際貢献を果たすことができる。 
 

その他特記すべ
き事項 

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（昭和 63 年法律第 53
号）」に基づき、気象庁長官は、オゾン層の状況及び大気中における特定物質
の濃度の状況を観測し、その成果を発表することとなっている。 
 

 

 

 

 



 

事前評価票【No.26】  

施策等名 放置座礁船対策の推進 担当課 海事局総務課海事保安・事故保
障対策室 
（海事保安・事故保障対策室長
露木 伸宏） 

河川局砂防部保全課海岸室 
（海岸室長 細見 寛） 
港湾局環境整備計画室 
（環境整備計画室長 牛嶋 
龍一郎） 

施策等の概要 ○ 一定規模以上の船舶所有者等に対し船主責任保険等に加入することを義務付
ける制度の導入 
【平成 16 年度予算額：33 百万円】 

○ 座礁船撤去等に関する国の支援措置の創設並び海域浄化対策事業及び沈廃船
処理事業の拡充 

【平成 16 年度予算額：139 百万円】 
○ 第 159 回国会に提出した油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案が成立
し（平成 16 年法律第 37 号）、平成 16 年４月 21 日公布 

施策等の目的 一定規模以上の船舶の所有者等に保険加入等を義務付けるとともに、船舶の座
礁に伴う油回収や船舶の撤去に関し国の支援措置の創設等必要な措置を講じ
ることにより、座礁等による損害の補償を確実なものとするとともに、座礁船
が撤去されずに放置されること等による海洋環境の保全・形成を図る。 

 関連する 
政策目標 

９) 交通安全の確保 
12) 地球環境の保全 
14) 良好な自然環境の保全、形成及び創出 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○船舶の座礁等が発生した場合には、それによる油濁損害の賠償や船舶の撤去等
は、船舶所有者等の責任により対応されるのが原則である。しかしながら、現
在、我が国沿岸において、10 隻の座礁外国船が、船主による対応がなされな
いまま、放置されているほか、船舶所有者等に代わって地方公共団体がやむを
得ず船体の撤去等を行なっている場合もある。(＝目標と現状のＧＡＰ) 
○上記のような問題が発生する原因としては、有効な保険に加入していない等の
理由により船舶所有者等に費用を負担する能力がないことが挙げられる。（平
成 14 年に我が国に入港した外国籍船の平均保険加入率は、約 73％。一部の船
籍の船舶については、極めて保険加入率が低い。）（＝原因分析） 
○したがって、船舶所有者等がその責任を負担できる能力を確保させることが課
題である。また、領海を通過するのみの船舶に対しては国際法上、航行を規制
することが出来ないことから、そのような船舶が座礁した場合でも、円滑に撤
去等必要な措置が行なわれるような制度が必要である。（＝課題の特定） 
○このため、一定規模以上の船舶の所有者等に対し有効な保険に加入することを
義務付け、保険未加入の船舶に対しては入港を認めない等の措置を講じるとと
もに、やむを得ず船舶の座礁に伴う油回収や船舶の撤去を行う地方公共団体に
対し一定の支援を行う制度を創設する必要がある。（＝施策の具体的内容） 
 

 社会的ニーズ 座礁船による経済上、自然環境上の損害への対策の必要性について、自治体等
からの要望があるほか、度々報道がなされる等、本件に関する社会的ニーズは
高いものと考えられる。 

 

 

 



 

 行政の関与 現状では船舶所有者等が油濁損害の賠償や船舶の撤去作業を行わない場合が
あるため、行政が関与し保険の加入を義務付ける必要があるとともに、船舶所
有者等に代わって対応を行う地方公共団体を支援する必要がある。 

 国の関与 ○ 国境・県境等をまたいで往来する船舶に関する保険の義務付けは国が統一的
に実施すべきものである。 

○ また、国際法上、領海内での外国船に対し無害通航が認められているところ、
地方公共団体は通航の制限等自衛手段を有さない等の理由から、船舶等が座
礁した場合における船舶撤去等に要した費用の全額を地方公共団体の負担と
するのは適当でないことを踏まえ、当該地方公共団体へ国による一定の支援
を行うことが必要である。 

 

施策等の効率性 ○ 本制度の導入により、座礁等が生じた場合に、損害の賠償や船舶の撤去等に
ついて、本来責任を負うべき者に費用等を負担させるためには、その費用を
担保する保険等に加入させることが経済効率性にも合致する。 

 

施策等の有効性 ○ 保険未加入の船舶に対しては入港を認めない等の措置を講じることにより、
事故が発生した場合に保険から確実に補償が行われるようになる。 

○ やむを得ず地方公共団体により対応が行なわれる場合でも、国の支援により
円滑に撤去等の作業が行なわれる。 

 

その他特記すべ
き事項 

昨年の北朝鮮籍貨物船「チルソン」の座礁事故による多大な社会的影響を踏ま
え、地方公共団体から、今後このような事象が発生せぬように早急な対策を講
じるよう強く要請されているところ。 

 

 

 

 



 

事前評価票【No.27】 

施策等名 合流式下水道の緊急改善 担当課 
（担当課長名） 

都市・地域整備局 
 下水道部下水道事業課
（下水道事業課長 江藤 隆） 

施策等の概要 ○ 「合流式下水道緊急改善事業」を拡充し、浸透側溝等の雨水浸透施設、遮集
管きょへの雨水流入量を低減するための雨水放流きょを補助対象に追加する
とともに、下水道法施行令を改正し、合流式下水道の改善対策を推進するた
めの根拠を明確化することで、全体事業費の低減及び事業のスピードアップ
を図るものである。 

【平成１６年度予算額：下水道事業費及び都市水環境整備事業費 8,749 億円（国
費）の内数】 

施策等の目的 ○ 合流式下水道を採用している市町村は下水道実施市町村の約１割、整備面積
の約２割、普及人口の約３割を占めている。近年、合流式下水道から雨天時
に公共用水域に流出する未処理下水により、水質汚濁上、公衆衛生上の問題
が発生しているため、その改善をより効果的・効率的に推進。 

 

 関連する 
政策目標 

15）良好な水環境への改善 
＜社会資本整備重点計画の「良好な水環境への改善」に対応＞ 

 関連する 
業績指標 

65）合流式下水道改善率 

 指標の 
目標値等 

40％（平成 19 年度） 

施策等の必要性 ○ 都市における良好な水環境に対するニーズが高いにもかかわらず、東京湾に
おけるオイルボールの問題等、合流式下水道から雨天時に流出する下水によ
り、水質汚濁や悪臭の発生等の被害が発生している。（＝目標と現状のギャッ
プ） 

○ 合流式下水道は、汚水と雨水を一つの管きょで排除する方式であり、早くか
ら事業に着手した都市に多くみられるが、これは、合流式の整備に要する費
用が分流式に比べて経済的であるため、早期の普及促進を優先するといった
時代の要請から整備が図られたものである。しかし、時代の変化により環境
保全への要請が高まった結果、雨天時に未処理下水が流出し、公共用水域の
水質汚濁等を構造的に引き起こしている合流式下水道の問題が顕在化するに
至ったものである。（＝原因分析） 

○ 合流式下水道の改善にあたっては公共用水域への影響の大きさから緊急的な
改善が必要であるため、平成 14 年度には、５年間に緊急的かつ集中的に合流
式下水道の改善を実施するために「合流式下水道緊急改善事業」を創設して
おり、現在、各都市においては、鋭意モニタリングを実施し「合流式下水道
緊急改善計画」を策定しているところであるが、計画策定の過程で、浸透側
溝の導入やオンサイトによる雨水の排除等により、遮集管への流入雨水量を
低減させることが効果的かつ効率的な地域があることが明らかになった。 
また、改善対策を推進するための根拠を明確化することが必要である。（＝課
題の特定） 

○ このことを踏まえ、国庫補助対象となる施設に、「合流式下水道緊急改善計画」
に位置づけられた以下の施設を追加。 
・浸透側溝等の雨水浸透施設 
・遮集管きょへの雨水流入量を低減するための雨水放流管きょ 
 なお、当該施設の設置に当たっては、雨水貯留施設および遮集管きょ等によ
る整備より効率的かつ効果的であることを計画への位置づけの条件とする。 
 また、平成１５年９月に下水道法施行令を改正し、以下の基準を明確化。 
・雨水吐の構造基準 
・合流式下水道からの雨水の影響が大きい時の放流水質基準 

 



 

あわせて、合流式下水道を採用する全ての都市において原則１０年間で改善
対策を完了する旨を明記。 
（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ ○合流式下水道からの公共用水域への未処理下水流入により、水質汚濁上、公衆
衛生上の問題が発生しており、改善への要望が非常に高い。 

 行政の関与 ○合流式下水道の改善は、公共用水域の水質汚濁防止および公衆衛生上、必要不
可欠な行政サービスである。 

 国の関与 ○合流式下水道の改善は、公共用水域の水質保全および公衆衛生の向上に資する
ものであり、地方公共団体だけでなく国も積極的に関与すべきである。 

施策等の効率性 ○今回の施策の対象である遮集管への流入雨水量を低減させることが効果的か
つ効率的な地域については、補助事業として浸透側溝やオンサイト施設の整備
を図ることが可能となり、その他の手法による対策を実施する場合に比較して
低コストでの事業実施が可能となる。また、合流式下水道の改善対策を推進す
るための根拠を明確化することにより、合流式下水道の緊急改善が促進され、
合流式下水道の早期改善が図られる。 

施策等の有効性 ○補助対象を拡充し、改善対策を推進するための根拠を明確化することで、合流
式下水道の緊急改善が促進され、合流式下水道の早期改善が図られるととも
に、未処理下水の公共用水域への流出を防ぎ、公共用水域の水質保全、公衆衛
生の向上が図られる。 

その他特記すべ
き事項 

 

 

 



 

事前評価票【No.28】 

施策等名 港湾における静脈物流拠点形成支援
制度の拡充 

担当課 港湾局環境整備計画室 
（環境整備計画室長  

牛嶋 龍一郎）

施策等の概要 港湾機能の高度化に資する中核的施設整備事業のうち、総合静脈物流拠点港
（リサイクルポート）における静脈物流拠点形成に資するものについては、よ
り金利の低い利率に拡充する（財投制度の拡充）。 
 

施策等の目的 循環型社会の構築を図るため、港湾における静脈物流拠点の形成を支援する。 

 関連する 
政策目標 

25）循環型社会の形成  
＜社会資本整備重点計画（案）の「循環型社会の形成」に対応＞ 

 関連する 
業績指標 

105）港湾における廃棄物の取扱い比率（産業廃棄物） 
（「循環資源の国内輸送コスト低減率」に変更することで検討中） 
＜社会資本整備重点計画(案)の「循環資源の国内輸送コスト低減率」に対応＞ 

 指標の 
目標値等 

105）１４％（平成 18 年度） 
（平成１４年度比約 1割削減（H19）） 
＜平成１４年度比約 1割削減（H19）＞ 

施策等の必要性 ○循環型社会の構築が求められている中で、広域的なリサイクル拠点としてのポ
テンシャルが高い港湾を核として、低コストかつ環境負荷の小さい海上輸送
を活用した静脈物流ネットワークの構築を推進するに当たり、静脈物流拠点
の形成が必要とされている。しかしながら、積替・保管施設等、循環資源に
対応した物流施設が不足しており、循環資源の海上輸送が進んでいない。（＝
目標と現状のギャップ） 

○この原因を考察するに、循環資源は運賃負担力が低く、リサイクル物流に資す
る物流基盤施設自体の収益性が極めて低いことが、民間事業者による基盤施
設の確保が進まない要因となっていると考えられる。（＝原因分析） 

○このような原因を解消するため、民間事業者による施設整備を推進するための
施策が必要である。（＝課題の特定） 

○このため、港湾機能の高度化に資する中核的施設整備事業（政策金利Ⅰ）のう
ち、総合静脈物流拠点港における総合静脈物流拠点形成に資する施設整備事
業について、政策金利Ⅱとする（財投制度の拡充）。（＝施策の具体的内容）

 

 社会的ニーズ ○産業廃棄物の場合であれば、全国で約４年、首都圏で約１年の最終処分場の残
余年数であり、残余容量の逼迫など深刻な状況にあることから、効率的なリサ
イクルシステムの構築が不可決となっている。 

 行政の関与 ○循環型社会実現のための静脈物流システムの構築については、循環型社会形成
推進基本計画（平成１５年３月閣議決定）等にも位置づけられており、積極的
な行政の関与が必要である。 

 国の関与 ○静脈物流システムの構築は、地域で発生した廃棄物等を広域的に輸送すること
により資源として活用することを支援するための施策であり、都道府県の域を
越えた広域的な観点から必要な施策であることから、国が積極的に関与する必
要がある。 

施策等の効率性 ○総合静脈物流拠点港においてのみ支援制度の拡充を図ることにより、集中的か
つ選択的投資が可能となる。 
 

施策等の有効性 ○平成１６年度に循環資源の取扱に関するガイドラインの作成、官民の連携促進
等の諸施策との連携及び本施策の活用によって静脈物流基盤を確保すること
により、海上輸送を活用した静脈物流ネットワークの構築が促進され、循環資
源の国内輸送コスト低減を図ることができる。 
○また、当該施策を推進することにより、約５００人の雇用が見込まれる。 

 



 

その他特記すべ
き事項 

○平成１４年度の政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標２５ 循環型社会の形成 
（４）循環資源の輸送コストを低減する 
の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 
（参考） 

上記評価における「施策の実施状況」及び「今後の取組の方向性」（抜粋） 
   ・静脈物流拠点の形成に向け、積替・保管施設等必要な基盤施設の確保が

必要であるが、循環資源については運賃負担力が低いことから、基盤施
設整備に対する支援制度の構築が不可欠となっている。 

   ・引き続き上記施策を推進するほか、港湾における静脈物流拠点形成支援
制度の拡充を検討していく。 

 

 



 

事前評価票【No.29】 

施策等名 道路構造令の改正 担当課 
（担当課長名）

道路局路政課 
（路政課長 日原洋文） 

施策等の概要 道路構造令の改正 
・将来も交通量が多くないと見込まれる高規格幹線道路等について、一定のサー
ビス速度（例えば 80ｋｍ/ｈ）で走行できる、「追越区間付き２車線構造」を
導入 

・土地利用や用地、工費などの問題が懸案となって、抜本的な渋滞対策を行うこ
とができないところについて、一般の乗用車と小型の貨物車等、一定の規模以
下の自動車のみが走行可能な「小型道路」を導入 

施策等の目的 道路利用者からみた「成果」を重視する道路行政の進め方の改革を進める中で、
「道路の多様性の重視」、「地域の裁量性の拡大」、「厳格な事業評価の実施とその
結果の反映」を推進するために、地域に応じた多様な道路整備の推進を目的とし
て基準を改正するもの。 
あわせて、道路の整備効果の早期発現、整備コストの縮減が図られる。 

 関連する 
政策目標 

17）広域的モビリティの確保 
20）都市交通の快適性、利便性の向上 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○道路利用者からみた「成果」を重視する道路行政の進め方の改革を進める中で、
「道路の多様性の重視」、「地域の裁量性の拡大」、「厳格な事業評価の実施とそ
の結果の反映」を推進するために、地域に応じた多様な道路整備の推進を図る
ことが必要。（＝目標と現状の GAP） 
○用地や工費が懸案となって抜本的な渋滞対策が行えない都市部等における小
さい規格の道路や、将来も交通量が多くないと見込まれる地方部等における高
規格幹線道路の２車線構造など、新しい道路構造の導入に関するニーズがある
ものの、現段階では導入が困難。（＝原因分析） 
○必要な道路構造の導入を可能とするため、基準の整備が必要。（＝課題の特定）
○地域に応じた多様な道路整備の推進を目的として、道路構造令の一部を改正す
る。（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ ・当該道路で重視すべき機能から必要な道路構造を、技術基準の改正や弾力的な
運用により実現 

 行政の関与 ・道路の選択肢を広げるため、道路構造に関する技術基準である道路構造令を改
正する。 

 国の関与 ・ 道路の選択肢を広げるため、道路構造に関する技術基準である道路構造令を
改正する。 

施策等の効率性 ・ 小型道路の整備により、通常の構造による整備に対して、トンネル構造で２
～３割、高架構造で１～２割程度のコスト縮減が図られるほか、場所によっ
ては用地買収が不要となり、ひいては１～２割程度の工期短縮となる。 

・ 追越区間付き２車線構造の高規格幹線道路の整備により、４車線による整備
に対して、３～４割のコスト縮減が図られるほか、２～３割の工期短縮とな
る。 

施策等の有効性 ・ 小型道路の整備により、通常の構造による整備に対して、トンネル構造で２
～３割、高架構造で１～２割程度のコスト縮減が図られるほか、場所によっ
ては用地買収が不要となり、ひいては１～２割程度の工期短縮となる。 

・ 追越区間付き２車線構造の高規格幹線道路の整備により、４車線による整備
に対して、３～４割のコスト縮減が図られるほか、２～３割の工期短縮とな
る。 

 

 



 

その他特記すべ
き事項 

・ 社会資本整備審議会道路分科会答申（平成１４年８月）において、高規格幹
線道路における追越区間付き２車線構造の導入など、地域の実情に応じた最
適な道路構造の採用について提言。 

 

 

 



事前評価票【No.30】 

施策等名 航空産業への総合的支援策の推進 担当課 航空局監理部総務課ハイジャッ

ク・テロ防止対策室 
（ハイジャック・テロ防止対策室長

新田 慎二） 
航空事業課 
（航空事業課長 門野 秀行） 

施策等の概要 ○ 我が国航空会社の経営の健全性の確保及び航空ネットワークの維持の重要性に

鑑み、航空会社の自助努力を前提として、航空産業を強化するため以下の措置を

講ずる。 
① 税制措置の戦略的見直し 
・航空の果たしている公共性に鑑み、税負担の公平性を図るため、固定資産税

の見直しを実施【平成 16年度減収見込み額：７９２百万円】 
   ・効率性の高い機材への更新を促進するため、特別償却制度の見直しを実施【平

成 16年度減収見込み額：５，２３１百万円】 
② 航空保安措置強化に対応した支援策【平成 16年度予算額：７，３００百万円】

施策等の目的 ○ 航空は、国民の足として高い公共性を有するのみならず、我が国経済社会の活

性化や国際競争力の向上の実現に不可欠な戦略的基盤であり、その機能を十全に

発揮させるために、航空輸送サービスの提供に不可欠の主体である航空会社の経

営の健全性の確保及び我が国航空ネットワークの維持を目的とする総合的支援策

を実施する。  
 関連する 
政策目標 

17)広域的モビリティの確保 
〈社会資本整備重点計画の「国内幹線交通モビリティの向上」に対応〉 
18)国際的な水準の交通サービスや国際競争力等の確保・強化 
〈社会資本整備重点計画の「国際的な水準の交通サービスの確保等及び国際競争力

と魅力の向上」に対応〉 
９)交通安全の確保 
〈社会資本整備重点計画の「総合的な交通安全対策及び危機管理の強化」に対応〉

 関連する 
業績指標 

73)国内航空サービス提供レベル 
75)国際航空サービス提供レベル 
37)航空機に対するハイジャック・テロの発生件数 

 指標の 
目標値等 

73）1,500億座席ｷﾛ（平成１９年度） 
75）4,800億座席ｷﾛ（平成１９年度） 

300億ﾄﾝｷﾛ（平成１９年度） 
37)０件（平成１５年度以降毎年度） 

施策等の必要性 ○  我が国が経済の発展を図り国際競争力を強化させるためには、諸外国とのヒ
ト・モノの活発な交流を実施するための輸送手段を有することが不可欠であり、

航空輸送は、このための重要な役割を果たしている。また、我が国において広域

的モビリティを確保するためには、短時間で長距離を移動できる輸送手段が不可

欠であるが、この分野でも航空輸送は不可欠な役割を果たしている。このような

特性を持つ航空輸送が、今後ともその威力を発揮し続けるためには、その提供主

体である航空会社が健全な経営を維持し続けることが前提であるが、近年、国際

線についてはかつてない需要減に直面（我が国航空会社の国際線輸送実績の推移

H12：1,945 万人、H13：1,691 万人、H14：1,789 万人（速報値））し、国内線
でも旅客単価が大きく減少するなど（イールド（旅客キロあたり収入）Ｈ元：

21.0円→Ｈ14：14.9円）、航空会社を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況にあ
る。（＝目標と現状のＧＡＰ） 

○  その原因としては、米国同時多発テロ、イラク戦争、新型肺炎ＳＡＲＳの影響



によって、国際情勢の影響を受けやすい国際線は大幅な減収になったこと、また、

長引く国内経済の停滞に伴う国内ビジネス需要の低迷により、国内線収入が減少

したこと、があげられる。 
また、米国同時多発テロ以降、航空会社等による空港警戒態勢を最も厳しい

フェーズ E（非常体制）に強化しているが、航空会社の独自負担によって保安

検査機器の増設、検査員、監視員の増員が行われている。イラク戦争、テロ組

織アル・カイーダによる航空機利用テロ計画の報道など、我が国の航空保安を

めぐる情勢は依然厳しく、また、航空機ハイジャック・テロは益々精緻化、巧

妙化していることから、これらに対応した航空保安対策の強化、高度化を図る

必要があるが、このためには航空会社による更なる負担が必要となっている。

（＝原因分析） 
○  このような厳しい経営環境の下でも、引き続き、航空会社がその役割を果たし

続けるためには、航空会社の自助努力を前提として、政府としても、従来の措置

に加えて必要な総合的支援策を実施していく必要がある。 
また、このような厳しい航空保安をめぐる情勢に対応した航空保安対策の強

化、高度化を図るためには、保安対策に係る従来からの航空会社への補助に加

えて、国としてより積極的に保安対策を推進し、また航空会社への支援を拡大

する必要がある。（＝課題の特定） 
○  以上を踏まえ、税制措置の戦略的見直し等をはじめとする航空産業に対する総

合的支援策を実施することで、航空会社の経営基盤の強化を図り、もって安定的

な国際競争力の向上及び広域的モビリティの確保を実現することとする。（＝施

策の具体的内容） 
 社会的ニーズ ○  我が国を訪れる外国人旅行者の倍増、観光立国、国際物流の増大、地域経済

の活性化の観点から、国際航空ネットワークの拡充とサービス向上及び安全性

の向上が求められている。 
○  都市と地方の交流、地域間交流の拡大、国内観光の振興、地域経済の活性化の

観点から、国内航空ネットワークの拡充とサービス向上及び安全性の向上が求め

られている。 
○  経済のボーダーレス化が進展し、都市間の国際競争が激化する中、都市の国際

競争力向上のために、航空は必須の戦略的基盤となっている。 
 行政の関与 ○ 航空会社は、現在極めて厳しい経営状況に直面している。このような状況に対

しては、民間企業である航空会社が自助努力を行うことが前提であるが、自助努

力を超えた部分については、行政により必要な施策を講じることが求められてい

る。 
 国の関与 ○ 航空輸送は、国民の足として高い公共性を有しており、国としても、全国的な

ネットワークが維持されるよう政策的に関与する必要がある。 
○  米国同時多発テロ事件以降、航空市場では国際的なコスト競争が進行している

が、航空会社が経営合理化などの自助努力で対応できない分野において不利な競

争条件がある場合には、国がそのイコールフィッティングを図って我が国の国際

競争力を強化させる必要がある。 
施策等の効率性 ○  税制措置の戦略的見直しにより、航空会社の経営の自主性を損なうことなく経

営の効率化のインセンティブを付与することが可能であると同時に、自主的な新

規機材の導入を促進し、二酸化炭素排出の抑制やバリアフリー基準適合率の向上

にも寄与する。 
○  航空保安対策の強化は、航空産業支援の観点から緊急を要するものであるが、

国が積極的に支援することにより迅速な対応を実現させることが可能である。



施策等の有効性 ○  当該税制措置によって、我が国航空会社の経営基盤の安定化が図られることに
なる。この結果、我が国航空会社が国際競争力を発揮して輸送力を拡大させるこ

とや全国的なネットワークを維持していくことが可能となる。 
○  航空保安の確保は安定的な航空輸送の土台である。従って、航空保安の確保

により、安定的な航空輸送を通じて、広域的モビリティの確保及び国際競争力

の向上を実現させることが可能となる。 
その他特記すべ

き事項 
  

 



事前評価票【No.31】 

施策等名 東京国際空港（羽田）再拡張事業
の推進 

担当課 
（担当課長名）

航空局飛行場部管理課 
（管理課長 又野己知） 
航空局飛行場部計画課 
大都市圏空港計画室 
（室長 戸田和彦） 

施策等の概要 ○東京国際空港（羽田）に新たに４本目の滑走路等を整備する再拡張事業を推進
するため、以下の措置を講ずる。 
（１）平成１６年度予算における再拡張事業の事業化 
   ・新設滑走路等の入札・契約手続、環境影響評価手続、国際線地区のＰＦ

Ｉ検討調査等の実施【予算額：107 億円】 
（２）東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の 

制定 
・ 国による緊急整備事業に必要な資金の確保 
・ 緊急整備事業に対する地方公共団体の無利子貸付け 等 

（３）新設滑走路等に係る国有資産等所在市町村交付金の特例措置の創設 
・ 供用開始後１０年度分の交付金算定標準１／４（現行１／２） 
【減収見込額（平年度）：約 25 億円】 

施策等の目的 ○地方公共団体からの無利子貸付けを可能とするなどの特例措置を講ずること
によって羽田空港再拡張事業を推進することにより、羽田空港の発着容量の制
約の解消等を図るとともに、その発着余裕枠を活用して国際定期便の就航を可
能とする。これにより、航空需要の増大に対する円滑かつ効率的な航空サービ
スを提供することを目的とする。 

 関連する 
政策目標 

17）広域的モビリティの確保 
 〈社会資本整備重点計画の「国内幹線交通モビリティの向上」に対応〉 

 関連する 
業績指標 

73）国内航空サービス提供レベル 
 

 指標の 
目標値等 

1,500 億座席キロ(平成 19 年度) 
 

施策等の必要性 ○羽田空港は、国内航空旅客利用者の約６０％が利用する国内航空輸送ネットワ
ークの要であり、今後の同空港の国内旅客数の需要予測についても、２０１２
年度は７，３２０万人、２０１７年度は８，０３０万人と、堅調な増加が予測
されている。一方で、同空港の発着容量については、既に能力の限界に達して
おり、今後も増大が見込まれる航空需要に的確に対応することが不可能な状況
にある。（＝目標と現状のＧＡＰ） 
○これは、人口が集積し、経済活動の中心である大都市圏においては、我が国の
国土・環境上の制約から航空需要に対応した空港整備を行うのに多額の事業
費・長期の時間を要する一方で、「国土の均衡ある発展」といった国土政策の
下、国内航空ネットワークの拡充のための地方空港の整備が進められ、大都市
圏との路線拡充が求められた結果、大都市圏拠点空港においてより一層の容量
制約を招くこととなったことによるものと考えられる。（＝原因分析） 

○このような状況の中、今後とも増大が見込まれる航空需要に的確に対応し、利
用者利便に応えるためには、再拡張事業による羽田空港の容量拡大が喫緊の課
題となっている。しかしながら、同事業は多額の事業費を要するプロジェクト
であるため、国の財源のみでは、早期に実施することが困難な状況にある。ま
た、同事業により整備される新設滑走路等は大規模な海上構築物であるため、
現行制度通りに交付金を交付することとすると、供用開始後に空港整備特別会
計が支払う交付金の負担は、通常の空港に比べ著しく重くなることが見込まれ
ている。（＝課題の特定） 
○このため、再拡張事業を推進するためには、同事業により大きな経済波及効果
が生じる地方公共団体から無利子貸付けによる協力を得ること等により同事
業に必要な財源を確保するとともに、同事業によって整備される新設滑走路等
に係る国有資産等所在市町村交付金の特例措置を講ずることにより、交付金額

 



の適正化を図り、空港整備特別会計の負担を軽減する必要がある。具体的には、
再拡張事業を推進するため、以下の措置を講ずる。 
（１）平成１６年度予算における再拡張事業の事業化 
（２）東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の 

制定 
（３）新設滑走路等に係る国有資産等所在市町村交付金の特例措置の創設 
（＝施策の具体的な内容） 

 社会的ニーズ ○再拡張事業により空港容量が増加すると、首都圏と全国各地を結ぶ航空ネット
ワークが拡充され、機材の小型化・多頻度化が可能となるとともに、航空会社
間の競争が一層促進され、運賃の低廉化による利用者負担の軽減、航空サービ
スの向上による利用者利便の向上等が図られる。さらに、国際定期便の就航に
より、首都圏の国際競争力の強化、観光振興等が図られるものであり、社会的
必要性が高い。 
○なお、同事業については、経済界、航空業界、関係自治体等多方面から強い要
望がある。 

 行政の関与 ○羽田空港の再拡張事業は、国土交通大臣が設置し、及び管理する第一種空港を
整備する事業であり、行政の関与が必要である。 

 国の関与 ○羽田空港の再拡張事業は、国土交通大臣が設置し、及び管理する第一種空港を
整備する事業であり、国の関与が必要である。 

施策等の効率性 ○再拡張事業については、学識経験者、関係地方公共団体等からなる首都圏第３
空港調査検討会（平成 13 年 7 月）において検討した結果、羽田空港の再拡張
案が、他の候補と比較して、既存ストックの有効活用、アクセス等の旅客利便
等の観点から大きな優位性があるため、これを優先して推進することとされて
おり、施策の効率性は高い。 

○なお、時間短縮効果、費用低減効果、供給者便益等を考慮した費用対効果は、
約６．５となることが見込まれている。 

施策等の有効性 ○再拡張事業により大きな経済波及効果が生じる地方公共団体からの無利子貸
付けを可能とすることにより、再拡張事業に必要な財源を確保することがで
き、同事業の早期完成を図ることができる。 
○新設滑走路等に係る国有資産等所在市町村交付金の特例措置により、交付金額
の適正化、空港整備特別会計の交付金負担の軽減が可能となる。 
○これらの特例措置を講ずることによって再拡張事業を推進することにより、羽
田空港の発着容量が現在の 28.5 万回／年（782 回／日）から約 1.4 倍の 40.7
万回／年（1114 回／日）に大幅に増加させることができ、これによって、羽
田空港の発着容量制約の解消、多様な路線網の形成、多頻度化による利用者利
便の向上が図られるとともに、その発着余裕枠を活用して約３万回の国際定期
便の就航が可能となる。 

○なお、再拡張事業に伴う経済波及効果は、全国で、生産額の増加が年間約１兆
8,000 億円、雇用の増加が年間約１８万人となる。（国土交通省試算） 

その他特記すべ
き事項 
 

○都市再生プロジェクト第二次決定（平成 13 年８月都市再生本部決定）に選定
され、「国際化を視野に入れつつ東京国際空港（羽田空港）の再拡張に早急に
着手し４本目の滑走路を整備する」こととされた。 

○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002」（平成 14 年６月閣議決定）
において、「財源について関係府省で見通しをつけた上で、国土交通省は、羽
田空港を再拡張し、2000 年代後半までに国際定期便の就航を図る」こととさ
れた。 

○「今後の空港及び航空保安施設の整備に関する方策について」（平成 14 年 12
月交通政策審議会航空分科会答申）において、「財源について見通しをつけた
上で、羽田空港再拡張のできる限りの早期着工・早期完成を図り、国際定期便
の就航を図る」こととされた。 
 

○ 平成１４年度の政策レビュー（プログラム評価） 
「空港整備－国内航空ネットワークの充実－」の評価結果及び政策への反映

の方向を踏まえた新規施策である。 



（参考） 
上記評価における「政策への反映の方向」 
・羽田空港の処理容量の大幅な増加は、首都圏の経済社会活動を支え、都市

としての魅力と国際競争力を高めるとともに、国内航空ネットワークの拡

充を通じて我が国全体に大きな便益を及ぼすことになるため、喫緊の課題

として再拡張事業を推進する。 
○ 平成１４年度の政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標１１「広域的モビリティの確保」 
（３）国内航空ネットワークを充実させる 
の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 
（参考） 
上記評価における「今後の取組の方向性」 
・東京国際空港（羽田）の再拡張事業を２０００年代後半までの供用開始を

目途に推進する。 

 

 



 

事前評価票【No. 32】 

施策等名 造船業の次世代人材養成事業の創設 担当課 
（担当課長名）

海事局造船課 
（造船課長 丸山 研一）

施策等の概要 新卒・中途採用者の即戦力化のための座学・実技研修、技能人材データベース
の構築・運用といった造船業における就業・研修サービスを支援する。 
【平成 16 年度予算額：５５百万円】 

施策等の目的 円滑に技能を伝承し技術基盤を維持するとともに、製造拠点を国内に維持する
ことにより、我が国造船業の国際競争力を確保する。 

 

 関連する 
政策目標 

18) 国際的な水準の交通サービスや国際競争力等の確保・強化 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○我が国造船産業は、ほぼ 100％の国内生産比率を維持しながら、半世紀にわた
り世界トップのシェアを確保してきた。これは、高度な状況判断と自己裁量性
に基づく高度技能に対応できる優秀な人的資源を有するという、他国にはない
「強み」を有してきたところが大きい。しかし近年、高齢技能者の大量退職等
により人材面の「強み」が失われる危機に直面しており、今後、急速な世代交
代の中で対策を講じなければ、競争力の低下によりスパイラル的に産業が崩壊
し、地域経済への深刻な打撃や海上輸送技術の停滞が生じることが懸念される。
（＝目標と現状のＧＡＰ） 
○技能伝承が円滑に進まず人材面の「強み」が失われる危機に直面している理由
として、近年、技能者が高齢化したこと（我が国造船技能者の約５割が 50 歳以
上）や下請け依存率が拡大したこと（主要造船所の社外工比率が 65%）、一人作
業化の進展と教える側教えられる側の年齢ギャップの大きさにより現場教育機
会が減少したこと、新規採用者の質を確保することが困難になったこと（工業
高校造船科が 3校までに減少）、中小造船業においては、１社あたりの採用者数
が数人レベルに減り効率的に教育ができないことなどをあげることが出来る。
（＝原因分析） 
○今後も我が国造船産業が、「国内構造問題による産業崩壊」を事前に回避し、
「ものづくり振興」のモデル的産業として成長を持続していくためにも、産官
が一体となって、①新卒・中途採用者の即戦力化による技術基盤低下の防止や
②高齢技能者の指導者としての再雇用、効率的な訓練方式の活用による技能の
円滑な伝承 といった対策に早急に取り組んでいく必要がある。（＝課題の特
定） 
○そのため、具体的には産官が連携して以下の施策を実施する。 
①造船業集積地域で共同研修等を行うことにより若手技能者等を即戦力化する。
②造船技能人材データベースを構築し、高齢技能者を指導者として活用する。 

 （＝施策の具体的内容）  

 社会的ニーズ 平成 14 年度に造船事業者に対して行ったアンケートでは、63%が技能伝承に
問題ありとするとともに、61%が産官連携して人材育成に取り組むべきとしてお
り、本施策に対する社会ニーズは非常に高い。 

 行政の関与 地域経済発展の観点及び安全性かつ環境保全性の高い海上輸送手段の確保の
観点から、造船業を振興することが不可欠であるが、造船技能者の約７割が中小
造船事業者や下請事業者に所属しており、これらの事業者は、厳しい経営状況に
あるため、技能伝承等を行う余裕がなくなっている。このため、円滑な技能伝承
を推進していくため、本施策に行政が関与していく必要がある。 

 

 



 

 国の関与 造船集積地は関東から西日本に分散しており、仮に生産規模が縮小した場合に
はその影響は広範囲に及ぶことや、技能指導者の招集やカリキュラムの作成には
全国レベルの知識・ノウハウを活用する必要があることから、我が国造船業全体
の技能向上を図るためには、国が全国レベルで施策を講じていく必要がある。 

施策等の効率性 造船の人材養成にあたっては、一般の職業訓練は通常の製造業で必要とされる
技能（部屋の中でできる作業）のみに対応しており、実際のサイズの部材で訓練
することが必要な造船固有技能の修得は不可能であることや、技能指導者の招集
やカリキュラムの作成の際には全国レベルの知識・ノウハウを活用することが必
要であることから、本施策を通じて、業個別的でかつ全国規模の仕組み作りを行
うことが最も効率的である。 

施策等の有効性 本施策により、高齢者から新人・若手への技能伝承が円滑に行われ、我が国造
船業の技術基盤及び国際競争力が維持される。また、造船技能者の雇用のみなら
ず、舶用工業やサービス産業における雇用も創出するなど、地域経済の発展にも
大きく寄与する。 

その他特記すべ
き事項 

○「530 万人雇用創出プログラム」（平成 15 年６月策定）のプログラムの一つと
して盛り込まれた。 
○「経済財政と構造改革に関する基本方針 2003（仮称）〔略称：骨太の方針第３
弾〕」において具体的手段の一つとして盛り込まれた。 

 

 



 

事前評価票【No.33】 

施策等名 スーパー中枢港湾の育成（次世代高規

格コンテナターミナルの形成） 

担当課 

(担当課長名) 

港湾局計画課 

（課長 林田 博） 

海事局港運課 

（課長 田村明比古）

施策等の概要 ○ わが国発着コンテナ貨物の取扱い上重要な港湾（中枢国際港湾等）の中から
スーパー中枢港湾を指定し、国、港湾管理者、民間事業者が一体となって、
従来の制度・慣行の枠組みにとらわれない特例的な措置の導入を図ることに
よって、コンテナターミナルの管理・運営方式やコンテナ物流システムの改
革を推進する。 

○ アジアの主要港を凌ぐコスト・サービスを実現することを目指し、社会資
本整備重点計画期間中に 
① 港湾コストを現状より約３割低減 
② 港湾におけるコンテナ貨物のリードタイムを最速１日以内へ短縮 
するため、以下のようなソフト・ハード一体となった施策を導入する。 

 

コンテナターミナルの管理運営方式やコンテナ物流システムの改革を推進

するため、次世代高規格コンテナターミナルの形成に資する荷役機械等の整

備について、財政投融資のより金利の低い利率を拡充（政策金利Ⅱ）すると

ともに、次世代高規格コンテナターミナルについて、ターミナルシステムの

統合・大規模化、IT 化等のための管理・運営システムの開発等に対する実験

的な措置を講じる。 

 

【予算額：ターミナル運営の共同化、高質化に向けた社会実験等 527 百万円】

施策等の目的 日本のコンテナ港湾の国際競争力の強化を通じた産業競争力の強化 

 

 関連する 

政策目標 

12）国際競争力の強化 

（「国際的な水準の交通サービスの確保等及び国際競争力と魅力の向上」に変

更することで検討中） 

＜社会資本整備重点計画（案）の「国際的な水準の交通サービスの確保等及び

国際競争力と魅力の向上」に対応＞ 

 関連する 

業績指標 

42）国際コンテナ貨物の陸上輸送コストの削減率 

（「国際海上コンテナ貨物等輸送コスト低減率」に変更することで検討中） 

＜社会資本整備重点計画（案）の「国際海上コンテナ貨物等輸送コスト低減率」

に対応＞ 

 

 指標の 

目標値等 

42）平成 12 年度 10％→平成 18 年度 20％ 

（平成 14 年比５％減（H19）） 

＜平成 14 年比５％減（H19）＞ 

施策等の必要

性 

○我が国の産業競争力を向上させ、経済の持続的な発展をもたらすためには、

グローバル・スタンダードを意識した物流分野の効率化が必要であり、資源

小国ゆえ海外依存度が高く、また島国である我が国の特性に鑑み、海上物流

において安く、速く、安全で信頼性の高いサービスの実現は必要不可欠であ

る。このため、国際海上物流の主流となっているコンテナ輸送において、海

陸一貫して物流コストを可能な限り低廉化する必要があるが、我が国の主要

な国際コンテナ港湾においては、国際的地位の低下（世界主要国、特にアジ

ア域内での取扱規模の相対的低下）、大型コンテナ船の抜港の進展（基幹航

路寄港便数の減少）により、規模の経済追求の面で海外主要港に遅れをとっ

ており、コンテナ輸送コストの更なる低減が困難となっている。 

 （＝目標と現状のギャップ） 

○港湾の国際競争力強化については、これまでも船舶の大型化等に対応した大

 



 

水深コンテナターミナルの整備やターミナルのフルオープン化、港湾諸手続

の迅速化を図るワンストップサービス化といった施策を展開し、メインポー

ト機能の喪失に一定の歯止めをかけてはきたが、韓国等における国家戦略と

してのコンテナ港湾の整備やグローバル経営戦略の下に世界的な港湾ネッ

トワーク展開を進めつつある海外のメガオペレーターの台頭など海外主要

港の更なる進展により、港湾サービスレベル面で日本の港湾は世界水準に達

していない（港湾コスト３割高（個別港湾比較事例）、リードタイム１日に

対し３～４日）。 （＝原因分析） 

○海外港湾を凌ぐコスト､サービス水準の実現を課題とし、このため具体的な

目標を設定し、これを実現するためターミナル運営の規模拡大促進等の措置

の導入を図ることとし、先導的・実験的な取り組みを開始する。 

 （＝課題の特定） 

○スーパー中枢港湾における次世代高規格コンテナターミナルの育成に向け

コスト・サービス競争力に向けた具体的環境整備等の条件が整う港湾をスー

パー中枢港湾として指定し、次世代高規格コンテナターミナルについて、タ

ーミナルシステムの統合・大規模化、IT 化等のための管理・運営システムの

開発等に対する実験的な措置を実施する。また、次世代高規格コンテナター

ミナルの形成に係る財政投融資の金利の引き下げ等を行う。（＝施策の具体

的内容） 

 

 社会的ニー

ズ 

○港湾諸料金等港湾の高コストの是正、港湾サービスの向上は、港湾利用者で

ある船社やその顧客である荷主が我が国港湾を利用するメリットを高め、そ

の結果として規模の経済メリット等も相まった物流コスト全体の低廉化が

荷主を通して地域経済、国民へ還元されることが社会全体のニーズと認識。

 行政の関与 ○港湾諸料金の低減と港湾サービスの向上を実現するためには官民一体とな

った取り組みが必要であり、特に環境整備のための措置及び実現にむけたイ

ンセンティブの特例的導入に行政の関与は不可欠 

 国の関与 ○広域的な視点 

 スーパー中枢港湾の育成には、国際海運ネットワークの中での地理的条件、

海外港湾との競争の可能性、地域での広域的な港湾機能の連携等の視点にた

った行政が求められていることから、個々の港の整備・運営の観点では不十

分であり、国と地方との適切な役割分担に留意しつつ港湾管理者の枠を越え

た国の関与が必要である。 

施策等の効率

性 

○スーパー中枢港湾の指定によって、選択的・集中的な投資及び、ハード・ソ

フトの施策の特例的な導入が可能となる。また、国策として行う実験的な施

策の展開であることから、民間による大胆な事業活動を誘致する可能性が生

まれる。 

施策等の有効

性 

○スーパー中枢港湾において先導的、実験的に実施された施策・技術を他の港

湾にも移転することによって、我が国の港湾コストの引き下げとサービス水

準の向上を誘導し、中継コンテナ貨物の誘致や基幹航路の寄港頻度の維持等

日本の港湾の国際競争力の底上げを図ることができる。 

その他特記す

べき事項 

平成14年 11月 29日の交通政策審議会において「経済社会の変化に対応し、

国際競争力の強化、産業の再生、循環型社会の構築などを通じてより良い暮ら

しを実現する港湾政策のあり方（答申）」がとりまとめられ、スーパー中枢港

湾の育成が提案された。 

 

○ 平成１４年度の政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標１２「国際競争力の強化」 
（１）国際海上貨物の輸送コストを低減する 
の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 

（参考） 

 



 

上記評価における「今後の取組の方向性」 

 ・世界の主要港との間で国際港湾としての競争が激化していることを踏ま

え、陸上輸送だけでなく、トータルの輸送コストを削減する必要があること

から、ハード面だけでなく、低廉でサービス水準の高いターミナル経営に資

するソフト施策を実施する。 

 



 

 

事前評価票【No.34】 

施策等名 車両制限令の一部改正 担当課 
 

道路局路政課 
（路政課長 日原洋文） 

施策等の概要 車両制限令の一部を改正する政令の制定 
 

施策等の目的 安全性を確保しつつ物流を効率化するための車高規制の見直しを実施すること
を目的として、車両制限令の改正を行う。 

 関連する 
政策目標 

19）物流の効率化 

 関連する 
業績指標 

－ 
 

 指標の 
目標値等 

－ 
 

施策等の必要性 ○道路を通行する車両の高さの最高限度については、改正前の車両制限令第３条
第１項第３号の規定により３．８メートルと定められ、車両の構造又は車両に
積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと道路管理者が認めるときに限
り、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、
当該車両の通行を認めており、例外として ISO 背高海上コンテナ積載車両（高
さ４．１メートル）についてのみ、貨物が特殊であるためやむを得ない（分割
できない）ものとして特殊車両通行許可の対象とするとともに許可を得て走行
できる経路を指定していたところであり、民間事業者団体から物流の効率化を
目的とした規制緩和要望が多くなされていたところ。（＝目標と現実の GAP） 

○このような規制緩和要望があがってきた理由としては自動車運搬用車両に関
しては運搬する車にＲＶ車や大型車の割合が増加し積載効率が悪くなってい
たこと、これまで ISO 背高海上コンテナ積載車両が安全に通行している実態か
らするとそれ以外の高さ４．１メートル以内の車両が通行しても問題ないので
はないかという声があったことがある。（＝原因分析） 
○「規制改革推進３か年計画（再改定）」において、全国を対象として積載時の
車高が３．８メートルを超える車両（コンテナや完成自動車を運搬する車高４．
１メートルの車両等）の通行に関する規制の見直しを平成１５年度中に検討・
実施することと位置付けられた。（＝課題の特定） 

○車両制限令の改正により、道路構造上及び交通安全上問題ないとして道路管理
者が指定する道路について、高さ４．１メートルの車両の自由走行を認める。
 （＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ 車高規制については、総合規制改革会議及び構造改革特区推進室に対し複数の民
間事業者団体から物流の効率化を目的とする規制緩和要望があがっていた。 

 行政の関与 道路構造の保全をはかり、道路構造と高さの関係に起因する交通の危険を防止す
る観点から一定の車高の規制は必要。 

 国の関与 車両構造に係る規制は公平性の観点から全国的制度とすべきものであり、その点
で国の関与が必要。 

施策等の効率性 背高海上コンテナを含む高さ４．１メートルまでの車両について、特別車両通行
許可が不要となり、申請者の利便性が向上するとともに道路管理者の事務負担も
軽減。 

施策等の有効性 車高規制の緩和を実施することで、例えば、完成自動車を運搬する場合、積載効
率が約１０％向上し、輸送便数が約５％減少することにより、運送コストが低減。
 

 



 

 

その他特記すべ
き事項 

「規制改革推進３カ年計画（再改定）」（平成１５年３月２８日閣議決定）（抄）
Ⅳ 分野別措置事項 
11 運輸関係 
（３）個別事項 
ア トラック事業等 
⑥ 車高規制 

・ 積載時の車高が３．８メートルを超える車両（コンテナや完成自動車を運
搬する車高４．１メートルの車両等）の通行に関し、安全性を確保しつつ物
流を効率化するための車高規制の見直しについて検討し、実施する【平成１
５年度検討・実施】 

 

 



 

事前評価票【No. 35】 

施策等名 海上物流の高度化に資する船舶の
建造促進による内航海運活性化 

担当課 
（担当課長名）

海事局総務課参事官 
（参事官 荒井 伸） 

施策等の概要 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が共有建造を行う船舶（モーダ
ルシフト船、CO2 排出削減船、物流効率化船、ダブルハルタンカー等）のうち、
政策効果のより高いものを「物流高度化船」として位置付け、支援措置を講じ
ることによりその建造を促進することにより、内航海運の活性化を図ることと
する。そのため、当該支援措置に必要な資金を鉄道・運輸機構に対して補給す
るものである。【予算額：内航海運活性化事業補給金１．８６億円（国費）】 

施策等の目的 海上物流システム改革の一環として上記の支援措置を講じることにより、内航
海運の活性化を図り、内航海運の物流効率化の促進、環境保全対策等の政策目
標を達成することを目的とする。 
以上の支援措置を平成 16 年度から 20 年度までの間継続することにより、海上
物流の利用のより一層の拡大とモーダルシフトによる CO2 排出量低減を図る。

 関連する 
政策目標 

12) 地球環境の保全 
19) 物流の効率化 

 関連する 
業績指標 

53) 国内長距離貨物輸送におけるモーダルシフト化率 

 指標の 
目標値等 

47％（平成 18 年度） 

施策等の必要性 ○内航海運は、我が国経済活動と国民生活の安定に重要な役割を果たしてきてい
るのみならず、大量に物資を輸送できることから、物流コストの低減に貢献す
るとともに、1トンキロあたりの CO2 の排出量がトラックと比べて１／５とい
う特性を活かすことにより、地球的規模での環境保全の取り組みにも対応でき
る輸送モードでもある。 
一方、近年においては、バブル経済崩壊後の長引く景気の低迷、経済のグロー
バル化の進展に伴う企業の国際競争の激化等の結果、企業の合併や業務提携に
よる事業再編の動きが活発化する等、内航海運を取り巻く我が国経済の環境は
大きく変化しており、産業界からの物流効率化に対する要請が高まっている。
また、地球温暖化等の環境問題では、「京都議定書」において 1990 年比で６％
の削減が求められているにもかかわらず、物流を含めた運輸部門の二酸化炭素
排出量は年々増加傾向にあることから、モーダルシフトの推進のための施策を
早急に講じる必要に迫られている。（＝目標と現実のＧＡＰ） 

○このようなギャップが生じている原因としては、①早期の代替建造の意欲はあ
るが、それに伴う早期償還や既存船の売船コストが増加すること、②モーダル
シフト船等の建造は従来型船舶に比べて高価である一方、直ちに収入増には結
びつかないこと等の理由から、事業者の経営判断のみに任せていても代替建造
がなかなか進まないこと等が挙げられる。（＝原因分析） 
○したがって、適正な内航海運市場の基盤を形成し、現在検討を進めている内航
海運に関する競争的な新たな制度的枠組みが十分にその効果を発揮すること
により海上物流システムの高度化を実現するためには、内航海運事業の社会的
な貢献度に鑑みた支援スキームによる物流高度化に資する船舶の建造を促進
するための支援措置を講じることが必要である。（＝課題の特定） 
○具体的には、鉄道・運輸機構が共有建造を行う船舶のうち政策効果のより高い
「物流高度化船」の建造促進のための支援措置を講じることとする。このため、
当該支援措置に必要な資金を鉄道・運輸機構に対して補給することが必要であ
る。（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ 内航海運は、国内における貨物輸送の約４割を占め、鉄鋼、石油、セメントと
いった産業基幹物資の大部分を輸送しているため、公益性が極めて高い。また、
トラックと比較した CO2 の排出量が１／５であるなど、内航海運は地球的規模
で人類が取り組むべき課題である地球温暖化問題にも対応できる輸送モード

 

 



 

であるため、その社会的ニーズは高い。 

 行政の関与 国内海運業界は、中小事業者が大多数を占め、①船舶以外の担保を所有してい
ないので高額な船舶を建造するための多額の資金調達が困難である、②船舶の
建造機会が少なく、建造に必要な技術力に乏しい、等の特性をもっていること
から、鉄道・運輸機構がこれらの事業者に無担保で長期・固定・低利の建造資
金を措置し、併せて技術支援も実施するという共有建造業務によって、はじめ
て内航海運の活性化が図られるものである。 

 国の関与 国内海上輸送に携わる船舶の建造は、年間 200 隻強と数量的に少ない上、事業
者が全国に分散していることから、国内海運政策上、地方において行うことは
非効率である。また、鉄道・運輸機構には国内の船舶需要及び業界の動向、技
術支援等のノウハウが蓄積しており、新規建造及び既共有船の代替建造及び共
有事業者への再建支援を通じて内航海運の活性化を促進することができるた
め、鉄道・運輸機構において一元的に本業務を実施することが効率的、合理的
である。そのため、国が鉄道・運輸機構に対して支援を行うことが適切である。

施策等の効率性 ①税制による建造支援は、船価に比して減税額が少額であり効果が低い。 
②国内海運事業者は、中小事業者が大多数を占め、(a)高額な船舶を建造するた
めの資金調達が困難であること、(b)船舶建造に必要な技術力に乏しい等の特
性を有していることを考慮して、無担保で長期･固定･低利の建造資金を措置す
ることが必要である。 
以上のことから、長期・固定・低利の財政融資資金を原資にして独立採算で業
務を行う船舶共有建造制度を活用して内航海運の活性化を促進するための支
援措置を講じることが最も適当である。従って、当該支援措置に必要な資金を
鉄道・運輸機構に対して補給することが必要である。 

施策等の有効性 支援措置を講じることで物流高度化船の建造促進が可能となるため、内航海運
に関する競争的な新たな制度的枠組みが十分にその効果を発揮し、内航海運の
活性化が実現される。これにより物流コストが低減され、わが国経済の再活性
化が図られるとともに、トラックと比較した CO2 の排出量が１／５という特性
を活かして地球的規模での環境保全の取り組みにも対応することで、CO2 排出
量削減に関して京都議定書に定められた目標達成に貢献することが可能であ
る。 

その他特記すべ
き事項 

 

 

 



 

 

事前評価票【No. 36】 

施策等名 海上運送事業の活性化 担当課 
（担当課長名） 

海事局国内貨物課 
（国内貨物課長 矢下忠彦） 

船員政策課 
（船員政策課長 内波謙一） 

船員労働環境課 
（船員労働環境課長 寺西達弥） 

施策等の概要 ○内航海運業に係る参入規制の緩和、船員の移動の円滑化及び船員の時間外労働
に係る制度の見直し等の相互に密接に関連する施策を総合的かつ一体的に推
進することにより、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、海上運
送事業の活性化を促進していくこととし、以下の法改正を行う。 
・内航海運業法の一部改正 
・船員職業安定法の一部改正 
・ 船員法の一部改正 

○第159回国会に提出した海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案
が成立し（平成16年法律第71号）、平成16年６月２日公布。 

施策等の目的 ○我が国の海上運送事業をめぐる近年の厳しい経営環境等に対応して、航行の安
全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、同事業の活性化を促進する必要があ
る。 

 関連する 
政策目標 

11）船員災害の防止 
12）地球環境の保全 
19）物流の効率化 

 関連する 
業績指標 

 

 指標の 
目標値等 

 

施策等の必要性 ○ バブル経済崩壊以降の長引く景気の低迷、経済のグローバル化の進展に伴う
企業の国際競争の激化等による荷主産業界からの物流コスト低減要請の高ま
り等を受けて、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、競争の促
進、需給に応じた船員の移動及び船員の弾力的な時間外労働等の実現による
内航海運業等の活性化を図ることが求められているが、現行の事業規制及び
社会的規制の下では､このようなニーズに十分に対応することが困難になっ
ている。（＝目標と現状のＧＡＰ） 

 
○ 安定的な輸送手段の確保等のために設けられた参入規制が競争制限的な市場

構造を維持し、内航海運業界の活性化を妨げてきた面がある。また、我が国
の海上運送事業においては、予備船員まで含めた船員を自社で雇用すること
が経営的に困難な状況にあることから、需給に応じて必要な乗組員を確保す
る場合には、事業者間において一々船員を転籍させる等の煩雑な対応が行わ
れており、この場合には、船員の雇用の安定を確保することが困難となって
いる。加えて、新たに船員を雇用する場合にも即戦力となる中高年の熟練し
た船員を雇用する傾向にあることから、船員の高齢化が進行している。さら
に、臨時の必要がある場合を除いて時間外労働をさせることができないこと
とされているため、時間外労働を弾力的に行わせることができない状況にあ
る。（＝原因分析） 

 
○ 事業者の創意工夫により質の高い海上輸送サービスを提供できる環境を整備

し、併せて、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図ることが必要。（＝現
状を改善するための課題） 

 
〇 具体的には､航行の安全確保及び船員の労働保護を図りつつ、海上運送事業
の活性化を促進するために、以下の内容の法改正を行う。 

 



 

 

【内航海運業法の一部改正】 
・ 参入規制の許可制から登録制への緩和 
・ 事業区分の廃止（内航運送業と内航船舶貸渡業の事業区分を廃止する。） 
・ 適正船腹量・最高限度量制度及び標準運賃・標準貸渡料制度の廃止 
・ 運航の安全の確保のための運航管理制度及び荷主保護のための運送約款

制度の導入  
【船員職業安定法の一部改正】 
・ 常用雇用型船員派遣事業の制度化 
・ 無料船員職業紹介事業の拡充 
・ 国土交通大臣による船員派遣元事業主等に対する監督等について所要の

規定を整備 
【船員法の一部改正】 
・ 船員の労働時間規制の見直し 
・ 船員の雇入契約の公認制から届出制への緩和 
・ 船員法等に違反した船舶所有者等に対する船員労務官の監督権限の強化

（＝導入する施策の具体的内容） 
 社会的ニーズ ○バブル経済崩壊以降の長引く景気の低迷、経済のグローバル化の進展に伴う企

業の国際競争の激化等による荷主産業界からの物流コスト低減要請の高まり
等を受けて、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、我が国の海上
運送事業の活性化を促進していく必要がある。 

 行政の関与 ○内航海運業の円滑かつ適確な運営、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図
る観点から、今後とも行政の関与は必要である。 

 国の関与 ○海上運送事業は、各地方自治体の区域内において完結するものではなく、全国
レベルで運送行為を行っているものであるため、全国的に一律の規制を行うこ
とが不可欠である。 

施策等の効率性 ○本件施策の実施による追加コストは微少である。一方で、事業者の創意工夫に
より質の高い海上輸送サービスを提供できる環境が整備されるとともに、併せ
て、航行の安全の確保及び船員の労働保護が図られる。 

施策等の有効性 ○船員の時間外労働に係る制度の見直し、船員の移動の円滑化及び内航海運業に
係る参入規制の緩和等の相互に密接に関連する施策を総合的かつ一体的に推
進することにより、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、海上運
送事業の活性化を促進することが可能である。 

その他特記すべ
き事項 

○ 船員派遣事業の制度化及び内航海運業に係る参入規制の見直しに関する閣議
決定等 
・ 「規制改革推進３か年計画（再改定）」（平成 15 年３月 28 日閣議決定） 
・ 「規制改革の推進に関する第３次答申」（平成15年 12月 22日） 
・ 「総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第３次答申」に関する

対処方針について」（平成 15 年 12 月 26 日閣議決定） 
・ 「規制改革・民間開放推進３か年計画について」（平成 16 年３月 19 日閣

議決定） 
 
○船員法及び船員職業安定法の改正案を国会へ提出するにあたっては、船員中央
労働委員会へ平成 15 年 11 月 17 日に諮問し、平成 16 年１月 16 日にそれぞれ答
申を得ている。 

 



 

事前評価票【No. 37】 

施策等名 ３ＰＬに関する人材育成促進事業
の推進 

担当課 総合政策局貨物流通施設課 
（貨物流通施設課長 濱勝俊） 
     複合貨物流通課 
（複合貨物流通課長 福内直之）

施策等の概要 意欲ある中小規模の物流事業者が新分野である３ＰＬ（荷主から物流を一貫し
て請負う高品質のサービス）に進出することを促進するため、新規進出を促進
する上で効果的と認められる人材育成促進事業を実施する。 
【平成 16 年度予算額：５３百万円（国費）】 

施策等の目的 荷主企業の本業への経営資源の集中や物流部門における規制緩和の進展、荷主
のニーズの多様化・高度化等を背景として、３ＰＬの高い成長が期待されてい
るところであり、その促進のための施策を講じることを目的とする。 

 関連する 
政策目標 

19) 物流の効率化 
23) 新たな市場の育成 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○米国で 90 年代に新たな物流サービスとして登場した３ＰＬは、モード横断的
で荷主から消費者まで一貫した形の高度な物流サービスを提供するものであ
り、その誘導・普及を図ることによって物流全体のコスト削減（経済の再生・
国際競争力の強化）や、ＣＯ２の削減等による地球環境対策の推進に資するこ
とができるが、わが国の３ＰＬは、一部の大手事業者が中心であり、物流事業
者の大半を占める中小事業者の取り組みは進んでいない。（＝目標と現実のＧ
ＡＰ） 
○中小規模の事業者にとっては、新分野である３ＰＬに進出するためには、新た
な人材育成等が求められることからコストの問題等から困難な面がある。（＝
原因分析） 

○３ＰＬの不可欠な要素となっているのが情報システム等の専門的な知識や提
案・コンサルティング能力をもった人材の育成であるが、中小規模の物流事業
者にとっては人材育成はコストの負担等が大きく、自社だけの取り組みでは限
界があるのが現状である。このため、「経済財政運営と構造改革に関する基本
方針 2003」及び「530 万人雇用創出プログラム」（平成 15 年６月策定）におい
ても、中小物流業における人材の育成支援の必要性が指摘されている。（＝課
題の特定） 
○人材育成に関して、３ＰＬに必要な知識を系統立てて取得できるような効果的
な教育プログラムの研究・開発を行うとともに、意欲ある中小規模の物流事業
者が３ＰＬに進出することを促進する上で効果的と認められる研修事業を実
施する。（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ ３ＰＬは高い成長が期待されている分野であり、その促進による物流の効率化
や新市場育成による雇用の創出は社会的課題であり、早急に取り組むことが求
められている。 

 行政の関与 人材育成は、特に中小規模の事業者にとっては、コスト等の問題があり、民間
事業者だけでは対応できない。また、３ＰＬ事業への誘導・普及を図ることに
よって物流全体のコスト削減（経済の再生・国際競争力の強化）や、ＣＯ２の
削減等による地球環境対策の推進に資することとなる。そのため、行政による
支援が必要である。 

 国の関与 物流は１つの地方公共団体で完結するものではなく、複数の地方公共団体にま
たがる事項であり、今回の事業の実施についても広域的・総合的な観点から国
が実施する必要がある。また、地球環境対策や新総合物流施策大綱（平成 13
年７月閣議決定）で定められている物流の効率化等、国として責務を負ってい
る課題の実現にも役立つものである。 

 

 



 

施策等の効率性 人材育成促進事業を通じて、事業者による新規参入を促進する効果が見込ま
れ、また、物流全体のコスト削減（経済の再生・国際競争力の強化）が図られ
ることから、施策の効率性は高いと考えられる。 

施策等の有効性 人材育成促進事業を通じて、３ＰＬ事業への誘導・普及を図ることによって物
流全体のコスト削減（経済の再生・国際競争力の強化）や、ＣＯ２の削減等に
よる地球環境対策の推進に資することとなり、施策の有効性は高いと考えられ
る。 

その他特記すべ
き事項 

○「530 万人雇用創出プログラム」（平成 15 年６月策定）において、３ＰＬにつ
いて、各種の施策の推進により 2000 年時点から 2005 年度までに概ね約 21 万
人の雇用が創出されることが見込まれる（参考：2007 年度までに約 36 万人）
とされている。 
○新総合物流施策大綱において、「高齢化やｅコマースの進展に即応した付加価
値の高い物流サービスなど国民生活の多様化に的確に対応したサービスの提
供を促進する」ことや「荷主に対して物流改善を行う提案型物流サービスを物
流事業者が行う場合の環境整備を行う」こととされている。 

 

 



 

事前評価票【No.38】 

施策等名 鉄道軌道近代化設備整備費補助制度
の拡充 

担当課 鉄道局財務課 
（財務課長 室谷正裕） 
   施設課 
（施設課長 福代倫男） 
   技術企画課 
（技術企画課長 山下廣行） 

施策等の概要 地方鉄道における安全性確保の充実を図るため、１４～１５年度に行った安
全性緊急評価による指摘を踏まえて緊急的・時限的に行う、橋梁・トンネル
の改修等の設備整備及び教育指導等について、鉄道軌道近代化設備整備費補
助制度を拡充し、支援するとともに、固定資産税の特例措置を拡充する。 
【平成 16年度予算額：２，７０１百万円】【平成 16年度減収見込額：３百万
円（拡充分）】 

施策等の目的 鉄道軌道近代化設備整備費補助制度の拡充により、鉄軌道事業者が安全性緊
急評価報告に基づき行う地方鉄道に係る緊急安全対策の促進を図る。 

関連する 
政策目標 

21) 地域交通確保 

関連する 
業績指標 

－ 

指標の 
目標値等 

－  

施策等の必要
性 

○地方鉄道は地域の公共交通としての役割を担っているが、財務状況の悪化等
から安全対策を含めた施設整備が進まず、また施設の老朽化が進んでいる。 
このような状況において、平成１２、１３年には京福電気鉄道の２度にわた
る衝突事故が発生したほか運転事故件数の推移を見ても地方鉄道はＪＲ、民
鉄の約 3倍の発生頻度となっており、重大事故の発生が懸念されている。 
さらに、重大事故に結びつく可能性のある列車事故についても総事故件数の
約１／４が地方鉄道で発生している。 
 
※ 列車１００万キロ当たりの運転事故件数の推移 

            ＪＲ      民鉄      地方鉄道 
Ｈ １０     ０．７５    ０．６６     ２．２７ 

  Ｈ １１     ０．８４    ０．５８     ２．１２ 
  Ｈ  １２          ０．８０    ０．５９      ２．４４ 
  Ｈ  １３         ０．７８    ０．５６      １．９１ 
Ｈ  １４         ０．７７    ０．６８      １．８３ 

（＝現状と目標のＧＡＰ） 
   
○鉄道の安全対策は、本来、鉄軌道事業者自らが行う必要があるが、経営状況
の厳しい地方鉄道事業者単独では投資に係る負担が過大となり、投資に見合
う増収も期待出来ないため、事業者に安全確保を求めるだけでは実効ある対
策の実施は困難な状況である。 
原因としては、地方鉄道の多くが輸送人員の減少に伴い、その収益構造が悪
化しており、設備投資に対する余力を失っていることが挙げられる。 
輸送実績は、平成１４年度では対４年度比の１９％減となっており、財務状
況についても、７２％の事業者が赤字計上となっている。 
                    （＝原因の分析） 
 

○以上のことから、国としては、鉄軌道事業者に安全性の確保を指導する一方、
緊急安全評価を踏まえ事業者が行う設備改修等の取組みに対して緊急的・時
限的な措置として財政的支援を行い、確実に安全対策を履行させる必要があ

 

 



 

る。 
 また、これらの投資による資産価額の増大に伴う固定資産税の増加が鉄道 
事業者に多大な負担となっている状況に鑑み、税制上の特例措置をさらに拡 
充する必要がある。 

                      （＝課題の特定）    
○ 具体的には、 
① 安全性緊急評価を踏まえ、緊急に改善を要する橋梁・トンネル等の設備
の整備について、国、地方公共団体が２／５ずつ補助する。 
（５年間に限る） 

② 安全性緊急評価を踏まえ、運転、電気、土木等に関する知識、技能の維持、
向上を図るための教育指導について、国、地方公共団体が１／３ずつ補助
する。（３年間に限る） 

③ ①により取得した資産に係る課税標準の特例措置を拡充する。 
                      （＝具体的施策の内容） 

社会的ニー
ズ 

最近の地方鉄道の事故等を踏まえて、鉄道利用者が安心して鉄道を利用でき
る環境づくりが強く求められている。 

行政の関与 鉄道の安全輸送の確保には相当の投資額が必要であり、現状のままではそれ
を賄える収入増は期待出来ず、事業者による自主的な整備に委ねるだけでは、
安全の確保は困難な状況であり、地域住民の足の安全確保に関わる問題とな
ることから支援について行政の関与が必要と言える。 

国の関与 鉄道は、大量輸送機関であり、ひとたび事故が発生するとその被害が甚大と
なること、安全への努力が短期的な経営評価に現れにくいこと等から、鉄軌
道事業者の経営努力のみでは事業として成立し難いこと、また地方中小鉄道
は健全な経営や技術力の維持において厳しい環境にあること等から、事業者
の自己責任のみに委ねることは適切ではなく、特に、安全性の確保について
は、国が積極的に関与すべきものである。 

施策等の効率
性 

○この措置により、設備の改修、教育指導等が容易となり地方鉄道の安全性確
保の実効性が担保される。 
○本件に関連し、国（地方運輸局）、地方公共団体及び事業者による安全対策に
係る協議を通じて、関係者の地方鉄道に対する相互理解、連携が深まる。 

施策等の有効
性 

経営状況の厳しい地方鉄軌道事業者に対して、安全輸送に関する事業に係る
経費を国及び地方公共団体が補助することで、当該事業に対する投資インセ
ンティブが働くようになる。 

その他特記す
べき事項 

日本民営鉄道協会、第三セクター鉄道等協議会等から、鉄道輸送の安全対策
に対する公的支援措置の拡充の要望が強く出されている。 

 

 
 
 

 



 

事前評価票【No.39】 

施策等名 新たな旅行契約の態様の設定等に
関する旅行業法の改正 

担当課 
（担当課長名）

総合政策局旅行振興課 
（課長 村野 清文） 

施策等の概要 旅行業法の一部を改正する法律の制定 

施策等の目的  公益法人改革を推進するとともに、近年の旅行需要の多様化等を踏まえ、旅行
者利便の増進及び旅行者保護の拡充を図るための所要の措置を講ずる。 
 

 関連する 
政策目標 

22）地域間交流、観光交流等内外交流の推進 
 

 関連する 
業績指標 

94）訪日外国人旅行者数 
95）国民 1人あたりの平均宿泊旅行回数 

 指標の 
目標値等 

94）訪日外国人旅行者数 平成 18 年 743 万人 
95）国民 1人あたりの平均宿泊旅行回数 平成 18 年２回 

施策等の必要性 ○旅行業法は、旅行者が安心して旅行できるよう、旅行業者の登録制度、営業保
証金を供託する制度をはじめとする規制を定めているところであるが、近年、
旅行形態や旅行者ニーズは多様化しており、この状況を踏まえ、旅行者利便の
増進及び旅行者保護の拡充を図る必要がある。 
また、平成１４年３月に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の在り
方の改革実施計画」（以下「公益法人改革計画」という。）に基づき、官民の役
割分担の見直し及び規制改革の推進等の観点から、制度の見直しを行う必要が
ある。（＝目標と現状の GAP） 

 
○従来の旅行業法上の制度においては、「主催旅行」以外の旅行においては、旅
行業者に対して、旅程管理（計画通り旅行が円滑に実施できるよう行程管理や
代替手配などを実施すること）を行う義務が課せられていなかった等、旅行者
保護が不十分であったことが指摘されている。 
 また、「公益法人改革計画」においては、「旅行業務取扱主任者試験」について、
旅行業を巡る状況の変化を踏まえた制度の見直しを行うこととされ、「旅程管
理研修」（旅程管理業務に関する研修）については、研修を実施する機関を国
が指定する制度を改め、登録機関において実施することとされている。（＝原
因分析） 
  
○上記の課題の解決を図るため、新たな旅行契約の態様を設定し、旅行業者に旅
程管理業務を講じさせることとする等、旅行者保護の拡充のための措置を講ず
るとともに、「公益法人改革計画」に基づく所要の措置を講ずる必要がある。
（＝課題の特定） 
 
○具体的には、以下の措置を行う。 
① 新たな旅行契約の態様として「企画旅行契約」を設定し、旅行業者は、
企画旅行を実施する場合においては、旅程管理業務を講じなければなら
ないこととする。 

② 「旅行業務取扱主任者」の業務範囲を拡大するとともに、それに伴い、
その名称を「旅行業務取扱管理者」に変更する。 

③ 旅程管理研修を実施する機関について、国が指定する制度を登録制度に
改める。 

④ 旅行業者が供託した営業保証金及び弁済業務保証金による弁済の対象か
ら、運送機関・宿泊機関等を除外し、旅行者のみに限定する。（＝施策の
具体的内容） 

 

 



 

 社会的ニーズ ○ 近年、旅行者自身が旅行計画の策定に参画し、旅行業者とともに商品造成し
ていく旅行パターンの需要が増えてきており、それに伴い旅程管理の有無を
巡る苦情・トラブルが多数報告されている。その他にも、旅行契約を巡る旅
行者からの苦情・トラブルが多数報告されており、旅行者の一層の保護を図
るニーズが高まっている。 

 

 行政の関与 ○ 旅行業法第３条の規定により、旅行業等を営む者の登録は行政が行うことと
なっており、国及び地方自治体は、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行
の安全確保及び旅行者の利便の増進を図るため、旅行業等を営む者の業務の適
正な運営を確保する責任を負っている。 

 国の関与 ○ 旅行業等に関する全国統一的な制度の整備には、国の関与が不可欠である 

施策等の効率性 ○ 本施策により、旅程管理研修の実施主体の間に競争原理が導入され、一層質
の高い研修の実施環境が整備される。それと併せて、旅程管理業務の範囲の拡
充、旅行業務取扱主任者の業務範囲の拡大、営業保証金・弁済業務保証金によ
る弁済の対象を旅行者に限定すること等により、旅行者保護の拡充を図ること
ができる。 

施策等の有効性 ○ 今般の法改正により、近年の旅行需要の多様化等、旅行契約を巡る環境の変
化を踏まえつつ、旅行者保護が拡充されることから、苦情・トラブルの減少、
ひいては旅行需要の増大につながることが期待される。 
 

その他特記すべ
き事項 

○ 「旅行業法等検討懇談会報告書」（平成１６年２月）において、企画旅行契
約の設定、旅行業務取扱主任者の業務範囲の拡大、登録機関による旅程管理研
修の実施、営業保証金・弁済業務保証金の弁済対象の旅行者への限定等が提言
されている。 

 

 



 

事前評価票【No.40】 

施策等名 新たな民間需要を創出し、資産デフ
レを克服するための条件整備 

担当課 土地・水資源局土地政策課 
土地市場企画室 
(土地市場企画室長 藤井健) 

施策等の概要 ○ 土地税制に関し、保有及び譲渡の各段階において以下の見直しを行う。 
・ 商業地等に係る固定資産税等の負担軽減。 
・ 個人の土地長期譲渡所得に係る税率を引き下げることにより、株式等他
の資産との均衡を図る。 

○ 平成１４年度決算額 
  ・固定資産税収 9 兆 0,685 億円 

  ・分離長期譲渡所得申告納税額 4,697 億円 

施策等の目的 ○ 土地に係る保有コストを軽減することにより、土地に対する投資意欲を喚起
し土地市場に対する人々の将来期待を高めることで、資産デフレを克服する
ための条件整備を図る。 

○ 他の資産に比べて重課されている現行の土地の譲渡所得課税を株式等他の資
産との均衡が図られるように見直すことにより、資源配分を歪めず出来る限
り市場中立的で安定的な恒久税制を構築する。これにより、投資対象として
他の資産と同等な扱いとすることで、土地に対する投資を促進し資産デフレ
を克服するための条件整備を図るとともに、土地の流動化・有効利用の促進
を図る。 

 関連する 
政策目標 

24)公正で競争的な市場環境の整備 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○ 長期にわたる地価の下落は、資産の担保価値を引き下げるなど企業の実質債
務負担を増加させ、不良債権問題の解決を妨げており、資産デフレと不良債
権は密接に関連しつつ、近年の日本経済を低迷させてきた。このような背景
の中、資産デフレの進行が不良債権問題の深刻化や企業及び家計のバランス
シートの悪化による消費・投資意欲の減退を引き起こし、それがさらに資産
デフレを引き起こしている。こうした悪循環を断ち切るためにも、資産デフ
レを早期に克服することは喫緊の課題である。このため、土地関連税制につ
いて必要な見直しを行い、土地に対する投資意欲を喚起する施策が必要であ
る。（＝目標と現状の GAP） 

○ 土地税制については、バブルが崩壊した現在でも、保有及び譲渡の各段階に
おいて、依然として右肩上がりの地価上昇と土地の資産としての有利性を前
提とした重課がなされている。具体的には、 
・ 固定資産税については、平成６年度以降、宅地に係る固定資産税評価額
の評価水準が引き上げられてきた結果、現下の厳しい経済情勢下にもか
かわらず、特に大都市の商業地において実効税率は上昇し続けており、
収益に占める負担も高くなっていることから土地に対する投資意欲を
阻害している。 

・ 土地譲渡所得課税については、株式等の他の資産と比べて重課されるこ
とで将来のキャピタルゲインに対する期待が低下することとなるため、
土地に対する投資意欲を阻害している。 

  こうした土地に対する重課は、市場を通じたあるべき資源配分を歪めるとと
もに、人々の土地に対する投資意欲を阻害し、現下の資産デフレの加速要因
となっている。（＝原因分析） 

○ 本来、土地のような基幹的な資産についての税制は、資源配分を歪めないよ
う、他の資産にかかる税制と比べて出来る限り市場中立的であるべきであ

 



 

る。バブル崩壊後の地価下落により「土地は有利な資産である」という国民
や企業の意識は薄れ、わが国の土地市場は実需中心の市場へと構造的に変化
していることにかんがみると、土地に対する投資意欲を阻害する制度は早急
に見直される必要がある。（＝課題の特定） 

○ そこで、土地市場における投資需要を喚起するともに土地の流動化・有効利
用を促進するため、土地に係る固定資産税の負担軽減、土地長期譲渡益課税
の見直しなど、保有及び譲渡の各段階における税目を中心にその見直しを図
る。（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ ○ 資産デフレを克服することは、政府全体を挙げての喫緊の課題であり、その
一つの手段として、土地に対する投資意欲を喚起する施策のニーズは非常
に強いと考えられる。 

 行政の関与 ○ 行政が直接関与するものではなく、土地税制の見直しを通じて、土地市場の
環境を整備し、民間の土地市場における取引等を活性化させようとするもの
で、民間活動の阻害要因を取り除こうとするものである。 

 国の関与 ○ 土地に対する投資意欲を喚起し、資産デフレを克服することは国家的な観点
から重要である。また、国税、地方税を含めて根幹的な税制についての見直
しは国の役割であるから、国が行う必要がある。 

施策等の効率性 ○ 土地に対する投資意欲の喚起によって資産デフレすなわち継続的な地価下落
に歯止めをかけることで、地価の上昇による固定資産税の増収や土地取引件
数の増加による譲渡所得税の増収も期待できる効率性の高い施策である。 

施策等の有効性 ○ 商業地等に係る固定資産税等の軽減を実施することにより土地に係る保有コ
ストが軽減されれば、地価の押し上げ要因となり、資産デフレの克服が図ら
れるものと期待される（例えば、固定資産税・都市計画税を２０％減額すれ
ば、地価を３％押し上げるとの試算もある）。 

○ 個人の土地長期譲渡所得に係る税率を株式等の他の資産と同等の扱いとされ
るよう税率の引下げ（恒久化）を実施することにより、将来の譲渡時におけ
る税負担が軽減され、税引後の所得に対する期待が上昇するため、土地への
投資意欲が喚起される（例えば、平成８年に個人の土地長期譲渡所得税の税
率が引き下げられた（譲渡所得４０００万円以下の税率：３２．５％→２６％）
際には、譲渡件数が約８．７％増加している）。 

○ 以上のことから、本施策を実施することにより、土地に対する投資意欲が喚
起され、資産デフレを克服するための条件が整備されることが期待できる。

その他特記すべ
き事項 

○ 現在の固定資産税と都市計画税の税収を合わせた水準は、不動産価値を高め
るような行政サービスの受益に対する負担の水準を大きく超えている。その
ため、税負担の高い土地について税負担を大幅に引き下げることによって、
受益と負担のバランスを適正にする必要がある。また、税負担の水準の設定
に当たっては、税負担が重いことにより事業の「収益性」が損なわれること
等により産業の国際競争力など経済活力に悪影響を与えているという点も十
分に考慮すべきである。（中略）土地譲渡所得についてのみ他の所得よりも重
課することや軽課することは不合理である。土地についても他の資産（例え
ば、株式等の金融資産、金、絵画等の資産）と同等の税負担とし、市場にお
ける資産選択に対して中立的な税制を構築する必要がある。（国土審議会土地
政策分科会企画部会中間報告「２１世紀の社会・経済に対応した土地税制の
構築（平成１４年１０月）」） 

○ 土地に係る固定資産税のあり方については、今後の土地を巡る諸情勢や地方
税体系全体のあり方等を踏まえつつ、幅広い観点から、直ちに具体的な検討
を進めるものとする。（与党三党平成１５年度税制改正大綱） 

○ デフレと不良債権処理問題は密接に関連しつつ、近年の日本経済を低迷させ
てきた。こうした状況の下で、これら２つの問題への対応を含め、総合的な
取組みを今こそ強化する必要がある。（「改革と展望－２００２年度改定（平
成１５年１月２４日閣議決定）」） 

 



 

事前評価票【No.41】 

施策等名 民活と各省連携による地籍整備の推
進 

担当課 土地・水資源局国土調査課 
（国土調査課長 國弘 実） 

施策等の概要  都市再生の円滑な推進のために、街区の座標調査や地積測量図等の既存図面の
組み合わせにより地籍調査素図の整備を行うなど、法務省等と連携しつつ、民間
活力を活用して、全国の都市部における地籍整備を実施する。 
【予算額：３７２億円（事業費総額）】 
 

施策等の目的 都市部における地籍整備の実施により、土地取引の円滑化や公共事業における
用地取得のスピードアップ等に役立つものであり、都市再生の円滑な推進に資す
る。 
 

 関連する 
政策目標 

24) 公平で競争的な市場環境の整備 

 関連する 
業績指標 

107) 地籍が明確化された土地の面積 

 指標の 
目標値等 

141 千 k ㎡（平成 16 年度） 

施策等の必要性 ○都市再生の推進のためには、土地の境界、面積等の地籍を明確にすることが重
要であり、昭和 26 年より地籍調査を実施しているところであるが、地籍調査の
進捗率は、平成 14 年度末現在において、全国の調査対象面積の 45％、うち都市
部においては 18％にとどまっている。（＝目標と現状のＧＡＰ） 
 
○地籍調査の進捗が遅れている原因としては、実施主体である地方公共団体にお
ける体制が不十分であることや地籍調査の重要性の認識不足が考えられる。 
 また、都市部においては、一筆の土地の細分化、土地の権利関係の輻輳、頻繁
な土地の異動等により、調査・測量が他の地域に比べて困難であることから、調
査の進捗の遅れが著しくなっていることが考えられる。（＝原因分析） 
 
○そのため、特に進捗が遅れている都市部において地籍の整備を積極的に推進し
ていく必要がある。（＝課題の特定） 
 
○そこで、街区の座標調査や民間で作成された地積測量図等の既存図面の組み合
わせにより地籍調査素図の整備を行うなど、法務省と連携しつつ、民間活力を活
用して、全国の都市部における地籍整備を推進する。（＝施策の具体的内容） 
 

 社会的ニーズ ○地籍を整備することによって、土地取引や公共事業の円滑化、適正な土地利用
計画の策定、災害の際の迅速な復旧など土地に関する施策に資するものとなり、
社会・国民のニーズが高い。 
 

 行政の関与 ○土地の基本的な情報である地籍の整備は、我が国の経済構造改革の一環として
重要な課題である都市再生を円滑に進めるために必要なものであり、また、個人
の権利関係に深く関わるものであることから、行政が関与して行う必要である。
 

 国の関与 ○地籍整備の結果、正式な地図として登記所に備え付けられることとなり、また、
都市再生の推進は国家的観点から重要であることから、国が関与する必要があ
る。 
 

 

 



 

施策等の効率性 ○公共事業や民間開発を行う場合、地籍が不明確なためなかなか事業が進まず、
境界確定に長期間を費やすケースがあるが、地籍が明確化された場合には、境界
確定等が容易に行われ公共事業や民間開発を円滑に進めることが可能となり、社
会全体のコストから見て効率的な手段ということができる。 
 

施策等の有効性 ○地籍が明確化されることにより、土地に関する権利関係が明確になるため、将
来にわたって境界をめぐる紛争が減少するとともに、正確な土地の状況が登記簿
に反映され、安心して土地取引ができることになるため、経済活動全般の円滑
化・活性化に資する。 
○地図を電子化・共有化することにより、地理情報システム（GIS）のベースマ
ップとして、都市計画や防災計画、税務等の分野で活用することが可能となり、
行政の効率化に役立つ。 
 

その他特記すべ
き事項 

○平成 15 年６月に開催された都市再生本部会合において、「民活と各省連携によ
る地籍整備の推進」の方針が報告され、全国の都市部における地籍の整備を強力
に推進することとされた。 
○ 平成 14 年度の政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標１５「公正で競争的な市場環境の整備」 

（４）基礎的な土地情報を整備する 
   の評価結果及び今後の取組の方向性を踏まえた新規施策である。 
（参考） 
  上記評価における「今後の取組の方向性」 
・ 今後は、「第５次国土調査事業十箇年計画」に基づき、民間の能力・成
果の活用を図りつつ地籍調査事業を着実に実施していくとともに、都市
部等進捗率が低い地域においても地籍調査を積極的に促進することに
より、基礎的な土地情報の整備を推進していく。 

・ 都市再生本部において「民活と各省連携による地籍整備の推進」の方針
が報告されたことから、これを受けて、都市再生の円滑な推進のために、
法務省等と連携しつつ、民間活力を活用して地籍調査素図を整備しこれ
を正式地図化することにより、全国の都市部における地籍整備を実施し
ていく。 

 

 

 



 

 

事前評価票【No.42】 

施策等名 地価公示制度・不動産鑑定評価制
度の充実 

担当課 
（担当課長名）

土地・水資源局地価調査課  
（地価調査課長 岩本 千樹）

施策等の概要 地価公示の対象区域の拡大、不動産鑑定士等の行う業務の適正な遂行の確保、不動
産鑑定士の資格取得制度の簡素合理化等を実施する。 

施策等の目的 不動産市場への情報提供の制度である地価公示制度・不動産鑑定評価制度の充実
により、市場の条件整備を推進し、不動産取引の円滑化を図り、もって土地の流動
化・有効利用に資する。 

 関連する 
政策目標 

23）新たな市場の育成 
24）公正で競争的な市場環境の整備 
26）消費者利益の保護 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○ 土地の有効利用は、市場メカニズムを通じて、すなわちそれを有効利用しよう
とする意思のある者に円滑に移転していくプロセスを通じて実現されることが望
ましいが、土地取引件数は近年減少傾向にあるなど土地の流動化は進んでいない。
（＝目標と現状のＧＡＰ） 
○ 土地の流動化が進んでいない原因としては様々な要因が考えられ、企業のリス
トラ・倒産の増加、雇用情勢の悪化、景気の低迷などの経済状況や、人口動態や
産業構造の変化などの社会状況の変化などにより土地に対する需要が全体的に乏
しくなっていることも大きな原因であると考えられるが、それに加え、不動産市
場において市場参加者に不動産に関する十分な情報がないために不動産に対する
需要が顕在化していない面もあると考えられる。特に、バブル崩壊を経て現在の
不動産市場はキャピタルゲイン期待の投機的要素は解消され、利便性・収益性と
いった不動産の利用価値に応じて価格形成が行われる実需中心の市場へと構造的
に変化しており、このため、不動産の取引に当たって不動産の利用価値に見合っ
た価格を見極める必要性は増しており、従来以上に不動産に関する情報の必要性
が増している。（＝原因分析） 
○ このため、土地の流動化を進めるためには、不動産市場に対して有用な情報を
提供する必要がある。そのためには、不動産市場に情報を提供する制度である地
価公示制度及び不動産鑑定評価制度を充実させ、市場の求める情報をより的確に
提供することを可能としなければならない。 
  現在地価公示については都市計画区域を対象としているが、宅地の取引の約１
割は都市計画区域外で行われ、既存集落のほか、幹線道路の沿道、高速道路のＩ
Ｃ等を中心にスポット的に都市的土地利用が行われるようになっており、こうし
た区域では土地取引が相当程度行われる可能性がある。このため、土地取引を円
滑化する観点から、都市計画区域内外を問わず公示価格に関する情報を提供する
必要がある。 
  また、不動産市場の構造変化により、市場では複合不動産の収益分析等の技術
的に高度な評価や投資判断のための不動産に関する多様な情報が求められるよう
になっている。こうした市場の高度かつ多様なニーズに応え、市場の求める情報
を的確に提供していくために、不動産の評価を担う優秀な人材の確保・育成や不
動産の評価に係る多様なサービスが適正に提供される環境を整える必要がある。
（＝課題の特定） 
○ このため、具体的には以下の施策を講じる。 
①地価公示の対象区域の範囲を見直し、都市計画区域外においても地価公示を行

 



 

えることとする。 
②不動産鑑定士資格取得制度を簡素合理化し、優秀な人材が不動産鑑定士の資格
取得に挑戦しやすい環境を整える。 
③不動産鑑定士の行う業務全般について守秘義務、懲戒処分等の対象とし、その
業務の信頼性を高める。 

 （＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ ○ 土地の流動化・有効利用及びこれらを通じた資産デフレ対策は、現下の経済状
況において喫緊の課題である。 

 行政の関与 ○ 不動産は、財としての個別性が強いことや、取引が相対で行われ、特別な事情
を伴うことが多いなどの特徴があるため、市場に提供される不動産の価格情報は
不足することから、市場のインフラとして行政が地価情報の提供を行う必要があ
る。また、不動産鑑定評価制度は、不動産の適正な価格形成を目的として、不動
産鑑定評価の適正な運営を確保すべく業規制及び資格規制を行うものであり、そ
の制度運営及び改善は行政が行う必要がある。 

 国の関与 ○ 土地の流動化・有効利用や資産デフレ対策は、国全体として対応が必要。 
○ 地価公示は土地基本法において適正な地価の形成と課税の適正化に資する役割
を有するとされており、国が実施する必要がある。また、不動産鑑定士等の資格
は全国的に同一の水準で試験が行われる必要があるため国家資格とすべきこと、
不動産鑑定業は都道府県の範囲を越えて営まれうること等を踏まえ、不動産鑑定
評価制度は国が担うこととされており、その制度改善も国が行う必要がある。 

施策等の効率性 ○ 地価公示については、都市計画区域外での公示地点配置を都市計画区域内の地
点の再配置とともに数年かけて調整することにより、基本的に追加的な費用が生
じないようにする予定である。 
○ 不動産鑑定評価制度についても、不動産鑑定士資格取得制度の改正は既存の試
験制度の簡素合理化であり、費用は軽減されると見込まれるし、守秘義務・懲戒
処分の対象拡大についても、可能な限り効率的に対応する予定である。 
○ 一方で、これらにより不動産市場への情報提供を充実することによる不動産取
引の円滑化し、土地の流動化・有効利用が促進される。 

施策等の有効性 ○ 地価公示については、土地取引の際最も役立った情報であるとの調査結果があ
り、国土交通省ＨＰ内に設けられた公示価格等検索システムには月平均１００万
件のアクセスがあることなどから、相当程度土地取引の際に有用な情報として利
用されていると考えられ、地価公示を都市計画区域外でも行うことで、都市計画
区域内外を問わず土地取引の際の有用な情報が提供されることとなる。 
○ 不動産鑑定評価制度については、不動産鑑定士資格取得制度の簡素合理化によ
り資格取得に最低限必要な期間が４年から２年程度に短縮され、受験者の負担が
相当軽減されることにより、多様な人材がチャレンジしやすくなり、優秀な人材
の確保につながることが期待できるとともに、不動産鑑定士等の守秘義務等の及
ぶ範囲をその業務全般とすることにより、不動産鑑定評価以外のサービスについ
ても適正に行われることが期待される。これらにより、不動産鑑定評価を中心と
した不動産の評価に係る多様なサービスについて、その質の向上が図られ、市場
が求める情報の提供が促進されることが期待される。 
○ これらによって不動産市場における情報環境が改善されることにより、不動産
取引が行いやすくなり、不動産に対する需要が顕在化し、もって土地の流動化・
有効利用が促進されることが期待される。 

その他特記すべ
き事項 

○規制改革推進３か年計画（平成１３年３月閣議決定） 
○今後の不動産鑑定評価のあり方（平成１５年１１月国土審議会土地政策分科会不
動産鑑定評価部会とりまとめ） 
○土地市場の条件整備の推進について（平成１５年１２月国土審議会土地政策分科
会建議） 
○規制改革・民間開放推進３か年計画（平成１６年３月閣議決定） 

 



 

事前評価票【No.43】 

施策等名 自動車保有関係手続に係るワンス
トップサービス制度の構築 

担当課 
（担当課長名）

自動車交通局技術安全部管
理課 
（管理課長 花角英世） 

施策等の概要 ○「自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等
の一部を改正する法律」により自動車保有関係手続に係るワンストップサービ
ス制度のための手続き整備を行う。 
○自動車の保有に伴い必要となる各種の行政手続について、平成１７年中を目途
に電子化によるワンストップサービス（各種の行政サービスを一括の手続で提
供）の実現を図る。そのため、平成１６年度においては、平成１５年度に開始
した試験運用を踏まえたシステムの改良、支局等接続サーバーシステムの導
入、及び試験運用等のための予算措置を講ずる。 
【平成 16 年度予算額：582，953（千円）】 

施策等の目的 自動車の保有に伴い必要となる各種の行政手続（検査・登録、保管場所証明、
自動車関係諸税の納付等）について、手続の電子化によるワンストップサービ
スを実現することにより、国民負担の軽減及び行政事務の効率化等を図る。 

 

 関連する 
政策目標 

27）ＩＴ革命の推進 
 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○我が国の自動車の保有台数は７千７百万台（出典：自動車保有車両数月報平成
16 年 1 月末現在）を超え、国民 2人に 1台以上の普及となっており、今や自
動車は国民生活や経済活動に不可欠のものとなっている。この自動車を保有
し、使用するためには、検査・登録、車庫証明、自動車諸税の納付等様々な行
政手続が必要である。 
こうした国民の多くが、頻繁に行う可能性の高い行政手続については、本来誰
もが簡単に行える手続であるべきである。（目標） 
しかし、自動車の保有者は、自動車の検査・登録を受けるために、運輸支局等
の他、市役所等、警察署、都道府県税事務所等の多数の場所に赴かなければな
らず、手続が煩雑との声もある。その上、手続の流れは、検査・登録申請を基
準に見ても、事前に手続をしなければならないもの、事後的に手続するもの等
順序性が求められる等、申請者にとって煩雑であり、多大な負担となっている
（現状）。（＝現状と目標のＧＡＰ） 

○この煩雑さの根本の原因は、①関係行政機関及び行政機関以外の手続関係主体
が多岐にわたっていること、②それぞれの窓口に出向かなければ手続ができな
いこと等にあると考えられる。（＝原因分析） 
○こうした申請者の負担を軽減するため、自動車保有関係手続を、オンラインで、
しかも一括して行えるようにする必要がある（自動車保有関係手続のワンスト
ップサービス化）。（＝課題の設定） 
○具体的には、申請端末からの申請を一括して受け付けて、それを関係機関に振
り分け、各システム間の情報の接続業務を行うシステムの構築を行うととも
に、国民・行政機関・関係業者等の役割及び手続の明確化、自動車保有関係手
続の電子化に特有な仕組みの整備等を行うこととする。（＝施策の具体的内容）

 社会的ニーズ 自動車の保有に伴い必要なる各種の行政手続を電子化によるワンストップサ
ービスの実現により、出頭回数の軽減、手続の簡素化といった国民負担の軽減
が求められている。 

 行政の関与 電子政府の実現の一環として施策を実施する必要があり、行政が主体的に関与
することが適当である。 

 



 

 国の関与 ○自動車保有関係手続のワンストップサービス・システムの構築には国の関与が
不可欠である。 
○全国統一的な仕組み等の整備には国の関与が不可欠である。 

施策等の効率性 ○本件施策は、国民の自動車保有関係手続における負担が従来と比べ、大幅に軽
減され、その効果も継続するものと思慮する。 
○さらに、行政機関等においても、定型的な書類確認事務が電子化されることに
より、事務の合理化・効率化が期待される。 

施策等の有効性 ○本件施策により申請者は複数の行政機関等に出頭する必要がなくなり、オンラ
インで一括して自動車保有関係手続を行うことができるようになる。これによ
り申請者の時間的、経済的、精神的負担が大きく削減されるとともに添付書類
の簡素化、重複していた記入事項の一本化等、申請そのものが簡素化される。

その他特記すべ
き事項 

○平成１１年１２月、バーチャル・エージェンシーから総理大臣への最終報告を
受け、高度情報通信社会推進本部において「バーチャル・エージェンシーの検
討結果を踏まえた今後の取組について」で政府としての取組方針を決定。これ
に基づき、平成１２年４月、「自動車保有関係手続のワンストップサービス推
進関係省庁連絡会議」が設置され、関係省庁連携の下、現在ワンストップサー
ビス・システムの構築の推進を図っている。 
○平成１３年１月、内閣に「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ
戦略本部）」が設置される。同年３月同本部第３回会合で、「e-Japan 重点計画」
が決定される。同計画中の「行政の情報化及び公共分野における情報通信技術
の活用の推進」中、「自動車保有関係手続について、概ね 2005 年を目指す。」
と目標達成期限が明示された。 

 

 

 



 

事前評価票【No.44】 

施策等名 電子国土 Web システムの構築 担当課 
（担当課長名）

国土地理院総務部政策調整室
（政策調整室長 桐内 勉）

企画部企画調整課
（企画調整課長 斉藤 隆）

施策等の概要 ○電子国土※Webシステムの構築 
  多くの者がより簡便で優れた GIS コンテンツを利活用し、IT 社会の実現に
資するため、基盤的な地理情報をもとにして、さまざまな整備主体が保有する
地理情報を位置情報に基づいて統合し、有効に活用するための電子国土 Web シ
ステムを構築する。 
※電子国土・・・各種の位置情報や地理情報について、その変化を可能な限りリ
アルタイムに取得し、統合利用できるようコンピュータ上に現実の国土を再現
したもの。国土地理院が提唱。 

 【予算要求額：24 百万円（国費）】 

施策等の目的 ○最新の地理情報の電子化を促進し、産学官がそれぞれ所有する地理情報を有効
に利用するため、迅速かつ効率的な流通の促進、GIS の普及などの基盤環境の整
備を行う。 

 関連する 
政策目標 

27）ＩＴ革命の推進 

 関連する 
業績指標 

 

 指標の 
目標値等 

 

施策等の必要性 ○行政の情報化を通じた公共サービスの向上や新しいビジネスモデルの創造等
を通じて、安心で快適な国民生活と先導的・継続的な産業活動を支えるために
は、最新の技術で国土情報インフラを整備し、電子政府の確実な実現に寄与す
ることが政府の重要な役割である。政府においては、1995 年に「地理情報シ
ステム（GIS）関係省庁連絡会議」を設置し、数値地図等の主要な地理情報の
電子化を進め、その一部についてはインターネットによる無償提供を開始して
きたところである。一方で、GIS の利用は、技術進歩の著しいインターネット、
携帯端末、GPS 等関連分野との連携により、特別な知識を持たない一般の人々
も簡便に利用できるような環境になっている。しかし、行政、産業、国民生活
の各分野で、地理情報の相互利用は遅れており、GIS を活用して各種情報を位
置情報に結びつけた質の高い活動を実現させるところにまでは至っていない。
（＝目標と現状の GAP） 
○その原因は、産学官がそれぞれ所有する地理情報が分散しており、GIS を用い
ても各主体間を横断するような効率的な運用が困難であったためであると考
えられる。 
（＝原因分析） 

○地理情報へのニーズが拡大し、その内容が多様化しているが、特定の機関がす
べての情報を整備し、供給する手法では、多様な情報ニーズを満たすことは難
しい。従って、地理情報基盤をもとに各種の地理情報を位置情報に基づいて統
合し、共同利用を進めるシステムの開発が必要である。 
（＝課題の特定） 
○ インターネット等を利用して、全国約 38 万km2の最新の地形図などの基盤的
な地理情報の上にさまざま地理情報を統合利用し、コンピュータ上に現実の
国土を再現した電子国土Webシステムを構築する。さらに、国、地方公共団体、
教育機関、民間企業等への普及を図るため、システムの機能拡張を行う。こ
れらにより、多様なニーズに応える電子国土の快適な利用環境の構築を推進
し、電子国土Webシステムの産学官における共同利用の推進を図る。 

（＝施策の具体的内容） 

 

 



 

 社会的ニーズ ○平成 14 年度情報通信白書によればインターネットの人口普及状況は、その利
用者数が平成９年度末 1,155 万人から、平成 14 年度末 6,942 万人と急増して
いる。そのような社会の IT 化が進む中で、インターネットを活用した電子国
土の構築は、国民生活全般における安価で質の高いサービスの享受を我が国に
もたらしてくれる。 

 行政の関与 ○中核となるシステムの構築は、公共機関、民間企業、研究機関、さらには個人
といった多様な GIS の利用主体のニーズを満たす社会共通の基盤となること
から、ISO で作成された地理情報標準の国際規格などをもとに国が行う必要が
ある。 

 国の関与 ○国民全体の社会基盤としての中核となるシステムは、特定地域を対象とした整
備を行うだけでは不十分であることから、国が先導して整備を進める必要があ
る。 

施策等の効率性 ○国として電子国土 Web システムという基盤環境を集中的に整備することによ
り、個別分野ごとのシステム開発における重複投資を避けることができる。 

施策等の有効性 ○電子国土 Web システムの構築により、産官学の地理情報の交換が活発になり、
いつでも、どこでも、だれでも必要な精度で必要な地理情報が重ね合わせて閲
覧できるようになる。その結果、国、地方公共団体、民間企業、個人等で地理
情報を有効に活用することができ、測量分野のみならず、モバイル GIS、ナビ
ゲーション、レジャー、障害者支援等の分野で活用できる。 

その他特記すべ
き事項 

○平成 15 年４月 17 日地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議「GIS アクショ
ンプログラム 2002-2005」では、「GIS を用いた質の高い行政サービスの実現」
を進めることとしている。 

○平成 15 年７月 31 日観光立国関係閣僚会議「観光立国行動計画」では、「日本
ブランドの海外への発信」として、「ホームページ、データベース等コンテン
ツ等の整備」を行うこととなっている。 

 

 



 

事前評価票【No.45】 

施策等名 道路関係四公団民営化法案の制定 担当課 
（担当課長名）

道路局路政課 
（路政課長 日原洋文） 

施策等の概要 道路関係四公団民営化のための以下の法案の制定（※かっこ内はそれぞれの法律
の内容） 
①高速道路株式会社法（会社の設立、業務等に関すること） 
②独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（機構の設立、業務等に関す
ること） 
③日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律（会社が有
料道路事業を行う場合の手続等に関すること） 
④日本道路公団等民営化関係法施行法（民営化に伴う経過措置等に関すること）

施策等の目的 「民間にできることは民間に委ねる」との原則に基づき、道路関係四公団を民営
化し、以下の実現を図る。 
ⅰ）債務の確実な返済を図ること 
ⅱ）真に必要な道路について、会社の自主性を尊重しつつ、できるだけ少ない国
民負担の下で造ること 

ⅲ）民間のノウハウの発揮により、多様で弾力的な料金設定やＳＡ、ＰＡや関連
情報を活用した多様なサービスを提供すること 

 関連する 
政策目標 

高速道路事業に関連する政策目標の達成に寄与する。 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○従来の公団方式については、 
ⅰ）建設に歯止めがない 
ⅱ）建設・管理コストの削減努力が不十分 
ⅲ）「天下り」などファミリー企業との関係が不明朗 
等の問題点について批判や指摘がある。（＝目標と現実の GAP） 
 
○上記の問題点については、国による一方的命令の仕組みの下、経営努力の有無
が公団の業績に反映されていないという点が問題の根底にある。（＝原因分析）
 
○このため、コスト等に関わる民間企業の経営センス、会社の自主性、市場規律
が活かされる仕組みを導入し、以下の事項を達成するため、公団を民営化する
ことが必要である。 
ⅰ）債務の確実な返済を図る 
ⅱ）真に必要な道路について、会社の自主性を尊重しつつ、できるだけ少ない
国民負担の下で造る 

ⅲ）民間のノウハウの発揮により、多様で弾力的な料金設定やＳＡ、ＰＡや関
連情報を活用した多様なサービスを提供する。（＝課題の特定） 

 
○よって、道路関係四公団を民営化するため、道路関係四公団民営化法案を制定
する。（＝施策の具体的内容） 
 

 社会的ニーズ 「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、国民の
利益の観点に立って、特殊法人等の見直し、民営化を推進することが求められて
いる。 

 行政の関与 高速道路の建設・管理は、本来、国、地方公共団体が実施すべき公共性の高い
事業であるが、このような事業においても民間のノウハウを十分に発揮すること
が求められているため、特殊会社が行うこととする一方で、債務返済期間中の高

 

 



 

速道路の保有及び債務の返済は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
が行うこととする。 

 国の関与 公団の民営化においては、従来の施行命令や基本計画指示といった、国からの
一方的命令の枠組みを廃止する等、先行する他の特殊会社を参考としつつ、新会
社の自主性を最大限尊重することとし、国の関与をできるだけ小さなものとす
る。 

施策等の効率性  公団を民営化することにより、民間の経営センスが発揮され、コスト意識の向
上や地域の実情に即したサービスの提供の充実を図ることができる等、施策目的
を効率的に実現することが可能となる。 

施策等の有効性 従来の公団方式に対する批判を踏まえ、公団を民営化することにより、従来の
公団方式の問題点を解消することができ、債務の確実な返済、真に必要な高速道
路の早期整備等の施策目的を効果的に実現することが可能となる。 

その他特記すべ
き事項 

○特殊法人等整理合理化計画（平成１３年１２月１８日） 
○道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて（平成１５年１２月２２日政
府・与党申し合わせ） 

 

 



個別公共事業の評価書 
－平成１５年度－ 

 

平成１６年３月２９日 省議決定 

 

 国土交通省政策評価基本計画（平成１４年３月２２日省議決定）及び平成１５年度国土交通省事後評

価実施計画（平成１５年３月２７日省議決定）に基づき、新規事業採択時評価、再評価及び完了後の事

後評価を実施した。本評価書は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第１０条の規定に基づき作成

するものである。 

 

１．個別公共事業評価の概要について 

 国土交通省では、維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事業等を除くすべての所管公共事業を対象

として、事業の予算化の判断に資するための評価（新規事業採択時評価）、事業の継続又は中止の判断

に資するための評価（再評価）及び改善措置を実施するかどうか等の今後の対応の判断に資する評価（完

了後の事後評価）を行うこととしている。 

 新規事業採択時評価は、原則として事業費を予算化しようとする事業について実施し、再評価は、事

業採択後５年間が経過した時点で未着工の事業及び事業採択後１０年間が経過した時点で継続中の事

業等について実施する。また、完了後の事後評価は、事業完了後の一定期間（５年以内）が経過した事

業等について実施する。 

 

（評価の観点、分析手法） 

 国土交通省の各事業を所管する本省内部部局又は外局が、費用対効果分析を行うとともに事業特性に

応じて環境に与える影響や災害発生状況も含め、必要性・効率性・有効性等の観点から総合的に評価を

実施する。事業種別の評価項目等については別添１（評価の手法等）のとおりである。 

 

（第三者の知見活用） 

 再評価及び完了後の事後評価にあたっては、学識経験者等から構成される事業評価監視委員会の意見

を聴取することとしている。 

 また、評価手法に関する事業種別間の整合性や評価指標の定量化等について公共事業評価システム研

究会において検討し、事業種別毎の評価手法の策定・改定について、評価手法研究委員会において意見

を聴取している。 

 また、評価の運営状況等について、国土交通省政策評価会において意見等を聴取することとしている

（国土交通省政策評価会の議事概要等については、国土交通省政策評価ホームページ

（http://www.mlit.go.jp/hyouka）に掲載することとしている）。 

 

２．今回の評価結果について 

 今回は、平成１６年度予算に向けた評価として、個別箇所で予算内示をされた事業を含め、新規事業

採択時評価７３５件、再評価２,５０９件及び完了後の事後評価１７３件を実施した。また、平成１５年

度予算に関して、年度途中において予算化されたものについて、新規事業採択時評価２５件を実施した。

事業種別ごとの件数一覧は別添２及び別添４、評価結果は別添３及び別添５のとおりである。 

 再評価及び完了後の事後評価にあたって、個別事業ごとに事業評価監視委員会から意見等を聴取した。

今後とも、これらを踏まえ適切に個別公共事業評価を実施することとしている。 



＜評価の手法等＞ 別添１

事業名 評価項目
評価を行う過

（ ）内は 費用便益分析 費用便益分析以外の 程において使 担当部局
用した資料等

方法 を示す。 費用 便益 主な評価項目※

河川・ダム事業 ・事業費 ・ 被害軽減 ・ 災害発生時の影響 ・国勢調査メ 河川局想定年平均 期待額
(代替法、 ・維持管理費 ・水質改善効果等（環境 ・ 過去の災害実績 ッシュ統計

整備事業の場合） ・ 災害発生の危険度 ・水害統計CVM（環境整備事業
） ・ 河川環境をとりまく状況の場合）

砂防事業等 ・事業費 ・直接被害軽減便益 ・ 災害発生時の影響 ・国勢調査メ 河川局
(代替法） ・人命保護便益 ・ 過去の災害実績 ッシュ統計

・ 災害発生の危険度 ・水害統計

海岸事業 ・建設費 ・浸水防護便益 ・ 災害発生時の影響 ・国勢調査メ 河川局
(代替法） ・維持管理費 ・侵食防止便益 ・ 過去の災害実績 ッシュ統計 港湾局

・海岸利用便益 ・ 災害発生の危険度 ・水害統計
・海岸環境保全便益

道路・街路事業 ・事業費 ・走行時間短縮便益 ・ 事業実施環境 ・道路交通セ 都市・地
（消費者余剰法） ・維持管理費 ・走行費用減少便益 ・ 物流効率化の支援 ンサス 域整備局

・交通事故減少便益 ・ 都市の再生 ・ﾊﾟｰｿﾝﾄﾘｯﾌﾟ 道路局
・ 安全な生活環境の確保 調査

土 道路特会 ・ 事業費 ・走行時間短縮便益 ・ 物流の効率化の支援 ・道路交通セ 都市・地街路整備
地 （消費者 ・維持管理費 ・走行費用減少便益 ・ 中心市街地の活性化 ンサス 域整備局
区 余剰法） ・交通事故減少便益 ・ 地域・都市の基盤の形成 ・ﾊﾟｰｿﾝﾄﾘｯﾌﾟ
画 調査
整
理 一般会計 ・ 事業費 ・宅地地価上昇便益 ・ 中心市街地の活性化 ・公示地価土地区画整理
事 （ヘドニック ・維持管理費 ・ 安全な市街地の形成防災上
業 法） ・用地費 ・ 土地の有効・高度利用の

市街地再開発事業 ・施設整備費 ・事業区域内の便益 ・ 事業執行の環境 ・相続税路線 都市・地
等 ・用地費 ・事業区域外の便益 ・ 危険な市街地の整備 価 域整備局防災上
（ヘドニック法） ・維持管理費 ・ 安全な市街地の形成 ・公示地価 住宅局

港湾整備事業 ・建設費 ・輸送ｺｽﾄの削減 貨物 ・ 地元等との調整状況 ・各港の港湾 港湾局（ ）
（消費者余剰法） ・管理運営費 ・移動ｺｽﾄの削減 旅客 ・ 環境等への影響 計画書（ ）

・再投資費

空港整備事業 ・ 地域開発効果 ・航空旅客動 航空局＜空港の新設、滑走路の新設・延長等＞ ＜空港の新設、滑走路の新設・延長等＞
（消費者余剰法） ・建設費 ・時間短縮効果 ・ 地元の調整状況 態調査

・用地費 ・費用低減効果 ・航空輸送統
・再投資費 ・供給者便益 計年報
＜精密進入の高カテゴリー化等＞ ＜精密進入の高カテゴリー化等＞
・施設整備費 ・運航改善効果
・施設更新費
・維持管理費

航空路整備事業 ・施設整備費 ・飛行経路最適化効果 ・ 国際貢献効果 ・航空旅客動 航空局
（消費者余剰法） ・施設更新費 ・航空路容量増大効果 ・ 騒音軽減等の環境改善効 態調査

・維持管理費 ・現行施設の縮退によ 果 ・航空輸送統
る費用低減効果 計年報

都市・幹線鉄道整 ・事業費 ・利用者便益（時間短縮 ・ 道路交通混雑緩和 ・旅客地域流 鉄道局
備事業 ・維持改良費 効果 等） ・ 地域経済効果 動調査
（消費者余剰法） ・供給者便益 ・ﾊﾟｰｿﾝﾄﾘｯﾌﾟ

航路標識整備事業 ・創設費 ・安全便益 ・ 安全性の向上 ・漁港港勢 海上保安
・維持運営費 ・輸送便益 ・ 国際的要請への対応 ・港湾統計 庁
・更新費 ・ 信頼性の向上 ・海上保安統

計年報

住宅地区改良事業 ・事業費 ・住宅整備の便益 ・ 福祉的役割 ・住宅密度 住宅局
（代替法、ヘドニ ・維持管理費 ・地区整備の便益 ・ 安全確保 ・木防率
ック法）

住宅市街地総合 ・事業費 ○ ・相続税路線 住宅局拠点開発型及び沿道等整備型
整備事業 ・維持管理費 ＜拠点地区内＞ ・ 土地利用転換 価
（ヘドニック法） ・ 収益 ・ 土地有効利用 ・公示地価事業の実施により発生する

＜拠点地区外＞ ・ 住宅の質
・ ・ 計画の位置づけ事業の影響による効用水準の変化

密集住宅市街地整備型○
< ､ > ・ 延焼危険度の低減従前居住者用住宅 建替促進を実施する敷地
・ 発生する収益 ・ 出火危険性の低減事業の実施により
・ ・ 公共空間の確保建築物の不燃化による防災性の向上効果
< > ・ 計画の位置づけ上記敷地以外の便益
・ 効 ・ 良質な住宅供給事業の影響による 用水準の変化



事業名 評価項目
評価を行う過

（ ）内は 費用便益分析 費用便益分析以外の 程において使 担当部局
用した資料等

方法 を示す。 費用 便益 主な評価項目※

住宅市街地基盤 ・事業費 ○施設整備効果 住宅宅地事業の ・市場家賃 土地・水
整備事業 ・維持管理費 ・個別の施設整備効果 ・ 必要性 ・公示地価 資源局
（代替法、消費者 ・住宅宅地供給効果 ・ 緊急性 住宅局
余剰法） ・ 効率性

○促進効果 ・ 優良性
・住宅宅地の供給促進に ・ 先導性

よる効果

下水道事業 ・建設費 ・生活環境の改善効果 ・ 調整状況 ・都道府県構 都市・地他の汚水処理施設との
代替法 ＣＶＭ ・維持管理費 ・便所の水洗化効果 ・ 想 域整備局（ 、 ） 水質汚濁に係る環境基準の達成状況

・改築費 ・ 水質保全効果公共用水域の
・浸水の防除効果
・その他の効果

都市公園事業 ・事業費 ・利用効果 ・ 安全の確保 ・都道府県別 都市・地都市の災害に対する
（ ､ ） ・維持管理費 ・存在効果 ・ ･ イベントの実施 将来推計人 域整備局トラベルコスト法 代替法 家的 国際的

口
・地域防災計

画 等

観光基盤施設整備 ・整備費 ・利便性の向上便益 ・ 広域な観光地域の形成 ・旅行動態調 観光部
事業 ・再投資費 ・満足度の向上便益 ・ 地域活性化への貢献 査
（ＣＶＭ） ・管理運営費等

官庁営繕事業 ・初期費用 ・利用者の利便 ・ 事業の緊急性 ・官庁建物実 官庁営繕（ ）建設費等

（ ） ・維持修繕費 ・地域への寄与 ・ 計画の妥当性 態調査 部代替法、消費者余剰法
・安全の確保
・環境への配慮

評価を行う過
事業名 評価項目 程において使 担当部局

用した資料等

鉄道防災事業 評価対象事業について、事業が単に鉄道施設 ・ 路線の重要性 鉄道局
の保全に寄与するのみならず、沿線の住民、 ・ 沿線地域への影響度
道路、耕地等の保全にも資することの効果を ・ 災害発生の可能性
評価するとともに、右の項目について評価す ・ 復旧の困難性
る。

小笠原諸島 評価対象事業について、基本的要件（民間事 ・ シビルミニマムとして必 ・東京都小笠 都市・地
振興開発事業 業者による十分な整備が見込めないこと、ニ 要 原支庁管内 域整備局

ーズに適合していること等）を全て満たして ・ 村内自己完結性を確保 概要
いることを必須条件として、右の基準のいず ・ リダンダンシーを確保
れかを満足するか評価する。 ・ 帰島者の定着、生活安定

に必要な措置

気象官署施設 評価対象を整理した上で、右のような要素ご ・ 事業（施設）の緊急性 気象庁
整備事業 とに、業務需要を満たす度合いを評価すると ・ 計画の妥当性（現時点で

ともに、事業により得られる効果について評 の計画の実現性及び選定
、 ）価する。 地点 測定機器の妥当性

・ 事業（施設）の効果

船舶建造事業 評価対象を整理した上で、右のような海上保 ・ 海上警備業務 海上保安
〈巡視船艇〉 安業務需要ごとに、事業を実施した場合 ・ 海上環境保全業務 庁

事業を実施しなかった場合 ・ 海上交通安全業務（ ）、 （ ）with without
それぞれについて業務需要を満たす度合いを ・ 海難救助業務
評価するとともに、事業により得られる効果 ・ 海上防災業務
について評価する。 ・ 国際協力・国際貢献業務

※効果把握の方法

代替法
事業の効果の評価を、評価対象社会資本と同様な効果を有する他の市場財で、代替して
供給した場合に必要とされる費用によって評価する方法。

消費者余剰法
事業実施によって影響を受ける消費行動に関する需要曲線を推定し、事業実施により生
じる消費者余剰の変化分を求める方法。

トラベルコスト法
対象とする非市場財(環境資源等)を訪れて、そのレクリエーション、アメニティを利用
する人々が支出する交通費などの費用と、利用のために費やす時間の機会費用を合わせ

、 。た旅行費用を求めることによって その施設によってもたらされる便益を評価する方法
ＣＶＭ（仮想的市場評価法）

アンケート等を用いて評価対象社会資本に対する支払意思額を住民等に尋ねることで、
対象とする財などの価値を金額で評価する方法。

ヘドニック法
投資の便益がすべて土地に帰着するというキャピタリゼーション仮説に基づき、住宅価
格や地価のデータから、地価関数を推定し、事業実施に伴う地価上昇を推計することに
より、社会資本整備による便益を評価する方法。



【公共事業関係費】
新規事業採択箇所数

直轄事業 6

補助事業等 13

ダム事業 直轄事業 3

補助事業等 4

87

海岸事業 直轄事業 1

補助事業等 30

直轄事業 11

補助事業等 102

土地区画整理事業 28

市街地再開発事業等 13

都市再生推進事業 43

直轄事業 1

補助事業等 5

直轄事業 1

補助事業等 1

142

34

住宅地区改良事業 6

20

43

下水道事業 32

直轄・公団事業 2

補助事業等 94

722
注１
注２

【その他施設費】
新規事業採択箇所数

官庁営繕事業 4

小笠原諸島振興開発事業 5

離島振興特別事業 3

船舶建造事業 1

13合　　　　計

道路・街路事業

空港整備事業

都市・幹線鉄道整備事業

事　　　業　　　区　　　分

住宅市街地基盤整備事業

港湾整備事業

住宅市街地総合整備事業

都市公園事業

合　　　　計
市街地再開発事業等の箇所数は、市街地再開発事業、都市再開発関連公共施設整備促進事業の箇所数の合計数。
都市再生推進事業の箇所数は、都市再生総合整備事業、都市再生区画整理事業、都市再生交通拠点整備事業、都
市防災総合推進事業の合計数。

平成１６年度予算に向けた新規事業採択時評価について

事　　　業　　　区　　　分

河川事業

砂防事業等

鉄道防災事業

別添２



【公共事業関係費】
再評価実施箇所数

うち見直
し継続

河川事業 直轄・公団事業 0 7 0 90 2 99 99 0 0 0

補助事業等 1 43 0 664 21 729 722 3 7 0

ダム事業 直轄・公団事業 0 3 0 35 3 41 38 0 3 0

補助事業等 0 2 0 65 8 75 62 0 8 5

砂防事業等 直轄事業 0 7 0 26 0 33 33 0 0 0

補助事業等 0 33 0 122 0 155 155 0 0 0

海岸事業 直轄事業 0 2 0 7 0 9 9 0 0 0

補助事業等 0 19 0 65 1 85 85 2 0 0

道路・街路事業 直轄・公団事業 2 21 0 114 56 193 188 24 5 0

補助事業等 4 112 1 169 1 287 283 1 4 0

土地区画整理事業 1 56 0 77 3 137 133 0 2 2

市街地再開発事業 5 5 0 10 8 28 24 2 4 0

港湾整備事業 直轄事業 1 9 0 14 4 28 27 0 1 0

補助事業等 2 40 0 19 4 65 55 3 6 4

空港整備事業 補助事業等 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

公営住宅整備事業 0 7 0 1 0 8 8 0 0 0

住宅地区改良事業 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0

0 25 0 27 8 60 56 1 3 1

0 25 0 17 0 42 41 4 0 1

下水道事業 0 159 0 0 60 219 218 0 0 1

直轄・公団事業 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0

補助事業等 0 26 0 149 0 175 175 0 0 0

都市基盤整備公団事業（再掲含む） 2 28 0 28 2 60 55 12 5 0

うち河川事業（再掲） 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0
うち道路・街路事業（再掲） 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
うち市街地再開発事業（再掲） 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0
うち住宅市街地基盤整備事業（再掲） 0 10 0 7 0 17 17 1 0 0
うち住宅市街地総合整備事業（再掲） 0 9 0 0 0 9 9 4 0 0
うち土地区画整理事業（再掲） 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
うち都市公園事業（再掲） 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

地域振興整備公団事業（再掲含む） 0 1 0 7 0 8 8 1 0 0

うち土地区画整理事業（再掲） 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

17 611 1 1,699 181 2,509 2,447 47 48 14
注１

注２

注３
注４再評価対象基準

その他：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

都市基盤整備公団事業には、公団が自ら企画立案し、国の許認可を得て実施する事業を含む。

再々評価：再評価実施後一定期間（５又は１０年間）が経過している事業

「うち河川事業（再掲）」等は、「河川事業」等各事業の内数の再掲。

準備計画５年：準備・計画段階で一定期間（５年間）が経過している事業

地域振興整備公団事業は、地方公共団体からの事業要請を受け国の認可を得て実施する事業。

５年未着工：事業採択後一定期間（５年間）が経過した時点で未着工の事業
10年継続中：事業採択後長期間（１０年間）が経過した時点で継続中の事業

合　　　　計

住宅市街地総合整備事業

都市公園事業

再評価結果

継　　続再々
評価

航空路整備事業

住宅市街地基盤整備事業
（旧住宅宅地関連公共施設等総合整備事業）

平成１６年度予算に向けた再評価について

評価
手続中

事　　　業　　　区　　　分
その他 計準備計

画５年

５年
未着工

10年
継続中 中止



【公共事業関係費】
事後評価実施箇所数

直轄・公団事業 13 0 0 0 13 0 0 13 0

直轄・公団事業 5 0 0 0 5 1 2 2 0

直轄事業 1 0 0 0 1 0 0 1 0

補助事業等 1 0 0 0 1 0 0 1 0

直轄・公団事業 18 0 0 0 18 0 0 18 0

直轄事業 4 0 0 0 4 0 0 4 0

直轄事業 1 0 0 0 1 0 0 1 0

1 0 0 0 1 0 0 1 0

40 0 0 0 40 0 0 40 0

50 0 0 0 50 0 0 50 0

13 0 0 0 13 0 0 13 0

2 0 0 0 2 0 0 2 0

149 0 0 0 149 1 2 146 0

【その他施設費】
事後評価実施箇所数

23 0 0 0 23 0 0 18 5

1 0 0 0 1 0 0 1 0

24 0 0 0 24 0 0 19 5

注１ 事後評価対象基準について

注２ 事後評価結果について
　　　再事後評価：事後評価の結果、再度事後評価の実施が必要な場合
　　　改善措置：事後評価の結果、改善措置の実施が必要な場合
　　　対応なし：事後評価の結果、再事後評価、改善措置が必要ない場合

鉄道防災事業

航路標識整備事業

気象官署施設整備事業

海岸事業

港湾整備事業

空港整備事業

都市・幹線鉄道整備事業

改善措置：前回の事後評価の結果、改善措置が講じられた事業
その他：上記以外の理由で事後評価の実施の必要が生じた事業

都市基盤整備公団事業

事　　　業　　　区　　　分 ５年
以内

合　　　　計

５年以内：事業完了後一定期間（５年以内）が経過した事業

効果
発現

改善
措置

再事後
評価

改善
措置

対応
なし

効果
発現

改善
措置 その他 計

事　　　業　　　区　　　分

河川事業

ダム事業

効果発現：前回の事後評価の際、今後時間の経過により効果の発現が期待でき、改めて事後評価を行う必要があると判断した事業

改善
措置 その他 計 再事後

評価

合　　　　計

地域振興整備公団事業

平成１５年度に実施した完了後の事後評価について

官庁営繕事業

事後評価結果

評価
手続中

評価
手続中

事後評価結果

対応
なし

砂防事業等

道路・街路事業

５年
以内



【河川事業】
（直轄）

総便益
（億円）

364 6,509 211 30.9

15 242 16 15.4

9.0 106 34 3.1

21 61 23 2.7

140 1,818 142 12.8

15 21 14 1.5
東北地方整備局
河川計画課

（課長　山本　晶）

（補助）

総便益
（億円）

40 78 47 1.7
九州地方整備局
地域河川課

（課長　山本 祐二）

44 116 50 2.3
北陸地方整備局
地域河川課

（課長　矢田 弘）

8.0 87 10 8.7
中国地方整備局
地域河川課

（課長　谷本 尚威）

46 111 42 2.6
九州地方整備局
地域河川課

（課長　山本 祐二）

200 819 177 4.6
北海道開発局建設部

地方整備課
（課長　吉井 厚志）

12 163 14 11.9
関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原 克二）

20 449 17 26.2
関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原 克二）

45 248 35 7.1
東北地方整備局
地域河川課

（課長　山内 芳朗）

33 55 30 1.8

24 60 23 2.6

12 42 12 3.5

150 461 198 2.3
関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）

150 476 150 3.2
近畿地方整備局
地域河川課

（課長 蒲原 潤一）

印旛沼河川環境整備事業
千葉県

WTP：9,595円／年×55万世帯×
各施策の寄与率

・ＣＯＤ７５％値で２．２ｍｇ／Ｌの改善が見込まれる。
・上水の取水障害に係る高度処理の負担軽減により浄水量の増
加が見込まれる。

大阪地区河川環境整備事業
大阪府

ＷＴＰ：495円／世帯
世帯数：359,070世帯

・ダイオキシン類による汚染に係る環境基準が、平成１４年７
月２２日に告示され、水底の底質に関しては150pg-TEQ/g以下
とされた。神崎川他６河川について環境基準値を上回る数値が
確認されたため、河川管理者として可及的速やかに対策を講じ
たい。

韮山古川床上浸水対策特別緊急事業
静岡県

浸水戸数：206戸
浸水農地面積：44ha

　過去に平成１０年、１１年、１２年、１３年、１４年と５年
連続で浸水被害が発生しており、特に、平成１４年には１５７
戸の浸水被害を受けた。
　本事業により平成１４年の洪水の床上浸水被害を解消する。

福井川床上浸水対策特別緊急事業
徳島県

浸水戸数：154戸
浸水農地面積：82ha

　近年においては、平成１０年、平成１５年に浸水被害が発生
している。特に、平成１５年においては、１２２戸の浸水被害
が発生している。
　当該事業の実施により平成１５年の洪水の床上浸水被害を概
ね解消する。

貴船川都市基盤河川改修事業
青森市 浸水戸数：101戸

　平成１１年には１０１戸の甚大な浸水被害が発生している。
　当該事業の実施により、既往最大である平成１１年の浸水被
害の解消を図る。

萩谷川床上浸水対策特別緊急事業
高知県

浸水戸数：358戸
浸水農地面積：20ha

　平成１０年に４４１戸の甚大な浸水被害が発生している。さ
らに、平成１３年にも２２戸の浸水被害を受けるなど、過去１
０年間に５回の浸水被害が発生している。
　当該事業の実施により、平成１０年の洪水の床上浸水被害を
概ね解消する。

新河岸川鉄道橋・道路橋緊急対策事業
埼玉県 浸水戸数：407戸

　平成１０年には、新河岸川沿川一帯で１，８３１戸の甚大な
浸水被害が発生した。また、過去１０年間に７回の浸水被害が
頻発している。
　当該事業の実施により、新河岸川のネック部の解消を行い、
浸水被害の軽減を図る。

小出川鉄道橋・道路橋緊急対策事業
神奈川県

浸水戸数：1,057戸
浸水農地面積：52ha

　過去１０年間で７回の浸水被害が発生しているなど近年浸水
被害が多発しており、平成５年の出水では３２戸の浸水被害が
発生している。
　当該事業の実施により、小出川のネック部の解消を行い、浸
水被害の軽減を図る。

北川（下流）水防災対策特定河川事業
宮崎県

浸水戸数：116戸
浸水農地面積：301ha

　平成９年には、６５３戸の甚大な浸水被害が発生しているな
ど、過去１０年間に４回の浸水被害が発生している。
　当該事業の実施により、平成９年の浸水被害の解消を図る。

望月寒川基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：1,236戸
浸水農地面積：0.8ha

　過去１０年間に４回の浸水被害を受けており、特に平成１２
年７月には７戸の浸水被害が発生している。
　当該事業の実施により、近年の浸水被害を解消するととも
に、都市部の治水安全度の向上を図る。

　平成７年には１２０戸の浸水被害が発生しているなど、過去
１０年に６回浸水被害が発生している。
　当該事業の実施により平成７年の浸水被害の解消を図る。

田頼川鉄道橋・道路橋緊急対策事業
島根県

浸水戸数：96戸
浸水農地面積：62ha

　昭和47年には氾濫面積４４６haを記録し、浸水家屋５５戸の
浸水被害が発生した。また。平成５年、７年、９年と、浸水被
害を受けている。
　当該事業の実施により、ネック箇所の解消を行い浸水被害の
軽減を図る。

本省河川局
治水課

（課長　望月　常好）

西田川基幹河川改修事業
佐賀県

浸水戸数：575戸
浸水農地面積：116ha

　平成７年には、８３戸の浸水被害が発生するなど、過去１０
年間に５回の浸水被害が発生している。
　当該事業の実施により、平成７年の浸水被害の解消を図る。

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

事 業 名

平成１５年７月出水において、床上浸水2541戸、床下浸水1679
戸の被害が発生した。河道掘削、橋梁の架け替えを実施するこ
とで、家屋浸水等の軽減を図る。

岩木川消流雪用水導入事業
東北地方整備局

※CVM方式による
・支払い意志額2965円／１ヶ
月・１世帯から18.95百万円／
年
・自動車走行時間便益119.38百
万円／年

・対象となる板柳町は豪雪地帯に指定されており、毎年雪によ
る生活障害、交通障害が発生している。本事業に対する賛同数
は約90%と非常に高いく、事業実施により生活障害と交通障害
が見込まれる。

遠賀川床上浸水対策特別緊急事業（飯
塚・穂波地区）
九州地方整備局

浸水世帯：14236世帯
浸水面積：1198ha

・近年、狩野川流域においては内水被害が頻発している。特に
四日町排水機場の流域では、平成１０年に２回（浸水戸数：２
０５戸、内床上浸水：６０戸）、平成１４年に１回（浸水戸
数：７０戸、内床上浸水２１戸）と被害が発生している。
・当該事業の実施により、四日町排水機場流域で、平成１０
年、１４年洪水に対し、床上浸水被害を解消する。

六角川特定構造物改築事業（古川水
門）
九州地方整備局

浸水世帯：3435世帯
浸水面積：2329ha

平成２年７月出水において、床上浸水3028戸、床下浸水5658戸
の被害が発生し、堤防、水門等の改築が進んできたが、未だ、
老朽化した水門、樋門等の河川管理施設の改築が残されてい
る。この度老朽化した水門を改築することで、家屋浸水等の軽
減を図る。

狩野川床上浸水対策特別緊急事業（原
木地区）
中部地方整備局

浸水戸数　376戸
浸水農地面積　6ha

下流部では堤防が約９割完成しているものの、鉄道橋や道路橋
の桁下が低く、治水上のネックになっている。なかでも京成成
田線荒川橋梁は管内で最も桁下の低い橋梁であり、計画流量の
２／３以下に絞られている。

千曲川特定構造物改築事業（百々川樋
門）
北陸地方整備局

浸水戸数　674戸
浸水農地面積　47ha

・須坂市では、過去１０年間に２回の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、千曲川右支川八木沢川のネック部を
解消する。

荒川下流京成成田線荒川橋梁特定構造
物改築事業
関東地方整備局

一般資産2,303、公共土木施設
等被害額3,901、営業停止損失
61、家庭・事業所応急対策費用
等244（億円）

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

百川鉄道橋・道路橋緊急対策事業
新潟県

浸水戸数：885戸
浸水農地面積：820ha

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
事業主体 便益の主な根拠

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

新規事業採択時評価結果一覧表様式

担当課
（担当課長名）

本省河川局
治水課

（課長　望月 常好）

別添３



【ダム事業】
（直轄）

総便益
（億円）

730 6,426 657 9.8 本省河川局治水課
（課長　望月　常好）

1.5 10 1.7 6.3
北海道開発局
河川管理課

（課長　堀内　宏）

1.4 6.0 2.0 3.0
関東地方整備局
河川管理課

（課長　仲川　博雄）

【ダム事業】
（補助）

総便益
（億円）

130 194 109 1.8
本省

河川局治水課
（課長　望月　常好）

6.5 36 6.2 5.8
東北地方整備局
地域河川課

（課長　山内　芳朗）

1.9 3.5 2.2 1.6
関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）

1.9 8.7 1.6 5.6
九州地方整備局
地域河川課

（課長　山本　祐二）

【砂防事業】
（補助）

総便益
（億円）

1.8 32 1.7 18.8

3.0 5.4 2.7 2.0

2.0 5.1 1.8 2.8

1.1 6.5 1.0 6.3

6.5 12 5.9 2.1

3.2 6.5 3.0 2.2

1.7 3.8 1.6 2.4

2.5 5.7 2.3 2.5

1.1 7.8 1.0 7.9
黒俣沢奥沢通常砂防事業
静岡県 保全人家９戸、市道、公民館

・地形・地質の状況が悪く、植生の状況も極めて悪く土砂災害
の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得れている。

宮中貝野川通常砂防事業
新潟県 保全人家１０戸、県道、村道

・平成7年に土砂災害が発生した。
・地形,地質,植生の状況が極めて悪く土砂災害の発生の危険性
が高い。
・地元の協力体制が得られている。

立間川離島通常砂防事業
新潟県 保全人家１５戸、県道　等

・平成15年に土砂災害が発生した。
・地質・地形の状況が極めて悪く、植生の状況も悪く土砂災害
の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

小森川通常砂防事業
埼玉県 保全人家３３戸、県道

・平成11年8月に土砂災害が発生し県道、人家等へ被害をもた
らした。
・地形・地質、植生の状況が悪く、渓床勾配も非常に大きく土
砂災害の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

大沢入川通常砂防事業
新潟県

保全人家１１戸、県道、町道
等

・平成7年に土砂災害が発生した。
・地形,地質,植生の状況が極めて悪く土砂災害の発生の危険性
が高い。
・地元の協力体制が得られている。

菅谷沢通常砂防事業
福島県 保全人家５戸、国道

・60年に土砂災害が発生した。
・地形.地質の状況が悪く、植生も極めて悪く、土砂災害の発
生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

火之口沢火山砂防事業
群馬県 保全人家９戸、公民館、村道

・地形.地質の状況が悪く、植生も極めて悪く、土砂災害の発
生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

湯之里通常砂防事業
山形県

保全人家４８戸、老人福祉施
設、町道　等

・地形,地質,植生の状況が悪く土砂災害の発生の危険性が高
い。
・地元の協力体制が得られている。

ウラノ沢通常砂防事業
福島県 保全人家９戸、国道、鉄道

・平成14年10月に土砂災害が発生した。
・地形,地質,植生の状況が悪く土砂災害の発生の危険性が高い
・地元の協力体制が得られている。

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

桐生川ダム貯水池水質保全事業
群馬県

ＣＶＭ法(水質改善に対する支
払い意志額）

・貯水池周辺は観光・レクリエ－ション等の利用されている。
・貯水池の水質改善による景観改善

芹川ダム水環境改善事業
大分県

ＣＶＭ法(水環境改善に対する
支払い意志額）

・ダムをとりまく自然環境等の状況
・ダム湖及びその周辺の利用状況　等

儀間川総合開発事業
沖縄県

浸水戸数：555戸
浸水農地面積：110ha

・昭和58年9月の台風第10号では浸水家屋41戸、田畑冠水97ha
の被害、平成10年10月の集中豪雨では5戸の浸水家屋、畑冠水
3.3haの被害、平成13年9月の台風16号では15戸の浸水家屋、田
畑冠水119haなど頻繁に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、儀間川について山田橋地点で洪水流
量の58m3/sのうち17m3/sの洪水調節を行う。また、謝名堂川に
おいては中ノ橋地点で43m3/sのうち13m3/sの洪水調節を行う。
・旧仲里村の上水道給水実績は、平成４年度以降は水道供給能
力を上回っている状況。毎年夏場の渇水期には、農業ため池か
ら水道用水を取水しているため、基幹産業であるサトウキビ畑
の干ばつが頻発（H5～H14の10年間に6回の干ばつ被害）。
・渇水が頻発し、また今後の水需要が見込まれる久米島町に対
し、当該事業の実施により、水道用水0.0035m3/s（300m3/日）
を供給できる。

久吉ダム貯水池水質保全事業
青森県

代替法（既往施設等での対策費
用）

・貯水池周辺は、殆どが国有林野となっており自然環境に恵ま
れており、親水公園、ﾌｪｯｼﾝｸﾞﾃﾗｽ等の施設が配置され、周辺住
民のﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ、魚釣り等に利用されている。
・貯水池の湖底からは高濃度の鉄・マンガン・砒素等を含んだ
温泉が湧出しており、早急な改善対策が必要である。

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

天竜川ダム再編事業
中部地方整備局委

浸水戸数：123,000戸
浸水農地面積：9,500ha

・昭和４３年には天竜市等で1,675棟の浸水被害、また、平成
１０年には浜松市等で487棟の浸水被害が発生しているなど、
過去１０年間に４回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、天竜市鹿島地点の洪水流量
18,300m3/sのうち3,700m3/sの洪水調節を行う。
・既存ストック（佐久間ダム）の有効活用により、環境改変を
最小限に抑制することが出来る。
・排砂施設等の整備により、流入土砂の一部を流下させ、天竜
川における土砂移動の連続性の確保を図ることが出来る。

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
事業主体 便益の主な根拠

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

岩尾内ダム水環境改善事業
北海道開発局

ＣＶＭ法(水環境改善に対する
支払い意志額）

・ダム下流河川景観の回復
・ダム下流河川の水環境の改善

草木ダム水環境改善事業
関東地方整備局

ＣＶＭ法(水環境改善に対する
支払い意志額）

・ダム下流河川景観の回復
・ダム下流河川の水環境の改善

担当課
（担当課長名）

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）
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草野第二小川通常砂防事業
鹿児島県 保全人家１６戸、町道

・地質・地形、植生の状況は極めて悪く土砂災害の発生の危険
性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

柳田川離島通常砂防事業
鹿児島県

保全人家２７戸、県道、役場、
診療所、公民館　等

・地質・地形、植生の状況は悪く土砂災害の発生の危険性が高
い。
・地元の協力体制が得られている。

坂元谷通常砂防事業
鹿児島県 保全人家２３戸、町道、公民館

・地質・地形、植生の状況は悪く土砂災害の発生の危険性が高
い。
・地元の協力体制が得られている。

大久保の小川通常砂防事業
鹿児島県 保全人家１２戸、町道

・地質・地形、植生の状況は極めて悪く土砂災害の発生の危険
性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

寺島上２通常砂防事業
熊本県

保全人家３７戸、国道、市道、
避難所

・平成2年6月に災害履歴あり。
・地形・地質、植生の状況は悪く、土砂災害の発生の危険性が
高い。
・地元の協力体制が得られている。

脇のふと川通常砂防事業
宮崎県

保全人家２２戸、国道、市道、
公民館

・平成15年に災害履歴あり。
・地質・地形、植生の状況は悪く土砂災害の発生の危険性が高
い。
・地元の協力体制が得られている。

桑の浦谷川通常砂防事業
福岡県 保全人家１９戸、浄水施設

・平成15年7月に土砂流が発生した。
・地質・地形の状況が極めて悪く、植生の状況も悪く土砂災害
の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

田中川離島通常砂防事業
長崎県

保全人家１１戸、県道、町道、
老人福祉施設

・地質・地形、植生の状況は悪く、土砂災害の発生の危険性が
高い。

大浦谷川通常砂防事業
福岡県

保全人家９５戸、県道、鉄道、
保育園、浄水場　等

・地形・地質、植生の状況は悪く、土砂災害の発生の危険性が
高い。
・地元の協力体制が得られている。

山ノ神川通常砂防事業
福岡県 保全人家１６戸、県道

・地形・地質、植生の状況は悪く、土砂災害の発生の危険性が
高い。
・地元の協力体制が得られている。

浜側川通常砂防事業
愛媛県

保全人家６１戸、高速道路、県
道、町道　等

・地形・地質、植生が悪く、河床勾配も非常に大きく土砂災害
の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

重田川通常砂防事業
愛媛県 保全人家３４戸、町道

・地形・地質、植生が悪く、河床勾配も非常に大きく土砂災害
の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

泉谷川通常砂防事業
愛媛県

保全人家３４戸、高速道路、浄
水場　等

・地形・地質、植生の状況は悪く、河床勾配も非常に大きく、
土砂災害の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

バラ谷川通常砂防事業
愛媛県 老人福祉施設、医療提供施設

・平成11年に災害履歴あり。
・地形・地質、植生が悪く、河床勾配も非常に大きく土砂災害
の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

桑崎南川通常砂防事業
香川県 保全人家４４戸、市道

・昭和51年に災害履歴あり。
・地形・地質の状況が悪く、植生の状況は極めて悪く、土砂災
害の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

片城川通常砂防事業
香川県

保全人家４７６戸、国道、町
道、病院、開度老人保険施設

・昭和49、５１年と続けて災害が発生した。
・地形・地質、植生の状況は悪く、土砂災害の発生の危険性が
高い。
・地元の協力体制が得られている。

扇谷川通常砂防事業
岡山県

保全人家１９戸、鉄道、村道、
公会堂、簡易水道　等

・地形・地質、植生の状況が悪く土砂災害の発生の危険性が高
い。
・地元の協力体制が得れている。

吉谷川通常砂防事業
広島県

保全人家１３戸、県道、町道、
鉄道

・昭和47年に災害履歴あり。
・地形・地質、植生の状況が悪く土砂災害の発生の危険性が高
い。
・地元の協力体制が得れている。

立野川通常砂防事業
岡山県

保全人家１２戸、高速道路、鉄
道、小学校　等

・平成10年10月に土砂が流出し、小学校が被災した。
・地形・地質、植生の状況が悪く土砂災害の発生の危険性が高
い。
・地元の協力体制が得れている。

ホウキ谷川通常砂防事業
岡山県 保全人家１７戸、村道、公会堂

・地形・地質、植生の状況が悪く土砂災害の発生の危険性が高
い。
・地元の協力体制が得れている。

大谷川通常砂防事業
兵庫県

保全人家１０戸、山陰本線、県
道、鉄道、公民館　等

・地形・地質の状況が悪く、植生の状況も極めて悪く土砂災害
の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得れている。

宮谷通常砂防事業
奈良県 保全人家３戸、診療所　等

・地形・地質、植生の状況が悪く土砂災害の発生の危険性が高
い。
・地元の協力体制が得れている。

小渋川通常砂防事業
京都府

保全人家５９戸、鉄道、町道、
公民館　等

・平成11年に災害履歴あり。
・地形・地質、植生が悪く、土砂災害の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

笹尾谷川通常砂防事業
兵庫県

保全人家４２戸、県道、町道、
幼稚園　等

・地形・地質の状況が悪く、植生の状況も極めて悪く土砂災害
の発生の危険性が高い。

立保川火山砂防事業
静岡県

保全人家４１戸、県道、小学
校、公民館、電話交換局　等

・昭和28年に災害履歴あり。
・地形・地質、植生の状況が悪く、土砂災害の発生の危険性が
高い。
・地元の協力体制が得られている。

番場川通常砂防事業
愛知県

保全人家７戸、町道、排水処理
場

・地形・地質、植生の状況が悪く、土砂災害の発生の危険性が
高い。
・地元の協力体制が得られている。

塩木道沢火山砂防事業
静岡県

保全人家５７戸、鉄道、市道、
幼稚園

・昭和33年に災害履歴あり。
・地形・地質の状況が悪く、植生の状況は極めて悪く土砂災害
の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）
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【急傾斜地崩壊対策事業】
（補助）

総便益
（億円）

5.5 10.9 5.0 2.2 本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

便益の主な根拠

三石歌笛地区急傾斜地崩壊対策事業
北海道

人家11戸、道道、町道、幼稚園
「災害弱者施設」

・保全対象に、道道、歌笛幼稚園（災害弱者関連施設）等の重
要な施設があり事業実施が必要。
・地域からの事業要望がある。

桃原地区地すべり対策事業
沖縄県 人家76戸、市道　等

・H13年に地すべり災害が発生した。
・活性化の傾向があり、人家、市道に被害を及ぼす危険性が高
い。
・地域からの事業要望がある。

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
事業主体

大戸野地区地すべり対策事業
宮崎県

・H14年7月に地すべり災害が発生し、人家、町道に被害を及ぼ
した。
・活性化の傾向があり、人家、県道、公民館に被害を及ぼす危
険性が高い。
・地域からの事業要望がある。

伊津部町地区地すべり対策事業
鹿児島県

・H11年に地すべり災害が発生し、人家、町道に被害を及ぼし
た。
・活性化の傾向があり、人家、市道、高校に被害を及ぼす危険
性が高い。
・地域からの事業要望がある。

人家40戸、県道、公民館　等

人家1340戸、市道、高校　等

渡場地区地すべり対策事業
山口県 人家156戸、町道、保育所　等

・活性化の傾向があり、町道、保育所等に被害を及ぼす危険性
が高い。
・地域からの事業要望がある。

下崎地区地すべり対策事業
宮崎県

・H14年7月に地すべり災害が発生し、町道に被害を及ぼした。
・活性化の傾向があり、人家、国道、町道、保育園、町役場に
被害を及ぼす危険性が高い。
・地域からの事業要望がある。

人家84戸、国道、町道、町役
場、保育園　等

東岩代地区地すべり対策事業
和歌山県

人家22戸、国道、鉄道、小学校
等

・H15年に地すべり災害が発生し、人家に被害を及ぼした。
・活性化の傾向があり、人家、国道、鉄道、小学校、公民館に
被害を及ぼす危険性が高い。

唐川２地区地すべり対策事業
島根県 人家14戸、市道、貯水槽　等

・H9年に地すべり災害が発生した。
・活性化の傾向があり、人家、市道、貯水槽に被害を及ぼす危
険性が高い。
・地域からの事業要望がある。

平子地区地すべり対策事業
滋賀県 人家30戸、県道、町道　等

・H9年に地すべり災害が発生した。
・活性化の傾向があり、人家、県道、町道に被害を及ぼす危険
性が高い。
・地域からの事業要望がある。

千森地区地すべり対策事業
奈良県 人家11戸、県道、小学校　等

・H7年に地すべり災害が発生した。
・活性化の傾向があり、人家、県道、市道、小学校に被害を及
ぼす危険性が高い。

高畠地区地すべり対策事業
富山県 人家14戸、県道、町道　等

・H14年に民家裏の斜面に亀裂が確認された。
・活性化の傾向があり、人家、県道、町道に被害を及ぼす危険
性が高い。
・地域からの事業要望がある。

山中第2地区地すべり対策事業
福井県

人家16戸、県道、町道、小学
校、中学校　等

平成14年には、地すべり災害により、人家2戸に被害が発生し
ている。
・活性化の傾向があり、人家、県道、町道、小学校、中学校に
被害を及ぼす危険性が高い。

土口地区地すべり対策事業
新潟県 人家32戸、県道　等

・H13年に地すべり発生し、人家裏まで土砂が流出した。
・活性化の傾向があり、人家、県道に被害を及ぼす危険性が高
い。
・地域からの事業要望がある。

岩稲地区地すべり対策事業
富山県

人家10戸、国道、鉄道、公民館
等

・H14年に地すべり災害が発生した。
・活性化の傾向があり、人家、国道、鉄道、公民館に被害を及
ぼす危険性が高い。
・地域からの事業要望がある。

山添地区地すべり対策事業
山形県 人家19戸、国道、公民館　等

・平成１４年に地すべり災害が発生した。
・活性化の傾向があり、人家、国道、公民館に被害を及ぼす危
険性が高い。
・地域からの事業要望がある。

大塚地区地すべり対策事業
茨城県 人家30戸、県道、町道　等

・平成１５年６月から７月の長雨により地すべりが発生し，人
家１戸が全壊，町道擁壁が被害を受けた。
・活性化の傾向があり、人家、国道、公民館に被害を及ぼす危
険性が高い。

高野沢地区地すべり対策事業
山形県 人家19戸、県道、公民館　等

・平成１４年に地すべり災害が発生した。
・活性化の傾向があり、人家、県道、公民館に被害を及ぼす危
険性が高い。
・地域からの事業要望がある。

便益の主な根拠

岬地区地すべり対策事業
北海道 人家48戸、国道、ＪＲ　等

板宮地区地すべり対策事業
山形県 人家108戸、県道、公民館　等

・平成１５年７月の降雨により地すべり災害が発生し、人家３
戸及び国道、ＪＲに被害をもたらした。
・活性化の傾向があり、人家、国道、鉄道に被害を及ぼす危険
性が高い。
・地域からの事業要望がある。

・平成１４年に地すべり災害が発生した。
・活性化の傾向があり、人家、県道、公民館に被害を及ぼす危
険性が高い。
・地域からの事業要望がある。

粟ヶ窪谷火山砂防事業
鹿児島県

保全人家４０戸、県道、保育
園、公民館　等

・地質・地形、植生の状況は悪く土砂災害の発生の危険性が高
い。
・地元の協力体制が得られている。

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
事業主体

山寿川離島通常砂防事業
鹿児島県 保全人家５戸、県道　等

・昭和50年に土砂災害が発生し、死者1名、家屋被害2戸の被害
が発生した。
・地形・地質の状況は悪く、植生の状況も極めて悪く土砂災害
の発生の危険性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

中川原川火山砂防事業
鹿児島県

保全人家１２戸、県道、市道
等

・地質・地形、植生の状況は極めて悪く土砂災害の発生の危険
性が高い。
・地元の協力体制が得られている。

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

担当課
（担当課長名）

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

担当課
（担当課長名）



2.6 8.1 2.5 3.2

2.5 6.3 2.3 2.7

2.1 6.0 2.0 3.5

2.5 16 2.3 6.8

3.0 6.4 2.8 2.3

2.0 5.4 1.9 2.9

1.5 8.9 1.4 5.2

2.5 5.3 2.3 2.2

3.8 14 3.4 4.1

2.0 15 1.9 7.9

3.8 10 3.0 3.4

1.5 14 1.4 9.8

2.5 7.1 2.3 3.1

2.1 6.9 2.8 2.5

1.9 3.9 1.8 2.1

1.9 6.4 1.8 3.6

3.6 15 3.3 4.5

3.0 5.7 2.5 2.2

2.5 4.9 2.1 2.3

2.0 7.8 1.8 4.4

2.9 8.0 2.5 3.5

2.0 36 1.8 19.7

1.0 5.4 1.0 5.4

0.80 9.9 0.77 12.8

5.9 12 5.6 2.2

2.0 5.4 1.8 3.0

総便益
（億円）

1.5 8.1 1.4 5.8 本省河川局保全課
（課長　坂口 哲夫）

・当地区は、災害発生時の避難場所及び緊急避難路を含む地域
であり、当該事業により住民の生命身体を保全する。

今平地区雪崩対策事業
山形県 保全人家14戸、公民館、町道

その他の指標による評価

【雪崩対策事業】
（補助）

事 業 名 総事業費
（億円）事業主体 便益の主な根拠

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ

宇和路地区急傾斜地崩壊対策事業
宮崎県

保全人家19戸、中学校、町道、
災害弱者施設

・当地区は、災害発生時の避難路及び避難場所を含む優先度の
高い地区であるため、当該事業により住民の生命身体を保全す
る。

小橋川地区急傾斜地崩壊対策事業
沖縄県 保全人家16戸、高圧線 ・平成15年に災害が発生した箇所であり、早急な対応が望まれ

ている。

南田位地区急傾斜地崩壊対策事業
大分県 保全人家21戸、市道 ・平成15年に災害が発生した箇所であり、早急な対応が望まれ

ている。

小島地区急傾斜地崩壊対策事業
大分県

保全人家11戸、災害弱者施設、
市道

・当地区は、区域内に災害弱者施設を含む優先度の高い地区で
あるため、当該事業により住民の生命身体を保全する。

横手地区急傾斜地崩壊対策事業
大阪府

保全人家24戸、主要地方道、町
道

・平成15年に災害が発生した箇所であり、早急な対応が望まれ
ている。

鬼塚（１）急傾斜地崩壊対策事業
熊本県

保全人家84戸、県道、市道、保
育園

・当地区は、区域内に災害弱者施設を含む優先度の高い地区で
あるため、当該事業により住民の生命身体を保全する。

阿良須地区急傾斜地崩壊対策事業
京都府 保全人家13戸、公民館、町道 ・当地区は、災害発生時の避難路を含む優先度の高い地区であ

るため、当該事業により住民の生命身体を保全する。

奥大野地区急傾斜地崩壊対策事業
京都府 保全人家21戸、町道 ・当地区は、災害発生時の避難路を含む優先度の高い地区であ

るため、当該事業により住民の生命身体を保全する。

海峰苑地区　急傾斜地崩壊対策事業
静岡県 保全人家11戸、災害弱者施設 ・当地区は、区域内に災害弱者施設を含む優先度の高い地区で

あるため、当該事業により住民の生命身体を保全する。

湯谷地区急傾斜地崩壊対策事業
京都府 保全人家13戸、町道 ・当地区は、災害発生時の避難路を含む優先度の高い地区であ

るため、当該事業により住民の生命身体を保全する。

三尾河地区　急傾斜地崩壊対策事業
岐阜県

保全人家6戸、災害弱者施設、
国道

・当地区は、区域内に災害弱者施設を含む優先度の高い地区で
あるため、当該事業により住民の生命身体を保全する。

吉佐美里条地区　急傾斜地崩壊対策事
業
静岡県

保全人家16戸、災害弱者施設、
市道

・当地区は、区域内に災害弱者施設を含む優先度の高い地区で
あるため、当該事業により住民の生命身体を保全する。

内山(２)地区急傾斜地崩壊対策事業
富山県 保全人家16戸、鉄道、町道

・当該地区では小崩壊が継続的に発生している他、地域にとっ
て重要な交通網である富山地方鉄道が存在する事から強い事業
要望がある。

馬渡地区急傾斜地崩壊対策事業
石川県 保全人家16戸、農免道路 ・当地区は、区域内に第一次緊急輸送路を含む優先度の高い地

区であるため、当該事業により住民の生命身体を保全する。

吉水地区急傾斜地崩壊対策事業
新潟県

保全人家23戸、国道、町道、配
水場

・当地区は、区域内に重要公共施設である配水上を含む優先度
の高い地区であるため、当該事業により住民の生命身体を保全
する。

歌見地区急傾斜地崩壊対策事業
新潟県

保全人家22戸、県道、市道、集
会所

・当地区は、区域内に災害発生時の避難場所を含む優先度の高
い地区であるため、当該事業により住民の生命身体を保全す
る。

星が丘地区急傾斜地崩壊対策事業（補
助）
長野県

保全人家48戸、公民館、町道 平成15年に災害が発生した箇所であり、早急な対応が望まれて
いる。

近所地区急傾斜地崩壊対策事業（補
助）
長野県

保全人家33戸、公民館、町道
・当地区は、区域内に災害発生時の避難場所を含む優先度の高
い地区であるため、当該事業により住民の生命身体を保全す
る。

大久野細尾地区急傾斜地崩壊対策事業
（補助）
東京都

保全人家11戸、都道 ・当該地区は、保全対象に東京都が定める特定地域啓開道路を
含んでおり、早期対応が必要である。

鶴島地区急傾斜地崩壊対策事業（補
助）
山梨県

保全人家8戸、災害弱者施設 ・当地区は、区域内に災害弱者施設を含む優先度の高い地区で
あるため、当該事業により住民の生命身体を保全する。

西の内地区急傾斜地崩壊対策事業（補
助）
栃木県

保全人家12戸 ・平成15年に災害が発生した箇所であり、早急な対応が望まれ
ている。

正福寺地区急傾斜地崩壊対策事業（補
助）
栃木県

保全人家12戸 ・平成11年に発生した災害で、地域住民が避難した経緯があ
り、地域住民より強い事業要望がある。

小指地区急傾斜地崩壊対策事業
宮城県 保全人家18戸、町道 ・平成15年に災害が発生しており地元要望も強い箇所である。

山寺地区急傾斜地崩壊対策事業
山形県 保全人家35戸、県道、市道

・斜面高さ180mを超える長大斜面であり、H14年には大規模な
崩壊があった他、H15年においても落石が発生しており、地域
住民より強い事業要望がある。

瀬棚本町１地区急傾斜地崩壊対策事業
北海道 人家14戸、国道、町道

・保全対象に、国道、避難場所等の重要施設があり事業実施が
必要。
・地域からの事業要望がある。

安渡一丁目-4急傾斜地崩壊対策事業
岩手県 保全人家17戸、県道 ・平成15年3月に災害が発生した箇所であり、早急な対応が望

まれている。

担当課
（担当課長名）

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）



1.0 9.8 0.93 10.6

2.1 4.2 1.9 2.2

【海岸事業】
（直轄）

総便益
（億円）

179 566 134 4.2
本省港湾局
海岸・防災課

（課長　須野原 豊）

（補助）

総便益
（億円）

13 190 11 17.3
本省河川局砂防部
保全課海岸室

（室長　細見　寛）

22 246 18 13.5

51 79 54 1.5

11 67 9.4 7.2

5.0 128 4.3 29.8

13 55 12 4.8

8.0 458 7.3 62.6

3.5 46 3.3 14.2

20 890 19 47.1

51 273 50 5.4

9.2 45 21 2.1

5.4 52 6.0 8.6

事業主体 便益の主な根拠

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

福井港海岸
直轄海岸保全施設整備事業
北陸地方整備局

想定浸水面積　：268ha
・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をは
かることができる。また、地震時における施設の安全性の向
上、浸水被害の危険性の低減をはかることができる。

事 業 名 総事業費
（億円）

三瀬大石海岸侵食対策事業
新潟県

浸水戸数   34戸
浸水面積    3ha
主要地方道佐渡一周線

・当海岸背後を走る県道佐渡一周線は沿岸住民の唯一の生活道
路である。
・小木港の沖防波堤の延伸により、羽茂川からの土砂供給が遮
断されている。
・地元の海岸への意識が高く、生活の場として海岸清掃を実施
している。
・当海岸は小佐渡県立自然公園に指定されている。

浅羽海岸侵食対策事業
静岡県

侵食面積   25ha
浸水戸数  235戸
浸水面積  427ha

・漁港事業との連携により効率的な事業執行が可能である。
・サンドバイパス事業であるため、浅羽海岸のみならず、侵食
が著しい遠州灘東部の海岸全域に効果をもたらす。
・海岸侵食の影響で、浜幅が狭くなったことにより、アカウミ
ガメの遡上・産卵にも影響が出ている。

宮城海岸高潮対策事業
沖縄県

浸水戸数  643戸
浸水面積   50ha

・現況天端高が計画天端高にくらべ3.9ｍ低く、災害の危険性
が高いため、所要の安全性を確保する。
・H13.10月台風21号の際に越波が生じるなど度々、被害が発生
している。このことから、高潮等被害防止のための海岸整備に
ついて、地元自治体から強い要望がある。
・当海岸の背後には北谷浄水場があり、浄水場施設が被災する
とその影響は全県的なものとなる。

市川海岸高潮対策事業
（都市海岸高度化事業）
千葉県

浸水面積  116ha
国道357号

・現況護岸高が計画波浪に対するうちあげ高に対し最大4.5mも
低く災害発生の危険性が高いため、所要の安全度を確保する必
要がある。
・背後地には広域的な影響がある国道357号、JR京葉線及び地
域にとって生命線となる千葉県行徳警察署が存在することから
ひとたび災害が発生した場合には、当地域に甚大な影響を与え
る。

野母南海岸高潮対策事業
長崎県

浸水戸数　 60戸
浸水面積　  1ha

・当海岸の護岸沿いには唯一の生活道路である主要地方道野母
崎宿線が存在する。
・台風の常襲地帯であり、また外洋に面していることから災害
の危険性の高い海岸である。
・毎年８月に前浜で夏祭りが開催されており地域の憩いの場と
なっている。

高田海岸高潮対策事業
大分県

浸水戸数  377戸
浸水面積   64ha

・当海岸は度重なる高潮や干満の大きい潮の影響により、基礎
地盤の吸出しが起き、堤体の天端陥没や漏水などが発生し危険
な状態である。
・また平成11年の台風では越波による被害が発生している。
・背後地は住宅が密集しており、沿岸住民の生命・財産を保護
するために早急な改修が必要である。

苫張海岸高潮対策事業
香川県

浸水戸数   31戸
浸水面積    4ha

・現況天端高が計画天端高にくらべ0.9ｍ以上低く、災害の危
険性が高いため、所要の安全性を確保する必要がある。
・冬期季節風及び台風の時期には毎年のように越波が発生し、
地元住民から早期の対策を望まれている。
・想定浸水区域内には、地域にとって唯一の生活道を有してい
る他、地域就労の中心施設である海苔加工工場や公民館等の重
要施設が存在しており、一旦被災した際は、地域の存続が危ぶ
まれる程の甚大な被害に繋がる可能性がある。

大福浦海岸高潮対策事業
愛媛県

浸水戸数   50戸
浸水面積    9ha

・台風常襲地帯であるが、現況天端高が計画天端高にくらべ
0.8ｍ低く、冬季季節風及び台風の時期には越波が頻発するな
ど災害発生の危険性が高いため、早急な安全性の確保が必要。
・既設の護岸は昭和30年代に整備された空石積の護岸であり、
老朽化も著しく危険な状態。
・背後地には多数の人家の他、地域にとって唯一の生活道路で
ある一般県道無月宇和島線を有しており、被災の際は地域に多
大な影響を及ぼす。

日置海岸高潮対策事業
和歌山県

浸水戸数   85戸
浸水面積    9ha
町役場
小・中学校

・越波対策については地域住民からも強い要望がある。海岸保
全基本計画策定に伴うヒアリングの際にも、日置川町から台風
来襲時の高波による砂利の打ち上げや越波による学校等の公共
施設や民家への被害が相次いでいるため、日々不安な状態で生
活しており、早急な対策を望むとの強い要請が上がっている。

本浦海岸高潮対策事業
山口県

浸水戸数　 37戸
浸水面積　 10ha

・台風の常襲地であり、H11.9月台風18号時には越波による浸
水被害が発生している。
・想定浸水区域内の地方道（県道）は、地域の唯一の生活道と
なっており、被災した場合は、地域の日常生活に大きな影響を
及ぼすため早急な対策が必要である。

小薮細川海岸高潮対策事業
愛知県

浸水戸数1,700戸
浸水面積　436ha

・当海岸の背後地は、海抜ゼロメートル地帯であり、養鰻場、
市街地が広がり、国道２４７号、名鉄三河線といった主要な交
通網が整備されている。当施設は築４０年以上経過し老朽化が
進み地盤沈下が進んでいる。さらに、この地層は東海・東南海
地震時に液状化が生じ、堤防崩壊による浸水被害が発生する可
能性が大きく地震災害時での堤防高さの確保が必要である。

磯津海岸高潮対策事業
三重県

浸水戸数　417戸
浸水面積　 14ha

・現況天端高が想定打上高にくらべ0.64ｍ低く、災害発生の危
険性が高いため、所要の安全性を確保する必要がある。
・既設護岸は海岸堤防耐震点検調査によると危険度最大（Ⅲ－
Ｄ）であり、2.91ｍ沈下する恐れがあるため、地震発生時には
危険な状態となっている。

・当地区は、災害発生時の避難場所及び避難路を含む地域であ
り、当該事業により住民の生命身体を保全する。

反保地区雪崩対策事業
島根県 保全人家8戸、町道 ・当地区は、災害発生時の避難路を含む優先度の高い地区であ

るため、当該事業により住民の生命身体を保全する。

吉野地区雪崩対策事業
京都府

保全人家11戸、公民館、府道、
町道

その他の指標による評価
事業主体 便益の主な根拠

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ 担当課
（担当課長名）

担当課
（担当課長名）

本省河川局砂防部
保全課海岸室

（室長　細見　寛）

本省河川局保全課
（課長　坂口 哲夫）



6.0 6.2 5.6 1.1
四国地方整備局
地域河川課

（課長　藤山　究）

3.3 20 3.2 1.3
関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）

2.4 24 5.8 4.2
北陸地方整備局
地域河川課

（課長　矢田　弘）

1.2 81 11 7.2

15 490 17 28.6

3.3 36 3.5 10.3

2.5 33 2.3 14.1
北海道開発局

港湾空港部港湾計画課
（課長　宮地　陽輔）

3.6 5.0 3.4 1.5

関東地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　増田　勝人）

3.6 97 3.4 28.7

6.6 12 6.2 2.0

5.1 70 4.5 15.5

1.0 5.2 0.98 5.3

0.81 4.1 0.75 5.4

13 859 12 73.1

3.9 46 3.7 12.6

16 76 16 4.9

1.5 5.1 1.5 3.4

2.4 108 2.3 46.9

近畿地方整備局
地域河川課

（課長　蒲原　潤一）
古座海岸局部改良事業
和歌山県

浸水戸数  133戸
浸水面積   16ha
国道42号

・越波対策については地域のみならず広域の住民からも強い要
望がある。台風来襲時の高波による砂利の打ち上げや越波によ
る国道４２号線の通行規制や民家への被害が相次いでいるた
め、日々不安な状態で生活しており、早急な対策を望むとの強
い要請が上がっている。

すさみ海岸局部改良事業
和歌山県

浸水戸数    9戸
浸水面積    2ha
国道42号

・越波対策については地域住民からも強い要望がある。当海岸
地区の口和深地区住民より、台風来襲時の高波による砂利の打
ち上げや越波による民家への被害や国道４２号線の閉鎖が相次
いでいるため、日々不安な状態で生活しており、早急な対策を
望むとの強い要請が上がっている。

・当海岸背後を走る国道８号は沿岸住民の唯一の生活道路であ
る。
・地元海岸への意識が高く、生活の場として海岸清掃を実施し
ている。
・平成15年12月19～20日にかけての暴風・波浪により２棟が床
上浸水した他、住宅５棟、倉庫等20棟が一部損壊し、12世帯33
人が自主避難した。

大比田海岸局部改良事業
福井県

侵食面積    1ha
浸水戸数   24戸
浸水面積    3ha

・当海岸に並行して、河野海岸有料道路があり、国道8号の唯
一のバイパスとして物流や観光等に密接に結びついているが、
越波により通行止めが頻発している。
・当海岸に流入する砂防河川上流に砂防が整備されたため、土
砂の供給量が急激に減少している。
・背後地に観光宿泊施設が存在し、海水浴場として砂浜の保
全・回復が海岸保全基本計画で位置付けられている。

中宿海岸局部改良事業
新潟県

浸水戸数    6戸
浸水面積    1ha
国道8号

長崎海岸環境整備事業
愛媛県

浸水戸数   13戸
浸水面積    4ha

・台風常襲地帯であるが、現況天端高が計画天端高にくらべ
0.2ｍ以上低く、また老朽化も著しいことから、冬季季節風及
び台風等による災害発生の危険性が高いため、所要の安全性を
確保する。
・背後地には、南予レクレーション都市公園及び唯一の生活道
路でもある国道56号を有しており、被災した際は地域に多大な
被害を及ぼす。
・海浜では、明治時代からの伝統行事である「立て干し網」が
行われており、県内外より多数の人々が訪れ賑わいを見せてい
るが、海浜へのアクセスが困難であり、防護と利用が一体と
なった海岸整備が望まれている。

阿古海岸局部改良事業
東京都

侵食戸数   48戸
侵食面積    5ha

・背後地には島民の重要な生活道路が存在し、侵食によりこの
道路が被災すると、島民の生活に重大な支障を及ぼす。平成１
４年の台風７号では、整備済みの護岸が倒壊し、背後の都道に
影響が出た。
・当海岸は、てんぐさやとこぶし等の良好な漁場になっている
ほか、サンゴ礁の生息地であるため、ダイバー等による利用も
多い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・背後に
は、噴火による災害で溶岩にのみこまれた旧阿古小学校が存在
し、噴火による被害がいかに大きなものであったかを今後に伝
えるものとして、重要な役割を果たしている。

大井川港海岸　利右衛門地区
局部改良事業
静岡県大井川町

想定浸水面積　：13ha

師崎港海岸　師崎地区
高潮対策事業
愛知県

想定浸水面積　：6.0ha

・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をは
かることができる。

波浮港海岸　波浮地区
局部改良事業
東京都

想定侵食面積　：1.7ha ・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安
全性を向上させることができる。

枝幸港海岸　本港地区
高潮対策事業
北海道枝幸町

想定浸水面積　：4.8ha

・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をは
かることができる。

想定浸水面積　：0.31ha

厳島港海岸　杉之浦地区
局部改良事業
広島県

想定浸水面積　：1.8ha

・既存施設の電動化、遠隔操作化を行うことにより、安全性の
向上をはかることができる。

・既存施設の電動化、遠隔操作化を行うことにより、安全性の
向上をはかることができる。

・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をは
かることができる。

・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をは
かることができる。

鵜殿港海岸　平島地区・鵜殿地区
高潮対策事業
三重県

想定浸水面積　：108ha

御波港海岸　御波地区
局部改良事業
島根県

丸尾港海岸　東岐波地区
高潮対策事業
山口県

想定浸水面積　：53ha ・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をは
かることができる。

中島港海岸　中島地区
局部改良事業
徳島県

想定浸水面積　：38ha ・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安
全性を向上させることができる。

・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をは
かることができる。

下田港海岸　下田地区
高潮対策事業
高知県

想定浸水面積　：17ha

富津港海岸　小島地区
高潮対策事業
熊本県河浦町

亀徳港海岸　亀徳地区
高潮対策事業
鹿児島県

想定浸水面積　：3.6ha ・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をは
かることができる。

想定浸水面積　：0.32ha ・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をは
かることができる。

中国地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　西田　芳浩）

九州地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　尾坐　巧）

四国地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　岡林　昭夫）

中部地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　佐藤　清）



総便益
（億円）

50 153 40 3.9

92 295 84 3.5

84 197 88 2.2

81 308 69 4.5

91 304 78 3.9

353 1,425 252 5.7

70 110 56 2.0

48 166 47 3.5

120 2,380 87 27.4

30 54 29 1.9

49 79 50 1.6

総便益
（億円）

35 71 29 2.4

43 83 37 2.2

73 132 66 2.0

24 51 25 2.0

150 372 126 3.0

120 307 93 3.3

30 84 25 3.3

18 67 21 3.2

18 126 17 7.4

54 127 45 2.8

【道路・街路事業】

（補助）

事 業 名

一般国道４号　金ヶ瀬拡幅
東北地方整備局

一般国道17号　渋川西バイパス
関東地方整備局

一般国道５０号　下館バイパス
関東地方整備局

（直轄）

事 業 名

一般国道５５号　牟岐バイパス
四国地方整備局

総事業費
（億円）事業主体

便益（Ｂ） 総費用
（Ｃ）
（億円）

一般国道３９１号 釧路東インター関
連
北海道開発局

担当課
（担当課長名）

事業主体

計画交通量：33,600台/日

・現道の混雑度が１．５であるが、当該事業の実施により１．
０未満に改善できる
・物流効率化の支援（重要港湾釧路港）、三次医療施設へのア
クセス向上

費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

便益の主な根拠

一般国道１０１号　五所川原西バイパ
ス
東北地方整備局

計画交通量:12,800台／日

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅
行速度の改善が期待される
・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利
便性が向上

計画交通量:36,400台／日

・現道の混雑度2.37であるが、当該事業の実施により混雑緩和
が見込まれる
・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられ
る区間の代替路を形成する

一般国道１３号　大野目交差点改良
東北地方整備局 計画交通量:46,600台／日

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅
行速度の
  改善が期待される
・広域道路整備基本計画の位置付けのある環状道路を形成する

計画交通量：35,400台/日

・円滑なモビリティの確保(現道における混雑時旅行速度が
20km/h未満である区間の改善が期待される)
・国土・地域ネットワークの構築（地域高規格道路「上信自動
車道」の位置づけあり）
・安全な生活環境の確保（事故危険箇所に指定されている交差
点の安全性の向上が期待される）

一般国道20号　新山梨環状道路（北部
区間）
関東地方整備局

計画交通量：31,800台/日

・円滑なモビリティの確保(現道等の年間渋滞損失時間の削減
が期待される)
・国土・地域ネットワークの構築（地域高規格道路の位置づけ
あり、日常活動圏中心都市へのアクセス向上）
・都市の再生（沿道まちづくりとの連携あり）

計画交通量：43,400台/日

・円滑なモビリティの確保(現道における混雑時旅行速度が
20km/h未満である区間の改善が期待される)
・個性ある地域の形成（筑西地方拠点都市地域構想を支援す
る）
・災害への備え（茨城県地域防災計画における第一次緊急輸送
路として支援する）

一般国道２１号　新太田橋拡幅
中部地方整備局 計画交通量：29,600台/日

・円滑なモビリティの確保、物流効率化の支援がなされる
・国土・地域ネットワークの形成、個性ある地域の形成がなさ
れる
・歩行者・自転車のための生活空間の形成がなされる
・安全で安心できるくらしの確保、災害への備え、地球環境の
保全がなされる

一般国道２３号　中勢道路（延伸）
【１２工区】
中部地方整備局

計画交通量：62,000台/日

・円滑なモビリティの確保、物流効率化の支援、都市の再生が
なされる
・国土・地域ネットワークの形成、個性ある地域の形成がなさ
れる
・地球環境の保全、生活環境の改善・保全がなされる

一般国道１１号　松山東道路（小坂高
架橋）
四国地方整備局

計画交通量：39,000台/日 ・バス路線の利便性向上が見込まれる
・重要港湾・主要観光地・３次医療施設へのアクセス向上

一般国道１０８号　前杉バイパス
秋田県 計画交通量： 7,900台／日 ・未改良区間の解消により物流効率化の支援が図られる。

・主要な観光地（鳥海国定公園）へのアクセスが改善される。

計画交通量：3,000台/日

その他の指標による評価
便益の主な根拠

一般国道１０１号　能代拡幅
秋田県 計画交通量：21,800台／日

・第三次救急医療施設（県立脳血管センター）へのアクセスが
改善される。
・主要な観光地（世界遺産白神山地）へのアクセスが改善され
る。

・現道における旅行速度の改善が期待される
・重要港湾・３次医療施設へのアクセス向上
・津波による現道被災時の代替性が確保される

一般国道２８７号　米沢北バイパス
山形県 計画交通量：15,900台／日

・現道の渋滞ポイント（成島交差点）が解消される。
・第三次救急医療施設（県立置賜総合病院）へのアクセスが改
善される。

Ｂ／Ｃ

一般国道１２５号　桜川バイパス
茨城県 計画交通量：13,500台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ
違い困難区間が改善）
・物流効率化の支援（重要港湾 鹿島港へのアクセス向上が見
込まれる）

一般国道４００号　下塩原バイパス
栃木県 計画交通量：7,700台／日

・防災への備え（事前通行規制区間の解消）
・安全で安心できるくらしの確保（３次医療施設（大田原赤十
字病院）へのアクセス向上が見込まれる）

一般国道１２６号　山武東総道路二期
千葉県 計画交通量：10,600台／日

・物流効率化の支援（重要港湾(鹿島港）、特定重要港湾（千
葉港）へのアクセス向上が見込まれる）
・安全で安心できるくらしの確保（３次医療施設（国保旭中央
病院）へのアクセス向上が見込まれる）

一般国道３５６号　篠原拡幅
千葉県 計画交通量：35,900台／日

・円滑なモビリティの確保（現道における混雑時旅行速度
20km/h未満の区間の改善が期待される）
・都市の再生（都市再生プロジェクトである利根川下流高規格
堤防整備事業を支援する）

一般国道１４１号　臼田～野沢バイパス
長野県 計画交通量：22,000台／日

・円滑なモビリィティの確保(長野新幹線佐久平駅へのアクセ
ス向上が見込まれる。）
・災害への備え（地域防災計画に緊急輸送路として位置づけ）

一般国道１１３号　乙バイパス
新潟県 計画交通量：11,200台/日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する。）
・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に
位置づけあり）

一般国道３５３号　石黒バイパス
新潟県 計画交通量：1,200/日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する。）
・災害への備え（近隣市へのルートが１つしかなく、災害によ
る１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する。）

担当課
（担当課長名）

本省
道路局国道・防災課
（課長　中島　威夫）

本省
道路局国道・防災課
（課長　中島　威夫）
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一般国道４０３号　亀田新津道路
新潟県 計画交通量：16,400台/日

・国土・地域ネットワークの構築（当該路線が隣接した日常活
動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。）
・個性ある地域の形成（拠点開発プロジェクト、地域連携プロ
ジェクト、大規模イベントを支援する。）

一般国道３０５号　金沢外環状道路
（Ⅱ期）
石川県

計画交通量：48,100台/日

・円滑なモビリティの確保（現道等における混雑時旅行速度が
20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待できる。）
・物流の効率化の支援（重要港湾もしくは特定重要港湾へのア
クセス向上が見込まれる。）

一般国道１５６号　福島バイパス
岐阜県 計画交通量：3,100台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する）
・個性ある地域の形成（観光地である世界遺産白川郷合掌造り
集落へのアクセス向上が期待される）

一般国道１５０号　志太～榛南バイパ
ス
静岡県

計画交通量：21,900台／日 ・円滑なモビリティの確保（現道等における旅行速度の改善）
・物流効率化の支援（清水港、御前崎港へのアクセス向上）

一般国道３６２号　青部バイパス
静岡県 計画交通量：6,500台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消）
・災害への備え（防災点検による通行規制等が解消）

一般国道２４７号　常滑～美浜バイパ
ス
愛知県

計画交通量：13,000台／日

・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画において緊急
輸送道路に指定有り）
・円滑なモビリティの確保（中部国際空港へのアクセスが改
善）

一般国道２４７号　碧南～西尾拡幅
愛知県 計画交通量：29,200台／日

・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画において緊急
輸送道路に指定有り）
・円滑なモビリティの確保（中部国際空港へのアクセスが改
善）

一般国道305号　河内～奥野々道路
福井県 計画交通量：1,500台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における交通不能区
間が解消される）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセスの向上が期
待される）

一般国道３０７号　長野バイパス
滋賀県 計画交通量：14,700台／日

・円滑なモビリティの確保（利便性の向上が期待できるバス路
線が存在する）
・災害の備え（現道の防災点検要対策箇所が解消される）

一般国道４２２号　大石東バイパス
滋賀県 計画交通量：7,600台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道の大型車すれ違い困難
箇所が解消される）
・災害の備え（現道の防災点検要対策箇所が解消される）

一般国道３０７号　青谷道路
京都府 計画交通量：10,400台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難箇所（W=4.5m）を解消する）
・円滑なモビリティの確保（利便性の向上が期待できるバス路
線が存在する）

一般国道４８２号　丹後弥栄道路
京都府 計画交通量：4,500台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難箇所W=4.0mを解消する）
・災害の備え（現道の防災点検要対策箇所が解消される）

一般国道２号　和坂拡幅
兵庫県 計画交通量：43,600台／日

・円滑なモビリティの確保（利便性の向上が期待できるバス路
線が存在する）
・安全な生活環境の確保（歩道がない場合又は狭小区間に歩道
が設置される）

一般国道３７２号　社バイパス
兵庫県 計画交通量：11,000台／日

・円滑なモビリティの確保（現道の混雑時旅行速度が20km/hで
ある区間の旅行速度の改善が期待される）
・災害への備え（緊急輸送路ネットワーク計画にとしての位置
づけが有る）

一般国道４８８号　長沢バイパス
島根県 計画交通量：1,000台／日

・国土、地域のネットワークの構築（日常活動圏の中心都市
（益田市）へのアクセス向上が見込まれる）
・安全で暗視できる暮らしの確保（二次医療施設へのアクセス
向上が見込まれる）

一般国道３２２号 甘木大刀洗バイパ
ス
福岡県

計画交通量：8,400台／日

・円滑なモビリティの確保（新幹線久留米駅へのアクセスが改
善）
・国土・地域ネットワークの構築（大型車のすれ違い困難区間
の解消）

一般国道３８５号 五ヶ山ダム付替道
路
福岡県

計画交通量：5,900台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が期待
される）

一般国道４４４号 寺井津バイパス
佐賀県 計画交通量：8,000台／日 ・物流効率化の支援（佐賀空港へのアクセスが改善）

・個性ある地域の形成（佐野記念公園へのアクセス向上）

一般国道３８４号 大浦バイパス
長崎県 計画交通量：2,500台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ
違い困難区間を解消する）
・その他（合併後の中心地とのアクセス向上）

一般国道２１９号　園元バイパス
宮崎県 計画交通量：16,500台／日

・物流効率化の支援（宮崎港へのアクセスが改善）
・個性ある地域の形成（主要な観光地、西都原古墳群へのアク
セスが向上）

一般国道３２５号 鹿本拡幅
熊本県 計画交通量：22,600台／日

・円滑なモビリティの確保（第二種空港の熊本空港へのアクセ
ス向上）
・都市の再生（広域道路整備基本計画に位置づけあり）

一般国道３８７号 町田バイパス
大分県 計画交通量：4,000台／日

・安全な生活環境の確保（路肩さえない小中学校、幼稚園への
通学路の危険性解消）
・国土・地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ
違い困難区間を解消する）

一般国道４４８号　名谷バイパス
宮崎県 計画交通量：1,300台／日

・災害への備え（災害による道路寸断に伴う孤立集落が解消）
・国土・地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ
違い困難区間の解消）

一般国道５０４号 祓川拡幅
鹿児島県 計画交通量：4,200台／日

・円滑なモビリティの確保（最寄の第二種空港（鹿児島空港）
へのアクセス向上
・物流効率化の支援（大隅半島は農林水産業が主要産業であ
り,流通の利便性向上が見込まれる。）

本省
道路局国道・防災課
（課長　中島　威夫）
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一般国道５０４号 泊野道路
鹿児島県 計画交通量：8,000台／日

・円滑なモビリティの確保（最寄の第二種空港（鹿児島空港）
へのアクセス向上
・国土・地域ネットワーク（地域高規格道路の位置づけあり）

一般国道５０４号 西光寺道路
鹿児島県 計画交通量：25,900台／日

・円滑なモビリティの確保（大隅半島地域,都城地域から鹿児
島空港へのアクセス性の向上）
・都市の再生（広域道路整備基本計画の交流促進型の広域道路
「国分隼人環状道路」）

一般国道２６３号
三瀬トンネル有料道路（２期）
佐賀県道路公社

計画交通量：7,000台／日
・物流効率化の支援（特定重要港湾へのアクセスが改善）
・国土地域ネットワークの構築（大型車のすれ違い困難区間の
解消）

一般国道３号　砂津拡幅
福岡県北九州市 計画交通量：25,600台／日

・円滑なモビリティの確保（バス路線の利便性向上）
・国土・地域ネットワークの構築（門司区方面と小倉都心部の
アクセス向上）

一般国道２１１号　第１工区
福岡県北九州市 計画交通量：30,400台／日 ・円滑なモビリティの確保（バス路線の利便性向上）

・都市の再生（土地区画整理事業の連携）

主要地方道長崎南環状線
ながさき女神大橋道路
長崎県道路公社

計画交通量：3,700台／日

・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が20km/h未満であ
る区間の改善）
・物流効率化の支援（重要港湾長崎港へのｱｸｾｽ向上、港湾直轄
事業との交流連携事業)

主要地方道　岩見沢月形線
北海道 計画交通量：6,370台/日

・物流効率化の支援（25ｔ車両もしくはISO規格背高海上コン
テナ輸送車が通行できない区間を解消する）
・国土地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ
違い困難区間を解消する）

計画交通量：16,400台/日

・円滑なモビリティの確保（国道36号線(大曲交差点)の混雑時
旅行速度（H11ｾﾝｻｽ13.6km/h）の改善が期待できる）
・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市（札幌
市）へのアクセス向上が見込まれる）

一般道道　倶多楽湖公園線
北海道 計画交通量：8,060台/日

・円滑なモビリティの確保（現道等に、当該路線の整備により
利便性の向上の期待できるバス路線が存在する）
・個性ある地域の形成（主要な観光地（登別温泉）へのアクセ
ス向上が期待できる）

一般道道　仁別大曲線
北海道

主要地方道　西野真駒内清田線
北海道札幌市 計画交通量：12,300台/日

・円滑なモビリティの確保（現道等に、当該路線の整備により
利便性の向上の期待できるバス路線が存在する）
・個性ある地域の形成（主要な観光地（冬季観光施設）へのア
クセス向上が期待できる）

市道　花川南５条通
北海道石狩市 計画交通量：8,610台/日

・円滑なモビリティの確保（現道等に、当該路線の整備により
利便性の向上の期待できるバス路線が存在する）
・歩行者・自転車のための生活空間の形成（自転車利用空間の
整備により歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待
できる）

一般県道　上久我都賀栃木線
栃木県 計画交通量：1,200台/日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する）
・個性ある地域の形成（特別立法（水源地域対策特別措置法）
に基づく事業である）

一般県道　船橋行徳線
千葉県 計画交通量：7,700台/日

・都市の再生(都市再生プロジェクト（東京外かく環状道路）
を支援する事業である）
・個性ある地域の形成（河川(江戸川)により一体的発展が阻害
されている地区を解消する）

一般都道　淵上日野線
東京都 計画交通量：30,400台／日

・国土・地域ネットワークの構築（地域高規格道路（新滝山街
道）の位置付けあり）
・都市の再生(都市再生プロジェクト（首都圏中央連絡自動車
道）を支援する事業である）

一般県道　長竹川尻線
神奈川県 計画交通量：30,000台／日

・都市の再生(都市再生プロジェクト（首都圏中央連絡自動車
道）を支援する事業である）
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する）

町道　林長野原線
群馬県長野原町 計画交通量：3,400台／日

・個性ある地域の形成（新規整備の公共公益施設（JR長野原草
津口駅、バスターミナル）へ直結する道路である）
・個性ある地域の形成（特別立法（水源地域対策特別措置法）
に基づく事業である）

市道　田谷線
神奈川県横浜市 計画交通量：3,200台／日 ・都市の再生(都市再生プロジェクト(首都圏中央連絡自動車

道)を支援する事業である）

市道　あさひ荘苑・福増線
石川県松任市 計画交通量：17,000台／日

・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市(金沢
市)へのアクセス向上が見込まれる）
・他のプロジェクトとの関係（大規模道路事業(地域高規格道
路(金沢外環状道路))との一体的整備）

一般県道　甲南インター線
滋賀県 計画交通量：4,290台/日

・他のプロジェクトとの関係（大規模道路事業(第二名神高速
道路甲南パーキングエリア)との一体的整備）
・個性ある地域の形成(主要な観光地へのアクセス向上が期待
できる)

主要地方道　大阪和泉泉南線
大阪府 計画交通量：12,800台/日

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する）
・個性ある地域の形成(特別立法(原子力発電施設等立地地域に
関する特別措置法)に基づく事業である)

町道　大谷連絡線
和歌山県 計画交通量：11,800台/日

・個性ある地域の形成（主要な観光地(高野山)へのアクセス向
上が見込まれる）
・他のプロジェクトとの関係（大規模道路事業(京奈和自動車
道かつらぎIC(仮称))との一体的整備）

九州地方整備局
地域道路課

（課長　西川　勝義）

関東地方整備局
道路部地域道路課
(課長　櫛引　繁雄)

本省
道路局国道・防災課
（課長　中島　威夫）

関東地方整備局
道路部地域道路課
(課長　櫛引　繁雄)

近畿地方整備局
道路部地域道路課
(課長　田口　定一)

北海道開発局
建設部地方整備課
(課長　吉井　厚志)
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120 206 102 2.0

12 30 10 3.0
本省道路局

地方道・環境課
(課長　森永　教夫)

49 143 43 3.3

20 38 16 2.4

27 101 32 3.2
九州地方整備局
道路部地域道路課
(課長　西川　勝義)

44 291 49 5.9

20 29 17 1.7

18 23 15 1.5

20 38 16 2.4

7.2 12 6.2 1.9

9.0 19 7.9 2.4

7.5 15 7.4 2.0

23 24 21 1.1

19 25 17 1.5

26 47 26 1.8

7.0 11 6.0 1.8

23 342 22 15.5

28 118 24 5.0

46 41 38 1.1

中央通(登別市)
北海道

・円滑なモビリティの確保(整備区間にバス路線が存在し利便
性の向上が図られる)
・物流効率化の支援(特定重要港湾室蘭港へのアクセス向上が
見込まれる)
・都市の再生(市街地の都市計画道路網密度が向上する)

斜里網走通外１
北海道 計画交通量：7,000台／日

・円滑なモビリティの確保(整備区間にバス路線が存在し利便
性の向上が図られる)
・都市の再生(区画整理等と連携し沿道のまちづくりに寄与す
る)
・個性ある地域の形成(道内の主要な観光地である知床へのア
クセス向上が期待される）

計画交通量：20,200台／日

一般県道　上井北条線
鳥取県 計画交通量：6,100台/日

・国土･地域ネットワークの構築(日常活動圏中心都市(倉吉市)
へのアクセス向上が見込まれる)
・都市の再生(区画整理(上井羽合線沿線地区区画整理事業)と
の連携あり)

主要地方道　矢野安浦線
広島県 計画交通量：14,000台/日

・物流効率化の支援(特定重要港湾(広島港)へのアクセス向上
が見込まれる）
・国土・地域ネットワークの構築（日常生活圏中心都市(広島
市)へのへのアクセス向上が見込まれる)

主要地方道　宇和三間線
愛媛県 計画交通量：7,500台／日

・他プロジェクトとの関係（大規模道路事業(四国横断自動車
道三間IC(仮称)との一体的整備）
・物流効率化の支援(重要港湾(宇和島港)へのアクセス向上が
見込まれる)

一般県道　岩城弓削線
(上島架橋・佐島大橋工区)
愛媛県

計画交通量：1,500台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における交通不能区
間を解消する）
・個性ある地域の形成(特別立法(離島振興法)に基づく事業で
ある)
　(離島架橋)

市道　喜田村新谷線
愛媛県今治市 計画交通量：4,600台／日

・他プロジェクトとの関係（大規模道路事業(今治小松自動車
道今治朝倉IC（仮称）との一体的整備）
・物流効率化の支援（重要港湾(今治港)へのアクセス向上が見
込まれる）

一般県道　本吉小川線
福岡県 計画交通量：4,200台／日

・個性ある地域の形成(主要な観光地(柳川市)へのアクセス向
上が期待
　できる)
・他プロジェクトとの関係(他機関との連携プログラム（満足
シティ構
　想)に位置づけられている）

一般県道　直方鞍手線
福岡県 計画交通量：6,500台／日

・物流効率化の支援(特定重要港湾(博多港,北九州港)へのアク
セス向上が見込まれる）
・個性ある地域の形成(地域連携プロジェクト(メガトロビジネ
スタウン構想)を支援する

一般県道　鐘ヶ江酒見間線
福岡県 計画交通量：15,700台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する）
・他のプロジェクトとの関係(大規模道路事業(有明海沿岸道
路)との一体的整備）

町道　鷹の羽畑瀬線
佐賀県富士町 計画交通量：900台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する）
・個性ある地域の形成（特別立法(水源地域対策特別措置法)に
基づく事業である)

一般県道　青方港魚目線
長崎県 計画交通量：4,810台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する）
・個性ある地域の形成(特別立法(離島振興法)に基づく事業で
ある)

市道　竹敷昼ヶ浦線
長崎県対馬市 計画交通量：600台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する）
・個性ある地域の形成(特別立法(離島振興法)に基づく事業で
ある)

市道　八幡芦辺線
長崎県壱岐市 計画交通量：1,290台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する）
・個性ある地域の形成(特別立法(離島振興法)に基づく事業で
ある)

主要地方道　川内串木野線
鹿児島県 計画交通量：3,560台／日

・物流効率化の支援（重要港湾(川内港)へのアクセス向上が見
込まれる）
・個性ある地域の形成(特別立法(原子力発電施設等立地地域に
関する特別措置法)に基づく事業である)

一般県道　国上安納線
鹿児島県 計画交通量：410台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困
　難区間を解消する）
・個性ある地域の形成(特別立法(離島振興法)に基づく事業で
ある)

一般県道　野間島間港線
鹿児島県 計画交通量：1,080台／日

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のす
れ違い困難区間を解消する）
・個性ある地域の形成(特別立法(離島振興法)に基づく事業で
ある)

一般県道 白浜南風見線
沖縄県 計画交通量：　2,300台／日

・個性ある地域の形成(主要な観光地(由布島)へのアクセス向
上が期待される）
・個性ある地域の形成(特別立法(沖縄振興特別措置法)に基づ
く事業である)

市道　州崎幹線５号線
沖縄県具志川市 計画交通量：1,560台/日

・物流の効率化の支援(重要港湾(中城湾港)へのアクセス向上
が見込まれる）
・個性ある地域の形成(特別立法(沖縄振興特別措置法)に基づ
く事業である)

村道　中央残波線
沖縄県読谷村 計画交通量：17,400台/日

・個性ある地域の形成（主要な観光地(読谷ﾆﾗｲｶﾅｲﾘｿﾞｰﾄ地域)
へのアクセス向上が期待される）
・個性ある地域の形成(特別立法(沖縄振興特別措置法)に基づ
く事業である)

四国地方整備局
道路部地域道路課
(課長　恒石　和義)

九州地方整備局
道路部地域道路課
(課長　西川　勝義)

沖縄総合事務局
道路建設課

 （課長　松浦　利之)

中国地方整備局
道路部地域道路課
(課長　山田　周一)

北海道開発局
事業振興部
都市住宅課

(課長　相馬　和則)



50 207 40 5.2

北海道開発局
事業振興部
都市住宅課

(課長　相馬　和則)

150 234 120 2.0

39 38 32 1.2

53 75 45 1.7

110 576 83 6.9

35 125 27 4.6

東北地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　田中　政幸）

58 103 39 2.6

60 88 46 1.9

34 293 30 9.8

27 67 24 2.8

360 997 321 3.1

147 368 135 2.7

420 760 380 2.0

90 135 77 1.8

80 188 68 2.8

100 413 96 4.3

107 449 97 4.6

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

124 185 89 2.1

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

390 555 344 1.6

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

計画交通量：6,500台／日

踏切交通遮断量：11万台時／日
・都市圏の交通の円滑化の推進
・中心市街地の活性化
・鉄道により一体的発展が阻害されている地区を解消

昭和橋
北海道旭川市 計画交通量：11,400台／日

・円滑なモビリティの確保(踏切の除却により交通改善が見込
まれる)
・都市の再生(市街地の都市計画道路網密度が向上する)
・国土・地域ネットワークの構築(現道の交通不能区間を解消
する)

花咲通
北海道旭川市 計画交通量：16,400台／日

・円滑なモビリティの確保(ＪＲ旭川駅へのアクセス向上が見
込まれる)
・都市の再生(市街地の都市計画道路網密度が向上する)
・国土・地域ネットワークの構築(橋梁整備により交通不能区
間を解消する)

ＪＲ函館本線連続立体交差事業
（野幌駅付近）
北海道

・円滑なモビリティの確保(踏切の除却により交通改善が見込
まれる)
・都市の再生(市街地の都市計画道路網密度が向上する)
・国土・地域ネットワークの構築(日常活動圏都市へのアクセ
ス向上が見込まれる)

出雲通
北海道八雲町

・円滑なモビリティーの確保(混雑時旅行速度が20km／h未満で
ある区間の旅行速度の改善等)
・物流効率化の支援(重要港湾へのアクセス向上効果等)
・都市再生(広域道路整備基本計画に位置付けのある環状道路
が形成されることによる効果等)

白銀市川環状線（中居林）
青森県 計画交通量：17,700台／日

・円滑なモビリティーの確保(混雑時旅行速度が20km／h未満で
ある区間の旅行速度の改善、新幹線駅へのアクセス向上等)
・都市再生(広域道路整備基本計画に位置付けのある環状道路
が形成されることによる効果等)
・個性ある地域の形成(特別立法に基づく地域連携プロジェク
ト支援等)

内環状線（石江）
青森県 計画交通量：17,200台／日

平磐城線
福島県 計画交通量：28,190台／日

・物流効率化の支援（重要港湾小名浜港へのアクセス向上）
・都市再生（小名浜市街地の活性化を支援）
・個性ある地域の形成（小名浜港内の大型観光施設へのアクセ
ス向上）

東部幹線外１線
福島県 計画交通量：16,117台／日

・円滑なモビリティーの確保（利便性の向上が期待できるバス
路線の存在）
・都市再生（広域道路整備基本計画に位置付けのある環状道路
を形成）
・安全で安心できる暮らしの確保（二時医療施設へのアクセス
向上が見込まれる）

越谷吉川線（越谷工区）
埼玉県 計画交通量：12,885台／日

・利便性の向上が期待されるバス路線が存在
・区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり
・日常生活圏中心都市へのアクセス向上

草加三郷線（西袋工区）
埼玉県 計画交通量：28,955台／日

・広域道路整備基本計画に位置付けあり
・区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり
・DID区間内都市計画道路網の密度向上

放射第３５号線
東京都 計画交通量：35,000台／日

・都市の再生（DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地
の都市計画道路網密度が向上する）
・国土・地域（日常活動圏中心都市（池袋）へのアクセス向上
が見込まれる）
・無電柱化による美しい町並みの形成（電線類地中化５ヵ年計
画に位置づけあり、市街地の幹線道路において新たに無電柱化
を達成する）

環状第２号線（晴海）
東京都 計画交通量：50,000台／日

・都心と臨海部を結ぶ幹線道路整備による、周辺道路の渋滞解
消
・緊急整備地域内の幹線道路整備による、周辺地域開発の整備
促進。
・豊洲、晴海間の橋梁整備に伴う、緊急避難路の確保

環状第2号線（汐留）
東京都 計画交通量：32,500台／日

・都市の再生
・活力ある国土・地域（臨海部と都心部とのアクセス向上が図
られる。）
・円滑なモビリﾃィの確保（環状方向の幹線道路整備による交
通渋滞の解消。）

環状第５の１号線（戸山）
東京都 計画交通量：45,000台／日

・都市再生（渋谷・新宿・池袋の３副都心を結ぶ重要な幹線道
路である明治通りの渋滞を解消することで副都心の都市再生を
支援する事業である）
・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が２０ｋｍ／ｈ未
満である区間の旅行速度の改善が期待される）

環状第５の１号線（神宮前）
東京都 計画交通量：45,000台／日

・都市再生（渋谷・新宿・池袋の３副都心を結ぶ重要な幹線道
路である明治通りの渋滞を解消することで副都心の都市再生を
支援する事業である）
・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が２０ｋｍ／ｈ未
満である区間の旅行速度の改善が期待される）

東京八王子線(牟礼）
東京都 計画交通量：24,000台／日

・都市の再生（DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地
の都市計画道路網密度が向上する）
・円滑なモビリティの確保（当該路線の整備により利便性の向
上が期待できるバス路線が存在する）
・活力ある地域（都心と多摩地域の結節強化など日常活動圏中
心都市へのアクセス向上が見込まれる）

府中所沢線（西武拝島線）
東京都 計画交通量：36,000台／日

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満
である区間の旅行速度の改善等）
・都市の再生（ＤＩＤ区域内の都市計画道路整備であり、市街
地の都市計画道路網密度が向上する
・無電柱化による美しい町並みの形成（対象区間が電線類地中
化５ヶ年計画に位置づけ有り等）   等

道場三室線
埼玉県さいたま市 計画交通量：24,200台／日

・円滑なモビリティーの確保（現道等における混雑時旅行速度
が２０ｋｍ／ｈ未満である区間の旅行速度の改善が期待され
る。）
・災害への備え（緊急輸送道路（国道４６３号及び県道さいた
ま鴻巣線）が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる
区間の代替路線を形成
・生活環境の改善・保全（自動車からのＮＯ2排出削減率１
２％）

ＪＲ北陸本線等連続立体交差事業
（富山駅付近）
富山県

計画交通量：90,000台／日
・都市圏の交通の円滑化の推進
・中心市街地の活性化
・鉄道により一体的発展が阻害されている地区を解消

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

東北地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　田中　政幸）



17 53 13 4.1

中部地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　筒井　祐治）

134 191 104 1.8

81 279 75 3.7

70 1,007 58 17.4

中国地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　石﨑　隆弘）

290 312 201 1.6

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

16 36 13 2.7

九州地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　栗田　泰正）

148 209 117 1.8

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

68 287 64 4.4

沖縄総合事務局
開発建設部
建設行政課

（課長　村山　継）

総便益
（億円）

18 8.0 5.0 1.6

本省
都市・地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

106 103 34 3.1

38 41 17 2.5

57 35 20 1.8

21 10 5.4 1.9

265 18 11 1.6
本省都市・地域整備局

市街地整備課
（課長　竹内　直文）

26 10 6.0 1.6

31 0.78 0.47 1.7

248 192 107 1.8

本省
都市・地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

102 111 29 3.8

151 46 26 1.8

31 20 13 1.6

本省
都市・地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

28 25 10 2.4

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

111 69 37 1.9
北陸地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　田村　英之）

費用
（Ｃ）
（億円）

御所下和田名線
鹿児島県鹿児島市 踏切交通遮断量：11万台時／日

・現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/
日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される
・市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり
・鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消
する

奥町木場町線（松山工区）
長崎県福江市 計画交通量：1,500台／日

便益（Ｂ）

国際センター線
沖縄県浦添市

・都市の再生（区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり）
・個性ある地域の形成（地域連携プロジェクトの支援に関する
効果等）
・他のプロジェクトとの関係（都市計画道路整備プログラムに
位づけられている）

【土地区画整理事業】

計画交通量：11,800台／日

・都市計画道路が整備されることにより、京王電鉄、ＪＲ横浜
線及び都市計画河川で分断された周辺地域との連絡道路が改善
され、交通の利便性が向上する。

・すれ違い不能道路の解消や通学路の安全確保、災害時の避難
道路の確保ができる。
・駅へのアクセスが向上するとともに、鉄道を挟んだ駅前地区
との連携を図り商業の振興が図られる。

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）駒林土地区画整理事業

駒林土地区画整理組合 計画交通量：9,044台 ・公共交通機関の利用の促進に資する
・中心市街地へ至る道路の混雑が解消される

東浦和第二土地区画整理事業
埼玉県さいたま市 計画交通量：18,600台

・幅員６m以上の道路がないため消化活動ができない地区が存
在する。
・公園や公共・共益施設の集中立地した防災安全街区等の避難
拠点が整備される。
・関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり。

打越土地区画整理事業
東京都八王子市 計画交通量：19,000台

担当課
（担当課長名）

・円滑なモビリティの確保（現道等における混雑時旅行速度が
20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。）（特
別立法（離島振興法）に基づく事業である）
・安全な生活環境の確保（当該区間の自動車交通量が1,000台
/12hかつ歩行者交通量100人/日以上の場合において歩道がない
区間に歩道が設置される。）

金光船穂倉敷線
岡山県 計画交通量：21,000台／日

ＪＲ予讃線連続立体交差事業
（松山駅付近）
愛媛県

踏切交通遮断量：8万台時／日
・都市圏の交通の円滑化の推進
・中心市街地の活性化
・鉄道により一体的発展が阻害されている地区を解消

深川駅北土地区画整理事業
北海道深川市 計画交通量：4,928台

・物流効率化の支援（水島港へのｱｸｾｽ向上が見込まれる）
・都市の再生（区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり）
・国土・地域ﾈｯﾄﾜｰｸの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難箇所が改善される）

名古屋半田線（名和南部工区）
愛知県東海市 計画交通量：19,242台／日

・物流効率化の支援（大型車両が通行できない区間を解消す
る）
・都市圏の交通円滑化の推進（現道の混雑旅行速度２０ｋｍ／
ｈ未満が改善される）
・災害への備え（緊急輸送道路として位置づけられている）

布袋駅東線
愛知県 計画交通量：56,000台／日

・都市の再生（区画整理事業との連携有り、ＤＩＤ区域内の都
市計画道路整備）
・個性ある地域の形成（鉄道により一体的発展が阻害されてい
る江南駅地区の解消）

梅津太秦線
京都府京都市 踏切交通遮断量：4万台時／日

・円滑なモビリティーの確保（現道における踏切交通遮断量が
10,000台時／日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる）

弘前駅前北地区土地区画整理事業
青森県弘前市 計画交通量：1,800台

・中心市街地の活性化
・地域づくりの支援
・道路の防災対策・危機管理の充実

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
事業主体 便益の主な根拠

事 業 名 総事業費
（億円）

東根市神町北部土地区画整理事業
東根市神町北部土地区画整理組合 計画交通量：2,051台 ・無秩序な市街化の防止

・公共公益施設（小学校）用地の確保

中央土地区画整理事業
栃木県足利市 計画交通量：9,700台

・街区の再編、低未利用地の入れ替え・集約が行われ、中心市
街地の活性化が図られる
・地区計画等により宅地の良好な環境を有する市街地の形成を
図る

田沼北土地区画整理事業
栃木県田沼町 計画交通量：5,900台

・中心市街地へ至る現道の混雑度が緩和され、中心市街地が活
性化される
・幅員６ｍ以下の道路が解消され、防災上の安全確保を図る

中根・金田台特定土地区画整理事業
都市基盤整備公団 計画交通量：35,500台

・つくばエクスプレスの沿線開発の一環として、スプロールを
未然に防止し、計画的な市街地形成を図り、首都圏の住宅地供
給を推進し、併せて地域の振興が諮られる。

広田中央土地区画整理事業
埼玉県川里町 計画交通量：10,000台 ・交通渋滞が解消され走行時間が短縮される。

中野中央土地区画整理事業
東京都八王子市 計画交通量：5,700台

・都市計画道路の整備により、周辺交通の円滑化につながり、
また震災時の避難路・避難場所が確保されて防災性が向上する
とともに、大雨時の冠水も解消され、良好な住環境が創出され
る。

日野駅北土地区画整理事業
日野駅北土地区画整理組合 計画交通量：10,000台 ・対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけられている。

大網駅東土地区画整理事業
千葉県大網白里町 計画交通量：8,000台

・中心市街地で行う事業であり、街区の再編、低未利用地の入
れ替え・集約を行う。
・区域内の都計道及び区画道路全線について、電線類地中化事
業を行い、空間利用を図る。

上越市新幹線新駅地区土地区画整理事
業
新潟県上越市

計画交通量：27,600台
・北陸新幹線開業に合わせた駅前広場を含む都市基盤整備が図
られる。
・鉄道により一体的発展が阻害されている地区が解消される。

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

東北地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　田中　政幸）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）



69 89 25 3.5
北陸地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　田村　英之）

70 111 50 2.2

77 11 5.6 2.0

58 31 19 1.6

21 5.1 3.3 1.5

96 46 28 1.6

49 7.6 5.1 1.5

94 70 44 1.6
近畿地方整備局
都市整備課

（課長　新階　寛恭）

28 27 13 2.0
中国地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　石崎　隆弘）

47 60 21 2.9

81 81 52 1.6

40 20 6.1 3.2

126 79 18 4.3

111 200 54 3.7

総便益
（億円）

148 612 346 1.8

300 502 296 1.7

806 1903 984 1.9

93 255 65 4.0

114 468 115 4.1

199 405 202 2.0

60 185 75 2.5

94 205 128 1.6

52 77 56 1.4

23 90 29 3.0

84 105 84 1.3

116 311 122 2.6

18 57 22 2.6

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）便益の主な根拠

周辺10kmの価上昇
区域内施設（延床面積　約
19,100㎡）の収益向上

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

大橋地区
東京都

周囲10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積約99,900
㎡）の収益向上

東村山駅西口地区
東村山駅西口地区市街地再開発組合

周囲10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積約28,500
㎡）の収益向上

東池袋四丁目第２地区
都市基盤整備公団

周囲10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積約82,400
㎡）の収益向上

周囲10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約179,100
㎡）の収益向上

【市街地再開発事業】

事 業 名 総事業費
（億円）事業主体

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

寝屋川市駅東地区
都市基盤整備公団

周囲10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積約26,000
㎡）の収益向上

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

船橋本町１丁目
千葉県船橋市

西新宿八丁目成子地区
西新宿八丁目成子地区市街地再開発組
合

長野銀座Ｄ－１
長野県長野市

阪神尼崎駅南
兵庫県尼崎市

周辺10kmの価上昇
区域内施設（延床面積　約
14,100㎡）の収益向上

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

周辺10kmの価上昇
区域内施設（延床面積　約
30,300㎡）の収益向上

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

周辺10kmの価上昇
区域内施設（延床面積　約
43,600㎡）の収益向上

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

担当課
（担当課長名）

長岡駅東土地区画整理事業
長岡駅東土地区画整理組合 計画交通量：20,900台 ・シンボルロードの整備により、交通円滑化が推進される。

・都市基盤の整備により、安全な生活環境の確保が図られる。

清水三保羽衣土地区画整理事業
（仮称）静岡市清水三保羽衣土地区画
整理組合

計画交通量：5,460台

・電線類地中化５ヶ年計画に位置付け
・地区計画等による宅地の良好な環境形成
・消防活動困難区域の解消
・土地区画整理事業効果：1.59

中瀬南部土地区画整理事業
浜北市中瀬南部土地区画整理組合 計画交通量：7,000台

・地域づくりの支援事業（第二東名自動車道関連事業）である
・通学路の確保による安全な生活環境の形成
・地区計画等による宅地の良好な環境形成
・土地区画整理事業効果：1.50

常滑駅周辺土地区画整理事業
愛知県常滑市 計画交通量：12,800台

・中部国際空港が立地する本市の中心市街地（商業系用途）で
ある名鉄常滑駅周辺において行う事業である。
・本事業により、都市計画道路や駅前広場等公共施設の整備改
善を図るとともに、これら公共施設や本地区を経由する中部国
際空港連絡鉄道と整合した街区の再編を行う。

刈谷野田北部土地区画整理事業
愛知県刈谷市 計画交通量：741台

・JR東海道本線の新駅設置に伴い、駅前広場及び都市計画道路
野田北線を整備することで、新駅へのアクセス機能を確保し、
公共交通機関の利用を促進する。

日進米野木駅前特定土地区画整理事業
日進米野木駅前特定土地区画整理組合 計画交通量：51,600台 ・地区計画等による良好な環境の形成。

・道路と一体となった住宅宅地供給の実施。

一宮大木土地区画整理事業
一宮大木土地区画整理組合 計画交通量：12,400台

・東名高速道路豊川I.Cと第二東名高速道路新城I.Cを結ぶ国道
151号バイパスの整備促進が図られ、交通アクセスが改善され
る。
・通学路で現況歩道未整備の県道三蔵子一宮線の整備改善が図
られる。

野中・砂子土地区画整理事業
赤穂市野中・砂子土地区画整理組合 計画交通量：4,944台

・地域、都市の基盤の形成
・良好な環境の保全、形成
・道路の防災対策、危機管理の充実

若宮町土地区画整理事業
山口県山口市 計画交通量：7,200台

・DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道
路網密度が向上する
・無電柱化による美しい町並みの形成
・幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消
される

渡辺通駅北土地区画整理事業
都市基盤整備公団 計画交通量：3,900台

・都市再生緊急整備地域内の事業であり、高度利用推進区の活
用や市街地再開発事業との一体的施行を実施し、複合市街地を
形成する。
・幅員6m以上の道路がないため消化活動が出来ない地区が解消
される。
・高度利用推進区の活用により、街区の再編、低未利用地の集
約・入れ替えを行い、都心として相応しい土地活用を図る。

武雄北部地区土地区画整理事業
佐賀県武雄市 計画交通量：26,800台

・都市計画道路の整備及び連立事業により中心市街地の活性化
を図る。
・活力あるまちづくりの支援と良好な生活環境や都市防災対策
の確保により北部市街地の再生を図る。

末広・港地区土地区画整理事業
鹿児島県名瀬市 計画交通量：4,900台

・街区の再編、低未利用地の入れ替え集約を行い中心商店街の
活性化を図る。
・公共公益施設の集中立地した街区を設け避難拠点が整備され
る。

脇津留土地区画整理事業
大分県佐伯市 計画交通量：1,988台

・東九州自動車道と国道２１７号及び在来線の機能的なネット
ワークが形成される。
・運輸・流通業務機能の集積及び居住環境の整備により、良好
な市街地が形成される。

岡富古川土地区画整理事業
宮崎県延岡市 計画交通量：33,701台

・東九州道へのアクセス道路国道２１８号及び延岡西環状線の
道路整備と併せて常習的な浸水被害が解消される。
・道路幅員が狭いため消防活動が困難な地区が解消される。

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

本省
都市・地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内直文）

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

鶴見駅東口地区
都市基盤整備公団

周囲10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積約56,900
㎡）の収益向上

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

松菱通りB-3ブロック地区
個人

周囲10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積約20,000
㎡）の収益向上

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

南千住西口駅前地区
南千住西口駅前地区市街地再開発組合

周囲10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積約31,600
㎡）の収益向上

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

東桜町
広島県福山市

細江地区１２街区
山口県下関市

周辺10kmの価上昇
区域内施設（延床面積　約
10,000㎡）の収益向上

・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

本省住宅局
市街地建築課

（課長　高井　憲司）

中部地方整備局
都市整備課

（課長　筒井　祐治）

中部地方整備局
都市整備課

（課長　筒井　祐治）

本省
都市・地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

九州地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

本省
都市・地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）



(都市再生総合整備事業)

総便益
（億円）

－ 6,688 3,062 2.2

4.0 10 4.0 2.5

48 206 43 4.8

0.3 0.3 0.3 1.0

29 29 29 1.0

23 23 23 1.0

32 32 32 1.0
本省住宅局
市街地建築課

（課長　高井　憲司）

総便益
（億円）

64 65 57 1.1

120 437 387 1.1

152 267 249 1.1

53 44 43 1.0

34 43 37 1.1

151 274 189 1.5

12 19 15 1.3

8.2 19 11 1.7

5.9 16 11 1.5

8.5 36 24 1.5

35 45 34 1.3

24 39 22 1.8

58 63 54 1.2

・中心市街地に位置し、茅野市中心市街地活性化基本計画に位
置づけられており、地元組織（街づくり協議会）が積極的に街
づくりに参加している。
・商業店舗、駐車場の集約再編を行い、土地の有効利用を推進
し商業機能の強化が図られる。
・戸建住宅を集約化し良好な居住環境の整備が図られる。
・連続的にバリアフリー化した歩道、歩行者専用道路等により
安全・安心な歩行者環境の整備が図られる。
・地区計画、建築協定による街並み誘導を行ない良好な景観形
成が図られる。

事業有りの総地代：5.5億円
事業無しの総地代：3.1億円

事業有りの総地代：27.1億円
事業無しの総地代：25.0億円

【都市再生推進事業】

担当課
（担当課長名）その他の指標による評価

事業有りの総地代：37億円
事業無しの総地代：36億円

事業有りの総地代：40億円
事業無しの総地代：37億円

・中心市街地法に基づく基本計画に位置付けられる事業であ
る。
・本事業により、都市計画道路や区画道路、公園等の公共施設
の整備改善とともに、これら公共施設と整合した街区の再編や
低未利用地の入れ替え・集約を行い、商業業務機能や都市型住
宅の立地促進を図る。

・スプロール化された低未利用地の集約が行われ中心市街地の
活性化が図れる。
・道路整備と一体となった住宅地供給が行われる。
・都市基盤の整備により、安全な生活環境の確保が図られる。

・都市計画マスタープランに基づき、賑わい創出のため商業、
交流、交通等の機能形成を図る
・地区計画による街並みを誘導し、良好な住環境を形成する

担当課
（担当課長名）便益の主な根拠

・事業の内容が、事業実施対象地区の課題や目標とする地域像
との関連で明確となっている。
・民間都市開発の誘導効果等、事業全体としての促進効果が見
込まれる。
等

本省
都市・地域整備局
まちづくり推進課
（課長　上田　健）

その他の指標による評価
便益（Ｂ） 費用

（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ

茅野駅西口土地区画整理事業
長野県茅野市

常滑駅周辺土地区画整理事業
愛知県常滑市

開成町松ノ木河原地区土地区画整理事
業
開成町松ノ木河原地区土地区画整理組
合

無量寺第二土地区画整理事業
無量寺第二土地区画整理組合

六甲道駅南地区
兵庫県神戸市 計画利用人数：7,000人／日

・事業の内容が、事業実施対象地区の課題や目標とする地域像
との関連で明確となっている。
・関連事業や基幹的事業との間の相乗効果や波及効果が見込ま
れる。
等

事 業 名

仙台長町地区
都市基盤整備公団 計画交通量：20,969台／日

・事業の内容が、事業実施対象地区の課題や目標とする地域像
との関連で明確となっている。
・関連事業や基幹的事業との間の相乗効果や波及効果が見込ま
れる。
等

事業主体

品川周辺地域
東京都 事業実施による地価の上昇

総事業費
（億円）

神宮前四丁目
東京都渋谷区

電線類の地中化を行うことによ
り、基幹事業と一体となった美
しい街なみの形成と歩行者の安
全性の向上

・関連事業や基幹的事業との相乗波及効果、他施策との連携効
果、事業全体としての促進効果、都市拠点の形成効果等の定性
評価。

長野銀座
長野県長野市

地域交流センター、道路、広場
等を整備することにより、地域
活性化と来訪者の安全性の向上

・関連事業や基幹的事業との相乗波及効果、他施策との連携効
果、事業全体としての促進効果、都市拠点の形成効果等の定性
評価。

手寄
福井県福井市

基幹事業で整備される商業施
設、駐車場に加えて、地域交流
センターを整備することによ
り、集客効果と来街者の利便性
の増大

・関連事業や基幹的事業との相乗波及効果、他施策との連携効
果、事業全体としての促進効果、都市拠点の形成効果等の定性
評価。

北野田駅前Ｂ
大阪府堺市

地域交流センター、駐車場、駐
輪場の整備により、基幹事業で
整備される他の施設との相乗効
果で集客効果と交通利便性の向
上

・関連事業や基幹的事業との相乗波及効果、他施策との連携効
果、事業全体としての促進効果、都市拠点の形成効果等の定性
評価。

(都市再生区画整理事業)

大町二丁目地区土地区画整理事業
青森県五所川原市

事業有りの総地代：16億円
事業無しの総地代：13億円

・中心市街地の活性化
・防災上安全な市街地の形成
・土地の有効・高度利用の推進

事 業 名
事業主体 便益の主な根拠

Ｂ／Ｃ総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 総費用
（Ｃ）
（億円）

佐和駅中央地区土地区画整理事業
茨城県ひたちなか市

事業有りの総地代：42億円
事業無しの総地代：32億円

・道路整備と一体となった住宅宅地供給ができる。
・都市計画道路が整備されることにより利便性が向上する。

川口市戸塚東部特定土地区画整理事業
戸塚東部特定土地区画整理組合

事業有りの総地代：27億円
事業無しの総地代：21億円

・公共交通機関の利用の促進に資する
・大都市法に基づく重点供給地域内の事業

南水元土地区画整理事業
東京都葛飾区

事業有りの総地代： 58億円
事業無しの総地代： 55億円

・地区計画による街並みを誘導し、良好な住環境を有する市街
地の形成を図る。
・災害時の避難経路がネットワーク化され、防災上安全な市街
地が形成される。

・都市基盤の形成と防災上安全な市街地の確保。
・遊休地の活用と良好な生活環境の形成。

布田駅南土地区画整理事業
東京都調布市

事業有りの総地代：37億円
事業無しの総地代：35億円

・京王線連続立体交差事業にあわせた面整備
・木造密集住宅の解消

稲城稲城長沼駅周辺土地区画整理事業
東京都稲城市

事業有りの総地代：124億円
事業無しの総地代：110億円

・駅前広場及び関連道路の整備により、交通結節点としての機
能が強化される。
・ＪＲ南武線連続立体交差事業との駅周辺整備により、稲城市
の中心商業地が形成される。

相模原市上鶴間道正山土地区画整理事
業
相模原市上鶴間道正山土地区画整理組
合

事業有りの総地代：19.1億円
事業無しの総地代：18.2億円

・地区内の緑を集約し、緑と調和した良好な住環境の形成が図
られる。
・無秩序な開発等が防止され、土地の有効利用が促進されると
ともに、計画的な公共施設等が整備されることで、防災上の安
全が確保される。
・地区計画等により、良好な環境が形成される。

大和市下鶴間高木土地区画整理事業
大和市下鶴間高木土地区画整理組合

事業有りの総地代：8.7億円
事業無しの総地代：8.3億円

・市街化区域内農地が計画的に整備され良好な住宅地の供給が
図れる
・地区計画により宅地の良好な環境を有する市街地の形成を図
る

秦野市今泉諏訪原土地区画整理事業
秦野市今泉諏訪原土地区画整理組合

事業有りの総地代：1.4億円
事業無しの総地代：0.53億円

本省
都市・地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

本省住宅局
市街地建築課

（課長　高井　憲司）



49 59 55 1.1

4.3 8 5.9 1.4

7.4 14 7.9 1.7

3.8 29 7.3 4.0

259 407 290 1.4

94 142 105 1.4

総便益
（億円）

1.8 1.5 0.9 1.7

1.7 3.2 1.9 1.7

2.5 26 4.6 5.6

2.7 7.0 1.2 1.9

51 103 57 1.8

8.9 24 10 2.4

5.2 14 6.7 2.2

2.3 8.8 3.9 2.3

15 36 19 1.9

3.8 12 7.3 1.7

2.4 3.8 1.8 2.2

2.0 7.9 3.9 2.0

3.0 3.7 3.2 1.2

4.5 11 5.4 2.0

（都市防災総合推進事業）

総便益
（億円）

212 876 171 5.1

314 6,650 254 26.1

432 1,207 350 3.4

担当課
（担当課長名）

便益の主な根拠

担当課
（担当課長名）

赤坂九丁目地区
東京都港区

東長崎駅地区
東京都豊島区

歩行者数：9,784人/日 ・交通結節点における自由通路など、乗り継ぎ円滑化に資する
施設を整備する

都市防火区画
 面積：約40ha
 区画内建物棟数：約2,240棟
避難圏域
 面積：約40ha
 圏域内人口：約8,400人

補助88号線地区
東京都北区

都市防火区画
 面積：約110ha
 区画内建物棟数：約4,060棟
避難圏域
 面積：約55ha
 圏域内人口：約10,000人

阿佐谷高円寺南地区
東京都杉並区

都市防火区画
 面積：約560ha
 区画内建物棟数：約40,120棟
避難圏域
 面積：約125ha
 圏域内人口：約26,200人

鴨宮駅地区
神奈川県小田原市

歩行者数：1,233人/日

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

事 業 名 総事業費
（億円）

歩行者数：3,624人/日

歩行者数：30,550人/日

豊橋駅周辺地区
愛知県豊橋市

・交通結節点における自由通路など、乗り継ぎ円滑化に資する
施設を整備する

・バリアフリー交通施設の整備を行う

南柏駅周辺地区
千葉県柏市 歩行者数：55,832人/日 ・バリアフリー交通施設の整備を行う

・交通結節点における自由通路など、乗り継ぎ円滑化に資する
施設を整備する

歩行者数：27,889人/日

歩行者数：58,871人/日

豊明中島南土地区画整理事業
豊明中島南土地区画整理組合

・消防活動・救急活動が困難な地区において道路、公園等が整
備され安全な市街地が形成される。
・公共下水道が整備され良好な住環境が形成される。

歩行者数：30,053人/日

下井草駅地区
東京都杉並区

三鷹駅北口地区
東京都武蔵野市

事業主体

八広はなみずき通り地区
東京都墨田区

一宮大木土地区画整理事業
一宮大木土地区画整理組合

事業有りの総地代：11億円
事業無しの総地代：10億円

高幡不動駅地区
東京都日野市 歩行者数：14,506人/日 ・交通結節点における自由通路など、乗り継ぎ円滑化に資する

施設を整備する

事業有りの総地代：17億円
事業無しの総地代：17億円

・市街化区域内農地の整備を行い、計画的宅地化を図る。
・既設道路が狭く、消防活動・救急活動が困難なため、区画整
理により防災上安全な市街地形成となる。

上穂積西土地区画整理事業
上穂積西土地区画整理組合

事業有りの総地代：11億円
事業無しの総地代：10億円

・地権者の積極的な参画による中心市街地の活性化
・混在化した土地を集約し、土地の有効活用が図られる

北片鉾町土地区画整理事業
都市基盤整備公団

事業有りの総地代：22億円
事業無しの総地代：20億円

・防災公園や災害時の避難路が整備され、防災上安全な市街地
の形成が図れらる
・人材育成複合拠点施設等を整備し、福祉社会への対応が図ら
れる

大久保駅前土地区画整理事業
兵庫県明石市

事業有りの総地代：24億円
事業無しの総地代：11億円

・中心市街地の活性化
・防災上安全な市街地の形成
・活力ある地域づくり都市づくり

野中・砂子土地区画整理事業
赤穂市野中・砂子土地区画整理組合

事業有りの総地代：45億円
事業無しの総地代：37億円

・中心市街地の活性化
・防災上安全な市街地の形成
・より良い生活環境の実現

(都市再生交通拠点整備事業)

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 総費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ
事業主体 便益の主な根拠

白岡駅地区
埼玉県白岡町 歩行者数10,200人/日 ・バリアフリー交通施設の整備を行う

その他の指標による評価

与野駅東口地区
埼玉県さいたま市 歩行者数：23,625人/日 ・バリアフリー交通施設の整備を行う

ＪＲ津田沼駅駅前広場地区
千葉県習志野市 歩行者数：104,401人/日 ・バリアフリー交通施設の整備を行う

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

大日駅前地区
大阪府守口市 歩行者数：2,272人/日 ・交通結節点における自由通路など、乗り継ぎ円滑化に資する

施設を整備する

・交通結節点における自由通路など、乗り継ぎ円滑化に資する
施設を整備する

・交通結節点における自由通路など、乗り継ぎ円滑化に資する
施設を整備する

松山市駅前地区
愛媛県松山市 歩行者数：25,550人/日

西鉄久留米駅地区
福岡県久留米市

本省
都市・地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

本省
都市・地域整備局
まちづくり推進課
（課長　上田　健）

・周辺が都市防災上危険性の高い地区であり、地域の防災性の
向上が図られる。
・代替的な避難施設、延焼遮断効果を持つ施設が不足してい
る。　等

・周辺が都市防災上危険性の高い地区であり、地域の防災性の
向上が図られる。
・代替的な避難施設、延焼遮断効果を持つ施設が不足してい
る。　等

・周辺が都市防災上危険性の高い地区であり、地域の防災性の
向上が図られる。
・代替的な避難施設、延焼遮断効果を持つ施設が不足してい
る。　等

・公共交通の利用促進に資する施設を整備する。

・バリアフリー交通施設の整備を行う



【港湾整備事業】
（直轄）

総便益
（億円）

144 281 119 2.4 本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

（補助）

総便益
（億円）

24 61 22 2.8

7.1 11 6.9 1.6

8.5 16 8.3 1.9
中部地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　中原　正顕）

32 67 29 2.4 本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

74 142 71 2.0

本省港湾局
環境・技術課
環境整備計画室

（室長　牛嶋　龍一郎）

総便益
（億円）

7,800 47,400 7,300 6.5

本省航空局
飛行場部計画課

大都市圏空港計画室
（室長　戸田　和彦）

総便益
（億円）

15 28 19 1.5
本省航空局

飛行場部計画課
（課長　茨木　康男）

（高速化事業）

総便益
（億円）

36 166 33 5.1 本省鉄道局財務課
（課長　室谷　正裕）

（乗継円滑化事業）

総便益
（億円）

1.5
（※） 12 1.4 8.9 本省鉄道局施設課

（課長　福代　倫男）

（※）総事業費には関連事業の整備費を含めている。

（鉄道駅総合改善事業）

総便益
（億円）

10
（※） 78 9.0 8.7

25
（※） 28 22 1.3

（※）総事業費には鉄道駅総合改善事業補助対象費だけでなく、関連事業として自由通路整備費、広場整備費を含めている。

担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

鉄道駅総合改善事業（下井草駅）
第三セクター

平成14年度下井草駅乗降人員：
　24,098人/日

・バリアフリー施設整備
・周辺交通の走行時間短縮
・自動車交通利便性向上
・滞留･交流機会増大、都市景観向上

鉄道駅総合改善事業（東長崎駅）
第三セクター

平成14年度東長崎駅乗降人員：
　28,713人/日

・バリアフリー施設整備
・駅舎の混雑解消
・自動車交通利便性向上
・滞留･交流機会増大
・鉄道事業者用地の有効活用
・民間投資の誘発

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

便益の主な根拠

幹線鉄道等活性化事業
（平良駅乗継円滑化事業）
第三セクター

平成22年度 平良駅南口広場利
用者数：
　3,655人/日

・移動抵抗の低減
・バリアフリー施設整備
・公共施設へのアクセス機能の向上

幹線鉄道等活性化事業
（三岐鉄道北勢線）
第三セクター

平成21年度の輸送人員：
　6,595人/日

・駅周辺整備等沿線のまちづくり事業と連携することによる相
乗的な沿線地域の活性化等

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
事業主体

費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 担当課
（担当課長名）

【都市・幹線鉄道整備事業】

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

東京国際空港再拡張整備事業
関東地方整備局・東京航空局

空港利用者(需要予測)
平成19年度：6,070万人
平成24年度：7,320万人
平成29年度：8,030万人
平成34年度：8,550万人

・現在の発着容量は28.5万回/年(391便/日に相当)であるが、
当該事業の実施により発着容量を40.7万回/年(557便/日に相
当)まで増加させることができる。

福江空港ＩＬＳ双方向化事業
長崎県

就航率の改善
5月～7月の就航率が現状（平成
12年～14年の平均）の93.3％か
ら3.2％程度の向上が見込まれ
る。

・空港の信頼性が向上することから、さらなる交流人口の増加
が見込まれ、観光・ビジネス等地域経済の発展が期待される。
・乗客に不安感を与える、空港上空での旋回や降下上昇を繰り
返す回数が大幅に減少し、利用者の航空機に対する安心感が向
上する。
・上空待機によるフライト時間が減少することによる、NOx、
CO2等の排出ガスの削減や騒音影響の軽減などが見込まれる。

その他の指標による評価
費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ

（補助）

費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 担当課
（担当課長名）

（直轄）

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

【空港整備事業】

那覇港　新港ふ頭地区
廃棄物海面処分場整備事業
那覇港管理組合

処分コストの軽減（平成28年度
一般廃棄物総受入予定量：94千
ｍ3、港湾事業発生浚渫土砂受
入予定量：39千ｍ3）

・一般廃棄物の最終処分場を確保することにより、代替処分場
までに掛かる輸送コストが削減されると共に、CO2及びNOxの排
出量が削減され、地域環境の保全が図られる。

伊東港　静海地区
旅客対応ターミナル整備事業
静岡県

移動コストの削減
（平成19年度旅客数38千人/
年）

・伊豆東海岸地域と伊豆諸島を結ぶ人流・物流の拠点として港
湾機能の充実が図れると共に、観光の拠点を形成する。

衣浦港　中央ふ頭西地区
多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
(耐震強化岸壁)
愛知県

輸送コスト増大の回避便益
（緊急物資：2,082トン/年）

・耐震強化岸壁を確保すると共に老朽化した施設の機能確保も
同時に行うことが出来る。

輸送コストの削減
（平成18年度想定取扱貨物量
165万トン/年（100万m3））

・陸上輸送距離の短縮による輸送コストの削減のほか、CO2及
びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善される。ま
た、建設発生土の広域利用を効率的に進めることが可能とな
る。

敦賀港　蓬莱・桜地区
耐震強化施設整備事業
福井県

輸送コスト増大の回避便益
（緊急物資：1,142トン/年）

・災害直後における緊急物資、避難者の海上輸送を円滑に行
う。

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

・臨港道路の新たな整備による渋滞緩和等により、CO2の削
減、沿道騒音の軽減等が見込まれ、港湾の周辺環境が改善され
る。

事業主体 便益の主な根拠

岩国港　装束地区～室の木地区
臨港道路整備事業
中国地方整備局

輸送コスト削減
（平成23年度 予測交通量：
8,000台/日）

費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

東京港　中央防波堤内側地区
国内物流ターミナル整備事業
東京都

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 担当課
（担当課長名）

本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

本省鉄道局施設課
（課長　福代　倫男）

担当課
（担当課長名）



総事業費
（億円）

担当課
（担当課長名）
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1.5
・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

名古屋市交通局
・３号線（舞鶴駅）
名古屋市交通局

・避難通路の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

名古屋市交通局
・２号線（東海通駅）
名古屋市交通局

・事務室の排煙設備の設置

名古屋市交通局
・３号線（上前津駅）
名古屋市交通局

・ｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

名古屋市交通局
・２号線（金山駅）
名古屋市交通局

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

名古屋市交通局
・２号線（六番町駅）
名古屋市交通局

・ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

名古屋市交通局
・２号線（栄駅）
名古屋市交通局

・ｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

名古屋市交通局
・２号線（上前津駅）
名古屋市交通局

・ｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

名古屋市交通局
・２号線（黒川駅）
名古屋市交通局

・事務室の排煙設備の設置

名古屋市交通局
・２号線（名城公園駅）
名古屋市交通局

・事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

名古屋市交通局
・1号線（一社駅）
名古屋市交通局

・避難通路の設置

名古屋市交通局
・２号線（志賀本通駅）
名古屋市交通局

・ﾎｰﾑ、ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

名古屋市交通局
・1号線（東山公園駅）
名古屋市交通局

・ﾎｰﾑ及びｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

名古屋市交通局
・1号線（星ヶ丘駅）
名古屋市交通局

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

名古屋市交通局
・1号線（亀島駅）
名古屋市交通局

・事務室及びｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

名古屋市交通局
・1号線（覚王山駅）
名古屋市交通局

・ｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

横浜市交通局
・1号線（伊勢佐木長者町駅）
横浜市交通局

・避難通路の設置

名古屋市交通局
・1号線（本陣駅）
名古屋市交通局

・事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

横浜市交通局
・1号線（蒔田駅）
横浜市交通局

・避難通路の設置

横浜市交通局
・1号線（吉野町駅）
横浜市交通局

・ﾎｰﾑ、ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

横浜市交通局
・1号線（上大岡駅）
横浜市交通局

・事務室の排煙設備の設置

横浜市交通局
・1号線（弘明寺駅）
横浜市交通局

・避難通路の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京都交通局
・三田線（内幸町駅）
東京都交通局

・ﾎｰﾑ、ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

横浜市交通局
・1号線（港南中央駅）
横浜市交通局

・避難通路の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京都交通局
・浅草線（本所吾妻橋駅）
東京都交通局

・事務室の排煙設備の設置

東京都交通局
・三田線（御成門駅）
東京都交通局

・ﾎｰﾑ、ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京都交通局
・浅草線（五反田駅）
東京都交通局

・ﾎｰﾑ、ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

東京都交通局
・浅草線（新橋駅）
東京都交通局

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

札幌市交通局
・南北線（すすきの駅）
札幌市交通局

・避難通路の設置

札幌市交通局
・南北線（中島公園）
札幌市交通局

・避難通路の設置

（地下駅火災対策施設整備事業）

評　　　価
事業箇所

事業主体
事業内容

本省鉄道局施設課
（課長　福代　倫男）
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1.6
・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・東西線（木場駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ、ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・日比谷線（広尾駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

東京地下鉄
・東西線（早稲田駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・日比谷線（小伝馬町駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

東京地下鉄
・日比谷線（銀座駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及びｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・丸ノ内線（方南町駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

東京地下鉄
・日比谷線（秋葉原駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及びｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・丸ノ内線（新中野駅）
東京地下鉄

・事務室の排煙設備の設置

東京地下鉄
・丸ノ内線（南阿佐ヶ谷駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・丸ノ内線（新宿御苑前駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

東京地下鉄
・丸ノ内線（新宿駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑの排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・丸ノ内線（国会議事堂前駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑの排煙設備の設置

東京地下鉄
・丸ノ内線（四谷三丁目駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・丸ノ内線（大手町駅）
東京地下鉄

・ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

東京地下鉄
・丸ノ内線（銀座駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ、ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・丸ノ内線（新大塚駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

東京地下鉄
・丸ノ内線（御茶ノ水駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・銀座線（稲荷町駅）
東京地下鉄

・避難通路の設置

東京地下鉄
・丸ノ内線（池袋駅）
東京地下鉄

・ｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・銀座線（銀座駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ、ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

東京地下鉄
・銀座線（末広町駅）
東京地下鉄

・避難通路の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・銀座線（赤坂見附駅）
東京地下鉄

・避難通路の設置
・ﾎｰﾑ及びｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

東京地下鉄
・銀座線（新橋駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ及びｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

大阪市交通局
・千日前線（日本橋駅）
大阪市交通局

・ｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

大阪市交通局
・堺筋線（日本橋駅）
大阪市交通局

・避難通路の設置
・ｺﾝｺｰｽの排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

大阪市交通局
・四ツ橋線（本町駅）
大阪市交通局

・事務室の排煙設備の設置

大阪市交通局
・中央線（本町駅）
大阪市交通局

・事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

大阪市交通局
・谷町線（文の里駅）
大阪市交通局

・事務室の排煙設備の設置

大阪市交通局
・谷町線（出戸駅）
大阪市交通局

・事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

名古屋市交通局
・４号線（西高蔵駅）
名古屋市交通局

・ﾎｰﾑの排煙設備の設置

本省鉄道局施設課
（課長　福代　倫男）
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3.5

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京地下鉄
・東西線（落合駅）
東京地下鉄

エレベーター（１基）
エスカレーター（４基）

東京地下鉄
・半蔵門線（神保町駅）
東京地下鉄

エレベーター（２基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京地下鉄
・日比谷線（霞ヶ関駅）
東京地下鉄

エレベーター（１基）

東京地下鉄
・日比谷線（広尾駅）
東京地下鉄

エレベーター（２基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京地下鉄
・日比谷線（人形町駅）
東京地下鉄

車イス対応トイレ（１基）

東京地下鉄
・日比谷線（東銀座駅）
東京地下鉄

エレベーター（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京地下鉄
・丸ノ内線（池袋駅）
東京地下鉄

車イス対応トイレ（１基）

東京地下鉄
・日比谷線（小伝馬町駅）
東京地下鉄

エレベーター（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京地下鉄
・銀座線（上野駅）
東京地下鉄

エレベーター（２基）

東京地下鉄
・丸ノ内線（四ツ谷駅）
東京地下鉄

エレベーター（２基）
エスカレーター（４基）

（地下高速鉄道整備事業（大規模改良工事））

評　　　価
事業箇所

事業主体
事業内容

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

神戸高速鉄道
・東西線（高速長田駅）
第三セクター

・避難通路の設置

神戸高速鉄道
・東西線（新開地駅）
第三セクター

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

阪急電鉄
・京都線（烏丸駅）
第三セクター

・事務室の排煙設備の設置

阪神電気鉄道
・本線（梅田駅）
第三セクター

・ﾎｰﾑ、ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

京阪電気鉄道
・京阪本線（淀屋橋駅）
第三セクター

・事務室の排煙設備の設置

京阪電気鉄道
・京阪本線（天満橋駅）
第三セクター

・事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

京王電鉄
・京王線（新宿駅）
第三セクター

・ﾎｰﾑ及び事務室の排煙設備の設置

東京急行電鉄
・田園都市線（駒沢大学駅）
第三セクター

・ﾎｰﾑの排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・千代田線（表参道駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑの排煙設備の設置

東京地下鉄
・千代田線（明治神宮前駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ、ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

・需要面からみた路線の重要性が高い
・火災による被害の軽減効果が大きい
・安全の確保に資する

東京地下鉄
・千代田線（乃木坂駅）
東京地下鉄

・ﾎｰﾑ、ｺﾝｺｰｽ及び事務室の排煙設備の設置

本省鉄道局施設課
（課長　福代　倫男）

本省鉄道局財務課
（課長　室谷　正裕）
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・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

大阪市交通局
・谷町線（天満橋駅）
大阪市交通局

エレベーター（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

大阪市交通局
・御堂筋線（天王寺駅）
大阪市交通局

エレベーター（３基）

大阪市交通局
・御堂筋線（西田辺駅）
大阪市交通局

エレベーター（２基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

大阪市交通局
・御堂筋線（淀屋橋駅）
大阪市交通局

エレベーター（１基）

大阪市交通局
・御堂筋線（本町駅）
大阪市交通局

エレベーター（２基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

名古屋市交通局
・舞鶴線（植田駅）
名古屋市交通局

エレベーター（３基）
車椅子対応トイレ（１基）

大阪市交通局
・御堂筋線（梅田駅）
大阪市交通局

エレベーター（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する
・安心感の確保に資する

名古屋市交通局
・舞鶴線（庄内緑地公園駅）
名古屋市交通局

エレベーター（３基）
車椅子対応トイレ（１基）

名古屋市交通局
・舞鶴線（荒畑駅）
名古屋市交通局

エレベーター（３基）
車椅子対応トイレ（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する
・安心感の確保に資する

名古屋市交通局
・東山線（岩塚駅）
名古屋市交通局

エレベーター（２基）
車椅子対応トイレ（１基）

名古屋市交通局
・東山線（千種駅）
名古屋市交通局

エレベーター（３基）
車椅子対応トイレ（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

東京地下鉄
・有楽町線（千川駅）
東京地下鉄

車椅子対応トイレ（１基）

東京地下鉄
・有楽町線（新富町駅）
東京地下鉄

車椅子対応トイレ（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

東京地下鉄
・有楽町線（営団赤塚駅）
東京地下鉄

車椅子対応トイレ（１基）

東京地下鉄
・有楽町線（氷川台駅）
東京地下鉄

車椅子対応トイレ（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

東京地下鉄
・千代田線（綾瀬駅）
東京地下鉄

エレベーター（１基）

東京地下鉄
・有楽町線（平和台駅）
東京地下鉄

エスカレーター（２基）
車椅子対応トイレ（１基）

本省鉄道局財務課
（課長　室谷　正裕）



4.3

3.1

1.2

1.8

4.4

0.15

0.11

0.21
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2.3
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2.5

2.0
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・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

東京都交通局
・三田線（御成門駅）
東京都交通局

車椅子対応トイレ（１基）

東京都交通局
・三田線（本蓮沼駅）
東京都交通局

車椅子対応トイレ（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

東京都交通局
・三田線（志村三丁目駅）
東京都交通局

エレベーター（２基）

東京都交通局
・三田線（西巣鴨駅）
東京都交通局

車椅子対応トイレ（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京都交通局
・三田線（内幸町駅）
東京都交通局

エレベーター（２基）

東京都交通局
・三田線（水道橋駅）
東京都交通局

エレベーター（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京都交通局
・浅草線（浅草駅）
東京都交通局

エレベーター（１基）

東京都交通局
・三田線（芝公園駅）
東京都交通局

エレベーター（３基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

東京都交通局
・浅草線（本所吾妻橋駅）
東京都交通局

車椅子対応トイレ（１基）

東京都交通局
・浅草線（浅草橋駅）
東京都交通局

車椅子対応トイレ（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

東京都交通局
・浅草線（中延駅）
東京都交通局

車椅子対応トイレ（１基）

東京都交通局
・浅草線（戸越駅）
東京都交通局

車椅子対応トイレ（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

大阪市交通局
・中央線（弁天町駅）
大阪市交通局

エレベーター（１基）

大阪市交通局
・中央線（森ノ宮駅）
大阪市交通局

エレベーター（２基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

大阪市交通局
・四つ橋線（花園駅）
大阪市交通局

エレベーター（２基）

大阪市交通局
・四つ橋線（朝潮橋駅）
大阪市交通局

エレベーター（１基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

大阪市交通局
・谷町線（平野駅）
大阪市交通局

エレベーター（１基）

本省鉄道局財務課
（課長　室谷　正裕）
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総事業費
（億円）

担当課
（担当課長名）
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・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する
・安心感の確保に資する

JR東日本
・中央線（西八王子駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（２基）
身障者対応型トイレ
通路新設

JR東海
・中央線（瑞浪駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（２基）
エスカレーター（２基）
身障者対応型トイレ
スロープ
跨線橋新設

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

JR東日本
・東海道線（平塚駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（２基）
エスカレーター（３基）
通路新設

JR東日本
・高崎線（高崎駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（５基）
エスカレーター（３基）
増床

評　　　価

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

事業箇所

事業主体
事業内容

JR東日本
・横浜線（町田駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（３基）
エスカレーター（４基）
通路新設

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

（鉄道駅総合改善事業（鉄道駅移動円滑化施設整備事業））

東京都交通局
・大江戸線（六本木駅）
東京都交通局

階段昇降機（２基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京都交通局
・新宿線（篠崎駅）
東京都交通局

車椅子対応トイレ（１基）

東京都交通局
・大江戸線（飯田橋駅）
東京都交通局

階段昇降機（２基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京都交通局
・新宿線（東大島駅）
東京都交通局

エレベーター（２基）

東京都交通局
・新宿線（九段下駅）
東京都交通局

エレベーター（２基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京都交通局
・新宿線（西大島駅）
東京都交通局

エレベーター（２基）

東京都交通局
・新宿線（浜町駅）
東京都交通局

エレベーター（２基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京都交通局
・新宿線（小川町駅）
東京都交通局

エレベーター（２基）

東京都交通局
・新宿線（馬喰横山駅）
東京都交通局

エレベーター（２基）

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

東京都交通局
・新宿線（新宿三丁目駅）
東京都交通局

エレベーター（１基）

東京都交通局
・新宿線（市ヶ谷駅）
東京都交通局

エレベーター（１基）

本省鉄道局財務課
（課長　室谷　正裕）

本省鉄道局業務課
（課長　高田　順一）
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【鉄道防災事業】

総事業費
（億円）

担当課
（担当課長名）

0.26

0.22

0.15

0.15

0.09

0.15

0.15

0.06

0.15

0.26

0.07

0.12

0.08

0.05
・鉄道沿線の国道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ四国
・土讃線（三縄～祖谷口）
ＪＲ四国

のり面工

・鉄道沿線の国道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の国道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ四国
・予讃線（菊間～浅海）
ＪＲ四国

落石防止柵

ＪＲ四国
・内子線（五十崎～喜多山）
ＪＲ四国

落石防止柵

・鉄道沿線の県道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の市道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ四国
・予讃線（関川～多喜浜）
ＪＲ四国

落石防止擁壁
落石防止柵
のり面工

ＪＲ四国
・予讃線（伊予三芳～伊予桜井）
ＪＲ四国

落石防止擁壁
落石防止柵

・鉄道沿線の海岸の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の海岸の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ北海道
・日高線（厚賀～大狩部）
ＪＲ北海道

護岸根固工

ＪＲ北海道
・日高線（新冠～静内）
ＪＲ北海道

護岸壁

・鉄道沿線の海岸の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の海岸の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ北海道
・日高線（厚賀～大狩部）
ＪＲ北海道

護岸根固工

ＪＲ北海道
・日高線（厚賀～大狩部）
ＪＲ北海道

護岸根固工

・鉄道沿線の海岸の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の海岸の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ北海道
・函館線（張碓～銭函）
ＪＲ北海道

護岸根固工
目地工

ＪＲ北海道
・室蘭線（稀府～黄金）
ＪＲ北海道

護岸壁

・鉄道沿線の道道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の海岸の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ北海道
・根室線（厚内～直別）
ＪＲ北海道

落石止擁壁

ＪＲ北海道
・函館線（張碓～銭函）
ＪＲ北海道

護岸根固工

評価

・鉄道沿線の国道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

事業箇所

事業主体
事業内容

ＪＲ北海道
・函館線（仁山～大沼）
ＪＲ北海道

のり面工

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

阪急電鉄
・宝塚線（山本駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（１基）
通路改良

阪神電気鉄道
・本線（武庫川駅）
神戸高速鉄道

エレベーター（２基）
階段改修
スロープ改修

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する
・安心感の確保に資する

近畿日本電鉄
・京都線（高の原駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（２基）
身障者対応型トイレ
階段移設

南海電気鉄道
・高野線（北野田駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（２基）
身障者対応型トイレ
増床

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する
・安心感の確保に資する

JR西日本
・山陽線（宮内串戸駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（２基）
通路新設

京浜急行電鉄
・本線（戸部駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（１基）
身障者対応型トイレ
通路新設

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する
・安心感の確保に資する

・移動円滑化の促進に関する基本方針対応
・高齢者、身体障害者等の移動可能性に係るボトルネックの解
消
・自力での移動可能性の確保に資する
・肉体疲労軽減に資する

JR東海
・東海道新幹線（米原駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（２基）
身障者対応型トイレ
通路新設

JR西日本
・大阪環状線（弁天町駅）
エコロジー・モビリティ財団

エレベーター（２基）
通路新設

本省鉄道局施設課
（課長　福代　倫男）

本省鉄道局業務課
（課長　高田　順一）
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0.10
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0.32
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0.15
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0.31

0.08

0.11

0.14

総便益
（億円）

福祉的
効果

地域波及
効果

政策誘導
効果

その他特
別な効果

23 25 23 1.1 ○ ○ ○ ○

222 234 222 1.1 ○ ○ ○ ○

34 34 34 1.0 ○ ○ ○ －

0.08 13 9.4 1.4 ○ ○ ○ －

34 54 34 1.6 ○ ○ ○ －

10 10 10 1.1 ○ ○ ○ －

・鉄道沿線の国道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の県道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の河川の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の県道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の県道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の河川の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の県道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の国道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の国道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ九州
・肥薩線（葉木～鎌瀬）
ＪＲ九州

落石防止擁壁

ＪＲ九州
・日豊線（宗太郎～市棚）
ＪＲ九州

のり面工

ＪＲ九州
・鹿児島線（田原坂～植木）
ＪＲ九州

落石防止擁壁
落石防止柵

ＪＲ九州
・肥薩線（段～坂本）
ＪＲ九州

落石防止擁壁
落石防止柵
のり面工

ＪＲ九州
・豊肥線（朝地～緒方）
ＪＲ九州

落石防止柵

ＪＲ九州
・豊肥線（菅尾～犬飼）
ＪＲ九州

のり面工

ＪＲ九州
・長崎線（多良～肥前大浦）
ＪＲ九州

のり面工

ＪＲ九州
・佐世保線（武雄温泉～永尾）
ＪＲ九州

のり面工

・鉄道沿線の県道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の国道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ九州
・日田彦山線（添田～豊前桝田）
ＪＲ九州

落石防止柵
のり面工

ＪＲ九州
・唐津線（相知～本牟田部）
ＪＲ九州

落石防止柵
のり面工

・鉄道沿線の河川の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の河川の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ四国
・予土線（真土～西ヶ方）
ＪＲ四国

のり面工

ＪＲ四国
・予土線（土佐大正～打井川）
ＪＲ四国

落石防止柵

・鉄道沿線の国道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の国道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ四国
・徳島線（阿波半田～江口）
ＪＲ四国

落石防止柵

ＪＲ四国
・牟岐線（辺川～牟岐）
ＪＲ四国

落石防止柵

・鉄道沿線の市道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の町道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ四国
・土讃線（吾桑～多ノ郷）
ＪＲ四国

落石防止擁壁
落石防止柵

ＪＲ四国
・土讃線（安和～土佐久礼）
ＪＲ四国

のり面工

・鉄道沿線の河川の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

・鉄道沿線の河川の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ四国
・土讃線（大杉～土佐北川）
ＪＲ四国

落石防止擁壁
落石防止柵
のり面工

ＪＲ四国
・土讃線（角茂谷～繁藤）
ＪＲ四国

落石防止擁壁
落石防止柵
のり面工

・鉄道沿線の国道の保全保護に寄与する
・災害発生の可能性が高い
・需要面及びネットワーク面等からみた路線の重要性が高い

ＪＲ四国
・土讃線（小歩危～大歩危）
ＪＲ四国

のり面工

峰地地区改良住宅等改善事業
福岡県添田町

更新住宅の建設：60戸
集会所、広場の整備

更新住宅の建設：217戸
集会所、広場の整備

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

中村地区小規模住宅地区改良事業
兵庫県伊丹市

不良住宅の除却：83戸
改良住宅の建設：107戸
集会所、広場の整備

横浜地区改良住宅等改善事業
神奈川県

公営住宅の建設：49戸
集会所、広場の整備

Ｂ／Ｃ
その他の指標による評価費用

（Ｃ）
（億円）

不良住宅の除却：108戸
改良住宅の建設： 70戸
緑地、児童遊園の整備

不良住宅の除却：1,080戸
改良住宅の建設：　941戸
緑地、児童遊園の整備

本省鉄道局施設課
（課長　福代　倫男）

【住宅地区改良事業】

東区地区住宅地区改良事業
福岡県方城町

豊見城団地住宅地区改良事業
沖縄県・沖縄県豊見城市

ＪＲ九州
・指宿枕崎線（指宿～山川）
ＪＲ九州

のり面工

事業主体

新地地区改良住宅等改善事業
福岡県大牟田市

担当課
（担当課長名）便益の主な根拠

本省住宅局
住宅総合整備課
住環境整備室

（室長　後藤　隆之）



【住宅市街地基盤整備事業】

総便益
（億円）

9.0 87 24 3.6

5.7 28 9.7 2.9

60 1058 113 9.4

4.4 21 14 1.5

35 159 75 2.1

5.5 22 計画交通量6,200台/日 5.4 4.1

13 101 計画交通量14,400台/日 12 8.4

40 146 32 4.6

7.5 6.2 4.9 1.3

3.4 5.1 3.2 1.6

6.0 133 86 1.5

3.7 13 3.6 3.6

12 24 12 2.0

21 126 30 4.2

16 25 13 1.9

・当該地区は、神戸市中心部から鉄道で約20分のところに立地
し、職住近接を実現　等

・当該団地は、博多駅から鉄道で約20分のところに立地し、職
住近接を実現　等

本庄新都心地区

　北栄大通外１路線（街路）
　北海道幕別町 交通容量 3,600 台／日

　本庄新都心地区(区画)
　埼玉県 計画交通量：32,700台/日

湖南特定土地区画整理

浸水戸数：203戸
浸水診療所等：2棟

計画交通量14,903台／日

・当該団地は、富山市中心部からバスで約30分のところに立地
し、職住近接を実現　等

・平成17年度から住宅宅地供給を開始するため、関連公共施設
を緊急に整備する必要がある
・当該団地は、東京駅から約30ｋｍのところに立地し、職住近
接を実現　等

・先導的な施策に係る事業(上越新幹線本庄新駅設置、早稲田ﾘ
ｻｰﾁﾊﾟｰｸ整備との一体的な基盤整備)である
・当該団地は、地方拠点都市地域の拠点地区に立地　等

・市街地再開発事業との一体的整備により防災安全性の向上が
図られる
・当該団地は、大阪市中心部から鉄道で約20分のところに立地
し、職住近接を実現　等

事 業 名 費用
（Ｃ）
（億円）

・平成16年度から住宅宅地供給を開始するため、関連公共施設
を緊急に整備する必要がある
・当該団地は、帯広市中心部からバスで約20分のところに立地
し、職住近接を実現　等

・平成16年度から住宅宅地供給を開始するため、関連公共施設
を緊急に整備する必要がある。
・当該団地は、帯広市中心部からバスで約20分のところに立地
し、職住近接を実現　等

事業主体

対象面積88.1ha、計画人口
3,700人

稲田川西地区

　四角両谷線（街路）
　都市基盤整備公団 計画交通量3,600台／日

計画交通量4,400台／日　3.4.12四角両谷線他3路線（区画）
　福岡県

福間駅東地区

桑名駅西土地区画整理

(仮称)京都久世高田、
　　　　　向日寺戸地区

計画交通量7,900台/日

　向日市道寺戸幹線１号他１線（道
路）
　京都府向日市

富士タウン高槻団地

計画交通量3,000台／日

計画交通量7,500台／日

計画個数：122戸

　県道　練谷宮尾線（道路）
　富山県

計画交通量15,500台/日

　蛎塚益生線（街路）
　三重県桑名市

　区画道路（基盤）
　大阪府東大阪市

　市道　宮田塚原線（道路）
　大阪府高槻市

河内花園駅前地区

　帯広市公共下水道（下水道）
　北海道帯広市

川路竜丘地区

　県道上川路大畑線（道路）
　長野県

　三ツ池川（砂防）
　兵庫県

学園南

　商大線（街路）
　兵庫県神戸市

その他の指標による評価

・当該団地は、名古屋市中心部から鉄道で約20分のところに立
地し、職住近接を実現
・既存住宅市街地の住環境の向上を図る地区　等

・都市再生緊急整備地域において良好な住宅供給を計画
・当該団地は、京都市中心部から鉄道で約10分のところに立地
し、職住近接を実現　等

・平成16年度から住宅宅地供給を開始するため、関連公共施設
を緊急に整備する必要がある
･当該団地は、大阪市中心部から鉄道で約20分のところに立地
し、職住近接を実現　等

・平成16年度から住宅宅地供給を開始するため、関連公共施設
を緊急に整備する必要がある
・当該団地は、地方拠点都市地域の拠点地区に立地　等

関東地方整備局
住宅整備課

（課長　大水　敏弘）

中部地方整備局
住宅整備課

（課長　松本　忠）

北陸地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　田村　英之）

土地･水資源局
土地政策課

（課長　松葉　佳文）
九州地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

Ｂ／Ｃ

計画戸数：670戸

総事業費
（億円） 便益の主な根拠

便益（Ｂ）

　県道　四方新中茶屋線（道路）
　富山県

打出団地

　町道0204号線（基盤）
　千葉県沼南町

北海道開発局
都市住宅課

(課長　相馬　和則)

札内北栄団地

担当課
（担当課長名）

近畿地方整備局
住宅整備課

（課長　林　隆弘）



5.5 26 13 2.0

11 70 14 5.0

星ヶ峯南

55 105 59 1.8

11 94 9.1 10.3

2.6

3.9

6.6 201 153 1.3

2.7

1.5

9.0

0.80

1.2

総便益
（億円）

10 74 65 1.2

北海道開発局
事業振興部
都市住宅課

(課長　相馬　和則)

4.9 11 11 1.0

東北地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　田中　政幸）

5.8 8.0 4.7 1.7

7.0 35 32 1.1

163 1,672 1,481 1.1

12 152 126 1.2

5.2 86 72 1.2

担当課
（担当課長名）

本省住宅局
住環境整備室

（室長　後藤　隆之）

計画戸数：276戸 1.2

133 計画戸数：406戸 121

98

1.1

・平成16年度から住宅宅地供給を開始するため，関連公共施設
を緊急に整備する必要がある
・当該団地は，鹿児島市中心部からバスで約20分のところに立
地し、職住近接を実現　等

・当該団地は、名古屋市中心部から徒歩等で約15分のところに
立地し、職住近接を実現　等

・当該団地は、那覇市中心部からバスで約15分のところに立地
し、職住近接を実現
・団地内の景観向上のため、電線類の地下埋設を実施　等

・当該団地は、池袋駅から約1kmのところに立地し、職住近接
を実現　等

・平成17年度から住宅宅地供給を開始するため、関連公共施設
を緊急に整備する必要がある
・当該団地は、大阪市中心部から鉄道で約30分のところに立地
し、職住近接を実現　等

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

その他の指標による評価

沖縄総合事務局
建設行政課

（課長　村山　継）

・平成16年度から住宅供給を開始するため、関連公共施設を緊
急に整備する必要がある
・当該団地は、大阪市中心部から鉄道等で約15分のところに立
地し、職住近接を実現　等

　2-1街区他区画道路（基盤）
　都市基盤整備公団 土地･水資源局

土地政策課
（課長　松葉　佳文）

東池袋三丁目

115

金剛東

　通路①（基盤）
　都市基盤整備公団

　2-1街区他下水道（基盤）
　都市基盤整備公団

　2-1街区他多目的広場（基盤）
　都市基盤整備公団

　公開空地（基盤）
　都市基盤整備公団

湊町西街区

　公開空地①（基盤）
　都市基盤整備公団

25 計画戸数：400戸 21

　道路（基盤）
　都市基盤整備公団

　多目的広場（基盤）
　都市基盤整備公団

1.2

真嘉比古島第二団地

計画戸数：414戸

事 業 名

　真嘉比中央公園（公園）
　沖縄県那覇市

　県道小山田谷山線（道路）
　鹿児島県 計画交通量17,900台/日

誘致距離　  0.5km
誘致圏戸数　1,627戸

画図団地

【住宅市街地総合整備事業】

大宮長山地区住宅市街地総合整備事業
埼玉県さいたま市

計画交通量3,600台/日

計画交通量6,700台/日

費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ

新東唐津駅地区

名西二丁目

　水前寺画図線（街路）
　熊本県

　東唐津駅原線他２路線（区画）
　佐賀県唐津市

便益の主な根拠

是川地区住宅市街地総合整備事業
青森県 住宅計画戸数：56戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

地区面積
（ha）

便益（Ｂ）

事業主体

神峰地区住宅市街地総合整備事業
茨城県 住宅計画戸数：35戸

住宅計画戸数：338戸
春光台（Ａ）地区住宅市街地総合整備
事業
北海道旭川市

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

春日大和地区住宅市街地総合整備事業
栃木県 住宅計画戸数：153戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

住宅計画戸数：6,000戸
道路、公園の整備

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

大宮東宮下地区住宅市街地総合整備事
業
埼玉県さいたま市

住宅計画戸数：712戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

松原団地駅西側地区住宅市街地総合整
備事業
埼玉県草加市

住宅計画戸数：376戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

・当該団地は、熊本市中心部からバスで約20分のところに立地
し、職住近接を実現　等

・平成16年度から住宅宅地供給を開始するため、関連公共施設
を緊急に整備する必要がある
・当該団地は、唐津・東松浦地方拠点都市地域の拠点地区内に
立地　等

九州地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

関東地方整備局
住宅整備課

（課長　大水　敏弘）



5.2 9.0 7.0 1.2

5.2 23 18 1.2

76 1,062 882 1.2

2.9 132 79 1.7

2.0 71 46 1.5

3.4 89 56 1.6

6.5 252 152 1.7

3.5 67 39 1.7

4.7 124 68 1.8

2.8 167 91 1.8

2.3 88 53 1.7

2.5 142 66 2.2

20 78 60 1.3

30 105 93 1.1

54 136 86 1.6

69 173 113 1.5

5.1 14 9.2 1.5

5.0 16 9.9 1.6

7.2 16 16 1.0
北陸地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　田村　英之）

6.3 26 17 1.5
住宅局

市街地住宅整備室
（室長　井上　俊之）

関東地方整備局
住宅整備課

（課長　大水　敏弘）

関東地方整備局
住宅整備課

（課長　大水　敏弘）

住宅局
市街地住宅整備室

（室長　井上　俊之）

轟地区住宅市街地総合整備事業
千葉県 住宅計画戸数：42戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

住宅計画戸数：102戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

赤羽台周辺地区住宅市街地総合整備事
業
東京都北区

住宅計画戸数：3,800戸
道路、公園の整備

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

作草部地区住宅市街地総合整備事業
千葉県

住宅計画戸数：470戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

町屋六丁目地区住宅市街地総合整備事
業
東京都

住宅計画戸数：270戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

桐ヶ丘一丁目東地区住宅市街地総合整
備事業
東京都

長房地区住宅市街地総合整備事業
東京都 住宅計画戸数：320戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

村山地区住宅市街地総合整備事業
東京都 住宅計画戸数：870戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

東久留米堺町一丁目地区住宅市街地総
合整備事業
東京都

住宅計画戸数：230戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

高井戸西一丁目（中）地区住宅市街地
総合整備事業
東京都

住宅計画戸数：400戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

稲付地区住宅市街地総合整備事業
東京都 住宅計画戸数：530戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

西亀有一丁目地区住宅市街地総合整備
事業
東京都

住宅計画戸数：310戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

池尻二丁目地区住宅市街地総合整備事
業
東京都

住宅計画戸数：390戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

篠崎駅東部地区住宅市街地総合整備事
業
東京都

建替促進：20件
都市再生住宅：21戸
公園等の整備

・大規模地震時の延焼危険度の低減及び出火危険度の低減を図
ることにより防災性の向上が推進される。
・公共空間（道路、公園等）の確保、良質な市街地住宅の供給
の促進を行うことにより、居住環境の整備が推進される。
等

瑞江駅西部地区住宅市街地総合整備事
業
東京都

建替促進：30件
都市再生住宅：39戸
公園等の整備

・大規模地震時の延焼危険度の低減及び出火危険度の低減を図
ることにより防災性の向上が推進される。
・公共空間（道路、公園等）の確保、良質な市街地住宅の供給
の促進を行うことにより、居住環境の整備が推進される。
等

花畑北部地区住宅市街地総合整備事業
東京都

建替促進：28件
都市再生住宅：38戸
公園等の整備

・大規模地震時の延焼危険度の低減及び出火危険度の低減を図
ることにより防災性の向上が推進される。
・公共空間（道路、公園等）の確保、良質な市街地住宅の供給
の促進を行うことにより、居住環境の整備が推進される。
等

六町四丁目付近地区住宅市街地総合整
備事業
東京都

建替促進：48件
都市再生住宅：36戸
公園等の整備

・大規模地震時の延焼危険度の低減及び出火危険度の低減を図
ることにより防災性の向上が推進される。
・公共空間（道路、公園等）の確保、良質な市街地住宅の供給
の促進を行うことにより、居住環境の整備が推進される。
等

浦島ヶ丘地区住宅市街地総合整備事業
神奈川県横浜市 住宅計画戸数：131戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

南鴨宮地区住宅市街地総合整備事業
神奈川県 住宅計画戸数：120戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

子安地区住宅市街地総合整備事業
新潟県 住宅計画戸数：70戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

武蔵町地区住宅市街地総合整備事業
石川県金沢市

建替促進：13件
都市再生住宅：26戸
道路、公園等の整備

・大規模地震時の延焼危険度の低減及び出火危険度の低減を図
ることにより防災性の向上が推進される。
・公共空間（道路、公園等）の確保、良質な市街地住宅の供給
の促進を行うことにより、居住環境の整備が推進される。
等
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2.4 79 47 1.7

6.8 165 98 1.7
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8.5 129 98 1.3

10 88 29 3.0
中国地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　石崎　隆弘）

5.2 50 49 1.0
四国地方整備局建政部
都市・住宅整備課

（課長　舟久保　敏）

22 437 377 1.2

6.3 24 17 1.4

5.8 35 26 1.3

22 40 27 1.5

21 112 87 1.3

5.1 69 45 1.5
九州地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

総便益
（億円）

371 837 633 1.3
本省都市・地域整備局
下水道部下水道事業課
（課長　小林　一朗）

107 8.5 5.0 1.7

48 90 67 1.3

155 251 211 1.2

・美里町における汚水処理人口普及率が約22%と低く、下水道
整備の緊急性が高い
・公共用水域の水質汚濁に係る環境基準が未達成であり、水質
保全の必要性が高い　等

・各個別による公共下水道による整備コスト/流域下水道によ
る整備コストが１．０９であり、流域下水道による整備が経済
的である。 等

担当課
（担当課長名）

・公共用水域の水質汚濁に係る環境基準が未達成であり、水質
保全の必要性が高い
・閉鎖性水域である霞ヶ浦の水質保全に資する　等

その他の指標による評価

・大規模地震時の延焼危険度の低減及び出火危険度の低減を図
ることにより防災性の向上が推進される。
・公共空間（道路、公園等）の確保、良質な市街地住宅の供給
の促進を行うことにより、居住環境の整備が推進される。
等

近畿地方整備局
住宅整備課

（課長　林　隆弘）

九州地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

中部地方整備局
住宅整備課

（課長　松本　忠）

便益算定人口 0.77 万人

便益算定人口 0.49 万人

便益算定人口 12.08 万人

美里町公共下水道事業
埼玉県美里町

利根川右岸流域下水道事業
埼玉県

児玉町公共下水道事業
埼玉県児玉町 便益算定人口 1.85 万人

・児玉町における汚水処理人口普及率が約17%と低く、下水道
整備の緊急性が高い
・公共用水域の水質汚濁に係る環境基準が未達成であり、水質
保全の必要性が高い　等

【下水道事業】

事 業 名
Ｂ／Ｃ総事業費

（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

鉾田町公共下水道事業
茨城県鉾田町

便益の主な根拠事業主体

住宅局
市街地住宅整備室

（室長　井上　俊之）

関東地方整備局
建政部都市整備課
（課長　東　智徳）

岐阜駅北西部地区住宅市街地総合整備
事業
岐阜県岐阜市

住宅計画戸数：103戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

安倍口地区住宅市街地総合整備事業
静岡県静岡市 住宅計画戸数：520戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

稲葉地地区住宅市街地総合整備事業
愛知県名古屋市 住宅計画戸数：146戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

田尻町りんくうポート北地区住宅市街
地総合整備事業
大阪府田尻町

住宅計画戸数：330戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

長居西地区住宅市街地総合整備事業
大阪府 住宅計画戸数：324戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

公園南矢田地区住宅市街地総合整備事
業
大阪府

住宅計画戸数：680戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

瓜破西地区住宅市街地総合整備事業
大阪府 住宅計画戸数：1,504戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

大里本町地区住宅市街地総合整備事業
福岡県北九州市 住宅計画戸数：780戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

貝塚橋本第２地区住宅市街地総合整備
事業
大阪府

住宅計画戸数：674戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

シビックセンターゾーン地区住宅市街
地総合整備事業
島根県江津市

住宅計画戸数：100戸
道路の整備

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

建替促進：30件
都市再生住宅：24戸
道路、公園等の整備

・大規模地震時の延焼危険度の低減及び出火危険度の低減を図
ることにより防災性の向上が推進される。
・公共空間（道路、公園等）の確保、良質な市街地住宅の供給
の促進を行うことにより、居住環境の整備が推進される。
等

住宅計画戸数：285戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

紫原地区住宅市街地総合整備事業
鹿児島県

八尋地区住宅市街地総合整備事業
福岡県 住宅計画戸数：131戸

立山地区住宅市街地総合整備事業
長崎県長崎市

建替促進：20件
都市再生住宅：20戸
道路、公園等の整備

浜町・芦崎・新川地区住宅市街地総合
整備事業
大分県大分市

愛宕地区住宅市街地総合整備事業
福岡県 住宅計画戸数：87戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等

介良地区住宅市街地総合整備事業
高知県 住宅計画戸数：234戸

・拠点地区の土地利用が、低未利用地等から土地利用転換され
る、老朽公共住宅の建替えが行われる等、都市機能の更新が図
られる。
・地域の住宅事情等を勘案して、居住水準の向上に資する適切
な住宅の床面積が確保され、職住近隣型の良好な市街地住宅供
給が推進される。　　等



88 222 133 1.7
関東地方整備局
建政部都市整備課
（課長　東　智徳）

57 3.6 3.1 1.2

北陸地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　田村　英之）

136 128 114 1.1

134 194 160 1.2

354 475 366 1.3

165 175 145 1.2

125 143 120 1.2

70 160 109 1.5

117 213 117 1.8

86 5.0 4.1 1.2

74 5.3 4.5 1.2
東北地方整備局

建政部都市・住宅整備課
（課長　田中　政幸）

68 5.2 4.6 1.1

37 44 37 1.2

68 7.5 6.0 1.2

60 5.8 4.1 1.4
近畿地方整備局
建政部都市整備課

(課長　新階　寛恭）

6.9 12 10 1.2

15 25 20 1.3

13 1.3 1.1 1.1

172 239 167 1.4

29 1.9 1.6 1.2
四国地方整備局

建政部都市・住宅整備課
（課長　舟久保　敏）

69 6.1 4.1 1.5

89 5.7 4.1 1.4

44 74 46 1.6

13 1.0 0.69 1.5

11 0.92 0.46 2.0

24 67 38 1.8
中部地方整備局
建政部都市整備課

（課長　筒井　裕治）

9.3 1.5 1.2 1.3
中国地方整備局

建政部都市・住宅整備課
（課長　石崎　隆弘）

富来町公共下水道事業
石川県富来町

森町公共下水道事業
静岡県森町

大田市公共下水道事業
島根県大田市

小竹町公共下水道事業
福岡県小竹町

益田市公共下水道事業
島根県益田市

西郷町公共下水道事業
島根県西郷町

武雄市公共下水道事業
佐賀県武雄市

養老町特定環境保全公共下水道事業
岐阜県養老町

・事業採択後4年後に一部供用開始予定であり、効果の早期発
現が見込める
・公共用水域の水質汚濁に係る環境基準が未達成であり、水質
保全の必要性が高い　等

便益算定人口 0.95 万人 ・森町における汚水処理人口普及率が約9%と低く、下水道整備
の緊急性が高い　等

・富来町における汚水処理人口普及率が約13%と低く、下水道
整備の緊急性が高い　等

大野町公共下水道事業
岐阜県大野町 便益算定人口 1.68 万人

・大野町における汚水処理人口普及率が約10%と低く、下水道
整備の緊急性が高い
・閉鎖性水域である伊勢湾の水質保全に資する　等

便益算定人口 0.40 万人

神川町公共下水道事業
埼玉県神川町 便益算定人口 1.01 万人

中国地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　石崎　隆弘）

九州地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　栗田　康正）

中部地方整備局
建政部都市整備課

（課長　筒井　裕治）

中部地方整備局
建政部都市整備課

（課長　筒井　裕治）

便益算定人口 3.11 万人

・益田市における汚水処理人口普及率が約11%と低く、下水道
整備の緊急性が高い
・公共用水域の水質汚濁に係る環境基準が未達成であり、水質
保全の必要性が高い　等

便益算定人口 1.70 万人

・大田市における汚水処理人口普及率が約9%と低く、下水道整
備の緊急性が高い
・過疎地域自立促進計画区域内に係る事業であり、地域振興に
資する　等

便益算定人口 0.98 万人

・西郷町における汚水処理人口普及率が約14%と低く、下水道
整備の緊急性が高い
・過疎地域自立促進計画区域内に係る事業であり、地域振興に
資する　等

便益算定人口 1.00 万人 ・小竹町における汚水処理人口普及率が約24%と低く、下水道
整備の緊急性が高い　等

北野町公共下水道事業
福岡県北野町 便益算定人口 1.94 万人

・公共用水域の水質汚濁に係る環境基準が未達成であり、水質
保全の必要性が高い
・閉鎖性水域である有明海の水質保全に資する　等

便益算定人口 0.74 万人

・事業採択後4年後に一部供用開始予定であり、効果の早期発
現が見込める
・武雄市における汚水処理人口普及率が約26%と低く、下水道
整備の緊急性が高い　等

雄勝町特定環境保全公共下水道事業
秋田県雄勝町 便益算定人口 0.74 万人

・雄勝町における汚水処理人口普及率が約3%と低く、下水道整
備の緊急性が高い
・過疎地域自立促進計画区域内に係る事業であり、地域振興に
資する　等

便益算定人口 0.67 万人
・閉鎖性水域である伊勢湾の水質保全に資する
・中部圏基本開発計画に位置づけがあり、都市整備に資する
等

池田町特定環境保全公共下水道事業
岐阜県池田町 便益算定人口 0.44 万人

・閉鎖性水域である伊勢湾の水質保全に資する
・中部圏基本開発計画に位置づけがあり、都市整備に資する
等

久居市特定環境保全公共下水道事業
三重県久居市 便益算定人口 0.85 万人

・公共用水域の水質汚濁に係る環境基準が未達成であり、水質
保全の必要性が高い
・閉鎖性水域である伊勢湾の水質保全に資する　等

御坊市特定環境保全公共下水道事業
和歌山県御坊市 便益算定人口 0.37 万人

・御坊市における汚水処理人口普及率が約23%と低く、下水道
整備の緊急性が高い
・計画区域内に、総合運動公園等公共施設があり、公共性が高
い事業である　等

平田市特定環境保全公共下水道事業
島根県平田市 便益算定人口 0.10 万人

・事業採択後4年後に一部供用開始予定であり、効果の早期発
現が見込める
・島根地域半島振興計画に位置づけがあり、地域振興に資する
等

温泉津町特定環境保全公共下水道事業
島根県温泉津町 便益算定人口 0.12 万人

・事業採択後4年後に一部供用開始予定であり、効果の早期発
現が見込める
・温泉津町における汚水処理人口普及率が約17%と低く、下水
道整備の緊急性が高い　等

川本町特定環境保全公共下水道事業
島根県川本町 便益算定人口 0.13 万人

・公共用水域の水質汚濁に係る環境基準が未達成であり、水質
保全の必要性が高い
・予定放流地点の下流3.5kmにおいて水道原水を取水してお
り、水道水源の保全に資する　等

邑久町特定環境保全公共下水道事業
岡山県邑久町 便益算定人口 1.69 万人 ・閉鎖性水域である瀬戸内海の水質保全に資する　等

宍喰町特定環境保全公共下水道事業
徳島県宍喰町 便益算定人口 0.24 万人

・宍喰町における汚水処理人口普及率が約29%と低く、下水道
整備の緊急性が高い
・公共用水域の水質汚濁に係る環境基準が未達成であり、水質
保全の必要性が高い　等

若宮町特定環境保全公共下水道事業
福岡県若宮町 便益算定人口 0.68 万人 ・若宮町における汚水処理人口普及率が約19%と低く、下水道

整備の緊急性が高い　等

芦刈町特定環境保全公共下水道事業
佐賀県芦刈町 便益算定人口 0.61 万人

・芦刈町における汚水処理人口普及率が約15%と低く、下水道
整備の緊急性が高い
・新技術を導入予定であり、事業の効率化に資する　等

大瀬戸町特定環境保全公共下水道事業
長崎県大瀬戸町 便益算定人口 0.41 万人

・大瀬戸町における汚水処理人口普及率が約24%と低く、下水
道整備の緊急性が高い
・過疎地域自立促進計画区域内に係る事業であり、地域振興に
資する　等

境町境南部都市下水路
群馬県境町 便益算定面積 105 ｈａ

・事業採択後3年後に一部供用開始予定であり、効果の早期発
現が見込める
・計画区域内に、町役場等公共施設があり、公共性が高い事業
である　等

上尾市浅間川雨水第１幹線都市下水路
埼玉県上尾市 便益算定面積 143 ｈａ ・事業採択後3年後に一部供用開始予定であり、効果の早期発

現が見込める　等

二見町溝口都市下水路
三重県二見町 便益算定面積 52 ｈａ

・事業採択後3年後に一部供用開始予定であり、効果の早期発
現が見込める
・新技術を導入予定であり、事業の効率化に資する　等

益田市万葉第２都市下水路
島根県益田市 便益算定面積 50 ｈａ

・事業採択後3年後に一部供用開始予定であり、効果の早期発
現が見込める
・計画区域内に、高等学校等公共施設があり、公共性が高い事
業である　等

中国地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　石崎　隆弘）

九州地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　栗田　康正）

関東地方整備局
建政部都市整備課
（課長　東　智徳）



8.6 0.74 0.33 2.3
四国地方整備局

建政部都市・住宅整備課
（課長　舟久保　敏）

※斜字体については、簡易比較法を採用しているため、Ｂ、Ｃそれぞれを年当たりの数値（億円/年）で記入している。

【都市公園事業】
（公団）

総便益
（億円）

25 146 40 3.6

66 148 59 2.5

（補助）

総便益
（億円）

6.3 15 8.3 1.9

8.1 308 35 8.8

4.5 45 9.5 4.8

1.0 7.3 2.4 3.0

2.4 3.4 2.3 1.5

15 32 21 1.5

10 334 22 14.8

8.4 120 12 9.7

18 118 15 7.5

9.2 220 45 4.8

13 119 10 11.4

2.2 27 8.3 3.3

12 22 15 1.5

15 35 29 1.2

9.0 140 10 14.5

10 392 39 10.0

2.8 14 5.3 2.6

19 106 18 5.9

44 91 36 2.5

6.4 74 6.1 12.8

4.1 33 4.6 7.3

14 68 21 3.2

24 106 55 1.9

3.8 44 13 3.2

10 25 10 2.5

39 235 27 8.4

11 431 179 2.4

23 182 16 10.0

5.7 15 5.7 2.6

81 396 64 6.2

費用
（Ｃ）
（億円）

鳳公園
都市基盤整備公団

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：6.1万人

事業主体 便益の主な根拠

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

・災害時における一次避難地となる防災公園
・複数種類の災害応急対策施設を整備

車塚公園
都市基盤整備公団

東北地方整備局
都市住宅整備課

（課長　田中　政幸）

大川親水緑地
群馬県新田町

北小学校近隣公園
群馬県東村

阿南市長浜都市下水路
徳島県阿南市

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
事業主体 便益の主な根拠

事 業 名 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）
（億円）

北海道開発局
都市住宅課

（課長　相馬　和則）

担当課
（担当課長名）

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

担当課
（担当課長名）

春光台公園
北海道旭川市

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：39.7万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・広域避難地となる防災公園

便益算定面積 67 ｈａ ・事業採択後3年後に一部供用開始予定であり、効果の早期発
現が見込める 等

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：12.0万人

・災害時における一次避難地となる防災公園
・複数種類の災害応急対策施設を整備

西部緑化重点地区
北海道函館市

誘致距離：3ｋｍ
誘致圏人口：6.1万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区総合整備事業

ガリヤ地区
北海道紋別市

誘致距離：80ｋｍ
誘致圏人口：33.9万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区総合整備事業

旧室蘭駅舎公園
北海道室蘭市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：0.5万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・防災計画に一時避難地として位置付け

あゆ場公園
北海道余市町

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：18.0万人

・緑のマスタープランに位置付けられている
・河川敷の有効活用

山口緑地
北海道札幌市

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：200万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・産業廃棄物処理事業との連携事業

円山緑化重点地区
北海道札幌市

誘致距離：3ｋｍ
誘致圏人口：22.5万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区総合整備事業

北部緑化重点地区
北海道札幌市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：7.5万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区総合整備事業

月寒緑化重点地区
北海道札幌市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：5.6万人

・緑の基本計画に位置付けられている。
・記念物保存修理事業との連携

東部緑化重点地区
北海道札幌市

誘致距離：2.7ｋｍ
誘致圏人口：21.9万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区総合整備事業

西部緑化重点地区
北海道札幌市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：7.7万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区総合整備事業

手稲緑化重点地区
北海道札幌市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：3.8万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区総合整備事業

霞城公園
山形県

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：25.2万人

・山形市総合防災計画に位置付けられている。
・緑の基本計画に位置付けられている。
・記念物保存修理事業との連携

大安場史跡公園
福島県郡山市

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：44.1万人

・緑の基本計画に位置付けられている。
・地域ルネッサンス公園整備事業との連携

愛宕山緑地
宮城県仙台市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：4.4万人

・仙台市地域防災計画に位置付けられている。
・緑の基本計画に位置付けられている。

旗立緑地
宮城県仙台市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：5.0万人

・仙台市地域防災計画に位置付けられている。
・緑の基本計画に位置付けられている。

協和町カントリーパーク
秋田県協和町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：0.1万人

・道の駅事業との連携
・カントリーパークの整備である。

仙北ふれあい公園
秋田県仙北町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：3.3万人

・仙北町地域防災計画に位置付けられる。
・近隣・地区公園がゼロ地域に整備されるため歩いていける範
囲の公園が増加する。

葛城地区　地区公園
茨城県つくば市

誘致距離：3ｋｍ
誘致圏人口：5.0万人

・緑の基本計画に位置付け
・緩衝緑地・緑道・地区公園の整備

宇大東南部平松公園
栃木県宇都宮市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：2.8万人

・緑の基本計画に位置付け
・バリアフリー化

栃木市聖地公園
栃木県栃木市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：0.92万人

・緑の基本計画に位置付け
・公園の緑被面積率50%以上

益子町北公園
栃木県益子町

誘致距離：4.0ｋｍ
誘致圏人口：2.6万人

・緑の基本計画に位置付け
・都市基幹公園の整備

市貝町総合運動公園
栃木県市貝町

誘致距離：3.7ｋｍ
誘致圏人口：1.2万人

・緑の基本計画に位置付け
・都市基幹公園の整備

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：2.8万人

・避難収容施設、延焼防止林等防災性の向上
・緑の基本計画に位置付け

誘致距離：2.0ｋｍ
誘致圏人口：1.2万人

・緑の基本計画に位置付け
・その他の他事業との連携事業

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：6.0万人

・緑の基本計画に位置付け
・その他の他事業との連携事業

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：12万人

・緑の基本計画に位置付け
・緑化重点地区整備事業

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：4.6万人

・緑の基本計画に位置付け
・公園の緑被面積率50%以上

CVM仮想市場評価法 ・緑の基本計画に位置付け
・災害時における広域防災拠点となる防災公園

誘致距離：2.0ｋｍ
誘致圏人口：6.3万人

・災害時における一次避難地となる防災公園
・借地方式、国有地の活用

港南公園
東京都港区

新郷東部公園
埼玉県川口市

三郷中央地区
埼玉県三郷市

八千代台北子供の森
千葉県八千代市

駒沢オリンピック公園
東京都

関東地方整備局
都市整備課

（課長　東　智徳）



3.0 7.0 3.5 2.0

5.9 161 35 4.6

41 366 26 14.1

212 300 221 1.3

49 216 36 6.0

10 26 8.7 3.0

2.1 69 9.0 7.7

2.0 50 37 1.3

3.0 10 5.4 1.7

11 155 10 15.1

5.0 67 48 1.3

4.8 90 7.5 12.1

80 90 69 1.3

29 465 28 16.3

8.6 17 3.0 1.9

8.7 27 13 2.2

36 40 35 1.2

5.0 19 5.4 3.6

3.5 87 19 4.5

5.4 29 9.9 2.9

41 76 66 1.2

26 40 30 1.3

41 65 55 1.2

15 135 17 7.9

52 32 27 1.2

12 162 11 14.1

2.0 48 13 3.6

9.6 15 13 1.2

15 109 14 7.9

29 696 188 2.5

9.8 253 95 2.6

2.3 11 5.3 2.0

128 593 133 4.5

16 194 18 10.9

31 468 82 5.7

3.0 113 82 15.2

20 505 151 3.3

14 57 20 2.9

大阪国際空港周辺緑地
兵庫県伊丹市

誘致距離：3ｋｍ
誘致圏人口：5.7万人

・DID区域内で緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づ
けられた公園。災害時には広域避難地となり、複数の災害応急
対策施設を有した防災公園である。

北口地区
兵庫県西宮市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：11.6万人

・DID区域内で緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づ
けられた公園。新たな社会システムへの対応ということで計
画・設計及び管理への住民参加を図る。

松原西地区
大阪府松原市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：9.2万人

・DID区域内で緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づ
けられた公園。災害時には一時避難地となる防災公園で河川敷
等を有効活用している。

狭山池・副池周辺地区
大阪府大阪狭山市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：1.7万人

・緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づけられた公
園。災害時には一時避難地となる防災公園で他事業と連携を
図っている。

枚方南部地区
大阪府枚方市

誘致距離：5ｋｍ
誘致圏人口：16万人

・DID区域内で緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づ
けられた公園。災害時には一時避難地となる防災公園である。

高美地区
大阪府八尾市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：1.8万人

・DID区域内で緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づ
けられた公園。新たな社会システムへの対応として、管理への
住民参加を図る。

長田野周辺地区
京都府福知山市

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：15.5万人

・緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づけられた公
園。新たな社会システムへの対応ということで計画・設計及び
管理への住民参加を図る。

園部ＩＣ周辺地区
京都府園部町

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：1.5万人

・緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づけられた公
園。土地区画整理事業と連携している。

東部地域公園
滋賀県愛知川町

誘致距離：3ｋｍ
誘致圏人口：0.9万人

・町の地域防災計画に位置づけられた、複数種類の災害応急対
策施設等、防災性の向上を図った近隣・地区公園ゼロ地域での
地区公園である。

南部地区
滋賀県大津市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：5万人

・緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づけられた公
園。大戸川ダム事業と連携している。

丸岡地区
福井県丸岡町

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：3万人

・DID区域内で緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づ
けられた街区公園

五個荘中央公園
滋賀県五個荘町

誘致距離：3ｋｍ
誘致圏人口：0.54万人

・町の地域防災計画に位置づけられた、緑被率５０％以上の近
隣・地区公園ゼロ地域での近隣公園。

刈谷市総合運動公園
愛知県刈谷市

誘致距離：13.7ｋｍ
誘致圏人口：13.2万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・他事業との連携事業である

名古屋市緑化重点地区
愛知県名古屋市

誘致距離：14.1ｋｍ
誘致圏人口：162.0万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区整備事業である

22世紀の丘公園
静岡県掛川市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：36.0万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・環境ふれあい公園

天野公園
静岡県伊豆長岡町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：3.6万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・他事業との連携事業である

可児市運動公園
岐阜県可児市

誘致距離：20.0ｋｍ
誘致圏人口：132.7万人

・バリアフリー設計を行う
・計画・設計への住民参加を行う

うるおいとやすらぎ地区
岐阜県神戸町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：2.7万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区整備事業である

学園都市中央公園
岐阜県土岐市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：0.9万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・歩いて行ける範囲の公園の整備

空の森地区
岐阜県各務原市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：1.8万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区整備事業である

守山西公園
静岡県韮山町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：1.8万人

・緑の基本計画に位置づけられている。
・国公有地を活用した事業である。

あさはた緑地
静岡県静岡市

誘致距離：15.0.8ｋｍ
誘致圏人口：70.7万人

・緑の基本計画に位置づけられている。
・自然再生協議会による計画策定。

城南中央公園
富山県城端町

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：1.0万人

・緑の基本計画に位置づけられている。
・地域防災計画で避難地となる公園。

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：2.0万人

・緑の基本計画に位置づけられている。
・国有地の活用をしている。

綾子河川公園
富山県小矢部市 北陸地方整備局

都市住宅整備課
（課長　田村　英之）

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：0.61万人

・生態系の保全のための環境整備を総合的に行うことを目的と
して関係省庁における関連事業と連携するもの
・環境ふれあい公園、都市緑化植物園等

青柳崖線地区
東京都国立市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：8.8万人

・緑の基本計画に位置付け
・緑化重点地区整備事業

桑袋緑地
東京都足立区

武蔵小金井地区
東京都小金井市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：19万人

・緑の基本計画に位置付け
・緑化重点地区整備事業

日野緑地
東京都日野市

誘致距離：10ｋｍ
誘致圏人口：169万人

・緑の基本計画に位置付け
・公園の緑被面積率50%以上

高幡不動周辺地区
東京都日野市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：5.9万人

・緑の基本計画に位置付け
・緑化重点地区整備事業

さがみグリーンライン
神奈川県

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：2.5万人

・健康運動施設整備事業
・他事業との連携事業

市ノ坪公園
神奈川県伊勢原市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：3.1万人

・災害時における一次避難地となる防災公園
・複数種類の災害応急対策施設

なかむら公園
神奈川県藤沢市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：3.4万人

・緑の基本計画に位置付け
・計画・設計への住民参加

セントラルパーク
埼玉県さいたま市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：24万人

・近隣・地区公園ゼロ地域での近隣・地区公園
・計画・設計への住民参加

平尾山公園
長野県佐久市

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：21万人

・緑の基本計画に位置付け
・生態系の保全のための環境整備を総合的に行うことを目的と
して、関係省庁における関連事業と連携するもの

信州国際音楽村周辺地区
長野県丸子町

誘致距離：4.5ｋｍ
誘致圏人口：2.2万人

・緑の基本計画に位置付け
・計画・設計への住民参加

俣野公園
神奈川県横浜市

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：602万人

・緑の基本計画に位置付け
・ゆったりトイレ緊急整備事業

辰野ほたる童謡公園
長野県辰野町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：1.5万人

・観光等地域活性化への貢献
・近隣・地区公園ゼロ地域での近隣・地区公園

大豆島公園
長野県長野市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：7.3万人

・災害時における一次避難地となる防災公園
・緑の基本計画に位置付け

関東地方整備局
都市整備課

（課長　東　智徳）

近畿地方整備局
都市整備課

（課長　新階　寛恭）

中部地方整備局
都市整備課

（課長　筒井　祐治）



19 38 25 1.5

22 81 23 3.5

7.0 159 16 9.9

39 812 743 1.1

5.5 138 79 1.7

35 140 118 1.2

5.7 79 30 2.7

13 174 18 9.9

8.9 92 11 8.7

15 66 13 5.0

20 24 20 1.2

87 267 138 1.9

2.2 5.6 2.5 2.3

26 62 22 2.9

5.8 243 59 4.1

9.2 431 40 10.9

6.4 249 23 10.9

3.0 16 7.0 2.3

9.6 349 9.4 37.2

6.4 57 6.7 8.5

27 42 40 1.1
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

16 97 29 3.4

29 267 68 4.0

2.7 25 3.2 7.9

73 119 97 1.2

4.0 39 3.6 10.7

〔その他施設費〕

【官庁営繕事業】

事 業 名
事業主体 総便益

（億円）
事業の
緊急性

計画の
妥当性

2.8 9.7 5.2 1.9 102点 133点

15 61 25 2.4 119点 121点

5.1 18 9.4 2.0 113点 133点

6.6 27 13 2.1 105点 110点

新川公園
沖縄県南風原町

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：1.3万人

・緑の基本計画に位置づけられている。
・管理への住民参加。

宜保３号公園
沖縄県豊見城市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：1.9万人

・緑の基本計画に位置づけられている。管理への住民参加。

豊崎総合公園
沖縄県豊見城市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：78.6万人

・緑の基本計画に位置づけられている。
・オ－トキャンプ場の整備。

天福公園
宮崎県日南市

誘致距離：22.0ｋｍ
誘致圏人口：3.3万人

・市防災計画に位置付けられる。
・街づくりを支援し、観光に貢献する。

勝山公園
福岡県北九州市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：130万人

・緑の基本計画に位置づけられている広域避難地となる防災公
園

竜北公園
熊本県竜北町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：1.1万人

・住民参加型の公園計画、公園管理
・カントリーパークの整備

杵築市総合公園
大分県杵築市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：22.0万人

・第63回国民体育大会（平成20年大分国体）の卓球会場

古津賀地区
高知県中村市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：0.57万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区整備事業

巨勢公園
佐賀県佐賀市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：2.8万人

・緑の基本計画に位置付けされている身近な都市公園の整備

中心地区
愛媛県松山市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：10万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区整備事業

今治駅・港周辺地区
愛媛県今治市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：3万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区整備事業

平田川公園
山口県下松市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：2.0万人

・緑の基本計画に位置付けられている。
・土地区画整理事業と連携した公園である。

栗林公園
香川県

誘致距離：40ｋｍ
誘致圏人口：107万人

・観光等地域活性化に貢献している
・国の特別名勝に指定されている

峰高公園
広島県廿日市市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：8.0万人

・緑の基本計画に位置付けられている。
・バリアフリー化された地区公園である。

小屋浦緑地
広島県坂町

誘致距離：0.8ｋｍ
誘致圏人口：0.2万人

・緑の基本計画に位置づけられている。
・公園の緑被面積率が５０％以上である。

溜川公園
岡山県倉敷市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：3.0万人

・緑の基本計画に位置付けられている。
・絶滅危惧種の保存を行う公園である。

里庄町総合運動公園
岡山県里庄町

誘致距離：13.7ｋｍ
誘致圏人口：69万人

・市町村防災計画に位置付けられている。
・計画・設計への住民参加による地区公園である。

浜村砂丘公園
鳥取県気高町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：1.0万人

・国有地を活用している。
・管理への住民参加を予定している。

中国地方整備局
都市住宅整備課

（課長　石崎　隆弘）

安来市街北地区
島根県安来市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：2.0万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区整備事業である

西郷市街地区
島根県西郷町

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：1.0万人

・緑の基本計画に位置付けられている
・緑化重点地区整備事業である

西代公園
兵庫県神戸市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：23.7万人

・DID区域内で緑の基本計画に位置づけられた公園。災害時に
は一時避難地となる防災公園で高齢者、障害者に配慮したてい
て、新たな社会システムへの対応として管理への住民参加を図
る。

都心地区
兵庫県神戸市

誘致距離：3.85ｋｍ
誘致圏人口：53.2万人

・DID区域内で緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づ
けられた公園。高齢者、障害者に配慮している。

かつらぎ公園
和歌山県かつらぎ町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：1.2万人

・高齢者、障害者への配慮があり、観光等地域活性化への貢献
した公園。新たな社旗システムへの対応として、計画・設計へ
の住民参加を図った公園である。

大阪城公園
大阪府大阪市

誘致距離：11.7ｋｍ
誘致圏人口：602.7万人

・DID区域内で緑の基本計画に位置づけられた、観光等地域活
性化に貢献する都市基幹公園。H17都市緑化フェア会場。

段上地区
兵庫県西宮市

誘致距離：0.75ｋｍ
誘致圏人口：6.7万人

・DID区域内で緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づ
けられた公園。新たな社会システムへの対応ということで計
画・設計及び管理への住民参加を図る。

龍野小宅地区
兵庫県龍野市

誘致距離：3ｋｍ
誘致圏人口：6.8万人

・緑の基本計画の緑化重点地区整備事業に位置づけられた公
園。国有地の河川敷を活用した公園である。

計画延べ床面積：818㎡

 ・入居予定官署の税関・検疫所・入管は
民借しており、所有者の漁協より立ち退
き要請されている。海保の庁舎について
は、老朽・狭隘が著しく業務に支障をき
たしており、建替が必要となっている。

総事業費
（億円）

費用
（Ｃ）
（億円）

その他の指標による評価

その他

計画延べ床面積：2,114㎡

 ・輸出入貨物量の増加に伴い税関業務は
年々変化しており、国際物流の一翼を担
う税関手続きについてより一層の迅速
化・簡素化が求められている。迅速・適
正通関の実施のための施設整備が早急に
必要である。

計画延べ床面積：1,805㎡

 ・入居予定官署の既存庁舎はいずれも経
年による老朽化、業務量増大に伴う狭隘
化が著しく、早急に庁舎整備が必要であ
る。

Ｂ／Ｃ
便益の主な根拠

担当課
（担当課長名）

九州地方整備局
都市住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

沖縄総合事務局
建設行政課

（課長　村山　継）

本省大臣官房
官庁営繕部営繕計画課
（課長 藤田　伊織）

四国地方整備局
都市住宅整備課

（課長　舟久保　敏）

九州地方整備局
都市住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

計画延べ床面積：4,969㎡

 ・入居予定官署の既存庁舎はいずれも経
年による老朽化、業務量増大に伴う狭隘
化が著しく、早急に庁舎整備が必要であ
る。

便益（Ｂ）

花咲港湾合同庁舎
北海道開発局

下館地方合同庁舎
関東地方整備局

木津地方合同庁舎
近畿地方整備局

東京税関新潟税関支署東港出張所
北陸地方整備局

近畿地方整備局
都市整備課

（課長　新階　寛恭）



【小笠原諸島振興開発事業】

6.0

1.2

3.9

1.8

1.2

【離島振興特別事業】
〔奄美群島産業振興等補助金（観光・大島つむぎ振興等事業）〕

7.8

0.80

（離島体験滞在交流促進事業）

0.94

本省
都市・地域整備局

離島振興課
（課長　後藤　正之）

【船舶建造事業】

76

海上保安庁
装備技術部
船舶課

（課長　染矢　隆一）

事業主体

大型巡視船
（ヘリ甲板付高速高機能）
建造（1隻）
海上保安庁

事 業 名

事 業 名

健康体験交流施設整備事業
鹿児島県名瀬市

事 業 名 総事業費
（億円） 評　　価

事業主体

観光振興（都市公園）
＜ビジターセンター増改築＞
東京都

・小笠原諸島振興開発特別措置法の目的と合致している。
・他地域で確保されている水準と同程度の水準となる整備である。

事 業 名
事業主体

本省
都市・地域整備局
特別地域振興課

（課長　山口　悦弘）

生活環境施設等整備（浄化槽施設）
東京都小笠原村

総事業費
（億円） 評　　価

・小笠原諸島振興開発特別措置法の目的と合致している。
・村内における公共用水域の水質保全を図るために必要な整備である。

港湾整備（二見港）
＜係船浮標＞
東京都
港湾整備（沖港）
＜物揚場改修＞
東京都

・小笠原諸島振興開発特別措置法の目的と合致している。
・遠隔離島において小型船の係留施設を確保するために最低限必要な整備である。

農業・水産業基盤整備（二見漁港）
＜防波堤改良＞
東京都

総事業費
（億円） 評　価

・整備しようとする巡視船は、速力、夜間監視能力、捕捉能力、操縦性能、射撃精度等の向上が図られ、また、ヘリコプター連携
機能を有しており、不審船事案に迅速・的確に対応できるほか、悪質巧妙化する密輸・密航事犯、外国人漁業の監視取締等にも十
分対応することができる。

・小笠原諸島振興開発特別措置法の目的と合致している。
・係船浮標は大型船舶が接岸できない同港の代替施設として最低限必要な整備である。

・小笠原諸島振興開発特別措置法の目的と合致している。
・遠隔離島において漁港機能を確保するために最低限必要な整備である。

担当課
（担当課長名）

担当課
（担当課長名）

担当課
（担当課長名）

事業主体

離島体験滞在交流促進事業
新潟県粟島浦村

・都市部との交流人口の増加に資する。

本省
都市・地域整備局
特別地域振興課

（課長　山口　悦弘）

総事業費
（億円） 評　　価 担当課

（担当課長名）

・奄美群島振興開発特別措置法の目的と合致している。
・奄美群島独特の自然・文化等を活用した体験交流施設の整備により、産業の振興や奄美群島内外との交流連携が図られるととも
に、奄美群島の自立的発展に寄与する。

峰田山園地整備事業
鹿児島県宇検村

・奄美群島振興開発特別措置法の目的と合致している。
・奄美大島南部における観光拠点施設の整備により、産業の振興や奄美群島内外との交流連携が図られるとともに、奄美群島の自
立的発展に寄与する。



【河川事業】
（直轄）

総便益
（億円）

再々評価 23,680 187,740 23,680 7.9

・昭和56年8月洪水では、死者2人、浸水家屋22,500戸の浸水被害が発
生し、近年においても昭和63年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、石狩大橋地点で14,000m3/sの内、当面の治
水安全度を既往最大規模まで確保する。

継続

再々評価 23,680 187,740 23,680 7.9

・昭和56年8月洪水では、浸水家屋2,258戸の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、伊納地点で6,000m3/sの内、当面の治水安全
度を既往最大規模まで確保する。

継続

再々評価 787 856 787 1.1

・昭和50年8月洪水では、浸水家屋421戸の浸水被害が発生し、近年に
おいても昭和56年、平成11年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、名駒地点で3,000m3/sの内、当面の治水安全
度を1/40規模まで確保する。

継続

再々評価 718 2,544 718 3.5

・昭和37年8月洪水では、浸水家屋1,102戸の浸水被害が発生し、近年
においても平成9年、平成10年、平成11年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、今金地点で1,250m3/sの内、当面の治水安全
度を1/40規模まで確保する。

継続

再々評価 473 497 473 1.1

・昭和37年8月洪水では、死者2人、浸水家屋920戸の浸水被害が発生
し、近年においても平成4年、平成10年、平成13年、平成15年に浸水被
害が発生している。
・当該事業の実施により、鵡川地点で3,600m3/sの内、当面の治水安全
度を1/40規模まで確保する。

継続

再々評価 7,179 58,787 7,179 8.2

・昭和56年8月洪水では、死者1人、浸水家屋339戸の浸水被害が発生
し、近年においても平成10年、平成13年、平成15年に浸水被害が発生
している。
・当該事業の実施により、茂岩地点で13,700m3/sの内、当面の治水安
全度を1/40規模まで確保する。

継続

再々評価 1,033 2,049 1,033 2.0

・昭和54年10月洪水では、浸水家屋320戸の浸水被害が発生し、近年に
おいても平成4年、平成10年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、標茶地点で1,200m3/sの内、当面の治水安全
度を1/40規模まで確保する。

継続

再々評価 782 3,111 782 4.0

・平成4年9月洪水では、浸水家屋322戸の浸水被害が発生し、近年にお
いても平成10年、平成13年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、美幌地点で1,200m3/sの内、当面の治水安全
度を1/40規模まで確保する。

継続

再々評価 1,501 2,057 1,501 1.4

・昭和50年9月洪水では、死者1人、浸水家屋1,060戸の浸水被害が発生
し、近年においても平成4年、平成10年、平成13年に浸水被害が発生し
ている。
・当該事業の実施により、北見地点で1,600m3/sの内、当面の治水安全
度を1/40規模まで確保する。

継続

再々評価 363 1,060 363 2.9

・平成4年9月洪水では、浸水家屋104戸の浸水被害が発生し、近年にお
いても平成10年、平成13年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、開盛地点で1,800m3/sの内、当面の治水安全
度を既往最大規模まで確保する。

継続

再々評価 193 489 193 2.5

・平成10年9月洪水では、浸水家屋157戸の浸水被害が発生し、近年に
おいても平成12年、平成13年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、上渚滑地点で1,300m3/sの内、当面の治水安
全度を既往最大規模まで確保する。

継続

再々評価 3,773 18,396 3,773 4.9

・昭和56年8月洪水では、浸水家屋491戸の浸水被害が発生し、近年に
おいても平成6年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、誉平地点で5,700m3/sの内、当面の治水安全
度を1/40規模まで確保する。

継続

再々評価 3,773 18,396 3,773 4.9
・昭和56年8月洪水では、浸水家屋42戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、誉平地点で5,700m3/sの内、当面の治水安全
度を1/40規模まで確保する。

継続

再々評価 184 359 184 2.0
・平成10年9月洪水では、浸水家屋8戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を合流点地点で計画規模の
910m3/sまで確保する。

継続

再々評価 203 206 203 1.0

・昭和45年10月洪水では、浸水家屋28戸の浸水被害が発生し、近年に
おいても平成7年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を声問橋地点で計画規模の
270m3/sまで確保する。

継続

再々評価 2,700 11,916 2,287 5.2

一関地区は､昭和22年、23年洪水をはじめ、近年では平成14年7月洪水
等、その地理的特性から古来より水害に悩まされており、現在も浸水
頻度の高い地域である。
・当該事業の実施により、狐禅寺地点(基本高水13,000m3/s)におい
て、洪水調節量4,500m3/sのうち1,900m3/sを調整する。

継続

再々評価 366 1,534 360 4.4

砂鉄川は、一関遊水地下流狭窄部の左岸側に合流しており、これまで
左右岸ともに無堤部であったため、出水時には北上川の背水により浸
水被害を繰り返す水害常襲地帯であった。近年では平成１０年８月洪
水、平成１４年７月洪水が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を概ね1/2から概ね1/100(完成
後)まで向上させる。

継続

再々評価 42 510 44 11.7

土買川は、雄物川上流右支川で無堤地区なため、水害常襲地帯となっ
ており、昭和２２年７月、昭和４７年７月洪水で未曾有の被害を経験
している。近年では昭和６２年８月洪水等において、国道１３号及び
奥羽本線まで被害が及んだため、洪水氾濫の防止を目的に平成８年度
から左岸の築堤事業に着手し、治水安全度の向上を図るものである。
・当該事業の実施により、治水安全度を概ね1/2から概ね1/15まで向上
させる。

継続

再評価結果一覧表様式

担当課
（担当課長名）

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

石狩川下流直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：218,000戸
浸水面積：121,000ha

石狩川上流直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：78,600戸
浸水面積：15,400ha

尻別川直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：1,050戸
浸水面積：2,000ha

後志利別川直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：2,650戸
浸水面積：2,910ha

鵡川直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：3,350戸
浸水面積：2,850ha

十勝川直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：52,000戸
浸水面積：30,700ha

釧路川直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：16,500戸
浸水面積：8,720ha

網走川直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：2,500戸
浸水面積：3,120ha

常呂川直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：5,900戸
浸水面積：5,290ha

湧別川直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：5,500戸
浸水面積：3,070ha

渚滑川直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：620戸
浸水面積：1,420ha

天塩川上流直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：15,600戸
浸水面積：10,900ha

天塩川下流直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：500戸
浸水面積：8,200ha

標津川直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：70戸
浸水面積：1,170ha

声問川直轄河川改修事業
北海道開発局

浸水戸数：75戸
浸水面積：580ha

北上川上流直轄河川改修事業（一関遊水
地）
東北地方整備局

浸水戸数：5,610戸
浸水面積：1,209ha

北上川上流直轄河川改修事業（砂鉄川地
区）
東北地方整備局

浸水戸数：516戸
浸水面積：219ha

雄物川上流直轄改修事業（土買川）
東北地方整備局

浸水戸数：64戸
浸水面積：372ha

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



再々評価 2,138 1,049 563 1.9
　昭和61年には常陸太田市等で250戸の浸水被害が発生しているなど、
過去20年間で3回の家屋浸水被害が発生している。当該事業の実施によ
り、治水安全度を山方地点で計画規模の3,400m3/sまで確保する。

継続

再々評価 1,536 4,042 799 5.1
　昭和61年には水戸市等で3,580戸の浸水被害発生しているなど、過去
20年間に3回の浸水被害が発生している。当該事業実施により昭和61年
洪水規模の出水に対して安全に流下することが可能となる。

継続

再々評価 52,180 106,097 8,146 13.0
　人口・資産が日本で最も集中しており、氾濫した場合、首都圏の広
範囲に甚大な被害を与える。当該事業の実施により、治水安全度を岩
淵地点で計画規模7,000m3/sまで確保する。

継続

再々評価 627 6,916 1,174 5.9  当該事業の実施により、岩淵地点で、最大850m3/sの洪水調節を行う
ことで、下流部東京区部の治水安全度の向上を図る。 継続

再々評価 3,797 8,730 1,461 6.0
 平成11年8月洪水では497戸の浸水被害が発生するなど、過去10年間に
8回の浸水被害が発生している。当該事業を実施により、治水安全度を
芳野地点で計画規模4,500m3/sまで確保する。

継続

再々評価 326 647 349 1.9
 市街化区域が流域の約５０％を占め、今後も開発が進むことが予想さ
れる。当該事業と都県による河川改修の実施により、下流東京都区間
の治水安全度を下茂地点で総合治水計画規模530m3/sまで確保する。

継続

再々評価 3,905 4,623 1,521 3.0
　市街化区域が流域の85%を占め今後も開発が進むことが予想され、鶴
見川への流出増が想定される。当該事業の実施により、治水安全度を
末吉橋地点で計画規模1,800m3/sまで確保する。

継続

再々評価 693 439 165 2.7
　沿川人家連帯地区であるが、無堤部もあり流下能力が不足してい
る。当該事業と上流県区間の河川改修の実施により、治水安全度を厚
木地点で計画規模7,300m3/sまで確保する。

継続

再々評価 332 551 260 2.1

 昭和57年8月洪水では富士川の山間部の平地で25箇所の浸水被害が発
生している。未対策区間も多く存在し、浸水被害発生の恐れがある。
当該事業の実施により、戦後最大規模である昭和57年8月出水規模の洪
水に対しては安全に流下することが可能となる。

継続

再々評価 332 551 260 2.1
昭和57年8月洪水では流入支川横川の内水氾濫による浸水被害が発生し
ている。当該事業の実施により、戦後最大規模である昭和57年8月出水
規模の洪水に対しては安全に流下することが可能となる。

継続

再々評価 332 551 260 2.1

 昭和34年8月洪水では堤防侵食により４箇所破堤している。未だ、無
堤部、弱小堤が存在しており浸水被害が発生する恐れがある。当該事
業の実施により、戦後最大規模である昭和34年8月出水規模の洪水に対
しては、安全に流下させることが可能となる。

継続

再々評価 6,929 132,039 16,717 7.9

・昭和57年9月洪水では、飯山市等の千曲川流域で死傷者３７人、床上
浸水3,000戸以上の被害が発生しているなど、浸水被害が頻発してい
る。
・当事業の実施により、立ヶ花地点において、治水安全度1/100　流下
能力9,000m3/sへ向上させる。

継続

再々評価 7,078 132,039 16,717 7.9

・昭和56年8月洪水では、沿川で死者不明者2名、浸水家屋約3,000戸の
被害が発生し、昭和57年9月、昭和58年9月、昭和60年7月など浸水被害
が頻発している。
・当事業の実施により、小千谷地点において、治水安全度1/150　流下
能力11,000m3/sへ向上させる。

継続

再々評価 3,560 37,498 4,112 9.1

・昭和53年6月洪水では、沿川で農地浸水16,000ha、浸水家屋約3,500
戸以上の被害が発生しているなど、浸水被害が頻発している。
・当事業の実施により、帝石橋地点において、治水安全度1/150　流下
能力4,000m3/sへ向上させる。

継続

再々評価 1,130 13,251 1,104 12.0

・昭和57年9月洪水では、関川沿川で浸水家屋7,200戸以上の被害が発
生、昭和60年7月洪水では、支川保倉川の洪水により浸水家屋2,400戸
以上の被害が発生しているなど、浸水被害が頻発している。
・当事業の実施により、高田地点において、治水安全度1/100　流下能
力3,700m3/sへ向上させる。

継続

再々評価 656 40,975 3,879 10.6

・昭和42年8月洪水（羽越水害）では、死者不明者90名、家屋被災
11,095戸、浸水面積5,875haの被害が発生、その後も昭和53年6月、昭
和56年6月洪水など、浸水被害が頻発している。
・当事業の実施により、花立地点において、治水安全度1/100　流下能
力6,500m3/sへ向上させる。

継続

再々評価 9,113 192,405 7,847 24.5

・昭和51年には安八町で破堤し、岐阜市等で24,986棟、浸水面積
21,606haの浸水被害が発生している。
・長良川の直轄管理区間の堤防整備率は平成15年3月末現在で約86％で
ある。
・現在、犀川統合排水機場整備を実施しており、今後は、中上流部の
河道掘削を実施し治水安全度の向上を図る。

継続

再々評価 13,675 111,129 6,866 16.2

・平成14年には大垣市等で約740棟、浸水面積857haの浸水被害が発生
している。
・揖斐川の直轄管理区間の堤防整備率は平成15年3月末現在で約51％で
ある。
・現在、揖斐川中流部河道掘削、下流部右岸堤防改修を実施してお
り、今後は支川の弱小堤対策を実施し治水安全度の向上を図る。

継続

久慈川直轄河川改修事業
関東地方整備局

浸水戸数：4327戸
浸水農地面積：2910ha

那珂川直轄河川改修事業（緊急改修区間）
関東地方整備局

浸水戸数:4283戸
浸水農地面積:2087ha

荒川直轄河川改修事業
関東地方整備局

浸水戸数:129万戸
浸水面積:68,000ha

荒川上流直轄河川改修事業（荒川第一調節
池）
関東地方整備局

浸水戸数:47,759戸
浸水面積:949ha

荒川上流直轄河川改修事業（入間川他支川
改修）
関東地方整備局

浸水戸数:80,654戸
浸水面積:13,200ha

新河岸川直轄河川改修事業（朝霞調節地）
関東地方整備局

浸水戸数34,400戸
浸水面積590ha

鶴見川直轄河川改修事業
関東地方整備局

浸水戸数：13,1310戸
浸水面積：2,413ha

相模川直轄河川改修事業
関東地方整備局

浸水戸数：19,000戸
浸水面積：1,000ha

富士川直轄河川改修事業（富士川改修）
関東地方整備局

浸水戸数：2,754戸
浸水面積：806ha

富士川直轄河川改修事業（釜無川改修）
関東地方整備局

浸水戸数：2,754戸
浸水面積：806ha

富士川直轄河川改修事業（笛吹川改修）
関東地方整備局

浸水戸数：2,754戸
浸水面積：806ha

千曲川直轄河川改修事業
北陸地方整備局

浸水戸数：153,229戸
浸水面積： 59,290ha

信濃川直轄河川改修事業
北陸地方整備局

浸水戸数：153,229戸
浸水面積： 59,290ha

信濃川下流直轄河川改修事業
北陸地方整備局

浸水戸数：57,822戸
浸水面積：26,963ha

関川直轄河川改修事業
北陸地方整備局

浸水戸数：18,632戸
浸水面積：3,100ha

荒川直轄河川改修事業
北陸地方整備局

浸水戸数：12,730戸
浸水面積：4,609ha

長良川直轄河川改修事業
中部地方整備局

浸水戸数：126,900世帯
浸水面積：21,300ha

揖斐川直轄河川改修事業
中部地方整備局

浸水戸数：87,900世帯
浸水面積：26,500ha

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



再々評価 3,731 54,297 6,223 8.7

・平成10年には韮山町等で769棟、浸水面積371haの浸水被害が発生し
ている。
・狩野川の直轄管理区間の堤防整備率は平成15年3月末現在で約70％で
ある。
・現在、木瀬川地区改修を実施しており、今後は未完成堤防の解消や
中流部流下能力向上と内水被害を軽減させるため中下流域の河道掘削
を実施し治水安全度の向上を図る。

継続

再々評価 9,780 66,998 5,902 11.4

・昭和58年には、飯田市等で1,491棟、浸水面積289haの浸水被害が発
生している。
・天竜川の直轄管理区間の堤防整備率は平成15年3月末現在で約65％で
ある。
・現在、上流部では伊那・伊北改修、中流部では中部地区改修を実施
しており、今後は上流部市街地での河道整備、下流部での河道掘削を
実施し治水安全度の向上を図る。

継続

再々評価 1,563 4,903 2,200 2.2

・昭和57年には、菊川町等で2,099棟、浸水面積816haの浸水被害が発
生している。
・菊川の直轄管理区間の堤防整備率は平成15年3月末現在で約78％であ
る。
・現在、下小笠川捷水路を実施しており、今後は本・支川の堤防整備
と河道掘削を実施し治水安全度の向上を図る。

継続

再々評価 1,037 8,951 633 14.1

・昭和49年には静岡市で8,210棟、浸水面積1,006haの浸水被害が発生
している。
・安倍川の直轄管理区間の堤防整備率は平成15年3月末現在で約70％で
ある。
・現在、中流部緊急河道掘削工事を実施しており、今後は人口・資産
の集中する市街地中心部を守るため、左岸堤防の質的整備を図るとと
もに、急激に進んでいる土砂堆積への対策として、流下能力不足区間
を先行して河床掘削に着手し治水安全度の向上を図る。

継続

再々評価 4,608 7,307 1,275 5.7

・平成12年(東海豪雨(恵南豪雨))には豊田市等で2,801棟、浸水面積
1,798haの浸水被害が発生している。
・矢作川の直轄管理区間の堤防整備率は平成15年3月末現在で約31％で
ある。
・現在、平成12年9月洪水の対策を実施しており、今後も引き続き築
堤・護岸等を実施し治水安全度の向上を図る。

継続

再々評価 11,645 159,243 4,200 37.9

・昭和58年には、美濃加茂市等で4,662棟、浸水面積513haの浸水被害
が発生している。
・木曽川の直轄管理区間の堤防整備率は平成15年3月末現在で約60％で
ある。
・現在、松原地区築堤、高潮堤防補強を実施しており、今後も高潮堤
防補強等を実施し治水安全度の向上を図る。

継続

再々評価 7,410 154,093 3,669 42.0

・平成12年には、名古屋市等で34,041棟、浸水面積10,477haの浸水被
害が発生している。
・庄内川の直轄管理区間の堤防整備率は平成15年3月末現在で約18％で
ある。
・現在、激特事業及び一色大橋改築工事等を実施しており、今後も引
き続き築堤・護岸等を実施し治水安全度の向上を図る。

継続

再々評価 1,755 2,945 798 3.7

・昭和57年には、松阪市で13棟、浸水面積14haの浸水被害が発生して
いる。
・櫛田川の直轄管理区間の堤防整備率は平成15年3月末現在で約39％で
ある。
・現在、松名瀬築堤、高潮堤防補強を実施しており、今後は下流部の
流下能力向上を図るため西黒部地区の河道掘削を実施し治水安全度の
向上を図る。

継続

再々評価 3,200 14,241 1,675 8.5

・昭和57年には、久居市等で65棟、浸水面積449haの浸水被害が発生し
ている。
・雲出川の直轄管理区間の堤防整備率は平成15年3月末現在で約57％で
ある。
・現在、元町・須賀瀬地区の河道掘削工事、近鉄大阪線（連絡線）新
中村川橋梁改築を実施しており、今後は本川中流部において遊水池事
業を実施し治水安全度の向上を図る。

継続

再々評価 248 356 223 1.6

・昭和57年には、新宮市内で約2,500戸、平成9年には約１,100戸の浸
水被害が発生。
・現況流下能力15,500m3/s程度（熊野川左岸0.4k付近）であるが、当
該事業の実施により19,000m3/sまで向上する。

継続

再々評価 4,146 1,781 1,058 1.7
・昭和34年には、橋本市等で約4,900戸の浸水被害が発生。
・現況流下能力6,400m3/s程度（岩出井堰付近）であるが、当該事業の
実施により12,000m3/sまで向上する。

継続

再々評価 18,579 66,783 4,634 14.4

・昭和57年には堺市・王寺町等で約22,000戸、平成7年には安堵町・斑
鳩町等で約2,500戸の浸水被害が発生。
・現況流下能力4,500m3/s程度（柏原地点）であるが、当該事業の実施
により5,200m3/sまで向上する。

継続

再々評価 4,164 94,421 3,074 30.7

・昭和28年には、高槻市・久御山町等で約239,000戸の浸水被害が発
生。
・河川堤防の所要の安全性を確保されていない区間について堤防強化
を実施し堤防の安全性・信頼性を高めていく。

継続

再々評価 4,164 94,421 3,074 30.7

・昭和28年には、高槻市・久御山町等で約239,000戸の浸水被害が発
生。
・河川堤防の所要の安全性を確保されていない区間について堤防強化
を実施し堤防の安全性・信頼性を高めていく。

継続

再々評価 4,164 94,421 3,074 30.7

・昭和28年には、高槻市・久御山町等で約239,000戸の浸水被害が発
生。
・河川堤防の所要の安全性を確保されていない区間について堤防強化
を実施し堤防の安全性・信頼性を高めていく。

継続

狩野川直轄河川改修事業
中部地方整備局

浸水戸数：33,800世帯
浸水面積：3,600ha

天竜川直轄河川改修事業
中部地方整備局

浸水戸数：88,700世帯
浸水面積：15,400ha

菊川直轄河川改修事業
中部地方整備局

浸水戸数：4,200世帯
浸水面積：1,500ha

安倍川直轄河川改修事業
中部地方整備局

浸水戸数：85,300世帯
浸水面積：2,600ha

矢作川直轄河川改修事業
中部地方整備局

浸水戸数：71,500世帯
浸水面積：12,000ha

木曽川直轄河川改修事業
中部地方整備局

浸水戸数：179,900世帯
浸水面積：33,300ha

庄内川直轄河川改修事業
中部地方整備局

浸水戸数：235,500世帯
浸水面積：3,800ha

櫛田川直轄河川改修事業
中部地方整備局

浸水戸数：5,900世帯
浸水面積：5,800ha

雲出川直轄河川改修事業
中部地方整備局

浸水戸数：9,300世帯
浸水面積：4,700ha

熊野川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：7,200戸
浸水面積：330ha

紀の川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：3,000戸
浸水面積：590ha

大和川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：430,000戸
浸水面積：10,600ha

淀川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：1,980,000戸
浸水面積：57,000ha

宇治川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：1,980,000戸
浸水面積：57,000ha

桂川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：1,980,000戸
浸水面積：57,002ha

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



再々評価 4,164 94,421 3,074 30.7
・昭和28年には、琵琶湖沿岸で約39,000戸の浸水被害が発生。
・河川堤防の所要の安全性を確保されていない区間について堤防強化
を実施し堤防の安全性・信頼性を高めていく。

継続

再々評価 4,164 94,421 3,074 30.7 ・昭和28年には、草津市等で約3,400戸の浸水被害が発生。
・事業完了による治水効果の早期発現を図る 継続

再々評価 4,164 94,421 3,074 30.7
・昭和28年には、守山市等で約1,700戸の浸水被害が発生。
・河川堤防の所要の安全性を確保されていない区間について堤防強化
を実施し堤防の安全性・信頼性を高めていく。

継続

再々評価 4,164 94,421 3,074 30.7

・昭和28年には、高槻市・久御山町等で約239,000戸の浸水被害が発
生。
・河川堤防の所要の安全性を確保されていない区間について堤防強化
を実施し堤防の安全性・信頼性を高めていく。

継続

再々評価 4,164 94,421 3,074 30.7

・昭和28年には、上野市で約200戸の浸水被害が発生。
・狭窄部上流に位置する上野地区において遊水地整備を実施してお
り、現在周囲堤は概成、今後本川堤防部分の整備を進め治水安全度の
向上を図る。

継続

再々評価 4,164 94,421 3,074 30.7
・昭和34年には、名張市等で約2,300戸の浸水被害が発生。
・河川堤防の所要の安全性を確保されていない区間について堤防強化
を実施し堤防の安全性・信頼性を高めていく。

継続

再々評価 4,164 94,421 3,074 30.7
・昭和42年には、豊中市・尼崎市等で約94,000戸の浸水被害が発生。
・河川堤防の所要の安全性を確保されていない区間について堤防強化
を実施し堤防の安全性・信頼性を高めていく。

継続

再々評価 1,465 3,026 652 4.6
・昭和51年には、高砂市・社町等で約13,000戸の浸水被害が発生。
・現況流下能力2,400m3/s程度（広島地点）であるが、当該事業の実施
により5,900m3/sまで向上する。

継続

再々評価 1,993 9,111 575 15.8
・昭和51年には、新宮町等で約11,000戸の浸水被害が発生。
・現況流下能力2,400m3/s程度（龍野地点）であるが、当該事業の実施
により3,300m3/sまで向上する。

継続

再々評価 2,400 20,779 1,306 15.9
・昭和34年には、豊岡市等で約17,000戸の浸水被害が発生。
・現況流下能力2,500m3/s程度（立野地点）であるが、当該事業の実施
により5,400m3/sまで向上する。

継続

再々評価 585 1,505
374

（整備計
画評価）

4.0
・昭和28年には、福知山市等で約7,800戸の浸水被害が発生。
・現況流下能力800m3/s程度（戸田地点）であるが、当該事業の実施に
より3,500m3/sまで向上する。

継続

再々評価 135 632 87 7.3
・昭和28年には、小浜市等で約4,500戸の浸水被害が発生。
・現況流下能力1,650m3/s程度（高塚地点）であるが、当該事業の実施
により1,900m3/sまで向上する。

継続

再々評価 2,713 6,034 807 7.5

・昭和23年には、福井市等で約26,000戸、昭和28年には約18,000戸の
浸水被害が発生。
・現況流下能力3,800m3/s程度（中角地点）であるが、当該事業の実施
により5,500m3/sまで向上する。

継続

再々評価 2,100 20,658 6,047 3.4

S47.7豪雨では松江市等で約25,000戸、出雲市で1,300戸の浸水被害が
発生するなど、昭和に入ってから５度も大洪水に見舞われている。
当該事業の実施により斐伊川の計画高水流量4,500(m3/s)のうち
2,000(m3/s)を放水路へ分流し、下流の松江市等の治水安全度を向上さ
せる。

継続

再々評価 270 20,658 6,047 3.4

S47.7豪雨では松江市等で約25,000戸、出雲市で1,300戸の浸水被害が
発生するなど、昭和に入ってから５度も大洪水に見舞われている。
当該事業の実施により大橋川の計画高水流量1,600(m3/s)を安全に流す
ことができるようになり、松江市等の治水安全度を向上させる。

継続

10年
継続中 71 93 57 1.6

・昭和47年には桜江町で821戸の浸水被害が発生しているなど昭和41年
から現在まで11回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により現況流下能力1,900(m3/s)から9,900(m3/s)へ
向上する。（治水安全度を1/1.2から1/100へ向上させる）

継続

再々評価 890 20,658 1,396 1.9

平成10年10月台風では岡山市を中心として7,206戸の浸水被害が発生す
るなど、昭和に入ってから5回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により旭川の計画高水流量6,000(m3/s)のうち
2,000(m3/s)を放水路へ分流し、岡山市の治水安全度を向上させる。

継続

再々評価 102 79 75 1.1
・近年では平成2年、平成5年、平成9年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により1/1.5程度の安全度を1/30程度まで向上させ
る。

継続

瀬田川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：1,980,000戸
浸水面積：57,000ha

草津川直轄河川改修事業（草津川放水路）
近畿地方整備局

浸水戸数：1,980,000戸
浸水面積：57,000ha

野洲川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：1,980,000戸
浸水面積：57,000ha

木津川下流直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：1,980,000戸
浸水面積：57,000ha

木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水
地）
近畿地方整備局

浸水戸数：1,980,000戸
浸水面積：57,000ha

木津川上流直轄河川改修事業（名張川等）
近畿地方整備局

浸水戸数：1,980,000戸
浸水面積：57,000ha

猪名川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：1,980,000戸
浸水面積：57,000ha

加古川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：58,100戸
浸水面積：5,900ha

揖保川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：22,000戸
浸水面積：5,520ha

円山川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：13,800戸
浸水面積：4,190ha

由良川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：1,000戸
浸水面積：1,500ha

北川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：3,100戸
浸水面積：1,570ha

九頭竜川直轄河川改修事業
近畿地方整備局

浸水戸数：54,200戸
浸水面積：14,050ha

斐伊川直轄河川改修事業（斐伊川放水路）
中国地方整備局

浸水戸数：50,700戸
浸水農地面積：8,618ha

斐伊川直轄河川改修事業（大橋川）
中国地方整備局

浸水戸数：50,700戸
浸水農地面積：8,618ha

江の川直轄河川事業（大貫地区）
中国地方整備局

浸水戸数：35戸
浸水農地面積：12ha

旭川直轄河川改修事業
（旭川放水路）
中国地方整備局

浸水戸数：127,280戸
浸水農地面積：2,823ha

吉野川直轄河川改修事業（西村中鳥箇所）
四国地方整備局

浸水戸数：150戸
浸水面積：191ha

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



再々評価 169 140 133 1.1
・近年では平成2年、平成5年、平成9年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により1/1.5程度の安全度を1/30程度まで向上させ
る。

継続

再々評価 37 54 29 1.9
・近年では平成2年、平成5年、平成9年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により1/1.5程度の安全度を1/30程度まで向上させ
る。

継続

10年
継続中 3.1 10 3.8 2.6

・近年では平成10年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により1/30程度の安全度を1/50程度まで向上させ
る。

継続

再々評価 358 461 181 2.6
・近年では平成5年、平成9年、平成10年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により昭和50年8月洪水での被害が浸水面積約
1000ha→約600ha、浸水戸数約2300戸→約350戸と大きく減少する。

継続

再々評価 1,890 10,863 2,193 5.0

・筑後川流域は、昭和28年洪水により死者147名、床上浸水49,201戸、
床下浸水46,323戸と甚大な被害が発生しているほか、近年においても
度々洪水被害が発生している。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

その他 1,034 21,939 863 26.0

・白川流域は、平成2年洪水により死者・行方不明者14名、床上浸水
1614戸、床下浸水2200戸と甚大な被害が発生しているほか、近年にお
いても度々洪水被害が発生している。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

再々評価 126 130 106 1.2

・松浦川流域は、昭和28年洪水により死者45名、床上浸水14,903戸、
床下浸水15,634戸と甚大な被害が発生しているほか、近年においても
度々洪水被害が発生している。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

再々評価 709 1,348 515 2.6

・本明川流域は、昭和32年洪水により死者494名、床上浸水2,734戸、
床下浸水675戸と甚大な被害が発生しているほか、近年においても度々
洪水被害が発生している。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

再々評価 2,300 3,669 2,240 1.6

・球磨川流域は、昭和57年洪水により死者4名（崖崩れ3名、不明1
名）、床上浸水1,113戸と甚大な被害が発生しているほか、近年におい
ても度々洪水被害が発生している。
・今後は、堤防整備等を行い更なる治水安全度の向上を図る。

継続

再々評価 400 3,756 259 14.5

・緑川流域は、昭和63年洪水により死者2名、床上浸水638戸、床下浸
水521戸と甚大な被害が発生しているほか、近年においても度々洪水被
害が発生している。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

再々評価 493 2,840 327 8.7

・菊池川流域は、昭和57年洪水により死者6名、家屋損害3,700戸と甚
大な被害が発生しているほか、近年においても度々洪水被害が発生し
ている。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

再々評価 560 1,074 482 2.2

・大分川流域は、昭和28年洪水により死者行方不明者84名、床上・床
下浸水38,582戸と甚大な被害が発生しているほか、近年においても
度々洪水被害が発生している。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

再々評価 54 63 45 1.4

・番匠川流域は、平成５年洪水により床上浸水183戸、床下浸水1,211
戸と甚大な被害が発生しているほか、近年においても度々洪水被害が
発生している。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

その他 244 498 157 3.2

・大野川流域は、平成2年洪水により死者5名、床上浸水451戸、床下浸
水484戸と甚大な被害が発生しているほか、近年においても度々洪水被
害が発生している。
・今後は、河道掘削、内水対策等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

再々評価 365 1,143 241 4.7

・五ヶ瀬川流域は、平成５年洪水により死者2名、床上浸水388戸、床
下浸水508戸と甚大な被害が発生しているほか、近年においても度々洪
水被害が発生している。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

再々評価 470 1,830 380 4.8

・大淀川流域は、平成５年洪水により死者1名、床上浸水771戸、床下
浸水784戸と甚大な被害が発生しているほか、近年においても度々洪水
被害が発生している。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

再々評価 132 112 98 1.1

・肝属川流域は、平成５年洪水により床上浸水150戸、床下浸水455戸
と甚大な被害が発生しているほか、近年においても度々洪水被害が発
生している。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

再々評価 720 3,932 468 8.4

・川内川流域は、平成５年洪水により死者1名、床上浸水170戸、床下
浸水423戸と甚大な被害が発生しているほか、近年においても度々洪水
被害が発生している。
・今後は、堤防整備、河道掘削等を行い更なる治水安全度の向上を図
る。

継続

吉野川直轄河川改修事業（加茂第一箇所）
四国地方整備局

浸水戸数：544戸
浸水面積：176ha

吉野川直轄河川改修事業（太刀野箇所）
四国地方整備局

浸水戸数：90戸
浸水面積：80ha

物部川直轄河川改修事業（南国箇所）
四国地方整備局

浸水戸数：1135戸
浸水面積：499ha

仁淀川直轄河川改修事業（波介川河口導流
事業）
四国地方整備局

浸水戸数：2300戸
浸水面積：1000ha

筑後川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：270644世帯
浸水面積：59831ha

白川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：115,441世帯
浸水面積：9,091ha

松浦川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：4429世帯
浸水面積：4262ha

本明川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：7338世帯
浸水面積：1989ha

球磨川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：71700世帯
浸水面積：11600ha

緑川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：14800世帯
浸水面積：8650ha

菊池川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：14660世帯
浸水面積：11776ha

大分川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：65685世帯
浸水面積：4694ha

番匠川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：14900世帯
浸水面積：1900ha

大野川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：41,514世帯
浸水面積：4,804ha

五ヶ瀬川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：29069世帯
浸水面積：3172ha

大淀川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：124752世帯
浸水面積：24700ha

肝属川直轄河川改修事業
九州地方整備局

川内川直轄河川改修事業
九州地方整備局

浸水世帯数：6444世帯
浸水面積：4437ha

浸水世帯数：23689世帯
浸水面積：7548ha

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



10年
継続中 149 325 149 2.2

・札幌市街地に隣接。
・年間利用者数は、野球場などの施設で約24万人、花火大会で約98万人。
・スポーツや水遊び、イベントなど市民のいこいの場になっている。
・地域の意見を聞きユニバーサル取付道路の整備を行っている。

継続

10年
継続中 33 52 33 1.6

・北見市街地に隣接。
・年間利用者数はﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場などの施設で約2万4千人、その他に様々なイ
ベントが開催。
・ラグビー場には実業団チームの夏合宿で利用など地域の経済効果もある。
・地域の意見を聞きバリアフリー取付道路の整備を行っている。

継続

再々評価 296 405 296 1.4

・茨戸川は都市近郊にある親水空間として、ボートや釣りなど水面利用が多
い。
・これまでに実施してきた浚渫と今後、導水事業により茨戸川の水質改善と
札幌北部地区河川の流量回復を図る。

継続

再々評価 1,300 1,727 1,423 1.2

・霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画に基づき、平成22年度までに霞ヶ浦
（西浦）のCODを0.6mg/Lの改善を図る。
・本事業の実施により、霞ヶ浦の水質改善、漁獲量の向上及び観光資
源としての価値回復が見込まれる。

継続

再々評価 402 720 368 2.0

・全国１級河川水質ワーストランキングで昭和55年から平成6年まで15
年連続でワースト１を記録。水質汚濁が著しい河川。
・本事業の実施により、綾瀬川の水質・水量の改善、生態系の回復及
び親水性の向上が見込まれる。

継続

再々評価 95 231 25 9.1 ・大門川は未だ水質改善を達成していないため、大門川へ導水を行うことに
より、水質の改善を図ることが必要。 継続

再々評価 191 762 185 4.1

・大和川では河川浄化施設の設置等により水質改善を図ってきており、徐々
に水質が改善しています。しかし、依然として環境基準を達成するに至って
ない状況にあります。
・今後、改善の遅れている地点・支川を中心とした効率的・重点的対策を実
施することにより環境基準を達成することが必要。

継続

再々評価 65 97 70 1.3

・近年、揖保川・林田川の水質は大幅に改善され、環境基準が達成されまし
た。
・林田川では水枯れとそれに伴い、景観及び親水性等を損ねているため、事
業を継続して実施することが必要。

継続

10年
継続中 28 73 33 2.2

・平成12年度から導水を開始しており、浚渫は平成15年度に完了し、すべて
の工事が完了する予定。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・今
後は当初の水質目標の達成状況を検証するためにモニタリング調査を実
施。

継続

10年
継続中 4,164 94,421 3,074 30.7

・自然環境的にも歴史文化的にも貴重な淀川ワンド群、及び鵜殿ヨシ原の保
全・再生を図る事業。保全・再生のために高水敷を切り下げ、発生土砂を高
規格堤防盛土として利用するため、本事業費と淀川直轄河川改修事業費を
合わせＢ／Ｃを一体評価

継続

再々評価 9 - - - 完成した京都府域の水質浄化施設、水路の有効活用、効果及び今後事業
実施するための調査計画について検討する 継続

10年
継続中 1 - - - 一部未整備箇所に限定して事業を実施し、利用者の安全性向上及び利用

促進効果の発揮を図る 継続

（補助）

総便益
（億円）

再々評価 158 3,915 277 14.1

・利根別川は、昭和41年8月の豪雨により浸水面積889ha、浸水家屋
2,429戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね20m3/s程度であるが、
300m3/sまで向上する。

継続

再々評価 182 2,787 196 14.2

・柏木川は、昭和56年8月の豪雨により浸水面積263ha、浸水家屋12戸
の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、柏木川の現況流下能力は概ね11m3/s程度で
あるが、130m3/sまで向上する。
・支川島松川は、昭和61年9月の豪雨により浸水面積380haの洪水被害
が発生している。
・当該事業の実施により、島松川の現況流下能力は概ね35m3/s程度で
あるが、150m3/sまで向上する。

継続

再々評価 116 1,187 134 8.9

・浜益川は、昭和56年8月の豪雨により浸水面積25.4ha、浸水家屋5戸
の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね50m3/s程度であるが、
620m3/sまで向上する。

継続

再々評価 104 211 28 7.5

・朱太川は、昭和50年8月（台風5号）の豪雨により、床上浸水36戸、
床下浸水729戸に及ぶ洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね120m3/s程度であるが、
1,000m3/sまで向上する。

継続

再々評価 204 991 46 21.5

・尻別川は、昭和56年8月の豪雨により、浸水面積745ha、浸水家屋33
戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、尻別川の現況流下能力は概ね230m3/s程度で
あるが、1,300m3/sまで向上する。
・支川ルベシベ川は、昭和56年8月の台風により浸水面積65ha、家屋浸
水25戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、ﾙﾍﾞｼﾍﾞ川の現況流下能力は概ね110m3/s程度
であるが、160m3/sまで向上する。
・支川オロッコ川は、昭和56年8月の台風により浸水面積28ha、浸水家
屋75戸の洪水被害が発生し、さらに平成11年8月には農地冠水26haの洪
水被害が発生している。
・当該事業の実施により、オロッコ川は分水路の完成により30m3/sの
洪水流下が可能となる。

継続

再々評価 130 1,671 172 9.7

・堀株川は、昭和37年8月の台風により、床上浸水119戸、床下浸水415
戸、農地浸水3,600haの洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね35m3/s程度であるが、
1,050m3/sまで向上する。

継続

淀川直轄河川改修事業と一体
評価

-

-

担当課
（担当課長名）

石狩川下流直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）
北海道開発局

・トラベルコスト法（河川空間利
用実態調査を基に年間利用者
数を推定し、一人あたりのレクリ
エーション原単位を乗じて算出）

常呂川直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）
北海道開発局

・トラベルコスト法（河川空間利
用実態調査を基に年間利用者
数を推定し、一人あたりのレクリ
エーション原単位を乗じて算出）

石狩川下流直轄河川環境整備事業
（水環境整備事業）
北海道開発局

・ＣＶＭ法（水質改善に対する支
払意志額）

河川事業以外の他の事業で内
川の水質改善に資する事業とし
て下水道整備費を便益とする。
（代替法）

大和川直轄河川環境整備事業
（水環境整備事業）
近畿地方整備局

河川事業以外の他の事業で大
和川の水質改善に資する事業と
して下水道整備費を便益とす
る。（代替法）

常陸利根川直轄河川環境整備事業
（水環境整備事業）
関東地方整備局

霞ヶ浦の水質改善効果：59.6
億円／年（上水道被害軽減、
農業被害軽減、レクリェー
ション効果、存在効果）

綾瀬川直轄河川環境整備事業
（水環境整備事業）
関東地方整備局

綾瀬川（支川含む）の水質・
水量の改善効果を仮想市場法
（CVM）により算定：27.7億円
／年

淀川流水保全水路整備事業
近畿地方整備局

瀬田川直轄河川環境整備事業
（河川利用推進事業）
近畿地方整備局

関東地方整備局
河川環境課

（課長　木暮　陽
一）

近畿地方整備局
河川環境課

（課長　豊口　佳之）

淀川直轄河川環境整備事業
（自然再生事業）
近畿地方整備局

揖保川直轄河川環境整備事業
（水環境整備事業）
近畿地方整備局

河川事業以外の他の事業で揖
保川・林田川の水質改善に資す
る事業として下水道整備費を便
益とする。（代替法）

熊野川（市田川）直轄河川環境整備事業
（水環境整備事業）
近畿地方整備局

河川事業以外の他の事業で市
田川の水質改善に資する事業と
して下水道事業が考えられます
が、新宮市は下水道整備計画が
ないため、現在整備を進めてい
る合併浄化槽整備費を便益とす
る。（代替法）

紀の川（内川）直轄河川環境整備事業
（水環境整備事業）
近畿地方整備局

堀株川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
353戸
浸水農地面積：
1,029ha

朱太川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
284戸
浸水農地面積：
262ha

尻別川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
626戸
浸水農地面積：
595ha

柏木川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数:
1,089戸
浸水農地面積：
219ha

浜益川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
595戸
浸水農地面積：
311ha

その他の指標による評価 対応方針
事 業 名

該当基準 総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

利根別川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
6,337戸
浸水農地面積：
904ha

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ

北海道開発局
建設部地方整備課

（課長　吉井　厚志）

北海道開発局
河川計画課

（課長　柏木　才助）



再々評価 285 7,553 730 10.3

・余市川は、昭和37年8月の豪雨により、浸水面積3,700ha、浸水家屋
3,046戸の洪水被害が発生している。
・近年も平成9年8月、平成10年5月、平成10年9月と洪水被害が頻発し
ている。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね500m3/s程度である
が、1,500m3/sまで向上する。

継続

10年
継続中 214 1,055 199 5.3

・利別川は、平成4年9月の台風により浸水面積84ha、浸水家屋30戸の
洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね330m3/s程度であるが、
2,000m3/sまで向上する。
・支川足寄川は、昭和54年10月の台風により浸水面積0.5ha、浸水家屋
68戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね100m3/s程度であるが、
590m3/sまで向上する。

継続

再々評価 241 5,043 258 19.5

・松倉川は、昭和56年8月の豪雨により浸水面積36ha、浸水家屋5戸の
洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、松倉川の現況流下能力は概ね80m3/s程度で
あるが、360m3/sまで向上する。
・支川湯の川は、平成7年8月の豪雨により浸水面積2ha、浸水家屋31戸
の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、湯の川の現況流下能力は概ね12m3/s程度で
あるが、65m3/sまで向上する。
・支川鮫川は、昭和56年9月の豪雨により浸水面積170ha、浸水家屋93
戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、鮫川の現況流下能力は概ね30m3/s程度であ
るが、110m3/sまで向上する。

継続

再々評価 65 421 53 7.9

・天野川は、昭和56年8月の豪雨では浸水面積41.5ha、浸水家屋16戸、
また昭和61年9月や平成6年9月の豪雨でも洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね460m3/s程度であるが、
1,250m3/sまで向上する。

継続

再々評価 697 679 352 1.9

・安平川は、昭和22年9月に下流勇払川合流点から上流第一安平鉄道橋
区間において、広大な浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、安平川の現況流下能力は概ね185m3/s程度で
あるが、750m3/sまで向上する。
・支川勇払川は、昭和25年7月の豪雨により浸水家屋5,605戸、家屋流
出15戸、死傷者12名の甚大な洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により勇払川の現況流下能力は概ね133m3/s程度であ
るが、200m3/sまで向上する。
・支川明野川は、昭和56年8月の台風により、浸水面積296ha、浸水家
屋296戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、明野川の現況流下能力は概ね11m3/s程度で
あるが、60m3/sまで向上する。
・支川ニタッポロ川は、昭和56年8月の台風により浸水面積59ha、浸水
家屋12戸、昭和62年8月の豪雨では、浸水面積20ha、浸水家屋15戸の洪
水被害が発生している。
・当該事業の実施により、ニタッポロ川の現況流下能力は概ね18m3/s
程度であるが、100m3/sまで向上する。

継続

再々評価 395 632 309 2.0

・昭和56年8月の豪雨により、浸水面積2,290ha、浸水家屋120戸の洪水
被害が発生している。
・さらに、近年も平成4年8月、平成9年8月、平成12年5月、7月、8月、
平成13年9月と洪水被害が頻発している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね370m3/s程度であるが、
1,400m3/sまで向上する。

継続

再々評価 86 218 100 2.2

・波恵川は、平成4年8月の集中豪雨により、浸水面積86ha、浸水家屋3
戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね15m3/s程度であるが、
400m3/sまで向上する。

継続

再々評価 121 20,761 263 78.9

・静内川は、昭和22年9月の豪雨により浸水面積250ha、浸水家屋80戸
の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、静内川の現況流下能力は、2,200m3/sまで向
上する。
・支川古川は、平成7年8月の豪雨により浸水面積8ha、浸水家屋28戸の
洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、古川の現況流下能力は概ね5m3/s程度である
が、26m3/sまで向上する。

継続

再々評価 400 1,817 424 4.3

・剣淵川は、昭和50年8月の豪雨により浸水面積1,752ha、浸水家屋582
戸、昭和56年8月の豪雨では、浸水面積2,424ha、浸水家屋231戸、さら
に近年も平成6年8月、平成12年9月、平成13年9月にも洪水被害が頻発
している。
・当該事業の実施により、剣淵川の現況流下能力は概ね340m3/s程度で
あるが、1,200m3/sまで向上する。
・支川辺乙部川は、昭和50年8月の豪雨により浸水面積86ha、浸水家屋
13戸、昭和56年8月の豪雨では浸水面積1,361ha、浸水家屋95戸、さら
に近年も平成4年9月、平成6年8月、平成11年7月、平成12年9月、平成
13年9月にも洪水被害が頻発している。
・当該事業の実施により、辺乙部川の現況流下能力は概ね31m3/s程度
であるが、240m3/sまで向上する。
・支川犬牛別川は、昭和50年8月の豪雨により浸水面積504ha、浸水家
屋85戸、昭和56年8月の豪雨では浸水面積365ha、浸水家屋41戸の洪水
被害が発生している。
・当該事業の実施により、犬牛別川の現況流下能力は概ね40m3/s程度
であるが、470m3/sまで向上する。
・支川パンケペオッペ川は、昭和56年8月の豪雨により浸水面積
465ha、浸水家屋6戸、平成6年8月の豪雨では浸水面積191ha、浸水家屋
8戸、近年では平成12年9月にも洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、パンケペオッペ川の現況流下能力は概ね
55m3/s程度であるが、230m3/sまで向上する。

継続

再々評価 666 1,288 825 1.6

・富良野川は、昭和41年8月の豪雨により浸水面積2,528ha、浸水家屋
2,271戸、昭和50年の豪雨では浸水面積1,790ha、浸水家屋196戸、昭和
56年8月の豪雨では浸水面積2,366ha、浸水家屋781戸の洪水被害が発生
している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね60m3/s程度であるが、
1,400m3/sまで向上する。

継続

再々評価 122 18 14 1.3

・小平蘂川は、昭和56年9月の台風により、浸水面積671ha、浸水家屋
53戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね190m3/s程度であるが、
900m3/sまで向上する。

継続

再々評価 184 239 177 1.4

・古丹別川は、昭和53年8月の豪雨により浸水家屋78ha、浸水家屋8
戸、昭和56年8月の豪雨では浸水面積220ha、浸水家屋8戸の洪水被害が
発生している。
・当該事業の実施により、古丹別川の現況流下能力は概ね340m3/s程度
であるが、1,350m3/sまで向上する。
・支川三毛別川は、昭和53年8月の豪雨により浸水面積1,243ha、浸水
家屋39戸、昭和56年8月の豪雨では浸水面積450ha、浸水家屋38戸、平
成2年8月の豪雨でも浸水面積190ha、浸水家屋12戸の洪水被害が発生し
ている。
・当該事業の実施により、三毛別川の現況流下能力は概ね140m3/s程度
であるが、530m3/sまで向上する。

継続

再々評価 78 231 27 8.6

・ウエンナイ川は、昭和45年の豪雨により、床下浸水45戸、床上浸水
30戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね20m3/s程度であるが、
100m3/sまで向上する。

継続

再々評価 82 161 143 1.1

・猿払川は、昭和32年の台風により浸水面積237ha、浸水家屋30戸の洪
水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね50m3/s程度であるが、
700m3/sまで向上する。

継続
猿払川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
59戸
浸水農地面積：
753ha

古丹別川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
633戸
浸水農地面積：
700ha

ウエンナイ川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
293戸

富良野川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
4,524戸
浸水農地面積：
6,082ha

小平蘂川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
22戸
浸水農地面積：
84ha

静内川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
5,790戸
浸水農地面積：
596ha

剣淵川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
2,971戸
浸水農地面積：
3,889ha

厚真川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
2,698戸
浸水農地面積：
2,843ha

波恵川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
51戸
浸水農地面積：
143ha

天野川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
467戸
浸水農地面積：
276ha

安平川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
2,400戸
浸水農地面積：
531ha

利別川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：1,754戸
浸水農地面積：616ha

松倉川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
5,572戸
浸水農地面積：
13ha

余市川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
4,830戸
浸水農地面積：
855ha

北海道開発局
建設部地方整備課

（課長　吉井　厚志）



10年
継続中 138 1,501 104 14.4

・小石川は、昭和63年8月の集中豪雨により浸水面積10.6ha、浸水家屋
56戸の洪水被害が発生している。
・流域内では、街路、公園、土地区画整理事業が実施されており、こ
れらと連携して事業を行う必要がある。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね5m3/s程度であるが、
130m3/sまで向上する。

継続

再々評価 245 382 340 1.1

・頓別川は、昭和45年10月の豪雨による浸水面積1,979ha、家屋浸水85
戸を始めその後も昭和47年9月、昭和50年9月、昭和56年8月と洪水被害
が頻発している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね280m3/s程度であるが、
1,400m3/sまで向上する。

継続

再々評価 236 691 364 1.9

・無加川は、昭和37年8月の台風9号による洪水により、農地を中心と
した浸水面積209ha、浸水家屋56戸の洪水被害が発生している。近年も
平成10年9月、平成13年9月と洪水被害が頻発している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね53m3/s程度であるが、
650m3/sまで向上する。

継続

再々評価 143 471 88 5.4

・斜里川は、平成4年9月の豪雨により、浸水面積1,154ha、浸水家屋
2,183戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね220m3/s程度であるが、
1,100m3/sまで向上する。

継続

再々評価 325 931 363 2.6

・佐呂間別川は、昭和46年10月の豪雨により、床下浸水400戸、床上浸
水245戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、佐呂間別川の現況流下能力は概ね160m3/s程
度であるが、800m3/sまで向上する。
・支川芭露川は、平成4年9月の台風により、床下浸水27戸、床上浸水
16戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、芭露川の現況流下能力は概ね27m3/s程度で
あるが、550m3/sまで向上する。

継続

再々評価 160 11,905 195 61.1

・売買川は、昭和56年8月の豪雨により浸水面積957ha，浸水家屋16戸
の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、売買川の現況流下能力は概ね80m3/s程度で
あるが、200m3/sまで向上する。
・支川機関庫の川の現況流下能力は概ね1m3/s程度であるが、35m3/sま
で向上する。

継続

再々評価 174 54,800 554 98.9

・昭和47年9月の豪雨により、浸水面積88ha、浸水家屋3戸の洪水被害
が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね97m3/s程度である
が、800m3/sまで向上する。

継続

再々評価 155 986 267 3.7

・士幌川は、昭和37年8月の台風により、浸水面積523ha、浸水家屋24
戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね140m3/s程度であるが、
770m3/sまで向上する。
・支川長流枝内川は、昭和63年11月の豪雨により、浸水面積5haの洪水
被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね50m3/s程度であるが、
350m3/sまで向上する。

継続

再々評価 66 74 72 1.0

・ユカンボシ川は、昭和56年8月の豪雨により、浸水面積256ha、浸水
家屋62戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね11m3/s程度であるが、
30m3/sまで向上する。
・支川長都川は、昭和56年8月の豪雨でにより浸水面積190ha、浸水家
屋42戸の洪水被害が発生している。
・流域内では、土地区画整理事業が実施されており、これらと連携し
て事業を行う必要がある。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね8m3/s程度であるが、
40m3/sまで向上する。

継続

再々評価 40 94 42 2.2

・ブウベツ川は、昭和62年8月の豪雨により浸水面積15ha、浸水家屋18
戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね40m3/s程度であるが、
200m/sまで向上する。

継続

再々評価 378 3,073 1,122 2.7

・新川は、昭和56年8月の豪雨により浸水面積184ha、浸水家屋187戸の
洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね150m3/s程度であるが、
1,000m3/sまで向上する。

継続

再々評価 290 8,101 313 25.9

・牛朱別川は、昭和45年8月の豪雨により、浸水面積1,330ha、浸水家
屋1,069戸の洪水被害が発生している。その後も昭和50年8月、昭和56
年8月、平成2年9月、平成3年9月、平成6年8月、平成11年7月と洪水被
害が頻発している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね100m3/s程度である
が、550m3/sまで向上する。

継続

再々評価 164 162 75 2.2

・昭和56年8月の豪雨により、伏籠川流域において浸水面積3,630ha、
浸水家屋2,532戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力は概ね1m3/s程度であるが、
50m3/sまで向上する。

継続

10年
継続中 18 1,004 23 43.7

・中の川は、昭和56年の豪雨により、330戸の洪水被害が発生してい
る。
・流域全体が市街化区域であり、住宅を中心とした市街化が進展して
いる。
・当該事業の実施により、20m3/s程度の現況流下能力が、35m3/sまで
向上する。

継続

再々評価 154 2,180 213 10.2

・手稲土功川は、昭和56年の豪雨により、浸水家屋482戸の洪水被害が
発生している。
・当該事業の実施により、26m3/s程度の現況流下能力が、40m3/sまで
向上する。

継続

再々評価 10 27 12 2.3

・東濁川は、昭和56年の豪雨により洪水被害が発生している。
・流域内においては、平成15年度から手稲山口土地区画整理事業が施
行されており、将来的に宅地化が進むものと予想されるため当該事業
と連携して進捗を図る必要がある。
・当該事業の実施により、3m3/s程度の現況流下能力が、16m3/sまで向
上する。

継続

再々評価 87 91 46 2.0

・石川は、昭和58年9月の豪雨により、浸水面積5.8ha、浸水戸数2戸の
洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、石川の現況流下能力は9m3/s程度であるが、
60m3/sまで向上する。

継続

再々評価 27 20 36 0.55

・厚別川は、昭和56年の豪雨により、浸水家屋51戸の洪水被害が発生
している。
・当該事業の実施により、26m3/s程度の現況流下能力が、80m3/sまで
向上する。

中止

10年
継続中 16 19 19 1.0

・アカシア川は、昭和56年の豪雨により、浸水家屋15戸の洪水被害が
発生している。
・上流域の石狩市は市街化が進行しており、それに伴う流出量の増加
に対応する必要がある。
・当該事業の実施により、22m3/s程度の現況流下能力が、31m3/sまで
向上する。

継続

厚別川準用河川改修事業
北海道札幌市

浸水戸数：
39戸
浸水農地面積：
11ha

ｱｶｼｱ川準用河川改修事業
北海道札幌市

浸水戸数：30戸
浸水農地面積：30.2ha

東濁川都市基盤河川改修事業
北海道札幌市

浸水戸数：
57戸
浸水農地面積：
8ha

石川都市基盤河川改修事業
北海道函館市

浸水戸数：
476戸
浸水農地面積：
8.4ha

中の川都市基盤河川改修事業
北海道札幌市

浸水戸数：636戸
浸水面積：30.2ha

手稲土功川都市基盤河川改修事業
北海道札幌市

浸水戸数：
4,239戸
浸水農地面積：
8ha

牛朱別川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
20,716戸
浸水農地面積：
1,944ha

伏籠川総合治水対策特定河川事業
北海道

浸水戸数：
401戸
浸水農地面積：
208ha

ﾌﾞｳﾍﾞﾂ川広域一般河川改修事業
北海道

浸水戸数：
39戸
浸水農地面積：
77ha

新川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
10,702戸
浸水農地面積：
184ha

士幌川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
213戸
浸水農地面積：
926ha

ﾕｶﾝﾎﾞｼ川広域一般河川改修事業
北海道

浸水戸数：
63戸
浸水農地面積：
95ha

売買川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
7,201戸
浸水農地面積：
246ha

帯広川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
23,023戸
浸水農地面積：
1,000ha

斜里川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
1,955戸
浸水農地面積：
640ha

佐呂間別川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
612戸
浸水農地面積：
656ha

頓別川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
1,787戸
浸水農地面積：
594ha

無加川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：
1,062戸
浸水農地面積：
236ha

小石川広域基幹河川改修事業
北海道

浸水戸数：717戸
浸水農地面積：59ha

北海道開発局
建設部地方整備課

（課長　吉井　厚志）



10年
継続中 10 60 12 5.0

・新発寒桜川は、昭和56年の豪雨により、浸水家屋120戸の洪水被害が
発生している。
・流域全体が市街化区域であり、その大部分が既に宅地化されてい
る。
・当該事業の実施により、1m3/s程度の現況流下能力が、8m3/sまで向
上する。

継続

再々評価 14 28 18 1.6

・富丘川は、昭和56年の豪雨により、浸水家屋116戸の洪水被害が発生
している。
・当該事業の実施により、6m3/s程度の現況流下能力が、18m3/sまで向
上する。

継続

再々評価 13 165 8.0 20.6

・錦岡川は、昭和62年8月の豪雨により浸水面積63ha、浸水家屋21戸の
洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、2m3/s程度である現況流下能力が、75m3/sま
で向上する。

継続

再々評価 8.0 136 9.0 15.1

・大成川は、昭和56年8月の豪雨により浸水面積28ha、浸水家屋140戸
の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、5m3/s程度である現況流下能力が25m3/sまで
向上する。

継続

再々評価 6.0 530 7.0 75.7

・ますみ川は、昭和54年10月の豪雨により浸水面積20ha、浸水家屋32
戸の洪水被害が発生している。
・当該事業の実施により、2m3/s程度である現況の流下能力が11m3/sま
で向上する。

継続

再々評価 129 967 333 2.9

・昭和10年、昭和33年、昭和35年、昭和41年、昭和50年、昭和52年と
甚大な浸水被害が発生しており、昭和41年8月には浸水1,097戸、浸水
農地108ｈａの大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により､現況流下能力800m3/s(1/3)が
1,700m3/s(1/40)まで向上する｡

継続

再々評価 98 438 133 3.2

・平成2年、平成11年、平成14年とたびたび浸水被害が発生しており､
平成14年には浸水家屋5戸浸水面積37ｈａの被害が発生している。
・当該事業の実施により､現況流下能力50m3/s(1/1)が320m3/s(1/30)ま
で向上する｡

継続

再々評価 260 1,620 603 2.6

・昭和52年8月に浸水家屋295戸の被害が発生しており、近年では平成2
年9月に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により､現況流下能力160m3/s(1/1)が940m3/s(1/50)
まで向上する｡

継続

再々評価 190 490 366 1.3

・昭和56年、平成2年、平成9年、平成14年とたびたび浸水被害が発生
している。平成14年8月には金木川工区で浸水家屋50戸、浸水面積22ｈ
ａ、250世帯1，000人に避難勧告が発令されている。
・当該事業の実施により､現況流下能力230m3/s(1/1)が
1,300m3/s(1/50)まで向上する｡

継続

再々評価 174 453 171 2.6

・平成2年、平成5年、平成10年とたびたび浸水被害が発生しており、
平成10年9月には浸水家屋140戸、浸水面積455ｈａと甚大な被害が発生
している。
・当該事業の実施により､現況流下能力400m3/s(1/1)が
1,700m3/s(1/50)まで向上する｡

継続

再々評価 152 366 181 2.0

・小川工区では、平成6年9月に床上131戸を含む375戸の浸水被害が発
生している。
・当該事業の実施により､現況流下能力80m3/s(1/2)が190m3/s(1/50)ま
で向上する｡

継続

再々評価 100 641 200 3.2

・近年では平成2年9月に20戸、平成14年8月には浸水家屋が14戸、浸水
面積18ｈａの被害が発生している。
・当該事業の実施により､現況流下能力140m3/s(1/2)が360m3/s(1/50)
まで向上する｡

継続

再々評価 325 4,725 736 6.4

・平成2年9月には196戸、平成11年10月には180戸、平成14年8月には22
戸と慢性的な浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により､現況流下能力60m3/s(1/2)が220m3/s(1/100)
まで向上する｡

継続

再々評価 23 247 34 7.0

・近年では平成11年、平成14年に浸水被害が発生しており、平成11年
10月には浸水戸数101戸、浸水面積18ｈａの被害が発生している。
・当該事業の実施により､現況流下能力15m3/s(1/1)が115m3/s(1/30)ま
で向上する｡

継続

再々評価 113 1,440 176 8.2
・昭和56年には96戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，現況流下能力150m3/s(1/1)が
1700m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 64 1,265 97 13.1
・平成10年には84戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，現況流下能力60m3/s(1/1)が440m3/s(1/100)
まで向上する。

継続

再々評価 32 545 59 9.2
・平成14年には100戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，現況流下能力129m3/s(1/5)が
400m3/s(1/100)まで向上する。

継続

再々評価 165 1,847 157 11.8
・平成14年には113戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，現況流下能力22m3/s(1/2)が概ね
120m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 47 293 62 4.7
・昭和54年には200戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，現況流下能力473m3/s(1/20)が概ね
950m3/s(1/100)まで向上する。

継続

再々評価 125 907 167 5.4

・明治29年の三陸津波では死者・行方不明者1028人、負傷者588人、流
出家屋434戸の被害が発生している。
・当該事業の実施により，海岸防潮堤を明治29年三陸津波に対応した
計画天端高T.P.+8.5mに整備することができる。

継続

再々評価 61 1,800 89 20.2

・明治29年の三陸津波では死者・行方不明者900人、負傷者724人、流
出家屋500戸の被害が発生している。
・当該事業の実施により，海岸防潮堤を明治29年三陸津波に対応した
計画天端高T.P.+6.4mに整備することができる。

継続

再々評価 53 3,920 106 37.0

・明治29年の三陸津波では死者・行方不明者525人、流出家屋153戸、
浸水家屋1129戸の被害が発生している。
・当該事業の実施により，海岸防潮堤を明治29年三陸津波に対応した
計画天端高T.P.+7.0mに整備することができる。

継続

10年継続 3.0 6.0 3.0 1.9
・平成3年には2戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，現況流下能力5m3/s(1/1)が10m3/s(1/3)まで
向上する。

継続

再々評価 6.0 45 8.0 5.4
・平成10年には2haの浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，現況流下能力21m3/s(1/3)が52m3/s(1/10)ま
で向上する。

継続

金沢川準用河川改修事業
松尾村

浸水戸数：8戸
浸水農地面積：0.4ha

笹谷川準用河川改修事業
平泉町

浸水戸数：68戸
浸水農地面積：62ha

三陸地区高潮対策事業（大槌川）
岩手県

浸水戸数：1,748戸
浸水農地面積：19ha

三陸地区高潮対策事業（久慈川）
岩手県

浸水戸数：11,729戸
浸水農地面積：84ha

甲子川広域一般河川改修事業
岩手県 浸水戸数：1,208戸

三陸地区高潮対策事業（津軽石川）
岩手県

浸水戸数：780戸
浸水農地面積：74ha

千厩川広域基幹河川改修事業（千厩川中
流）
岩手県

浸水戸数：98戸
浸水農地面積：3ha

木賊川広域基幹河川改修事業
岩手県

浸水戸数：1,586戸
浸水農地面積：20ha

猿ヶ石川広域基幹河川改修事業
岩手県

浸水戸数：206戸
浸水農地面積：450ha

千厩川広域基幹河川改修事業(千厩川下流)
岩手県

浸水戸数：194戸
浸水農地面積：99ha

堤川広域基幹河川改修事業
青森県

浸水戸数：41,114 戸
浸水農地面積：6,975 ha

貴船川準用河川改修事業
青森市 浸水戸数：187 戸

田名部川広域基幹河川改修事業
青森県

浸水戸数：2,510 戸
浸水農地面積：12.6 ha

新城川広域基幹河川改修事業
青森県

浸水戸数：1,605 戸
浸水農地面積：240 ha

旧十川広域基幹河川改修事業
青森県

浸水戸数：921戸
浸水農地面積：4,303ha

七戸川広域基幹河川改修事業
青森県

浸水戸数：1,002戸
浸水農地面積：1,407ha

後長根川広域基幹河川改修事業
青森県

浸水戸数：387戸
浸水農地面積：419ha

十川広域基幹河川改修事業
青森県

浸水戸数：1,326戸
浸水農地面積：1,243ha

ますみ川準用河川改修事業
北海道中標津町

浸水戸数：
112戸

平川広域基幹河川改修事業
青森県

浸水戸数：2,559戸
浸水農地面積：959ha

錦岡川準用河川改修事業
北海道苫小牧市

浸水戸数：
787戸

大成川準用河川改修事業
北海道帯広市

浸水戸数：
224戸
浸水農地面積：
0.8ha

新発寒桜川準用河川改修事業
北海道札幌市

浸水戸数：
330戸
浸水面積：
11ha

富丘川準用河川改修事業
北海道札幌市

浸水戸数：
299戸

北海道開発局
建設部地方整備課

（課長　吉井　厚志）

東北地方整備局
地域河川課

（課長　山内　芳朗）



再々評価 1,616 4,493 1,908 2.4
・平成14年の出水により235戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力850m3/s(1/10)が
1,100m3/s(1/100)まで向上する。

継続

再々評価 14 102 31 3.3
・H4～H13の10年間で3回浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力85m3/s(1/5以下)が
170m3/s(1/30)まで向上する。

継続

再々評価 14 67 20 3.3
・平成14年の出水により床上2戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力40m3/s(1未満)が90m3/s(1/4)
まで向上する。

継続

再々評価 74 318 78 4.1
・平成6年の出水により15戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力10m3/s(1/5以下)が
25m3/s(1/10)まで向上する。

継続

再々評価 220 306 216 1.4
・平成14年の出水により14戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力85m3/s(1/10)が120m3/s(1/30)
まで向上する。

継続

再々評価 37 210 51 4.1
・平成14年の出水により79戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力85m3/s(1/5)が170m3/s(1/30)
まで向上する。

継続

再々評価 230 588 296 2.0
・平成14年の出水により75戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力55m3/s(1/5以下)が
180m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 150 4,350 398 10.9
・平成14年の出水により277戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力2,100m3/s(1/20)が
3,000m3/s(1/80)まで向上する。

継続

再々評価 59 371 93 4.0

・H4～H13の10年間で7回出水による被害を受けている。
・当該事業の実施により、現況流下能力70m3/s(1/5以下)が
350m3/s(1/40)まで向上する。 継続

再々評価 20 156 33 4.6
・平成14年の出水により12戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力250m3/s(1/5以下)が
500m3/s(1/30）まで向上する。

継続

再々評価 52 11,056 89 124.7
・平成14年出水により104戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力1,000m3/s(1/10)が
2,100m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 50 518 57 9.1
・平成11年に家屋浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力360m3/s(1/10)が
600m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 20 95 25 3.8
・平成14年の出水により89戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力115m3/s(1/5以下)が
290m3/s(1/20)まで向上する。

継続

再々評価 70 195 117 1.7
・平成12年の出水により5戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力60m3/s(1/5以下)が
200m3/s(1/56)まで向上する。

継続

再々評価 250 404 185 2.2
・平成14年の出水により140戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力600m3/s(1/10)が
1,000m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 338 9,291 677 13.7
・平成6年の出水により12戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力830m3/s(1/20)が
1,650m3/s(1/100)まで向上する。

継続

再々評価 87 4,587 109 42.1
・平成6年の出水により19戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力150m3/s(1/5以下)が
300m3/s(1/30)まで向上する。

継続

再々評価 168 2,469 286 8.6
・平成6年の出水により1255戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力190m3/s(1/10)が
320m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 23 83 49 1.7
・平成14年出水により17戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力520m3/s(1/15)が
650m3/s(1/30)まで向上する。

継続

再々評価 76 457 78 5.9
・平成11年の出水により27戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力35m3/s(1/5以下)が
140m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 54 177 58 3.1
・平成11年の出水により111戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力170m3/s(1/5以下)が
415m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 34 519 46 11.2
・平成14年の出水により117戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況流下能力300m3/s(1/10)が
440m3/s(1/30)まで向上する。

継続

再々評価 16 64 24 2.6

・昭和62年の出水により家屋7戸、農地20haの浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況流下能力50m3/s(1/10)が170m3/s(1/30)
まで向上する。

継続

再々評価 169 296 246 1.2

・昭和62年の出水により家屋37戸、農地102haの浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況流下能力163m3/s(1/10)が
250m3/s(1/20)まで向上する。

継続

再々評価 158 515 198 2.6

・昭和４７年の出水により家屋314戸、農地浸水77haの浸水被害が発生
している。
・当該事業の実施により、現況流下能力33m3/s(1/5)が85m3/s(1/20)ま
で向上する。

継続

再々評価 114 280 133 2.1

・昭和62年の出水により家屋111戸、農地157haの浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、現況流下能力270m3/s(1/10)が
420m3/s(1/20)まで向上する。

継続

再々評価 217 7,783 232 33.5

・昭和40年の出水により家屋4,104戸、農地1,753haの浸水被害が発生
している。
・当該事業の実施により、現況流下能力550m3/s(1/10)が
1,100m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 137 653 175 3.7

・昭和47年の出水により家屋271戸、農地644haの浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、現況流下能力880m3/s(1/10)が
2,500m3/s(1/100)まで向上する。

継続

再々評価 78 149 88 1.6

・昭和47年の出水により家屋955戸、農地632haの浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、現況流下能力650m3/s(1/10)が
1,200m3/s(1/40)まで向上する。

継続

再々評価 490 997 488 2.0

・平成10年の出水により家屋589戸、農地237haの浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、現況流下能力137m3/s(1/5)が850m3/s(1/50)
まで向上する。

継続

再々評価 56 655 120 5.5

・昭和41年の出水により家屋86戸、農地1,160haの浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、現況流下能力30m3/s(1/5)が90m3/s(1/50)ま
で向上する。

継続

再々評価 24 66 35 1.9

・昭和38年の出水により家屋25戸、農地20haの浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況流下能力300m3/s(1/20)が
650m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 24 604 31 19.4

・昭和50年の出水により家屋60戸、農地59haの浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況流下能力90m3/s(1/8)が100m3/s(1/10)
まで向上する。

継続

再々評価 175 3,783 250 15.1

・昭和１９年に家屋浸水８４２戸、農地浸水２４９１haの被害が発生
している。
・当該事業の実施により、現況流下能力221m3/s(約1/30)が
260m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 20 224 18 12.2

・昭和５１年に家屋浸水２戸、農地浸水１１０haの被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況流下能力5m3/s(1/1以下)が95m3/s(1/2)
まで向上する。

継続

再々評価 24 3.0 2.0 1.5

・昭和４６年に家屋浸水１１０戸、農地浸水１３０haの被害が発生し
ている。
・当該事業の実施により、現況流下能力113m3/s(1/1以下)が
450m3/s(1/30)まで向上する。

継続

京田川広域基幹河川改修事業（黒瀬川）
山形県

浸水戸数　23戸
浸水農地面積　74ha

相沢川広域基幹河川改修事業（中野俣川）
山形県

浸水戸数　30戸
浸水農地面積　87ha

長木川広域一般河川改修事業（乱川工区）
秋田県

浸水戸数　104戸
浸水農地面積　19ha

京田川広域基幹河川改修事業（京田川）
山形県

浸水戸数　3,348戸
浸水農地面積　6,357ha

出川広域基幹河川改修事業
秋田県

浸水戸数　148戸
浸水農地面積　355ha

米代川広域基幹河川改修事業（熊沢川工
区）
秋田県

浸水農地面積　112ha

玉川広域基幹河川改修事業（桧木内川工
区）
秋田県

浸水戸数　162戸
浸水農地面積　111ha

芋川広域基幹河川改修事業
秋田県

浸水戸数　639戸
浸水農地面積　288ha

横手川広域基幹河川改修事業
秋田県

浸水戸数　4,777戸
浸水農地面積　60ha

玉川広域基幹河川改修事業（玉川工区）
秋田県

浸水戸数　819戸
浸水農地面積　692ha

旧雄物川広域基幹河川改修事業（草生津川
工区）
秋田県

浸水戸数　923戸
浸水農地面積　102ha

旧雄物川広域基幹河川改修事業（太平川工
区）
秋田県

浸水戸数　2,755戸
浸水農地面積　13.7ha

岩見川広域基幹河川改修事業（梵字川工
区）
秋田県

浸水戸数　11戸
浸水農地面積　20ha

旧雄物川広域基幹河川改修事業（旭川工
区）
秋田県

浸水戸数　489戸
浸水農地面積　2.3ha

高城川広域一般河川改修事業
宮城県

浸水戸数：901戸
浸水農地面積：78ha

鹿折川高潮対策事業
宮城県

浸水戸数：656戸
浸水農地面積：39ha

二股川広域一般河川改修事業
宮城県

浸水戸数：141戸
浸水農地面積：151ha

出来川広域一般河川改修事業
宮城県

浸水戸数：1,729戸
浸水農地面積：541ha

七北田川広域基幹河川改修事業（梅田川工
区）
宮城県

浸水戸数：24,201戸
浸水農地面積：482ha

砂押川広域基幹河川改修事業
宮城県

浸水戸数：7,037戸
浸水農地面積：203ha

大川広域基幹河川改修事業
宮城県

浸水戸数：1860戸
浸水農地面積：293ha

七北田川広域基幹河川改修事業（本川）
宮城県

浸水戸数：20,505戸
浸水農地面積：982ha

白石川広域基幹河川改修事業（荒川）
宮城県

浸水戸数：391戸
浸水農地面積：166ha

坂元川広域基幹河川改修事業
宮城県

浸水戸数：448戸
浸水農地面積：379ha

白石川広域基幹河川改修事業（本川）
宮城県

浸水戸数：12,453戸
浸水農地面積：2,390ha

白石川広域基幹河川改修事業（斎川）
宮城県

浸水戸数：2,003戸
浸水農地面積：368ha

善川広域基幹河川改修事業
宮城県

浸水戸数：540戸
浸水農地面積：265ha

竹林川広域基幹河川改修事業
宮城県

浸水戸数：722戸
浸水農地面積：265ha

田尻川広域基幹河川改修事業
宮城県

浸水戸数：1,598戸
浸水農地面積：1,830ha

鳴瀬川広域基幹河川改修事業
宮城県

浸水戸数：1,673戸
浸水農地面積：927ha

迫川広域基幹河川改修事業（荒川）
宮城県

浸水戸数：1,213戸
浸水農地面積：1,839ha

迫川広域基幹河川改修事業（夏川）
宮城県

浸水戸数：315戸
浸水農地面積：1,260ha

迫川広域基幹河川改修事業（熊川）
宮城県

浸水戸数：264戸
浸水農地面積：274ha

迫川広域基幹河川改修事業（長沼川）
宮城県

浸水戸数：1,611戸
浸水農地面積：428ha

迫川広域基幹河川改修事業（本川）
宮城県

浸水戸数：14,194戸
浸水農地面積：13,200ha

迫川広域基幹河川改修事業（芋埣川）
宮城県

浸水戸数：185戸
浸水農地面積：217ha

東北地方整備局
地域河川課

（課長　山内　芳朗）



再々評価 62 219 88 2.5

・昭和４９年に家屋浸水２６０戸、農地浸水２２haの被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、現況流下能力14m3/s(1/1以下)が
115m3/s(1/10)まで向上する。

継続

再々評価 109 823 129 6.4

・平成９年に家屋浸水３６戸、農地浸水４１０haの被害が発生してい
る。平成１４年にも農地浸水２４０haの被害が発生している。
・当該事業の実施により現況流下能力17m3/s(1/1以下)が
360m3/s(1/10)まで向上する。

継続

再々評価 75 2,623 98 26.9

・昭和５６年に家屋浸水１４５０戸、農地浸水２４３haの被害が発生
している。
・当該事業の実施により、現況流下能力10m3/s(1/1以下)が
25m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 242 883 244 3.6

・昭和４２年に家屋浸水９５０戸、農地浸水８０haの被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、現況流下240m3/s(約1/2)が1,600m3/s(1/30)
まで向上する。

継続

再々評価 127 875 201 4.3

・昭和１３年に家屋浸水６戸、農地浸水３４haの被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況流下能力67m3/s(1/1以下)が
230m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 12 227 16 14.1

・昭和５６年に家屋浸水３８戸、農地浸水８７haの被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況流下能力308m3/s(約1/3)が
750m3/s(1/30)まで向上する。

継続

再々評価 22 683 201 3.4

・昭和４２年に家屋浸水３００戸、農地浸水４haの被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況流下能力22m3/s(約1/1.3)が
60m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 108 318 153 2.1

・昭和５６年に家屋浸水７５２戸、農地浸水３７０haの被害が発生し
ている。
・当該事業の実施により、現況流下能力105m3/sが　500m3/s(1/50)ま
で向上する。

継続

再々評価 11 15 14 1.1

・昭和３３年に家屋浸水７２戸、農地浸水７５haの被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況流下能力12m3/s(1/1以下)が
47m3/s(1/30)まで向上する。

継続

再々評価 158 2,022 265 7.6

・昭和４２年に家屋浸水３０６９戸、農地浸水５３９haの被害が発生
している。
・当該事業の実施により、現況流下能力380m3/s(約1/2.7 )が、
1,000m3/s(1/80)まで向上する。

継続

再々評価 50 9.0 6.0 1.5

・昭和３６年に家屋浸水１３戸、農地浸水４２０haの被害が発生して
いる。
・当該事業の実施より、現況流下能力588m3/s(1/1以下)が
1,400m3/s(1/50)まで向上する。

継続

再々評価 102 16 15 1.1

・昭和３０年に家屋浸水３５戸、農地浸水５４０haの被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、現況流下能力528m3/sが800m3/s(1/20)まで
向上する。

継続

再々評価 213 85 27 3.2

・昭和５１年に家屋浸水１２００戸、農地浸水７０haの被害が発生し
ている。
・当該事業の実施により、現況流下能力101m3/sが220m3/s(1/50)まで
向上する。

継続

再々評価 25 500 23 21.6

・昭和４６年に家屋浸水１１０戸、農地浸水１９１haの被害が発生し
ている。
・当該事業の実施により、現況流下能力88m3/s(1/1以下)が
175m3/s(1/3)まで向上する。

継続

再々評価 14 16 13 1.2

・昭和５１年に家屋浸水５０戸、農地浸水８５haの被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況流下能力2m3/s(1/1以下)が
20m3/s(1/30)まで向上する。

継続

再々評価 83 89 30 2.9
・平成3年には，千代田町等で6.8ha，13戸の浸水被害が発生してい
る。　　　　　　　　　　　　　・当該事業の実施により，2年に1度
程度の治水安全度を10年に1度程度まで向上する。

継続

再々評価 552 1,076 85 12.6
・昭和61年には､つくば市等で3,600ha，1,530戸の浸水被害が発生して
いる。　　　　　　　　　　　　・当該事業の実施により，1年に1度
程度の治水安全度が10年～3年に1度まで向上する。

継続

その他 90 464 49 9.4

・昭和61年には、水海道市等で1,197ha、389戸の浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね10m3/s程度から概ね
90m3/sまで向上する。

継続

その他 148 331 58 5.7

・平成3年には、岩井市等で138haの浸水被害が発生しているなど、過
去17年間に5回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね60m3/s程度から概ね
120m3/sまで向上する。

継続

その他 148 331 58 5.7
・昭和61年には、岩井市等で35ha、9戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね20m3/s程度から概ね
50m3/sまで向上する。

継続

再々評価 82 734 56 13.1
・平成8年には，阿見町等で35戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，1年に1度程度の治水安全度を3年に1度程度
まで向上する。

継続

再々評価 139 205 42 4.9

・昭和61年に東村，利根町において19戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，1.5年に1度程度の治水安全度を10年に1度程
度まで向上する。また，上流多目的遊水地において，50m3/s（65m3/s
から15m3/s）の調節が可能となる。

継続

再々評価 100 579 35 16.8
・平成6年に，友部町で7戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，2年に1度程度の治水安全度を15年に1度程度
まで向上する。

継続

再々評価 249 1,110 120 9.3
・昭和61年に，水戸市で10戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，2年に1度程度の治水安全度を5年に1度程度
まで向上する。

継続

再々評価 83 2,202 217 10.2
・昭和61年に，北茨城市等で1,687戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，3年に1度程度の治水安全度を50年に1度程度
まで向上する。

継続

10年
継続中 79 47 37 1.3

・平成元年7月土浦市等で13戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，1年に1度程度の治水安全度が10年1度まで向
上する。

継続

再々評価 26 89 16 5.6
・昭和61年に，水戸市等で41戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，5年に1度程度の治水安全度を50年に1度程度
まで向上する。

継続

その他 77 462 38 12.1

・平成3年には、取手市等で80ｈａ、35戸の浸水被害が発生しているな
ど、過去17年間に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね10m3/s程度である
が、概ね50m3/sまで向上する。

継続

再々評価 8.2 74 8.7 8.5
・当該事業の実施により、脆弱な堤防区間（ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ等発生）を補強
することにより洪水時の破提を防止する。又、当該事業の実施により
治水安全度を１０年に１回程度まで解消する。

継続
谷田川広域基幹河川改修事業
群馬県

浸水戸数：463戸
浸水農地面積：263ha

藤井川広域一般河川改修事業
茨城県

浸水家屋44戸
浸水面積156ha

相野谷川広域一般河川改修事業
茨城県

浸水戸数:385棟
浸水農地面積:390ha

大北川広域基幹河川改修事業
茨城県

浸水家屋960戸
浸水面積354ha

乙戸川広域基幹河川改修事業
茨城県

浸水家屋64戸
浸水面積286ha

涸沼川広域基幹河川改修事業
茨城県

浸水家屋1,229戸
浸水面積430ha

桜川(水戸)広域基幹河川改修事業
茨城県

浸水家屋414戸
浸水面積165ha

清明川広域基幹河川改修事業
茨城県

浸水戸数:329棟
浸水農地面積:330ha

新利根川広域基幹河川改修事業
茨城県

浸水戸数:3,562棟
浸水農地面積:5,512ha

飯沼川広域基幹河川改修事業
茨城県

浸水戸数:476棟
浸水農地面積:438ha

東仁連川広域基幹河川改修事業
茨城県

浸水戸数:476棟
浸水農地面積:438ha

桜川広域基幹河川改修事業
茨城県

浸水戸数11,051戸，浸水面積
3,152ha

八間堀川広域基幹河川改修事業
茨城県

浸水戸数:1093棟
浸水農地面積:1614ha

大山川広域一般河川改修事業（矢引川）
山形県

浸水戸数　18戸
浸水農地面積　81ha

恋瀬川広域基幹河川改修事業
茨城県

浸水戸数446戸，浸水面積
964ha

新井田川広域基幹河川改修事業
山形県

浸水戸数　2,435戸
浸水農地面積　968ha

大山川広域一般河川改修事業（大山川）
山形県

浸水戸数　118戸
浸水農地面積　255ha

日向川広域基幹河川改修事業
山形県

浸水戸数　401戸
浸水農地面積　908ha

月光川広域基幹河川改修事業
山形県

浸水戸数　791戸
浸水農地面積　1,017ha

馬見ヶ崎川広域基幹河川改修事業（大門
川）
山形県

浸水戸数　99戸
浸水農地面積　39ha

吉野川広域基幹河川改修事業（屋代川）
山形県

浸水戸数　1,529戸
浸水農地面積　603ha

須川広域基幹河川改修事業（荒町川）
山形県

浸水戸数　442戸
浸水農地面積　9ha

馬見ヶ崎川広域基幹河川改修事業（馬見ヶ
崎川）
山形県

浸水戸数　498戸
浸水農地面積　532ha

須川広域基幹河川改修事業（竜山川）
山形県

浸水戸数　2,147戸
浸水農地面積　133ha

須川広域基幹河川改修事業（須川・旧小規
模）
山形県

浸水戸数　48戸
浸水農地面積　80ha

沼川広域基幹河川改修事業
山形県

浸水戸数　1,215戸
浸水農地面積　204ha

須川広域基幹河川改修事業（須川・旧中
小）
山形県

浸水戸数　1,791戸
浸水農地面積　566ha

升形川広域基幹河川改修事業（指首野川）
山形県

浸水戸数　2,415戸
浸水農地面積　61ha

大旦川広域基幹河川改修事業
山形県

浸水戸数　587戸
浸水農地面積　549ha

東北地方整備局
地域河川課

（課長　山内　芳朗）

関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）



再々評価 54 195 54 3.6
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね13m3/s程度である
が、概ね21.6m3/sまで向上する。又、当該事業の実施により、治水安
全度を３０年に１回程度まで解消する。

継続

再々評価 64 1,002 72 13.9
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね181m3/s程度である
が、概ね670m3/sまで向上する。又、当該事業の実施により治水安全度
を３０年に１回程度まで解消する。

継続

再々評価 45 105 47 2.3
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね15m3/s程度である
が、概ね56m3/sまで向上する。又、当該事業の実施により治水安全度
を１０年に１回程度まで解消する。

継続

再々評価 21 32 23 1.4
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね29m3/s程度である
が、概ね80m3/sまで向上する。又、当該事業の実施により治水安全度
を１００年に１回程度まで解消する。

継続

再々評価 24 69 25 2.7
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね62m3/s程度である
が、概ね110m3/sまで向上する。又、当該事業の実施により治水安全度
を５年に１回程度まで解消する。

継続

再々評価 22 72 24 3.0
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね4m3/s程度であるが、
概ね34m3/sまで向上する。又、当該事業の実施によ治水安全度を１０
年に１回程度まで解消する。

継続

再々評価 28 131 31 4.3
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね23m3/s程度である
が、概ね70m3/sまで向上する。又、当該事業の実施により治水安全度
を１０年に１回程度まで解消する。

継続

再々評価 42 58 43 1.4
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね300m3/s程度である
が、概ね500m3/sまで向上する。又、当該事業の実施により治水安全度
を１０年に１回程度まで解消する。

継続

再々評価 34 57 37 1.5

・近年では平成９,１０年に、前橋市で２２戸の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況放水路の流下能力は概ね90m3/s程度で
あるが、150m3/sまで向上させ治水安全度を３０年に１回程度まで解消
する。

継続

再々評価 30 283 32 8.9

・昭和５６，５７年には、高崎市市で最大２５０戸の浸水被害が発生
している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね11m3/s程度である
が、概ね45m3/sまで向上する。又、当該事業の実施により治水安全度
を１０年に１回程度まで解消する。

継続

再々評価 37 556 42 13.4

・昭和５０年頃には、邑楽町等で最大390戸の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね6m3/s程度であるが、
概ね14m3/sまで向上する。又、当該事業の実施により、治水安全度を
１０年に１回程度まで解消する。

継続

10年
継続中 7.4 8.1 7.5 1.1

・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね6m3/s程度であるが、
概ね18m3/sまで向上する。又、当該事業の実施により治水安全度を１
０年に１回程度まで解消する。

継続

10年
継続中 14 17 14 1.3

・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね16m3/s程度である
が、概ね33m3/sまで向上する。又、当該事業の実施により治水安全度
を２年に１回程度まで解消する。

継続

再々評価 500 1,733 1,129 1.5
・平成5年には、鴨川流域で940戸の浸水被害が発生するなど、過去10
年に5回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が最低で30%程度である。

継続

再々評価 50 560 184 3.0
・平成3年には、市野川流域で124戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に5回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が最低で66%程度である。

継続

再々評価 22 206 27 7.8
・平成11年には、越辺川流域で6戸の浸水被害が発生するなど、過去10
年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が最低で30%程度である。

継続

再々評価 50 113 76 1.5
・平成11年には、安藤川流域で1戸の浸水被害が発生するなど、過去10
年に2回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が最低で5%程度である。

継続

再々評価 185 1,370 335 4.1
・平成12年には、福川流域で20戸の浸水被害が発生するなど、過去10
年に10回の浸水被害が発生している。 継続

その他 32 86 33 2.6
・平成11年には、備前渠川流域で170.8haの浸水被害が発生するなど、
過去10年に1回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が最低で50%程度である。

継続

再々評価 126 228 216 1.1
・平成11年には、和田吉野川流域で7戸の浸水被害が発生するなど、過
去10年に6回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が20%程度である。

継続

再々評価 24 173 30 5.7
・平成11年には、都機川流域で19戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が最低で45%程度である。

継続

和田吉野川広域基幹河川改修事業
埼玉県

浸水戸数：112戸
農地浸水面積：399ha

都幾川広域一般河川改修事業
埼玉県

浸水戸数：320戸
農地浸水面積：202ha

福川広域基幹河川改修事業
埼玉県

浸水戸数：1,847戸
農地浸水面積：1,530ha

備前渠川広域基幹河川改修事業
埼玉県

浸水戸数：240戸
農地浸水面積：257.8ha

越辺川広域一般河川改修事業
埼玉県

浸水戸数：332戸
農地浸水面積：1,133ha

安藤川広域一般河川改修事業
埼玉県

浸水戸数：152戸
農地浸水面積：465ha

鴨川広域基幹河川改修事業
埼玉県

浸水戸数：3,488戸
農地浸水面積：2,004ha

市野川広域基幹河川改修事業
埼玉県

浸水戸数：531戸
農地浸水面積：196.8ha

下蟹沢準用河川改修事業
前橋市

浸水戸数：32戸
浸水農地面積：4ha

赤沼川準用河川改修事業
伊勢崎市

浸水戸数：120戸
浸水農地面積：5ha

天神川広域一般河川改修事業
群馬県

浸水戸数：245戸
浸水農地面積：10ha

孫兵衛川広域基幹河川改修事業
群馬県

浸水戸数：728戸
浸水農地面積：33ha

桐生川広域一般河川改修事業
群馬県

浸水戸数：401戸
浸水農地面積：2ha

滝川広域一般河川改修事業
群馬県

浸水戸数：672戸
浸水農地面積：7ha

東谷川広域基幹河川改修事業
群馬県

浸水戸数：258戸
浸水農地面積：19ha

粕川広域基幹河川改修事業
群馬県

浸水戸数：67戸
浸水農地面積：23ha

桃の木川広域基幹河川改修事業
群馬県

浸水戸数：303戸
浸水農地面積：14ha

藤沢川広域基幹河川改修事業
群馬県

浸水戸数：133戸
浸水農地面積：19ha

粕川上流広域基幹河川改修事業(広瀬川)
群馬県

浸水戸数：708戸
浸水農地面積：124ha

韮川広域基幹河川改修事業（下流）
群馬県

浸水戸数：353戸
浸水農地面積：9ha

鶴生田川広域基幹河川改修事業
群馬県

浸水戸数：886戸
浸水農地面積：70ha

関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）



再々評価 142 598 455 1.3
・平成5年には、元荒川流域で452戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に2回の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 1,023 2,497 1,782 1.4
・平成10年には、新河岸川流域で1,568戸の浸水被害が発生するなど、
過去10年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が60%程度である。

継続

再々評価 56 885 93 9.6
・平成5年には、黒目川流域で44戸の浸水被害が発生するなど、過去10
年に2回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が50%程度である。

継続

再々評価 35 2,244 215 10.4
・平成8年には、柳瀬川流域で57戸の浸水被害が発生するなど、過去10
年に2回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が90%程度である。

継続

再々評価 327 1,122 484 2.3
・平成5年には、中川流域で1,659戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が40%程度である。

継続

再々評価 294 573 452 1.3
・平成5年には、倉松川流域で568戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に7回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が35%程度である。

継続

再々評価 113 197 190 1.0
・平成8年には、青毛堀川流域で3戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が40%程度である。

継続

再々評価 60 168 110 1.5
・平成5年には、隼人堀川流域で116戸の浸水被害が発生するなど、過
去10年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が60%程度である。

継続

再々評価 45 192 162 1.2
・平成5年には、古隅田川流域で937戸の浸水被害が発生するなど、過
去10年に9回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が70%程度である。

継続

再々評価 214 1,726 619 2.8
・平成5年には、新方川流域で2,231戸の浸水被害が発生するなど、過
去10年に2回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が70%程度である。

継続

再々評価 195 598 455 1.3
・平成5年には、元荒川流域で452戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に2回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が80%程度である。

継続

再々評価 71 666 661 1.0
・平成8年には、大場川流域で442戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に5回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が65%程度である。

継続

再々評価 688 1,297 1,231 1.1
・平成5年には、綾瀬川流域で1,138戸の浸水被害が発生するなど、過
去10年に7回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が46%程度である。

継続

再々評価 52 325 257 1.3
・平成5年には、古綾瀬川流域で342戸の浸水被害が発生するなど、過
去10年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が25%程度である。

継続

再々評価 148 197 190 1.0
・平成8年には、青毛堀川流域で3戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が40%程度である。

継続

再々評価 93 180 158 1.1
・平成5年には、元荒川流域で452戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に2回の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 157 180 158 1.1
・平成8年には、元荒川流域で452戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に2回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が42%程度である。

継続

再々評価 145 1,969 819 2.4
・平成5年には、辰井川流域で735戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が10%程度である。

継続

再々評価 136 325 257 1.3
・平成5年には、古綾瀬川流域で342戸の浸水被害が発生するなど、過
去10年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が50%程度である。

継続

10年
継続中 31 113 55 2.1

・平成11年には、飯盛川流域で176戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に2回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が最低で13%程度である。

継続

10年
継続中 21 31 23 1.3

・平11年には、江川流域で18戸の浸水被害が発生するなど、過去10年
に11回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が14%程度である。

継続
江川都市基盤河川改修事業
桶川市

浸水戸数：40戸
農地浸水面積：132ha

古綾瀬川低地対策河川事業
埼玉県

浸水戸数：1,300戸
農地浸水面積：83ha

飯盛川広域一般河川改修事業
埼玉県

浸水戸数：270戸
農地浸水面積：557ha

元荒川総合治水対策特定河川事業(さきた
ま調節池)
埼玉県

浸水戸数：143戸
農地浸水面積：1090ha

辰井川総合治水対策特定河川事業(新郷遊
水地)
埼玉県

浸水戸数：8,500戸
農地浸水面積：95ha

青毛堀川総合治水対策特定河川事業(花崎
遊水池)
埼玉県

浸水戸数：50戸
農地浸水面積：278ha

元荒川総合治水対策特定河川事業(小林調
節池)
埼玉県

浸水戸数：143戸
農地浸水面積：1090ha

綾瀬川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：3,560戸
農地浸水面積：3,044ha

古綾瀬川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：1,300戸
農地浸水面積：83ha

元荒川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：143戸
農地浸水面積：1090ha

大場川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：1,300戸
農地浸水面積：470ha

古隅田川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：620戸
農地浸水面積：95ha

新方川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：6,890戸
農地浸水面積：790ha

青毛堀川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：50戸
農地浸水面積：278ha

隼人堀川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：340戸
農地浸水面積：485ha

中川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：1620戸
農地浸水面積：3130ha

倉松川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：1,310戸
農地浸水面積：618ha

黒目川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：2,800戸
農地浸水面積：43ha

柳瀬川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：9,700戸
農地浸水面積：150ha

元荒川総合治水対策特定河川事業（大相模
調節池）
埼玉県

浸水戸数：143戸
農地浸水面積：1090ha

新河岸川総合治水対策特定河川事業
埼玉県

浸水戸数：20,500戸
農地浸水面積：3,700ha

関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）



10年
継続中 15 325 257 1.3

・平成5年には、古綾瀬川流域で150戸の浸水被害が発生するなど、過
去10年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が40%程度である。

継続

再々評価 128 1,969 819 2.4
・平成5年には、辰井川流域で481戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に3回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が40%程度である。

継続

再々評価 96 369 178 2.1 ・昭和57年には、芝川流域で130戸の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が50%程度である。 継続

再々評価 11 16 14 1.1
・昭和57年には、上尾中堀川流域で13戸の浸水被害が発生しており、
過去10年においても2回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が25%程度である。

継続

再々評価 15 31 16 1.9
・昭和57年には、浅間川上流流域で215戸の浸水被害が発生しており、
過去10年においても2回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が20%程度である。

継続

再々評価 16 20 18 1.2
・平成3年には、谷治川流域で6戸の浸水被害が発生しており、過去10
年においても8回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が15%程度である。

継続

再々評価 703 22,613 3,468 6.5
・平成8年には、芝川流域で605戸の浸水被害が発生するなど、過去10
年に4回の浸水被害が発生している。
・改修目標流量に対する現況流下能力の割合が最低で26%程度である。

継続

再々評価 717 1,615 662 2.4 ・平成元年8月の台風17号で　浸水家屋約2500戸，平成8年9月の台風17
号で浸水家屋約3600戸の被害が発生している 継続

再々評価 411 189 114 1.7 ・平成11年10月の大雨で，浸水戸数172戸の被害が発生している 継続

再々評価 165 746 165 4.3
・平成元年8月の台風17号により，浸水家屋136戸，平成3年9月の台風
18号で，浸水家屋24戸，平成8年9月の台風17号で浸水家屋338戸の被害
が発生している

継続

再々評価 227 4,313 247 17.5

・平成8年7月の台風5号では，浸水家屋814戸，浸水面積561haの被害が
発生している。
・浸水被害が頻発していることから現在暫定改修を行い，平成8年の被
災流量1,100m3/s見合いの治水安全度13年に1度まで向上する。

継続

再々評価 28 13,350 234 57.1

・平成8年7月の台風5号では，浸水家屋116戸，浸水面積16.2haの被害
が発生している。
・改修前の流下能力は15m3/s，治水安全度は1年に1度程度であった
が，事業実施により250m3/s，治水安全度50年に1度まで向上する。

継続

再々評価 429 4,700 460 10.2 ・平成8年9月の台風17号では，浸水家屋43戸，浸水面積65haの被害が
発生している。 継続

再々評価 161 10 8.3 1.2
・平成5年には，浸水家屋15戸の被害が発生している。
・改修前の流下能力は65m3/sであったが，事業実施により160m3/s，治
水安全度7年に1度，時間雨量50mmまで向上する。

継続

再々評価 684 24,455 670 36.5 ・平成8年9月の台風17号では，浸水家屋22戸，浸水面積63haの被害が
発生している。 継続

再々評価 24 49 24 2.1

・平成元年7月の豪雨により，浸水家屋73戸，平成3年10月の台風21号
により，浸水家屋85戸，平成8年9月の台風17号により，浸水家屋191戸
の被害が発生している。
・既往洪水を流下させる規模の整備を行う

継続

10年
継続中 27 803 63 12.7

・平成8年7月の台風5号では，浸水家屋70戸，浸水面積80haの被害が発
生している。
・浸水被害が頻発していることから現在緊急暫定改修を行い，4年に1
度の治水安全度まで向上しているが，今後，さらに抜本的な改修によ
り，50年に1度まで向上する。

継続

10年
継続中 120 58 5.6 10.4

・平成3年10月の台風21号では，浸水家屋40戸，浸水面積60haの被害が
発生している。
・現在進めている一次改修計画は，時間降雨52.5mm対応（W=1/10）と
し，全体計画は時間降雨70.4mm（W=1/50）としている。

継続

10年
継続中 143 436 78 5.6

・平成３年には152戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により，最下流部において，現況流下能力300m3/sが
概ね700m3/s，50年に1度まで向上する。

継続

10年
継続中 54 624 56 11.1 ・平成5年8月の台風11号では，浸水家屋2,382戸，浸水面積400haの被

害が発生している（真間川全体） 継続

10年
継続中 33 123 28 4.5 ・平成5年8月の台風11号では，浸水家屋181戸，浸水面積44haの被害が

発生している。 継続

国分川都市基盤河川改修事業
松戸市

浸水戸数14,100戸，浸水面積
806ha（真間川流域全体）

二重川都市基盤河川改修事業
船橋市 浸水戸数46戸，浸水面積43ha

勝田川都市基盤河川改修事業
千葉市 浸水戸数289戸，浸水面積55ha

根木名川広域基幹河川改修事業
千葉県

浸水戸数1,144戸，浸水面積
918ha

真亀川広域一般河川改修事業
千葉県

浸水戸数200戸
浸水面積288.4ha

神崎川都市基盤河川改修事業
市原市

浸水戸数183戸，浸水面積
121ha

大津川広域基幹河川改修事業
千葉県

浸水戸数286戸
浸水面積180ha

海老川広域基幹河川改修事業
千葉県

浸水戸数1,530戸
浸水面積121ha

椎津川広域基幹河川改修事業
千葉県

浸水戸数1393戸
浸水面積77ha

都川広域基幹河川改修事業
千葉県

浸水戸数5,879戸
浸水面積237ha

作田川広域基幹河川改修事業
千葉県

浸水戸数761戸
浸水農地面積173ha

養老川広域基幹河川改修事業
千葉県

浸水戸数5282戸
浸水面積914ha

一宮川広域基幹河川改修事業
千葉県

浸水戸数3770戸，
浸水農地面積266ha

栗山川広域基幹河川改修事業
千葉県

浸水戸数　172戸
浸水面積　1,570ha

谷治川準用河川改修事業
坂戸市

浸水戸数：21戸
農地浸水面積：87ha

芝川広域基幹河川改修事業
埼玉県

浸水戸数：23,220戸
農地浸水面積：27,458ha

上尾中堀川準用河川改修事業
上尾市

浸水戸数：30戸
農地浸水面積：18ha

浅間川上流準用河川改修事業
上尾市

浸水戸数：215戸
農地浸水面積：67ha

辰井川都市基盤河川改修事業
川口市

浸水戸数：8,500戸
農地浸水面積：95ha

芝川都市基盤河川改修事業
川口市

浸水戸数：1,599戸
農地浸水面積：7.9ha

古綾瀬川都市基盤河川改修事業
草加市

浸水戸数：1,300戸
農地浸水面積：83ha

関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）



再々評価 6.5 22 6.5 3.4

・平成元年、平成7年、平成8年と水害が発生しており、特に平成8年に
は、梅田川流域では浸水戸数118戸、農地浸水25haであった。当事業の
実施により現況流下能力は、概ね13m3／sであるが、概ね27m3／sまで
向上する。1/2程度の治水安全度が1/10に向上する。

継続

再々評価 4.8 275 22 12.5
浸水被害の発生状況
平成元年８月豪雨：浸水戸数２３戸、浸水面積８ｈａ
平成８年９月台風１７号：浸水戸数２戸、浸水面積１ｈａ

継続

再々評価 24 31 1.3 23.1

・平成8年9月の台風17号では，浸水家屋86戸，浸水面積69.2haの被害
が発生している。
・改修前の流下能力は4m3/sであったが，事業実施により39m3/s，治水
安全度は概ね4年に1度（時間雨量40mm)まで向上する。

継続

再々評価 16 20 1.9 10.2

・昭和61年の台風11号では，浸水家屋64戸，浸水面積3haの被害が発生
している。
・改修前の流下能力は1m3/s未満であったが，事業実施により51m3/s，
治水安全度は概ね7年に1度（時間雨量50mm)まで向上する。

継続

再々評価 260 4,004 459 8.7 ・平成3年9月の台風8号では，浸水家屋1,744戸，浸水面積287haの被害
が発生している。 継続

再々評価 1,874 76,042 2,231 34.1 ・平成5年8月の台風11号では，浸水家屋2,382戸，浸水面積400haの被
害が発生している。 継続

再々評価 308 7,530 1,270 5.9

平成１１年８月には小平市で13戸の浸水被害が発生するなど、過去10
年に20回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、１年に１回程度の治水安全度を３年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 51 154 93 1.7

平成１１年８月には八王子市で32戸の浸水被害が発生するなど、過去
10年に5回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、１年に１回程度の治水安全度を３年に１回程
度まで解消する。

継続

10年
継続中 150 30,561 2,395 12.8

平成５年８月には中野区などで4,706戸の浸水被害が発生するなど、過
去10年に38回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、１年に１回程度の治水安全度を３年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 624 7,363 1,084 6.8
・昭和46年に、浸水面積0.5ｈａ、19戸の浸水被害が発生している。ま
た、昭和57年には、浸水面積13.1ｈａ、41戸の浸水被害が発生してい
る。

継続

再々評価 30 105 32 3.3
・昭和47年に、浸水面積16.7ｈａ、110戸、平成4年の台風10号によ
り、8戸の床上浸水被害が発生している。また近年では、平成6年の台
風6号でも、4戸の床上浸水被害が発生している。

継続

再々評価 360 1,913 450 4.3
・昭和４１年に浸水面積225ｈａ、332戸の浸水被害が発生している。
また、昭和51年に、浸水面積100.4ｈａ、昭和57年には、12.5ｈａの浸
水が発生している

継続

再々評価 208 15,081 3,829 3.9 ・昭和22年のキャスリン台風により、850戸の浸水被害が発生してい
る。また、昭和47年には、80戸の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 10 151 19 7.8 ・昭和47年に、20戸の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 169 3,195 370 8.6
・昭和41年に、浸水戸数7,477戸、昭和54年に、763戸、平成2年には、
831戸の被害が発生している。また、平成３年に、２５戸、平成５年に
は、533戸の浸水被害が発生している。

継続

再々評価 24 188 28 6.8
・昭和61年に、浸水面積0.3ｈａ、浸水戸数22戸の被害が発生してい
る。また、平成5年には、浸水面積0.4ｈａ、浸水戸数18戸の被害が発
生している。

継続

再々評価 329 4,547 585 7.8
・昭和46年に、浸水面積82ｈａ、浸水戸数148戸、平成3年には、浸水
面積5.9ｈａ、54戸の被害が発生している。また近年では、平成6年
に、浸水面積2.1ｈａ、13戸の浸水被害が発生している。

継続

再々評価 78 481 198 2.4 ・昭和36年に、浸水戸数1,130戸、昭和41年には、226戸の被害が発生
している。また昭和57年には、376戸の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 94 911 131 7.0 ・昭和49年に、2,819戸の浸水被害が発生している。また、昭和56年に
は、2,105戸の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 55 329 48 6.8 ・昭和58年の台風5,6号により、浸水面積20.4ｈａ、194戸の浸水被害
が発生している。 継続

再々評価 24 362 40 9.0
・昭和41年に、浸水面積0.6ｈａの被害が発生しており、その後も度々
浸水被害が発生している。平成3年から平成7年までは、台風や集中豪
雨により、毎年１回の浸水被害が発生している。

継続
不動川広域一般河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 494戸　  浸水農地
面積0ha

平作川広域基幹河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 12619戸　  浸水農
地面積0ha

早川広域基幹河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 742戸　  浸水農地
面積9ha

金目川広域基幹河川改修事業（鈴川）
神奈川県

浸水戸数 7666戸　  浸水農地
面積102ha

田越川広域基幹河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 2146戸　  浸水農地
面積0ha

帷子川広域基幹河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 13986戸
浸水農地面積0ha

室川広域基幹河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 448戸
浸水農地面積2ha

酒匂川広域基幹河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 20309戸
浸水農地面積51ha

洞川広域基幹河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 222戸
浸水農地面積44ha

串川広域基幹河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 192戸
浸水農地面積11ha

小出川広域基幹河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 2800戸
浸水農地面積127ha

神田川総合治水対策特定河川事業（神田
川）
東京都

浸水戸数：46,000戸
浸水面積：390ha

相模川広域基幹河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 62389戸
浸水農地面積1259ha

石神井川広域基幹河川改修事業
東京都

浸水戸数：11,300戸
浸水面積：209ha

谷地川広域基幹河川改修事業
東京都

浸水戸数：1,810戸
浸水面積：135ha

坂川広域基幹河川改修事業
千葉県

浸水戸数2,289戸
浸水面積171ha

真間川総合治水特定河川事業
千葉県

浸水戸数14,100戸
浸水面積806ha

上前川準用河川改修事業
市原市

浸水戸数574戸
浸水面積170.9ha

上富士川準用河川改修事業
松戸市

浸水戸数74戸
浸水面積3.2ha

梅田川準用河川改修事業
茂原市

浸水戸数47戸
浸水農地面積26ha

谷中川準用河川改修事業
大網白里町

浸水戸数：344戸
浸水面積121.7ha

関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）



再々評価 20 165 25 6.6
・昭和46年に、浸水面積2.4ｈａ、3戸の浸水被害が発生しており、そ
の後も度々浸水被害が発生している。平成3年から平成8年まで、台風
や集中豪雨により、毎年１回の浸水被害が発生している。、

継続

10年継続 20 58 17 3.3 ・昭和46年の台風23号により、浸水面積17ｈａ、35戸の浸水被害が発
生している。 継続

再々評価 62 773 88 8.8
・昭和46年に、浸水面積12.3ｈａ、348戸の浸水被害が発生している。
また近年では、平成14年の台風21号により、240戸の浸水被害が発生し
ている。

継続

再々評価 135 2,459 236 10.4 ・昭和41年に、浸水面積32ｈａ、169戸の浸水被害が発生している。ま
た、昭和47年、昭和51年にも台風による浸水被害が発生している。 継続

再々評価 1,484 4,436 1,314 3.4 ・昭和54年に、1,496戸の浸水被害が発生している。また、平成2年に
は、702戸の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 645 47,037 13,042 3.6 ・昭和57年に1,306戸、昭和63年に80戸、平成元年に155戸、平成2年に
191戸、平成3年に10戸の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 244 3,463 366 9.5
・昭和51年の台風17号や豪雨により、117戸の浸水被害が発生してい
る。また、昭和57には、台風18号により、4戸の浸水被害が発生してい
る。

継続

再々評価 814 18,689 1,231 15.2 ・平成3年の台風28号により、167戸の浸水被害が発生している。ま
た、平成5には、集中豪雨により、443戸の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 444 5,851 794 7.4
・昭和57年の台風18号により、1,002戸の浸水被害が発生している。ま
た、平成2には、台風20号により、1,052戸の浸水被害が発生してい
る。

継続

再々評価 615 12,502 869 14.4 ・昭和51年に353戸、昭和63年に1戸、平成2年に26戸、平成3年に25
戸、平成5年に7戸、平成6年に5戸の床上浸水被害が発生している。 継続

再々評価 306 393 212 1.9 ・昭和４１年の台風４号により、浸水面積４．２ha浸水家屋１０戸の
浸水被害が発生している。 継続

再々評価 1,164 1,432 849 1.7 ・昭和４７年の集中豪雨により、浸水面積２３．２ha浸水家屋８６６
戸の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 201 516 150 3.5 ・昭和４１年の台風４号により、浸水家屋５１戸の浸水被害が発生し
ている。 継続

再々評価 302 1,714 220 7.8 ・昭和４１年の台風４号により、浸水面積１２２ha、浸水家屋１９６
戸の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 228 173 122 1.4 ・昭和５１年の台風１７号により、浸水面積３１ha、浸水家屋１０６
戸の浸水被害が発生している。 継続

10年
継続中 51 378 42 9.1 ・平成２年の台風２０号により、浸水面積２２ha浸水家屋２５０戸の

浸水被害が発生している。 継続

再々評価 177 166 133 1.3 ・昭和４１年の台風４号により、浸水家屋３５９戸の浸水被害が発生
している。 継続

再々評価 367 2,287 285 8.0 ・昭和４１年の台風４号により、浸水面積２２０ha、浸水家屋８７戸
の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 378 415 241 1.7 ・昭和４９年の集中豪雨により、浸水面積９ha、浸水家屋１３０２戸
の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 200 1,132 140 8.1 ・昭和４８年の集中豪雨により、浸水面積５６ha、浸水家屋３９０戸
の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 305 413 194 2.1
・昭和51年9月の台風17号では、814戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力110m3が230m3となり、30年
に１度程度の治水安全度に向上する。

継続

宮川都市基盤河川改修事業
横浜市

浸水世帯数2770世帯
浸水面積170ha

平瀬川本川都市基盤河川改修事業
川崎市

浸水戸数 700戸
浸水農地面積35ha

和泉川都市基盤河川改修事業
横浜市

浸水世帯数2129世帯
浸水面積155ha

いたち川都市基盤河川改修事業
横浜市

浸水世帯数2500世帯
浸水面積63ha

名瀬川都市基盤河川改修事業
横浜市

浸水世帯数248世帯
浸水面積17ha

宇田川都市基盤河川改修事業
横浜市

浸水世帯数512世帯
浸水面積6ha

阿久和川都市基盤河川改修事業
横浜市

浸水世帯数1575世帯
浸水面積87ha

舞岡川都市基盤河川改修事業
横浜市

浸水世帯数228世帯
浸水面積14ha

今井川都市基盤河川改修事業
横浜市

浸水世帯数3011世帯
浸水面積49ha

平戸永谷川都市基盤河川改修事業
横浜市

浸水世帯数824世帯
浸水面積63ha

引地川総合治水対策特定河川事業
神奈川県

浸水戸数 21698戸　  浸水農
地面積121ha

帷子川都市基盤河川改修事業
横浜市

浸水世帯数439世帯
浸水面積15ha

境川総合治水対策特定河川事業
神奈川県

浸水戸数 9924戸　  浸水農地
面積56ha

柏尾川総合治水対策特定河川事業
神奈川県 浸水戸数 7097戸

鶴見川総合治水対策特定河川事業
神奈川県

浸水戸数33440戸　  浸水農地
面積534ha

目久尻川総合治水対策特定河川事業
神奈川県

浸水戸数 14326戸　  浸水農
地面積87ha

境川広域一般河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 415戸　  浸水農地
面積4ha

帷子川低地対策河川事業
神奈川県

浸水戸数 10806戸　  浸水農
地面積0ha

要定川広域基幹河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 456戸　  浸水農地
面積24ha

山王川広域一般河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 2617戸　  浸水農地
面積11ha

葛川広域一般河川改修事業
神奈川県

浸水戸数 212戸　  浸水農地
面積0ha

関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）



再々評価 181 2,062 294 7.0

・平成3年には、浸水面積2.37ｈａ、176戸の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況の流下能力21m3が60m3となり、30年に1
回程度の治水安全度に向上する。

継続

再々評価 74 216 98 2.2
・平成3年には、浸水面積0.16ｈａ、16戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力15m3が39m3となり、5年に1
回程度の治水安全度に向上する。

継続

再々評価 129 1,501 184 8.2

・平成10年には、浸水面積0.01ｈａ、3戸の床上浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況の流下能力17.7m3が49m3となり、2年に
1回程度の治水安全度に向上する。

継続

再々評価 24 57 27 2.1
・近年では、平成10年に2回、のべ60戸の床下浸水被害、Ｈ13年には、
2回、のべ60戸の床下浸水被害、Ｈ14年にも3回、のべ90戸の床下浸水
被害が発生している。

継続

再々評価 12 51 12 4.5

・平成6年の台風26号や平成7年の台風17号では、ともに0.3haの道路冠
水被害が発生している。　　　　　　　　　　　　　　　　・当該事
業の実施により、現況の最低流下能力箇所の16m3が25m3となり、5年に
１度程度の治水安全度に向上する。

継続

再々評価 335 1,767 375 4.7
平成10年8月には白根市等で内水による275戸の浸水被害が発生してい
る。当該事業の実施により30年に1回程度の治水安全度を150年に1回程
度まで解消する。

継続

再々評価 19 37 19 1.9
平成3年6月には田上町内で14戸の浸水被害が発生している。当該事業
の実施により1年に1回程度の治水安全度を5年に1回程度まで解消す
る。

継続

再々評価 100 285 147 1.9 平成7年7月には加茂市内で3戸の浸水被害が発生している。当該事業の
実施により5年に1回程度の治水安全度を70年に1回程度まで解消する。 継続

再々評価 348 806 438 1.8
平成7年7月には長岡市内で212戸の浸水被害が発生しているなど過去10
年で2回の浸水被害が発生している。当該事業の実施により5年に1回程
度の治水安全度を100年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 146 293 150 1.9
平成7年7月には朝日村内で55戸の浸水被害が発生しているなど過去10
年で2回の浸水被害が発生している。当該事業の実施により5年に1回程
度の治水安全度を100年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 29 46 30 1.5 平成7年7月には朝日村内で浸水被害が発生している。当該事業の実施
により5年に1回程度の治水安全度を30年に1回程度まで解消する。 継続

再々評価 40 476 243 1.9 想定氾濫区域内での浸水戸数が2,170戸と多大であり、当該事業の実施
により10年に1回程度の治水安全度を100年に1回程度まで解消する。 継続

再々評価 299 771 261 2.9 想定氾濫区域内での浸水戸数が33,100戸と多大であり、当該事業の実
施により50年に1回程度の治水安全度を100年に1回程度まで解消する。 継続

再々評価 544 1,143 643 1.7
平成10年8月には佐渡市内（旧新穂村等）で469戸の浸水被害が発生し
ているなど、過去10年に3回浸水被害が発生している。当該事業の実施
により5年に1回程度の治水安全度を70年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 3.0 4.0 3.0 1.2 関川村内で農地面浸水被害が発生している。当該事業の実施により1年
に1回程度の治水安全度を5年に1回程度まで解消する。 継続

再々評価 7.0 42 10 4.3 平成14年8月には小出町内で浸水被害が発生している。当該事業の実施
により1年に1回程度の治水安全度を3年に1回程度まで解消する。 継続

再々評価 6.0 36 9.0 4.0 平成７年８月には長岡市内で浸水被害が発生している。当該事業の実
施により1年に1回程度の治水安全度を1.3年に1回程度まで解消する。 継続

再々評価 125 2,749 314 8.8
平成13年には富山市で14戸の浸水被害が発生しているなど、過去10年
間で3回の浸水被害が発生している。事業の実施により、現況流下能力
が概ね100m3/s程度の箇所が200m3/sまで向上する。

継続

再々評価 102 1,659 167 9.9
流域の大半を占める砺波平野は、ほ場整備や宅地開発が進み流出量が
年々増大している。事業の実施により、現況流下能力が概ね750m3/s程
度の箇所が1150m3/sまで向上する。

継続

再々評価 123 370 54 6.9

平成10年の豪雨等、福岡町を中心に過去多くの浸水被害を受けてい
る。また小矢部川本川の背水の影響によりわずかな降雨により溢水し
ている。事業の実施により、現況流下能力が概ね80m3/s程度の箇所が
115m3/sまで向上する。

継続

再々評価 87 2,671 150 17.8
本川は、河床勾配が1/60と全国屈指の急流河川である。平成15年には
護岸欠損の被害を受けている。事業の実施により、現況流下能力が概
ね280m3/s程度の箇所が550m3/sまで向上する。

継続
片貝川広域基幹河川改修事業
富山県

浸水戸数3933戸
浸水面積857ha

小矢部川広域基幹河川改修事業(小矢部川
上流工区）
富山県

浸水戸数2700戸
浸水面積540ha

岸渡川広域基幹河川改修事業
富山県

浸水戸数1400戸
浸水面積430ha

黒津川準用河川事業
長岡市

浸水戸数：61戸
浸水農地面積：36ha

いたち川広域基幹河川改修事業
富山県

浸水戸数9609戸
浸水面積488ha

堤沢川準用河川事業
関川村 浸水農地面積：0.3ha

袖八川準用河川事業
小出町

浸水戸数：245戸
浸水農地面積：3.6ha

加治川広域基幹河川改修事業
新潟県

浸水戸数：33,100戸
浸水農地面積：19,390ha

国府川広域基幹河川改修事業
新潟県

浸水戸数：11,800戸
浸水農地面積：2,967ha

三面川広域基幹河川改修事業（山田川工
区）
新潟県

浸水戸数：785戸
浸水農地面積：311ha

胎内川広域基幹河川改修事業
新潟県

浸水戸数：2,170戸
浸水農地面積：2,300ha

黒川広域基幹河川改修事業
新潟県

浸水戸数：1,061戸
浸水農地面積：683ha

三面川広域基幹河川改修事業
新潟県

浸水戸数：24,866戸
浸水農地面積：2,895ha

加茂川広域基幹河川改修事業(大正川工
区）
新潟県

浸水戸数：166戸
浸水農地面積：55ha

下条川広域基幹河川改修事業
新潟県

浸水戸数：1,300戸
浸水農地面積：1,170ha

貝沢川準用河川改修事業
南足柄市

浸水戸数　300戸　　浸水農地
面積0.4ha

中ノ口川広域基幹河川改修事業
新潟県

浸水戸数：109,378戸
浸水農地面積：25,005ha

鳩川準用河川改修事業
相模原市

浸水戸数 1563戸　  浸水農地
面積41ha

下菊川準用河川改修事業
小田原市

浸水戸数90
浸水農地面積12ha

鳩川都市基盤河川改修事業（道保川）
相模原市

浸水戸数 2115戸　  浸水農地
面積38ha

八瀬川準用河川改修事業
相模原市

浸水戸数 390戸　  浸水農地
面積31ha

関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）

北陸地方整備局
地域河川課

（課長　矢田　弘）



再々評価 223 2,578 152 17.0
平成10年には富山市で130戸の浸水を被っており、過去10年間で1回の
浸水被害が発生している。事業の実施により、現況流下能力が概ね
610m3/s程度の箇所が810m3/sまで向上する。

継続

再々評価 109 387 176 2.2
平成14年には氷見市で12戸,1haの浸水を被っており、過去10年間で7回
の浸水被害が発生している。事業の実施により、現況流下能力が概ね
175m3/s程度の箇所が300m3/sまで向上する。

継続

再々評価 72 208 47 4.4
平成10年には黒部市で16戸の浸水を被っており、過去10年間で1回の浸
水被害が発生している。事業の実施により、現況流下能力が概ね
90m3/s程度の箇所が230m3/sまで向上する。

継続

10年
継続中 15 108 15 7.2 流域の土地開発が進み雨水の流出量が増大している。事業の実施によ

り、現況流下能力が概ね14m3/s程度の箇所が45m3/sまで向上する。 継続

10年
継続中 23 158 22 7.2

平成10年8月には富山市で7戸の浸水被害が発生しているなど、過去10
年間で4回の浸水被害が発生している。事業の実施により、現況流下能
力が概ね7.6m3/s程度の箇所が42m3/sまで向上する。

継続

再々評価 10 11 8.0 1.4
平成13年には高岡市で83戸、21haの浸水を被っており、過去10年間で
10回程度の浸水被害が発生している。事業の実施により、現況流下能
力が概ね5m3/s程度の箇所が25m3/sまで向上する。

継続

再々評価 7.6 16 11 1.6
平成15年には氷見市で2戸の浸水を被っており、過去10年間で10回程度
の浸水被害が発生している。事業の実施により、現況流下能力が概ね
7m3/s程度の箇所が18m3/sまで向上する。

継続

再々評価 9.2 14 11 1.3
平成14年には氷見市で20ha浸水を被っており、過去10年間で10回程度
の浸水被害が発生している。事業の実施により、現況流下能力が概ね
11m3/s程度の箇所が22m3/sまで向上する。

継続

再々評価 80 917 303 3.0

平成8年には、6戸、159haの浸水被害が発生するなど、過去10年間に3
回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、日雨量160mmの降雨に耐えられる河川断面を確
保する。(2年に1回程度の治水安全度が50年に1回まで向上する)

継続

再々評価 28 35 28 1.2
平成10年には、20戸、1.5haの浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は15m3/s(2年に1回程度)であ
るが、45m3/s(30年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 104 1,267 196 6.5

平成5年には、9戸、130haの浸水被害が発生しているなど、過去10年間
に3回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は63m3/s(1年に1回程度)であ
るが、170m3/s(7年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 76 6,035 130 46.5

平成10年には、60戸、54haの浸水被害が発生しているなど、過去10年
間に4回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、日雨量212mmの降雨に耐えられる河川断面を確
保するため、計画流量を160m3/sとする。(1年に1回程度の治水安全度
が50年に1回まで向上する)

継続

再々評価 90 145 41 3.5

平成14年には、7戸、14haの浸水被害が発生しているなど、過去10年間
に3回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は70m3/s(2年に1回程度)であ
るが、300m3/s(15年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 43 156 84 1.9

平成7年には、11戸、13haの浸水被害が発生しているなど、過去10年間
に3回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は110m3/s(9年に1回程度)であ
るが、1,000m3/s(50年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 79 1,085 108 10.1

平成7年には、10戸、3haの浸水被害が発生しているなど、過去10年間
に2回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は90m3/s(3年に1回程度)であ
るが、540m3/s(50年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 42 637 53 12.1

平成14年には、1戸、88haの浸水被害が発生しているなど、過去10年間
に4回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は40m3/s(1年に1回程度)であ
るが、300m3/s(25年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 24 52 35 1.5

平成10年には、24戸、3haの浸水被害が発生しているなど、過去10年間
に4回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は280m3/s(3年に1回程度)であ
るが、680m3/s(50年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 300 7,609 340 22.4

平成10年には、105戸の内水被害が発生しているなど、過去10年間に2
回の内水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は700m3/s(3年に1回程度)であ
るが、2,100m3/s(100年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 50 3,210 101 31.9
平成10年には、17戸、8haの浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は10m3/s(1年に1回程度)であ
るが、50m3/s(5年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 124 870 264 3.3

平成10年には、33戸、1haの浸水被害が発生しているなど、過去10年間
に2回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は240m3/s(10年に1回程度)で
あるが、460m3/s(100年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 16 77 27 2.9

平成14年には、8戸の浸水被害が発生しているなど、過去10年間に3回
の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は3m3/s(1年に1回程度)である
が、14m3/s(4年に1回)まで向上する。

継続

浅野川広域基幹河川改修事業（浅野川）
石川県

浸水戸数：16,726戸
浸水農地面積：1,138ha

浅野川広域基幹河川改修事業（大谷川）
石川県

浸水戸数：32戸
浸水農地面積：11.3ha

犀川広域基幹河川改修事業（犀川）
石川県

浸水戸数：13,092戸
浸水農地面積：1,068ha

犀川広域基幹河川改修事業（木呂川）
石川県

浸水戸数：2,541戸
浸水農地面積：40.1ha

米町川広域一般河川改修事業
石川県

浸水戸数：187戸
浸水農地面積：111.7ha

河原田川広域一般河川改修事業
石川県

浸水戸数：372戸
浸水農地面積：38.9ha

町野川広域基幹河川改修事業
石川県

浸水戸数：279戸
浸水農地面積：125.2ha

若山川広域基幹河川改修事業
石川県

浸水戸数：571戸
浸水農地面積：31.5ha

御祓川広域基幹河川改修事業
石川県

浸水戸数：1,906戸
浸水農地面積：23.2ha

熊木川広域基幹河川改修事業
石川県

浸水戸数：192戸
浸水農地面積：75ha

前川広域基幹河川改修事業（粟津川）
石川県

浸水戸数：184戸
浸水農地面積：25.3ha

羽咋川広域基幹河川改修事業（長曽川）
石川県

浸水戸数：601戸
浸水農地面積：560.4ha

矢田部川準用河川改修事業
氷見市

浸水戸数50戸
浸水面積25ha

前川広域基幹河川改修事業（前川）
石川県

浸水戸数：1,818戸
浸水農地面積：566ha

赤堀川準用河川改修事業
高岡市

浸水戸数30戸
浸水面積40ha

泉川準用河川改修事業
氷見市

浸水戸数50戸
浸水面積26ha

馬渡川都市基盤河川改修事業
富山市

浸水戸数95戸
浸水面積33ha

中川準用河川改修事業
富山市

浸水戸数1560戸
浸水面積38ha

仏生寺川広域基幹河川改修事業
富山県

浸水戸数271戸
浸水面積750ha

黒瀬川広域基幹河川改修事業
富山県

浸水戸数1699戸
浸水面積384ha

白岩川広域基幹河川改修事業
富山県

浸水戸数4727戸
浸水面積1705ha

北陸地方整備局
地域河川課

（課長　矢田　弘）



10年
継続中 21 483 24 19.8

平成10年には、4戸、20haの浸水被害が発生しているなど、過去10年間
に2回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は108m3/s(1年に1回程度)であ
るが、200m3/s(10年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 98 4,238 206 20.6

平成10年の台風9号により46戸の住宅が浸水しており、過去10年に3回
の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により50年確率である時間雨量80ミリ級の雨までに耐
えられる河川断面を確保する。(1年に1回程度の治水安全度が50年に1
回まで向上する)

継続

再々評価 69 227 91 2.5

平成11年の秋雨前線豪雨により25戸の住宅が浸水しており、過去10年
に5回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により30年確率である時間雨量75ミリ級の雨までに耐
えられる河川断面を確保する。(1年に1回程度の治水安全度が30年に1
回まで向上する)

継続

再々評価 19 3,362 2,633 1.3

平成10年の台風9号により80戸の住宅が浸水しており、過去10年に4回
の浸水被害が発生している。
現況流下能力は10m3/s(1年に1回程度)と低いが潟口水門の流下能力に
合わせ計画高水流量を30m3/s(1.3年に1回)で改修する。

継続

再々評価 13 32 8.6 3.7
平成8年には、10haの浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は24m3/s(1年に1回程度)であ
るが、120m3/s(2年に1回)まで向上する。

継続

再々評価 130 2,144 118 18.4 ・当該事業の実施により、流下能力を現況の1,300m3/sから1,800m3/s
に高める。 継続

再々評価 430 3,373 381 8.9
・過去25年間で２回(S60、H10)の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、流下能力を現況の100m3/sから290m3/sに高
める。

継続

再々評価 20 21 18 1.2
・過去25年間で２回(S54、H7)の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、流下能力を現況の69m3/sから180m3/sに高め
る。

継続

再々評価 362 12,489 320 39.0
・過去25年間で１回(H10)の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、流下能力を現況の90m3/sから370m3/sに高め
る。

継続

再々評価 240 2,376 214 11.1
・過去25年間で５回(S56、H10×4)の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、流下能力を現況の50m3/sから105m3/sに高め
る。

継続

再々評価 332 2,342 292 8.0
・過去25年間で４回(H1、H5、H7、H10)の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、流下能力を現況の350m3/sから860m3/sに高
める。

継続

再々評価 310 6,683 271 24.7
・過去25年間で２回(S56、H10)の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、流下能力を現況の150m3/sから390m3/sに高
める。

継続

再々評価 260 973 229 4.2
・過去25年間で２回(S54、S56)の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、流下能力を現況の650m3/sから1,300m3/sに
高める。

継続

再々評価 117 1,513 104 14.5
・過去25年間で１回(S56)の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、流下能力を現況の41m3/sから280m3/sに高め
る。

継続

再々評価 145 1,416 130 10.9
・過去25年間で２回(S56、H7)の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、流下能力を現況の9m3/sから85m3/sに高め
る。

継続

再々評価 67 697 59 11.8
・過去25年間で４回(S57、H2、H10、H11)の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、流下能力を現況の58m3/sから180m3/sに高め
る。

継続

再々評価 38 422 34 4.4
・過去25年間で３回(S57、H2、H10)の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、流下能力を現況の1,350m3/sから1,800m3/s
に高める。

継続

再々評価 125 264 111 2.4 ・当該事業の実施により、流下能力を現況の80m3/sから360m3/sに高め
る。 継続

再々評価 105 2,911 108 26.9

・昭和56年には、269戸の浸水被害が発生しており、また平成10年に幾
度も床下浸水の被害を受けている。　　　　　　　　　　　　　　・
当該事業の実施により、2年に1回程度の治水安全度を30年に1回程度ま
で解消する。

継続

再々評価 37 219 23 9.3

昭和５２年には、浸水家屋31戸、浸水面積98haの被害を受け、昭和５
７年にも浸水家屋17戸、浸水面積88haの被害を受けている。当該事業
の実施により現況の流下能力は概ね200m3/s程度であるが,330m3/sまで
向上する。

継続

再々評価 16 87 7.7 11.3
平成３年には、床上浸水76戸、床下浸水103戸、田畑等への浸水被害を
受けている。当該事業の実施により現況の流下能力は概ね15m3/s程度
であるが,85m3/sまで向上する。

継続
小佐野川広域基幹河川改修事業
山梨県

床下浸水456戸
浸水農地面積53.2ha

馬渡川都市基盤河川改修事業
福井市

浸水戸数：4,235戸
浸水農地面積：110ha

平等川広域基幹河川改修事業(下流)
山梨県

床下浸水1362戸
浸水農地面積110.2ha

南川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：265戸
浸水農地面積：115ha

井の口川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：3,439戸
浸水農地面積：663ha

磯部川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：1,738戸
浸水農地面積：230ha

多田川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：129戸
浸水農地面積：66ha

竹田川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：1,601戸
浸水農地面積：1,005ha

兵庫川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：829戸
浸水農地面積：1,255ha

浅水川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：1,728戸
浸水農地面積：150ha

吉野瀬川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：2,538戸
浸水農地面積：2,000ha

江端川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：8,746戸
浸水農地面積：554ha

底喰川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：3,180戸
浸水農地面積：130ha

荒川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：8,972戸
浸水農地面積：226ha

一乗谷川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：77戸
浸水農地面積：9ha

十人川準用河川改修事業
野々市町

浸水戸数：192戸
浸水農地面積：12.6ha

足羽川広域基幹河川改修事業
福井県

浸水戸数：72,888戸
浸水農地面積：5,867ha

弓取川都市基盤河川改修事業
金沢市

浸水戸数：222戸
浸水農地面積：75.9ha

柳瀬川準用河川改修事業
金沢市

浸水戸数：261戸
浸水農地面積：40.3ha

浅野川広域基幹河川改修事業（森下川）
石川県

浸水戸数：145戸
浸水農地面積：25.7ha

大徳川都市基盤河川改修事業
金沢市

浸水戸数：4,183戸
浸水農地面積：126ha

北陸地方整備局
地域河川課

（課長　矢田　弘）

近畿地方整備局
地域河川課

（課長　蒲原　潤一）

関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）



再々評価 15 21 7.5 2.8
昭和５７・５８年の集中豪雨時には人家５０戸に及ぶ浸水被害を受け
ている。当該事業の実施により現況の流下能力は概ね96m3/s程度であ
るが,200m3/sまで向上する。

継続

再々評価 18 41 12 3.2
昭和５７年台風１０号の際には、床下浸水45戸、床上浸水85戸、田畑
19haの浸水被害を受けている。当該事業の実施により現況の流下能力
は概ね80m3/s程度であるが,120m3/sまで向上する。

継続

10年
継続中 38 242 29 8.1

昭和５８年水害以降、平成１２年、平成１３年、平成１４年と連続し
て浸水被害が発生している。平成１２年９月集中豪雨時には床下浸水
18戸、田畑への浸水被害を受けている。当該事業の実施により現況の
流下能力は概ね14m3/s程度であるが,75m3/sまで向上する。

継続

10年
継続中 1.5 1.7 1.3 1.3

平成１２年９月集中豪雨時には、床下浸水１戸、田畑への浸水被害を
受けている。当該事業の実施により現況の流下能力は概ね1m3/s程度で
あるが,3m3/sまで向上する。

継続

再々評価 6.3 5.2 3.4 1.5
平成１２年９月集中豪雨時には、床下浸水５戸、田畑への浸水被害を
受けている。当該事業の実施により現況の流下能力は概ね4.7m3/s程度
であるが,14.7m3/sまで向上する。

継続

再々評価 - - - -

・昭和34年には、台風の影響により奈良井川流域で2名の死者と4000戸
の浸水被害が発生しているなど、過去60年に4回の浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね1,400m3/s程度である
が、概ね2300m3/sまで向上する。

見直し
継続

再々評価 24 10 7.0 1.4
・昭和28年には、台風の影響により高瀬川沿川で3名の行方不明と230
戸の浸水被害が発生しているなど、過去50年に2回の浸水被害が発生し
ている。

中止

再々評価 22 71 6.7 10.6

・近年では平成7年の豪雨により農具川沿川で34戸の浸水被害が発生し
ているなど、過去40年に3回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね25m3/s程度である
が、概ね90m3/sまで向上する。

継続

再々評価 87 402 108 3.7

・昭和36年には、万水川沿川で16戸の浸水被害が発生しているなど、
過去50年に4回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね50m3/s程度である
が、概ね200m3/sまで向上する。

継続

再々評価 49 697 35 19.9

・昭和34年には、台風の影響により松川沿川で116戸の浸水被害が発生
しているなど、過去50年に7回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね530m3/s程度である
が、概ね620m3/sまで向上する。

継続

再々評価 27 428 27 15.9

・昭和56年には、百々川沿川で864戸の全・半壊、浸水被害が発生して
いるなど、過去50年に2回の被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね540m3/s程度である
が、概ね900m3/sまで向上する。

中止

再々評価 - - - -

・昭和56～58年には、台風の影響により浅川沿川で3年連続で家屋の浸
水被害が発生しているなど、過去30年に3回の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね180m3/s程度である
が、概ね350m3/sまで向上する。

見直し
継続

再々評価 157 670 82 8.2

・昭和56～58年には、台風の影響により蛭川流域で3年連続で家屋の浸
水被害が発生しているなど、過去50年に4回の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね180m3/s程度である
が、概ね350m3/sまで向上する。

継続

再々評価 82 112 38 2.9

・昭和56年には、浦野川流域で103戸の浸水被害が発生しているなど、
過去50年に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね600m3/s程度である
が、950m3/sまで向上する。

見直し
継続

再々評価 162 632 199 3.1

・昭和57年には、台風の影響により1年間に2度天竜川沿川で500戸以上
の浸水被害が発生しているなど、過去30年に3回の浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね400m3/s程度である
が、概ね600m3/sまで向上する。

継続

再々評価 2.0 35 2.0 17.5

・昭和25年には、佐野川流域で732戸の浸水被害が発生しているなど、
過去60年に4回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね120m3/s程度である
が、概ね230m3/sまで向上する。

継続

再々評価 17 41 10 3.8

・昭和57年には、湯川流域で57戸の浸水被害が発生しているなど、過
去30年に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね190m3/s程度である
が、概ね310m3/sまで向上する。

継続

再々評価 27 51 27 1.8
・昭和57～58年には、2年連続で台風の影響により舟渡川沿川で175
戸、594戸と家屋の浸水被害が発生しているなど、過去40年に3回の浸
水被害が発生している。

中止

再々評価 14,700 164 27 6.1
・平成2年、平成14年に大垣市等で戸の浸水被害が発生している。
・現況では概ね2年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね50年に1度程度まで向上する。

継続

再々評価 18,140 2,255 496 4.5 ・現況では洗堰地点で概ね3年に1度程度の安全度しかないが、当該事
業の実施により概ね50年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 3,400 301 52 5.8 ・現況では概ね2年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね20年に1度程度まで向上する。 継続

相川広域基幹河川改修事業（相川）
岐阜県

浸水戸数：4965戸
浸水農地：778ha
浸水宅地：110ha

相川広域基幹河川改修事業（泥川）
岐阜県

浸水戸数：220戸
浸水農地：213ha
浸水宅地：6ha

諏訪地区低地対策河川事業（舟渡川）
長野県

浸水戸数：800戸
浸水区域内工場数：120棟
浸水区域内道路延長：26.8㎞

杭瀬川広域基幹河川改修事業
岐阜県

浸水戸数：28432戸
浸水農地：1637ha
浸水宅地：558ha

佐野川広域一般河川改修事業
長野県

浸水戸数：950戸
浸水面積：80ha

千曲川広域一般河川改修事業（湯川）
長野県

浸水戸数：108戸
浸水面積：166.4ha
浸水農地：10.5ha

浦野川広域基幹河川改修事業
長野県

浸水戸数：1502戸
浸水区域内道路延長：39㎞
浸水区域内鉄道延長：1.7㎞

天竜川広域基幹河川改修事業（天竜川）
長野県

浸水戸数：3000戸
浸水面積：1260ha
浸水区域内耕地：90ha

浅川広域基幹河川改修事業
長野県 -

蛭川広域基幹河川改修事業
　長野県

浸水戸数：2760戸
浸水区域内道路：10㎞
浸水区域内鉄道：6㎞

松川広域基幹河川改修事業（松川）
長野県

浸水戸数：475戸
浸水区域内農地：440ha

松川広域基幹河川改修事業（百々川工区）
長野県

浸水戸数：8000戸
浸水区域内農地：2500ha

高瀬川広域基幹河川改修事業（農具川）
長野県

浸水戸数：172戸
浸水区域内農地：50.7ha
浸水区域内国道0.6㎞

高瀬川広域基幹河川改修事業(万水川）
長野県

浸水区域面積：1150ha
浸水戸数：2174戸
浸水農地：373ha
浸水区域内鉄道延長：1㎞
浸水区域内道路延長：5㎞

奈良井川広域基幹河川改修事業
長野県 -

高瀬川広域基幹河川改修事業（高瀬川）
長野県

浸水戸数：2800戸
浸水区域内鉄道延長：17㎞
浸水区域内道路延長：37㎞

東川準用河川改修事業
南部町

浸水家屋９戸
浸水農地面積5ha

清川準用河川改修事業
田富町

浸水家屋数16戸
浸水農地面積3.7ha

新川広域一般河川改修事業
山梨県

浸水家屋150戸
浸水農地面積16ha

五明川広域一般河川改修事業
山梨県

浸水家屋330戸　　　　浸水農
地面積　81ha

戸沢川広域基幹河川改修事業
山梨県

浸水家屋数34戸
浸水農地面積14.9ha

関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）

中部地方整備局
地域河川課

（課長　村上　由高）



再々評価 17,905 3,083 336 9.2 ・現況では概ね5年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね50年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 8,430 3,253 141 23.1 ・現況では概ね2年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね5年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 9,550 1,449 99 14.6 ・現況では概ね1年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね5年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 18,655 733 272 2.7 ・現況では概ね1年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね80年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 17,966 1,493 178 8.4 ・現況では概ね10年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね85年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 2,500 54 20 2.7 ・現況では概ね10年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね30年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 4,443 0.58 0.08 7.7 ・現況では概ね4年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね30年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 8,713 171 41 4.2 ・現況では概ね1年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね5年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 4,975 23 17 1.3 ・現況では概ね30年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね50年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 16,176 241,055 22,009 11.0 ・現況では概ね2年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね50年に1度程度まで向上する。 継続

その他 2,677 20,556 2,809 7.3 ・現況では概ね1年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね20年に1度程度まで向上する。 継続

その他 656 2,102 770 2.7 ・現況では概ね2年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね20年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 2,120 149 24 6.2 ・現況では概ね2年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね10年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 19,181 6,920 666 10.4 ・現況では概ね2年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね20年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 4,414 1,218 131 9.3 ・現況では概ね2年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね20年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 9,132 358 90 4.0 ・現況では概ね1年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね30年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 5,900 3,165 249 12.7 ・現況では概ね2年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね20年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 8,500 4,874 329 14.8 ・現況では概ね2年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね20年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 30,000 1,121 280 4.0 ・現況では概ね2年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね40年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 12,000 1,211 163 7.4 ・現況では概ね1年に1度程度の安全度しかないが、当該事業の実施に
より概ね10年に1度程度まで向上する。 継続

再々評価 585 367 353 1.0

昭和49年には、沼津市で2,064戸の浸水被害が発生し、昭和51年には、
同市等で2,922戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により2年に1回程度の治水安全度を10年に１回程度ま
で解消する。

継続
沼川広域基幹河川改修事業（第３工区）
静岡県

浸水戸数：1,362戸
浸水農地面積：545ha

境川総合治水対策特定河川事業
岐阜県

浸水戸数：6689戸
浸水農地：121ha
浸水宅地：416ha

新荒田川都市基盤河川改修事業
岐阜市

浸水戸数：2765戸
浸水農地：12ha
浸水宅地：41ha

板屋川広域基幹河川改修事業
岐阜県

浸水戸数：7632戸
浸水農地：409ha
浸水宅地：1410ha

伊自良川広域一般河川改修事業
岐阜県

浸水戸数：4757戸
浸水農地：386ha
浸水宅地：470ha

鳥羽川広域基幹河川改修事業（石田川）
岐阜県

浸水戸数：2677戸
浸水農地：117ha
浸水宅地：308ha

荒田川広域基幹河川改修事業
岐阜県

浸水戸数：788戸
浸水農地：96ha
浸水宅地：29ha

根尾川広域一般河川改修事業（管瀬川）
岐阜県

浸水戸数：63戸
浸水農地：43ha

鳥羽川広域基幹河川改修事業（本川）
岐阜県

浸水戸数：8690戸
浸水農地：387ha
浸水宅地：782ha

木曽川広域一般河川改修事業（坂本川）
岐阜県

浸水戸数：3戸
浸水農地：1.3ha

木曽川広域一般河川改修事業（千旦林川）
岐阜県

浸水戸数：6戸
浸水農地：0.6ha

大江川広域基幹河川改修事業
岐阜県

浸水戸数：1650戸
浸水面積：　1730ha

土岐川広域基幹河川改修事業（土岐川）
岐阜県

浸水戸数：2,999戸
浸水農地：130ha
浸水宅地：36ha

長良川広域基幹河川改修事業（武儀川）
岐阜県

浸水戸数：80戸
浸水農地：92ha
浸水宅地：9ha

桑原川広域基幹河川改修事業
岐阜県

浸水戸数：346戸
浸水農地：309ha
浸水宅地：91ha

長良川広域基幹河川改修事業（長良川）
岐阜県

浸水戸数：29234戸
浸水農地：2271ha
浸水宅地5396ha

長良川広域基幹河川改修事業（津保川）
岐阜県

浸水戸数：　15135戸
浸水農地：1603ha
浸水宅地：3363ha

水門川広域基幹河川改修事業（中之江川）
岐阜県

浸水戸数：2673戸
浸水農地：200ha
浸水宅地：48ha

犀川広域基幹河川改修事業
岐阜県

浸水戸数：1804戸
浸水農地：497ha
浸水宅地：165ha

可児川広域基幹河川改修事業
岐阜県

浸水戸数：2694戸
浸水農地：272.5ha
浸水宅地：317.8ha

水門川広域基幹河川改修事業（水門川）
岐阜県

浸水戸数　3886戸
浸水農地：360ha
浸水宅地：76ha

中部地方整備局
地域河川課

（課長　村上　由高）



再々評価 20 25 9.6 2.6

昭和49年には、長泉町で143戸の浸水被害が発生し、平成2年には、同
町で10戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね50m3/s程度であるが、
概ね140m3/sまで向上する。

継続

再々評価 96 1,463 96 15.2 当該事業の実施により想定される東海地震による津波被害を解消す
る。 継続

再々評価 67 220 38 5.8

昭和49年には、湖西市で195戸の浸水被害が発生し、昭和53年には、引
佐町等で225戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね90m3/s程度であるが、
概ね175m3/sまで向上する。

継続

再々評価 23 70 9.1 7.7

昭和49年には、湖西市で195戸の浸水被害が発生し、昭和53年には、引
佐町等で225戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね90m3/s程度であるが、
概ね175m3/sまで向上する。

継続

再々評価 28 260 29 9.0
昭和49年には、静岡市で6,070戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね100m3/s程度であるが、
概ね247m3/sまで向上する。

継続

再々評価 21 2.3 1.2 2.0
平成10年には、静岡市で21戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね60m3/s程度であるが、
概ね80m3/sまで向上する。

継続

再々評価 88 103 40 2.6
昭和50年には、浜松市で90戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね70m3/s程度であるが、
概ね122m3/sまで向上する。

継続

再々評価 30 1,021 33 31.0

昭和49年には、流域で1,632戸の浸水被害が発生しているなど、過去30
年間に7回の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、流下能力を下流部で概ね35m3/s程度から
60m3/sとし、治水安全度を10年に１回程度まで向上させる。

継続

再々評価 42 238 29 8.3
当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね20m3/s程度であるが、
概ね58m3/sまで向上することにより1年に1回程度の治水安全度を50年
に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 16 156 18 8.7

平成2年には下流域で13戸の浸水被害が発生しているなど、過去30年間
に数度の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により、流下能力を下流部で概ね13m3/s程度から
40m3/sとし、治水安全度を5年に１回程度まで向上させる。

継続

再々評価 245 92 12 7.5 ・平成12年には、豊川市等で約3,000戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は50年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 78 20 3.9 5.3 ・昭和49年には、豊川市等で約2,000戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は50年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 203 15 10 1.5 ・昭和49年には、豊橋市で約1,600戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は10年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 149 147 7.5 19.6 ・平成12年には、春日井市で約400戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 135 105 6.8 15.4
・平成12年には、尾張旭市等で約30戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は150年に1回程度まで向上す
る。

継続

再々評価 90 53 4.5 11.8 ・昭和47年には、豊田市で約1000戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 520 192 26 7.3 ・平成12年には、岡崎市等で約750戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 64 8.1 3.2 2.5
・昭和46年には、西尾市で約190haの農地浸水と約50戸の浸水被害が発
生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。

継続

再々評価 590 168 30 5.6 ・平成12年には、岡崎市等で約600戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

その他 932 3,472 282 12.3 ・平成12年には、岡崎市等で約250戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は20年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 1,655 583 82 7.1 ・平成12年には、津島市等で約3,500戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

乙川広域基幹河川改修事業
愛知県

浸水戸数25,642戸
浸水農地面積471ha

日光川広域基幹河川改修事業（本川）
愛知県

浸水戸数84,644戸
浸水農地面積5,436ha

矢作古川広域基幹河川改修事業（須美川）
愛知県

浸水戸数301戸
浸水農地面積117ha

鹿乗川広域基幹河川改修事業
愛知県

浸水戸数5,033戸
浸水農地面積538ha

籠川広域基幹河川改修事業
愛知県

浸水戸数724戸
浸水農地面積116ha

矢作古川広域基幹河川改修事業（広田川）
愛知県

浸水戸数4,144戸
浸水農地面積917ha

庄内川広域基幹河川改修事業（地蔵川）
愛知県

浸水戸数2,512戸
浸水農地面積13ha

庄内川広域基幹河川改修事業（矢田川）
愛知県

浸水戸数2,587戸
浸水農地面積27ha

音羽川広域基幹河川改修事業（白川）
愛知県

浸水戸数768戸
浸水農地面積86ha

梅田川広域基幹河川改修事業
愛知県

浸水戸数676戸
浸水農地面積638ha

大沢川準用河川改修事業
静岡市

浸水戸数：381戸
浸水農地面積：37ha

音羽川広域基幹河川改修事業（音羽川）
愛知県

浸水戸数5,849戸
浸水農地面積138ha

大門川都市基盤河川改修事業
静岡市

浸水戸数：2,311戸
浸水農地面積：8ha

九領川都市基盤河川改修事業
浜松市

浸水戸数：8戸
浸水農地面積：46ha

巴川総合治水対策特定河川事業（大沢川工
区）
静岡県

浸水戸数：946戸
浸水農地面積：0.6ha

東神田川浜松基地周辺障害防止対策事業
静岡県

浸水戸数：367戸
浸水農地面積：63ha

都田川広域基幹河川改修事業（入出太田川
工区）
静岡県

浸水戸数：309戸
浸水農地面積：73ha

丸子川広域一般河川改修事業
静岡県

浸水戸数：1,275戸
浸水農地面積：19ha

馬込川広域基幹河川改修事業（津波工区）
静岡県

浸水戸数：2,363戸
浸水農地面積：4ha

都田川広域基幹河川改修事業（井伊谷川工
区）
静岡県

浸水戸数：618戸
浸水農地面積：79ha

黄瀬川広域一般河川改修事業（梅の木沢
川）
静岡県

浸水戸数：470戸
浸水農地面積：30.7ha

中部地方整備局
地域河川課

（課長　村上　由高）



再々評価 1,044 257 53 4.9 ・平成12年には、名古屋市等で約2500戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 1,044 257 53 4.9 ・平成12年には、名古屋市等で約2500戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 839 693 43 16.1
・平成12年には、名古屋市等で約8200戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は100年に1回程度まで向上す
る。

継続

再々評価 58 3.7 3.0 1.3 ・平成12年には、東浦町等で約600戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 68 64 3.4 18.8 ・平成12年には、刈谷市で約300戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 51 18 2.6 7.2 ・平成3年には、西尾市で約150戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 16 1.3 0.81 1.7 ・平成12年には、阿久比町で約20戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 190 46 9.6 4.8 ・平成12年には、高浜市で約100戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 415 44 31 1.4 ・平成11年には、碧南市等で約150戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は30年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 126 27 9.7 2.8 ・平成12年には、弥富町等で約150戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は50年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 760 578 38 15.2
・平成12年には、名古屋市等で約18,000戸の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、治水安全度は5年に1回程度まで向上する。

継続

再々評価 737 487 37 13.2 ・平成12年には、新川町等で約1,200戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は5年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 888 47 45 1.0 ・平成12年には、一宮市等で約800戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は5年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 111 248 5.6 44.3 ・平成12年には、師勝町等で約900戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は5年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 242 274 12 22.8 ・平成12年には、小牧市等で約300戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は5年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 155 9.3 7.8 1.2 ・平成12年には、刈谷市等で約400戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は5年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 305 51 16 3.3 ・平成12年には、刈谷市等で約300戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は5年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 290 88 14 6.1 ・平成12年には、刈谷市等で約150戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は5年に1回程度まで向上する。 継続

再々評価 146 168 7.4 22.7 ・平成12年には、岡崎市等で約300戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度は5年に1回程度まで向上する。 継続

10年
継続中 13 158 16 9.5 ・平成3年には、刈谷市で約100戸の浸水被害が発生している。

・当該事業の実施により、治水安全度は5年に1回程度まで向上する。 継続

10年
継続中 18 363 29 12.5

・平成12年の東海豪雨により､約91haの浸水被害が発生しており､平成3
年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により､治水安全度を5年に1回程度まで向上させる｡

継続
境川準用河川改修事業
名古屋市

浸水面積:53ha
浸水戸数:1,415戸
浸水農地面積:14ha

占部川都市基盤河川改修事業
岡崎市

浸水戸数4,460戸
浸水農地面積302ha

折戸川準用河川改修事業
刈谷市

浸水戸数18戸
浸水農地面積0.16ha

境川総合治水対策特定河川事業（逢妻川）
愛知県

浸水戸数1,873戸
浸水農地面積135ha

境川総合治水対策特定河川事業（猿渡川）
愛知県

浸水戸数3,679戸
浸水農地面積206ha

新川総合治水対策特定河川事業（大山川）
愛知県

浸水戸数12,723戸
浸水農地面積78ha

境川総合治水対策特定　　　河川事業（境
川）
愛知県

浸水戸数667戸
浸水農地面積159ha

新川総合治水対策特定河川事業（青木川）
愛知県

浸水戸数1,368戸
浸水農地面積78ha

新川総合治水対策特定河川事業（合瀬川）
愛知県

浸水戸数6,208戸
浸水農地面積247ha

新川総合治水対策特定河川事業（新川）
愛知県

浸水戸数14,865戸
浸水農地面積719ha

新川総合治水対策特定河川事業（五条川）
愛知県

浸水戸数26,404戸
浸水農地面積510ha

伊勢湾地区低地対策河川事業（高浜川）
愛知県

浸水戸数95戸
浸水農地面積38ha

愛知県西部低地対策河川事業（鍋田川）
愛知県

浸水戸数2,306戸
浸水農地面積503ha

前田川広域一般河川改修事業
愛知県

浸水戸数86戸
浸水農地面積80ha

高浜川広域一般河川改修事業（稗田川）
愛知県

浸水戸数331戸
浸水農地面積73ha

五ヶ村川広域一般河川改修事業（発杭川）
愛知県

浸水戸数83戸
浸水農地面積355ha

北浜川（二の沢川）広域一般河川改修事業
愛知県

浸水戸数586戸
浸水農地面積3ha

天白川広域基幹河川改修事業
愛知県

浸水戸数31,196戸
浸水農地面積64ha

五ヶ村川広域一般河川改修事業（本川）
愛知県

浸水戸数135戸
浸水農地面積120ha

日光川広域基幹河川改修事業（福田川）
愛知県

浸水戸数14,749戸
浸水農地面積832ha

愛知西部低地対策河川事業（福田川）
愛知県

浸水戸数14,749戸
浸水農地面積832ha

中部地方整備局
地域河川課

（課長　村上　由高）



10年
継続中 23 193 34 5.5

・平成12年の東海豪雨により､約7haの浸水被害が発生している。
・流域内では土地区画整理事業が進められており、当該事業の実施に
より､治水安全度を10年に1回程度まで向上させる｡

継続

再々評価 20 115 18 6.4

・平成12年の東海豪雨により､約17haの浸水被害が発生しており､平成3
年にも被害が発生している。
・流域内では土地区画整理事業が進められており、当該事業の実施に
より､治水安全度を5年に1回程度まで向上させる｡

継続

再々評価 12 29 13 2.3

・平成12年の東海豪雨により､約26haの浸水被害が発生しており､平成3
年にも被害が発生している。
・流域内では土地区画整理事業が進められており、当該事業の実施に
より､治水安全度を5年に1回程度まで向上させる｡

継続

再々評価 289 8,848 542 16.3
・平成12年の東海豪雨により､約648haの浸水被害が発生しており､平成
6年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により､治水安全度を5年に1回程度まで向上させる｡

継続

再々評価 2,265 6,124 1,021 6.0
・平成12年の東海豪雨により､約1,277haの浸水被害が発生しており､平
成3年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により､治水安全度を30年に1回程度まで向上させる｡

継続

再々評価 48 507 49 10.3

・平成12年の東海豪雨により､約84haの浸水被害が発生しており､平成3
年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により､概ね5年に1回程度の治水安全度を30年に1回
程度まで向上させる｡

継続

再々評価 356 810 363 2.2

・平成12年の東海豪雨により､約143haの浸水被害が発生しており､平成
3年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により､概ね5年に1回程度の治水安全度を30年に1回
程度まで向上させる｡

継続

再々評価 453 2,184 431 5.1

・平成12年の東海豪雨により､約733haの浸水被害が発生しており､平成
3年、6年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により､概ね5年に1回程度の治水安全度を10年に1回
程度まで向上させる｡

継続

再々評価 6.8 12 5.8 2.0
・平成12年の東海豪雨により､約17haの浸水被害が発生している。
・流域内では土地区画整理事業が進められており、当該事業の実施に
より､治水安全度を5年に1回程度まで向上させる｡

継続

再々評価 22 499 44 11.3
・平成12年の東海豪雨により､約185haの浸水被害が発生しており､平成
3年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により､治水安全度を5年に1回程度まで向上させる｡

継続

再々評価 20 72 14 5.1
・平成12年の東海豪雨により､約75haの浸水被害が発生しており､平成3
年、6年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により､治水安全度を5年に1回程度まで向上させる｡

継続

再々評価 294 2,700 299 9.0

昭和34年には、浸水戸数200戸、農地浸水面積540haがあり、昭和57
年、平成2年、3年、5年の洪水時には、木津川沿いの国道422号の冠水
や沿川家屋の浸水被害が生じている。
当該事業の実施により、現況流下能力320m3/sを1,400m3/sまで向上さ
せる。

継続

再々評価 183 1,273 166 7.7

昭和28年、34年、49年、57年など過去に度重なる水害を被っている。
特に、昭和49年には、浸水戸数3,346戸、浸水面積370haの被害が発生
している。
当該事業の実施により、現況流下能力610m3/sを930m3/sまで向上させ
る。

継続

再々評価 60 162 67 2.4

昭和49年には、浸水戸数205戸、浸水面積212haの被害が発生してい
る。
当該事業の実施により、現況流下能力370m3/sを1,080m3/sまで向上さ
せる。

継続

その他

安濃川
91

岩田川
23

安濃川
313

岩田川
190

安濃川
58

岩田川
15

安濃川
5.4

岩田川
12.8

昭和34年、49年など過去に度重なる水害を被っている。特に、昭和49
年には、浸水戸数5,453戸、浸水面積332haの被害が発生している。
河川整備計画において、当該事業の実施により、安濃川においては現
況流下能力320m3/sを850m3/s、岩田川においては現況流下能力110m3/s
を260m3/sまで向上させる。

継続

再々評価 280 15,046 290 51.9

昭和46年、昭和49年に被災しており、昭和49年には、浸水戸数6,961
戸、浸水面積547haの被害が発生している。
当該事業の実施により、現況流下能力63m3/sを400m3/sまで向上させ
る。

継続

再々評価 112 130 63 2.1

大雨のたびに浸水被害を被っており、昭和50年においては、浸水戸数
85戸、浸水面積196haの被害が発生している。
当該事業の実施により、現況流下能力60m3/sを230m3/sまで向上させ
る。

継続

再々評価 62 1,212 63 19.2

昭和49年をはじめ、度重なる水害を被っている。特に、昭和49年にお
いては、浸水戸数62戸、浸水面積1,018haの被害が発生している。
当該事業の実施により、現況流下能力10m3/sを120m3/sまで向上させ
る。

継続

再々評価 9.4 26 10 2.6

平成9年には、事業区間上流部を含め、浸水戸数269戸、浸水面積280ha
の被害が発生した。
当該事業の実施により、現況流下能力33m3/sを95m3/sまで向上させ
る。

継続

再々評価 245 1,755 230 7.6

・平成2年には、２箇所で破堤し能登川町で276戸の浸水被害が発生し
ているなど、過去20年間に3回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、7年に1回程度の治水安全度を50年に1回程度
まで向上させる。

継続
近畿地方整備局

地域河川課
（課長　蒲原　潤一）

愛知川広域基幹河川改修事業
滋賀県

浸水戸数：20,460戸
浸水農地面積：4,020ha

大堀川広域基幹河川改修事業
三重県

浸水戸数：376戸
浸水農地面積：451ha

金沢川準用河川改修事業
鈴鹿市

浸水戸数：21戸
浸水農地面積：36ha

志登茂川広域基幹河川改修事業
三重県

浸水戸数：11,974戸
浸水農地面積：246ha

志原川広域基幹河川改修事業
三重県

浸水戸数：83戸
浸水農地面積：105ha

宮川広域基幹河川改修事業（大内山川）
三重県

浸水戸数：259戸
浸水農地面積：42ha

安濃川広域基幹河川改修事業
三重県

安濃川
浸水戸数：6,804戸
浸水農地面積：121ha

岩田川
浸水戸数：3,187戸
浸水農地面積：69ha

木津川広域基幹河川改修事業
三重県

浸水戸数：932戸
浸水農地面積：518ha

五十鈴川広域基幹河川改修事業
三重県

浸水戸数：529戸
浸水農地面積：202ha

生棚川準用河川改修事業
名古屋市

浸水面積:164ha
浸水戸数:2,751戸
浸水農地面積:16ha

戸田川準用河川改修事業
名古屋市 浸水面積:34ha

山崎川都市基盤河川改修事業
名古屋市

浸水面積:650ha
浸水戸数:27,751戸

長戸川準用河川改修事業
名古屋市

浸水面積:5ha
浸水戸数:118戸

香流川都市基盤河川改修事業
名古屋市

浸水面積:300ha
浸水戸数:2,190戸

戸田川都市基盤河川改修事業
名古屋市

浸水面積:633ha
浸水戸数:5,236戸
浸水農地面積:301ha

新堀川都市基盤河川改修事業
名古屋市

浸水面積:869ha
浸水戸数:24,340戸

堀川都市基盤河川改修事業
名古屋市

浸水面積:984ha
浸水戸数:23,440戸

野添川都市基盤河川改修事業
名古屋市

浸水面積:59ha
浸水戸数:319戸
浸水農地面積:18ha

長戸川都市基盤河川改修事業
名古屋市

浸水面積:32ha
浸水戸数:118戸
浸水農地面積:1ha

鞍流瀬川準用河川改修事業
名古屋市

浸水面積:21ha
浸水戸数:519戸

中部地方整備局
地域河川課

（課長　村上　由高）



再々評価 199 2,968 163 18.2

・昭和36年には、草津市等で570戸の浸水被害が発生しているなど、過
去10年間に4回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、2年に1回程度の治水安全度を10年に1回程度
まで向上させる。

継続

再々評価 87 257 161 1.6

・昭和40年には、甲南町で405戸の浸水被害が発生しているなど、過去
10年間に4回の浸水被害が発生している。　　　　　　　　　　　　・
当該事業の実施により、2年に1回程度の治水安全度を10年に1回程度ま
で向上させる。

継続

再々評価 37 134 33 4.1

・昭和40年には、甲西町で100戸の浸水被害が発生しているなど、過去
40年間に4回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、10年に1回程度の治水安全度を50年に1回程
度まで向上させる。

継続

再々評価 111 2,123 82 25.8

・昭和34年には、彦根市で735戸の浸水被害が発生しているなど、過去
40年間に4回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、8年に1回程度の治水安全度を100年に1回程
度まで向上させる。

継続

再々評価 207 1,145 211 5.4
平成10年には、180戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により治水安全度を１年に１回程度から３０年に１回
程度まで向上させる。

継続

再々評価 102 190 78 2.4
昭和47年には、760戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により治水安全度を1年に1回程度から30年に1回程度ま
で向上させる。

継続

再々評価 16 65 17 3.8
昭和57年には、68戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により治水安全度を1年に1回程度から30年に1回程度ま
で向上させる。

継続

再々評価 182 3,000 72 41.9
昭和10年には、24,173戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により治水安全度を５０年に１回程度まで向上させ
る。

継続

再々評価 457 3,647 184 19.9
昭和61年には、3,274戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により治水安全度を１年に１回程度から１０年に１回
程度まで向上させる。

継続

再々評価 370 6,816 353 19.3

昭和61年には、八幡市、京田辺市全体で724戸の浸水被害が発生してい
る。
当該事業の実施により治水安全度を１年に１回程度から５０年に１回
程度まで向上させる。

継続

再々評価 210 215 174 1.2
昭和２８年には、精華町全体として77戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により治水安全度を概ね２年に１回程度から５０年に
１回程度まで向上させる。

継続

再々評価 83 788 43 18.3
平成11年には、207戸の浸水被害が発生している。
当該事業の実施により治水安全度を２年に１回程度から１０年に１回
程度まで向上させる。

継続

再々評価 25 68 23 2.9
今後改修を進める区間が風致地区に含まれ，嵯峨鳥居本伝統的建造物
群保存地区や小倉山および曼荼羅山歴史的風土特別保存地区に近接
し，改修するにあたって景観上の配慮が特に求められる地域である。

中止

再々評価 92 628 92 6.8
過去１０年間で３回の浸水被害が発生している。当該事業の実施によ
り，分水路で本川の水量の一部を受け持つことができ，治水安全度を
向上させる。

継続

10年
継続中 7.0 5.0 5.0 1.0 数年に１回の浸水被害が発生している。当該事業の実施により治水安

全度を１０年に１回程度まで向上させる。 継続

10年
継続中 20 28 22 1.3 過去５年に１回程度の浸水被害が発生している。当該事業の実施によ

り治水安全度を１０年に１回程度まで向上させる。 継続

再々評価 13 21 5.0 3.9 過去２～３年に１回の浸水被害が発生している。当該事業の実施によ
り治水安全度を１０年に１回程度まで向上させる。 継続

再々評価 82 6,673 131 50.9
 当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね51m3/sであるが、概ね
210m3/sまで向上させることにより、1/100確率の治水安全度を確保す
る。

継続

再々評価 135 1,529 183 8.4
 当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね150m3/sであるが、概
ね700m3/sまで向上させることにより、1/100確率の治水安全度を確保
する。

継続

再々評価 35 107 36 3.0

 当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね45m3/sであるが、概ね
90m3/sまで向上させることにより、1時間あたり50ﾐﾘ（1/10確率）の雨
に対応する治水安全度を確保するとともに、大和川の背水に対応した
堤防高を確保する。

継続

再々評価 45 222 49 4.6
 当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね75m3/sであるが、概ね
190m3/sまで向上させることにより、1/100確率の治水安全度を確保す
る。

継続

西除川広域基幹河川改修事業（落堀川工
区）
大阪府

浸水戸数：3,900世帯

西除川広域基幹河川改修事業（本川上流工
区）
大阪府

浸水戸数：32世帯

穂谷川広域基幹河川改修事業
大阪府 浸水戸数：23,000世帯

天野川広域基幹河川改修事業（本川下流工
区）
大阪府

浸水戸数：17,000世帯

煤谷川準用河川改修事業
精華町

浸水戸数：6戸
浸水農地：6ha
事業所：130人

名木川準用河川改修事業
宇治市 浸水戸数：270戸

白川都市基盤河川改修事業
京都市 浸水戸数：1,509戸

井関川準用河川改修事業
木津町

浸水戸数：6戸
浸水農地：12ha

山科川広域基幹河川改修事業
京都府

浸水戸数：3,000戸
浸水農地：30ha

瀬戸川都市基盤河川改修事業
京都市

浸水戸数：87戸
浸水農地：2ha

大谷川広域基幹河川改修事業
京都府

浸水戸数：5,383戸
浸水農地：245ha

煤谷川広域基幹河川改修事業
京都府

浸水戸数：1,071戸
浸水農地：182ha

鴨川広域基幹河川改修事業
京都府

浸水戸数：15,060戸
浸水農地：208ha

古川広域基幹河川改修事業
京都府

浸水戸数：16,022戸
浸水農地：895ha

福田川広域基幹河川改修事業
京都府

浸水戸数：418戸
浸水農地：84ha

牧川広域一般河川改修事業
京都府

浸水戸数：40戸
浸水農地：45ha

犬上川広域基幹河川改修事業
滋賀県

浸水戸数：9,400戸
浸水農地面積：871ha

野田川広域基幹河川改修事業
京都府

浸水戸数：901戸
浸水農地：442ha

杣川広域基幹河川改修事業
滋賀県

浸水戸数：604戸
浸水農地面積：56ha

家棟川（甲西）広域基幹河川改修事業
滋賀県

浸水戸数：729戸
浸水農地面積：67ha

葉山川広域基幹河川改修事業
滋賀県

浸水戸数：7,016戸
浸水農地面積：351ha

近畿地方整備局
地域河川課

（課長　蒲原　潤一）



再々評価 68 1,099 68 16.2
 当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね60m3/sであるが、概ね
140m3/sまで向上させることにより、1/100確率の治水安全度を確保す
る。

継続

再々評価 54 647 52 12.5
 当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね90m3/sであるが、概ね
450m3/sまで向上させることにより、1/100確率の治水安全度を確保す
る。

継続

再々評価 28 102 27 3.8
 当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね40m3/sであるが、概ね
200m3/sまで向上させることにより、1/100確率の治水安全度を確保す
る。

継続

再々評価 238 309 182 1.7
 当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね210m3/sであるが、概
ね700m3/sまで向上させることにより、1/100確率の治水安全度を確保
する。

継続

再々評価 96 1,431 114 12.6
 当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね70m3/sであるが、概ね
220m3/sまで向上させることにより、1/100確率の治水安全度を確保す
る。

継続

再々評価 22 5.5 1.1 4.9

 当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね40m3/sであるが、概ね
100m3/sまで向上させることにより、1/100確率の治水安全度を確保す
る。
 佐野川の改修が概成した後に住吉川の改修を再開することとする。

継続

再々評価 50 355 46 7.7
　河道における現況の流下能力は最小区間において、概ね27m3/s、
1/1.6確率であるが、当該事業の実施により、概ね70m3/s、1/10確率ま
で、最終は、調節池とあわせ1/50確率まで治水安全度を向上する。

継続

再々評価 540 62,838 10,884 5.8 ・当該事業の実施により、流下能力は向上し、大川口水門付近で概ね
120m3/sとなる。 継続

再々評価 27 125 20 6.2 ・当該事業の実施により、流下能力は向上し、概ね49m3/sとなる。 継続

再々評価 10,082 62,838 10,884 5.8
　当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね1,630m3/sであるが、
概ね2,700m3/sまで向上させることにより、外水1/100・内水1/40確率
の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 758 37,299 1,041 35.8

・本地域はゼロメートル地帯が広がっており、過去室戸台風（昭和９
年）、ジェーン台風（昭和２５年）、第二室戸台風（昭和３６年）な
ど多くの高潮被害を被っている。
・当該事業により、高潮被害防止のために建設してきた防潮堤や防潮
水門などを、震度６強の直下型地震にも対応できるよう耐震補強を行
う。

継続

再々評価 1,183 11,876 214 55.4

・本地域はゼロメートル地帯が広がっており、過去室戸台風（昭和９
年）、ジェーン台風（昭和２５年）、第二室戸台風（昭和３６年）な
ど多くの高潮被害を被っている。
・当該事業の実施により、伊勢湾台風級の超大型台風による高潮の被
害を防止する。また、震度６強の直下型地震にも対応できるよう、防
潮堤及び防潮水門の耐震補強を行う。さらに、河道における現況流下
能力は概ね１／１０年確率であるが、当該事業の実施により１／４０
年確率まで、最終は１／２００年確率まで治水安全度を向上する。

継続

再々評価 847 37,299 1,041 35.8

・本地域はゼロメートル地帯が広がっており、過去室戸台風（昭和９
年）、ジェーン台風（昭和２５年）、第二室戸台風（昭和３６年）な
ど多くの高潮被害を被っている。
・当該事業の実施により、伊勢湾台風級の超大型台風による高潮の被
害を防止する。また、震度６強の直下型地震にも対応できるよう、防
潮堤の耐震補強を行う。

継続

再々評価 28 170 37 5.3

当該事業の実施により、伊勢湾台風級の超大型台風による高潮の被害
を防止する。また、河道における現況流下能力は概ね50m3/sである
が、概ね1/10年確率（220m3/s）まで、最終は1/100確率（350m3/s）ま
での治水安全度を確保する。

継続

再々評価 759 1,891 804 2.4

 昭和58年9月の台風10号では浸水面積720ha、浸水家屋数1,291戸の甚
大な浸水被害を受けた。西脇市の中心市街地や道路、鉄道、病院等の
公共施設の再度被害を防止するために継続的な整備を実施し、100年に
１回程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 59 105 56 1.9
昭和58年9月の台風10号では、浸水面積65ha、浸水家屋数112戸の甚大
な浸水被害を受けており、再度被害を防止するために継続的に事業を
実施し、20年に１回程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 240 1,363 445 3.1

昭和51年9月の台風17号では、浸水面積1840ha、浸水家屋数11,476戸の
甚大な浸水被害を受けた。赤穂市内及び上郡町内における鉄道、病
院、学校を含む公共施設の再度被害を防止するために継続的な整備の
実施し、23年に１回程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 76 1,363 445 3.1

昭和51年9月の台風17号により、浸水面積1,840ha、浸水家屋数11,476
戸の甚大な浸水被害を受けた。赤穂市内の人家連担部における浸水被
害を防止するため、継続的な整備の実施し、30年に１回程度の治水安
全度を確保する。

継続

再々評価 170 761 184 4.1

昭和54年9月の台風16号では、浸水面積2700ha、浸水家屋数2000戸の甚
大な浸水被害を受けており、西淡町の市街地や学校、優良農地の再度
被害を防止するために継続的な整備を実施し、60年に１回程度の治水
安全度を確保する。

継続
三原川広域基幹河川改修事業
兵庫県

浸水戸数：3,149戸
浸水農地面積：1614ha

千種川広域基幹河川改修事業（本川工区）
兵庫県

浸水戸数：6,255戸
浸水農地面積：448ha

千種川広域基幹河川改修事業（加里屋川工
区）
兵庫県

浸水戸数：6,255戸
浸水農地面積：448ha

加古川広域基幹河川改修事業（中流工区）
兵庫県

浸水戸数：9,294戸
浸水農地面積：818ha

東条川広域基幹河川改修事業（小野工区）
兵庫県

浸水戸数：230戸
浸水農地面積：68.3ha

大阪地区高潮対策事業（旧淀川筋）
大阪府 浸水戸数：104万戸

大阪地区高潮対策事業（津田川）
大阪府 浸水戸数：6,000戸

西大阪地区耐震対策河川事業
大阪府 浸水戸数：104万戸

大阪地区高潮対策事業(神崎川筋)
大阪府 浸水戸数：23万戸

細江川上流準用河川改修事業
大阪市

浸水戸数：2,400戸
浸水面積：54ha

寝屋川総合治水対策特定河川事業
大阪府 浸水戸数：102万戸

狭間川都市基盤河川改修事業
堺市

 浸水世帯数：1,883世帯
 浸水面積：
      宅地 35.43ha
     その他 30.77ha

城北川都市基盤河川改修事業
大阪市 浸水戸数：102万戸

春木川広域基幹河川改修事業
大阪府 浸水戸数：2,610世帯

住吉川広域一般河川改修事業
大阪府 浸水戸数： 620世帯

石川広域基幹河川改修事業（佐備川工区）
大阪府 浸水戸数：560世帯

大津川広域基幹河川改修事業（牛滝川工
区）
大阪府

浸水戸数：18,500世帯

石川広域基幹河川改修事業（飛鳥川工区）
大阪府 浸水戸数：301世帯

石川広域基幹河川改修事業（梅川工区）
大阪府 浸水戸数：1,501世帯

近畿地方整備局
地域河川課

（課長　蒲原　潤一）



再々評価 20 42 19 2.2

・昭和51年9月台風17号により、飾磨郡夢前町で浸水面積35ha、浸水家
屋数148戸の被害が発生している。浸水区域内に存在する多数の人家、
公共施設（公民館、県道）を浸水被害から守るため、河積を著しく阻
害している横断工作物の改築を主とした治水対策を継続して実施し、
20年に1回程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 285 4,458 285 15.6
・近年では､昭和42年7月の梅雨前線により､神戸市西区で農地約
280ha、浸水家屋数260戸の被害が発生している。
・当該事業の実施により､30年に1回程度の治水安全度を確保する｡

継続

再々評価 474 11,444 698 16.4

・近年では､平成2年9月の台風第19号により､姫路市で市街地約10haの
湛水被害、浸水家屋数150戸の被害が発生しており､平成10年にも大き
な被害が発生している。
・当該事業の実施により､30年に1回程度の治水安全度を確保する｡

継続

再々評価 787 32,038 836 38.3

・近年では､昭和58年9月の台風第10号により､西宮市北部、宝塚市等で
市街地約13haの湛水及び浸水家屋数583戸の被害が発生しており､平成2
年､平成11年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により、30年に1回程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 34 80 36 2.2
・近年では､平成8年9月前線性集中豪雨により､三田市等で農地約95ha
の湛水及び浸水家屋数18戸の被害が発生している。
・当該事業の実施により､2年に1回程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 45 123 52 2.4 ・昭和47年には三木市で93戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により30年に1回程度の治水安全度を確保する。 継続

再々評価 74 857 72 11.9 ・平成2年には姫路市で380戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により30年に1回程度の治水安全度を確保する。 継続

再々評価 61 333 59 5.6 ・昭和40年には明石市で280戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により30年に1回程度の治水安全度を確保する。 継続

再々評価 240 434 228 1.9
・昭和42年には川西市で5,062戸の浸水被害が発生しており、平成元年
にも10戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により10年に1回程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 45 65 40 1.6 ・昭和42年には川西市で農地等が浸水する被害が発生している。
・当該事業の実施により10年に1回程度の治水安全度を確保する。 継続

再々評価 25 184 23 8.1
・昭和42年には伊丹市で50戸の浸水被害が発生しており、平成元年に
も被害が発生している。
・当該事業の実施により10年に1回程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 609 13,582 660 20.6

・昭和25年には尼崎市で31,900戸の浸水被害が発生しており、平成元
年にも被害が発生している。
・当該事業の実施により現在10年に1回程度の治水安全度を確保でき
た。今後、200年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 157 492 174 2.8
・昭和25年には尼崎市で31,900戸の浸水被害が発生しており、昭和58
年、平成元年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により10年に1回程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 126 4,458 506 8.8 ・昭和36年には明石市で440戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により30年に1回程度の治水安全度を確保する。 継続

再々評価 109 289 124 2.3 ・昭和51年には姫路市で830戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により100年に1回程度の治水安全度を確保する。 継続

再々評価 119 1,852 160 11.6 ・平成2年には姫路市で7,900戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により100年に1回程度の治水安全度を確保する。 継続

再々評価 81 389 79 4.9

昭和４０年９月の台風２３号で甚大な被害を受け、その後の昭和５１
年９月の台風１７号においても浸水家屋1705戸の浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により30年に1階程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 43 303 37 8.2 ・平成3年には相生市で7,900戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により30年に1回程度の治水安全度を確保する。 継続

再々評価 38 1,363 445 3.1 ・昭和51年には姫路市で11,476戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により23年に1回程度の治水安全度を確保する。 継続

再々評価 62 253 60 4.2
昭和49年7月台風8号、昭和51年9月台風17号での甚大な被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により100年に1度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 55 1,363 445 3.1 ・昭和51年には姫路市で11,476戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により60年に1回程度の治水安全度を確保する。 継続

大津川高潮対策事業
兵庫県

浸水戸数：950戸
浸水農地面積：1,254ha

加里屋川高潮対策事業
兵庫県

浸水戸数：6,255戸
浸水農地面積：448ha

大谷川高潮対策事業
兵庫県 浸水戸数：483戸

千種川高潮対策事業
兵庫県

浸水戸数：6,255戸
浸水農地面積：448ha

水尾川高潮対策事業
兵庫県

浸水戸数：7,900戸
浸水農地面積：860ha

富島川高潮対策事業
兵庫県

浸水戸数：1,705戸
浸水農地面積：500ha

明石川高潮対策事業
兵庫県

浸水戸数：2,662戸
浸水農地面積：20,000ha

野田川高潮対策事業
兵庫県

浸水戸数：800戸
浸水農地面積：102戸

神崎川高潮対策事業
兵庫県

浸水戸数：58,000戸
浸水農地面積：11ha

庄下川高潮対策事業
兵庫県

浸水戸数：2,600戸
浸水農地面積：1ha

猪名川総合治水特定河川事業（一庫大路次
川工区）
兵庫県

浸水戸数：222戸
浸水農地面積：80ha

猪名川総合治水特定河川事業（駄六川工
区）
兵庫県

浸水戸数：969戸
浸水農地面積：35ha

瀬戸川広域一般河川改修事業
兵庫県

浸水戸数：1,500戸
浸水農地面積：54ha

猪名川総合治水対策特定河川事業（猪名川
工区）
兵庫県

浸水戸数：1,526戸
浸水農地面積：100ha

金剛寺谷川広域一般河川改修事業
兵庫県

浸水戸数：550戸
浸水農地面積：75ha

船場川広域一般河川改修事業
兵庫県

浸水戸数：3,851戸
浸水農地面積：239ha

武庫川広域基幹河川改修事業（下流工区）
兵庫県

浸水戸数：145,000戸
浸水農地面積：250ha

武庫川広域基幹河川改修事業（上流工区）
兵庫県

浸水戸数：135戸
浸水農地面積：382ha

明石川広域基幹河川改修事業（明石川工
区）
兵庫県

浸水戸数：20,000戸
浸水農地面積：1,597ha

市川広域基幹河川改修事業
兵庫県

浸水戸数：51,496戸
浸水農地面積：2,756ha

夢前川広域一般河川改修事業
兵庫県

浸水戸数：35戸
浸水農地面積：148ha

近畿地方整備局
地域河川課

（課長　蒲原　潤一）



10年
継続中 49 21 20 1.1

・昭和42年の集中豪雨により、浸水面積375ha、浸水家屋350戸等の大
きな被害が発生している。
・現況の流下能力は12～75％程度であり、当該事業の実施により30年
に1回程度の治水安全度を確保する。

継続

10年
継続中 11 12 11 1.1

当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね10? /sであるが、概ね
46? /sまで向上させることにより、20年に１回程度の治水安全度を確
保する。

継続

再々評価 135 174 135 1.3

昭和５１年９月の台風１７号により流域において6000戸余りの家屋に
浸水があり、また浸水面積も700ha発生しており、昭和５８年、平成２
年にも大きな被害が発生している。当該事業の実施により、50年に１
回程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 45 49 45 1.1

昭和５１年９月の台風１７号により流域において1300戸余りの家屋に
浸水があり、また浸水面積も37ha発生しており、昭和５８年、平成２
年にも大きな被害が発生している。当該事業の実施により、50年に１
回程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 29 60 45 1.3

昭和５１年９月の台風１７号により流域において850戸余りの家屋に浸
水があり、また浸水面積も140ha発生しており、昭和５８年、平成２年
にも大きな被害が発生している。当該事業の実施により、50年に１回
程度の治水安全度を確保する。

継続

再々評価 8.0 23 7.0 3.2

・現況流下能力5.6m3/ｓ程度であるが改修により概ね21.0m3/ｓまで向
上する。
・用地は、ほ場整備事業により確保し買戻しも平成12年度に完了して
いる。

継続

再々評価 120 896 62 14.4

・昭和５７年８月台風では香芝市や王寺町で大水害が発生した。（浸
水戸数２,０５８戸）
・現況流下能力は計画流量の約５０％であるが、計画流量１７０（?
／ｓ）まで向上させ治水安全度１／１０の達成を図る。
・当面の効果は、鳥居川合流点から国道１６５号までの改修によりこ
こ１０年（Ｈ５～１４）の水害（浸水戸数２８５戸、うち床上浸水戸
数６０戸）は概ね解消できると考えられる。

継続

再々評価 61 1,923 32 59.4

・昭和５７年８月豪雨では橿原市などで大水害が発生した。（浸水戸
数１,１７９戸）
・現況流下能力は計画流量の約８０％であるが、通常の河川改修のみ
ならず、橿原市と共に廃川敷を活用して都市公園と遊水地機能を有し
た「曽我川治水緑地」を整備し、計画流量２５０（? ／ｓ）まで向上
させ治水安全度１／１０の達成を図る。
・当面の効果は、県道橿原高取線河原橋までの改修によりここ１０年
（Ｈ５～１４）の水害（浸水戸数４０６戸、うち床上浸水戸数９２
戸）は概ね解消できると考えられる。

継続

再々評価 133 479 21 22.8

・現況流下能力は計画流量の約６０％であるが、計画流量２１０（?
／ｓ）まで向上させ治水安全度１／１０の達成を図る。
・当面の効果は、ＪＲ和歌山線までの改修によりここ１０年（Ｈ５～
１４）の水害（浸水戸数２９９戸、うち床上浸水戸数２２戸）は概ね
解消できると考えられる。

継続

再々評価 24 96 3.0 27.5

・現況流下能力は計画流量の約７０％であるが、計画流量７０（? ／
ｓ）まで向上させ治水安全度１／１０の達成を図る。
・当面の効果は、県道御所香芝線までの改修によりここ１０年（Ｈ５
～１４）の水害（浸水戸数２５戸）は概ね解消できると考えられる。

継続

再々評価 37 77 18 4.3

・現況流下能力は計画流量の約４０％であるが、計画流量１８０（?
／ｓ）まで向上させ治水安全度１／１０の達成を図る。
・当面の効果は、国道１６５号中橋までの改修によりここ１０年（Ｈ
５～１４）の水害（浸水戸数２６４戸、うち床上浸水戸数４３戸）は
概ね解消できると考えられる。

継続

再々評価 24 55 2.0 29.4

・現況流下能力は計画流量の約２０％であるが、計画流量３０（? ／
ｓ）まで向上させ治水安全度１／１０の達成を図る。
・当面の効果は、バイパス河川を尾張川本川まで合流させることによ
り、ここ１０年（Ｈ５～１４）の水害（浸水戸数１０戸）は概ね解消
できると考えられる。

継続

再々評価 98 70 20 3.5

・昭和５７年８月豪雨では田原本町で堤防が決壊し大水害が発生し
た。（浸水戸数１,８１７戸）
・現況流下能力は計画流量の約６０％であるが、計画流量１８０（?
／ｓ）まで向上させ治水安全度１／１０の達成を図る。
・当面の効果は、纒向川および三輪川合流点までの改修によりここ１
０年（Ｈ５～１４）の水害（浸水戸数１１１戸）は概ね解消できると
考えられる。

継続

再々評価 26 114 10 11.4

・現況流下能力は計画流量の約５０％であるが、計画流量８５（? ／
ｓ）まで向上させ治水安全度１／１０の達成を図る。
・全事業区間の改修によりここ１０年（Ｈ５～１４）の水害（浸水戸
数６５戸）は概ね解消できると考えられ、特に市街地における浸水被
害の軽減が図られる。

継続

再々評価 79 939 24 39.1

・現況流下能力は計画流量の約２５％であるが、計画流量６５（? ／
ｓ）まで向上させ治水安全度１／１０の達成を図る。
・当面の効果は、ＪＲ桜井線までの改修によりここ１０年（Ｈ５～１
４）の水害（浸水戸数４１戸、うち床上浸水戸数５戸）は概ね解消で
きると考えられる。

継続

再々評価 158 64 19 3.4

・現況流下能力は計画流量の約７０～９０％であるが、計画流量１７
５（? ／ｓ）まで向上させ、さらに上流部である明日香村内において
河道内貯留施設を整備することにより、降雨時の出水が一時に集中す
るのを緩和させ、河川改修と併せて治水安全度１／１０の達成を図
る。
・当面の効果は、新川合流点～近鉄田原本線および橿原橋～大和高田
BPまでの改修によりここ１０年（Ｈ５～１４）の水害（浸水戸数１６
６戸）は概ね解消できると考えられる。

継続

再々評価 141 125 25 5.0

・平成１０年８月豪雨では桜井市において橿原市との行政界付近で堤
防が決壊し大水害が発生した。（浸水戸数６０１戸、うち床上浸水戸
数４２戸）
・現況流下能力は計画流量の約７０％であるが、計画流量１２５（?
／ｓ）まで向上させ治水安全度１／１０の達成を図る。
・当面の効果は、平成１０年破堤箇所までの改修によりここ１０年
（Ｈ５～１４）の水害（浸水戸数７０９戸、うち床上浸水戸数６３
戸）は概ね解消できると考えられる。

継続

再々評価 33 50 10 4.8

・現況流下能力は計画流量の約５０％であるが、計画流量８０（? ／
ｓ）まで向上させ治水安全度１／１０の達成を図る。
・当面の効果は、耳成橋までの改修によりここ１０年（Ｈ５～１４）
の水害（浸水戸数１４８戸、うち床上浸水戸数７戸）は概ね解消でき
ると考えられる。

継続

再々評価 94 46 5.0 9.6

・平成７年７月には１６１戸の浸水被害が発生しているなど、過去１
０年間に２回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、２年に１回程度治水安全度を１００年に１
回程度まで解消する。

継続
橋本川広域基幹河川改修事業
和歌山県

浸水戸数：773戸
浸水農地面積：9ha

寺川広域基幹河川改修事業
奈良県

浸水戸数：781戸
浸水農地面積：97ha

米川広域基幹河川改修事業
奈良県

浸水戸数　：278戸
浸水農地面積：12ha

布留川北流広域基幹河川改修事業
奈良県

浸水戸数：774戸
浸水農地面積：35ha

飛鳥川広域基幹河川改修事業
奈良県

浸水戸数：613戸
浸水農地面積：8ha

大和川広域基幹河川改修事業
奈良県

浸水戸数：99戸
浸水農地面積：13ha

布留川南流広域基幹河川改修事業
奈良県

浸水戸数：335戸
浸水農地面積：60ha

高田川広域一般河川改修事業
奈良県

浸水戸数：287戸
浸水農地面積：85ha

尾張川広域一般河川改修事業
奈良県

浸水戸数：115戸
浸水農地面積：52ha

葛城川広域基幹河川改修事業
奈良県

浸水戸数：554戸
浸水農地面積：18ha

安位川広域基幹河川改修事業
奈良県

浸水戸数：163戸
浸水農地面積：8ha

葛下川広域基幹河川改修事業
奈良県

浸水戸数：665戸
浸水農地面積：18ha

曽我川広域基幹河川改修事業
奈良県

浸水戸数：2,331戸
浸水農地面積：127ha

西汐入川都市基盤河川改修事業
姫路市

浸水戸数：1,015戸
浸水農地面積：95ha

前川準用河川改修事業
龍野市

浸水戸数：46戸
浸水農地面積：50.7ha

水尾川都市基盤河川改修事業
姫路市

浸水戸数：5,320戸
浸水農地面積：12ha

大井川都市基盤河川改修事業
姫路市

浸水戸数：1,300戸
浸水農地面積：37ha

櫨谷川都市基盤河川改修事業
神戸市

浸水戸数：131戸
浸水農地面積：52ha

泊川準用河川改修事業
加古川市

浸水戸数：151戸
浸水農地面積：12.0ha

近畿地方整備局
地域河川課

（課長　蒲原　潤一）



再々評価 47 4.0 3.0 1.6
・平成１０年９月には５戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、３年に１回程度治水安全度を５０年に１回
程度まで解消する。

継続

再々評価 162 21 8.0 2.8

・昭和28年7月の水害で甚大な被害が発生している。近年の平成元年８
月には７４１戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、３年に１回程度治水安全度を１００年に１
回程度まで解消する。

継続

再々評価 65 14 4.0 4.0

・昭和28年7月の水害で甚大な被害が発生している。近年の平成元年８
月、平成５年９月に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、４年に１回程度治水安全度を１００年に１
回程度まで解消する。

継続

再々評価 82 27 4.0 6.5

・平成７年７月には６０戸の浸水被害が発生しているなど、過去１０
年間に２回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、７年に１回程度治水安全度を５０年に１回
程度まで解消する。

継続

再々評価 64 14 4.0 3.5

・平成７年７月には１６戸の浸水被害が発生しているなど、過去１０
年間に３回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、１０年に１回程度治水安全度を３０年に１
回程度まで解消する。

継続

10年
継続中 81 5.0 4.0 1.2

・平成７年７月には２９戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、２年に１回程度治水安全度を１００年に１
回程度まで解消する。

継続

10年
継続中 24 6.0 1.0 5.0

・平成７年７月には１８５戸の浸水被害が発生しているなど、過去１
０年間に２回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、２年に１回程度治水安全度を５０年に１回
程度まで解消する。

継続

再々評価 6.0 5.0 0.4 12.1

・平成７年７月には３０戸の浸水被害が発生しているなど、過去１０
年間に４回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、２年に１回程度治水安全度を５年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 35 531 36 14.9

・改修目標流量18m3/sに対し現況流下能力が40％しかなく浸水被害が
懸念される
・当河川が流れる鳥取駅周辺の開発は著しく、ホテル・飲食店の増築
と、銀行・中央郵便局等の公的施設も移転してきており、改修の必要
性は高い

継続

再々評価 28 713 31 22.7

・改修目標流量100m3/sに対し現況流下能力が45％しかなく浸水被害が
懸念される
・当河川周辺の宅地化は著しく、銀行、ガソリンスタンド、小売店、
飲食店等が多い上小学校もあり、改修の必要性は高い

継続

再々評価 127 1,204 254 4.7

・改修目標流量75m3/sに対し現況流下能力が10％しかなく浸水被害が
懸念される
・郊外の開発、特に各種工場の進出がめざましく、改修の必要性は高
い。

継続

再々評価 23 246 24 10.4

・改修目標流量25m3/sに対し現況流下能力が10％しかなく浸水被害が
懸念される
・また、当河川周辺は鳥取県東部地方拠点都市地域整備に位置付けら
れ街づくりに欠かせない事業として、改修の必要性は高い。

継続

5年
未着工 13 57 12 4.7

・改修目標流量1,150～1,300m3に対して現況流下能力が55％しかなく
浸水被害が懸念される
・当該区間は築堤区間かつ狭窄区間で治水上ボトルネックとなってお
り改修の必要性は高い

継続

再々評価 120 766 139 5.5

・改修目標流量1,800m3に対して現況流下能力が65％しかなく浸水被害
が懸念される
・郡家・船岡両町で八東川河川整備促進期成同盟会が設立されてお
り、整備促進が望まれている

継続

再々評価 27 70 26 2.7
・改修目標流量400m3に対して現況流下能力が40％しかなく浸水被害が
懸念される
・周囲の宮谷地区周辺で宅地化が進んでおり、改修の必要性が高い

継続

再々評価 195 217 36 6.0

・市街地及び石井地区の中程までは完成しているが、上流部は流下能
力が30%以下と小さいため浸水被害が懸念される
・当該河川上流部周辺の開発は著しく、病院・学校・福祉施設等の生
活弱者施設も多くなってきている。

継続

再々評価 96 429 109 3.9

・改修目標流量での完成延長は少なく、ほとんどの地区の流下能力は
60％程度と小さいため浸水被害が懸念される
・岩美町の町づくりに欠かせない事業であり、改修の実施が期待され
ている（護岸整備済区間に団地造成が進みつつある）

継続

再々評価 91 650 81 8.1

・改修目標流量280m3/sに対して現況の流下能力が20％以下と小さいた
め浸水被害が懸念される
・浸水被害が1.5年に1回と頻発しており、早期改修を目指し重点整備
を行っている。

継続

再々評価 290 470 259 1.8

・改修目標流量400m3/sに対して現況流下能力が40％と小さいため浸水
被害が懸念される
・昭和62年には、最大浸水戸数350戸、最大浸水農地面積680haの被害
は発生するなど、２年に１回の割合で浸水被害が発生しており、早期
改修を目指し重点整備を行っている。

継続

再々評価 94 281 100 2.8

・計画流量225m3/sに対し下流部は断面はあるが堤防幅が不足してお
り、また、上流部は流下能力が40％と小さいため浸水被害が懸念され
る
・当河川周辺では、津ノ井ニュータウン整備や市立病院の移転だけで
なく、民間による宅地開発が進んでおり、早期改修が必要である。

継続

再々評価 16 158 13 12.2

・護岸工事が未着手の状況にあるため、堀川の上流部においては、流
下能力が16%以下と小さく浸水被害が懸念される
・当該河川周辺では、市街化が進んでおり、河川改修の実施が望まれ
ている。

継続

再々評価 50 1,518 59 25.7 昭和47年には浸水家屋902戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 18 66 19 3.5 昭和47年には浸水家屋30戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 279 781 236 3.3 昭和47年には浸水家屋9,546戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 29 170 25 6.7 昭和47年には浸水家屋580戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

朝酌川広域基幹河川改修事業
島根県

浸水戸数：6,112戸
浸水農地面積：59ha

中川広域基幹河川改修事業
島根県

浸水戸数：351戸
浸水農地面積：10ha

飯梨川広域基幹河川改修事業（安来工区）
島根県

浸水戸数：1021戸
浸水農地面積：107ha

飯梨川広域基幹河川改修事業（布部工区）
島根県

浸水戸数：36戸
浸水農地面積：8ha

大路川広域一般河川改修事業
鳥取県

浸水家屋:6,330戸
浸水農地:526ha

堀川準用河川改修事業
鳥取県

浸水家屋:621戸
浸水農地:16.3ha

塩見川広域基幹河川改修事業
鳥取県

浸水家屋:185戸
浸水農地:101ha

由良川広域基幹河川改修事業
鳥取県

浸水家屋:428戸

加茂川広域基幹河川改修事業
鳥取県 浸水家屋:4,058戸

蒲生川広域基幹河川改修事業
鳥取県

浸水家屋:1,517戸
浸水:350ha

八東川広域基幹河川改修事業（八東川）
鳥取県

浸水家屋:805戸
浸水農地:695ha

八東川広域基幹河川改修事業（私都川）
鳥取県

浸水家屋:55戸
浸水農地:51ha

大井手川広域基幹河川改修事業（晩稲川）
鳥取県

浸水家屋:360戸
浸水農地:96ha

八東川広域基幹河川改修事業（島工区）
鳥取県

浸水家屋:32戸
浸水農地:39.6ha

旧袋川広域基幹河川改修事業（天神川）
鳥取県

浸水家屋:2,810戸
浸水農地:19ha

大井手川広域基幹河川改修事業（大井手
川）
鳥取県

浸水家屋:1,430戸
浸水農地:262ha

大坪川準用河川改修事業
海南市

浸水戸数：1,350戸
浸水農地面積：104ha

旧袋川広域基幹河川改修事業（山白川）
鳥取県

浸水戸数:4,610戸
浸水農地:484ha

住吉川広域一般河川改修事業
和歌山県

浸水戸数：1,363戸
浸水農地面積：570ha

七瀬川広域一般河川改修事業
和歌山県

浸水戸数：1,880戸
浸水農地面積：500ha

左会津川広域基幹河川改修事業
和歌山県

浸水戸数：4,000戸
浸水農地面積：150ha

亀の川広域基幹河川改修事業
和歌山県

浸水戸数：2,510戸
浸水農地面積：316ha

有田川広域基幹河川改修事業
和歌山県

浸水戸数：3,970戸
浸水農地面積：290ha

日高川広域基幹河川改修事業
和歌山県

浸水戸数：5,809戸
浸水農地面積：192ha

春日川広域基幹河川改修事業
和歌山県

浸水戸数：1,574戸
浸水農地面積：47ha

中国地方整備局
地域河川課

（課長　中川　哲志）

中国地方整備局
地域河川課

（課長　谷本　尚威）

近畿地方整備局
地域河川課

（課長　蒲原　潤一）



再々評価 203 494 157 3.2 昭和47年には浸水家屋302戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 116 709 78 9.1 昭和56年には浸水家屋158戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 371 541 154 3.5 平成9年には浸水家屋172戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 152 275 145 1.9 昭和39年には浸水家屋1756戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 80 99 90 1.1 平成11年には浸水家屋29戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 91 537 102 5.2 昭和20年には浸水家屋1057戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 106 106 67 1.6 昭和47年には浸水家屋150戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 399 2,630 384 6.9 平成10年には浸水家屋174戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 126 120 103 1.2 昭和47年には浸水家屋318戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 20 22 19 1.1 昭和47年には浸水家屋32戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 24 535 23 23.3 昭和58年には浸水家屋85戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 32 72 33 2.2 昭和58年には浸水家屋153戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 10 81 11 7.0 昭和58年には浸水家屋153戸の大きな洪水被害が発生している。 継続

再々評価 128 353 35 10.1 昭和47年には津山市等で235戸の浸水被害が発生している。現況流下能
力は概ね245m3/s程度であるが概ね490m3/sまで向上する。 継続

再々評価 400 399 143 2.8 昭和51年には津山市等で10570戸の浸水被害が発生している。現況流下
能力は概ね1400m3/s程度であるが概ね4500m3/sまで向上する。 継続

再々評価 18 133 12 11.1 昭和47年には勝央町等で37戸の浸水被害が発生している。現況流下能
力は概ね170m3/s程度であるが概ね430m3/sまで向上する。 継続

再々評価 15 48 6.7 7.1 昭和47年には津山市等で73戸の浸水被害が発生している。現況流下能
力は概ね85m3/s程度であるが概ね280m3/sまで向上する。 継続

再々評価 31 42 12 3.4 昭和47年には津山市等で235戸の浸水被害が発生している。現況流下能
力は概ね245m3/s程度であるが概ね490m3/sまで向上する。 継続

再々評価 102 175 31 5.6 昭和51年には邑久町　等で235戸の浸水被害が発生している。現況流下
能力は概ね245m3/s程度であるが概ね490m3/sまで向上する。 継続

再々評価 200 1,208 143 8.5
昭和47年には台風豪雨により備中川沿川で520戸の浸水被害が発生して
いる。現況流下能力は概ね450m3/s程度であるが概ね1200m3/sまで向上
する

継続

再々評価 189 216 88 2.5
昭和47年には矢掛町等で1982戸の浸水被害が発生している。現況流下
能力は概ね275～1050m3/s程度であるが概ね550～1500m3/sまで向上す
る。

継続

再々評価 19 122 15 8.1 昭和47年には新見市等で405戸の浸水被害が発生している。現況流下能
力は概ね400m3/s程度であるが概ね1000m3/sまで向上する。 継続

再々評価 440 4,355 391 11.1
昭和51年には瀬戸町等で1010戸の浸水被害が発生している。現況流下
能力は概ね210～350m3/s程度であるが概ね390～490m3/sまで向上す
る。

継続

再々評価 20 246 8.2 30.0 昭和51年には鴨方町等で335戸の浸水被害が発生している。現況流下能
力は概ね128m3/s程度であるが概ね320m3/sまで向上する。 継続

再々評価 233 4,457 208 21.0 昭和51年には岡山市等で6281戸の浸水被害が発生している。現況流下
能力は概ね718m3/s程度であるが概ね1000m3/sまで向上する。 継続

再々評価 55 82 13 6.1 昭和51年には総社市等で759戸の浸水被害が発生している。現況流下能
力は概ね48m3/s程度であるが概ね85m3/sまで向上する。 継続

再々評価 90 425 90 4.7 昭和51年には岡山市等で1160戸の浸水被害が発生している。現況流下
能力は概ね7m3/s程度であるが概ね28m3/sまで向上する。 継続

再々評価 430 781 160 4.8

・近年の市街化の進展が著しく3年から5年に一回という慢性的な浸水
被害を繰り返している。
・当該事業の実施により、当面、近年の実績最大の降雨から床上浸水
を解消するとともに、浸水時間の短縮を図ることとしている。

継続

再々評価 79 2,228 232 9.6

・昭和６０年には、福山市等で床上１戸，床下３１戸の浸水被害が発
生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね８７m3/s程度である
が、概ね190m3/sまで向上する（当該事業の実施により５年に１回程度
の利水安全度を８０年に１回程度まで解消する。）

継続

再々評価 57 39 17 2.1

・昭和47年洪水をはじめ、近年においても2年に一回程度の家屋浸水被
害が発生している。
・当該事業の実施により、12～64%である現況流下能力を向上し、浸水
被害の解消を図る。

継続

その他 93 192 38 5.0

・昭和47年洪水をはじめ、近年においても2年に一回程度の家屋浸水被
害が発生している。
・当該事業の実施により40～80%である現況流下能力を向上し、浸水被
害の解消を図る。

継続

再々評価 60 92 21 4.3

・昭和６０年には、広島市等で農地０．５haの浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね480m3/s程度である
が、概ね1,200m3/sまで向上する（当該事業の実施により５年に１回程
度の利水安全度を３０年に１回程度まで解消する。）

継続

再々評価 33 116 17 6.5

・平成１１年には、向原町等で床下浸水５戸の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね104m3/s程度である
が、概ね180m3/sまで向上する（当該事業の実施により５年に１回程度
の利水安全度を１０年に１回程度まで解消する。）

継続
三篠川広域基幹河川改修事業（見坂川）
広島県

浸水戸数：29戸
浸水農地面積：39ha

馬洗川広域基幹河川改修事業（国兼川）
広島県

浸水戸数：367戸
浸水農地面積：316ha

三篠川広域基幹河川改修事業（三篠川）
広島県

浸水戸数：97戸
浸水農地面積：40ha

加茂川広域基幹河川改修事業
広島県

浸水戸数：5908戸
浸水農地面積：370ha

馬洗川広域基幹河川改修事業(馬洗川）
広島県

浸水戸数：204戸
浸水農地面積：96ha

倉安川都市基盤河川改修事業
岡山市

浸水戸数1160戸
浸水農地面積457ha

手城川広域基幹河川改修事業
広島県

浸水戸数：9030戸
浸水農地面積：15ha

笹ヶ瀬川広域基幹河川改修事業
岡山県

浸水戸数76810戸
浸水農地面積5700ha

笹ヶ瀬川広域基幹河川改修事業（前川）
岡山県

浸水戸数74戸
浸水農地面積201ha

砂川広域基幹河川改修事業
岡山県

浸水戸数2200戸
浸水農地面積2600ha

里見川広域基幹河川改修事業
岡山県

浸水戸数71戸
浸水農地面積63ha

小田川広域基幹河川改修事業
岡山県

浸水戸数1930戸
浸水農地面積1095ha

高梁川広域一般河川改修事業
岡山県

浸水戸数231戸
浸水農地面積27ha

千町川広域基幹河川改修事業
岡山県

浸水戸数670戸
浸水農地面積1300ha

備中川広域基幹河川改修事業
岡山県

浸水戸数834戸
浸水農地面積277ha

吉井川広域基幹河川改修事業（広戸川勝北
工区）
岡山県

浸水戸数36戸
浸水農地面積27ha

宮川広域基幹河川改修事業
岡山県

浸水戸数256戸
浸水農地面積98ha

吉井川広域基幹河川改修事業（吉井川）
岡山県

浸水戸数7847戸
浸水農地面積828ha

吉井川広域基幹河川改修事業（滝川）
岡山県

浸水戸数233戸
浸水農地面積68ha

今市川準用河川改修事業
益田市

浸水戸数：175戸
浸水農地面積：3ha

干田川広域基幹河川改修事業
岡山県

浸水戸数143戸
浸水農地面積596ha

出羽川広域一般河川改修事業
島根県

浸水戸数：157戸
浸水農地面積：23ha

今市川広域一般河川改修事業
島根県

浸水戸数：153戸
浸水農地面積：31ha

十間川広域基幹河川改修事業
島根県

浸水戸数：2,300戸
浸水農地面積：670ha

斐伊川広域一般河川改修事業（横田工区）
島根県

浸水戸数：53戸
浸水農地面積：40ha

神戸川広域基幹河川改修事業
島根県

浸水戸数：197戸
浸水農地面積：65ha

新内藤川広域基幹河川改修事業
島根県

浸水戸数：8,940戸
浸水農地面積：1130ha

小谷川広域基幹河川改修事業
島根県

浸水戸数：208戸
浸水農地面積：11ha

津和野川広域基幹河川改修事業
島根県

浸水戸数：1194戸
浸水農地面積：34ha

平田船川広域基幹河川改修事業
島根県

浸水戸数：3,369戸
浸水農地面積：905ha

赤川広域基幹河川改修事業
島根県

浸水戸数：1840戸
浸水農地面積：1498ha

佐陀川広域基幹河川改修事業
島根県

浸水戸数：246戸
浸水農地面積：40ha

五右衛門川広域基幹河川改修事業
島根県

浸水戸数：2,470戸
浸水農地面積：2,131ha

中国地方整備局
地域河川課

（課長　谷本　尚威）

中国地方整備局
地域河川課

（課長　中川　哲志）

中国地方整備局
地域河川課

（課長　中川　哲志）



その他 92 1,545 45 34.3

・昭和５８年には、広島市等で床上浸水１戸の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね50m3/s程度である
が、概ね280m3/sまで向上する（当該事業の実施により２年に１回程度
の利水安全度を３０年に１回程度まで解消する。）

継続

再々評価 6.0 0.80 0.80 1.0
・昭和６２年には、１戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね２４m3/s程度である
が、概ね３４m3/sまで向上する。

継続

再々評価 9.3 3.9 2.9 1.3
・平成９年には、１戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね１０m3/s程度である
が、概ね２７m3/sまで向上する。

継続

その他 92 1,545 45 34.3 ・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね５０m3/sであるが、
概ね１２０m3/sまで向上する。 継続

その他 58 287 107 2.6

・平成11年には、床上１戸、床下１８戸、浸水面積１．９haの浸水被
害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は150m3/s程度であるが、概
ね180m3/sまで向上する（当該事業の実施により５年に１回程度の治水
安全度を当面1０年に１回程度まで解消する。）

継続

その他 48 96 27 3.5

・平成１１年には、家屋１３４戸、面積２５．４haの浸水被害が発生
している。
・当該事業の実施により、現況のポンプ排水能力20m3/sを30m3/sと
し、治水安全度の向上を図る（当該事業の実施により１０年に１回程
度の治水安全度を当面３０年に１回程度まで解消する。）

継続

再々評価 248 199 111 1.8 ・昭和２５年・昭和２６年において、岩国市内においてそれぞれ２６
２６７戸、２１５７戸の浸水被害が発生している。 継続

再々評価 71 192 27 7.1 ・事業実施により、想定氾濫区域内（９０ha）の家屋４６８７戸の浸
水被害が解消される。 継続

その他 99 531 27 19.7 ・事業実施により、想定氾濫区域内（２３４ha）の家屋１８１６戸の
浸水被害が解消される。 継続

再々評価 148 84 42 2.0 ・事業実施により、想定氾濫区域内（１４５８ha）の家屋１５２５戸
の浸水被害が解消される。 継続

その他 62 45 4.7 9.3

・平成５年の梅雨前線集中豪雨により下松市において床上浸水２００
戸の浸水被害が発生している。
・事業実施により、想定氾濫区域内（５８ha）の家屋９０２戸の浸水
被害が解消される。

継続

再々評価 199 2,437 59 41.3

・平成１１年の台風１８号では支川古甲川の氾濫により山口市におい
て床下浸水２０戸の浸水被害が発生している。
・事業実施により、想定氾濫区域内(２８２０ha）の家屋４３８６５戸
の浸水被害が解消される。

継続

再々評価 132 558 60 9.2

・平成１１年には梅雨前線豪雨により楠町において床下浸水１戸の浸
水被害が発生している。
・事業実施により、流下能力の低い沖の旦・末信地区（下流工区）の
現況流下能力１１００m3/s程度が１６００m3/sまで向上し、二子原工
区では現況の流下能力３６０m3/s程度が７３０m3/sまで向上する。

継続

再々評価 47 359 24 15.0

・昭和６０年には梅雨前線豪雨により美東町において５８戸の浸水被
害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね２５０m3/s程度であ
るが、概ね４２０m3/sまで向上する。

継続

再々評価 200 673 119 5.6

・平成２年、平成７年の梅雨前線豪雨によりそれぞれ３３７戸、１２
戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね５０m3/s程度である
が、概ね１４０m3/sまで向上する。

継続

再々評価 106 524 46 11.4

・昭和６０年には梅雨前線豪雨により山陽町において５４４戸の浸水
被害が発生している。
・当該事業の実施により、厚狭川本川では、現況流下能力６８０m3/s
程度が９７０m3/sまで向上し、支川桜川では現況の流下能力６０m3/s
程度が概ね１４０m3/sまで向上する。

継続

再々評価 46 79 8.0 9.9

・事業実施により、想定氾濫区域内（１７８０ha）の浸水被害が解消
される。
・当該事業の実施により現況の流下能力１３５０ｍ３／ｓ程度が１６
９０ｍ３／ｓまで向上する。

継続

再々評価 42 304 29 10.5

・昭和６０年には梅雨前線豪雨により下関市と菊川町の市町境付近に
おいて９戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、支川の田部川において現況の流下能力９０
m3/s程度が２９０m3/sまで向上する。

継続

再々評価 16 103 5.4 19.1

・昭和２９年及び昭和４７年の梅雨前線豪雨により下松市においてそ
れぞれ３０戸及び１９０戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力１００m3/s程度が２２０
m3/sまで向上する。

継続

その他 86 188 79 2.3

・平成５年８月には山口市で４９戸の浸水被害が発生するなど、過去
１０年間に２回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により２年に１回程度の治水安全度を１０年に１回
程度まで向上させる。

継続

その他 115 531 27 19.7
・平成５年８月において田布施町で５戸の浸水被害が発生するなど、
高潮による内水常襲地帯である。
・当該事業の実施により、１８１６戸が高潮被害から解消される。

継続

その他 69 496 85 5.7
・平成１１年９月において、周南市で床上浸水３６戸、床下浸水３戸
の高潮被害が発生した。
・当該事業により、１７２１戸の浸水被害が解消される。

継続

再々評価 46 816 31 26.3 ・平成１１年９月は、防府市では５戸の浸水被害が発生した
・当該事業により、１１４３戸の高潮被害が解消される。 継続

再々評価 31 41 3.6 11.4
・平成１１年９月において、山口市では８８戸の床上、２９戸の床下
浸水被害が発生した。
・当該事業によって３１１戸の高潮被害が解消される。

継続
周防地区高潮対策事業（幸之江川）
　山口県

浸水戸数：３１１戸
浸水農地面積：２０９ha

周防地区高潮対策事業（夜市川）
　山口県

浸水戸数：１７２１戸
浸水農地面積：２３ha

周防地区高潮対策事業（横曽根川）
　山口県

浸水戸数：１１４３戸
浸水農地面積：５０６ha

南若川広域一般河川改修事業
　山口県

浸水戸数：66189戸
浸水農地面積：2881ha

周防地区高潮対策事業（田布施川）
　山口県

浸水戸数：１８１６戸
浸水農地面積：２３４ha

木屋川広域基幹河川改修事業（田部川）
　山口県

浸水戸数：５００戸
浸水農地面積：８２０ha

末武川広域一般河川改修事業
　山口県

浸水戸数：９５０戸
浸水農地面積：６０ha

厚狭川広域基幹河川改修事業
　山口県

浸水戸数：２５８０戸
浸水農地面積：８００ha

木屋川広域基幹河川改修事業
　山口県

浸水戸数：１５００戸
浸水農地面積：１７２０ha

厚東川広域基幹河川改修事業（大田川）
　山口県

浸水戸数：５５１戸
浸水農地面積：２８１ha

厚東川広域基幹河川改修事業（中川工区）
　山口県

浸水戸数：３０９１戸
浸水農地面積：３５１ha

椹野川広域基幹河川改修事業
　山口県

浸水戸数：４３８６５戸
浸水農地面積：５０６０ha

厚東川広域基幹河川改修事業
　山口県

浸水戸数：５９９９戸
浸水農地面積：１１８２ha

島田川広域基幹河川改修事業
　山口県

浸水戸数：１５２５戸
浸水農地面積：４５５ha

切戸川広域基幹河川改修事業
　山口県

浸水戸数：９０２戸
浸水農地面積：５８ha

柳井川広域基幹河川改修事業
　山口県

浸水戸数：４６８７戸
浸水農地面積：１５６ha

田布施川広域基幹河川改修事業
　山口県

浸水戸数：１８１６戸
浸水農地面積：２３４ha

岡の下川高潮対策事業
広島県 浸水戸数：518戸

錦川広域基幹河川改修事業
　山口県

浸水戸数：１２２７２戸
浸水農地面積：６６０ha

小河原川都市基盤河川改修事業
広島市

浸水戸
数：490戸
浸水農地
面積：39ha

永慶寺川高潮対策事業
広島県

浸水戸数：1705戸
浸水農地面積：33.8ha

寺山川準用河川改修事業
広島市 浸水戸数：12戸

浸水農地面積：0.19ha

岩上川準用河川改修事業
広島市

浸水戸数：14戸
浸水農地面積：0.34ha

小河原川広域基幹河川改修事業
広島県

浸水戸数：490戸
浸水農地面積：39ha

中国地方整備局
地域河川課

（課長　谷本　尚威）

中国地方整備局
地域河川課

（課長　中川　哲志）

中国地方整備局
地域河川課

（課長　中川　哲志）



再々評価 41 3,003 25 120.1
・平成１１年９月において、宇部市では２戸の床上、６戸の床下浸水
被害が発生した。
・当該事業によって６３４８戸の高潮被害が解消される。

継続

その他 63 2,736 38 72.0
・平成１１年９月において、下関市で１５０戸の床上、４００戸の床
下浸水被害が発生した。
・当該事業によって１９１２戸の高潮被害が解消される。

継続

再々評価 33 1,125 20 56.3 ・平成１１年９月には宇部市で５１戸の浸水被害が発生した。
・当該事業の実施により、７８１戸の高潮被害が解消される。 継続

再々評価 235 232 52 4.5

・近年においては、昭和63年、平成２年、平成９年、平成10年に浸水
被害が発生している。
・当該事業の実施により１年に１回程度の治水安全度を５年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 165 400 38 10.6
・近年においては、平成５年、平成10年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により２年に１回程度の治水安全度を100年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 70 480 26 18.5
・近年においては、平成２年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により１年に１回程度の治水安全度を10年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 140 98 15 6.4
・近年においては、平成10年、平成11年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により３年に１回程度の治水安全度を50年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 33 20 18 1.1
・近年においては、平成15年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により４年に１回程度の治水安全度を100年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 123 228 22 10.2

・近年においては、平成２年、平成５年、平成10年に浸水被害が発生
している。
・当該事業の実施により10年に１回程度の治水安全度を100年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 52 228 7.3 31.2

・近年においては、平成２年、平成９年、平成10年に浸水被害が発生
している。
・当該事業の実施により２年に１回程度の治水安全度を50年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 68 18 2.6 7.1
・近年においては、平成７年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により１年に１回程度の治水安全度を30年に１回程
度まで解消する。

継続

10年
継続中 7.0 16 6.2 2.6

・近年においては、昭和62年、平成７年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により１年に１回程度の治水安全度を30年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 29 46 3.3 13.8
・近年においては、平成10年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により２年に１回程度の治水安全度を30年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 30 251 52 4.9

・近年においては、昭和62年、昭和63年、平成１年、平成２年、平成
５年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により10年に１回程度の治水安全度を50年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 32 159 61 2.6

・近年においては、昭和62年、平成２年、平成５年、平成13年に浸水
被害が発生している。
・当該事業の実施により１年に１回程度の治水安全度を10年に１回程
度まで解消する。

継続

再々評価 62 295 59 5.0 事業区間の治水安全度が低いとともに、流域の開発が進んでいる。 継続

再々評価 49 3,598 76 47.3 事業区間の治水安全度が低いとともに、流域の開発が進んでいる。 継続

再々評価 90 320 123 2.6 事業区間の治水安全度が低いとともに、流域の開発が進んでいる。 継続

再々評価 57 1,083 48 22.0 住宅密集地であり､浸水被害が発生している｡ 継続

再々評価 186 6,292 180 35.0 事業区間の治水安全度が低いとともに、流域の開発が進んでいる。 継続

再々評価 93 621 53 11.7 下流域が市街地であり、浸水被害が発生している。 継続

再々評価 158 1,162 133 8.8 事業区間の治水安全度が低いとともに、流域の開発が進んでいる。 継続

その他 28 57 20 2.8 事業区間の治水安全度が低いとともに、流域の開発が進んでいる。 継続

再々評価 36 301 66 4.6 事業区間の治水安全度が低いとともに、流域の開発が進んでいる。 継続

再々評価 64 81 63 1.3
・昭和63年6月24日に家屋49戸、農地約56haの浸水被害が発生してお
り、平成8年、平成9年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 77 32 9.3 3.5
・昭和18年7月24日に家屋150戸、農地約11haの浸水被害が発生してお
り、平成7年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を10年に1回程度まで解消する。

継続

10年
継続中 65 193 58 3.4

・昭和62年7月18日に家屋120戸、農地約82haの浸水被害が発生してお
り、平成5年、平成8年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を30年に1回程度まで解消する。

継続

肱川広域基幹河川改修事業（小田川工区）
愛媛県

浸水区域内世帯数：110世帯
浸水区域内農漁家数：5世帯

肱川広域基幹河川改修事業（肱川工区）
愛媛県

浸水戸数：109戸
浸水区域内農漁家数：16戸
浸水区域内事業所数：34事業
所
浸水区域内田畑面積：83ha

財田川広域基幹河川改修事業
香川県

浸水戸数：369戸
浸水農地面積：152ha

広見川広域基幹河川改修事業（広見川工
区）
愛媛県

浸水区域内一般住戸：314戸
浸水区域内農漁家数：112戸
浸水区域内事業所数：96事業
所
浸水区域内田畑面積：154ha

弘田川広域基幹河川改修事業
香川県

浸水戸数：572戸
浸水農地面積：93ha

高瀬川広域基幹河川改修事業
香川県

浸水戸数：25戸
浸水農地面積：16ha

本津川広域基幹河川改修事業
香川県

浸水戸数：2,723戸
浸水農地面積：191ha

桜川広域基幹河川改修事業
香川県

浸水戸数：1,035戸
浸水農地面積：9ha

詰田川広域基幹河川改修事業
香川県

浸水戸数：10,800戸
浸水農地面積：129ha

摺鉢谷川広域基幹河川改修事業
香川県 浸水戸数：3,844戸

新川広域基幹河川改修事業（吉田川工区）
香川県

浸水戸数：2,546戸
浸水農地面積：317ha

新川広域基幹河川改修事業（春日川）
香川県

浸水戸数：9,278戸
浸水農地面積：399ha

冷田川高潮対策事業
徳島県

浸水戸数：1,350戸
浸水面積：42ha

多々羅川高潮対策事業
徳島県

浸水戸数：993戸
浸水面積：236ha

立江川広域基幹河川改修事業（政所谷川）
徳島県

浸水戸数：21戸
浸水面積：33ha

立江川広域基幹河川改修事業（立江川）
徳島県

浸水戸数：215戸
浸水面積：211ha

勝浦川広域基幹河川改修事業
徳島県

浸水戸数：196戸
浸水面積：106ha

立江川広域基幹河川改修事業（田野川）
徳島県

浸水戸数：21戸
浸水面積：33ha

那賀川広域基幹河川改修事業
徳島県

浸水戸数：105戸
浸水面積：50ha

撫養川広域基幹河川改修事業
徳島県

浸水戸数：1,415戸
浸水面積：233ha

新町川広域基幹河川改修事業（多々羅川）
徳島県

浸水戸数：384戸
浸水面積：69ha

桑野川広域基幹河川改修事業
徳島県

浸水戸数：429戸
浸水面積：12ha

鮎喰川広域基幹河川改修事業（飯尾川）
徳島県

浸水戸数：1,456戸
浸水面積：1,456ha

新町川広域基幹河川改修事業（園瀬川）
徳島県

浸水戸数：425戸
浸水面積：121ha

周防地区高潮対策事業（浜田川）
山口県

浸水戸数：１９１２戸
浸水農地面積：１２３ha

周防地区高潮対策事業（植松川）
　山口県

浸水戸数：７８１戸
浸水農地面積：１０８ha

周防地区高潮対策事業（厚東川）
　山口県

浸水戸数：６３４８戸
浸水農地面積：２５６ha

中国地方整備局
地域河川課

（課長　中川　哲志）

四国地方整備局
地域河川課長

（課長　藤山　究）



再々評価 27 134 41 3.3
・昭和20年9月17日に家屋6,712戸、農地約540haの浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 132 11,147 161 69.2
・昭和51年9月12日に家屋1,069戸、農地約17haの浸水被害が発生して
おり、昭和62年、平成2年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 149 4,441 133 33.0

・昭和47年9月7日に家屋4,900戸、工場610棟、宅地約150ha、農地約
580haの浸水被害が発生しており、平成9年にも大きな被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 138 5,088 245 21.0
・昭和54年6月27日に家屋8,212戸、農地約124haの浸水被害が発生して
おり、平成7年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 96 2,334 92 25.4
・昭和18年7月23日に家屋520戸、農地約55haの浸水被害が発生してお
り、平成9年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を30年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 37 1,550 43 36.0
・昭和18年7月22日に家屋5,000戸、約930haの浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 56 2,307 59 39.1
・昭和54年6月13日に家屋402戸、約307haの浸水被害が発生しており、
昭和59年、平成10年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を3年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 66 122 70 1.7
・昭和56年6月27日に家屋2,050戸、農地約66haの浸水被害が発生して
おり、平成5年、平成7年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を10年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 31 48 30 1.6
・平成7年7月3日に家屋51戸、農地約58haの浸水被害が発生しており、
平成10年、平成13年にも大きな被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を5年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 110 16 11 1.5

・平成10年9月24日から25日に家屋20戸、農地約334haの浸水被害が発
生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 114 68 10 6.6

・平成10年9月24日から25日に家屋22戸の浸水被害が発生している。
・平成11年7月28日に家屋7戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を3年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 15 66 7.0 9.4

・平成10年9月24日から25日に家屋22戸の浸水被害が発生している。
・平成11年7月28日に家屋7戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を3年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 108 25 20 1.3

・平成10年9月24日から25日に家屋3戸、農地80haの浸水被害が発生し
ている。
・平成11年7月28日に家屋4戸、農地80haの浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を5年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 110 1,503 116 13.0
・平成9年9月16日に、農地約140haの浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を10年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 4.0 59 5.0 11.8
・平成9年9月16日に、農地約16haの浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を10年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 16 129 29 4.4

・昭和47年7月23日に、農地約1030ha、家屋297戸の浸水被害が発生し
ている。
・当該事業の実施により、治水安全度を100年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 23 370 40 9.2

・昭和47年7月23日に、農地約1030ha、家屋297戸の浸水被害が発生し
ている。
・当該事業の実施により、治水安全度を100年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 113 249 17 14.6

・平成10年9月24日から25日に家屋11戸、農地約112haの浸水被害が発
生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。また、烏川工区については、治水安全度を30年に1回程度までに解
消する

継続

再々評価 83 6,901 361 19.1
・平成10年9月24日から25日に家屋6186戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。

継続

10年
継続中 26 542 30 18.1

・平成10年9月24日から25日に家屋200戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 56 7,466 256 29.0

・平成10年9月24日から25日に家屋1059戸、農地約40haの浸水被害が発
生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。

継続国分川広域基幹河川改修事業（江の口川）
高知県

世帯数10746世帯、農漁家数58
世帯、農作地34ha

国分川広域基幹河川改修事業（国分川）
高知県

世帯数1012世帯、農漁家数43
世帯、農作地498ha

国分川広域基幹河川改修事業（久万川）
高知県

浸水区域内世帯数：1931世帯
浸水区域内農漁家数：25世帯
浸水農地：8ha

中筋川広域基幹河川改修事業（ヤイト川）
高知県

世帯数116世帯、
農漁家数11世帯、
農作地41ha

香宗川広域基幹河川改修事業（香宗川）
高知県

世帯数213世帯、
農漁家数37世帯、
農作地51ha

仁淀川広域基幹河川改修事業（坂折川）
高知県

世帯数83世帯、
農漁家数11世帯、
農作地42ha

中筋川広域基幹河川改修事業（横瀬川）
高知県

世帯数69世帯、
農漁家数2世帯、
農作地54ha

日下川広域基幹河川改修事業
高知県

世帯数2143世帯、農漁家数459
世帯、農作地206ha

仁淀川広域基幹河川改修事業（柳瀬川）
高知県

世帯数398世帯、
農漁家数59世帯、
農作地560ha

波介川広域基幹河川改修事業（波介川）
高知県

浸水世帯数：789世帯
浸水区域内農漁家数：45世帯
浸水農地：26ha

波介川広域基幹河川改修事業（長池川）
高知県

浸水世帯数：800世帯、
浸水農漁家数32世帯、
浸水農地54ha

傍示川準用河川改修事業
松山市

浸水区域内世帯数：554世帯
浸水区域内農漁家数：7世帯

後川広域基幹河川改修事業
高知県

浸水世帯数：412世帯
浸水農地：27ha

内川広域一般河川改修事業
愛媛県

浸水区域内世帯数：411世帯
浸水区域内農漁家数：27世帯
浸水区域内事業所数：38事業
所
浸水農地：74ha

洗地川都市基盤河川改修事業
松山市 浸水区域内世帯数2,664世帯

久万川広域基幹河川改修事業（久万川工
区）
愛媛県

浸水区域内世帯数：833世帯
浸水農地：103ha

久万川広域基幹河川改修事業（大川工区）
愛媛県

浸水戸数：1,414世帯
浸水農地：50ha

浅川広域基幹河川改修事業
愛媛県

浸水区域内世帯数：12,109世
帯
浸水区域内田畑面積：102ha

宮前川広域基幹河川改修事業
愛媛県

浸水区域内世帯数：1,519世帯
浸水区域内農漁家数：52戸
浸水区域内事業所数：189事業
所
浸水区域内田畑面積：22ha

金生川広域基幹河川改修事業
愛媛県

浸水戸数：5,169戸
浸水農地面積：5ha
浸水事業者数：50事業所
浸水区域内農漁家数：317戸

中山川広域基幹河川改修事業
愛媛県

浸水区域内一般住戸：4,107戸
浸水区域内：農漁家数303戸
浸水区域内事業所数：256事業
所ｘ
浸水区域内田畑面積：945ha

四国地方整備局
地域河川課長

（課長　藤山　究）



再々評価 109 1,096 163 6.7

・平成9年7月26日に家屋7戸、農地約213haの浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 16 92 19 4.8
・平成9年7月26日に、農地約27haの浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を30年に1回程度までに解消す
る。

中止

再々評価 74 9,806 712 13.8

・昭和45年8月21日に、家屋36774戸、昭和50年8月16日に、9904戸、昭
和51年9月8日に、17950戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 24 110 48 2.3

・平成10年に、家屋12戸、平成11年に、33戸の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 51 539 70 7.7

・昭和50年8月16日に、農地約145ha、家屋70戸、昭和51年9月12日に、
農地約150ha、家屋90戸、平成9年9月24日に家屋101戸の浸水被害が発
生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 26 358 18 19.9

・昭和50年8月17日に、農地約70ha、家屋160戸の浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 12 17 10 1.6
・平成9年9月16日に、農地約3haの浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を10年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 18 58 27 2.2
・平成6年9月29日に、家屋48戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を30年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 92 10,778 92 117.2

・平成10年9月24日から25日に家屋3786戸、農地約285haの浸水被害が
発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。また、T.P+3.5mの高潮被害被害を解消する。

継続

再々評価 137 1,398 137 10.2

・平成10年9月24日から25日に家屋1435戸、農地約300haの浸水被害が
発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。また、T.P+3.5mの高潮被害被害を解消する。

継続

再々評価 44 117 44 2.6

・平成10年9月24日から25日に家屋1048戸、農地約30haの浸水被害が発
生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。また、T.P+3.5mの高潮被害被害を解消する。

中止

再々評価 27 327 27 12.1

・平成10年9月24日から25日に家屋325戸、農地約33haの浸水被害が発
生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。また、T.P+3.5mの高潮被害被害を解消する。

継続

再々評価 32 1,101 32 34.4

・平成11年6月29日に家屋594戸、農地約40haの浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、治水安全度を50年に1回程度までに解消す
る。また、T.P+3.5mの高潮被害被害を解消する。

継続

再々評価 85 3,707 85 43.6

・昭和45年8月21日に、家屋36774戸、昭和50年8月16日に、9904戸、昭
和51年9月8日に、17950戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、治水安全度を15年に1回程度までに解消す
る。また、T.P+3.5mの高潮被害被害を解消する。

継続

再々評価 6.0 8.0 7.0 1.1

・平成10年9月24日から25日に家屋5戸、農地約2haの浸水被害が発生し
ている。
・当該事業の実施により、治水安全度を5年に1回程度までに解消す
る。

継続

再々評価 104 2,355 280 8.4 昭和５４年の洪水で浸水面積６５６ha、浸水家屋６，３５４戸の被害
が発生した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 54 1,136 59 19.2 昭和４４年の洪水で浸水面積４９haの被害が発生した。この事業によ
り浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 165 7,566 252 30.0 昭和３８年の洪水で浸水面積２，８２０ha、浸水家屋１，５３７戸の
被害が発生した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 1,283 2,425 437 5.5
平成11年の洪水で浸水面積327ha、浸水家屋2,576戸、平成15年の洪水
で浸水面積370ha、浸水家屋4,237戸の被害が発生したこの事業により
浸水被害の解消を図る。

継続

再々評価 733 1,810 228 8.0 昭和３８年の洪水で浸水面積４１５ha、浸水家屋７，５３３戸の被害
が発生した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 107 1,155 87 13.2 昭和５５年の洪水で浸水面積１４ha、浸水家屋１３２戸の被害が発生
した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

那珂川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：400ha
浸水戸数：14,391戸

大牟田川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：200ha
浸水戸数：2,567戸

宝満川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：2,800ha
浸水戸数：5,739戸

御笠川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：950ha
浸水戸数：8,322ha

長峡川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：1,200ha
浸水戸数：4,477戸

金丸川広域一般河川改修事業
福岡県

浸水面積：100ha
浸水戸数：615戸

鏡川高潮対策事業
高知県

世帯数27161世帯、農漁家数
142世帯、農作地13ha

小篭川準用河川改修事業
高知県

世帯数53世帯、
農漁家数11世帯、
農作地2ha

薊野川高潮対策事業
高知県

世帯数2081世帯、農漁家数22
世帯、農作地23ha

紅水川高潮対策事業
高知県

世帯数12396世帯、農漁家数80
世帯、農作地10ha

舟入川高潮対策事業
高知県

世帯数8407世帯、農漁家数160
世帯、農作地431ha

大谷川高潮対策事業
高知県

世帯数757世帯、
農漁家数27世帯、
農作地86ha

安芸川広域一般河川改修事業（江の川）
高知県

世帯数361世帯、
農漁家数21世帯、
農作地15ha

国分川高潮対策事業
高知県

世帯数30870世帯、農漁家数
306世帯、農作地523ha

奈半利川広域基幹河川改修事業
高知県

世帯数2243世帯、農漁家数241
世帯、農作地289ha

渡川広域一般河川改修事業（仁井田川）
高知県

世帯数160世帯、
農漁家数26世帯、
農作地96ha

鏡川広域基幹河川改修事業（前田川）
高知県

世帯数1328世帯、農漁家数20
世帯、農作地9ha

十市川広域基幹河川改修事業
高知県

世帯数690世帯、
農漁家数23世帯、
農作地38ha

松田川広域基幹河川改修事業（稗田川）
高知県

世帯数34世帯、
農漁家数1世帯、
農作地12ha

鏡川広域基幹河川改修事業（鏡川）
高知県

世帯数36378世帯、農漁家数
213世帯、農作地59ha

松田川広域基幹河川改修事業(松田川）
高知県

世帯数139世帯、
農漁家数19世帯、
農作地91ha

四国地方整備局
地域河川課長

（課長　藤山　究）

九州地方整備局
地域河川課

（課長　山本　祐二）



再々評価 590 2,389 604 3.9 昭和５４年の洪水で浸水面積１１３ha、浸水家屋１９５戸の被害が発
生した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 63 629 76 8.2
事業対象区域は、有明海沿岸全体の干拓により形成された低平地で、
昭和３４年に高潮被害が発生しており、この事業により被害の解消を
図る。

継続

再々評価 198 5,252 187 28.0 平成２年の洪水で浸水面積２，２８１ha、浸水家屋１，４１４戸の被
害が発生した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 147 495 140 3.5
事業対象区域は、有明海沿岸全体の干拓により形成された低平地で、
昭和３４年に高潮被害が発生しており、この事業により被害の解消を
図る。

継続

再々評価 54 506 55 9.2 平成２年の洪水で浸水面積１，８８４ha、浸水家屋１，２３０戸の被
害が発生した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 120 4,523 342 13.1 昭和４６年の洪水で浸水面積１４０haの被害が発生した。この事業に
より浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 50 604 75 8.0 昭和４４年の洪水で浸水面積１９７ha、浸水家屋６５４戸の被害が発
生した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 116 6,914 478 14.4 平成１１年の洪水で浸水面積４０６ha、浸水家屋５０戸の被害が発生
した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 41 271 45 6.0 平成２年の洪水で浸水面積４ha、浸水家屋１５７戸の被害が発生し
た。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 227 4,689 242 19.3 昭和４８年の洪水で浸水面積５００ha、浸水家屋２７７戸の被害が発
生した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 219 1,162 223 5.2 昭和５４年の洪水で浸水面積６０８ha、浸水家屋４６戸の被害が発生
した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 77 589 82 7.1 平成２年の洪水で浸水面積６２ha、浸水家屋３３戸の被害が発生し
た。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

10年
継続中 7.0 30 7.4 4.1

本河川改修事業は、毎年の様に発生する洪水（１／２以下の確率）を
５年に１回の確率にて整備することにより、流域の浸水被害の解消を
図る。

継続

再々評価 125 2,454 388 6.3

・昭和47年には、床上231戸、床下1,630戸の浸水被害が発生している
など、過去5年間に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね10m3/s程度である
が、概ね22m3/sまで向上する（当該事業の実施により7年に1回程度の
治水安全度を25年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 38 221 52 4.2

・昭和56年には、床上275戸、床下1,039戸の浸水被害が発生している
など、過去5年間に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね7m3/s程度であるが、
概ね30m3/sまで向上する（当該事業の実施により1年に1回程度の治水
安全度を50年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 26 278 37 7.6

・昭和56年には、床上275戸、床下1,039戸の浸水被害が発生している
など、過去5年間に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね14m3/s程度である
が、概ね35m3/sまで向上する。

継続

再々評価 24 194 29 6.6

・昭和41年には、床上231戸、床下1,630戸の浸水被害が発生している
など、過去5年間に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね20m3/s程度である
が、概ね45m3/sまで向上する。

継続

再々評価 49 454 57 8.0

・昭和41年には、床上463戸、床下1,426戸の浸水被害が発生している
など、過去5年間に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね175m3/s程度である
が、概ね320m3/sまで向上する（当該事業の実施により3年に1回程度の
治水安全度を50年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 163 942 177 5.3
・昭和41年には、床上231戸、床下1,630戸の浸水被害が発生している
など、過去5年間に1回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により治水安全度を50年に1回程度まで解消する。

継続

再々評価 172 2,085 236 8.8

・昭和41年には、床上463戸、床下1,426戸の浸水被害が発生している
など、過去5年間に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね65m3/s程度である
が、概ね330m4/sまで向上する。

継続

再々評価 129 941 165 5.7

・昭和41年には、床上463戸、床下1,426戸の浸水被害が発生している
など、過去5年間に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね110m3/s程度である
が、概ね145m3/sまで向上する。

継続
貫川都市基盤河川改修事業
北九州市

浸水戸数:493戸
浸水農地面積:207.0ha

撥川都市基盤河川改修事業
北九州市

浸水戸数:452戸
浸水農地面積:0ha

竹馬川都市基盤河川改修事業
北九州市

浸水戸数:1,968戸
浸水農地面積:62.0ha

割子川都市基盤河川改修事業
北九州市

浸水戸数:79戸
浸水農地面積:1.7ha

板櫃川都市基盤河川改修事業
北九州市

浸水戸数:79戸
浸水農地面積:0ha

笹尾川都市基盤河川改修事業
北九州市

浸水戸数:104戸
浸水農地面積:19.1ha

金剛川都市基盤河川改修事業
北九州市

浸水戸数:104戸
浸水農地面積:16.3ha

桃太郎川最上流準用河川改修事業
久留米市

浸水面積：3ha
浸水戸数：29戸

新々堀川都市基盤河川改修事業
北九州市

浸水戸数:1,146戸
浸水農地面積:0.2ha

花宗川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：700ha
浸水戸数：1,850戸

上津荒木川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：200ha
浸水戸数：270戸

楠田川広域一般河川改修事業
福岡県

浸水面積：100ha
浸水戸数：301戸

宇美川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：900ha
浸水戸数：13,217戸

広川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：600ha
浸水戸数：823戸

釣川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：500ha
浸水戸数：1,230戸

塩塚川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：1,200ha
浸水戸数：1,398戸

曲川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：400ha
浸水戸数：1,879戸

矢部川広域基幹河川改修事業（矢部川・沖
端川）
福岡県

浸水面積：2,600ha
浸水戸数：20,500戸

塩塚川高潮対策事業
福岡県

浸水面積：1,400ha
浸水戸数：5,180戸

紫川広域基幹河川改修事業
福岡県

浸水面積：200ha
浸水戸数：7,549戸

沖端川高潮対策事業
福岡県

浸水面積：2,400ha
浸水戸数：10,409戸

九州地方整備局
地域河川課

（課長　山本　祐二）



再々評価 254 4,109 286 14.3

・昭和41年には、1,193戸の浸水被害が発生しているなど、過去5年間
に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね55m3/s程度である
が、概ね95m3/sまで向上する。

継続

再々評価 52 370 54 6.9

・昭和55年には、床上10戸、床下429戸の浸水被害が発生しているな
ど、過去5年間に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね20m3/s程度である
が、概ね70m3/sまで向上する。

継続

再々評価 590 2,389 604 3.9 昭和５４年の洪水で浸水面積１１３ha、浸水家屋１９５戸の被害が発
生した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 24 196 33 5.9

・昭和56年には、269戸の浸水被害が発生しているなど、過去5年間に2
回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね45m3/s程度である
が、概ね95m3/sまで向上する。

継続

再々評価 733 1,810 228 8.0 昭和３８年の洪水で浸水面積４１５ha、浸水家屋７，５３３戸の被害
が発生した。この事業により浸水被害の解消を図る。 継続

再々評価 217 6,829 371 18.4
・当該事業実施により、現況流下能力は概ね８０m3/s程度であるが、
概ね１７３m3/sまで向上させる（治水安全度を３０年に１回程度まで
向上させる。）

継続

再々評価 18 374 24 15.6
・当該事業実施により、現況流下能力は概ね１６m3/s程度であるが、
概ね５５m3/sまで向上させる（治水安全度を２０年に１回程度まで向
上させる。）

継続

再々評価 11 17 12 1.5
本河川改修事業は、毎年の様に発生する洪水（１／２以下の確率）を
３０年に１回の確率にて整備することにより、流域の浸水被害の解消
を図る。

継続

再々評価 21 102 22 4.6
本河川改修事業は、毎年の様に発生する洪水（１／２以下の確率）を
３０年に１回の確率にて整備することにより、流域の浸水被害の解消
を図る。

継続

再々評価 200 43 12 3.5

・平成2年7月には、神埼町等において233戸、農地浸水面積3,300haの
浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね130m3/sであるが概ね
490m3/sまで向上する。（当該事業の実施により１年に１回程度の治水
安全度を50年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 23 43 12 3.5

・平成2年7月には、神埼町において157戸、農地浸水面積60haの浸水被
害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね10m3/sであるが概ね
35m3/sまで向上する。（当該事業の実施により１年に１回程度の治水
安全度を10年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 451 48 18 2.7

・平成2年7月には、佐賀市等において12,214戸、農地浸水面積2,610ha
の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね150m3/sであるが概ね
240m3/sまで向上する。（当該事業の実施により１0年に１回程度の治
水安全度を50年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 12 48 18 2.7

・平成2年7月には、佐賀市等において56戸、農地浸水面積200haの浸水
被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね8m3/sであるが概ね
14m3/sまで向上する。（当該事業の実施により5年に１回程度の治水安
全度を10年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 100 8.1 5.1 1.6

・平成2年7月には、三根町等において127戸、農地浸水面積270haの浸
水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね25m3/sであるが概ね
110m3/sまで向上する。（当該事業の実施により１年に１回程度の治水
安全度を30年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 113 10 6.4 1.6

・平成13年7月には破堤し、三根町等において6戸、農地浸水面積59ha
の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね50m3/sであるが概ね
160m3/sまで向上する。（当該事業の実施により１年に１回程度の治水
安全度を50年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 14 10 6.4 1.6

・平成2年7月には、北茂安町において124戸、農地浸水面積200haの浸
水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね30m3/sであるが概ね
70m3/sまで向上する。（当該事業の実施により１年に１回程度の治水
安全度を10年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 120 14 6.1 2.3

・平成2年7月には、佐賀市において500戸、農地浸水面積520haの浸水
被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね80m3/sであるが概ね
100m3/sまで向上する。（当該事業の実施により10年に１回程度の治水
安全度を50年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 52 9.0 2.6 3.4

・平成2年7月には、小城町等において430戸、農地浸水面積550haの浸
水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね60m3/sであるが概ね
140m3/sまで向上する。（当該事業の実施により１年に１回程度の治水
安全度を50年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 86 17 4.3 3.8

・昭和60年6月には、唐津市において583戸、農地浸水面積30haの浸水
被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね90m3/sであるが概ね
165m3/sまで向上する。（当該事業の実施により2年に１回程度の治水
安全度を30年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 156 7.9 7.9 1.0

・平成2年7月には、塩田町等において578戸、農地浸水面積290haの浸
水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね580m3/sであるが概ね
910m3/sまで向上する。（当該事業の実施により10年に１回程度の治水
安全度を50年に1回程度まで解消する。）

継続
塩田川広域基幹河川改修事業
佐賀県

浸水戸数：
790戸
浸水農地面積：
363ha

牛津江川広域基幹河川改修事業
佐賀県

浸水戸数：
1,273戸
浸水面積：504ha

町田川広域基幹河川改修事業
佐賀県

浸水戸数：
1,247戸
浸水農地面積：
18ha

寒水川広域基幹河川改修事業（通瀬川）
佐賀県

浸水戸数：605戸
浸水面積：368ha

本庄江広域基幹河川改修事業
佐賀県

浸水戸数：
4,156戸
浸水面積：437ha

切通川広域基幹河川改修事業
佐賀県

浸水戸数：
1,098戸
浸水面積：891ha

寒水川広域基幹河川改修事業（寒水川）
佐賀県

浸水戸数：958戸
浸水面積：656ha

佐賀江川広域基幹河川改修事業（佐賀江
川）
佐賀県

浸水戸数：
7,820戸
浸水面積：
1,132ha

佐賀江川広域基幹河川改修事業（焼原川）
佐賀県

浸水戸数：
1,018戸
浸水面積：562ha

田手川広域基幹河川改修事業（田手川）
佐賀県

浸水戸数：
2,407戸
浸水面積：1,775ha

田手川広域基幹河川改修事業（三本松川）
佐賀県

浸水戸数：
1,909戸
浸水面積：502ha

安武川準用河川改修事業
久留米市

浸水面積：100ha
浸水戸数：87戸

湯ノ尻川準用河川改修事業
久留米市

浸水面積：6ha
浸水戸数：57戸

金屑川都市基盤河川改修事業
福岡市

浸水戸数：9,114戸
浸水農地面積：32.5ha

那珂古川上流準用河川改修事業
福岡市

浸水戸数：729戸  　　浸水農
地面積：11.5ha

朽網川準用河川改修事業
北九州市

浸水戸数:287戸
浸水農地面積:5.5ha

那珂川都市基盤河川改修事業
福岡市

浸水面積：400ha
浸水戸数：14,391戸

相割川都市基盤河川改修事業
北九州市

浸水戸数:233戸
浸水農地面積:6.0ha

紫川都市基盤河川改修事業
北九州市

浸水面積：200ha
浸水戸数：7,549戸

金山川都市基盤河川改修事業
北九州市

浸水戸数:1,407戸
浸水農地面積:11.8ha

九州地方整備局
地域河川課

（課長　山本　祐二）



再々評価 138 5.9 5.3 1.1

・平成2年7月には、伊万里市において55戸、農地浸水面積1,170haの浸
水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね620m3/sであるが概ね
1,250m3/sまで向上する。（当該事業の実施により5年に１回程度の治
水安全度を50年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 75 5.0 3.8 1.3

・平成2年7月には、鹿島市において285戸、農地浸水面積110haの浸水
被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね60m3/sであるが概ね
280m3/sまで向上する。（当該事業の実施により2年に１回程度の治水
安全度を50年に1回程度まで解消する。）

継続

10年
継続中 46 53 32 1.6

・平成3年9月には、浜玉町において11戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の流下能力は概ね25m3/sであるが概ね
100m3/sまで向上する。（当該事業の実施により２年に１回程度の治水
安全度を30年に1回程度まで解消する。）

継続

再々評価 136 686 251 2.7

・昭和42年7月には、農地面積461haの浸水被害が発生しており、昭和
47年、平成2年にも被害が発生している。
・当該事業の実施により、2年に1回程度の治水安全度を100年に1回程
度まで解消する。

継続

再々評価 69 404 33 12.2

・昭和42年7月には、農地面積152haの浸水被害が発生しており、昭和
47年、平成2年、3年にも被害が発生している。
・当該事業の実施により、2年に1回程度の治水安全度を10年に1回程度
まで解消する。

継続

再々評価 52 142 82 1.7

・近年では、昭和57年7月の梅雨前線豪雨により、浸水戸数987戸の浸
水被害が発生しており、平成元年､平成5年にも被害が発生している。
・当該事業の実施により、5年に1回程度の治水安全度を100年に1回程
度まで解消する。

継続

再々評価 78 650 98 6.6

・近年では、昭和57年7月の梅雨前線豪雨により、浸水戸数17,909戸の
浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、20年に1回程度の治水安全度を100年に1回程
度まで解消する。

継続

再々評価 32 73 20 3.7

・近年では、昭和57年7月の梅雨前線豪雨により、浸水戸数215戸の浸
水被害が発生している。
・当該事業の実施により、2年に1回程度の治水安全度を30年に1回程度
まで解消する。

継続

再々評価 49 94 55 1.7

本事業区間は流下能力の不足から、昭和47年7月、昭和57年7月、平成2
年7月等過去に幾度となく洪水被害を受けている。また、菊池市街地を
流下するため、洪水氾濫が発生した場合には、甚大な被害が発生する
とともに、その影響が広範囲に及ぶ。

継続

再々評価 180 3,700 622 6.0

本事業区間は流下能力の不足から、昭和39年6月、昭和47年7月、昭和
57年7月等過去に幾度となく洪水被害を受けている。また、低平地を流
下しており、洪水氾濫が発生した場合には、その影響が広範囲におよ
び甚大な被害が発生することになる。

継続

再々評価 97 726 147 4.9

本事業区間は流下能力の不足から、昭和47年7月、平成2年7月、平成11
年6月・8月等過去に幾度となく洪水被害を受けている。また、県北の
社会経済の中心である荒尾市を流下するため、洪水氾濫が発生した場
合には、甚大な被害が発生するとともに、その影響が広範囲に及ぶ。

継続

再々評価 158 1,064 221 4.8

本事業区間は流下能力の不足から昭和47年7月等に洪水被害を、また、
平成11年の台風18号でも高潮により甚大な被害を受けている。さら
に、低平地を流下しているため、洪水氾濫が発生した場合には、その
影響が広範囲におよび甚大な被害が発生することになる。

継続

再々評価 50 515 72 7.1

本事業区間は流下能力の不足から昭和47年6月、平成15年7月等過去に
幾度となく洪水被害を受けている。また、県南の社会経済の中心であ
る水俣市を流下するため、洪水氾濫が発生した場合には、甚大な被害
が発生するとともに、その影響が広範囲に及ぶ。

継続

再々評価 24 222 55 4.0

本事業区間は流下能力の不足から昭和28年6月、平成2年7月、平成9年7
月等過去に幾度となく洪水被害を受けている。また、南小国町の中心
部から小国町を流下しており、洪水氾濫が発生した場合には、甚大な
被害が発生するとともに、その影響が広範囲に及ぶ。

継続

再々評価 25 102 33 3.1

本事業区間は流下能力の不足から昭和57年7月、平成2年6月等過去に幾
度となく洪水被害を受けている。また、菊鹿町・鹿本町・七城町の３
町をまたがって流下しており、洪水氾濫が発生した場合には、甚大な
被害が発生するとともに、その影響が広範囲に及ぶ。

継続

再々評価 170 1,243 231 5.4

本事業区間は流下能力の不足から昭和50年6月、昭和63年5月等過去に
幾度となく洪水被害を、また、下流域においては平成11年の台風18号
でも高潮により甚大な被害を受けている。さらに、中上流域において
は区画整理事業等各種の開発事業が活発に行われ、旧来田園の広がる
地域まで開発が及ぶなど流出量の増大による治水安全度の低下等河川
をとりまく状況を悪化させており、洪水氾濫が発生した場合には、甚
大な被害が発生するとともに、その影響が広範囲に及ぶ。

継続

再々評価 328 4,794 926 5.2

本事業区間は流下能力の不足から昭和32年7月、昭和50年7月、昭和55
年8月等過去に幾度となく洪水被害を、また、下流域においては平成11
年の台風18号でも高潮により甚大な被害を受けている。さらに、県庁
所在地熊本市の中心部を流下しており、洪水氾濫が発生した場合に
は、甚大な被害が発生するとともに、その影響が広範囲に及ぶ。

継続

再々評価 179 1,310 257 5.1
現況河川は川幅も狭く河積を阻害する橋等のため、昭和63年5月の出水
では234戸の家屋浸水が発生していることから、早急に、家屋、道路、
農地などの浸水被害の防止を図る。

継続
健軍川都市基盤河川改修事業
熊本市

浸水面積約280ha
浸水戸数約2050戸

天明新川広域基幹河川改修事業
熊本県

浸水面積：約1,060ha
浸水戸数：2,619戸

坪井川広域基幹河川改修事業
熊本県

浸水面積：約1,710ha
浸水戸数：18,558戸

筑後川広域一般河川改修事業（志賀瀬川）
熊本県

浸水面積約65ha
浸水戸数337戸

上内田川広域一般河川改修事業
熊本県

浸水面積約60ha
浸水戸数67戸

大野川広域基幹河川改修事業
熊本県

浸水面積約220ha　　　　　浸
水戸数464戸

水俣川広域基幹河川改修事業
熊本県

浸水面積約140ha
浸水戸数2,050戸

浜戸川広域基幹河川改修事業
熊本県

浸水面積約2020ha
浸水戸数4380戸

浦川広域基幹河川改修事業
熊本県

浸水面積約230ha
浸水戸数497戸

江川川都市基盤河川改修事業
長崎市

浸水戸数:118戸
浸水農地面積：0.08ha

菊池川広域基幹河川改修事業
熊本県

浸水面積約30ha
浸水戸数155戸

鹿尾川広域基幹河川改修事業
長崎県

浸水戸数:453戸
浸水農地面積：0.8ha

中島川広域基幹河川改修事業
長崎県

浸水戸数:13,634戸

川棚川広域基幹河川改修事業
長崎県

浸水戸数:509戸
浸水農地面積：39ha

佐々川広域基幹河川改修事業
長崎県

浸水戸数:531戸
浸水農地面積：71ha

浜川広域基幹河川改修事業
佐賀県

浸水戸数：
1,285戸
浸水農地面積：
19ha

玉島川広域一般河川改修事業（横田川）
佐賀県

浸水戸数：293戸
浸水面積：72ha

有田川広域基幹河川改修事業
佐賀県

浸水戸数：
553戸
浸水農地面積：
106ha

九州地方整備局
地域河川課

（課長　山本　祐二）



再々評価 190 1,658 286 5.8
現況河川は川幅も狭く河積を阻害する橋等のため、昭和63年5月の出水
では310戸の家屋浸水が発生していることから、早急に、家屋、道路、
農地などの浸水被害の防止を図る。

継続

再々評価 47 145 59 2.5
現況河川は川幅も狭く河積を阻害する橋等のため、昭和63年5月の出水
では67戸の家屋浸水が発生していることから、早急に、家屋、道路な
どの浸水被害の防止を図る。

継続

再々評価 173 287 173 1.7

現況河川は大きく蛇行し河積が狭小のため、梅雨前線や台風による出
水により、しばしば人家、田畑等の浸水被害を受けてきた。平成9年9
月に、多大な水田の冠水、浸水家屋150戸以上の被害を受けており、概
ね70年に一度の洪水に対し、家屋、田畑等の浸水被害の軽減を目指
す。

継続

再々評価 137 579 137 4.2

平成9年9月の出水で、五十石川合流点付近を中心に19戸の家屋浸水が
発生した。また、下流部左岸側で平成16年度にダイハツ工場の操業が
予定されるとともに、中津港、中津日田道路等の整備が進められてお
り、概ね50年に一度の洪水に対し、家屋、道路、農地等の浸水被害の
防止を目指す。

継続

再々評価 20 37 20 1.9
現況河川は河幅も狭く河積を阻害する橋梁や堰のため、平成5年9月の
出水では19戸の家屋浸水が発生していることから、概ね10年に一度の
洪水に対し、家屋、道路、農地等の浸水被害の防止を図る。

継続

再々評価 73 169 73 2.3
平成5年水害では上流部の新町地区を中心に80戸を越える家屋の浸水被
害が発生している。この洪水を含む概ね30年に一度の洪水に対し、家
屋、道路、農地等の浸水被害の防止を目指す。

継続

再々評価 31 53 31 1.7

現況河川は河床が高く、取水のための固定堰による堰き上げ等の影響
により、平成5,9,13年に家屋、田畑が浸水被害を受けている。この水
害を含む概ね30年に一度の洪水に対し、家屋、田畑等の浸水被害の解
消を目指す。

継続

再々評価 95 1,567 98 16.0
平成５年水害で873戸の浸水被害が発生している。この洪水を含む概ね
50年に一度の洪水に対し、家屋、道路、農地等の浸水被害の防止を目
指す。

継続

再々評価 77 102 91 1.1
平成２年水害で38戸の浸水被害が発生している。この洪水を含む概ね
30年に一度の洪水に対し、家屋、道路、農地等の浸水被害の防止を目
指す。

継続

再々評価 93 457 99 4.6
平成２年水害で169戸の浸水被害が発生している。この洪水を含む概ね
10年に一度の洪水に対し、家屋、道路、農地等の浸水被害の防止を目
指す。

継続

再々評価 53 52 31 1.7 近年では，昭和47年に浸水被害が発生しているが，当該事業の実施に
より治水安全度を50年に１回程度まで向上する。 継続

再々評価 76 49 40 1.2 近年では，昭和47年に浸水被害が発生しているが，当該事業の実施に
より治水安全度を50年に１回程度まで向上する。 継続

再々評価 130 258 110 2.4
近年では，昭和58年・平成5年・平成9年に浸水被害が発生している
が，当該事業の実施により治水安全度を50年に１回程度まで向上す
る。

継続

再々評価 85 129 45 2.9 近年では，昭和46年に浸水被害が発生しているが，当該事業の実施に
より治水安全度を50年に１回程度まで向上する。 継続

再々評価 24 239 22 10.9 近年では，昭和46年に浸水被害が発生しているが，当該事業の実施に
より治水安全度を30年に１回程度まで向上する。 継続

再々評価 67 91 44 2.1 近年では，昭和51年に浸水被害が発生しているが，当該事業の実施に
より治水安全度を30年に１回程度まで向上する。 継続

再々評価 103 3,021 99 30.6 近年では，平成9年に浸水被害が発生しているが，当該事業の実施によ
り治水安全度を30年に１回程度まで向上する。 継続

再々評価 283 9,508 224 42.5
近年では，平成15年7月に246戸の浸水被害が発生しているなど，過去
10年間に7回の浸水被害が発生している。当該事業の実施により治水安
全度を50年に１回程度まで向上する。

継続

再々評価 162 248 159 1.6 近年では，平成5年に浸水被害が発生しているが，当該事業の実施によ
り治水安全度を50年に１回程度まで向上する。 継続

再々評価 60 1,153 69 16.7
流域の浸水被害の軽減と土地区画整理事業などによる街づくりの一環
として、当該事業の実施により治水安全度を30年に１回程度まで向上
する。

継続
木之下川都市基盤河川改修事業
鹿児島市

浸水戸数：1,694戸
浸水農地面積：7.2ha

新川広域基幹河川改修事業
鹿児島県 浸水戸数：1379戸

稲荷川広域基幹河川改修事業
鹿児島県 浸水戸数：739戸

高須川広域基幹河川改修事業
鹿児島県

浸水戸数：100戸
浸水農地面積：120ha

雄川広域基幹河川改修事業
鹿児島県

浸水戸数：1260戸
浸水農地面積：184ha

別府川広域基幹河川改修事業
鹿児島県

浸水戸数：360戸
浸水農地面積：226ha

山田川広域基幹河川改修事業
鹿児島県

浸水戸数：256戸
浸水農地面積：171ha

市山川広域基幹河川改修事業
鹿児島県

浸水戸数：134戸
浸水農地面積：450ha

万之瀬川広域基幹河川改修事業
鹿児島県

浸水戸数：2500戸
浸水農地面積：370ha

戸高川広域基幹河川改修事業
宮崎県

浸水戸数：1320戸
浸水農地面積：29ha

羽月川広域基幹河川改修事業
鹿児島県

浸水戸数：29戸
浸水農地面積：293ha

小松川広域基幹河川改修事業
宮崎県

浸水戸数：4150戸
浸水農地面積：4ha

深年川広域基幹河川改修事業
宮崎県

浸水戸数：270戸
浸水農地面積：152ha

七瀬川広域基幹河川改修事業
大分県

浸水戸数：175戸
浸水農地面積：62ha

堅田川広域一般河川改修事業
大分県

浸水戸数：33戸
浸水農地面積：42ha

犬丸川広域基幹河川改修事業
大分県

浸水戸数：506戸
浸水農地面積：232ha

三重川広域基幹河川改修事業
大分県

浸水戸数：51戸
浸水農地面積：14ha

麹川都市基盤河川改修事業
熊本市

浸水面積約23ha
浸水戸数約268戸

八坂川広域基幹河川改修事業
大分県

浸水戸数：167戸
浸水農地面積：192ha

藻器堀川都市基盤河川改修事業
熊本市

浸水面積約380ha
浸水戸数約2500戸

九州地方整備局
地域河川課

（課長　山本　祐二）



再々評価 6.0 7.2 4.1 1.8 近年では，昭和57年に浸水被害が発生しているが，当該事業の実施に
より治水安全度を10年に１回程度まで向上する。 継続

10年
継続中 10 20 7.1 2.9 近年では，平成3年に浸水被害が発生しているが，当該事業の実施によ

り治水安全度を10年に１回程度まで向上する。 継続

再々評価 5.0 6.4 3.2 2.0 近年では，昭和62年に浸水被害が発生しているが，当該事業の実施に
より治水安全度を5年に１回程度まで向上する。 継続

再々評価 329 1,688 459 3.7

・近年では、平成１１年に１６３戸の浸水被害が発生しており、平成
１２年度、平成１３年度にも被害が発生している。
・当該事業の実施により治水安全度を５０年に１回程度まで解消す
る。

継続

再々評価 102 210 154 1.4

・近年では、平成１１年９月の台風１８号により浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により治水安全度を５０年に１回程度まで解消す
る。

継続

再々評価 373 812 410 2.0

・近年では、平成１０年に３２９戸の浸水被害が発生しており、平成
１１年度、平成１２年度にも被害が発生している。
・当該事業の実施により治水安全度を５０年に１回程度まで解消す
る。

継続

再々評価 123 1,287 168 7.6

・近年では、平成１１年に８５戸の浸水被害が発生しており、平成１
２年度、平成１３年度にも被害が発生している。
・当該事業の実施により治水安全度を５０年に１回程度まで解消す
る。

継続

再々評価 156 674 182 3.7

・近年では、平成１３年に９９戸の浸水被害が発生しており、平成１
４年度にも被害が発生している。
・当該事業の実施により治水安全度を５０年に１回程度まで解消す
る。

継続

再々評価 103 221 141 1.6

・近年では、平成１３年に１３戸の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により治水安全度を３０年に１回程度まで解消す
る。 継続

再々評価 64 817 98 8.4
・近年では、平成６年、１０年に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により治水安全度を３０年に１回程度まで解消す
る。

継続

再々評価 51 61 14 4.4

・近年では､平成12年７月（台風１３号）に浸水被害（１６ｈａ）が発
生しているなど､度々被害が発生している。
・当該事業の実施により､１年に１回程度の治水安全度を50年に1回程
度まで解消する｡

継続

再々評価 11 7.9 4.8 1.6

・近年では､平成13年10月（豪雨災害）により浸水被害（５ｈa）が発
生している。
・当該事業の実施により､１年に１回程度の治水安全度を50年に1回程
度まで解消する｡

継続

10年
継続中 36 402 333 1.2

・全国1級河川水質ﾗﾝｷﾝｸﾞで、平成13年度にはﾜｰｽﾄ1、平成14年度には
ﾜｰｽﾄ3を記録するなど、水質汚濁が著しい。
・当該事業の実施により、BOD12.2mg/Lの河川水質を5mg/Lまで改善す
る。

継続

再々評価 275 － － －

・第4期諏訪湖水質保全計画の中で、S53年当時の水質結果よりCODを
9.9mg/lから4.6mg/l、全窒素を2.03mg/lから0.75mg/l、全りんを
0.275mg/lから0.05mg/lを目標に水質改善を図る。

・Ｂ／Ｃ算出を算出せず、下水道事業と連携し現在までに水質が改善
された実績や今後５ヶ年でのコスト縮減内容等を委員会に諮った。

継続

再々評価 167 222 167 1.3

　新潟市に隣接した貴重な親水空間。
　潟全体が都市公園計画区域に指定されており、整備中にも関わら
ず、年間の利用者は200万人以上に達し、広域公園として多くの県民に
親しまれている。
　白鳥の飛来数も年々増加しており、Ｈ１４の飛来数は２,５７７羽で
県内でも有数の越冬地となっている。
　アサザの群落も近年増加しており、Ｈ１４現在２６群落に達してい
る。
　しかし、潟内の水質は環境基準を満足しておらず、県民から水質改
善の要望が大きいことから、当該事業の実施により、潟内の水質を環
境基準値（COD 5mg/l）以下に改善する。

継続
北陸地方整備局

地域河川課
（課長　矢田　弘）

10年
継続中 35 489 35 14.0

堀川は水源のないことや、河床の堆積物のために水質も悪く、悪臭もするこ
とから「汚い川」の印象が強い。市民が親しみや愛着を感じ、名古屋のシン
ボルとしての誇りをもてる河川となるよう水環境の改善をはかる。

継続
中部地方整備局

地域河川課
（課長　村上　由高）

10年
継続中 15 － － － ・当該事業の実施により、当河川流末における現況のＢＯＤ濃度：14mg/lを、

環境基準（Ｃ類型）である5mg/l以下に減少させる。 継続
近畿地方整備局

地域河川課
（課長　蒲原　潤一）

再々評価 52 76.4 73 1.0

・環境基準はＡ類型に指定されているが、現況はＣ類型程度であるため水質
改善が必要
・湖山池水質浄化100人委員会等でも浄化に関する議論がなされており当事
業も浄化の一環として評価を受けている

継続
中国地方整備局

地域河川課
（課長　谷本尚威）

再々評価 45 187 45 4.2

・本河川は、市街地を流れる河川としては水質が良好で流域住民の河川に
対する関心が非常に高く、早くから河川愛護活動が根づいている。
・治水整備も同時に行っており、将来の治水整備コストの軽減と同地区の治
水安全度の向上に寄与している。

継続
九州地方整備局

地域河川課
（課長　山本　祐二）

・CVM法（簡便化手法）
・氾濫防止
　浸水戸数：367戸
　浸水農地面積：0

堀川河川環境整備事業
（河川浄化事業）
愛知県名古屋市

河川環境改善効果調査（ＣＶＭ）
におけるＷＴＰ＝３，２４５円／世
帯・年

土庫川河川環境整備事業
（河川浄化事業）
奈良県

－

湖山池河川環境整備事業
（河川浄化事業）
鳥取県

支払意志額 450円/月･世帯×
12ヶ月×56,000世帯

板櫃川河川環境整備事業
（河川利用推進事業）
福岡県北九州市

諏訪湖河川環境整備事業
（河川浄化事業）
長野県

－

鳥屋野潟河川環境整備事業
（河川浄化事業）
新潟県

ＣＶＭ調査による

大森川防災調節池事業
都市公団 浸水農地面積：９ha

綾瀬川流域河川環境整備事業
（河川浄化事業）
埼玉県

下水道事業の高度処理施設建
設費（代替法）

屋部川広域基幹河川改修事業
沖縄県 浸水戸数：１５０戸

神崎川（二重川）広域基幹河川改修事業
都市公団 浸水農地面積：３９ｈa

比謝川広域基幹河川改修事業
沖縄県

浸水戸数：２７５戸
浸水農地面積：１３ｈａ

天願川広域基幹河川改修事業
沖縄県

浸水戸数：５８戸
浸水農地面積：８ｈａ

安里川広域基幹河川改修事業
沖縄県 浸水戸数：６６０戸

安謝川広域基幹河川改修事業
沖縄県 浸水戸数：５３９戸

国場川広域基幹河川改修事業
沖縄県

浸水戸数：５２５戸

饒波川広域基幹河川改修事業
沖縄県

浸水戸数：６７戸
浸水農地面積：３ｈａ

東谷川準用河川改修事業
宮之城町

浸水戸数：60戸
浸水宅地面積：10ha

持留川準用河川改修事業
大崎町

浸水戸数：20戸
浸水農地面積：3ha

オコン川準用河川改修事業
串木野市

浸水戸数：20戸
浸水農地面積：13ha

沖縄総合事務局
流域調整室

（室長　徳永　敏朗）

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）

関東地方整備局
地域河川課

（課長　前原　克二）

九州地方整備局
地域河川課

（課長　山本　祐二）



【ダム事業】
（直轄）

総便益
（億円）

再々評価 1,630 2,700 1,180 2.3

・昭和50年には約20,600戸の浸水被害が発生するなど、幾度もの大洪
水に見舞われている。また事業採択後も昭和63年、平成6年に浸水被害
が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量1,600m3/sのうち860m3/s
の洪水調節を行う。
・旭川市、東川町、東神楽町にて水道用水70,000m3/日の補給を行う。
・忠別地区等の農地へのかんがい用水の補給を行う。
・新忠別発電所にて最大出力10,000kwの発電を行う。

継続

再々評価 1,900 2,476 1,442 1.7

・利根川ではS62､H6､H8には最大30%の取水制限を実施。那珂川におい
てもS62､H2､H5､H6､H8､H13には河川流量低減に伴う塩水遡上により上
水、農水の取水に影響を受けている。
・現状では、霞ヶ浦の水質は、環境基準を超過しており、上水取水や
景観に支障を来している。（COD(75％値)：環境基準3ppm→現状
8.9ppm(H12)）

継続

再々評価 1,840 1,718 1,159 1.5

・鬼怒川上流ダム群、田中、菅生、稲戸井の３調節池と相まって、利
根川本川取手地点における計画高水流量10,500m3/sに調節する。
　湯西川ダムは、鬼怒川上流ダム群のひとつとして、鬼怒川及び利根
川下流部の洪水被害を軽減する。
・利根川では、H8年に取水制限率が最大30%に及ぶ41日間の取水制限を
実施したのをはじめ、過去10年間に5回の取水制限を実施している。
・鬼怒川中流部は、農業用水等の取水により、かんがい期に一部区間
で瀬切れが発生

継続

再々評価 4,600 9,114 2,470 3.7

・利根川の基準地点（八斗島）における基本高水のピーク流量
22,000m3/sのうち、6,000m3/sを上流ダム群により調節する。
　八ッ場ダムは、上流ダム群のひとつとして下流の洪水被害を軽減す
る。
・利根川では、H8年に取水制限率が最大30%に及ぶ41日間の取水制限を
実施したのをはじめ、過去10年間に5回の取水制限を実施している。
・名勝吾妻峡の過去10ヶ年平均流況（1992～2001年：欠測年は除く）
で、83日間／年、景観保全に必要となる水量不足日が発生。

継続

再々評価 847 625 369 1.7

・当事業の実施により、河川工作物、発電施設の酸害が軽減されるととも
に、魚類等生物の生息・生育環境が改善される。
・吾妻川、利根川では、昭和55年、昭和59年と酸性水の影響により魚類（ア
ユ・コイ等）が斃死する被害が発生。

継続

再々評価 60 93 72 1.3 ・当事業の実施により、貯水池内堆積土砂の低減が図られ、二瀬ダムの機
能の維持が可能となる。 継続

その他 850 40,975 3,879 10.6

・昭和42年8月洪水（羽越水害）では、死者不明者90名、家屋被災
11,095戸、浸水面積5,875haの被害が発生、その後も昭和53年6月、昭
和56年6月洪水など、浸水被害が頻発している。
・当事業の実施により、ダム地点において、洪水流量880m3/sのうち
570m3/sの洪水調節を行う。
・小国町に対し、日最大7,000m3の工業用水の取水を可能とする。
・横川発電所にて最大6,300kwの発電を行う。

継続

再々評価 900 2,589 1,355 1.9

・昭和9年7月洪水では、死者20名、被災家屋約9,500戸にも及ぶなど、
幾度もの洪水に見舞われている。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量770m3/sのうち500m3/sの
洪水調節を行う。
・富山県に対し、日最大8,640m3の工業用水の取水を可能とする。

継続

再々評価 1,080 1,214 621 2.0

・昭和58年には、飯田市等で1,491棟、浸水面積289haの浸水被害が発
生している。
・既設美和ダムの堆砂土砂を掘削し、ダム機能の回復を図る。
・平成6年には46日間、最大30％の取水制限を実施している。

継続

再々評価 370 1,579 419 3.8

・平成14年には大垣市等で約740棟、浸水面積857haの浸水被害が発生
している。
・ダムの堆砂土砂を掘削し、ダム機能の回復と向上を図る。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量2,330m3/sのうち
1,250m3/sの洪水調節を行う。

継続

再々評価 1,800 22,633 1,713 13.2

・昭和58年には、美濃加茂市等で4,662棟、浸水面積513haの浸水被害
が発生している。
・当該事業の実施により、現況の対応可能な洪水規模は概ね
12,900m3/s程度であるが、概ね14,500m3/sまで向上させ、昭和58年規
模の災害の防止を図ることが出来る。
・平成6年には166日間、最大65％の取水制限を実施しているなど、過
去10年間で9ヶ年の取水制限を行っている。

継続

再々評価 1,000 906 610 1.5

・平成12年(東海豪雨(恵南豪雨))には豊田市等で2,801棟、浸水面積
1,798haの浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量1,020m3/sのうち
480m3/sの洪水調節を行う。
・平成6年には113日間、最大60％の取水制限を実施しているなど、過
去10年間で7ヶ年の取水制限を行っている。

継続

10年継続 14 34 18 1.9

・本事業は今渡ダム及び久瀬ダムに魚道を設置するものであるが、今
渡ダムの魚道設置後、H14年には約74万匹(年推定値)のアユの遡上が確
認されている。
・「魚がのぼりやすい川づくり推進モデル事業」により久瀬ダム下流
の魚道の改築が進み、遡上が困難な区間の解消がされ、「河川水辺の
国勢調査(魚介類)」で確認された種数の総和が約１割増加している。

継続

10年継続 － － － －

・基準地点（前波）での基本高水のピーク流量1,900m3/sのうち、
900m3/sの洪水調節を行う。
・平成6年の足羽川堰堤においては農業用水の番水（3日間で1日のみ取
水が可能）が１ヶ月以上継続している。

継続

再々評価 － － － －

・1953年（昭和28年）9月には台風13号によって、大戸川の堤防が決壊
し京都府及び大阪府において浸水面積5,060ha、浸水戸数2,555戸、農
地浸水面積2,180ha（巨椋池）の浸水被害が発生している。
・1982年（昭和57年）8月には台風10号によって、大戸川で橋梁１橋落
橋、堤防決壊の被害が発生している。

継続

再々評価 － － － － ・1995年（平成7年）5月には、総雨量約280mm、降雨日数7日により琵
琶湖において浸水面積約750haの浸水被害が発生している。 継続

再々評価 － － － －

・1967年（昭和42年）7月には、死者2名、負傷者100名、全半壊等98
戸、床上浸水17653戸、床下浸水75779戸、田畑冠水2120haの浸水被害
が発生し、1983年（昭和58年）9月においては全半壊等8戸、床上浸水
353戸、床下浸水2854戸、田畑冠水39haの浸水被害が発生している。

継続

再々評価 1,110 11,114 447 24.9
・可動堰を設置することにより、河道掘削とあいまって堰地点におけ
る計画高水流量12,000m３/ｓを安全に流下させる河道を確保し、洪水の
疎通能力の増加をはかる。

継続

再々評価 3,210 8,821 2,720 3.2

・1953年（昭和28年）9月には、死傷者・行方不明者81名、全半壊1468
戸、床上浸水3990戸の浸水被害が発生している。
・平成6年には、最大30％で51日間の給水制限を実施するなど、過去10
年間に４回の渇水被害が発生している。
・平成15年3月からの試験湛水中に、白屋地区において地すべりが発生
し、住民が仮移転している。

継続

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針 担当課

（担当課長名）
事 業 名

該当基準 総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

忠別ダム建設事業
北海道開発局

浸水軽減棟数：約27,000棟
浸水軽減世帯数：約21,000世
帯
浸水軽減農地面積：約1,450ha

霞ヶ浦導水事業
関東地方整備局

霞ヶ浦、桜川の水質改善効
果：94.1億円／年（上水道被
害軽減、農業被害軽減、レク
リエーション効果、存在効
果）
既得用水の安定化と河川環境
の保全効果：57.6億円／年
（那珂川、利根川）

湯西川ダム建設事業
関東地方整備局

想定氾濫区域内
総面積：約1,330km2
資産額：約67,500億円
人口：約66万人

八ッ場ダム建設事業
関東地方整備局

想定氾濫区域内
総面積：約1,850km2
資産額：約50兆円
人口：約450万人

吾妻川上流総合開発事業
関東地方整備局

上水道及農業（水田）被害軽
減：
51億円/年

荒川流水総合改善事業
関東地方整備局

冷濁水放流改善効果を仮想評
価法により算定
2.2億円/年

横川ダム建設事業
北陸地方整備局

浸水戸数：12,730戸
浸水面積：4,609ha

利賀ダム建設事業
北陸地方整備局

浸水戸数：15,177戸
浸水農地面積：1,594ha

三峰川総合開発事業
中部地方整備局

浸水世帯数：3,800世帯
浸水面積：3,600ha

横山ダム再開発事業
中部地方整備局

浸水世帯数：87,900世帯
浸水面積：26,500ha

新丸山ダム建設事業
中部地方整備局

浸水世帯数：179,900世帯
浸水面積：33,300ha

上矢作ダム建設事業
中部地方整備局

浸水世帯数：71,500世帯
浸水面積：12,000ha

木曽川流水総合改善事業
中部地方整備局

魚道の効果を代替法により算
定する。
算定結果：33.6億円

足羽川ダム建設事業
近畿地方整備局 －

大戸川ダム建設事業
近畿地方整備局 －

天ヶ瀬ダム再開発事業
近畿地方整備局 －

猪名川総合開発事業
近畿地方整備局 －

紀の川大堰建設事業
近畿地方整備局 浸水面積　約5,000ha

大滝ダム建設事業
近畿地方整備局

浸水戸数　4467戸
農地面積　230ha

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



再々評価 950 3,111 804 3.9

・Ｓ54.10台風10号では県都鳥取市などが浸水するなど過去30年間で4
回の洪水被害を受けている。
・当該事業の実施によりダム地点で洪水流量の400m3/sのうち250m3/s
の洪水調節を行う。
・鳥取市に対して水道用水20,000m3／日の補給を行う。
・工業用水30,000m3／日の補給を行う。
・ダム地点において最大出力1,100kwの発電を行う。

継続

再々評価 1,450 20,658 6,047 3.4

・Ｓ47.7豪雨では県都松江市などが長期間浸水するなど甚大な被害を
受けている。また、松江市などで過去31年間で11回の渇水被害が発生
している。
・当該事業の実施により基準地点（馬木）で700m3/sの洪水調節を行
う。
・島根県に対して工業用水0.116m3/sの補給を行う。
・志津見発電所において最大出力1,700kwの発電を行う。

継続

再々評価 1,510 20,658 6,047 3.4

・S47.7豪雨では県都松江市などが長期間浸水するなど甚大な被害を受
けている。また、松江市などで過去31年間で11回の渇水被害が発生し
ている。
・当該事業の実施により基準地点（上島）で600m3/sの洪水調節を行
う。
・松江市等2市7町1村に対して水道用水0.44m3/sの補給を行う。

継続

その他 590 789 542 1.5

・昭和50年8月には丸亀市等で1,350戸の浸水被害が発生しているなど､
過去31年間に8回の被害が生じている｡
･当該事業の実施により､ダム地点の洪水流量220m3/sのうち90m3/sの洪
水調節を行う。
･平成6年6月～8月には､早明浦ダム利水容量がゼロとなり発電専用容量
から生活用水のみ補給を実施しており､過去27年間に19回の取水制限が
実施されている｡
･土器川の河川環境に対して､年間200日程度瀬切れ(表流水の伏流化)が
発生している｡
･既得用水及び新たな都市用水の補給を行う。

中止

再々評価 780 669 462 1.5

・昭和32年の諫早大水害では死者行方不明者539名、家屋全半壊1,302
戸、床上・床下浸水3,409戸等の被害が発生している。
・当事業の実施により、基準点裏山地点において洪水流量1,070m3/sの
うち260m3/sの洪水調節を行う。
・県南地域の2市6町においては、現状でも水道用水が不足している状
況。

継続

再々評価 1,020 2,019 611 3.3

・昭和２８年６月には、佐賀市等で29,500戸等の浸水被害が生じてい
る。
・当事業の実施により、基準点日出来橋において洪水流量690m3/sのう
ち360m3/sの洪水調節を行う。
・既得用水の補給を行う。

継続

再々評価 995 4,097 961 4.3

・平成2年には約12,900戸、約4,100haの浸水被害が発生している。
・当該事業により、下流巨勢川東渕地点において洪水流量200m3/sのう
ち130m3/sの洪水調節を行う。また、各排水機場により佐賀平野の内水
被害を軽減する。
・筑後川・城原川・嘉瀬川の流況を調節し、不特定用水の補給。ま
た、佐賀西部地域の水道用水として、嘉瀬川の水量が不足した場合、
最大0.65m3/sを新たに補給する。

継続

再々評価 401 327 301 1.1

・昭和６３年５月には、御船川等で死者行方不明者13名、家屋全半壊
49棟、床上床下浸水1,480棟の被害等が発生している。
・当概事業の実施により、基準点御船において洪水流量1,400m3/sのう
ち200m3/sの洪水調節を行う。
・既得用水の補給を行う。

継続

再々評価 760 724 515 1.4

・昭和28年には大分川では多くの堤防決壊が生じ、死者行方不明者84
人、家屋流出・全半壊3,330戸、床上・床下浸水38,582戸等の被害が発
生している。
・既設のダム及び当該事業の実施により、基準点府内大橋地点におい
て洪水流量5,700m3/sのうち700m3/sの洪水調節を行う。
・当該事業により、大分市の水道用水として１日最大108,900m3の取水
を可能とする。大分市水道事業は、当事業を水源とした水道事業を実
施中。

継続

その他 425 2,143 433 5.0

・平成2年には、流域関連市町村で死者・行方不明者14名、家屋の全半
壊146戸、一部破損250戸・家屋浸水3,814戸の被害が発生している。
・昭和55年8月・平成2年7月洪水と同程度の洪水を安全に流すことを整
備目標として、洪水流量2,300m3/sのうち300m3/sの洪水調節を行う。

継続

再々評価 850 256 196 1.3

・当該事業の実施により、億首ダム地点で洪水流量300m3/sのうち
190m3/sの洪水調節を行う。
・過去31年間のうち給水制限等を実施した年が18年。
・下流への既得用水、農地（約70ha）へのかんがい用水及び沖縄県企
業局に対し1日最大10,300m3の水道用水の供給。

継続

再々評価 1,555 662 316 2.1

・当該事業の実施により、大保ダム地点で洪水流量405m3/sのうち
250m3/s、奥間ダム地点では155m3/sのうち90m3/s、比地ダム地点では
210m3/sのうち150m3/sの洪水調節を行う。
・過去31年間のうち給水制限等を実施した年が18年。
・下流への既得用水、沖縄県企業局に対し1日最大122,200m3の水道用
水の供給。

継続

再々評価 301 176 87 2.0

・当該事業の実施により、座津武ダム地点で洪水流量80m3/sのうち
40m3/sの洪水調節を行う。
・過去31年間のうち給水制限等を実施した年が18年。
・下流への既得用水及び沖縄県企業局に対し1日最大10,000m3の水道用
水の供給。
・利水者の事業参画が見込めない。

中止

再々評価 2,320 10,320 1,328 7.8

・荒川の基準地点（岩淵）における基本高水のピーク流量14,800m3/s
のうち、7,800m3/sを上流ダム群及び中流部の調節池群により調節す
る。
　滝沢ダムは、上流ダム群のひとつとして下流の洪水被害を軽減す
る。
・荒川では、H8年に60日間にわたり熊谷付近で瀬切れが発生するな
ど、過去10年間に4回の渇水被害が発生している。

継続

再々評価 1,850 1,654 1,259 1.3

・思川の基準地点（乙女）での基本高水のピーク流量4,000m3/sのうち、
300m3/sを上流ダム群により調節する。このダム群のひとつとして下流の洪
水被害を軽減する。
.・利根川ではS62、H2、H8年と最大30％、40～70日の長期にわたる取水制
限を実施していた。
・異常渇水時に緊急水の補給を行い、渇水被害を軽減する。

継続

再々評価 1,230 2,219 593 3.7

・利根川の基準地点（八斗島）における基本高水のピーク流量
22,000m3/sのうち、6,000m3/sを上流ダム群により調節する。
・戸倉ダムは、上流ダム群のひとつとして下流の洪水被害を軽減す
る。
・利根川では、H8年に取水制限率が最大30%に及ぶ41日間の取水制限を
実施したのをはじめ、過去10年間に5回の取水制限を実施している。
・異常渇水時に緊急水の補給を行い、渇水被害を軽減する。

中止

殿ダム建設事業
中国地方整備局

浸水戸数　23,690戸
浸水農地面積　1,070ha

志津見ダム建設事業
中国地方整備局

浸水戸数：50,700戸
浸水面積：15,000ha

尾原ダム建設事業
中国地方整備局

浸水戸数：50,700戸
浸水面積：15,000ha

土器川総合開発事業
四国地方整備局

浸水戸数:8,915戸
浸水農地面積:2,400ha

本明川ダム建設事業
九州地方整備局

浸水世帯数：約800世帯
浸水面積：約130ha

城原川ダム建設事業
九州地方整備局

浸水世帯数：約 1,270 世帯
浸水面積：約 650 ha

佐賀導水建設事業
九州地方整備局

浸水世帯数：約8,000世帯
浸水面積：約5,100ha

七滝ダム建設事業
九州地方整備局

浸水世帯数：約 630 世帯
浸水面積：約 120 ha

大分川ダム建設事業
九州地方整備局

浸水世帯数：約3,400世帯
浸水面積：約200ha

立野ダム建設事業
九州地方整備局

浸水世帯数：約7,300世帯
浸水面積：約580ha

沖縄東部河川総合開発事業
沖縄総合事務局 浸水戸数：243戸

沖縄北西部河川総合開発事業
沖縄総合事務局 浸水戸数：226戸

座津武ダム建設事業
沖縄総合事務局

浸水施設：企業局取水ポンプ
場

滝沢ダム建設事業
水資源機構

想定氾濫区域内面積：
902.5km2
資産額：約73兆円
人口：約521万人

思川開発建設事業
水資源機構

想定氾濫区域内総面積：約
1,280km2
資産額：約42兆円
人口：約380万人

戸倉ダム建設事業
水資源機構

想定氾濫区域内総面積：約
1,850km2
資産額：約50兆円
人口：約450万人

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



再々評価 995 2,017 277 7.3

・Ｈ8年9月台風17号では、行田市で床上浸水4戸、床下浸水63戸の被害
が発生するなど、過去10年間で8回の浸水被害が発生している。
・武蔵水路の導水能力が、地盤沈下等により約30%低下（建設当時
50m3/sに対し、H11現在約37m3/s）

継続

再々評価 － － － －

・1975年（昭和50年）8月には、台風６号によって浸水39戸、1998年
（平成10年）9月には、台風７号によって浸水4戸の浸水被害が発生し
ている。
・高時川の河川環境に対して､河口から約13㎞の区間で平成8年以降毎
年瀬切れが発生している｡

継続

再々評価 1,400 927 756 1.2

・昭和28年には、未曾有の豪雨によって筑後川流域内では多くの堤防
決壊が生じ、死者147人、流出全半壊家屋約12,800戸、床上・床下浸水
約95,500戸等の被害が発生している。
・当該事業の実施により､ダム地点の計画高水流量690m3/sのうち
570m3/sの洪水調節を行う。
・当該事業により、下流河川と有明海の保全のための既得用水の確保
及び水道用水として新たに福岡県南広域水道企業団に１日最大
61,000m3、福岡地区水道企業団に１日最大52,000m3の取水を可能とす
る。

継続

再々評価 30 111 30 3.7 ・入土砂の低減、水源涵養容量の拡大、景観の改善 継続

再々評価 23 31 23 3.7

・ダム湖活用環境整備事業の進捗により地域活性化への相乗効果が期
待される。現在、関係町村と地域住民が中心となり、各行政機関が支
援する組織が、整備された施設を活用し、様々な地域活性化のための
取り組みを行っている。

継続

10年
継続中 11 17 13 1.3

・ダム湖活用環境整備事業の進捗により、地域活性化への相乗効果が
期待される。また、地域の協力体制が整っており、整備された施設を
活用し地域活性化のための取り組みが行われている。

継続
九州地方整備局

河川管理課
（課長　矢野　日出東）

【ダム事業】
（補助）

総便益
（億円）

再々評価 450 808 362 2.2

・昭和44年には8,147戸の浸水被害が発生したほか、その後も平成14年
までに3度の洪水があった。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量570m3/sのうち340m3/sの
洪水調節を行う。
・発電所にて最大出力2,100kwの発電を行う。

継続

再々評価 367 388 264 1.5

・昭和33年には300戸の浸水被害が発生したほか、その後も平成14年ま
でに5度の洪水があった。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量485m3/sのうち300m3/sの
洪水調節を行う。

継続

再々評価 287 245 225 1.1

・昭和50年には171戸の浸水被害が発生したほか、平成14年までに2度
の洪水が発生した。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量140m3/sのうち40m3/sの
洪水調節を行う。
・ダムからの流水の補給により、大和沢川、土淵川及び腰巻川の流水
の清潔の維持を行う。

継続

再々評価 90 96 84 1.2

・昭和50年には11戸の浸水被害が発生したほか、平成10年にも洪水被
害があった。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量190m3/sのうち90m3/sの
洪水調節を行う。
・大間町に対し、新たに日量2,200m3/日の水道用水を供給する。

継続

再々評価 57 61 52 1.2

・昭和52年には4戸の浸水被害が発生したほか、その後も平成14年まで
に2度の洪水があった。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量45m3/sのうち40m3/sの洪
水調節を行う。
・深浦町に対し、新たに日量2,200m3/日の水道用水を供給する。

中止

再々評価 135 150 90 1.7

・Ｓ56年8月の大雨時には遠野市街地で浸水家屋約330戸、浸水面積約
5haの浸水被害が発生しているなど、過去２２年間に５回の浸水被害が
発生している。
・当該事業により、約３年に１回程度の治水安全度を１００年に１回
程度まで解消する。

継続

再々評価 836 1,030 437 2.4

当該事業実施により、基準地点（佐沼）での基本高水流量3,200m3/sの
うち2,200m3/sをダム群及び遊水地により調節する。
このうち、ダム地点において荒砥沢ダムでは320m3/s、小田ダムでは
350m3/s（昭和22年9月型洪水）の洪水調節を行う。
また、迫川上流地区の10,680haの農地へのかんがい用水の供給が可能
となり、10年に1回程度発生する渇水を回避できる。

継続

再々評価 800 2,376 510 4.7

当該事業実施により、ダム地点での基本高水流量650m3/sのうち、
570m3/sを洪水調節する。
また、上流地区1,904haの農地へのかんがい用水の供給が可能となり、
10年に1回程度発生する渇水を回避できる。

継続

再々評価 850 1,328 1,102 1.2

基準地点（佐沼）での基本高水流量3,200ｍ3／ｓのうち，2,200ｍ3／
ｓをダム群及び遊水地により調節する。
この洪水調節量2,200ｍ3／ｓのうち，長沼ダムでは600ｍ3／ｓ（昭和
22年9月型洪水）の洪水調節を行う。
下流への既得用水の供給が可能となり，10年に1回程度発生する渇水を
回避できる。

継続

再々評価 58 61 51 1.2
・ダム地点で計画洪水量45m3/sのうち9m3を放流し、36m3/sを調節す
る。また、岩船第四取水工地点で0.033m3/sの維持流量を確保し、下流
農地6.72haの既得農業用水の安定化を図る。

継続

再々評価 297 567 234 2.4
ダム地点で計画洪水流量560m3/sのうち360m3/sを放流し200m3/sを調節
する。また、真木地点で0.330m3/sの維持流量を確保し、下流農地
499haの既得農業用水の安定化を図る。

継続

再々評価 500 350 198 1.8

・昭和42年に、米沢市等で434戸の浸水被害が発生した。
・平成6年には、最大取水制限率50%で10日間の夜間減圧を実施するな
ど、過去10年間に5回の渇水被害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点で350m3/sの洪水流量を115m3/sま
で調節する。
・米沢市他1市2町に対し、新たに36,500m3/日の水道用水を供給する。

継続

対応方針 担当課
（担当課長名）

大山ダム建設事業
水資源機構

浸水世帯数：約1,100世帯
浸水面積：約490ha

武蔵水路改築事業
水資源機構

元荒川流域
流域面積：218.9km2
資産額：6兆1,000億円
人口：410,778人

丹生ダム建設事業
水資源機構 －

厳木ダム湖活用環境整備事業
九州地方整備局

　ＴＣＭ法（施設利用者が支出す
る旅行費用と、事業有・無の訪
問頻度から、事業によってもたら
される便益を推計。）

四国地方整備局
河川管理課

（課長　岡田　周三）

早明浦ダム貯水池水質保全事業
四国地方整備局

　ＣＶＭ法（アンケート調査よる貯
水池の水質保全に対する支払
い意志額）

早明浦ダム湖活用環境整備事業
四国地方整備局

　ＴＣＭ法（アンケート調査より、
事業有り／事業無しの場合の利
用者数を算出し、便益を算出）

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

真木ダム建設事業
秋田県

浸水戸数：1846戸
浸水面積：481ha

綱木川ダム建設事業
山形県

浸水戸数：5466戸
浸水農地面積：1520ha

長沼ダム建設事業
宮城県

浸水面積:9,500ha
浸水区域内人口:69,558人

大内生活貯水池建設事業
秋田県

・浸水戸数:522戸
・浸水面積:413ha

迫川総合開発事業（小田ダム）
宮城県

浸水面積：17,500ha
浸水区域人口：171,287人

筒砂子ダム建設事業
宮城県

浸水面積：14,375ha
浸水区域内人口：109,000人

磯崎生活貯水池建設事業
青森県

・浸水面積：6.38ha
・浸水区域内人口：865人

遠野第２生活貯水池建設事業
岩手県

・浸水区域内人口
1,166人
・浸水区域面積
46ha

大和沢ダム建設事業
青森県

浸水面積：1,062.5ha
浸水区域内人口：9,313人

奥戸生活貯水池建設事業
青森県

・浸水面積：16ha
・浸水区域内人口：552人

駒込ダム建設事業
青森県

浸水面積：2,381ha
浸水区域内人口：108,361人

中村ダム建設事業
青森県

浸水面積：218ha
浸水区域内人口：1,906人

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



再々評価 60 93 51 1.8

・平成１１年に、天童市で土砂崩れ・道路陥没等の被害が発生した。
・平成６年に農業用ため池が枯渇するなど、過去10年間に1回の渇水被
害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点で95m3/sの洪水流量を20m3/sまで
調節する。

継続

その他 - 303 179 1.7

・治水計画ではダム地点の洪水流量2,000m3/sのうち950m3/sの洪水調
節を行う。
・既得取水の安定化・河川環境の保全等のための流量の確保を行う。 中止

再々評価 310 86 76 1.1

・平成13年には、23箇所の堤防流出、9世帯の避難勧告が出されるな
ど、過去10年間で5回の公共土木施設被害が発生している。
・当該事業の実施により、北半田地点で1,500m3/sの洪水流量を
1,200m3/sまで調節する。
・また、平成13年には最大25％、135日間の給水制限を実施しているな
ど、過去10年間に5回の渇水被害が発生している。
・当該事業の実施により、2年に1回程度の利水安全度を10年に1回程度
まで解消する。

中止

再々評価 - - - - -
評価

手続中

再々評価 - - - - -
評価

手続中

再々評価 - - - - -
評価

手続中

再々評価 - - - - -
評価

手続中

再々評価 350 373 335 1.1

・昭和53年に浸水家屋342戸、浸水農地44.5ha、被害総額1,114百万
円、昭和56年に浸水家屋440戸、浸水農地181ha、被害総額817百万円の
被害が発生している。
・平成6年の渇水により、広神村において被害面積379ha、被害総額169
百万円の被害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点の洪水流量410m3/sのうち373m3/s
の洪水調節を行う。また、渇水被害に対して10年に1回程度の利水安全
度を確保する。
・新たに広神発電所を建設して最大出力1,600kWの発電を行う。

継続

再々評価 62 38 53 0.71

・昭和53年の台風3号により浸水農地20.1ha、昭和56年台風15号により
浸水農地1.7ha等。
・ダム地点の計画高水流量45m3/sのうち23m3/sの洪水調節を行う。
・大和町山崎地域の農地に対し、かんがい用水の補給を行う。

中止

再々評価 35 45 27 1.7

・昭和53年の6月豪雨により、浸水農地90ha。
・ダム地点の計画高水流量160m3/sのうち90m3/sの洪水調節を行う。
・新保川は、佐渡市（旧金井町）の耕地等に対する水源として広く利
用されているが、昭和57年、59年等夏期においてしばしば深刻な水不
足に見舞われているため不特定補給を行い、流水の正常な機能の維持
をはかる必要がある。

継続

再々評価 500 808 660 1.2

・昭和56年には、梅雨前線豪雨により、床上浸水1,457戸、床下浸水
866戸、浸水面積242haの被害が発生している。
・平成10年には、台風７号により、床上浸水4戸、床下浸水33戸、浸水
面積0.6haの被害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点の計画高水流量980m3/sのうち、
940m3/sの洪水調節を行うとともに、水道用水としての取水を可能と
し、さらに水力発電を行う。

継続

10年継続 420 321 361 0.89

・昭和56年に浸水家屋312戸、浸水農地31.5ha、被害総額2,707百万円
の被害が発生している。
・平成6年に信濃川取水制限が実施され、佐梨川もその影響を受けた。
・当該事業の実施により、ダム地点の洪水流量240m3/sのうち200m3/s
の洪水調節を行う。また、渇水被害に対して10年に1回程度の利水安全
度を確保する。

中止

再々評価 120 255 116 2.2

・昭和40年に浸水家屋429戸、浸水農地82ha、被害総額713百万円、昭
和44年に浸水家屋319戸、浸水農地53ha、被害総額671百万円の被害が
発生している。
・平成6年､11年の渇水によりそれぞれ節水勧告85日、11日を実施して
いる。
・当該事業の実施により、ダム地点の洪水流量91m3/sのうち85m3/sの
洪水調節を行う。また、渇水被害に対して10年に1回程度の利水安全度
を確保する。

継続

再々評価 320 717 254 2.8

・昭和44年に被害家屋730戸、被害総額2,000百万円、昭和53年に被害
家屋3,000戸、被害総額7,300百万円の被害が発生している。
・平成6年の渇水により、被害面積78ha、被害総額42百万円の被害が発
生している。
・当該事業の実施により、ダム地点の洪水流量300m3/sのうち110m3/s
の洪水調節を行う。また、渇水被害に対して10年に1回程度の利水安全
度を確保する。

継続

再々評価 340 303 278 1.1

・S51年9月台風被害932百万円、H2年9月台風被害357百万円、H11年9月
台風被害538百万円が発生。
・当該事業の実施により、ダム地点で計画高水流量880m3/sのうち、
690m3/sの洪水調節を行ない、ダム下流沿川の被害軽減を図る。

継続

その他 170 171 147 1.2

当該事業の実施により、ダム地点で60m3/sの洪水流量を25m3/sまで調
節する。
昭和60年には、清水市（現静岡市）で時間断水を実施しており、過去
10年間では2回の渇水被害が発生している。

継続

再々評価 415 406 339 1.2

・昭和57年には、上中町等で92戸の浸水被害が発生しているなど、過
去25年間に6回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量230m3/sのうち170m3/sの
洪水調節を行う。
・平成6年には、小浜市で最大19．5時間断水を実施するなど過去10年
間に2回の渇水被害が発生している。

継続

再々評価 290 575 269 2.1

・昭和56年には、勝山市で134戸の浸水被害が発生しているなど、過去
25年間に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量100m3/sのうち70m3/sの
洪水調節を行う。
・平成6年には、勝山市で最大40％減圧給水を実施するなど、過去10年
間に１回の渇水被害が発生している。

継続

再々評価 280 3,731 239 15.6

・平成10年には、武生市で14戸の浸水被害が発生しているなど、過去
25年間に2回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点で洪水流量200m3/sのうち175m3/sの
洪水調節を行う。
・平成6年には、武生市等で10％減圧給水を実施するなど過去10年間に
1回の渇水被害が発生している。

継続

再々評価 140 225 131 1.7

・昭和54年には、大飯町で17戸の浸水被害が発生しているなど、過去
25年間に3回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点で28m3/sの洪水流量のうち20m3/s
の洪水調節を行う。
・平成6年には、大飯町で280haにわたる干ばつ被害が発生するなど過
去10年間に2回の渇水被害が発生している。

継続

浸水戸数：2,139戸
浸水農地面積：325ha

広神ダム建設事業
新潟県

三用川総合開発事業
（三用川生活貯水池）
新潟県

新保川総合開発事業
（新保川生活貯水池（再開発））
新潟県

下諏訪ダム建設事業
長野県

黒沢ダム建設事業

長野県

清川ダム建設事業
長野県

駒沢ダム建設事業

長野県

-

-

-

-

浸水戸数：2,048戸
浸水農地面積：353ha

浸水戸数：157戸
浸水農地面積：20ha

東大芦川ダム建設事業
栃木県

浸水世帯数：約500世帯
浸水農地面積：約200ha

日野川総合開発事業（吉野瀬川ダム）
福井県

浸水戸数：10,228戸
浸水農地面積：1,283ha

大津呂生活貯水池建設事業
福井県

浸水戸数：109戸
浸水農地面積：58ha

河内川ダム建設事業
福井県

浸水戸数：195戸
浸水農地面積：16ha

浄土寺川ダム建設事業
福井県

浸水戸数：1,243戸
浸水農地面積：21ha

内ヶ谷ダム建設事業
岐阜県

浸水区域:1,906ha
浸水区域内資産:2,815億円

布沢川生活貯水池建設事業
静岡県 浸水戸数84戸

儀明川ダム建設事業
新潟県 浸水戸数：2,163戸

鵜川ダム建設事業
新潟県

浸水戸数：17,244戸
浸水農地面積：1,394ha

九谷ダム建設事業
石川県

浸水戸数：3,170戸
浸水農地面積：490ha

佐梨川ダム建設事業
新潟県

浸水戸数：568戸
浸水農地面積：37ha

留山川生活貯水池建設事業
山形県

浸水戸数：1216戸
浸水面積：360ha

新田川ダム建設事業
福島県

浸水世帯数：1,084世帯
浸水面積：1,036ha

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



再々評価 430 439 349 1.3

・平成２年には安曇川町で９戸の浸水被害が発生しているなど、過去
に浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、北川第一ダム地点で計画高水流量310m3/sの
うち285m3/s、北川第二ダム地点で計画高水流量290m3/sのうち265m3/s
の洪水調節を行う。

継続

再々評価 265 621 209 3.0

・平成２年には多賀町で46戸の浸水被害が発生しているなど、過去に
浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点下流芹川合流点で計画高水流量
880m3/sのうち310m3/sの洪水調節を行う。

継続

再々評価 77 94 61 1.5

・昭和28年には、瑞穂町等で75戸の浸水被害が発生しているなど、過
去50年間に10回の浸水被害が発生している。また渇水については、平
成6年に、丹波町・瑞穂町において取水制限33日(断水6日間含む)の渇
水被害が発生しているなど、昭和61年から平成12年までの15年間に7回
の渇水被害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム地点の計画高水流量200m3/sのうち
90m3/sの洪水調節を行う。

継続

再々評価 - - - - -
評価

手続中

再々評価 概ね1400 2,660 471 5.7

・昭和４２年には、茨木市市等で約25000戸の浸水被害が発生している
など、過去35年間に４回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、現況の当該事業の実施により、相川地点で
1750m3/sの洪水流量を1250m3/sまで調節する。

継続

その他 325 4,526 339 13.5

・平成10年に神戸市で1,037戸、平成11年にも470戸の浸水被害が発生
している。
・当該事業の実施により、既設の天王ダム、調査中の高尾ダムと合わ
せた3ダムで、菊水橋地点で洪水流量520ｍ3/sのうち290ｍ3/sの洪水調
節を行う。

継続

再々評価 - - - -

・武庫川では、昭和58年9月及び平成11年6月に、宝塚市、西宮市等で
浸水被害が発生している。
・武庫川では、学識経験者や地域住民の意見等を反映した河川整備基
本方針・河川整備計画を策定することとし、ゼロベースから総合的な
治水対策の検討を行っている。
　このため「（仮称）武庫川委員会」を設立することとし、現在、こ
の委員会の委員構成や運営方法について検討する「準備会議」を実施
している。

継続

再々評価 120 201 99 2.0

 ・昭和62年に与布土川沿川で19戸が浸水し、平成2年にも護岸が決壊
する被害が発生した。
・当該事業の実施により、恵美須橋地点で170? /sの洪水流量を140?
/sまで調節する。
・山東町上水道事業の既存水源は不安定な浅井戸や渓流水で、平成6年
7～8月（41日間）の小中学校への給水停止や平成7年10～12月（71日
間）の節水広報活動など過去10年間に2回渇水被害が生じている。

継続

再々評価 40 52 37 1.4

・平成2年に畑山地区で護岸が決壊する被害が発生している。
・当該事業の実施により、赤花川合流地点で21? /sの洪水流量を9? /S
まで調節する。
・但東町中央簡易水道事業の既存水源は浅井戸で、水源の枯渇や水量
低下のため、平成6年7～8月の断水最大夜間12時間、４箇所の水源地に
おいて取水制限など過去10年間に1回渇水被害が生じている。

継続

再々評価 41 53 36 1.5

・平成8年に、、旧篠山町で140戸が浸水する被害が発生している。
・当該事業の実施により、三熊川のユリ橋地点で65? /sの洪水流量を
39? /sまで調節する。
・篠山市多紀簡易水道事業の既存水源は浅井戸と渓流水で、渇水時に
取水が困難となり、平成6年8～9月（32日間）のプール使用停止、や平
成12年8～9月（16日間）のプール使用停止など過去10年間に2回渇水被
害が生じている。

継続

再々評価 97 116 75 1.6

・平成2年に八鹿町で303戸が浸水する被害が発生している。
・当該事業の実施により、小佐川の寺坂橋地点で250? /sの洪水流量を
220? /sまで調節する。
・八鹿町上水道事業の既存水源は伏流水や地下水で、枯渇した水源も
あり、平成6年7～8月（49日間）の最大断水20hr/day、農作物の生育不
良による生産量の減少など過去10年間に1回渇水被害が生じている。

継続

再々評価 54 84 45 1.9

・平成2年の台風19号により春日、西紀両町で98戸等が浸水する被害が
発生している。
・当該事業の実施により、滝の尻川の滝の尻橋地点で洪水流量55m3/s
のうち18m3/sの洪水調節を行う。
・篠山市西紀中簡易水道事業の既存水源は浅井戸とため池で、渇水時
に取水が困難となり、平成6年7～9月（60日間）の30％取水制限や平成
12年8～9月（３０日間）のプール使用停止など過去10年間に1回渇水被
害が生じている。

継続

10年継続 70 106 63 1.7

・昭和４７年の洪水では、加茂川町で３０戸の浸水被害が発生してい
る。
・当該事業の実施により、日山谷川のダム地点で５２ｍ3/sの洪水流量
を１５m3/sまで調節する。
・水道用水の供給区域である加茂川町円城地区では、毎年給水車によ
る給水を受けている。

継続

再々評価 389 1,119 317 3.5

・昭和58年の梅雨前線豪雨では、浜田市で浸水戸数4,069戸、全半壊戸
数67戸という甚大な被害に見舞われた。
・当該事業の実施により、浜田大橋地点において1,060m3/sの洪水流量
を400m3/sまで調節する。

継続

再々評価 300 1,543 519 3.0

・昭和58年の梅雨前線豪雨では、益田市で浸水戸数3,440戸、全半壊戸
数1,563戸という甚大な被害に見舞われた。
・当該事業の実施により、堀川橋地点において1,230m3/sの洪水流量を
900m3/sまで調節する。

継続

再々評価 169 536 236 2.3

・昭和46年7月の梅雨前線豪雨では、江津市で浸水戸数102戸、全半壊
戸数19戸という甚大な被害に見舞われた。
・当該事業の実施により、都治橋地点において305m3/sの洪水流量を
230m3/sまで調節する。

継続

再々評価 252 923 691 1.3

・昭和58年7月の梅雨前線豪雨では、三隅町で浸水戸数1,178戸、全半
壊戸数1,160戸という甚大な被害に見舞われた。
・当該事業の実施により、既存御部ダムと矢原川ダムにより三隅大橋
地点において2,440m3/sの洪水流量を1,600m3/sまで調節する。

継続
矢原川ダム建設事業
島根県

浸水戸数：887戸
浸水農地面積：99ha

益田川ダム建設事業
島根県

浸水戸数：8,270戸
浸水農地面積：257ha

波積ダム建設事業
島根県

浸水戸数：253戸
浸水農地面積：95ha

河平生活貯水池建設事業
岡山県

浸水戸数：62戸
浸水農地面積：12ha

浜田川総合開発事業
島根県

浸水戸数：8,185戸
浸水農地面積：11ha

八鹿生活貯水池建設事業
兵庫県

浸水戸数：398戸
浸水農地面積：9ha

西紀生活貯水池建設事業
兵庫県

浸水戸数：14戸
浸水農地面積：15ha

但東生活貯水池建設事業
兵庫県

浸水戸数：27戸
浸水農地面積：5ha

みくまり生活貯水池建設事業
兵庫県

浸水戸数：31戸
浸水農地面積：5ha

武庫川ダム建設事業
兵庫県 -

与布土生活貯水池建設事業
兵庫県

浸水戸数：476戸
浸水農地面積：74ha

安威川ダム建設事業
大阪府 浸水面積2361ha

石井ダム建設事業
兵庫県 浸水戸数：26,305戸

畑川ダム建設事業
京都府

浸水戸数：102戸
浸水農地面積：9.2ha
（国道1.7km　市町村道2.9km）

福田川生活貯水池建設事業
京都府 -

北川ダム建設事業
滋賀県

浸水戸数：5,436戸
浸水農地面積：2,259ha

栗栖ダム建設事業
滋賀県

浸水戸数：30,929戸
浸水農地面積：516ha

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



再々評価 740 1,083 681 1.6

・平成11年9月の台風18号では、美川町で床上浸水23戸、床下浸水32戸
の災害が発生している。
・ダム地点での計画高水流量1,920m3/ｓのうち1,260m3/ｓの洪水調節
を行い、錦川沿線地域の水害を防除する。
・農業用水等の既得用水の確保及び様々な生き物の生息場の確保や水
質の改善を行う維持流量を確保する。
・錦町の簡易水道用水として、新たに１日最大400m3を確保する。
・新たに平瀬発電所を建設し、最大1,200kWの発電を行う。

継続

その他 80 43 26 1.7

・平成3年9月の台風17及び19号では、三隅町で床上浸水1戸、床下浸水
10戸の災害が発生している。
・当該事業の実施により、治水基準点において49m3/ｓの洪水流量を
34m3/ｓまで調整する。
・10年に1回発生することが予想される渇水時において、下流の既得用
水の安定化及び河川環境の保全を行うことができる。
・三隅町の水道用水として650m3/日を取水可能ならしめる。

継続

その他 80 140 55 2.5

・平成7年9月の台風14号では、小野田市で床下浸水36戸、楠町で床下
浸水22戸の災害が発生している。
・当該事業の実施により、既設今富ダムと合わせて治水基準点におい
て670m3/ｓの洪水流量を540m3/ｓまで調整する。
・10年に1回発生することが予想される渇水時において、下流の既得用
水の安定化及び河川環境の保全を行うことができる。
・楠町の水道用水として1,100m3/日を取水可能ならしめる。

継続

その他 120 240 118 2.0

・平成7年9月の台風14号では、宇部市で床上浸水111戸、床下浸水540
戸の災害が発生している。
・当該事業の実施により、治水基準点において160m3/ｓの洪水流量を
140m3/ｓまで調整する。
・10年に1回発生することが予想される渇水時において、下流の既得用
水の安定化及び河川環境の保全を行うことができる。

継続

再々評価 240 1,153 227 5.1
・昭和60年には、福山市で床上浸水6戸、床下浸水140戸、農地浸水
50.7ha等の浸水被害が発生しているなど、過去40年間に10回の浸水被
害が発生している。

継続

その他 480 554 250 2.2

・ダム建設及び下流河道の一部を改修することにより、当面今後20年
間で、1/50（戦後最大規模）の安全度を確保する。
・整備計画の目標規模である1/50に対して、椛川ダム及び既設内場ダ
ムとあわせた洪水調節により岩崎地点で洪水流量1,130m3/sを930m3/s
に調節する。
・平成6年の大渇水をはじめ、毎年のように夏場には渇水被害が発生し
ている。
・県庁所在地である高松市の水道用水のほとんどは、香川用水（高知
県早明浦ダムからの導水）に頼っているが、毎年のように取水制限が
行われており、自己水源の確保が強く望まれている。

継続

再々評価 80 58 50 1.2

・昭和58年には、山城町で１戸の浸水被害が発生している。また、平
成６年には、最大80％の139日間の取水制限を実施しているなど、過去
10年間に７回の渇水被害が発生している。
・当該事業の実施により、柴川ダム地点で18m3/sの洪水流量を４m3/s
まで調節するとともに、山城町の水道用水として200m3/日の取水を可
能にする。

継続

再々評価 585 962 182 5.3

・昭和54年6月（梅雨）、昭和55年8月（低気圧）、平成9年9月（台
風）等、過去25年間で5回の洪水による被害が発生している、特に昭和
54年には、行橋市等で床上浸水34戸、床下浸水273戸の家屋の浸水被害
が発生している。
・昭和53年、平成6年に渇水被害が発生しており、特に平成6年には田
川市、豊前市他３町で最大18時間の給水制限が行われその影響人口は
15万人にものぼっている。

継続

再々評価 200 114 40 2.9

・昭和55年（豪雨）、平成11年6月（豪雨）等、過去25年間で4回の洪
水による被害が発生している、特に平成11年には、床下浸水等の被害
が発生している。
・昭和53年、平成6年に福岡都市圏において渇水被害が発生しており、
特に平成6年には福岡市他５市８町で最大12時間の給水制限が行われそ
の影響人口は159.6万人にものぼっている。

継続

再々評価 850 3,706 67 55.3

・昭和38年には、福岡市等で7,533戸の浸水被害が発生しているなど、
過去約40年間に14回の浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、1/100規模の洪水に対してダム地点の洪水流
量440m3/sのうち415m3/sの洪水調節を行う。
・昭和53年、平成6年の大渇水等、福岡都市圏において渇水被害が発生
している。

継続

再々評価 99 47 46 1.0

・当該事業の実施により、有田川中流部の仏の原地点において、
590m3/sの洪水流量を570m3/sまで調節する。
・平成６年の渇水により給水制限による渇水調整（７８日間夜間断
水：西有田町）が行われた。このようなことから新規利水の要望があ
り、西有田町の水道用水の水源を確保する。

継続

再々評価 350 244 135 1.8

・当該事業の実施より、ダム地点で４０0m3/sの洪水流量を１20m3/sま
で調節する。
・鹿島市は上水道を地下水源に依存しており、地下水の汲み上げよる
地盤沈下を考慮し、水源転換のための水源を確保する。

継続

再々評価 775 1,401 742 1.9

・昭和57年7月23日の長崎大水害では、一般被害935億円の浸水被害が
発生している。
・長崎市は全供給量の約40%を長緊ダムに頼っている。平成6年から7年
の渇水被害では、取水制限、減圧給水を実施している。

継続

再々評価 297 215 182 1.2

・平成2年には、梅雨前線豪雨により床上浸水97戸、床下浸水287戸、
全半壊家屋10戸、浸水農地74haの被害を出している。当該事業の実施
により山道橋基準点で洪水流量1,320m3/sのうち190m3/sの洪水調節を
行う。   　　　　　　　　　　　　　 ・平成6年から7年の渇水被害
では、佐世保市の渇水影響人口は237,000人、対策費用は51億円にの
ぼった。

継続

再々評価 71 43 29 1.5

・平成12年に「長崎県南部広域水道企業団」が設立。平成14年4月には
「水道用水供給事業」が認可されている。
・平成6年から7年の渇水被害では、長崎市で取水制限、減圧給水、時
津町で減圧給水を実施している。

継続

再々評価 - - - - - 継続

再々評価 223 215 224 0.96

・昭和46年7月、47年7月の梅雨前線豪雨により、河岸の決壊、氾濫を
繰り返しており、甚大な被害を受けている。
・当該事業の実施により、ダム地点において洪水流量360m3/sのうち、
130m3/sの洪水調節を行う。

中止

五木ダム建設事業
熊本県 -

釈迦院ダム建設事業
熊本県

浸水戸数：80戸
浸水面積：57ha

石木ダム建設事業
長崎県

浸水戸数：1,492戸、
浸水農地面積：8.7ha

村松ダム建設事業
長崎県

浸水戸数：125戸
浸水農地面積：5.0ha

中木庭ダム建設事業
佐賀県

浸水戸数：1,574戸
浸水農地面積：151ha

長崎水害緊急ダム建設事業
長崎県

浸水戸数：10,173戸
浸水農地面積：26.5ha

五ヶ山ダム建設事業
福岡県

浸水戸数： 61,900戸
浸水面積： 1,449ha

有田川総合開発事業
佐賀県

浸水戸数：222戸
浸水農地面積：87ha

伊良原ダム建設事業
福岡県

浸水戸数　2,500戸
浸水面積：　794ha

清瀧ダム建設事業
福岡県

浸水戸数：2,155戸
浸水面積：　262ha

香東川総合開発事業（椛川ダム）
香川県

想定氾濫区域内資産
浸水戸数：36,560戸
浸水農地面積：1,574ha

河川総合開発事業(柴川生活貯水池)
徳島県

浸水戸数：１３戸
浸水農地面積：6.2ha

真締川生活貯水池建設事業
山口県

浸水戸数：1,884戸
浸水農地面積：4ha

四川ダム建設事業
広島県

浸水戸数：5,908戸
浸水農地面積：370ha

湯免生活貯水池建設事業
山口県

浸水戸数：129戸
浸水農地面積：65ha

西万倉生活貯水池建設事業
山口県

浸水戸数：2,265戸
浸水農地面積：152ha

平瀬ダム建設事業
山口県

浸水戸数：10,246戸
浸水農地面積：394ha

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



再々評価 90 120 83 1.5

・昭和57年7月、平成2年6月等の相次ぐ豪雨により、河岸の決壊、氾濫
を繰り返しており、甚大な被害を受けている。
・当該事業の実施により、ダム地点において洪水流量130m3/sのうち、
94m3/sの洪水調節を行う。

継続

再々評価 171 470 209 2.3

・昭和47年8月、昭和57年7月等の相次ぐ豪雨により、河岸の決壊、氾
濫を繰り返しており、甚大な被害を受けている。
・当該事業の実施により、ダム地点において洪水流量26m3/sのうち、
20m3/sの洪水調節を行う。

継続

再々評価 85 154 96 1.6

・昭和57年7月、平成5年8月等の相次ぐ豪雨により、河岸の決壊、氾濫
を繰り返しており、甚大な被害を受けている。
・当該事業の実施により、ダム地点において洪水流量25m3/sのうち、
20m3/sの洪水調節を行う。

中止

再々評価 470 1,035 635 1.6

・昭和57年7月の集中豪雨と平成2年7月の梅雨前線豪雨により、稲葉
川・玉来川が氾濫し、甚大な被害を受けた。
・当該事業の実施により、ダム地点において洪水流量1,210m3/sのうち
280m3/sの洪水調節を行う。

継続

再々評価 222 1,715 259 6.6

・昭和57年7月の集中豪雨と平成2年7月の梅雨前線豪雨により、稲葉
川・玉来川が氾濫し、甚大な被害を受けた。
・当該事業の実施により、ダム地点において洪水流量1,650m3/sのうち
280m3/sの洪水調節を行う。

継続

再々評価 176 1,556 153 10.2

・平成5年8月と平成7年8月の集中豪雨により,鹿児島市の資産が集中す
る地域を流下する新川が氾濫し,それぞれ浸水家屋1,379戸,1,216戸の
被害が発生した。また,その後も頻繁に浸水被害が発生し,平成15年7月
の集中豪雨は264戸の浸水被害をもたらした。
・当該事業の実施により,田上橋地点において洪水流量230m3/sのうち
60m3/sの洪水調節を行う。

継続

再々評価 130 194 109 1.8

・昭和58年9月の台風10号では浸水家屋41戸、田畑冠水97haの被害、平
成10年10月の集中豪雨では5戸の浸水家屋、畑冠水3.3haの被害、平成
13年9月の台風16号では15戸の浸水家屋、田畑冠水119haなど頻繁に浸
水被害が発生している。
・毎年のように夏場には、かんがい用水を水道水に転用していること
からサトウキビに畑の干ばつ被害が頻発している。
・当該事業に実施により、儀間川について山田橋地点で洪水流量
58m3/sのうち17m3/sの洪水調節を行う。また、謝名堂川においては中
ノ橋地点で43m3/sのうち13m3/sの洪水調節を行う。

継続

再々評価 13 175 43 4.1 ・当事業の実施により、早明浦ダム貯水池の水源涵養機能の維持、土
砂崩壊防止、水質の改善が可能となる。 継続

その他 29 － － －

・本事業は、堆砂の進行が著しい長安口ダムにおいて、堆砂濁水対策
計画として貯水池への進入路っを及び土捨場等の建設であった。
　事業は、掘削運搬が可能な貯水池への進入路まで完成したが、土捨
て場の建設については、土捨て場である荒谷において、貴重種が発見
され自然環境を保全すること等から、流域住民の合意を図ることが困
難な状況となった。
　よって本事業は、貯水池への進入路の建設で終了する事となった。
今後のダムの堆砂濁水対策については、河川整備計画を策定する中で
幅広く検討する。

中止

四国地方整備局
地域河川課

（課長　藤山　究）

長安口ダム貯水池保全事業
高知県 －

儀間川総合開発事業
沖縄県

浸水戸数：555戸
浸水農地面積：110ha

早明浦ダム特定貯水池流域整備事業
高知県

ＣＶＭ法（貯水池の水質保全に
対する支払い意志額）

竹田水害緊急治水ダム建設事業（玉来ダム）
大分県

浸水戸数：352戸
浸水面積：44.7ha

西之谷ダム建設事業
鹿児島県

浸水戸数　2,500戸
浸水面積：　400ha

高浜生活貯水池建設事業
熊本県

浸水戸数：145戸
浸水農地面積：16ha

竹田水害緊急治水ダム建設事業（稲葉ダム）
大分県

浸水戸数：584戸
浸水面積：23.4ha

路木ダム建設事業
熊本県

浸水戸数：141戸
浸水面積：46ha

上津浦生活貯水池建設事業
熊本県

浸水戸数：397戸
浸水農地面積：45ha

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）



【砂防事業】
（直轄）

総便益
（億円）

再々評価 139 284 143 2.0
・昭和56年等の土砂災害で甚大な被害が発生している。
・保全対象に人家・国道等の重要施設があり、事業継続が必要。
・地域からの事業要望がある。

継続

再々評価 65 134 82 1.6
・昭和56年等の土砂災害で甚大な被害が発生している。
・保全対象に人家・国道等の重要施設があり、事業継続が必要。
・地域からの事業要望がある。

継続

再々評価 59 173 59 2.9
・昭和30年等の土砂災害で甚大な被害が発生している。
・保全対象に人家・国道等の重要施設があり、事業継続が必要。
・地域からの事業要望がある。

継続

再々評価 220 534 220 2.4

・大正15年の噴火では、死者・行方不明者144人の被害が発生してい
る。
・保全対象に人家・国道等の重要施設があり、事業継続が必要。
・地域からの事業要望がある。

継続

10年
継続中 33 232 33 7.2 ・平成５年６月の濁沢において約５６０万m3にも及ぶ大崩壊が発生

し、現在も不安定土砂が渓流に残っておりその対策が急務である。 継続

再々評価 32 66 32 2.1
・有史以来、土砂災害が頻発しており、近年においても平成元年８
月、平成１０年９月の災害は記憶に新しく、県都福島市を土砂災害か
ら保全する基幹施設として整備を進める。

継続

10年
継続中 20 601 439 1.4 ・同一流域内の大事沢で、平成10年に山腹崩壊により天然ダムを形成

するなど、近年も台風降雨等の度に土砂災害が発生している。 継続

再々評価 54 2,798 922 3.0 ・昭和34、57年の未曾有災害と近年も台風降雨等の度に土砂災害が発
生している。 継続

再々評価 200 2,798 922 3.0 ・昭和34、57年の未曾有災害と近年も台風降雨等の度に土砂災害が発
生している。 継続

再々評価 55 4,188 3,499 1.2 ・昭和34、57年の未曾有災害の他、流域内に大規模崩壊地を抱え、近
年も台風降雨等の度に土砂災害が発生している。 継続

10年
継続中 45 4,188 3,499 1.2 ・昭和34、57年の未曾有災害の他、流域内に大規模崩壊地を抱え、近

年も台風降雨等の度に土砂災害が発生している。 継続

再々評価 52 1,001 702 1.4 ・足尾山地の荒廃と水源涵養に対する請願経緯の他、近年も台風降雨
等の度に土砂災害が発生している。 継続

再々評価 408 1,165 577 2.0 ・流域内には大規模崩壊地を抱えている他、世界遺産や日光・今市市
の市街地を貫流。近年も台風降雨等の度に土砂災害が発生している。 継続

再々評価 90 1,165 577 2.0 ・流域内には大規模崩壊地を抱えている他、世界遺産や日光・今市市
の市街地を貫流。近年も台風降雨等の度に土砂災害が発生している。 継続

再々評価 70 1,165 577 2.0 ・流域内には大規模崩壊地を抱えている他、世界遺産や日光・今市市
の市街地を貫流。近年も台風降雨等の度に土砂災害が発生している。 継続

再々評価 30 1,165 577 2.0 ・流域内には大規模崩壊地を抱えている他、世界遺産や日光・今市市
の市街地を貫流。近年も台風降雨等の度に土砂災害が発生している。 継続

常願寺川（有峰山腹工）
北陸地方整備局 再々評価 23 10,607 4,677 2.3 ・安政５年、昭和４４年災害実績

・これまで実施した事業の効果 継続

10年
継続中 27 4,294 4,294 4.9 ・昭和９年災害実績

・これまで実施した事業の効果 継続

再々評価 161 1,846 251 7.4

・太田切川の流域である駒ヶ根市、宮田村の人口は増加傾向であり、
多くの観光客が訪れる等流域の資産等は増大。上流域は地形が急峻
で、風化が激しいため、土砂流出が多く、太田切川沿川地域等に甚大
な被害が生じる恐れ。太田切川沿川の関係市町村は太田切床固群をは
じめとする砂防事業の推進を要望。

継続

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

その他の指標による評価 対応方針
費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ

氾濫区域内市町村人口：37万
人
国道、高速道路、ＪＲ
被害区域の宅地面積：12ｋｍ2
被害戸数：6万5千戸

美瑛川砂防えん堤群・床固工群
北海道開発局

泥流氾濫世帯数　約2,500世帯
泥流氾濫面積　　約2,500ha
国道、ＪＲ

穴の川床固工群
北海道開発局

浸水・土砂堆積人口
約1,400人
浸水・土砂堆積面積
約　 57ha
国道

戸蔦別川床固工群
北海道開発局

浸水が想定される人口約
40,000人
浸水が想定される面積約
5,710ha国道、ＪＲ

南の沢川床固工群
北海道開発局

浸水・土砂堆積人口
約4,300人
浸水・土砂堆積面積
約 　94ha
国道

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

担当課
（担当課長名）

最上川水系立谷沢川流域直轄砂防事業
濁沢第六砂防えん堤
東北地方整備局

想定氾濫区域面積2,205千m2
国道47号,JR陸羽西線等

阿武隈川水系荒川流域直轄砂防事業
荒川遊砂地
東北地方整備局

想定氾濫区域面積815千m2
国道4号,13号,JR東北新幹線等

ワミ沢砂防堰堤群
関東地方整備局

想定氾濫面積:900ha
被害家屋数:130戸

中ノ川砂防堰堤群
関東地方整備局

想定氾濫面積:3400ha
被害家屋数:24000戸

大武川床固群
関東地方整備局

想定氾濫面積:3400ha
被害家屋数:24000戸

御池ノ沢砂防堰堤群
関東地方整備局

想定氾濫面積:1700ha
被害家屋数:19400戸

大春木砂防堰堤群
関東地方整備局

想定氾濫面積:1700ha
被害家屋数:19400戸

松木山腹工
関東地方整備局

想定氾濫面積:550ha
被害家屋数:650戸

大谷川床固群
関東地方整備局

想定氾濫面積:1600ha
被害家屋数:2550戸

大薙山腹工
関東地方整備局

想定氾濫面積:1600ha
被害家屋数:2550戸

稲荷川山腹工
関東地方整備局

想定氾濫面積:1600ha
被害家屋数:2550戸

日光地区土石流対策堰堤群
関東地方整備局

想定氾濫面積:1600ha
被害家屋数:2550戸

手取川（尾添川第２号砂防えん提）
北陸地方整備局

氾濫区域内市町村人口：76万
人
国道、高速道路、ＪＲ
被害面積：81ｋｍ2
被害戸数：2万7千戸

太田切床固工群
中部地方整備局

保全人家約３０８０戸、国道
１５３号、公共施設等



再々評価 25 2,415 565 4.3

・小渋川の流域である大鹿村、中川村の人口は減少傾向であるが、年
間約11万人の観光客が来村。小渋川上流は荒川大崩壊地等を抱えてお
り土砂生産が激しいため、土砂流出が多く、小渋川沿川流域に甚大な
被害が生じる恐れ。小渋川沿川の関係町村は事業促進を要望

継続

10年
継続中 15 1,640 425 3.9

・遠山川左支川梶谷川の流域である南信濃村の人口は減少傾向である
が流域内の観光地には年間約 6万人におよぶ観光客が来村。梶谷川上
流域は険しい地形と脆弱な地質のため、下流に大量の土砂供給する条
件を備えており、梶谷川及び遠山川の沿川に甚大な被害が生じる恐
れ。遠山川沿川の町村は事業進捗を要望

継続

再々評価 76 3,911 1,003 3.9

・安倍川流域である静岡市の人口は近年変化はない。日本三大崩れの
１つである大谷崩れは断層褶曲によって破砕が著しく、極めて脆い地
盤は大雨の度に安倍川沿川地域に甚大な被害が生じる恐れ。静岡市は
事業進捗を要望。

継続

10年
継続中 18 1,886 1,300 1.4

・落合川の流域である中津川市の人口は微増傾向であるが年間約60万
人に及ぶ観光客が訪問。落合川上流域は険しい地形と脆弱な地質のた
め、下流に大量の土砂供給する条件を備えており、落合川の沿川に甚
大な被害が生じる恐れ。落合川沿川の中津川市は事業進捗を要望。

継続

大江川床固群
中国地方整備局 再々評価 52 146 98 1.5

・災害発生時の影響
・地域開発の状況
・地域の協力体制
・関連事業との整合
・災害実績等

継続

樅木川第2砂防えん堤事業
九州地方整備局 再々評価 25 675 508 1.3

・昭和38年から40年かけて連続して大規模な土砂流出被害があり、こ
の3年間、川辺川流域全体で死者、不明者16名、家屋全半壊276棟、家
屋浸水756棟の甚大な被害が発生している。
・今後も本川への上流からの土砂流出を抑制して、河床の上昇に伴う
洪水氾濫を防止することにより、安全度の向上を図る。

継続

第二古里川渓流保全工事業
九州地方整備局 再々評価 89 135 100 1.3

・桜島では、南岳の火山活動が激しくなった昭和４７年以降土石流災
害が多くなり第二古里川では昭和５８年と昭和５９年に国道２２４
号、古里温泉街等に甚大な被害が発生している。
今後は、土石流を安全に海まで流下させる渓流保全工の整備を行い地
域の安全度の向上を図る。

継続

水無川上流えん堤群事業
九州地方整備局

10年
継続中 699 799 699 1.1

・平成２年の雲仙・普賢岳の噴火活動に伴い火砕流や土石流が発生
し、４４名もの尊い人命が奪われただけでなく、多くの田畑、山林、
公共施設などに壊滅的被害を与え、地域生活や経済活動に多大な被害
が生じた。
・現在も山麓には約１億７千万m3もの火砕流堆積物が存在し、上流域
ではガリーが発生しているなど、土石流が発生しやすい状況にある。
・今後は、より施工条件の悪い上流域にて砂防えん堤を建設していく
ため、従来の技術に加え、新しい技術を取り入れながら施工時の安全
を確保しつつ施行していく。

継続

（補助）

総便益
（億円）

再々評価 44 41 33 1.3 ・保全対象に人家、道道等の重要な施設があり、事業継続が必要。
・地域からの事業要望がある。 継続

10年
継続中 17 89 17 5.2 ・保全対象に人家、道道、診療所、消防署等の重要な施設があり、事

業継続が必要。 継続

10年
継続中 10 18 15 1.2

・本事業により綱木集落への唯一のアクセス路線である県道を保全す
ることにより、緊急時の避難路や輸送路が確保される。また、護岸工
延長を必要最小限にとどめコスト縮減に努めながら、事業の早期完了
を目指している。

継続

小倉沢通常砂防事業（補助）
群馬県

10年
継続中 6.1 1.4 0.58 2.5

・保全対象には、人家27戸、国道406号、公民館、町道、橋梁がある。
また、八ツ場ダム建設に伴う付替国道145号やJR吾妻線が貫通する計画
がある。

継続

白狐川通常砂防事業（補助）
千葉県

10年
継続中 29 45 33 1.4 ・上流域では土砂堆積があり、土砂流出や河川氾濫の危険性が高く

・下流域にある重要交通網への災害時の被害が大 継続

再々評価 15 38 13 2.9
・度重なる豪雨出水により河床低下が著しく、渓岸の侵食も進んでお
り、近年宅地化が進んでいるため、事業の必要性が高い。（保全対
象：人家65戸、公共施設：県道、児童館）

継続

前川通常砂防事業
新潟県

10年
継続中 6.1 20 5.9 3.5 ・流域内に多くの崩壊地があり、現在も渓岸浸食等により渓床内に不

安定土砂が多く堆積している。 継続

達者川通常砂防事業
新潟県

10年
継続中 13 21 13 1.6 ・平成10年の集中豪雨により土砂流出し、家屋に大きな被害が発生。

・渓床内に不安定土砂が多く堆積している。 継続

稲荷川火山砂防事業
新潟県

10年
継続中 5.3 32 5.2 6.1 ・流域は、火山堆積物により形成されているため、崩壊地が多い。

・渓床内には不安定土砂が多く堆積している。 継続

島田川火山砂防事業
新潟県

10年
継続中 8.2 12 8.0 1.5 ・流域は、火山堆積物により形成されているため、崩壊地が多い。

・渓床内には不安定土砂が多く堆積している。 継続

野積川通常砂防事業
富山県

10年
継続中 10 44 9.7 4.5 ・平成11年9月の台風出水でも河道からの土砂流出が見られた。

・渓床内には不安定土砂が多く堆積している。 継続

下条川通常砂防事業
富山県

10年
継続中 12 18 12 1.5 ・渓流からは土砂の流出が続き、下流に堆積している。

・渓床内には不安定土砂が多く堆積している。 継続

山辺川通常砂防事業
大阪府

10年
継続中 20 52 23 2.2 ・当該事業の実施により土砂流出を防止し、家屋41戸、市道1,200mの

被害を抑制する。 継続

千塚川通常砂防事業
大阪府

10年
継続中 4.5 46 4.7 9.7 ・当該事業の実施により土砂流出を防止し、家屋239戸、公民館2戸、

市道2,480mの被害を抑制する。 継続

寺川通常砂防事業
大阪府

10年
継続中 10 76 19 3.9 ・当該事業の実施により土砂流出を防止し、家屋261戸、保育園1戸、

市道1,020mの被害を抑制する。 継続

讃良川通常砂防事業
大阪府 再々評価 10 50 16 3.1 ・当該事業の実施により土砂流出を防止し、家屋15戸、公民館1戸、小

学校1校、市道1,850mの被害を抑制する。 継続

谷田川通常砂防事業
大阪府 再々評価 8.4 90 12 7.4 ・当該事業の実施により土砂流出を防止し、家屋367戸、公民館1戸、

主要地方道330m、市道2,020mの被害を抑制する。 継続

清滝川通常砂防事業
大阪府 再々評価 13 47 24 2.0 ・当該事業の実施により土砂流出を防止し、家屋83戸、国道1,572mの

被害を抑制する。 継続

免除川通常砂防事業
大阪府 再々評価 10 82 13 6.4 ・当該事業の実施により土砂流出を防止し、家屋255戸、公民館1戸の

被害を抑制する。 継続

太井川右支渓通常砂防事業
大阪府 再々評価 1.9 26 1.9 13.0 ・当該事業の実施により土砂流出を防止し、家屋193戸、老人ホーム1

戸、町道400mの被害を抑制する。 継続

飯ノ峯川通常砂防事業
大阪府 再々評価 13 91 48 1.9 ・当該事業の実施により土砂流出を防止し、家屋81戸、派出所1戸、郵

便局1戸、国道400m、市道3,600m、鉄道600mの被害を抑制する。 継続

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）日野川本川における被害

担当課
（担当課長名）

七釜第２砂防堰堤
中部地方整備局

保全人家約150戸、国道１５２
号、公共施設等

梶谷第４砂防堰堤
中部地方整備局

保全人家約３９０戸、国道１
５２号、４１８号、公共施設
等

大谷山腹工
中部地方整備局

保全人家約９００００戸、国
道２号等、公共施設等

本谷堰堤工群
中部地方整備局

保全人家約３００戸、国道１
９号等、公共施設等

保全対象人家：　355戸
氾濫面積　　：　8.5ha

保全対象人家：　42戸
氾濫面積　　：　30ha

保全対象人家：　1,629戸
氾濫面積　　：　739ha

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）
便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

芽室川通常砂防事業
北海道

人家32戸、耕地330ha、道道、
町道

二股沢川火山砂防事業
北海道

人家98戸、消防署、道道、町
道

綱木川　通常砂防事業
山形県

小学校や公民館等を保全する
ため

人家27戸、公民館、国･町道
（橋梁）

人家53戸、学校、公民館
ＪＲ内房線、国道127号

下子易沢通常砂防事業（補助）
神奈川県 保全人家65戸、県道260ｍ等

保全人家（72戸）
公共施設（県道）　等

保全人家（40戸）
公共施設（県道、市道）　等

保全人家（77戸）
公共施設（県道、郵便局）
等

老人保健施設
公共施設（国道）　等

人家(10戸)
公共施設（県道、公民館）
等
人家(44戸)
公共施設(県道、公民館、保育
所)　等

家屋41戸
市道1,200m

家屋239戸、公民館2戸
市道2,480m

家屋261戸、保育園1戸
市道1,020m

家屋15戸、公民館1戸、小学校
1校
市道1,850m

家屋367戸、公民館1戸
主要地方道330m、市道2,020m

家屋83戸
国道1,572m

家屋255戸、公民館1戸

家屋193戸、老人ホーム1戸
町道400m

家屋81戸、派出所1戸、郵便局
1戸
国道400m、市道3,600m、鉄道
600m



10年
継続中 8.9 28 11 2.6 ・災害実績等 継続

再々評価 10 37 14 2.6 ・災害実績等 継続

一尺屋地区通常砂防事業
大分県 再々評価 42 89 48 1.9

・昭和49年9月の台風18号では浸水家屋128戸、護岸決壊450mの被害、
平成10年の台風10号では浸水家屋100戸の被害が発生している。
・上浦漁港及びみかん畑の保全により地域経済の安定を図る。

継続

【地すべり対策事業】

（直轄）

総便益
（億円）

再々評価 87 994 88 11.3
・昭和１９年、２６年、４１年、５２年と地すべり災害が発生し
ており、仮に移動土量が最上川に崩落した場合、甚大な被害が想
定されることから、恒久的な対策を進めている。

継続

再々評価 117 261 93 2.8

・想定氾濫区域にかかる南信濃村の人口は微減少傾向にあるが、
世帯数は概ね維持されており観光客の数は大幅に増加してい
る。・中央構造線沿いの地すべり地で、規模が大きく移動機構が
複雑である。・地すべりが発生した場合の被害は南信濃村の中心
周辺の民家や公共施設に甚大な被害を与えることが想定され
る。・南信濃村周辺の関係市町村からも此田地区地すべり対策事
業の推進に対する要望がある。

継続

再々評価 102 164 100 1.7

・想定氾濫区域にかかる大鹿村の人口は微減少傾向にあるが、世
帯数は維持されており観光客の数は大幅に増加している。・中央
構造線沿いの地すべり地で、規模が大きく移動機構が複雑であ
る。・地すべりが発生した場合の被害は大鹿村の中心周辺の民家
や公共施設に甚大な被害を与えることが想定される。・大鹿村周
辺の関係市町村からも入谷地区地すべり対策事業の推進に対する
要望がある。

継続

再々評価 800 105,497 800 131.8

・昭和６～７年にかけて発生した地すべりでは、大和川の河床が
9m以上隆起し、河動は閉塞され上流部に浸水が発生。掘削土砂量
は187万m3に達した。また、区域内を通る国鉄のトンネルを破
壊、１年余りにわたり不通となった。
・昭和４２年には、対岸の国道25号が１ｍ以上隆起した。また大
和川は250mにわたり川幅が１ｍ縮小したが、少雨が幸いし閉塞に
は至らず上流部の浸水は免れた。

継続

再々評価 350 2,979 295 10.1

・昭和２６年１０月に当時の善徳小学校校舎、職員宿舎が全壊す
る被害が発生したほか、昭和２０年９月、昭和２４年、昭和２９
年９月、昭和５９年６月に地域住民の生活に重要な道路の損壊、
昭和４０年９月、昭和６２年８月、平成４年８月に人家の変状、
道路擁壁の損壊などの被害が発生している。

継続

再々評価 290 2,685 242 11.1

・昭和２９年９月に当該地域及び周辺地域において地すべり被害
が多発したほか、昭和２０年９月、昭和４０年９月、平成６年９
月、平成９年９月、平成１０年９月に人家の変状、道路や道路擁
壁の損壊などの被害が発生している。

継続

（補助）

総便益
（億円）

10年
継続中 9.5 11 9.2 1.2 ・保全対象に、道道等の重要な施設があり事業継続が必要。

・地域からの事業要望がある。 継続

再々評価 24 175 24 7.4
・地すべり災害から人家及び小学校等を保全するための防災事業
である。
・技術検討委員会の提言をうけ事業を効率的に進めている。

継続

再々評価 10 22 10 2.2
・地すべり災害から人家及び国道等を保全するための防災事業で
ある。
・村の農村公園整備と連携して効果的に事業を進めている。

継続

再々評価 7.5 14 7.5 1.9 ・地すべり災害から人家及び国道等を保全するための防災事業で
ある。 継続

再々評価 18 59 27 2.1
・地すべり災害から人家及び公共施設、国道等を保全するための
防災事業である。 継続

10年
継続中 15 50 25 2.0

・地すべり災害から人家及び公共施設、国道等を保全するための
防災事業である。 継続

再々評価 10 41 11 3.7 ・地すべり災害から人家及び男鹿半島の主要な観光道路である県
道等を保全するための防災事業である。 継続

再々評価 50 121 90 1.3
・地すべり災害から人家、国道及び１級河川を保全するための防
災事業である。 継続

再々評価 16 54 26 2.0 ・財政状況の変化による。
・地域の周辺環境の変化による。 継続

再々評価 35 93 52 1.8 ・財政状況の変化による。
・地域の周辺環境の変化による。 継続

再々評価 13 54 17 3.2 ・財政状況の変化による。
・地域の周辺環境の変化による。 継続

再々評価 7.9 37 10 3.6 ・財政状況の変化による。
・地域の周辺環境の変化による。 継続

10年継続中 12 1.4 1.1 1.3
・保全対象には、人家22戸、国道462号、町道、橋梁がある。ま
た、(旧)小中学校跡地は、町がNPO法人に貸し出しを行い、町の
振興及び地域の活性化に役立っている。

継続

10年継続中 18 25 19 2.3
・保全対象に、緊急輸送路に指定されている国道や治水上重要な
中津川が含まれており、事業の必要性は高い。また事業も順調に
進んでいる。

継続

再々評価 11 1.2 1.1 1.1
・保全対象には、人家21戸、公民館、(国)重要文化財、県道、町
道がある。また、当該地域は核家族化が進み居住者の大半が高齢
者であるため、安定した生活基盤を確保する。

継続

再々評価 8.8 1.2 0.88 1.3
・保全対象には、人家79戸、公民館2戸、県道、村道、橋梁があ
る。また、県道は県重要施策である「幹線交通乗入れ30分構想」
に指定される重要交通網である。

継続

再々評価 5.6 11 6.5 1.7 ・一級河川赤平川に面しており、河道が閉塞された場合に上下流
部への甚大な被害が予想される。 継続

再々評価 9.6 22 18 1.2 ・一級河川三沢川に面しており、河道が閉塞された場合に上下流
部への甚大な被害が予想される。 継続

再々評価 9.0 15 13 1.2 ・一級河川荒川に面しており、河道が閉塞された場合に上下流部
への甚大な被害が予想される。 継続

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

担当課
（担当課長名）

担当課
（担当課長名）

矢谷川通常砂防事業
鳥取県

家屋被害35戸
道路被害1900ｍ

家奥谷川通常砂防事業
鳥取県

家屋被害32戸
道路被害2043ｍ
鉄道被害150m

保全対象戸数：240戸

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

黒渕地区直轄地すべり対策事業
東北地方整備局

想定氾濫区域面積69,000千m2
国道47号,JR陸羽西線等

此田地区地すべり対策事業
中部地方整備局

保全人家約４８０戸、田畑７
８ha、国道１５２号、公共施
設等

入谷地区地すべり対策事業
中部地方整備局

保全人家約９０戸、田畑２７
ha、国道１５３号、公共施設
等

亀の瀬地区直轄地すべり対策事業
近畿地方整備局

浸水世帯255,827戸
耕地（田畑）512ha

直轄地すべり対策事業（善徳地区）
四国地方整備局

・天然ダム決壊による氾濫区
域面積　約252km2
・地すべり地内被害  人家111
戸、県道2km、村道17.5km

直轄地すべり対策事業（怒田・八畝地区）
四国地方整備局

・天然ダム決壊による氾濫区
域面積　約249km2
・地すべり地内被害  人家104
戸、町道等 23.4km

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

正和地区地すべり対策事業
北海道

人家31戸、耕地78ha、道道、
町道

下前区域地すべり対策事業
青森県

人家333戸
小学校

磯山区域地すべり対策事業
青森県

人家33戸
国道

石浜2号区域地すべり対策事業
青森県

人家17戸
国道

青葉山地すべり対策事業
宮城県 人家339戸、公共施設、国道

平地すべり対策事業
宮城県 人家84戸、公共施設、国道

加茂青砂地区地すべり対策事業
秋田県

人家３２戸
県道男鹿半島線
公民館等

谷地地区地すべり対策事業
秋田県

人家２４１戸
国道３４２号
１級河川成瀬川
公民館等

上山小倉地すべり対策事業
山形県

保全対象人家75戸
小学校・県道・公民館等

鴫の谷地地すべり対策事業
山形県

保全対象人家・宿泊施設48戸
県道等

舟形折渡地すべり対策事業
山形県

保全対象人家1,384戸
小学校・国道・公民館等

下村地すべり対策事業
山形県

保全対象人家35戸・小学校
県道・保育園・公民館等

萱地区地すべり対策事業（補助）
群馬県

人家79戸、公民館、県・村道
（橋梁）

保美濃山地区地すべり対策事業（補助）
群馬県

人家22戸、学校、国･町道（橋
梁）

田代地区地すべり対策事業（補助）
神奈川県

国道300ｍ、中津川（1級河
川）等

十二原地区地すべり対策事業（補助）
群馬県 人家21戸、国指定重要文化財

金崎地区地すべり対策事業（補助）
埼玉県 保全人家　１０戸

県道、町道、耕地、橋梁等

桜ヶ谷地区地すべり対策事業（補助）
埼玉県 保全人家　２２戸

県道、町道、耕地、橋梁等

中の沢地区地すべり対策事業（補助）
埼玉県 保全人家　３５戸

県道、町道、耕地、橋梁等



再々評価 15 27 18 1.5
・既往災害履歴：昭和63年9月　秋雨前線降雨による地すべり被
害
・耕地･林地流出埋没2.0ha　県道前面通行止め2日間

継続

芝地区地すべり対策事業（補
助）
千葉県

再々評価 6.0 16 7.0 2.3
・既往災害履歴：昭和58年10月　台風13号による地すべり被害
・非住家全壊1棟、耕地流出、砂防河川芝川が移動土塊により埋
没

継続

再々評価 10 39 14 2.8

・既往災害履歴：平成2年9月　台風20号　住居損壊2棟、耕地流
出
　　　　　　　　平成5年7月　台風4,5号　住居損壊1棟、耕地流
出

継続

再々評価 18 64 25 2.6
・既往災害履歴：平成2年9月　台風20号
　　　　　　　　住居損壊2棟、耕地流出、国道前面通行止め5日
間

継続

再々評価 19 47 45 1.1
・保全対象に、地域経済にとって重要な観光施設や温泉施設、県
道等が含まれており、現在も大雨により度々地すべりが発生して
いることから、事業継続の必要性は高い。

継続

再々評価 13 12 7.5 1.6
・過去に幾度となく地すべりが発生していて、地すべり防止施設
の新設を行うことにより、人家、公共施設に対する被害を除却
し、国土の保全・民生の安定に資する。

継続

再々評価 8.1 21 4.9 4.3
・過去に幾度となく地すべりが発生していて、地すべり防止施設
の新設を行うことにより、人家、公共施設に対する被害を除却
し、国土の保全・民生の安定に資する。

継続

よしお地区地すべり対策事業
新潟県

10年
継続中 5.0 9.6 4.8 2.0 ・現在も崩壊・押出し等地すべりの兆候が認められる。 継続

坪山地区地すべり対策事業
新潟県

10年
継続中 4.6 8.3 4.5 1.8 ・平成14年に地すべりが発生し、村道および人家に亀裂が発生し

た。 継続

沖見地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 20 51 22 2.3 ・地すべり滑動中であり、現在も年間15cm程度の移動が観測され

ている。 継続

沼木地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 7.0 16 6.8 2.4 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

上中条地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 16 50 18 2.8 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

達野地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 29 85 30 2.8 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

馬場地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 24 72 26 2.8 ・現在も崩壊・押出し等地すべりの兆候が認められる。 継続

大濁地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 16 34 16 2.1 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

滝之脇地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 13 24 12 2.0 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

よしお沢地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 25 93 28 3.3 ・平成14年に地すべりが発生し、人家に亀裂が生じ、今後拡大の

恐れがある。 継続

鳥屋地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 14 19 14 1.4 ・平成11、14年に地すべりが発生し、今後拡大の恐れがある。 継続

花立地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 14 45 14 3.2 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

樽本地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 20 44 23 1.9 ・平成14年に地すべりが発生し、今後拡大の恐れがある。 継続

青ぬけ地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 14 19 13 1.5 ・現在も地すべりが滑動中であり、年間1m程度の移動が観測され

ている。 継続

蒲池地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 11 35 11 3.2 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

トチ山地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 22 56 21 2.7 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

越地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 20 70 23 3.0 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

大橋地区地すべり対策事業
新潟県 再々評価 9.9 69 10 6.9 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

沢連地区地すべり対策事業
富山県 再々評価 15 41 17 2.4

・現在も春先の融雪期や梅雨期には、法面崩壊が発生している。
・保全対象には災害弱者施設がある。 継続

沢連地区地すべり対策事業
富山県 再々評価 15 41 17 2.4 ・現在も春先の融雪期や梅雨期には、法面崩壊が発生している。

・保全対象には災害弱者施設がある。 継続

谷地区地すべり対策事業
富山県 再々評価 15 26 15 1.7 ・現在も斜面や道路等に亀裂が発生するなどの地すべりの兆候が

認められる。 継続

北山地区地すべり対策事業
富山県 再々評価 9.6 39 10 3.8 ・現在も亀裂等の地すべりの兆候が認められる。

・県道はスキー場や病院に通じる唯一の道路である。 継続

湯地区地すべり対策事業
富山県 再々評価 17 38 16 2.3

・平成10年８月の集中豪雨時に大規模な崩壊が発生した。
・現在でも民家にクラック等の被害が生じるなど地すべりの兆候
が認められる。

継続

見座・相倉地すべり対策事業
富山県 再々評価 13 27 13 2.0

・過去に幾度もの地すべりが発生しており、現在も亀裂・崩壊等
地すべりの兆候が認められる。
・保全対象には国道156号、国道304号等の重要交通網、民家およ
び世界遺産に指定された集落等がある。

継続

胡桃地区地すべり対策事業
富山県 再々評価 37 35 34 1.0

・昭和39年に大規模な地すべりが発生し人家87戸が全半壊する被
害を受けている。
・現在も、斜面に亀裂が発生する等の地すべりの兆候が認められ
る。

継続

国見地区地すべり対策事業
富山県 再々評価 67 65 63 1.0

・昭和63年には県道を隆起させる大規模な地すべりが発生してい
る。
・現在も地すべりの頭部で変位が観測されるなど不安定な状態が
続いている。

継続

小滝地区地すべり対策事業
富山県 再々評価 9.3 19 9.2 2.1 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

坪池地区地すべり対策事業
富山県 再々評価 15 32 18 1.7 ・昭和53年の梅雨期には地すべりが発生している。

・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

論田熊無地区地すべり対策事業
富山県 再々評価 28 134 32 4.2 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

一刎地区地すべり対策事業
富山県 再々評価 14 77 15 5.2 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。 継続

桑島地区地すべり対策事業
石川県 再々評価 11 20 15 1.4 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。

・保全対象の国道は緊急輸送道路に指定されている。 継続

田の島地区地すべり対策事業
石川県 再々評価 7.2 36 9.2 3.9 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。

・地すべり末端部には人家密集地がある。 継続

中谷地地区地すべり対策事業
石川県 再々評価 7.1 15 9.8 1.5 ・現在も亀裂・崩壊等地すべりの兆候が認められる。

・地すべり末端部には中谷内川があり、河道閉塞の危険が高い。 継続

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

人家149戸、国道、県道、町道
耕地131ha

大涌谷駅、県道85ｍ、町道150
ｍ等

東地区地すべり対策事業（補助）
千葉県

人家51戸、耕地面積36.2ｈａ
県道、市道、橋梁3橋

大井地区地すべり対策事業（補助）
千葉県

大涌沢地区地すべり対策事業（補助）
神奈川県

平久里中地区地すべり対策事業（補助）
千葉県

人家31戸、耕地面積1.94ｈａ
県道、市道

10年および50年確率降雨時の
被害想定を算出し、各々年便
益で積み上げ
10年および50年確率降雨時の
被害想定を算出し、各々年便
益で積み上げ

保全人家(52戸)
公共施設(村道、橋梁)等

保全人家(16戸)
公共施設(村道、集会所)等

保全人家(203戸)
公共施設(県道、村道)等

保全人家(43戸)
公共施設(町道、公民館)等

保全人家(99戸)
公共施設(県道、村道)等

保全人家(514戸)
公共施設(県道、町道)等

保全人家(105戸)
公共施設(県道、市道)等

保全人家(56戸)
公共施設(県道、市道)等

保全人家(23戸)
公共施設(県道、市道)等

保全人家(156戸)
公共施設(国道、市道)等

保全人家(92戸)
公共施設(国道、市道)等

保全人家(70戸)
公共施設(県道、市道)等

保全人家(57戸)
公共施設(県道、村道)等
保全人家(52戸)
公共施設(国道、県道、鉄道)
等
保全人家(81戸)
公共施設(県道、市道)等

保全人家(137戸)
公共施設(県道、町道)等

保全人家(105戸)
公共施設(県道、市道)等

保全人家(114戸)
公共施設(県道、町道)等

保全人家(35戸)
公共施設(県道、村道、公民
館、神社、障害者施設)等
保全人家(35戸)
公共施設(県道、村道、公民
館、神社、障害者施設)等
保全人家(6戸)
公共施設(県道、村道、公民
館)等
保全人家(39戸)
公共施設(県道、村道、村役
場、公民館、神社、病院)等
・保全人家(34戸)
公共施設(県道、村道、公民
館、寺、神社、温泉、郵便
局、図書館)等

保全人家(50戸)
公共施設(国道、村道、公民
館、寺）等

保全人家(70戸)
公共施設（県道、公民館、神
社）等

保全人家(79戸)
公共施設(県道、市道、公民
館)等

保全人家(100戸)
公共施設(県道、市道)等

保全人家(69戸)
公共施設(県道、研修セン
ター)等

保全人家(248戸)
公共施設(国道、市道、公民
館)等

保全人家(105戸)
公共施設(県道、市道、公民
館、保育園、小学校)等

保全人家(35戸)
公共施設(国道、公民館)　等

保全人家(73戸)
公共施設(市道)　等

保全人家(23戸)
公共施設(県道)　等

神有地区地すべり対策事業（補助）
山梨県

大和地区地すべり対策事業（補助）
山梨県

人家62戸、病院、幼稚園、保
育園小学校、県道、町道、耕
地16.9ha



南垣外地区地すべり対策事業
岐阜県 再々評価 30 35 29 1.2

・平成元年に地すべり端部の護岸が変状、平成11年にもすべり面
の動きが観測され、地すべり活動は継続している。
・地域住民も事業継続、早期完成を要望している。

継続

口坂本地区地すべり対策事業
静岡県 再々評価 90 153 116 1.3

・過去に数回の災害実績があるが（近年では平成13年8月に発
生）、緊急性の高いブロックから順次対策工を実施しており、事
業進捗に伴い対策工実施ブロックでは地すべり活動の沈静化が確
認され、事業効果が発揮されている。しかし対策工未着手ブロッ
クでは、活発な地すべり活動が継続しているため、事業の継続が
必要である。

継続

大畑地区地すべり対策事業
愛知県 再々評価 23 24 22 1.1

・住民の生命に係わる防災事業であることに加え、周辺集落の生
命線となっている県道の保全、下流河川への土砂流出防止による
国土保全等の効果が挙げられる。

継続

四谷地区地すべり対策事業
愛知県 再々評価 7.3 8.4 7.1 1.2

・住民の生命に係わる防災事業であることに加え、周辺集落の生
命線となっている主要地方道の保全、貴重な文化遺産である棚田
の保全等の効果が挙げられる。

継続

小谷地すべり対策事業
京都府

10年
継続中 2.9 5.1 2.8 1.8 ・大規模な地すべりブロックが存在し、放置すれば災害発生の恐

れは依然として強い。 継続

黒田地区地すべり対策事業
兵庫県

10年
継続中 10 15 9.5 1.5 ・大規模な地すべりブロックが存在し、放置すれば災害発生の恐

れは依然として強い。 継続

宿地区地すべり対策事業
兵庫県

10年
継続中 10 26 9.8 2.7 ・大規模な地すべりブロックの対策が完了しておらず、放置すれ

ば災害発生の恐れは依然として強い。 継続

谷地区地すべり対策事業
福井県 再々評価 11 19 18 1.0 ・昭和61年には土石流災害により死者1名の被害が発生してお

り、現在も区域内で地すべり発生の兆候が見られる。 継続

大丹生地区地すべり対策事業
福井県 再々評価 8.6 38 20 1.9 ・平成13年にはがけ崩れが発生しており、現在も区域内で地すべ

り発生の兆候が見られる。 継続

居倉第１地区地すべり対策事業
福井県 再々評価 10 33 22 1.5 ・昭和54年にはがけ崩れが発生しており、現在も区域内で地すべ

り発生の兆候が見られる。 継続

大滝地区地すべり対策事業
福井県 再々評価 8.0 87 18 5.0 ・昭和40年には地すべり災害により死者10名の被害が発生してお

り、現在も区域内で地すべり発生の兆候が見られる。 継続

大沢地区地すべり対策事業
滋賀県 再々評価 10 18 10 1.8

・昭和３４年の伊勢湾台風時には宅地の石積崩壊等、多数の被害
が発生している。また、昭和５２年には地すべりによる水田被害
が深刻化し新聞報道される。最近では平成１３年８月の台風によ
る集中豪雨により地すべりが発生し人家横の茶畑が崩壊するなど
不安定な状態が続いている。

継続

大谷地区地すべり対策事業
兵庫県 再々評価 11 44 12 3.8 ・未着手の地すべりブロックが残っており、放置すれば災害発生

の恐れは依然として強い。 継続

高坂地区地すべり対策事業
兵庫県 再々評価 17 20 18 1.1 ・未着手の地すべりブロックが残っており、放置すれば災害発生

の恐れは依然として強い。 継続

林ヶ峯地区地すべり対策事業
和歌山県 再々評価 5.1 4.8 2.0 2.4 ・過去には昭和３５年と平成７年に被災しており、平成１３年の

豪雨の際にも地すべり活動が確認されている。 継続

沼田地区地すべり対策事業
和歌山県 再々評価 25 25 13 1.9

・平成５年度に災害関連緊急地すべり対策事業を実施した。ま
た、現在も別のブロックで明瞭な地すべり活動が確認されてい
る。
・土塊が河川に流入すれば金屋町内に被害を及ぼす。

継続

10年
継続中 3.4 23 3.3 7.1

・地元情勢
・将来の社会情勢
・地域振興への影響
・自然環境への影響
・事業中止等のリスク
・代替案・コスト等

継続

再々評価 12 25 11 2.2

・地元情勢
・将来の社会情勢
・地域振興への影響
・自然環境への影響
・事業中止等のリスク
・代替案・コスト等

継続

再々評価 6.0 43 5.8 7.5

・地元情勢
・将来の社会情勢
・地域振興への影響
・自然環境への影響
・事業中止等のリスク
・代替案・コスト等

継続

再々評価 7.3 7.1 7.1 1.0

・地元情勢
・将来の社会情勢
・地域振興への影響
・自然環境への影響
・事業中止等のリスク
・代替案・コスト等

継続

再々評価 8.5 20 8.6 2.3

・地元情勢
・将来の社会情勢
・地域振興への影響
・自然環境への影響
・事業中止等のリスク
・代替案・コスト等

継続

再々評価 12 30 12 2.5

・地元情勢
・将来の社会情勢
・地域振興への影響
・自然環境への影響
・事業中止等のリスク
・代替案・コスト等

継続

再々評価 4.8 47 4.6 10.2

・地元情勢
・将来の社会情勢
・地域振興への影響
・自然環境への影響
・事業中止等のリスク
・代替案・コスト等

継続

再々評価 10 24 11 2.2

・地元情勢
・将来の社会情勢
・地域振興への影響
・自然環境への影響
・事業中止等のリスク
・代替案・コスト等

継続

再々評価 6.8 75 7.0 10.8

・地元情勢
・将来の社会情勢
・地域振興への影響
・自然環境への影響
・事業中止等のリスク
・代替案・コスト等

継続

保全人家72戸、農地9.9ha、送
電鉄塔2基、県道、市道等

保全人家97戸、
県道2路線　等

保全人家29戸、
事業所3箇所、
公民館2棟、
簡易水道施設、
耕地、県道、町道　等

保全人家18戸、
事業所１箇所、公民館1棟、
小学校、保育園、
耕地（棚田）、
県道、町道　等

保全人家戸数：11戸
重要公共施設：3施設

人家３２戸
国道８００ｍ

人家５９戸
国道６００ｍ

一般資産被害、農作業被害、
公共土木施設等被害、人的被
害の軽減額

一般資産被害、農作業被害、
公共土木施設等被害、人的被
害の軽減額

一般資産被害、農作業被害、
公共土木施設等被害、人的被
害の軽減額

一般資産被害、公共土木施設
等被害、人的被害の軽減額

人家２１戸、県道390m、町道
880m、公民館１、農業集落排
水処理施設１，老人憩いの家
１、水田4.15ha、茶畑
1.22ha、その他畑・果樹園
0.7ha

人家６６戸
県道１３００ｍ

人家２２戸
県道１５０ｍ

民家３１戸、町道、農道、公
民館

民家４０戸、ミカン畑、県
道、町道

山田中地区地すべり対策事業
島根県

保全人家51戸
公民館1　保育所1
国道　785m
市道　2225m
田　14.8ha
畑　1.2ha

三谷地区地すべり対策事業
島根県

保全人家41戸
集会所1　小学校1
市道　3070m
田　4.0ha
畑　3.2ha

下遙堪地区地すべり対策事業
島根県

保全人家88戸
集会所1
国道　600m
町道　2300m
田　0.9ha
畑　4.0ha

別所地区地すべり対策事業
島根県

保全人家18戸
公民館1　小学校1
県道　2080m
市道　550m
田　0.8ha
畑　2.4ha

庄部地区地すべり対策事業
島根県

保全人家46戸
集会所1
県道　2000m
市道　3650m
田　4.4ha
畑　13.8ha

六坊地区地すべり対策事業
島根県

保全人家64戸
公民館1
県道　1300m
市道　823m
田　2.0ha
畑　2.0ha

中村若月地区地すべり対策事業
島根県

保全人家102戸
公民館3　駐在所1
市道　2550m
JR　240m
田　0.8ha
畑　1.1ha

伊野浦地区地すべり対策事業
島根県

保全人家36戸
集会所1　公民館1
県道　600m
市道　1600m
畑　2.0ha

東山地区地すべり対策事業
島根県

保全人家95戸
公民館1　高校1
市道　4000m
田　12.0ha
畑　0.5ha

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）



再々評価 8.6 42 8.0 5.2

・地元情勢
・将来の社会情勢
・地域振興への影響
・自然環境への影響
・事業中止等のリスク
・代替案・コスト等

継続

10年
継続中 700 7,614 773 9.9

・安心感向上効果
・土地利用高度化効果
・土地利用可能地拡大効果
・定住人口維持効果
・地価に及ぼす影響効果

継続

10年
継続中 5.8 51 6.1 8.3

・H4台風11号により、村道崩壊、人家ｸﾗｯｸなどの災害が発生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

10年
継続中 6.1 76 5.9 12.9

・S47集中豪雨により、民家半壊を伴う斜面崩壊が発生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 11 30 11 2.7

・経年的な地すべり活動により、家屋、道路、耕地に亀裂等が発
生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 15 38 15 2.5
・H5梅雨前線豪雨により、大規模な斜面崩壊が発生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 16 86 16 5.2

・保全対象には災害弱者施設である幼稚園、高齢者コミュニティを有し
ている。
・H9台風豪雨により、山腹崩壊が発生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

10年
継続中 6.3 6.1 6.0 1.0

・経年的な地すべり活動が継続しているなど地すべり兆候が明瞭
である。
・地元調整に問題はなく、円滑に事業が進捗。
・地元は施設管理にも協力的であるなど、事業に対する理解と認
識は深い。

継続

再々評価 6.2 23 6.3 3.6

・経年的な地すべり活動により、家屋、道路、耕地に亀裂等が発
生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 9.2 29 10 3.1

・H11.6.29梅雨前線に伴う豪雨により、山腹崩壊が発生し、農道
の通行止め等の災害が発生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 8.2 26 9.0 2.9

・経年的な地すべり活動により、家屋、道路、耕地に亀裂等が発
生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 9.2 30 10 3.0

・経年的な地すべり活動により、家屋、道路、耕地に亀裂等が発
生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 7.8 29 8.9 3.3

・H11台風5号により崩壊が発生し、町道の崩壊や畑の亀裂等の災
害が発生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 11 31 12 2.7

・S51台風17号により家屋破損、H10豪雨により農道及び畑に亀裂
等の災害が発生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 7.7 33 7.7 4.3

・経年的な地すべり活動により、家屋、道路、耕地に亀裂等が発
生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 16 28 16 1.7

・S51台風17号により耕地及び道路に亀裂、S63梅雨前線豪雨によ
り農道亀裂等の災害が発生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 24 70 25 2.8

・S50,S51台風17号により町道や橋梁、民家が被災、H11台風5号
により1戸移転、橋梁半壊の災害が発生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 10 19 10 1.9

・S50台風17号による災害履歴がある。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 26 86 27 3.2

・S38台風9号により耕地崩壊の災害が発生。また、排水トンネル
が破損するなど経年的地すべり変状が続いている。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 5.8 15 6.3 2.3

・S51台風17号により耕地、村道、家屋の災害が発生。
・地元の地すべりに対する認識は深く、事業に対する評価は高
い。
・地元は事業に対し協力的であり、円滑に事業が進捗。

継続

再々評価 7.4 20 7.2 2.8 ・昭和２８年、昭和３７年、昭和５２年、昭和５７年に当地区で
地すべりが発生。家屋等に被害。 継続

再々評価 7.5 14 7.3 1.9 ・昭和６３年に当地区で地すべりが発生。家屋、町道、耕作地等
に被害。 継続

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

上里地区地すべり対策事業
島根県

保全人家86戸
公民館3
県道　685m
市道　6845m
田　22.5ha
畑　7.0ha

前田地区地すべり対策事業
山口県

一般資産：5,701
公共土木施設：155
人的：1,758

京上地区地すべり対策事業
徳島県

・保全人家戸数61戸
・道路
・役場、図書館、郵便局、診
療所

西浦地区地すべり対策事業
徳島県

・保全人家戸数160戸
・道路
・郵便局、診療所、小学校

加茂山地区地すべり対策事業
徳島県

・保全人家戸数39戸
・耕地15.6ｈａ
・道路
・小学校、幼稚園

有瀬地区地すべり対策事業
徳島県

・保全人家戸数56戸
・耕地11.9ｈａ
・道路
・小学校

倉石地区地すべり対策事業
徳島県

・保全人家戸数145戸
・耕地42.0ｈａ
・道路
・小学校、、幼稚園、郵便局

春日川上流地区地すべり対策事業（離島）
香川県

・保全人家97戸
・小学校、病院
・県道、町道

大久保地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家48戸
・耕地20.1ha
・国道、町道

大砂子地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家64戸
・耕地10.1ha
・国道、町道

佐賀山地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家60戸
・耕地65.3ha
・町道

川井地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家124戸
・耕地24.7ha
・国道、町道
・町役場、病院

溜井地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家55戸
・耕地46.8ha
・町道

相川地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家64戸
・耕地120ha
・国道、町道
・消防、小学校

高須地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家63戸
・耕地43ha
・町道

打木地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家33戸
・耕地112ha
・林地29.4ha

谷の内地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家27戸
・耕地54.11ha
・林地151.18ha

楠神地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家38戸
・耕地10.31ha
・国道、町道

長者地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家109戸
・耕地21.5ha
・国道、県道
・町役場、小学校、保育園

栃の木地区地すべり対策事業
高知県

・保全人家24戸
・耕地11.19ha
・町道

吹春（１）地区地すべり対策事業
福岡県

保全人家３５戸
国道３号

山中地区地すべり対策事業
福岡県 保全人家５２戸



再々評価 10 35 10 3.4 ・昭和２８年、昭和４７年に当地区で地すべりが発生。家屋、町
道等に被害。 継続

10年
継続中 6.0 8.0 7.2 1.1

・昭和32,42,55年及び平成2,3年の集中豪雨により区域内の果樹
園や国道に亀裂が発生、また梅雨期には小崩壊が繰り返し発生し
ている。

継続

再々評価 9.0 28 12 2.4 ・昭和５５年頃から地すべり活動が活発化し、住民生活に被害を
及ぼした。また、平成１１年にも地すべり災害が発生している。 継続

再々評価 27 29 25 1.1
・昭和３０年頃から地すべり活動が確認され、その後、平成に入
り活発化し対策工事に着手しているが、平成７年にも大規模な地
すべり災害が発生している。

継続

再々評価 10 14 13 1.0
・昭和５７年の長崎大水害の豪雨により地すべりの兆候が現れ始
め、昭和６０年の集中豪雨では人家や道路に大きな被害をもたら
した。

継続

再々評価 14 211 17 12.8 ・昭和６２年の集中豪雨により地すべり災害が発生し、人家、市
道、農地に大きな被害をもたらした。 継続

再々評価 15 90 24 3.7
・昭和３０年代に地すべりが発生し、昭和４７年の集中豪雨によ
り活動が活発化し、家屋等に被害が発生した。その後、平成４年
にも大規模な地すべり災害が発生している。

継続

再々評価 11 38 15 2.6
・昭和３０年代後半から地すべりの兆候が現れ始め、昭和５５年
の集中豪雨により地すべり活動が活発化し、道路、家屋等に被害
が発生した。

継続

再々評価 7.9 31 11 2.9 ・昭和６０年の集中豪雨により大規模な地すべり災害が発生し、
県道、人家・耕地等に大きな被害をもたらした。 継続

再々評価 6.1 20 8 2.4 ・昭和５０年頃から地すべりの兆候が現れ始め、その後活発化
し、人家や市道、農地等に被害が発生した。 継続

再々評価 12 25 14 1.8
・昭和６０年頃から地すべり活動が活発化し、家屋や道路等に被
害が発生した。その後、平成１２年の豪雨により地すべり災害が
発生し、人家に被害をもたらした．

継続

再々評価 9.4 18 12 1.5 ・昭和６０年頃の集中豪雨により地すべり活動が活発化し、県
道、町道や人家に被害が発生した。 継続

再々評価 9.9 21 10 2.1

（災害発生時の影響）
地すべりが発生すると、地すべり防止区域内に小中学校及び１２
軒の人家があり、多大な被害が想定できる。
（過去の災害実績）
昭和28、46年、民家裏の斜面崩壊多数発生。昭和54～56年、平成
11年学校グラウンド陥没。
（災害発生の危険度）
施行中のブロックは特に重要な施設である小中学校があり、校舎
にはクラックが顕著にみられる。

継続

再々評価 27 181 31 5.8
・昭和62年、平成5年、平成9年に地すべり災害が発生している。
・別府温泉の泉源及び観光施設(ラクテンチ)等の保全により地域
経済の安定を図る。

継続

再々評価 5.9 19 5.9 2.6 ・周辺の開発が進んだこと、地すべり兆候が見られること、費用
対効果など地すべり対策の緊急性、必要性が高いと判断された。 継続

再々評価 5.8 28 5.8 3.9 ・斜面部に地すべり兆候が見られること、費用対効果など地すべ
り対策の緊急性、必要性が高いと判断された。 継続

【急傾斜地崩壊対策事業】

（補助）

総便益
（億円）

再々評価 29 96 29 3.3
・保全対象に、国道、南茅部町国民健康保険病院（災害弱者関連
施設）等の重要な施設があり事業継続が必要。
・地域からの事業要望がある。

継続

10年
継続中 9.9 49 12 3.9

・がけ崩れから人家及び町道等を保全するための防災事業であ
る。 継続

10年
継続中 3.9 10 3.1 3.2

・過去に土砂崩落が発生していて、急傾斜地崩壊防止施設の新設
を行うことにより、人命を保護し、もって国土の保全・民生の安
定に資する。

継続

道芝地区急傾斜地崩壊対策事業
京都府

10年
継続中 5.5 40 5.3 7.5 ・がけ崩れから人家及び町道等を保全するための防災事業であ

る。 継続

深谷第2地区急傾斜地崩壊対策
事業
福井県

再々評価 10 32 13 2.2 ・平成4年には落石が発生しており、現在も区域内でがけ崩れ発
生の兆候が見られる。 継続

南瀬地区急傾斜地崩壊対策事業
福井県 再々評価 13 55 20 2.8 ・平成14年には落石が発生しており、現在も区域内でがけ崩れ発

生の兆候が見られる。 継続

【雪崩対策事業】
（補助）

総便益
（億円）

10年
継続中 10 59 10 6.0 ・過去に雪崩による被害が頻繁に発生した地区である。

・保全対象には高等学校や国道156号等重要な施設がある。 継続

再々評価 10 24 13 1.8 ・過去に雪崩による被害が頻繁に発生した地区である。 継続

飯降地区雪崩対策事業
福井県 再々評価 31 45 41 1.1 ・昭和56年には表層雪崩が発生しており、現在も区域内で雪崩発

生の兆候が見られる。 継続

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

担当課
（担当課長名）

藤ノ木地区地すべり対策事業
福岡県 保全人家１６１戸

寺浦地区　補助地すべり対策事業
佐賀県

国道204号、二級河川座川、人
家10戸、公民館、耕地7ha

白井岳地区地すべり対策事業
長崎県

保全人家　370戸
保全対象　二級河川・県道・
市道

腰差地区地すべり対策事業
長崎県

保全人家　261戸
保全対象　二級河川・国道・
鉄道

園田地区地すべり対策事業
長崎県

保全人家　28戸
保全対象　二級河川・市道

高野地区地すべり対策事業
長崎県

保全人家　496戸
保全対象　県道・市道

大屋地区地すべり対策事業
長崎県

保全人家　204戸
保全対象　町道

里地区地すべり対策事業
長崎県

保全人家　58戸
保全対象　市道

野崎地区地すべり対策事業
長崎県

保全人家　69戸
保全対象　県道・市道

大崎地区地すべり対策事業
長崎県

保全人家　46戸
保全対象　市道・耕地

飛島地区地すべり対策事業
長崎県

保全人家　37戸
保全対象　市道・小学校

松島外平地区地すべり対策事業
長崎県

保全人家　47戸
保全対象　県道・町道

袴野地すべり対策事業
熊本県

地すべり対策事業の費用便益
マニュアル（案）（平成11年
建設省作成）に基づき算出

乙原地区地すべり対策事業
大分県 保全対象戸数：2,335戸

総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

兼城地区地すべり対策事業
沖縄県

一般資産、人的被害、公共土
木施設等

吉富地区地すべり対策事業
沖縄県

一般資産、人的被害、公共土
木施設等

事業主体 便益の主な根拠
その他の指標による評価 対応方針

事 業 名

前浜の２急傾斜地崩壊対策事業
宮城県

人家83戸
町道

南茅部臼尻３地区急傾斜地崩壊対策事業
北海道

人家149戸、国道、町道、病院
「災害弱者施設」

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ該当基準

森屋－２地区急傾斜地崩壊対策事業（補
助）
山梨県

10年および50年確率降雨時の
被害想定を算出し、各々年便
益で積み上げ

一般資産被害、公共土木施設
等被害、人的被害の軽減額

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

大島地区雪崩対策事業
富山県

人家（36戸）公共施設（国
道、村道、公民館、高等学
校）　等

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ 担当課

（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠
その他の指標による評価 対応方針

保全人家戸数：83戸
重要公共施設：5施設

一般資産被害、公共土木施設
等被害、人的被害の軽減額

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）

三ツ屋野地区雪崩対策事業
石川県

保全人家(43戸)、事業所(1戸)
公共施設(市道)　等

一般資産被害、公共土木施設
等被害、人的被害の軽減額

本省河川局保全課
（課長　坂口　哲夫）



【海岸事業】
（直轄）

総便益
（億円）

再々評価 1,836 4,658 2,032 2.3

・近年においても、直立護岸の倒壊、家屋の浸水被害が度々発生
している。
・保全対象に人家・国道等の重要施設があり、事業継続が必要。
・地域からの事業要望がある。

継続

再々評価 467 1,934 649 3.0

・高潮被害として、昭和39年の台風20号により、重軽傷者９名、
家屋流失壊（半壊含）178戸、床上・床下浸水286戸など昭和に
入ってから49回の被害が記録にとどめられている。
・侵食被害として、1.0～1.5ｍ／年という割合で進行している。
・東播海岸の沿岸地域は、東西交通を結ぶ主要幹線が集中してお
り、人口、資産が増加し、市街化も進んでいる状況からも東播海
岸では、高潮による浸水被害や海岸侵食から当該地域を防護し、
国土を保全するため、引き続き事業を継続する。

継続

再々評価 328 1,973 366 5.4

・離岸堤沖合の海岸侵食に起因する離岸堤崩壊に伴う背後地の侵
食と西側区域への侵食の伝搬
・皆生海岸という観光拠点における海岸環境の低下
・災害発生時の影響度と過去の災害実績等

継続

再々評価 166 459 253 1.8

・昭和45年10号台風により、十市～仁井田地策にかけてパラペッ
トおよび天端舗装が破壊した。
・昭和49年14号台風および16号台風により、人的被害は生じな
かったが、堤防が295m倒壊し、背後地のビニールハウス群を中心
に農地の流失や約4haの冠水が生じた。
・昭和54年16号台風により、仁井田地先の堤防が219mに渡り倒壊
した。

継続

10年
継続中 558 11,058 662 16.7

・昭和54年台風16号により、長浜～戸原、新居工区で974.5mにわ
たり被災。
・平成2年台風14号により、長浜～戸原、新居工区で1,029mにわ
たり被災。
・平成3年台風9号により、長浜工区における海岸堤防破堤と陥没
が176m、前浜の洗掘区間1,615mが被災。
・平成5年台風7号により、戸原工区において堤防110m（うち堤防
決壊70m）が被災。
・平成13年台風11号により、海岸堤防前面の砂浜が消失し、海岸
堤防が被災した。
・平成14年台風22号により、長浜工区の堤防が被災した。

継続

再々評価 977 7,059 2,767 2.5

・有明海岸の背後地は、低平地であり、ひとたび高潮に襲われる
と甚大な被害が発生する。昭和60年台風13号により、死者3名、
家屋破壊350戸、浸水家屋582戸と多大な被害が発生している。今
後は、堤防整備、樋管の改築等を行い治水安全度の向上を図る。

継続

再々評価 1,240 2,359 1,967 1.2

・津波による浸水被害を低減させることにより、安全性の向上をはか
ることができる。
・防波堤の整備により、港内の静穏度が向上し、船舶の安定的で効率
的輸送が可能となる。また、係留している船舶の破損や、あるいはこ
れを避けるための避泊を回避できる。
・排出ガスの減少（NOx：72トン/年、CO2：2,660トン－C/年）

継続

10年
継続中 47 326 54 6.0

・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をはかるこ
とができる。また、地震時における施設の安全性の向上、浸水被害の
危険性の低減をはかることができる。

継続

再々評価 464 1,021 554 1.8

・津波による浸水被害を低減させることにより、安全性の向上をはか
ることができる。
・防波堤の整備により、港内の静穏度が向上し、船舶の安定的で効率
的輸送が可能となる。また、係留している船舶の破損や、あるいはこ
れを避けるための避泊を回避できる。

継続

（補助）

総便益
（億円）

再々評価 59 1,732 105 16.5

・昭和35年のチリ地震津波により死者3名、昭和43
年の十勝沖地震津波により死者46名の犠牲者を出
す被害を受けている。また、冬期風浪等の越波・
高潮被害も度々受けている。
・当海岸の背後地は幹線道路の国道338号が走り、
工業団地が造成されている。

継続

再々評価 56 1,713 102 16.8

・昭和35年のチリ地震津波により死者3名、昭和43
年の十勝沖地震津波により死者46名の犠牲者を出
す被害を受けている。また、冬期風浪等による越
波・高潮被害も度々受けている。
・当海岸の背後地は幹線道路の国道338号が走り、
工業団地が造成されている。

継続

再々評価 43 136 84 1.6

・仙台近郊の海水浴場として多くの人々が訪れる菖蒲田海岸は、
近年砂浜の侵食が著しく進み、越波や堤防等の被害が発生した。
そのため、高潮、波浪、津波等による災害を防止し、国土保全を
図るものである。

継続

再々評価 35 58 47 1.2
・沖合施設の整備によって砂浜の保全が図られ、マリンスポーツ
等海岸利用が促進された。護岸の整備を引き続き行い、浸水被害
の軽減の効果を発揮する必要がある。

継続

再々評価 57 621 86 7.3

・昭和48年から昭和58年にかけて汀線が最大で約40m後退した。
・平成9年9月には越波により堤防と住宅との間の低地が冠水し
た。また、海岸背後の自転車道が被災した。
・平成5年7月緩傾斜護岸が357m被災した。

継続

本省港湾局
海岸・防災課

（課長　須野原　豊）

本省河川局
砂防部保全課海岸室
（室長　細見　寛）

担当課
（担当課長名）

横道海岸高潮対策事業
青森県

浸水戸数  265戸
浸水面積    3ha

菖蒲田海岸高潮対策事業
宮城県

事 業 名

百石海岸高潮対策事業
青森県

浸水戸数  113戸
浸水面積    2ha

浸水戸数  300戸
浸水面積   43ha
県道塩竃七ヶ浜多賀城線

侵食面積   45ha
侵食戸数    1戸
浸水面積  529ha
浸水家屋1,332戸

有明海岸
直轄海岸保全施設整備事業
九州地方整備局

浸水面積6,586ha

高知海岸（長浜工区～新居工区）
直轄海岸保全施設整備事業
四国地方整備局

浸水戸数5,119戸
浸水面積　226ha

対応方針
事 業 名

該当基準 総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

該当基準 総事業費
（億円）

皆生海岸
直轄海岸保全施設整備事業
中国地方整備局

磯原海岸高潮対策事業
茨城県

胆振海岸
直轄海岸保全施設整備事業
北海道開発局

侵食戸数 4,371戸
侵食面積   917ha
浸水戸数11,513戸
浸水面積 1,346ha
国道36号
JR室蘭本線

本省河川局
砂防部保全課海岸室
（室長　細見　寛）

高知海岸（南国工区）
直轄海岸保全施設整備事業
四国地方整備局

浸水戸数　442戸
浸水面積　140ha

東播海岸
直轄海岸保全施設整備事業
近畿地方整備局

侵食戸数  454戸
侵食面積   45ha
浸水戸数4,138戸
浸水面積  209ha

担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

浸水戸数  165戸
浸水面積   15ha

北九十九里海岸高潮対策事業
千葉県

侵食戸数　754戸
侵食面積　165ha
浸水戸数  487戸
浸水面積   95ha

釜石港海岸　湾口地区
直轄海岸保全施設整備事業　　※１
東北地方整備局

想定浸水面積　：141ha
輸送コスト削減
（H18　想定取扱貨物量2,033
千t）
避泊水域の確保
（H14避泊可能隻数　6隻）

津松阪港海岸　松阪地区
直轄海岸保全施設整備事業
中部地方整備局

想定浸水面積　：230ha

須崎港海岸　湾口地区
直轄海岸保全施設整備事業　　※１
四国地方整備局

想定浸水面積　：202ha
避泊水域の確保
（H22　避泊可能隻数　2隻）

※１は、港湾整備事業と一体的に評価



再々評価 40 232 79 3.0

・平成3年9月　台風18号により緩傾斜護岸74mが被災した。
・昭和59年10月　低気圧通過に伴う波浪により緩傾斜護岸267.8m
が被災した。
・昭和57年10月　台風21号により護岸120mが被災した。
・CCZに認定され背後地と一体となった整備を推進している。

継続

再々評価 75 116 5.7 20.3

・昭和50年代は、ほぼ2年に1回の頻度で海岸堤防の決壊や背後道
路の流失などの被害が生じていたが、離岸堤群の建設によって、
最近10年間は土砂の打ち上げが局所的にみられる程度にまで保全
機能が回復した。また、場所によっては100m近く浜幅が広がるな
ど、砂浜の回復傾向が見られるようになり、回復された砂浜で
は、散歩やバーベキューなど多様な利用がなされている。

継続

再々評価 29 506 34 14.9

・当海岸の背後地は、海抜ゼロメートル地帯であり市街地が広が
り、国道２４７号、名鉄三河線、名鉄西尾線といった主要な交通
網が整備されている。当施設は築４０年以上経過し老朽化が進み
地盤沈下が進んでいる。さらに、この地層は東海・東南海地震時
に液状化が生じ、堤防崩壊による浸水被害が発生する可能性が大
きく地震災害時での堤防高さの確保が必要である。

継続

再々評価 23 330 26 12.5

・当海岸の背後地は、海抜ゼロメートル地帯であり市街地が広が
り、国道２４７号、名鉄三河線といった主要な交通網が整備され
ている。当施設は築４０年以上経過し老朽化が進み地盤沈下が進
んでいる。さらに、この地層は東海・東南海地震時に液状化が生
じ、堤防崩壊による浸水被害が発生する可能性が大きく地震災害
時での堤防高さの確保が必要である。

継続

再々評価 77 204 98 2.1
・当海岸における浸水区域には、地域の幹線である国道４２号が
走り、その周辺は人家密集地帯となっていることから、災害発生
時の影響は甚大である。

継続

再々評価 151 385 167 2.3

・当海岸における浸水区域には、地域の幹線である国道４２号及
びＪＲ紀勢本線が走り、その周辺は人家密集地帯となっているこ
とから、災害発生時の影響は甚大である。平成６年の台風７号及
び９号により、堤防破堤L=436m、堤防基礎洗掘L=283mの被災とな
り、災害復旧関連事業の採択を受けた。

継続

再々評価 12 131 17 7.8

・昭和29年の台風12号により、浸水家屋3戸、工場1棟、浸水面積
7haの被害を受けている。また、西瀬戸自動車道の開通に伴い、
アクセス道路の国道317号が整備され、沿線にはショッピングセ
ンター、人家等の建物も増加している。

継続

再々評価 38 2,333 70 33.4

・計画高TP＋7.5mに対して、現況高＋6.1mと低く、必要な天端高
が不足している。その中で、地元住民は、過去の高潮災害を経験
しており、必要性を十分認識している。海岸の背後地には、海苔
加工団地の計画があり、公共施設などの資産増加が見込まれる

継続

再々評価 183 5,590 239 23.4

・計画高TP＋7.5mに対して、現況高＋6.1mと低く、必要な天端高
が不足している。その中で、地元住民は、過去の高潮災害を経験
しており、必要性を十分認識している。海岸の背後地には、柳川
浄化センターが存在し、将来、海苔加工団地の計画もあり、公共
施設などの資産増加が見込まれる。

継続

再々評価 36 184 53 3.5

・背後地は、低平地が広がり、ＪＲ鹿児島本線が並行するなど資
産が集積する本県北部の社会経済の中心であることから、想定の
高潮が発生した場合、甚大な被害が発生するとともに、その影響
が広範囲に及ぶ。

継続

再々評価 55 1,264 107 11.8

・当海岸は閉鎖性海域となっていることから潮位差が大きく、堤
防・護岸高の不足等により近年でも平成5年、9年の周防灘を通過
した台風による越波被害が発生している。今後の背後地の土地利
用の活発化が予想されることから早期の整備が必要とされてい
る。

継続

再々評価 35 562 30 18.7

・当海岸は，台風等の高波浪時に越波が生じ，背後の人家に浸水
等の被害をもたらしている。また，鹿児島市と指宿市を結ぶ幹線
道路である国道２２６号の通行車両等に対し多大な支障をきたし
ている。

継続

再々評価 9.0 182 8.0 22.8

・当海岸は，鹿児島湾の東岸に位置し，北に桜島を望む景観豊か
な海岸線である。海岸背後には，大隅半島の幹線道路となる国道
２２０号があり人家が点在していることから，台風時や冬季風浪
時に越波による背後地の被害が発生している。

継続

再々評価 51 179 88 2.0

・背後には函館湯の川温泉街がひかえていることから、観光・景
観に考慮し人工リーフを採用しており、早期完成に向け地元住
民・役場・漁業関係者からも積極的な強力を得ている。また人工
リーフの構造を検討し、ブロックに変わる石材を使用するなどコ
スト縮減に取り組んでいる。

継続

10年
継続中 13 22 15 1.5

・早期完成に向け地元住民・役場・漁業関係者からも積極的な強
力を得ている。また、適期海上施工に努めるなどコスト縮減に取
り組んでいる。

継続

本省河川局
砂防部保全課海岸室
（室長　細見　寛）

静岡海岸高潮対策事業
静岡県

御浜海岸高潮対策事業
三重県

大和海岸高潮対策事業
福岡県

宇佐海岸高潮対策事業
大分県

函館海岸侵食対策事業
北海道

浸水戸数1,610戸
浸水面積2,244ha

柳川海岸高潮対策事業
福岡県

浸水戸数6,827戸
浸水面積2,203ha

荒尾海岸高潮対策事業
熊本県

浸水戸数  110戸
浸水面積   46ha

浸水戸数  420戸
浸水面積  308ha

千倉海岸高潮対策事業
千葉県

侵食戸数   25戸
侵食面積   20ha
浸水戸数  210戸
浸水面積   22ha

浸水戸数4,463戸
浸水面積  496ha
国道150号

吉良海岸高潮対策事業
愛知県

浸水戸数 2,900戸
浸水面積   494ha

真野海岸高潮対策事業
愛知県

浸水戸数2,600戸
浸水面積　574ha

浸水戸数  267戸
浸水面積   12ha

井田海岸高潮対策事業
三重県

浸水戸数   85戸
浸水面積   18ha

重井海岸高潮対策事業
広島県

浸水戸数　153戸
浸水面積　 35ha
国道317号

喜入海岸高潮対策事業
鹿児島県

浸水戸数　670戸
浸水面積　 96ha

垂水海岸高潮対策事業
鹿児島県

浸水戸数　 60戸
浸水面積　 25ha

侵食戸数   59戸
侵食面積   11ha
浸水戸数  180戸
浸水面積   13ha
国道278号

森越海岸侵食対策事業
北海道

侵食面積    2ha
浸水戸数    6戸
浸水面積    5ha
国道228号



再々評価 18 784 25 30.8
・早期完成に向け地元住民・役場・漁業関係者からも積極的な強
力を得ている。また、現地発生材（コンクリート小割り殻）を中
詰材に有効利用するなどコスト縮減に取り組んでいる。

継続

再々評価 23 480 35 13.9
・早期完成に向け地元住民・役場・漁業関係者からも積極的な強
力を得ている。また、適期海上施工に努めるなどコスト縮減に取
り組んでいる。

継続

再々評価 15 370 22 17.1
・早期完成に向け地元住民・役場・漁業関係者からも積極的な強
力を得ている。また、人工リーフの構造を検討し、現地有材ブ
ロックを使用するなどコスト縮減に取り組んでいる。

継続

再々評価 38 497 57 8.8

・早期完成に向け地元住民・役場・漁業関係者からも積極的な強
力を得ている。また、護岸消波工に現地発生材（ブロック）を使
用するため近隣にストックするなどコスト縮減に取り組んでい
る。

継続

再々評価 25 329 26 12.8

・平成3年1月の暴風波浪、平成5年1月の強風波
浪、平成6年2月の暴風波浪の越波により護岸の
施設被害を受けている。
・当海岸の背後地は幹線道路の国道279号が走り、
人家、資産が集積している。

継続

再々評価 86 488 120 4.1

・昭和58年、平成2年の波浪により堤防等に甚大な
被害を受けている。
・当海岸の背後地は幹線道路の国道338号が走り、
人家、資産が点在している。

継続

再々評価 21 41 24 1.7

・当海岸は、近年川からの土砂供給量の減少や日本海特有の冬期
風浪により砂浜の侵食が顕著である。背後にはこの地方の発展に
極めて重要な庄内空港もあり、侵食に対する保全施設の整備は不
可欠な状況である。またＨ７年度に策定された「山形県新総合発
展計画」においても美しく快適な県土、安全な県土形成にあたり
重要な事業であると位置付けられている。

継続

再々評価 33 149 42 3.5

・当海岸の背後には、酒田臨海工業団地があり電源拠点となる酒
田共同火力や酒田港のリサイクルポート指定に伴う企業の新たな
立地が見込まれ、日本海特有の冬期風浪による越波被害がら防護
するための施設整備の必要性がより一層増大した。Ｓ５５以降７
回ほど道路や消波工が冬期風浪により被災も受けている。「山形
県新総合発展計画」では美しく快適な県土、安全な県土形成にあ
たり重要な事業であると位置付けられている。

継続

再々評価 86 284 246 1.2
・砂浜が回復することにより被害の軽減が図られるとともに、マ
リンスポーツ等海岸利用が促進される。また、被害の軽減に関し
て地元鹿嶋市より要望がされている。

継続

再々評価 36 121 52 2.3

・平成8年9月　台風17号の波浪により緩傾斜護岸及び斜路が被災
した。
・平成8年7月　台風5号の波浪により緩傾斜護岸が被災した。
・平成7年9月　台風12号の波浪により緩傾斜護岸および管理通路
が被災した。
・平成6年2月　冬季風浪により緩傾斜護岸及び管理用通路が被災
した。

継続

再々評価 115 253 147 1.7

・平成14年10月　台風21号で680mに渡り浜崖となった。また、緩
傾斜護岸が被災した。
・平成9年9月　台風20号で94mに渡り浜崖となった。また、緩傾
斜護岸が被災した。
・平成8年9月　台風17号で82mに渡り浜崖となった。
・平成7年9月　台風12号で浜崖となった。
・平成6年9月　台風24号で緩傾斜護岸が被災した。

継続

再々評価 38 26 19 1.4

・直背後には、関東甲信越地方へ天然ガスを供給するパイプライ
ンが存在する。
・かつては塩田や海水浴ができるほどの砂浜が存在したが、現在
は消失している。

継続

10年
継続中 44 61 53 1.2

・現在は砂浜が消失している。
・想定浸水区域には、工業団地、国道３５２号が存在する。
・人工リーフ未整備区間では依然として林野庁所管の防潮工が被
災している。

継続

再々評価 180 295 159 1.9

・背後にはマリンピア日本海、海浜公園などレクリエーション施
設が存在している。
・砂浜は、県内屈指の海水浴場「関屋浜」として年間１８万人以
上の利用がある。

継続

再々評価 42 100 73 1.4
・背後には国道３４５号（日本海夕日ライン）が存在している。
・近年、冬期風浪により侵食が激しく、毎年のように施設災害が
発生している。

継続

本省河川局
砂防部保全課海岸室
（室長　細見　寛）

紋兵衛海岸侵食対策事業
北海道

侵食戸数   24戸
侵食面積    9ha
浸水戸数  103戸
浸水面積   20ha
道道森・砂原線

黄金海岸侵食対策事業
北海道

侵食戸数    2戸
侵食面積    4ha
浸水戸数  145戸
浸水面積   33ha
国道37号
JR室蘭本線

知来別海岸侵食対策事業
北海道

侵食戸数   53戸
侵食面積    6ha
浸水戸数   73戸
浸水面積    7ha
国道238号

伊茶仁海岸侵食対策事業
北海道

侵食戸数    7戸
侵食面積    7ha
浸水戸数   49戸
浸水面積   26ha
国道244号

烏沢海岸侵食対策事業
青森県

侵食面積   13ha
浸水家屋   44戸
浸水面積    9ha

三沢海岸侵食対策事業
青森県

侵食戸数  340戸
侵食面積  550ha

浜中海岸侵食対策事業
山形県

侵食戸数   29戸
侵食面積   68ha

宮海海岸侵食対策事業
山形県

侵食戸数    1戸
侵食面積   11ha

鹿嶋海岸侵食対策事業
茨城県

浸水戸数2,262戸
浸水面積　648ha

吉崎海岸侵食対策事業
千葉県

侵食戸数　  3戸
侵食面積   39ha
浸水戸数  101戸
浸水面積   82ha

一宮海岸侵食対策事業
千葉県

侵食面積　 70ha
浸水戸数  241戸
浸水面積　 86ha

大潟海岸侵食対策事業
新潟県

侵食戸数　  1戸
侵食面積    4ha
浸水戸数   21戸
浸水面積    5ha
一般県道犀潟柿崎線

荒浜海岸侵食対策事業
新潟県

侵食面積   17ha
浸水戸数   95戸
浸水面積   11ha
一般国道352号

金衛町海岸侵食対策事業
新潟県

侵食戸数　189戸
侵食面積   43ha
市道関屋松波町浜浦町線
市道寄居浜線１号線
市道中央1-117号線

桃崎浜海岸侵食対策事業
新潟県

侵食戸数   17戸
侵食面積  100ha
浸水戸数   30戸
浸水面積   22ha
一般国道345号



再々評価 52 79 57 1.4

・背後には、瀬波温泉の旅館施設や老人福祉センターが存在す
る。
・県内外を問わず年間１１万人を越える県北地方最大の海水浴場
である。

継続

再々評価 22 83 29 2.9 ・背後には国道３４５号及びＪＲ羽越本線が存在している。
・瀬波笹川流れ粟島県立自然公園に指定されている。 継続

再々評価 25 71 26 2.8

・背後には国道３４５号及びＪＲ羽越本線が存在している。
・鳥越山海水浴場は県内外問わず年間４万５千人を越える海水浴
場である。
・瀬波笹川流れ粟島県立自然公園に指定されている。

継続

再々評価 71 1,036 123 8.4

・想定侵食区域内に主要地方道富山魚津線があり、災害発生時に
地域の交通に与える影響は甚大である。
・過去に幾度となく越波・災害が発生しており、また既設護岸の
老朽化が著しく護岸の整備に対し地元から強い要望がある。

継続

再々評価 92 115 105 1.1

・想定侵食区域内にJR北陸本線があり、災害発生時に地域の交通
に与える影響は甚大である。
・平成３年２月の冬期風浪では離岸堤・消波工等が沈下散逸、背
後地の浸水、建物の倒壊があり、JR北陸本線にも被害が及んだ。

継続

再々評価 22 176 32 5.6

・背後人家への波の打ち上げや飛沫による被害が発生し、県道の
通行にも支障をきたしている。
・養浜を一部実施した区間が波の打ち上げ低減及び飛沫防止効果
が十分あった。残事業の早期完成を図る。

継続

再々評価 16 47 18 2.6

・当海岸における浸水区域には人家が密集していることから災害
発生時の影響は甚大である。かつては砂浜海岸であったが、海岸
の侵食作用により砂浜が失われ、背後地が越波被害を受けるよう
になった。当海岸は、伊勢志摩国立公園の特別地域に指定されて
おり、観光客の憩いの場・住民の散策場として親しまれている。

継続

再々評価 29 63 29 2.2

・冬季風浪による越波等により平成3,5,6年に階段護岸損壊、平
成12,14年に防潮堤背後陥没等災害が発生したが、施設整備済箇
所は被災が発生しなかった。
・背後地の状況を考慮しつつ侵食の激しい箇所を優先施工し、測
量等調査により施工効果を検証しながら段階的な事業進捗を図っ
ている。

継続

再々評価 35 95 58 1.6

・防護区域内には、主要県道の他、災害弱者施設や観光施設を有
しており、災害発生の際は地域の生活・経済に甚大な影響を及ぼ
す。
・当海岸は、瀬戸内海国立公園内に位置しており、背後地では景
観を利用したリゾート開発が進行している。
・地域住民は、砂浜の清掃活動にも積極的に参加し砂浜の保全に
努めている。
・当海岸は、海水浴場として利用されており、地元だけでなく多
くの人々から砂浜の復元を求める声が強まるなど、当事業に対す
る評価は高い。

継続

再々評価 110 235 181 1.3

・防護区域内には、国道55号の他、学校や病院（災害弱者）など
多くの公共施設を有しており、災害発生の際は地域の生活・経済
に甚大な影響を及ぼす。
・背後地では、国道55号バイパスの開通に伴い宅地開発が進んで
おり、人口及び資産が増加している。
・地元住民は侵食に伴う越波の危険性に不安を抱いており、当事
業の必要性・効果についても理解が得られている。

継続

再々評価 65 462 147 3.1

・当海岸の背後には地域の資産が集積し、唯一のライフラインで
ある国道55号も併走している。
・過去50年間で81mに及ぶ砂浜侵食を受けており、平成6年台風26
号及び平成9年台風9号では家屋の破損や2.0haの浸水、国道通行
止めなどの被害を受けている。
・地元においては、当事業に対する評価が高く、今後の事業継続
が強く望まれるなど地元理解が得られている。

継続

再々評価 18 35 30 1.2

・当海岸は風光明媚な海岸として県立自然公園に指定されてい
る。台風等の波浪による砂浜の減少は波浪の増大を招き、海岸線
の侵食や背後地への浸水、農作物への塩害となっている。沿岸住
民の生命・財産を守ると共に豊かな海岸線の保全のため、早期整
備が必要とされている。

継続

再々評価 93 189 104 1.8

・当海岸の背後には県内有数のリゾート地が存し、北部地域と連
絡する地域高規格道路である一ッ葉有料道路も併走している。ま
た、サーフィン等のマリンスポーツが盛んであり、アカウミガメ
の産卵地でもある。近年では、平成10年に有料道路歩道部まで侵
食が起きている。現在、侵食対策として離岸堤、養浜工を施工中
であり砂浜の後退を抑制している。未施工区間については、未だ
侵食傾向である。

継続

再々評価 5.5 8.4 7.1 1.2

・当海岸は、近年川からの土砂供給量の減少や日本海特有の冬期
風浪により砂浜の侵食が著しく、近隣に酒田臨海工業団地が立地
する重要な海岸で、Ｈ４及びＨ８年度には冬期風浪により既設保
全設備が一部被災も受けている。またＨ７年度に策定された「山
形県新総合発展計画」においても美しく快適な県土、安全な県土
形成にあたり重要な事業であると位置付けられており、Ｈ１６年
度完成予定である。

継続
東北地方整備局
地域河川課

（課長　山内　芳朗）

再々評価 16 37 28 1.3
・背後には市道五智居多ヶ浜シーサイドライン線が存在する。
・「なおえつ海水浴場」として年間約３４万人の利用がある。
・久比岐県立自然公園に指定されている。

継続
北陸地方整備局
地域河川課

（課長　矢田　弘）

本省河川局
砂防部保全課海岸室
（室長　細見　寛）

瀬波海岸侵食対策事業
新潟県

侵食戸数    8戸
侵食面積   14ha
浸水戸数   31戸
浸水面積    5ha

早川海岸侵食対策事業
新潟県

侵食戸数   41戸
侵食面積    5ha
浸水戸数    6戸
浸水面積   16ha
一般国道345号
JR羽越本線

桑川海岸侵食対策事業
新潟県

侵食戸数   13戸
侵食面積    5ha
浸水戸数   54戸
浸水面積    4ha
一般国道345号
JR羽越本線

富山海岸侵食対策事業
富山県

侵食戸数   79戸
侵食面積   45ha
浸水戸数  626戸
浸水面積  166ha

境海岸侵食対策事業
富山県

侵食戸数  201戸
侵食面積   33ha
浸水戸数  226戸
浸水面積   37ha
JR北陸本線

五十洲海岸侵食対策事業
石川県

浸水戸数   43戸
浸水面積    7ha
県道五十洲亀部田線

安乗海岸侵食対策事業
三重県

浸水戸数   59戸
浸水面積    4ha

後ヶ浜海岸侵食対策事業
京都府

侵食戸数   63戸
侵食面積    8ha
浸水戸数    7戸
浸水面積    1ha

鳴門海岸侵食対策事業
徳島県

侵食戸数  235戸
侵食面積   53ha

今津坂野海岸侵食対策事業
徳島県

侵食戸数  172戸
侵食面積   59ha

西浜海岸侵食対策事業
高知県

浸水戸数   40戸
浸水面積    7ha

富来海岸侵食対策事業
大分県

浸水戸数   12戸
浸水面積    5ha

住吉海岸侵食対策事業
宮崎県

侵食面積   50ha
浸水戸数  341戸
浸水面積  300ha

宮海（北）海岸局部改良事業
山形県 侵食面積   20ha

郷津海岸局部改良事業
新潟県

侵食戸数    9戸
侵食面積    5ha
浸水戸数   18戸
浸水面積    4ha
市道五智居多ヶ浜シーサイド
ライン線



再々評価 15 58 27 2.1
・唯一の生活道路佐渡一周線が存在している。
・冬期風浪により、県道が越波被害を受けている。
・小佐渡県立自然公園に指定されている。

継続

再々評価 14 32 21 1.5 ・唯一の生活道路佐渡一周線が存在している。
・小佐渡県立自然公園に指定されている。 継続

再々評価 12 16 4.3 3.7

・当海岸は，大隅半島南西部の鹿児島湾入口付近に位置し，国道
２６９号に沿った海岸線である。この地区は，海岸線が湾曲し背
後地が低いため，台風時期等の越波により背後の国道及び住家へ
被害を及ぼしている。

継続

10年
継続中 7.3 10 3.7 2.6

・当海岸は，大隅半島南西部の佐多町中央部に位置し，１０ｋｍ
程南部には，佐多岬が望まれている自然景観に恵まれた海岸であ
る。外海よりの波浪が大きいところであり，背後には，人家が接
近しており越波による被害が生じている。

継続

10年
継続中 12 20 14 1.5

・当海岸は、背後に町の十里塚海浜公園が整備されていることも
あり、海水浴やアウトドアスポーツなどの海洋性リクリエーショ
ン拠点として安定して年間約１万人の人々に利用されている。
H15年まで８３％の進捗が図られ、施設整備によりその効果も着
実に現れてきており、町や地元の強い要望からも、H17年度の完
成に向け環境整備を促進する。

継続
東北地方整備局
地域河川課

（課長　山内　芳朗）

再々評価 38 164 50 3.3
・佐和田町海水浴場として、年間２万人以上の利用がある。
・佐渡国際トライアスロン大会のスタート会場として利用されて
いる。

継続

再々評価 47 551 60 9.2

・当海岸は能登半島国定公園内に位置し、日本の渚１００選にも
指定され、海水浴・キャンプ・マリンスポーツ・釣り等に年間３
８万人（平成１４年）の利用者が訪れている。
・想定侵食区域内に国道４１５号及びJR氷見線があり、災害発生
時に地域の交通に与える影響は甚大である。

継続

再々評価 30 68 42 1.6

・当海岸の背後地には集落が存在し、主要地方道豊橋渥美線が整
備されている。堤防天端が低く、冬季及び台風の波浪により越
波・しぶき等の被害が発生しており、また、かつては白砂青松の
美しい海岸で海水浴や潮干狩が楽しめる海岸であったが工業用地
の埋め立てなどで砂浜の海岸は減少してきた。

継続

再々評価 12 192 13 14.4

・当海岸における浸水区域には、地域の幹線である国道４２号及
びＪＲ紀勢本線が走り、その周辺は人家密集地帯となっているこ
とから、災害発生時の影響は甚大である。海水浴等の従来型の需
要に加え、ダイビング等の新たな需要が見込まれている。

継続

再々評価 35 217 54 3.9

・白浜海岸環境整備事業は、美しい白良浜の快適性、利便性及び
景観の向上に資することを目的としてT型突堤、緩傾斜護岸、階
段護岸、養浜工などを整備してきております。事業の着実な進捗
は、日本の渚・百選に選ばれたことからも評価されています。白
良浜が白浜町はじめ地域経済を支える重要な観光資源であるとと
もに、海浜の背後地域では白浜町が都市公園事業、街路事業、健
康保全施設の整備を展開しており、今後とも背後地の防護や海岸
利用の快適性向上等を目ざした整備が必要です。

継続
近畿地方整備局
地域河川課

（課長　蒲原　潤一）

再々評価 30 51 40 1.3
・年間、約24,000人の海水浴客が利用している。また、当海岸を
観光資源とする海の家や宿泊施設等からも、海岸保全の要望が増
えている。

継続
九州地方整備局
地域河川課

（課長　山本　祐二）

その他 15 877 16 55.8 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性を向上させること
ができる。

見直し
継続

本省港湾局
海岸・防災課

（課長　須野原　豊）

再々評価 29 42 35 1.2 ・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安全性を
向上させることができる。 継続

東北地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　片寄　誠）

10年
継続中 7.3 14 8.1 1.7 ・津波による浸水被害を低減させることにより、安全性の向上をはか

ることができる。 継続

10年
継続中 39 140 40 3.5

・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安全性を
向上させることができる。
・白砂青松の景観をまもることができる。

継続

再々評価 100 195 123 1.6
・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安全性を
向上させることができる。
・年間27万人の利用者増が見込まれる。

継続

再々評価 67 138 88 1.6
・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安全性を
向上させることができる。
・年間20万人の利用者増が見込まれる。

継続

北陸地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　増井　光男）

再々評価 92 167 114 1.5 ・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安全性を
向上させることができる。 継続

本省港湾局
海岸・防災課

（課長　須野原　豊）

再々評価 18 79 20 4.0 ・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安全性を
向上させることができる。 継続

北陸地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　増井　光男）

本省港湾局
海岸・防災課

（課長　須野原　豊）

北陸地方整備局
地域河川課

（課長　矢田　弘）

九州地方整備局
地域河川課

（課長　山本　祐二）

北陸地方整備局
地域河川課

（課長　矢田　弘）

中部地方整備局
河川計画課

（課長　島本　和仁）

敦賀港海岸　赤崎地区
海岸環境整備事業
福井県

想定侵食面積　：5ha

和田港海岸　鯉川地区
海岸環境整備事業
福井県

想定侵食面積　：13ha

伏木富山港海岸　新湊①地区
侵食対策事業
富山県

想定侵食面積　：22ha

魚津港海岸　魚津地区
侵食対策事業
富山県

想定浸水面積　：7ha
想定侵食面積　：3ha

苫小牧港海岸　勇払地区
高潮対策事業
苫小牧港管理組合

想定浸水面積　：151ha

川内港海岸　川内地区
海岸環境整備事業
青森県

想定侵食面積　：7.5ha

宮古港海岸　高浜地区
高潮対策事業
岩手県

想定浸水面積　：21ha

敦賀港海岸　松原地区
侵食対策事業
福井県

想定侵食面積　：4.6ha

東強清水赤玉海岸局部改良事業
新潟県

浸水戸数   50戸
浸水面積    5ha
主要地方道佐渡一周線

松ヶ崎海岸局部改良事業
新潟県

侵食戸数    1戸
侵食面積    1ha
浸水戸数   25戸
浸水面積    5ha
主要地方道佐渡一周線

神之川海岸局部改良事業
鹿児島県

浸水戸数　 12戸
浸水面積  　2ha

伊座敷海岸局部改良事業
鹿児島県

浸水戸数　 15戸
浸水面積　  1ha

菅里海岸環境整備事業
山形県

侵食戸数   22戸
侵食面積   51ha

窪田海岸環境整備事業
新潟県

侵食戸数    4戸
侵食面積    4ha
浸水戸数   74戸
浸水面積   11ha
市道河原田幹線9号線

雨晴海岸環境整備事業
富山県

浸水戸数  159戸
浸水面積   40ha

鐘崎海岸環境整備事業
福岡県

侵食戸数    9戸
侵食面積　 10ha
県栽培漁業センター
下水処理場

田原海岸環境整備事業
愛知県

浸水戸数   15戸
浸水面積    1ha
海岸利用に関する便益 （CVM
調査)

道瀬海岸環境整備事業
三重県

浸水戸数   54戸
浸水面積   10ha

白浜海岸環境整備事業
和歌山県

浸水戸数  100戸
浸水面積    5ha



再々評価 27 298 36 8.3 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をはかるこ
とができる。 継続

中部地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　佐藤　清）

10年
継続中 71 177 73 2.4 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をはかるこ

とができる。 継続

10年
継続中 14 154 17 9.1 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をはかるこ

とができる。 継続

10年
継続中 14 142 16 8.7 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をはかるこ

とができる。 継続

10年
継続中 19 24 21 1.1 ・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安全性を

向上させることができる。 継続

10年
継続中 20 64 21 3.0

・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安全性を
向上させることができる。
・年間10万人の利用者増が見込まれる。

継続

中国地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　西田　芳浩）

再々評価 60 89 68 1.3
・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安全性を
向上させることができる。
・年間15万人の利用者増が見込まれる。

継続
本省港湾局
海岸・防災課

（課長　須野原　豊）

10年
継続中 8.9 23 10 2.2

・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安全性を
向上させることができる。
・年間7万人の利用者増が見込まれる。

継続

10年
継続中 30 181 31 5.9 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性を向上させること

ができる。 継続

10年
継続中 38 666 43 15.6 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性を向上させること

ができる。 継続
本省港湾局
海岸・防災課

（課長　須野原　豊）

10年
継続中 41 184 43 4.3 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性を向上させること

ができる。 継続

中国地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　西田　芳浩）

10年
継続中 6.4 81 7.4 10.9 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をはかるこ

とができる。
見直し
継続

四国地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　岡林　昭夫）

10年
継続中 47 81 44 1.8 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性の向上をはかるこ

とができる。 継続

再々評価 6.0 80 6.7 12.0 ・波浪による海岸侵食を防ぐことにより、越波を低減させ、安全性を
向上させることができる。 継続

10年
継続中 32 3,219 31 103.1 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性を向上させること

ができる。 継続

九州地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　尾坐　巧）

10年
継続中 21 376 25 15.2 ・波浪による越波を減少させることにより、安全性を向上させること

ができる。 継続
本省港湾局
海岸・防災課

（課長　須野原　豊）

（直轄）

総便益
（億円）

10年
継続中 385 1,417 329 4.3

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡（旭川市～北見市）
・農林水産品の流通の利便性が向上（オホーツク圏）、主な出荷先
（札幌市、小樽港、苫小牧港）

継続

10年
継続中 370 1,169 276 4.2 ・第二種空港へのアクセス向上（函館空港）

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡（函館市～江差町） 継続

10年
継続中 85 379 67 5.7 ・年間渋滞損失時間の削減（609千人・時間/年）

・主要な観光地へのアクセス向上（定山渓温泉等） 継続

10年
継続中 354 664 327 2.0

・現道等の防災点検要対策箇所の解消（道路防災点検要対策：計７箇
所）
・現道等の特殊通行規制区間の解消（厚田村大字安瀬村～浜益村大字
群別村）

継続

10年
継続中 62 85 54 1.6 ・特定重要港湾へのアクセス向上（特定重要港湾苫小牧港）

・主要な観光地へのアクセス向上（早来町ノーザンホースパーク等） 継続

再々評価 542 842 503 1.7
・地域高規格道路の位置づけ有り（道央圏連絡道路整備区間指定：平
成７年度）
・第二種空港へのアクセス向上（新千歳空港）

継続

再々評価 598 643 546 1.2

・地域高規格道路の位置づけ有り（道央圏連絡道路整備区間指定：平
成７年度）
・河川等により一体的発展が阻害されている地区の解消（江別市美原
～江別市江別太）

継続

再々評価 274 2,629 348 7.6
・年間渋滞損失時間の削減（3,613千人・時間/年）
・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上（岩見沢市幌向地区から岩
見沢市街へ）

継続

再々評価 52 279 46 6.1
・年間渋滞損失時間の削減（368千人・時間/年）
・農林水産品の流通の利便性が向上（奈井江町、砂川市）、主な出荷
先（空知中核工業団地）

継続

再々評価 107 386 84 4.6

・現道における混雑時旅行速度が20Km/h未満区間の解消（登別市市街
地）
・背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間の解消（虎杖浜トンネ
ルH=3.8m)

継続

再々評価 90 125 92 1.4
・緊急輸送道路の位置づけあり（第１次緊急輸送道路ネットワーク）
・市街地再開発の沿道街づくりとの連携あり（ふれあいの道整備事
業）

継続

再々評価 110 216 149 1.5
・年間渋滞損失時間の削減（262千人・時間/年）
・現道に当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線あ
り（98便/日）

継続

再々評価 1,151 1,394 973 1.4

・現道等の防災点検要対策箇所の解消（道路防災点検要対策：計28箇
所）
・現道における大型車のすれ違い困難区間の解消（狭小トンネル7箇
所）

継続

本省港湾局
海岸・防災課

（課長　須野原　豊）

近畿地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　大月　克己）

中国地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　西田　芳浩）

本省港湾局
海岸・防災課

（課長　須野原　豊）

担当課
（担当課長名）

【道路・街路事業】

該当基準 総事業費
（億円） 対応方針

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

事 業 名
事業主体 便益の主な根拠

一般国道４５０号　白滝丸瀬布道路
北海道開発局 計画交通量：12,500台／日

一般国道２２８号 茂辺地木古内道路
北海道開発局 計画交通量：15,900台／日

一般国道２３０号 小金湯拡幅
北海道開発局 計画交通量：16,300台／日

一般国道２３１号 雄冬防災
北海道開発局 計画交通量：4,600台／日

一般国道２３４号 早来道路
北海道開発局 計画交通量：10,100台／日

一般国道３３７号 新千歳空港関連
北海道開発局 計画交通量：22,500台／日

一般国道３３７号 美原バイパス
北海道開発局 計画交通量：17,200台／日

一般国道１２号 岩見沢道路
北海道開発局 計画交通量：39,000台／日

一般国道１２号 奈井江拡幅
北海道開発局 計画交通量：22,900台／日

一般国道３６号 登別拡幅
北海道開発局 計画交通量：21,000台／日

一般国道３７号 虻田市街
北海道開発局 計画交通量：13,300台／日

一般国道３８号 赤平バイパス
北海道開発局 計画交通量：5,100台／日

一般国道２２９号 積丹防災
北海道開発局 計画交通量：7,300台／日

本省
道路局国道・防災課
（課長　中島威夫）

的矢港海岸　三ヶ所地区
高潮対策事業
三重県

想定浸水面積　：6ha

堺泉北港海岸　堺地区
高潮対策事業
大阪府

想定浸水面積　：34ha

姫路港海岸　大江島地区
高潮対策事業
兵庫県

想定浸水面積　：292ha

江井港海岸　江井地区
侵食対策事業
兵庫県

想定浸水面積　：14ha

新宮港海岸　宇久井地区
侵食対策事業
和歌山県

想定侵食面積　：4.3ha
想定浸水面積　：2.8ha

赤碕港海岸　八橋地区
侵食対策事業
鳥取県

想定侵食面積　7.0ha
想定浸水面積　9.0ha

鳥取港海岸　西浜地区
海岸環境整備事業
鳥取県

想定侵食面積　4.7ha

七類港海岸　猿渡地区
海岸環境整備事業
島根県

想定浸水面積　2.0ha

児島港海岸　唐琴地区
海岸環境整備事業
岡山県

想定浸水面積　11ha

徳山下松港海岸　光地区
高潮対策事業
山口県

想定浸水面積　59ha

沖浦西港海岸　戸田地区
高潮対策事業
山口県

想定浸水面積　8.0ha

伊方港海岸　仁田之浜地区
高潮対策事業
愛媛県伊方町

想定浸水面積　：1.7ha

今治港海岸　大新田地区
高潮対策事業
愛媛県今治市

想定浸水面積　：29ha

徳島小松島港海岸　横須金磯地区
海岸環境整備事業
徳島県

想定浸水面積　：11ha
想定侵食面積　：3.6ha

大牟田港海岸　健老開地区
高潮対策事業
福岡県

想定浸水面積　：135ha

大分港海岸　鶴崎地区
高潮対策事業
大分県

想定浸水面積　：515ha



再々評価 53 149 39 3.8 ・年間渋滞損失時間の削減（299千人・時間/年）
・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上（当別町から札幌市へ） 継続

再々評価 187 294 202 1.5
・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上（南茅部町から函館市へ）
・災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消（南茅部
町尾札部地区等）

継続

再々評価 280 536 310 1.7

・現道における交通不能区間の解消（赤井川村～倶知安町）
・拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクトの支援（赤井川森林
リゾート開発事業、ニセコ高原リゾート、後志地域観光交流空間づく
りモデル事業）

継続

再々評価 943 0 838 0

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（日高支庁管内静内町～十勝支庁管内中札内村))
・物流効率化の支援(農林水産品の流通の利便性が向上(十勝圏・釧路
圏・根室圏から苫小牧港へ出荷))

中止

再々評価 245 265 187 1.4

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（美唄市東美唄町～芦別市上芦別町))
・個性ある地域の形成(主要な観光地(富良野)へのアクセス向上が期待
される)

継続

再々評価 248 281 250 1.1

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（幌加内町蕗之台～遠別町字正修))
・安全で安心できるくらしの確保(二次医療施設(名寄市立病院)へのア
クセス向上が見込まれる）

継続

再々評価 275 354 328 1.1

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（北檜山町新成～大成町太田))
・物流効率化の支援(農林水産品の流通の利便性が向上(大成町から札
幌圏へ出荷))

継続

再々評価 279 83 217

0.4
見直し後
残事業
B/C=8.0

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（静内町高見～三石町清瀬・浦河町野深～浦河町西舎))
・物流効率化の支援(農林水産品の流通の利便性が向上（静内町・三石
町・浦河町から新冠町等へ出荷))

見直し
継続

再々評価 412 234 311

0.8
見直し後
残事業
B/C=1.1

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（島牧村～今金町))
・災害への備え(災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を
解消する（島牧村))

見直し
継続

再々評価 263 103 288 0.4

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（猿払村石炭別～稚内市清浜))
・災害への備え(緊急輸送道路が通行止になった場合の代替路線を形成
する（猿払村～浜頓別町))

中止

再々評価 85 129 86 1.5

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（厚真町上幌内～穂別町穂別))
・物流効率化の支援(農林水産品の流通の利便性が向上（平取町・穂別
町から札幌圏へ出荷))

継続

再々評価 139 51 127 0.4

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（中川町～幌加内町))
・物流効率化の支援(農林水産品の流通の利便性が向上（上川北部から
士別市・旭川市へ出荷))

中止

再々評価 160 63 112 0.6

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（夕張市滝ノ上～厚真町高丘))
・物流効率化の支援(農林水産品の流通の利便性が向上（夕張市・厚真
町から苫小牧港・由仁町・岩見沢市へ出荷))

中止

再々評価 65 138 78 1.8

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（稚内市下増幌～猿払村苗太路))
・物流効率化の支援(農林水産品の流通の利便性が向上（稚内港から紋
別市・網走市へ出荷))

継続

10年
継続中 388 119 201 0.6

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における交通不能区間を解消
する（増毛町～当別町))
・物流効率化への支援(農林水産品の流通の利便性が向上（増毛町から
札幌市へ出荷))

中止

再々評価 1,300 4,368 1,594 2.7
・現道における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の改善が期待
される。
・重要港湾能代港へのアクセス向上が見込まれる。

継続

再々評価 940 1,604 1,259 1.3

・日常活動圏中心都市である大船渡市へのアクセス向上が見込まれ
る。
・「県立大船渡病院」へのアクセスが向上し、60分圏域が大きく拡
大。

継続

再々評価 550 1,214 487 2.5
・三陸沿岸部と内陸部との連携強化が図られる。
・地震等災害時における人命救助、復旧活動の為の緊急輸送道路に位
置づけあり。

継続

再々評価 920 337 114 3.0
・現道における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の改善が期待
される。
・地域高規格道路「郡山西環状道路」に位置づけられている。

継続

10年
継続中 260 484 331 1.5

　
・国道４号が通行止になった場合の代替路線を形成する。
・平泉町、文化庁との調整を図り、景観に配慮した設計としている。

継続

再々評価 94 152 97 1.6
・新幹線七戸駅（仮称）へのアクセス向上が見込まれる。
・緊急輸送道路が通行不能になった場合に、大幅な迂回を強いられる
区間の代替路線を形成する。

継続

再々評価 250 390 245 1.6

・現道における大型車のすれ違いが困難な江之網、波立トンネルを解
消する。
・夜間騒音要請限度を超過している久ノ浜地区の騒音レベル低下が見
込まれる。

継続

再々評価 290 2,831 645 4.4 ・重要港湾八戸港へのアクセス向上が見込まれる。
・第三次救急医療施設八戸市立病院へのアクセス向上が見込まれる。 継続

再々評価 490 846 539 1.6

・拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクトの支援が見込まれ
る。
・夜間騒音要請限度を超過している花巻市内の騒音レベル低下が見込
まれる。

継続

再々評価 180 420 203 2.1 ・渋滞交差点山崎交差点における渋滞の緩和が見込まれる。
・新田東土地区画整理事業等の沿道まちづくりとの連携あり。 継続

再々評価 210 838 449 1.9 ・新幹線駅古川駅へのアクセス向上が見込まれる。
・三次医療施設古川市立病院へのアクセス向上が見込まれる。 継続

再々評価 1,000 4,960 1,798 2.8
・重要港湾小名浜港へのアクセス向上が見込まれる。
・夜間騒音要請限度を超過している平五色町地区の騒音レベル低下が
見込まれる。

継続

再々評価 320 656 368 1.8
・重要港湾相馬港へのアクセス向上が見込まれる。
・夜間騒音要請限度を超過している小泉地区の騒音レベル低下が見込
まれる。

継続

再々評価 620 1,597 833 1.9 ・渋滞の緩和による中心市街地へのアクセス向上。
・沿道の環境や景観を保全。 継続

一般国道２７５号 蕨岱拡幅
北海道開発局 計画交通量：29,400台／日

一般国道２７８号 尾札部道路
北海道開発局 計画交通量：5,200台／日

一般国道３９３号 赤井川道路
北海道開発局 計画交通量：1,700台／日

主要道道　静内中札内線
北海道開発局 計画交通量：0台／日

主要道道　美唄富良野線
北海道開発局 計画交通量：1,720台／日

一般道道　名寄遠別線
北海道開発局 計画交通量：710台／日

一般道道　北檜山大成線
北海道開発局 計画交通量：1,650台／日

一般道道　高見西舎線
北海道開発局 計画交通量：1,630台／日

一般道道　島牧美利河線
北海道開発局 計画交通量：1,190台／日

一般道道　上猿払清浜線
北海道開発局 計画交通量：810台／日

一般道道　北進平取線
北海道開発局 計画交通量：1,130台／日

一般道道　板谷蕗之台線
北海道開発局 計画交通量：580台／日

一般道道　夕張厚真線
北海道開発局 計画交通量：820台／日

一般道道　稚内猿払線
北海道開発局 計画交通量：1,880台／日

一般道道　増毛当別線
北海道開発局 計画交通量：670台／日

一般国道7号　琴丘能代道路
東北地方整備局 計画交通量：15,100台／日

一般国道４５号　大船渡三陸道路
東北地方整備局 計画交通量：10,800台／日

一般国道４５号　登米志津川道路
東北地方整備局 計画交通量：14,000台／日

一般国道４号　郡山バイパス
東北地方整備局 計画交通量：47,000台／日

一般国道４号　平泉バイパス
東北地方整備局 計画交通量：18,300台／日

一般国道４号　七戸バイパス
東北地方整備局 計画交通量： 9,700台／日

一般国道６号　久ノ浜バイパス
東北地方整備局 計画交通量：22,100台／日

一般国道４５号　八戸バイパス
東北地方整備局 計画交通量：26,500台／日

一般国道４号　花巻東バイパス
東北地方整備局 計画交通量：19,100台／日

一般国道４号　仙台拡幅
東北地方整備局 計画交通量：76,200台／日

一般国道４号　三本木古川拡幅
東北地方整備局 計画交通量：33,800台／日

一般国道６号　常磐バイパス
東北地方整備局 計画交通量：41,800台／日

一般国道６号　相馬バイパス
東北地方整備局 計画交通量：16,600台／日

一般国道１３号　福島西道路
東北地方整備局 計画交通量：36,700台／日

本省
道路局国道・防災課
（課長　中島威夫）

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）

北海道開発局
建設部道路計画課
(課長　高松　泰)



再々評価 800 979 359 2.7

・円滑なモビリティの確保（現道における混雑時旅行速度20km/h未満
の区間の改善が期待される）
・個性ある地域の形成（拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェク
ト、大規模プロジェクトを支援する）

継続

10年
継続中 1,470 4,100 1,580 2.6

・物流効率化の支援（特定重要港湾横浜港へのアクセスが改善され
る）
・都市の再生（都市再生プロジェクトに指定されている事業である） 継続

10年
継続中 2,100 5,710 1,980 2.9

・物流効率化の支援（特定重要港湾横浜港へのアクセスが改善され
る）
・都市の再生（都市再生プロジェクトに指定されている事業である） 継続

再々評価 1,020 4,235 1,191 3.6 ・都市の再生（都市再生プロジェクトに指定されている事業である）
・個性ある地域の形成（川島ＩＣ周辺開発などの地域開発を支援） 継続

再々評価 1,760 3,700 1,840 2.0

・円滑なモビリティの確保（第１種空港成田空港へのアクセスが改善
される）
・都市の再生（首都圏中央連絡自動車道の一部を形成） 継続

10年
継続中 2,030 2,800 1,740 1.6

・円滑なモビリティの確保（第１種空港成田空港へのアクセスが改善
される）
・都市の再生（首都圏中央連絡自動車道の一部を形成）

継続

10年
継続中 2,002 4,150 2,050 2.0

・都市の再生（首都圏の幹線道路となる３環状９放射ネットワークを
形成）
・個性ある地域の形成（かずさアカデミアパークや長生・山武地方拠
点都市整備の支援が期待される）

継続

10年
継続中 200 278 76 3.7

・円滑なモビリティの確保（利便性の向上が期待できるバス路線が存
在する）
・個性ある地域の形成（土浦・つくば・牛久といった業務核都市を支
援する）

継続

再々評価 1,200 603 286 2.1

・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が20km/h未満の区間の旅
行速度改善が期待される）
・物流効率化の支援（重要港湾（千葉港）､重要空港（羽田､成田）と
のアクセス改善が期待される）

継続

再々評価 100 159 72 2.2

・円滑なモビリティの確保（利便性の向上が期待できるバス路線が存
在する）
・国土・地域ネットワークの構築（横浜市中心部と横須賀市のアクセ
ス向上が見込まれる）

継続

再々評価 800 474 267 1.8

・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が20km/h未満の区間の旅
行速度改善が期待される）
・物流効率化の支援（第三次医療施設である「日大板橋病院」へのア
クセス向上が見込まれる）

継続

再々評価 420 749 435 1.7

・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が20km/h未満の区間の旅
行速度改善が期待される）
・個性ある地域の形成（越谷レイクタウン特定土地区画整理事業の支
援が見込まれる）

継続

再々評価 250 727 310 2.3

・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が20km/h未満の区間の旅
行速度改善が期待される）
・物流効率化の支援（特定重要港湾横浜港へのアクセス向上が見込ま
れる）

継続

再々評価 520 550 268 2.1

・円滑なモビリティの確保（当事業の整備により、日立電鉄バス等公
共交通の利便性向上が期待される）
・物流効率化の支援（特定重要港湾日立港へのアクセス向上が見込ま
れる）

継続

再々評価 300 310 123 2.5
・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が20km/h未満の区間の旅
行速度改善が期待される）
・都市の再生（市街地再開発の支援が見込まれる）

継続

10年
継続中 200 220 83 2.6

・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が20km/h未満の区間の旅
行速度改善が期待される）
・個性ある地域の形成（埼玉中枢都市圏業務核都市である「さいたま
新都心」への移動支援）

継続

再々評価 400 316 173 1.8

・円滑なモビリティの確保（渋滞緩和により群馬バス等公共交通の利
便性向上が見込まれる）
・国土・地域ネットワークの構築（日常生活圏高崎市へアクセス向上
が見込まれている）

継続

再々評価 300 371 118 3.1

・円滑なモビリティの確保（新幹線停車駅である小山駅へのアクセス
向上が見込まれる）
・国土・地域ネットワークの構築（地方生活都市圏である小山市まで
のアクセス向上が見こまれる）

継続

再々評価 300 337 103 3.2
・円滑なモビリティの確保（新幹線停車駅である小山駅へのアクセス
向上が見込まれる）
・都市の再生（区画整理の沿道まちづくりとの連携あり）

継続

再々評価 500 101 57 1.8
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車すれ違い困
難区間を解消する）
・災害への備え（現道等の事前通行規制区間を解消する）

継続

再々評価 370 252 124 2.0

・円滑なモビリティの確保（現道における混雑時旅行速度が20km/h未
満である区間の旅行速度の改善が期待される）
・安全な生活環境の確保（現道に死傷事故率500件/億台ｷﾛ以上である
区間が存する場合において、安全性の向上が期待できる）

継続

再々評価 250 488 237 2.0

・円滑なモビリティの確保（現道における混雑時旅行速度が20km/h未
満である区間の旅行速度の改善が期待される）
・生活環境の改善・保全（現道で、騒音レベルが夜間要請限度を超過
している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区
間がある）

継続

10年
継続中 300 575 243 2.4

・安全な生活環境の確保（現道に死傷事故率500件/億台ｷﾛ以上である
区間が存する場合において、安全性の向上が期待できる）
・生活環境の改善・保全（現道で、騒音レベルが夜間要請限度を超過
している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区
間がある）

継続

再々評価 219 921 249 3.7

・円滑なモビリティの確保（現道における混雑時旅行速度が20km/h未
満である区間の旅行速度の改善が期待される）
・安全な生活環境の確保（現道に死傷事故率500件/億台ｷﾛ以上である
区間が存する場合において、安全性の向上が期待できる）

継続

再々評価 600 487 157 3.1

・円滑なモビリティの確保（新幹線駅へのアクセス向上が見込まれ
る）
・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市へのアクセス
向上が見込まれる）

継続

再々評価 360 829 299 2.8

・国土・地域ネットワークの構築（当該路線が隣接した日常活動圏中
心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する）
・生活環境の改善・保全（現道で、騒音レベルが夜間要請限度を超過
している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区
間がある）

継続

再々評価 350 263 160 1.6

・国土・地域ネットワークの構築（当該路線が隣接した日常活動圏中
心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する）
・災害への備え（対象区間が、富山県地域防災計画に第１次緊急通行
確保路線として位置づけあり）

継続

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）

一般国道８号　小矢部バイパス
北陸地方整備局 計画交通量：20,000台/日

一般国道８号　魚津滑川バイパス
北陸地方整備局 計画交通量：33,000台/日

一般国道１７号　六日町バイパス
北陸地方整備局

一般国道１１６号　巻バイパス
北陸地方整備局

一般国道１１６号　新潟西バイパス
北陸地方整備局

計画交通量：22,300台/日

計画交通量：39,300台/日

計画交通量：16,300台/日

計画交通量：22,600台/日

計画交通量：35,800台/日

計画交通量：60,200台/日

一般国道２４６号　山北バイパス
関東地方整備局

一般国道８号　三条拡幅
北陸地方整備局

一般国道８号　糸魚川東バイパス
北陸地方整備局

一般国道２４６号　横浜青葉ＩＣ関連
関東地方整備局 計画交通量：65,500台/日

一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車
道
（茅ヶ崎～海老名）
関東地方整備局

計画交通量：
30,200～44,000台/日

一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車
道
（海老名～厚木）
関東地方整備局・日本道路公団

計画交通量：
30,900～44,100台/日

一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車
道
（鶴ヶ島～川島）
関東地方整備局・日本道路公団

計画交通量：
45,100～46,400台/日

一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車
道
（五霞～つくば）
関東地方整備局・日本道路公団

計画交通量：
34,800～40,700台/日

一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車
道
（つくば～大栄）
関東地方整備局・日本道路公団

計画交通量：
30,000～23,000台/日

一般国道４６８号　首都圏中央連絡自動車
道
（茂原～木更津）
関東地方整備局・日本道路公団

計画交通量：
22,900～26,000台/日

一般国道６号　牛久土浦バイパス
関東地方整備局

計画交通量：
35,900～43,700台/日

一般国道３５７号　東京湾岸道路（千葉区
間）
関東地方整備局

計画交通量：
40,000～70,000台/日

一般国道１６号　杉田交差点改良
関東地方整備局 計画交通量：34,800台/日

一般国道１７号　新大宮バイパス
関東地方整備局 計画交通量：43,000台/日

一般国道４号　東埼玉道路
関東地方整備局

計画交通量
8,000～14,000台/日

一般国道１号　戸部拡幅
関東地方整備局

計画交通量：
68,300～70,600台/日

一般国道６号　日立バイパス
関東地方整備局 計画交通量：31,500台/日

一般国道１６号　八王子拡幅
関東地方整備局 計画交通量：50,000台/日

一般国道１７号　与野大宮道路
関東地方整備局 計画交通量：31,000台/日

一般国道５０号　結城バイパス
関東地方整備局 計画交通量：28,200台/日

一般国道１８号　高崎安中拡幅
関東地方整備局 計画交通量：39,400台/日

一般国道５０号　岩舟小山バイパス
関東地方整備局 計画交通量：29,700台/日

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）
本省道路局
有料道路課

（課長　金井　道夫）



再々評価 280 708 250 2.8

・国土・地域ネットワークの構築（当該路線が隣接した日常活動圏中
心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する）
・生活環境の改善・保全（現道で、騒音レベルが夜間要請限度を超過
している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区
間がある）

継続

再々評価 1,900 4,674 1,994 2.3 ・円滑なモビリティの確保、個性ある地域の活性化がなされる
・地球環境の保全、生活環境の改善・保全がなされる 継続

再々評価 570 1,450 449 3.2 ・円滑なモビリティの確保、個性ある地域の活性化がなされる
・地球環境の保全、生活環境の改善・保全がなされる 継続

再々評価 550 322 206 1.6

・円滑なモビリティの確保、国土・地域ネットワークの構築、個性あ
る地域の活性化がなされる
・安全で安心できるくらしの確保、災害への備えがなされる
・地球環境の保全、生活環境の改善・保全がなされる

継続

再々評価 930 421 269 1.6

・円滑なモビリティの確保、国土・地域ネットワークの構築、個性あ
る地域の活性化がなされる
・安全で安心できるくらしの確保、災害への備えがなされる
・地球環境の保全、生活環境の改善・保全がなされる

継続

再々評価 950 1,768 907 1.9

・円滑なモビリティの確保、国土・地域ネットワークの構築、個性あ
る地域の活性化がなされる
・安全で安心できるくらしの確保、災害への備えがなされる
・地球環境の保全、生活環境の改善・保全がなされる

継続

再々評価 4,000 6,905 4,153 1.7

・円滑なモビリティの確保、物流の効率化支援、都市再生の支援、国
土・地域のネットワークの構築がなされる
・安全で安心できるくらしの確保、災害への備えがなされる
・地球環境の保全、生活環境の改善・保全がなされる

継続

本省道路局国道・防災課
（課長　中島　威夫）
本省道路局有料道路課
（課長　金井　道夫）

10年
継続中 5,100 6,399 3,856 1.7

・円滑なモビリティの確保、物流の効率化支援、都市再生の支援、国
土・地域のネットワークの構築がなされる
・安全で安心できるくらしの確保、災害への備えがなされる
・地球環境の保全、生活環境の改善・保全がなされる

継続

再々評価 130 305 144 2.1 ・主要な観光地へのアクセス向上が期待される
・緊急輸送道路の位置付けあり 継続

再々評価 330 508 179 2.8
・円滑なモビリティの確保がなされる
・緊急輸送路の位置付けあり
・対象道路の整備により自動車からのＣＯ2が削減される

継続

再々評価 1,600 11,211 1,364 8.2

・円滑なモビリティの確保、物流の効率化支援、地域のネットワーク
の構築、個性ある地域の形成がなされる
・災害への備えがなされる
・地球環境の保全、生活環境の改善・保全がなされる

継続

再々評価 30 64 35 1.8
・円滑なモビリティの確保がなされる
・安全な生活環境の確保、災害への備え流される
・生活環境の改善・保全がなされる

継続

再々評価 420 501 213 2.4

・現道等の渋滞損失時間の削減が見込まれる
・重要港湾へのアクセス向上が見込まれる
・対象道路の整備により自動車からのＣＯ2、ＮＯ2、ＳＰＭが削減さ
れる
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけがある

継続

再々評価 40 84 48 1.7
・現道等の渋滞損失時間の削減が見込まれる
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけがある
・現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所が解消される

継続

再々評価 230 84 58 1.4

・円滑なモビリティの確保、物流の効率化、地域ネットワークの構築
がなされる
・２次医療施設へのアクセス向上が見込まれる
・緊急輸送路の位置付けあり

継続

再々評価 5,300 3,905 2,422 1.6

・円滑なも備置ティの確保、物流の効率化支援、都市再生の支援、国
土・地域のネットワークの構築、個性ある地域の形成がなされる
・安全で安心できるくらしの確保、災害への備えがなされる
・地球環境の保全、生活環境の改善・保全がなされる

継続

再々評価 200 86 73 1.2
・現道等における交通不能区間を解消する
・現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する
・主要な観光地へのアクセス向上が期待される

継続

再々評価 130 263 158 1.7 ・当該事業の実施により事前通行規制区間が解消される
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけがある 継続

再々評価 320 1,750 414 4.2 ・現道の混雑度が２．０以上
・騒音レベルが夜間要請限度を超過している箇所を含む 継続

再々評価 121 210 153 1.4
・当該事業の実施により事前通行規制区間が解消される
・近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸
断で孤立化する集落を解消する

継続

再々評価 540 1,626 591 2.8 ・現道等の渋滞損失時間の削減が見込まれる
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけがある 継続

再々評価 350 767 325 2.4 ・現道等の渋滞損失時間の削減が見込まれる
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけがある 継続

再々評価 990 4,693 1,066 4.4 ・現道等の渋滞損失時間の削減が見込まれる
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけがある 継続

5年
未着工 1,160 3,505 938 3.7 ・現道等の渋滞損失時間の削減が見込まれる

・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけがある 継続

再々評価 430 1,310 695 1.9 ・現道等の渋滞損失時間の削減が見込まれる
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけがある 継続

再々評価 990 2,390 1,120 2.1 ・現道等の渋滞損失時間の削減が見込まれる
・対象区間が事前通行規制区間としての位置づけがある 継続

再々評価 3,970 7,480 4,160 1.8 ・現道等の渋滞損失時間の削減が見込まれる
・ＩＣ等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する 継続

本省道路局国道・防災課
（課長　中島　威夫）
本省道路局有料道路課
（課長　金井　道夫）

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）

一般国道１６３号　清滝生駒道路
近畿地方整備局 計画交通量：36,100台／日

一般国道４７８号　京都第二外環状道路
近畿地方整備局・日本道路公団 計画交通量：27,000台／日

一般国道２４号　紀北西道路
近畿地方整備局 計画交通量：30,900台／日

一般国道４２号　田辺バイパス
近畿地方整備局 計画交通量：29,500台／日

一般国道１号　栗東水口道路Ⅰ
近畿地方整備局 計画交通量：46,200台／日

一般国道２４号　橋本道路
近畿地方整備局 計画交通量：30,800台／日

一般国道２７号　下山バイパス
近畿地方整備局 計画交通量：5,700台／日

一般国道１６１号　志賀バイパス
近畿地方整備局 計画交通量：38,700台／日

一般国道８号　塩津バイパス
近畿地方整備局 計画交通量：14,800台／日

一般国道２号　相生拡幅
近畿地方整備局 計画交通量：42,100台／日

一般国道３０２号　名古屋２環
中部地方整備局 計画交通量：29,200台/日

一般国道３６０号　宮川細入道路
中部地方整備局 計画交通量：2,900台/日

一般国道１５６号　大和改良
中部地方整備局 計画交通量：11,200台/日

一般国道２６０号　錦峠
中部地方整備局 計画交通量：1,900台/日

一般国道４１号　下原改良
中部地方整備局 計画交通量：11,900台/日

一般国道４２号　松阪多気バイパス
中部地方整備局 計画交通量：25,900台/日

一般国道１号　日坂バイパス
中部地方整備局 計画交通量：39,200台/日

一般国道２３号　中勢道路
中部地方整備局 計画交通量：55,800台/日

一般国道４７５号　東海環状自動車道（関～養
老）
中部地方整備局

計画交通量：25,500台/日

一般国道１号　笹原山中バイパス
中部地方整備局 計画交通量：12,500台/日

一般国道４７４号　三遠道路
中部地方整備局 計画交通量：10,400台/日

一般国道４７５号　東海環状自動車道（土岐～
関）
中部地方整備局・日本道路公団

計画交通量：26,600台/日

一般国道４７４号　小川路峠道路
中部地方整備局 計画交通量：5,100台/日

一般国道４７４号　青崩峠道路
中部地方整備局 計画交通量：3,100台/日

一般国道１号　東駿河湾環状道路
中部地方整備局 計画交通量：49,400台/日

一般国道４１４号　天城北道路
中部地方整備局 計画交通量：21,600台/日

一般国道８号　津幡北バイパス
北陸地方整備局 計画交通量：27,800台/日

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）



10年
継続中 560 1,781 701 2.5

・円滑なモビリティの確保（現道における旅行速度の改善が期待され
る）
・安全で安心できるくらしの確保（第三次医施設県立鳥取中央病院へ
のアクセス向上が見込まれる）

継続

再々評価 900 1,328 1,200 1.1

・円滑なモビリティの形成（鳥取と東京・京阪神方面を結ぶ鳥取発着
便の高速バスの利便性の向上が期待できる）
・国土・地域ネットワークの構築（中国横断自動車道姫路鳥取線と並
行する一般国道自動車専用道路を構成）

継続

再々評価 940 7,657 1,442 5.3

・円滑なモビリティの確保（現道における旅行速度の改善が見込まれ
る）
・国土・地域ネットワークの構築（山陰自動車道に並行する一般国道
自動車専用道路を構成）

継続

10年
継続中 160 223 181 1.2

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する）
・災害への備え（現道の事前通行規制区間を回避する）

継続

再々評価 300 2,255 270 8.4

・国土・地域ネットワークの構築（地域高規格道路「倉敷福山道路」
の一部を構成）
・生活環境の改善・保全（夜間騒音要請限度を超過している地区の騒
音レベル低下が見込まれる）

継続

再々評価 590 4,704 934 5.0

・円滑なモビリティの確保（岡山空港へのアクセス向上が見込まれ
る）
・国土・地域ネットワークの構築（地域高規格道路「空港津山道路」
の一部を構成）

継続

再々評価 530 1,665 476 3.5

・円滑なモビリティの確保（新幹線駅岡山駅へのアクセス向上が見込
まれる）
・生活環境の改善・保全（夜間騒音要請限度を超過している地区の騒
音レベル低下が見込まれる）

継続

再々評価 550 7,520 1,099 6.8

・円滑なモビリティの確保（新幹線駅福山駅へのアクセス向上が見込
まれる）
・国土・地域ネットワークの構築（地域高規格道路「倉敷福山道路」
の一部を構成）

継続

再々評価 540 3,145 865 3.6
・円滑なモビリティの確保（新幹線駅東広島駅へのアクセス向上が見
込まれる）
・個性ある地域の形成（広島中央テクノポリス計画などを支援）

継続

再々評価 4,855 9,197 5,404 1.7

・国土・地域ネットワークの構築（地域高規格道路「東広島廿日市道
路」の一部を構成）
・物流効率化の支援（特定重要港湾広島港へのアクセス向上が見込ま
れる）

継続

本省道路局国道・防災課
（課長　中島　威夫）
本省道路局有料道路課
（課長　金井　道夫）

10年
継続中 1,020 19,452 2,247 8.7

・国土・地域ネットワークの構築（地域高規格道路「西広島道路」を
構成）
・生活環境の改善・保全（夜間騒音要請限度を超過している地区の騒
音レベル低下が見込まれる）

継続

再々評価 640 2,365 775 3.1

・円滑なモビリティの確保（現道における旅行速度の改善が見込まれ
る）
・生活環境の改善・保全（夜間騒音要請限度を超過している地区の騒
音レベル低下が見込まれる）

継続

再々評価 210 1,856 353 5.3

・円滑なモビリティの確保（現道における路線バスの利便性向上が見
込まれる）
・物流効率化の支援（特定重要港湾徳山下松港へのアクセス向上が見
込まれる）

継続

再々評価 190 492 250 2.0

・円滑なモビリティの確保（現道における路線バスの利便性向上が見
込まれる）
・物流効率化の支援（特定重要港湾下関港へのアクセス向上が見込ま
れる）

継続

再々評価 190 784 179 4.4

・円滑なモビリティの確保（現道における旅行速度の改善が見込まれ
る）
・安全で安心できるくらしの確保（第三次医療施設岩国病院へのアク
セス向上が見込まれる）

継続

再々評価 154 180 53 3.4

・拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを
支援する（砥部焼の里ルート）
・主要な観光地へのアクセス向上が期待される（観光地アクセス向
上）

継続

5年
未着工 149 217 112 1.9

・現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のあ
る老朽橋梁における通行規制等が解消される（防災点検危険箇所：51
箇所）
・現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区
間を解消する（連続雨量300mm通行止め）

継続

再々評価 620 3,553 735 4.8
・円滑なモビリティの確保（渋滞損失時間が849千人・時間／年削減
［削減率８６％］）
・路面冠水地域を避けることにより、冠水による影響を回避

継続

再々評価 1,200 2,688 1,311 2.1

・物流の効率化の支援（宿毛港湾（重要港湾）へのアクセス向上に資
する）
・災害への備え（緊急輸送道路（現道）が大雨時の冠水等で通行止に
なった場合の代替路線を形成）

継続

再々評価 1,500 2,820 1,670 1.7

・当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを
構築する：四国８の字ハイウェイ
・拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを
支援する：愛媛国体

継続

再々評価 270 862 316 2.7
・円滑なモビリティの確保（市街地への流入交通と通過交通が集中す
る上吉田交差点で約11km／ｈの速度向上が期待される）
・主要な観光地である金比羅宮へのアクセス向上が期待される

継続

再々評価 1,421 1,930 1,031 1.9
・国土・地域ネットワークの構築（拠点都市間を高規格幹線道路で連
絡）
・個性ある地域の形成（水俣エコタウン事業等の支援）

継続

再々評価 570 2,174 607 3.6

・円滑なモビリティの確保（事業箇所と並行する国道201号では、渋滞
損失額19.0億円が11.3億円へ削減）
・災害への備え（現道の異常気象時通行規制区間がバイパス整備によ
り解消される）

継続

10年
継続中 89 202 88 2.2

・円滑なモビリティの確保(現道の混雑時旅行速度20km/h未満区間の旅
行速度改善が期待される。)
・生活環境の改善・保全(夜間騒音要請限度を超過している東櫛原地区
の騒音レベルについて基準未満への低下が見込まれる。)

継続

10年
継続中 1,187 2,015 1,040 1.9

・安全で安心できるくらしの確保（県立延岡病院（三次医療施設）へ
のアクセス向上が見込まれる）
・物流効率化の支援（重要港湾細島港へのアクセス向上が見込まれ
る）

継続

再々評価 449 2,130 663 3.2

・円滑なﾓﾋﾞﾘﾃｨｰの確保(現国道３号の渋滞損失時間を削減、福岡空港
島の物流拠点へのアクセス性向上）
・都市の再生(博多バイパス沿線で進展中である『香椎副都心土地区画
整理事業』を支援)

継続

再々評価 137 503 161 3.1

・国土・地域ネットワークの構築（日常生活圏中心都市へのアクセス
向上が見込まれる）
・安全で安心できるくらしの確保（三次医療施設へのアクセス向上が
見込まれる）

継続

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）

一般国道１０号　新富バイパス
九州地方整備局 計画交通量：36,400台／日

一般国道１０号　延岡道路
九州地方整備局 計画交通量：33,900台／日

一般国道３号　博多バイパス
九州地方整備局 計画交通量：75,800台／日

一般国道２０１号　飯塚庄内田川バイパス
九州地方整備局 計画交通量：49,900台／日

一般国道３号　東櫛原拡幅
九州地方整備局 計画交通量：25,000台／日

一般国道３１９号　善通寺ﾊﾞｲﾊﾟｽ
四国地方整備局 計画交通量：23,600台／日

一般国道３号　芦北出水道路
九州地方整備局 計画交通量：24,100台／日

一般国道５６号　中村宿毛道路
四国地方整備局 計画交通量：14,600台／日

一般国道５６号　宇和島道路
四国地方整備局 計画交通量：33,900台／日

一般国道１１号　丹原道路
四国地方整備局 計画交通量：15,800台／日

一般国道３３号　高知西ﾊﾞｲﾊﾟｽ
四国地方整備局 計画交通量：33,800台／日

一般国道１８８号　柳井バイパス
中国地方整備局 計画交通量：16,300台／日

一般国道３３号　砥部道路
四国地方整備局 計画交通量：50,300台／日

一般国道２号　花岡拡幅
中国地方整備局 計画交通量：42,100台／日

一般国道２号　下関拡幅
中国地方整備局 計画交通量：39,800台／日

一般国道２号　西広島バイパス
中国地方整備局 計画交通量：61,400台／日

一般国道５４号　可部バイパス
中国地方整備局 計画交通量：24,700台／日

一般国道２号　西条バイパス
中国地方整備局 計画交通量：60,400台／日

一般国道２号　広島南道路
中国地方整備局・広島県・広島市・広島高
速道路公社

計画交通量：53,700台／日

一般国道１８０号　総社・一宮バイパス
中国地方整備局 計画交通量：40,500台／日

一般国道２号　松永道路
中国地方整備局 計画交通量：51,800台／日

一般国道２号　笠岡バイパス
中国地方整備局 計画交通量：37,700台／日

一般国道５３号　岡山北バイパス
中国地方整備局 計画交通量：63,500台／日

一般国道９号　松江道路
中国地方整備局 計画交通量：31,100台／日

一般国道３７５号　作木・大和道路
中国地方整備局・広島県・島根県 計画交通量：1,900台／日

一般国道２９号　津ノ井バイパス
中国地方整備局 計画交通量：21,800台／日

一般国道３７３号　志戸坂峠道路
中国地方整備局 計画交通量：8,500台／日

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）



再々評価

379
(計画案1)

319
(計画案2)

1,156

359
(計画案1)

312
(計画案2)

3.2
(計画案1)

3.7
(計画案2)

・物流効率化の支援（重要港湾鹿児島港へアクセス向上が見込まれ
る）
・生活環境の改善・保全（夜間騒音要請限度を超過している磯地区の
騒音レベル低下が見込まれる）

継続

再々評価 295 1,017 265 3.8

・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が期待され
る）
・安全で安心できる暮らしの確保（３次医療施設へのアクセス向上が
見込まれる）

継続

再々評価 690 1,110 754 1.5

・物流効率化の支援(大都市圏への農水産物(呼子イカ､伊万里梨)の流
通の利便性向上が見込まれる）
・国土地域ﾈｯﾄﾜｰｸの構築(生活圏中心都市(福岡市･唐津市)間の時間短
縮が20％以上)

継続

再々評価 161 331 176 1.9

・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が期待され
る）
・安全で安心できるくらしの確保（三次医療施設へのアクセス向上が
見込まれる）

継続

再々評価 586 783 375 2.1

・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が見込まれ
る）
・災害への備え（現道の事前通行規制区間を解消する、防災点検要対
策箇所の通行規制が解消される）

継続

再々評価 170 532 219 2.4

・物流効率化の支援（重要港湾志布志港へのアクセス向上、農水産品
流通の利便性向上）
・国土・広域ネットワークの構築（生活中心都市間の連絡強化、大型
車のすれ違い困難箇所の解消）

継続

再々評価 270 1,562 294 5.3

・円滑なモビリティーの確保（並行する現道区間の渋滞損失時間が削
減する）
・物流効率化の支援（農林水産品の流通の利便性の向上が見込まれ
る）
・個性ある地域の形成（大型プロジェクト）

継続

再々評価 215 1,283 153 8.4

・円滑なモビリティーの確保（並行する現道区間の渋滞損失時間が削
減する）
・物流効率化の支援（重要港湾那覇港へのアクセス向上が見込まれ
る）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が見込まれ
る）

継続

再々評価 55 100 66 1.5
・円滑なモビリティーの確保（当該路線の整備により利便性の向上が
期待できるバス　　路線が存在する）
・その他（現道線形不良箇所）

継続

再々評価 475 2,268 641 3.5

・円滑なモビリティーの確保（並行する現道区間の渋滞損失時間が削
減する）
・物流効率化の支援（重要港湾中城湾港へのアクセス向上が見込まれ
る）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が見込まれ
る）

継続

その他 2,503 2,609 1,635 1.6 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 374 554 239 2.3 ・拠点間を連絡し、相互の連帯が可能となる
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 2,761 3,744 1,793 2.1 ・高速道路の整備とあわせた地域振興計画が進められている
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 1,316 947 843 1.1 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 1,851 2,440 1,137 2.2 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 856 1,187 517 2.3 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 1,339 921 847 1.1 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 1,243 1,262 746 1.7 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 936 1,704 564 3.0 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 843 710 500 1.4 ・拠点間を連絡し、相互の連帯が可能となる
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 1,740 2,262 1,034 2.2 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 903 1,193 580 2.1 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 1,967 1,856 1,247 1.5 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 459 939 290 3.2 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 11,384 8,353 6,696 1.3 ・拠点間を連絡し、相互の連帯が可能となる
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 682 578 428 1.4 ・高速道路の整備とあわせた地域振興計画が進められている
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

（無料）
計画交通量：9,300～11,000台
／日

東関東自動車道　水戸線　鉾田～茨城ＪＣ
Ｔ
日本道路公団

計画交通量：3,700～4,300台
／日

常磐自動車道　山元～亘理
日本道路公団 計画交通量：9,300台／日

東関東自動車道　水戸線　三郷～高谷ＪＣ
Ｔ
日本道路公団

計画交通量：34,100～47,500
台／日

東北中央自動車道　東根～尾花沢
日本道路公団

計画交通量：5,500～6,800台
／日

常磐自動車道　富岡～新地
日本道路公団

計画交通量：6,000～7,000台
／日

日本海沿岸東北自動車道　大館北～小坂ＪＣＴ
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：4,800台／日

東北中央自動車道　福島ＪＣＴ～米沢
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：6,500～11,600台
／日

日本海沿岸東北自動車道　温海～鶴岡ＪＣＴ
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：7,500台／日

日本海沿岸東北自動車道　本荘～岩城
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：9,300台／日

北海道横断自動車道　根室線 夕張～十勝清水
日本道路公団

計画交通量：5,100～5,800台
／日

日本海沿岸東北自動車道　中条～朝日
日本道路公団

計画交通量：2,800～4,300台
／日

東北横断自動車道　釜石秋田線　宮守～東和
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

北海道横断自動車道　網走線 足寄～北見
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：3,200～4,100台
／日

北海道横断自動車道　根室線　本別～釧路
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：4,900～5,600台
／日

北海道縦貫自動車道　士別剣淵～名寄
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

一般国道５８号　嘉手納バイパス
沖縄総合事務局 計画交通量：54,500台／日

一般国道３２９号　宜野座改良
沖縄総合事務局 計画交通量：8,600台／日

一般国道３２９号　石川バイパス
沖縄総合事務局 計画交通量：31,000台／日

北海道縦貫自動車道　七飯～国縫
日本道路公団

計画交通量：3,800～4,900台
／日

（無料）
計画交通量：5,000台／日

一般国道２２０号　古江バイパス
九州地方整備局 計画交通量：10,400台／日

一般国道５８号　恩納バイパス
沖縄総合事務局 計画交通量：38,600台／日

一般国道５７号　立野拡幅
九州地方整備局 計画交通量：22,600台／日

一般国道２２０号　青島～日南改良
九州地方整備局 計画交通量：21,300台／日

一般国道５７号　森山拡幅
九州地方整備局 計画交通量：31,100台／日

一般国道４９７号　唐津道路
九州地方整備局 計画交通量：30,800台／日

一般国道１０号　鹿児島北バイパス
九州地方整備局 計画交通量：44,700台／日

本省道路局
高速国道課

（課長　横田　耕治）

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）



その他 800 3,408 510 6.7 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 2,741 12,010 1,757 6.8 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・拠点間を連絡し、相互の連帯が可能となる 継続

その他 1,912 3,810 1,209 3.2 ・拠点間を連絡し、相互の連帯が可能となる
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 1,814 1,884 1,108 1.7 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 7,951 13,570 4,740 2.9 ・自動車からのCO2排出量が削減される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 2,795 9,653 1,698 5.7 ・自動車からのCO2排出量が削減される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 9,162 20,534 5,577 3.7 ・自動車からのCO2排出量が削減される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 16,173 34,896 9,971 3.5 ・自動車からのCO2排出量が削減される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 6,860 13,669 4,321 3.2 ・自動車からのCO2排出量が削減される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 1,243 8,100 773 10 ・自動車からのCO2排出量が削減される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 4,341 4,258 2,641 1.6 ・拠点間を連絡し、相互の連帯が可能となる
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 364 571 224 2.5 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 544 544 320 1.7 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 1,196 1,194 733 1.6 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 1,661
2,212

（無料）
2,391

1,029
（無料）

984

2.2
（無料）

2.4

・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・日常活動圏の中心都市へのアクセスが向上する

見直し
継続

その他 1,054 2,947 664 4.4 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 1,726 5,159 1,074 4.8 ・並行道路において騒音レベルが低減する
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 5,737 16,857 3,617 4.7 ・自動車からのCO2排出量が削減される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 5,151 7,076 3,152 2.2 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・拠点間を連絡し、相互の連帯が可能となる

見直し
継続

その他 7,393 9,757 4,362 2.2 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・拠点間を連絡し、相互の連帯が可能となる

見直し
継続

その他 8,854 6,417 5,348 1.2 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 3,194 3,876 1,901 2.0 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 383 818 233 3.5 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 3,077 3,455 1,891 1.8 ・拠点間を連絡し、相互の連帯が可能となる
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 828 924 492 1.9 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 1,202 1,649 714 2.3 ・新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 147 168 90 1.9 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

本省道路局
高速国道課

（課長　横田　耕治）

中国横断自動車道　姫路鳥取線　智頭～鳥取
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：13,300～15,300
台／日

中国横断自動車道　岡山米子線　米子～米子北
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：4,900台／日

近畿自動車道　敦賀線　小浜西～敦賀ＪＣ
Ｔ
日本道路公団

計画交通量：4,600～8,200台
／日

中国横断自動車道　姫路鳥取線　佐用ＪＣＴ～
大原
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：4,400～7,900台
／日

近畿自動車道　名古屋神戸線　名古屋南～
高針ＪＣＴ
日本道路公団

計画交通量：16,900～41,400
台／日

近畿自動車道　名古屋神戸線　亀山～亀山
南ＪＣＴ
日本道路公団

計画交通量：24,400台／日

近畿自動車道　名古屋神戸線　城陽～高槻
第一ＪＣＴ
日本道路公団

計画交通量：32,900～54,000
台／日

近畿自動車道　名古屋神戸線　高槻第一Ｊ
ＣＴ～神戸ＪＣＴ
日本道路公団

計画交通量：34,600～42,600
台／日

近畿自動車道　名古屋神戸線　亀山ＪＣＴ
～大津ＪＣＴ
日本道路公団

計画交通量：45,500～49,300
台／日

近畿自動車道　名古屋神戸線　大津ＪＣＴ
～城陽
日本道路公団

計画交通量：51,800～51,900
台／日

近畿自動車道　紀勢線　紀勢～勢和多気Ｊ
ＣＴ
日本道路公団

計画交通量：5,900～12,200台
／日

近畿自動車道　名古屋神戸線　四日市ＪＣ
Ｔ～菰野
日本道路公団

計画交通量：43,500～45,500
台／日

近畿自動車道　紀勢線　みなべ～白浜
日本道路公団

計画交通量：4,500～11,700台
／日

近畿自動車道　紀勢線　尾鷲北～紀勢
日本道路公団
（評価を受け区間の一部が直轄事業へ移行）

計画交通量：5,500～6,900台
／日
（無料）
計画交通量：8,500～9,400台
／日

中部横断自動車道　増穂～若草櫛形
日本道路公団 計画交通量：5,900台／日

中部横断自動車道　佐久南～佐久ＪＣＴ
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：5,000台／日

第二東海自動車道　豊田ＪＣＴ～豊田南
日本道路公団 計画交通量：53,600台／日

中部横断自動車道　吉原ＪＣＴ～増穂
日本道路公団

計画交通量：6,600～7,800台
／日

第二東海自動車道　吉原ＪＣＴ～引佐ＪＣ
Ｔ
日本道路公団

計画交通量：47,700～50,300
台／日

第二東海自動車道　引佐ＪＣＴ～豊田東
日本道路公団

計画交通量：44,000～45,700
台／日

第二東海自動車道　御殿場ＪＣＴ～長泉沼
津
日本道路公団

計画交通量：44,100台／日

第二東海自動車道　長泉沼津～吉原ＪＣＴ
日本道路公団

計画交通量：42,800～46,200
台／日

東海北陸自動車道　飛騨清見～白川郷
日本道路公団 計画交通量：6,200台／日

第二東海自動車道　海老名南ＪＣＴ～秦野
日本道路公団

計画交通量：23,300～61,800
台／日

北関東自動車道　伊勢崎～岩舟ＪＣＴ
日本道路公団

計画交通量：22,500～30,500
台／日

北関東自動車道　宇都宮上三川～友部
日本道路公団

計画交通量：10,200～14,900
台／日

東関東自動車道　館山線　君津～富津竹岡
日本道路公団

計画交通量：14,900～15,700
台／日



その他 2,181 1,486 1,298 1.1 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・日常活動圏の中心都市へのアクセスが向上する

見直し
継続

その他 2,341 1,830 1,413 1.3 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 884 824 552 1.5 ・新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 1,609 1,315 955 1.4 ・新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 1,328 1,288 788 1.6 ・新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 1,044 1,336 616 2.2 ・新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 700 1,098 410 2.7 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 774 797 464 1.7 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 1,653 2,935 1,023 2.9 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 1,704 2,340 1,054 2.2 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 2,279 4,089 1,442 2.8
・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する 継続

その他 870 1,789 520 3.4 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

その他 1,616 2,116 967 2.2 ・日常活動圏の中心都市へのアクセスが向上する
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評価する

見直し
継続

10年
継続中 890 1,221 837 1.5 ・国土・地域ネットワークの構築（横浜市域等へのアクセスが向上）

・災害への備え（一般国道16号などの代替路線として機能） 継続

再々評価 610 272 161 1.7
・国土・地域ネットワークの構築（沿線地域から自動車専用道路への
アクセスが向上）
・災害への備え（対象区間が、第一次緊急輸送道路として位置づけ）

継続

再々評価 3,734 16,734 4,654 3.6

・都市再生プロジェクトの指定（大阪圏の環状道路の一部を構成）
・市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり
・鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する
・緊急輸送道路の指定
・その他

継続

再々評価 3,028 8,471 4,274 2.0

・都市再生プロジェクトを支援する事業
・市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり
・拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト等の位置づけあり
・緊急輸送道路の指定
・その他

継続

（補助）

総便益
（億円）

再々評価 90 152 99 1.5

・二次救急医療施設（十和田市立中央病院）へのアクセスが改善され
る。
・主要な観光地（十和田八幡平国立公園）へのアクセスが改善され
る。

継続

再々評価 24 31 28 1.1
・大間魚市場と近隣漁港との所要時間短縮により物流効率化を支援す
る。
・主要な観光地（下北半島国定公園）へのアクセスが改善される。

継続

10年
継続中 94 138 82 1.7 ・三次救急医療施設（青森県立病院）へのアクセスが改善される。

・主要な観光地（津軽国定公園）へのアクセスが改善される。 継続

10年
継続中 80 300 92 3.3

・三次救急医療施設（岩手県高次救急センター）へのアクセスが改善
される。
・主要な観光地（十和田八幡平国立公園）へのアクセスが改善され
る。

継続

再々評価 145 253 175 1.4
・三次救急医療施設（岩手県高次救急センター）へのアクセスが改善
される。
・混雑時の旅行速度改善により円滑なモビィリティを確保する。

継続

再々評価 219 347 228 1.5
・大型車すれ違い困難区間の解消により地域ネットワークの構築が図
られる。
・主要な観光地（栗駒国定公園）へのアクセスが改善される。

継続

10年
継続中 101 274 101 2.7

・大型車すれ違い困難区間の解消により地域ネットワークの構築が図
られる。
・緊急輸送路として災害時の円滑な復旧活動を支援する。

継続

再々評価 86 174 102 1.7

・大型車すれ違い困難区間の解消により地域ネットワークの構築が図
られる。
・主要な観光地（南三陸金華山国定公園）へのアクセスが改善され
る。

継続

担当課
（担当課長名）

一般国道３４６号　鹿島台バイパス
宮城県 計画交通量：13,700台／日

一般国道３９８号　水浜拡幅
宮城県 計画交通量： 4,200台／日

一般国道４５５号　北山バイパス
岩手県 計画交通量：24,600台／日

一般国道１０８号　花渕山バイパス
宮城県 計画交通量： 3,800台／日

計画交通量： 11,700台／日

本省道路局
高速国道課

（課長　横田　耕治）

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）

本省道路局有料道路課
（課長　金井　道夫）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

神戸市道高速道路２号線
阪神高速道路公団

計画交通量：1,500～29,600台
/日

第三京浜道路（改築）
日本道路公団 計画交通量：9,800台/日

大阪市道高速道路淀川左岸線
阪神高速道路公団

計画交通量：13,800～30,300
台/日

東九州自動車道　志布志～末吉財部
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：5,500～10,900台
／日

横浜横須賀道路　佐原～馬堀海岸
日本道路公団 計画交通量：13,000台/日

東九州自動車道　門川～西都
日本道路公団

計画交通量：6,200～9,400台
／日

東九州自動車道　清武ＪＣＴ～北郷
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：9,200台／日

東九州自動車道　小倉ＪＣＴ～豊津
日本道路公団

計画交通量：12,600～16,800
台／日

東九州自動車道　津久見～蒲江
日本道路公団

計画交通量：3,300～7,800台
／日

四国横断自動車道　宇和島北～宇和
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：6,400～12,100台
／日

九州横断自動車道　延岡線　嘉島ＪＣＴ～矢部
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：5,600台／日

四国横断自動車道　徳島～徳島ＪＣＴ～鳴
門ＪＣＴ
日本道路公団

計画交通量：5,200～5,300台
／日

四国横断自動車道　須崎新荘～窪川
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：8,200～9,000台
／日

山陰自動車道　宍道ＪＣＴ～出雲
日本道路公団

計画交通量：3,700～4,900台
／日

四国横断自動車道　小松島～徳島ＪＣＴ
日本道路公団

計画交通量：8,000～8,300台
／日

中国横断自動車道　尾道松江線　尾道ＪＣＴ～
三次ＪＣＴ
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：7,900～10,200台
／日

中国横断自動車道　尾道松江線　三次ＪＣＴ～
三刀屋木次
日本道路公団（評価を受け直轄事業へ移行）

（無料）
計画交通量：6,600～12,800台
／日

事業主体 便益の主な根拠

一般国道１０３号　宇樽部バイパス
青森県

一般国道３３８号　長後バイパス
青森県 計画交通量： 1,100台／日

一般国道３３９号　五所川原北バイパス
青森県 計画交通量：17,300台／日

一般国道２８２号　西根バイパス
岩手県

費用
（Ｃ）

（億円）

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

計画交通量： 2,400台／日



再々評価 139 97 76 1.3
・大型車すれ違い困難区間の解消により地域ネットワークの構築が図
られる。
・主要な観光地（栗駒国定公園）へのアクセスが改善される。

継続

10年
継続中 84 137 92 1.5 ・混雑時の旅行速度改善により円滑なモビィリティを確保する。

・緊急輸送路として災害時の円滑な復旧活動を支援する。 継続

10年
継続中 44 86 49 1.8

・大型車すれ違い困難区間の解消により地域ネットワークの構築が図
られる。
・緊急輸送路として災害時の円滑な復旧活動を支援する。

継続

10年
継続中 81 225 44 5.1

・物流効率化の支援（農林水産品（ネギ、レタス等）の流通の利便性
向上が見込まれる）
・防災への備え（第１次緊急輸送道路としての機能が確保される）

継続

10年
継続中 17 51 12 4.3

・物流効率化の支援（農林水産品（スイカ、トマト等）の流通の利便
性向上が見込まれる）
・防災への備え（第１次緊急輸送道路としての機能が確保される）

継続

再々評価 141 355 95 3.7

・円滑なモビリティの確保（乙子交差点の立体化に伴う踏切除却によ
り、交通改善が期待される）
・都市の再生（守谷駅周辺一体型土地区画整理事業との連携により、
つくばエクスプレス沿線開発を支援する）

継続

再々評価 130 384 161 2.4

・国土・地域ネットワークの構築（大田原市への日常活動圏中心都市
へのアクセス向上が見込まれる）
・安全で安心できるくらしの確保（三次医療施設（大田原赤十字病
院）へのアクセス向上が見込まれる）

継続

10年
継続中 319 1,191 305 3.9

・国土・地域ネットワークの構築（吾妻渓谷付近の屈曲部が解消し、
西吾妻地区の交通利便性が向上）
・個性ある地域の形成（草津温泉等日本有数の観光地へのアクセスが
向上し、環境客の増加が見込まれる）

継続

再々評価 62 19 14 1.4

・個性ある地域の形成（観光地である四万温泉へのアクセス向上が期
待される）
・国土・地域ネットワークの構築（当地区の大型車のすれ違い困難を
解消する）

継続

再々評価 58 82 38 2.2

・円滑なモビリティの確保（現道における混雑時旅行速度20km/h未満
の区間の改善が期待される）
・個性ある地域の形成（観光地である吾妻地域へのアクセスが期待さ
れる）

継続

10年
継続中 16 34 19 1.8

・個性ある地域の形成（観光地である赤城山へのアクセス向上が期待
される）
・防災への備え（第１次緊急輸送道路にしてされている）

継続

再々評価 73 180 82 2.2

・円滑なモビリティの確保（現道の踏切が除却され交通改善が期待さ
れる）
・無電柱化による美しい街並みの形成（電線類地中化５ヶ年計画に位
置づけある）

継続

再々評価 192 637 355 1.8
・円滑なモビリティの確保（現道における混雑時旅行速度20km/h未満
の区間の改善が期待される）
・防災への備え（第１次緊急輸送道路にしてされている）

継続

再々評価 1,000 4,313 892 4.8 ・防災への備え（第１次緊急輸送道路にしてされている） 継続

再々評価 192 75 39 1.9
・円滑なモビリティの確保（現道の踏切が除却され交通改善が期待さ
れる）
・防災への備え（第１次緊急輸送道路にしてされている）

継続

再々評価 99 138 47 2.9
・円滑なモビリティの確保（現道における混雑時旅行速度20km/h未満
の区間の改善が期待される）
・都市再生（高坂東口土地区画整理事業との連携がある）

継続

再々評価 160 10 7 1.5
・物流効率化の支援（特定重要港湾千葉港へのアクセス向上）
・災害への備え（現道：緊急輸送道路１次路線、バイパス：同２次路
線）

継続

再々評価 50 93 54 1.7 ・円滑なモビリティの確保（特急停車駅へのアクセス向上）
・個性ある地域の形成（観光地へのアクセス強化） 継続

再々評価 60 87 55 1.6 ・円滑なモビリティの確保（ＪＲ成田線の踏切２箇所の除却）
・災害への備え（緊急輸送道路１次路線） 継続

再々評価 130 141 88 1.6 ・個性ある地域の形成（観光地へのアクセス強化）
・安全で安心できるくらしの確保（三次医療施設へのアクセス向上） 継続

再々評価 50 81 54 1.5 ・個性ある地域の形成（観光地へのアクセス強化）
・災害への備え（異常気象時通行規制区間の解消） 継続

再々評価 160 146 92 1.6
・国土・地域のネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い
困難区間の解消　　　　　　　　　　　　　　・安全な生活環境の確
保（歩道の無い区間への歩道設置）

継続

再々評価 91 49 42 1.2
・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市へのアクセス
向上）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上）

継続

再々評価 166 49 48 1.0
・国土・地域ネットワークの構築（大型車のすれ違い困難区間の解
消）
・災害への備え（長野県地域防災計画に緊急輸送路として位置付け）

継続

再々評価 111 47 29 1.6 ・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上）
・安全な生活環境の確保（歩道の未整備区間の歩道設置） 継続

再々評価 57 11 10 1.1 ・円滑なモビリィティの確保（利便性の向上が期待できるバス路線）
・災害への備え（地域防災計画に緊急輸送路として位置付け） 継続

再々評価 97 37 29 1.3
・円滑なモビリィティの確保（利便性の向上が期待できるバス路線）
・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市へのアクセス
の向上）

継続

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）

一般国道１５２号　向井万場拡幅
長野県 計画交通量：3,600台／日

一般国道１５２号　高遠バイパス
長野県 計画交通量：5,000台／日

一般国道１５２号　小塩～由井神バイパス
長野県 計画交通量：1,900台／日

一般国道１１７号　替佐～静間バイパス
長野県 計画交通量：8,200台／日

一般国道１５１号　落合～新野バイパス
長野県 計画交通量：5,100台／日

一般国道４６５号　筒森バイパス
千葉県 計画交通量：4,300台／日

一般国道４１３号　青根～青野原バイパス
神奈川県 計画交通量：6,600台／日

一般国道３５６号　小見川東庄バイパス
千葉県 計画交通量：10,800台／日

一般国道４１０号　久留里馬来田バイパス
千葉県 計画交通量：11,200台／日

一般国道２９７号　市原バイパス
千葉県 計画交通量：20,400台／日

一般国道３５６号　銚子バイパス
千葉県 計画交通量：14,900台／日

一般国道２９９号　飯能狭山バイパス
埼玉県 計画交通量：12,000台／日

一般国道４０７号　東松山バイパス
埼玉県 計画交通量：51,000台／日

一般国道１２２号　蓮田岩槻バイパス
埼玉県 計画交通量：53,000台／日

一般国道２５４号　和光富士見バイパス
埼玉県 計画交通量：80,000台／日

一般国道３５３号　山口バイパス
群馬県 計画交通量：7,800台／日

一般国道３５４号　伊勢崎街道踏切
群馬県 計画交通量：20,900台／日

一般国道３５３号　駒岩拡幅
群馬県 計画交通量：4,500台／日

一般国道３５３号　鯉沢バイパス
群馬県 計画交通量：7,600台／日

一般国道４００号　大田原西那須野バイパス
栃木県 計画交通量：22,500台/日

一般国道１４５号　八ッ場バイパス
群馬県 計画交通量：25,100台／日

一般国道１２５号　　新治拡幅
茨城県 計画交通量：29,500台／日

一般国道２９４号　守谷拡幅
茨城県 計画交通量：21,500台／日

一般国道２５２号　松倉拡幅
福島県 計画交通量： 8,700台／日

一般国道３５４号　岩井水海道バイパス
茨城県 計画交通量：18,400台／日

一般国道３９８号　大湯道路
秋田県 計画交通量： 1,100台／日

一般国道２８６号　鉄砲町拡幅
山形県 計画交通量：34,000台／日



再々評価 55 20 13 1.5 ・国土・地域ネットワークの構築（大型車すれ違い困難区間の解消）
・災害への備え（雪崩危険箇所の解消） 継続

再々評価 51 21 13 1.6 ・円滑なモビリィティの確保（利便性の向上が期待できるバス路線）
・安全で安心できる暮らしの確保（三次医療施設へのアクセス向上） 継続

再々評価 118 29 23 1.3 ・円滑なモビリィティの確保（利便性の向上が期待できるバス路線）
・災害への備え（地域防災計画に緊急輸送路として位置付け） 継続

再々評価 135 58 37 1.6 ・安全で安心できる暮らしの確保（三次医療施設へのアクセス向上）
・災害への備え（地域防災計画に緊急輸送路として位置付け） 継続

再々評価 77 40 26 1.6

・国土・地域ネットワークの構築（当該路線が隣接した日常活動圏中
心都市間を最短時間で連絡する路線を構築する。）
・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づ
けあり。）

継続

再々評価 48 11 8.1 1.3

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する。）
・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づ
けあり。）

継続

再々評価 71 15 14 1.1

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する。）
・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づ
けあり。）

継続

再々評価 177 336 179 1.9
・円滑なモビリティの確保（現道等における混雑時旅行速度が20km/h
未満である区間の旅行速度の改善が期待できる。）
・都市の再生（中心市街地で行う事業である。）

継続

再々評価 146 124 98 1.3

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する。）
・災害への備え（災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落
を解消する。）

継続

再々評価 70 15 7.2 2.1

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する。）
・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づ
けあり。）

継続

再々評価 140 77 54 1.4

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する。）
・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づ
けあり。）

継続

再々評価 190 265 118 2.3

・国土・地域ネットワークの構築（当該路線が隣接した日常活動圏中
心都市間を最短時間で連絡する路線を構築する。）
・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づ
けあり。）

継続

再々評価 95 92 57 1.6

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する。）
・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づ
けあり。）

継続

再々評価 35 7.7 6.5 1.2

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する。）
・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づ
けあり。）

継続

再々評価 90 116 94 1.2

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する。）
・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づ
けあり。）

継続

再々評価 163 158 95 1.7

・都市の再生（広域道路整備基本計画に位置付けのある環状道路を形
成する。）
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消する。）

継続

再々評価 71 42 29 1.5

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する。）
・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づ
けあり。）

継続

10年
継続中 130 302 113 2.7

・都市の再生（広域道路整備基本計画に位置付けのある環状道路を形
成する。）

・災害への備え（対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づ
けあり。）

継続

10年
継続中 100 418 92 4.5

・円滑なモビリティの確保（現道等における混雑時旅行速度20km/h未
満である区間の旅行速度が改善される）
・個性ある地域の形成（拠点開発プロジェクト（東濃研究学園都市）
を支援する）

継続

再々評価 360 470 169 2.8

・国土･地域ネットワークの構築（地域高規格道路（岐阜南部横断ハイ
ウェイ）の位置づけあり）
・個性ある地域の形成（地域連携プロジェクト（中濃地方拠点都市）
を支援する）

継続

10年
継続中 130 964 76 13

・国土･地域ネットワークの構築（当該路線が隣接した日常活動圏中心
都市間を最短距離で連絡する）
・個性ある地域の形成（地域連携プロジェクト（中濃地方拠点都市）
を支援する）

継続

再々評価 121 89 20 4.4

・円滑なモビリティの確保（現道等に、当該路線の整備により利便性
の向上が期待できるバス路線がある）
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消する）

継続

再々評価 148 110 73 1.5
・国土･地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い困
難区間を解消する）
・災害への備え（現道等の冬期交通障害区間を解消する）

継続

再々評価 82 232 110 2.1

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消）
・個性ある地域の形成（拠点開発プロジェクト：にっぽんリゾートふ
じの国を支援する）

継続

再々評価 134 492 176 2.8
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消）
・個性ある地域の形成（伊豆地域へのアクセス向上）

継続

10年
継続中 115 507 120 4.2

・物流効率化の支援（特定重要港湾清水港へのアクセス向上）
・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市（静岡市）へ
のアクセス向上

継続

再々評価 134 449 150 3.0
・物流効率化の支援（特定重要港湾清水港へのアクセス向上）
・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市（静岡市）へ
のアクセス向上

継続

一般国道１５０号　清水バイパス
静岡県 計画交通量：20,100台／日

一般国道１５０号　静岡バイパス
静岡県 計画交通量：23,200台／日

一般国道１３５号　宇佐美～網代バイパス
静岡県 計画交通量：19,700台／日

一般国道１３６号　土肥拡幅
静岡県 計画交通量：7,800台／日

一般国道２５７号　馬瀬・萩原バイパス
岐阜県 計画交通量：1,300台／日

一般国道３０３号　川上・八草バイパス
岐阜県 計画交通量：1,000台／日

一般国道２４８号　太田バイパス
岐阜県 計画交通量：17,400台／日

一般国道２４８号　関バイパス
岐阜県 計画交通量：20,900台／日

一般国道２４９号　輪島バイパス
石川県 計画交通量：7,100台/日

一般国道２４８号　平和バイパス
岐阜県 計画交通量：32,900台／日

一般国道４１５号　富山拡幅
富山県 計画交通量：24,400台/日

一般国道４７１号　菅沼栃折道路
富山県 計画交通量：800台/日

一般国道４０５号　切光バイパス
新潟県 計画交通量：600台/日

一般国道４６０号　臼井橋
新潟県 計画交通量：8,700台/日

一般国道４０３号　三条北バイパス
新潟県 計画交通量：14,000台/日

一般国道４０３号　大白倉バイパス
新潟県 計画交通量：2,300台/日

一般国道３５３号　葎沢拡幅
新潟県 計画交通量：5,000台/日

一般国道４０２号　新潟海岸バイパス
新潟県 計画交通量：6,000台/日

一般国道３５１号　大手通拡幅
新潟県 計画交通量：30,500台/日

一般国道３５２号　萱峠バイパス
新潟県 計画交通量：2,200台/日

一般国道２９１号　坂戸バイパス
新潟県 計画交通量：4,000台/日

一般国道２９１号　竹沢拡幅
新潟県 計画交通量：1,300台/日

一般国道４０６号　百瀬～茂菅バイパス
長野県 計画交通量：12,000台／日

一般国道２５３号　松代道路
新潟県 計画交通量：3,400台/日

一般国道２９９号　本郷バイパス
長野県 計画交通量：2,100台／日

一般国道３６１号　地蔵峠バイパス
長野県 計画交通量：5,500台／日

一般国道２９２号　富倉バイパス
長野県 計画交通量：2,100台／日

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）



再々評価 80 404 104 3.9
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消）
・災害への備え（第2次緊急輸送路としての機能確保）

継続

再々評価 210 313 305 1.0
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消）
・災害への備え（第2次緊急輸送路としての機能確保）

継続

再々評価 80 184 104 1.8
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消）
・円滑なモビリティ確保（バス路線としての利便性の向上）

継続

10年
継続中 150 1,098 152 7.2

・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市（沼津市）へ
のアクセス向上
・個性ある地域の形成（伊豆地域へのアクセス向上）

継続

再々評価 47 19 12 1.6

・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画において緊急輸送道
路に指定有り）
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消）

継続

再々評価 121 289 80 3.6
・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画において緊急輸送道
路に指定有り）
・他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係（第二東名新城ＩＣへのアクセス）

継続

再々評価 148 513 130 4.0

・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画において緊急輸送道
路に指定有り）
・個性ある地域の形成（観光施設へのアクセス性の向上が見込まれ
る）

継続

再々評価 88 39 24 1.6

・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画において緊急輸送道
路に指定有り）
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する）

継続

再々評価 66 32 24 1.3

・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画において緊急輸送道
路に指定有り）
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する）

継続

再々評価 83 630 72 8.7
・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画において緊急輸送道
路に指定有り）
・円滑なモビリティの確保（現道のバス路線の利便性が向上する）

継続

再々評価 92 1,530 78 19.7
・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画において緊急輸送道
路に指定有り）
・円滑なモビリティの確保（現道のバス路線の利便性が向上する）

継続

再々評価 99 80 39 2.0
・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画において緊急輸送道
路に指定有り）
・他ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係（東海環状自動車道のアクセス）

継続

再々評価 152 1,319 195 6.8
・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画において緊急輸送道
路に指定有り）
・円滑なモビリティの確保（現道のバス路線の利便性が向上する）

継続

10年
継続中 21 51 23 2.2

・主要な渋滞ポイントである殿村交差点の渋滞を緩和します。
・一般国道２３号中勢バイパスとの一体整備により津市南西方面から
のアクセスが向上します。

継続

10年
継続中 60 78 67 1.2 ・現道の大型車すれ違い困難区間を解消します。

・２次医療施設へのアクセスが向上します。（約４分短縮） 継続

再々評価 58 124 70 1.8 ・現道の大型車すれ違い困難区間を解消します。
・道路整備により農林水産品等流通の利便性が向上します。 継続

再々評価 111 210 135 1.6 ・現道の大型車すれ違い困難区間を解消します。
・２次医療施設へのアクセスが向上します。（約10分短縮） 継続

再々評価 65 147 83 1.8 ・現道の大型車すれ違い困難区間を解消します。
・第３次緊急輸送道路が整備されます。 継続

再々評価 130 240 150 1.6
・災害時への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づけている
（第１次））
・国土・地域ネットワークの構築（大型車すれ違い困難箇所が解消）

継続

再々評価 171 594 229 2.6
・物流の効率化の支援（農林水産品の流通の利便性が向上）
・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づけている
（第１次））

継続

再々評価 82 225 102 2.2

・国土・地域ネットワークの構築（大型車すれ違い困難区間が解消）
・災害時への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づけている
（第１次））
・災害への備え（異常気象時通行規制区間の解消（連続雨量140mm以上
で通行止め））

継続

10年
継続中 50 222 65 3.4

・国土・地域ネットワークの構築（大型車のすれ違い困難区間が解
消）
・災害への備え（冬期通行不能区間が解消）

継続

再々評価 125 423 184 2.3
・円滑なモビリティの確保（利便性の向上が期待できるバス路線が存
在する）
・国土・地域ネットワークの構築（大型車すれ違い困難区間が解消）

継続

再々評価 345 1,113 344 3.2
・国土・地域ネットワークの構築（地域高規格道路の位置づけあり）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が期待され
る）

継続

10年
継続中 336 826 414 2.0 災害への備え（異常気象時通行規制区間が解消）

国土・地域ネットワークの構築（地域高規格に位置づけあり） 継続

再々評価 180 425 233 1.8
円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度20km/h未満である区間の旅
行速度の改善が期待される）
国土・地域ネットワークの構築（大型車すれ違い困難区間が解消）

継続

再々評価 96 172 114 1.5
国土・地域ネットワークの構築（大型車すれ違い困難区間が解消）
災害時への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づけている
（第２次））

継続
一般国道１６８号　上庄バイパス
奈良県

計画交通量12,700～14,600台/
日

一般国道１７８号　香住道路
兵庫県 計画交通量：12,300台／日

一般国道１６８号　一分バイパス
奈良県

計画交通量20,400～34,800台/
日

一般国道３６７号　葛川バイパス
滋賀県 計画交通量：4,500台／日

一般国道３１２号　宮津野田川道路
京都府 計画交通量：12,600台／日

一般国道４１７号　青野～鎌坂バイパス
福井県 計画交通量：8,700台／日

一般国道３０３号　金居原バイパス
滋賀県 計画交通量：4,000台／日

一般国道３０５号　越前バイパス
福井県 計画交通量：7,100台／日

一般国道４１６号　島山梨子～里別所バイ
パス
福井県

計画交通量：18,200台／日

一般国道２６０号　志摩バイパス
三重県 計画交通量：5,000台／日

一般国道３０６号　四日市菰野バイパス
三重県 計画交通量：7,100台／日

一般国道１６６号　田引バイパス
三重県 計画交通量：5,500台／日

一般国道２６０号　下津浦拡幅
三重県 計画交通量：3,300台／日

一般国道３６６号　半田～大府バイパス
愛知県 計画交通量：43,000台／日

一般国道１６３号　南河路バイパス
三重県 計画交通量：16,500台／日

一般国道２５９号　植田バイパス
愛知県 計画交通量：27,000台／日

一般国道３０１号　豊田拡幅
愛知県 計画交通量：23,000台／日

一般国道２５７号　稲武拡幅
愛知県 計画交通量：2,700台／日

一般国道２５９号　田原バイパス
愛知県 計画交通量：27,000台／日

一般国道２４７号　中央バイパス
愛知県 計画交通量：29,000台／日

一般国道２５７号　鳳来拡幅
愛知県 計画交通量：1,900台／日

一般国道１５１号　豊根拡幅
愛知県 計画交通量：1,200台／日

一般国道１５１号　新城バイパス
愛知県 計画交通量：30,000台／日

一般国道３６２号　大原～谷津拡幅
静岡県 計画交通量：7,300台／日

一般国道４１４号　静浦バイパス
静岡県 計画交通量：15,000台／日

一般国道１５２号　西川～横山拡幅
静岡県 計画交通量：6,200台／日

一般国道３６２号　本川根～静岡バイパス
静岡県 計画交通量：1,800台／日

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）



再々評価 84 196 98 2.0

・国土・地域ネットワークの構築（地域高規格道路「五條新宮道路」
の位置づけあり）
・災害への備え（第１次緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づけあ
り）

継続

再々評価 282 667 301 2.2

・他のプロジェクトとの関係（関連する大規模道路事業と一体的に整
備する必要あり）
・災害への備え（第１次緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づけあ
り）

継続

再々評価 57 114 71 1.6

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における交通不能区間が解
消）
・災害への備え（緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回
を強いられる区間の代替路線を形成する）

中止

再々評価 84 169 102 1.7
・国土・地域ネットワークの構築（大型車のすれ違い困難区間が解
消）
・災害への備え（異常気象時通行規制区間が解消）

継続

10年
継続中 106 176 109 1.6

・国土・地域ネットワークの構築（大型車のすれ違い困難区間が解
消）
・災害への備え（異常気象時通行規制区間が解消）

継続

10年
継続中 34 84 33 2.5

・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が20km/h未満である区間
の旅行速度の改善が期待される）
・無電柱化による美しい町並みの形成、（電線類地中化5ヶ年計画に位
置づけあり）

継続

10年
継続中 52 37 28 1.3

・国土、地域ネットワークの構築（現道における大型者のすれ違い困
難区間を解消）
・個性ある地域の形成（大仙、蒜山高原等の主要な観光地へのアクセ
ス向上が期待される）

継続

再々評価 143 630 194 3.2

・国土、地域ネットワークの構築（現道における大型者のすれ違い困
難区間を解消）
・物流効率化への支援（重要港湾境港へのアクセス向上が見込まれ
る）

継続

再々評価 140 226 181 1.2
・国土、地域ネットワークの構築（現道における大型者のすれ違い困
難区間を解消）
・災害への備え（緊急輸送道路ネットワークが形成される）

継続

再々評価 296 445 436 1.0
・国土、地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市間（津山市～
倉敷市）を最短時間で連絡する路線を構成する）
・災害への備え（現道等の事前通行規制区間を解消する）

継続

再々評価 65 92 90 1.0
・国土、地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市間を最短時間
で連絡する路線を構成する）
・災害への備え（現道等の事前通行規制区間（雨量）を解消する）

継続

再々評価 107 149 130 1.2

・円滑なモビリティの確保（倉敷市～岡山空港へのアクセスが改善さ
れる）
・安全で安心できる暮らしの確保（三次医療施設の川崎医科大学付属
病院へのアクセスが改善される）

継続

10年
継続中 60 101 58 1.7

・円滑なモビリティの確保（新幹線福山駅へのアクセスが改善され
る）
・物流効率化への支援（重要港湾福山港へのアクセス向上が見込まれ
る）

継続

10年
継続中 71 181 62 2.9

・円滑なモビリティの確保（第二種広島空港へのアクセス向上が見込
まれる）
・個性ある地域の形成（２級河川賀茂川により一体的な発展が阻害さ
れている地区下野地区から新庄地区を解消する）

継続

再々評価 90 155 130 1.2

・国土、地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い困
難区間約4.4kmを解消する）
・個性ある地域の形成（アルカディアビレッジ等、主要な観光地への
アクセス向上が見込まれる）

継続

再々評価 116 162 152 1.1

・国土、地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い困
難区間約6.8kmを解消する）
・個性ある地域の形成（豊平どんぐり村等、主要な観光地へのアクセ
ス向上が期待される）

継続

再々評価 39 54 51 1.1
・国土、地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い困
難区間約6.5kmを解消する）
・災害への備え（事前通行規制区間（雨量）約3.2kmが解消される）

継続

再々評価 185 291 258 1.1

・国土、地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い困
難区間約13kmを解消する）
・個性ある地域の形成（JR三江線や１級河川江の川により、一体的発
展が阻害されている門田地区から伊賀和志地区を解消する）

継続

10年
継続中 72 92 85 1.1

・国土、地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い困
難区間約13kmを解消する）
・個性ある地域の形成（もみの木森林公園等、主要な観光地へのアク
セス向上が期待される）

継続

再々評価 177 298 235 1.3
・国土、地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い困
難区間を解消する）
・災害への備え（事前通行規制区間（雨量）約4.5kmが解消される）

継続

再々評価 105 155 142 1.1
・国土、地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い困
難区間を解消する）
・災害への備え（事前通行規制区間（雨量）約6.9kmが解消される）

継続

10年
継続中 71 105 81 1.3

・災害への備え（防災点検要対策箇所17箇所の解消や老朽橋梁におけ
る通行規制が解消される）
・個性ある地域の形成（主要な観光地（角島）へのアクセス向上が期
待される）

継続

10年
継続中 67 267 76 3.5

・国土・地域ﾈｯﾄﾜｰｸの構築（現道等における大型車のすれ違い困難区
間を解消する。日常生活圏中心都市へのアクセス向上が見込まれ
る。）
・災害への備え（近隣市へのルートが１つしかなく、災害による孤立
集落を解消する。第２次緊急輸送路に指定されている。）

継続

再々評価 103 211 136 1.5

・国土・地域ﾈｯﾄﾜｰｸの構築（現道等における大型車のすれ違い困難区
間を解消する。日常生活圏中心都市へのアクセス向上が見込まれ
る。）
・災害への備え（近隣市へのルートが１つしかなく、災害による孤立
集落を解消する。第２次緊急輸送路に指定されている。）

継続

再々評価 85 330 90 3.6

・円滑なモビリテｲの確保：渋滞ポイントを解消する。
・国土・地域ﾈｯﾄﾜｰｸの構築（現道等における大型車のすれ違い困難区
間を解消する。日常生活圏中心都市へのアクセス向上が見込まれ
る。）
・災害への備え（第２次緊急輸送路に指定されている。）

継続

再々評価 81 166 110 1.5

・国土・地域ﾈｯﾄﾜｰｸの構築（現道等における大型車のすれ違い困難区
間を解消する。日常生活圏中心都市へのアクセス向上が見込まれ
る。）
・災害への備え（近隣市へのルートが１つしかなく、災害による孤立
集落を解消する。第２次緊急輸送路に指定されている。）

継続

10年
継続中 35 140 37 3.8

・国土・地域ﾈｯﾄﾜｰｸの構築（現道等における大型車のすれ違い困難区
間を解消する。日常生活圏中心都市へのアクセス向上が見込まれ
る。）
・災害への備え（近隣市へのルートが１つしかなく、災害による孤立
集落を解消する。第２次緊急輸送路に指定されている。）

継続

一般国道４３８号　森遠拡幅
徳島県 計画交通量：1,500台／日

一般国道４９２号　穴吹バイパス
徳島県 計画交通量：7,000台／日

一般国道３１９号　山城拡幅
徳島県 計画交通量：1,700台／日

一般国道４３８号　上八万バイパス
徳島県

計画交通量：3,700～21,700台
／日

一般国道４３５号　美祢～豊田バイパス
山口県 計画交通量：5,900台／日

一般国道１９５号　出合大戸バイパス
徳島県

計画交通量：
2,000～2,400台／日

一般国道４３４号　須川バイパス
山口県 計画交通量：2,500台／日

一般国道４３４号　徳山～錦バイパス
山口県 計画交通量：1,900台／日

一般国道３７５号　作木拡幅
広島県 計画交通量：1,900台／日

一般国道４８８号　東山バイパス
広島県 計画交通量：800台／日

一般国道４３３号　加計豊平バイパス
広島県 計画交通量：1,200台／日

一般国道４３３号　川戸拡幅
広島県 計画交通量：500台／日

一般国道４３２号　竹原バイパス
広島県 計画交通量：18,600台／日

一般国道４３３号　廿日市拡幅
広島県 計画交通量：8,800台／日

一般国道４２９号　倉敷～総社バイパス
岡山県 計画交通量：22,800台／日

一般国道４８６号　福山拡幅
広島県 計画交通量：20,900台／日

一般国道１７９号　奥津～上斎原バイパス
岡山県 計画交通量：4,200台／日

一般国道３１３号　禾津バイパス
岡山県 計画交通量：5,800台／日

一般国道４３１号　川津バイパス
島根県 計画交通量：28,800台／日

一般国道４３２号　東岩坂バイパス
島根県 計画交通量：4,700台／日

一般国道２８号　長田拡幅
神戸市 計画交通量：38,000台／日

一般国道482号　下蚊屋バイパス
鳥取県 計画交通量：1,300台／日

一般国道４２４号　南部川谷拡幅
和歌山県 計画交通量：3,900台/日

一般国道４８０号　平道路
和歌山県 計画交通量：5,300台/日

一般国道３７１号　橋本バイパス
和歌山県 計画交通量：27,900台/日

一般国道371号　龍神四バイパス
和歌山県 計画交通量：1,300台/日

一般国道１６８号　熊野川・本宮道路
和歌山県 計画交通量：5,500台/日

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）



10年
継続中 100 1,198 106 11.3 ・中讃地域の観光地へのアクセス向上が見込まれる

・交通安全性の向上が見込まれる 継続

10年
継続中 90 109 85 1.3

・車両のすれ違いが困難な幅員狭小箇所や防災点検危険箇所を含む区
間を整備し、道路利用者の安全確保と地域間の交流・連携強化や地域
の活性化が図られる

継続

再々評価 130 169 156 1.1 ・人家等が連担する幅員狭小・線形不良区間や落石・崩壊の危険箇所
などの交通障害を解消し、広域幹線道路として機能が発揮できる 継続

再々評価 69 120 97 1.2 ・小・中・高等学校などが集中する小田町中心部の幅員狭小、線形不
良区間の解消を図り、交通安全の確保や地域の活性化に寄与できる 継続

10年
継続中 160 327 142 2.3

・現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する
・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路
線を構成する
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけあり

継続

10年
継続中 95 145 88 1.6

・現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけあり
・主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる

継続

再々評価 148 287 164 1.7

・現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけあり
・主要な観光地へのアクセス向上が見込まれる
・現道等における事前通行規制区間のが解消される

継続

再々評価 101 70 44 1.6
・現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけあり
・現道における防災対策要対策箇所の解消

継続

再々評価 273 566 340 1.7
・現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけあり
・現道における防災対策要対策箇所の解消

継続

再々評価 52 86 56 1.5 ・現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する
・対象区間が緊急輸送道路としての位置づけあり 継続

再々評価 44 79 53 1.5 ・国土・地域ネットワークの構築（大型車すれ違い困難区間を解消）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセスが向上） 継続

再々評価 60 112 79 1.4
・国土・地域ネットワークの構築（大型車すれ違い困難区間を解消）
・個性ある地域の形成（伊良原ダム、福岡県北東部地方拠点都市地域
整備計画を支援）

継続

再々評価 83 140 90 1.6 ・個性ある地域の形成（産炭地域振興計画を支援）
・災害への備え（一次緊急輸送道路として位置づけあり） 継続

再々評価 107 240 153 1.6
・個性ある地域の形成（有明海沿岸道路、久留米地方拠点都市地域整
備計画を支援）
・災害への備え（一次緊急輸送道路として位置づけあり）

継続

再々評価 110 337 183 1.8 ・災害への備え（一次緊急輸送道路として位置づけあり）
・その他（佐賀、福岡の連携強化が期待される） 継続

再々評価 45 142 54 2.6
・個性ある地域の形成（主要な観光地吉野ヶ里歴史公園へのアクセス
向上が期待される）
・その他（佐賀、福岡の連携強化が期待される）

継続

再々評価 115 395 180 2.2 ・災害への備え（一次緊急輸送路として位置づけあり）
・その他（佐賀、福岡の連携強化が期待される） 継続

再々評価 80 439 112 3.9
国土・地域ネットワークの形成（現道における交通不能区間が解消さ
れる）
災害への備え（一次緊急輸送道路として位置づけあり）

継続

再々評価 121 802 153 5.2
・物流効率化の支援（重要港湾唐津港へアクセス向上が見込まれる）
・個性ある地域の形成（主要な観光地東松浦半島地域へのアクセス向
上が期待される）

継続

再々評価 124 426 142 3.0
・災害への備え（一次緊急輸送道路として位置づけあり）
・その他（環状道路の形成により鹿島市街地部の健全な発展を促進す
る）

継続

10年
継続中 60 106 38 2.8

・円滑なモビリティの確保（対馬空港へのアクセスが向上）
・国土・地域ネットワークの構築（大型車の離合不能区間が解消す
る）

継続

再々評価 115 53 47 1.1
・個性ある地域の形成(主要な観光地へのアクセス向上が期待でき
る。)
・災害への備え(一次緊急輸送道路として位置づけあり)

継続

再々評価 53 93 62 1.5
・国土・地域ネットワークの構築(現道等における大型車のすれ違い困
難区間を解消する。)
・災害への備え(現道等の事前通行規制区間を解消する。)

継続

10年
継続中 48 101 51 2.0

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する。）
・円滑なﾓﾋﾞﾘﾃｨの確保(現道等に、当該路線の整備により利便性の向上
が期待できるﾊﾞｽ路線が存在する。

継続

10年
継続中 46 70 46 1.5

・災害への備え（現道等の防災点検による通行規制等が解消される）
・個性ある地域の形成（主要な観光地（鍾乳洞：球泉洞）へのアクセ
スが期待される。）

継続

10年
継続中 50 110 52 2.1

・円滑なﾓﾋﾞﾘﾃｨの確保(第二種空港へのアクセス向上が見込まれる。)
・国土・地域ﾈｯﾄﾜｰｸの構築(当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間
を最短時間で連絡する路線を構成する。)

継続

10年
継続中 114 74 44 1.7

・国土・地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い困
難区間を解消する）
・安全な生活環境の確保（歩道がない区間に歩道が設置される）

継続
一般国道５０２号　野田拡幅
大分県 計画交通量：15,400台/日

一般国道２１９号　球泉洞バイパス
熊本県 計画交通量：10,400台／日

一般国道３２５号　旭志拡幅
熊本県 計画交通量：20,200台／日

一般国道４４５号　泉～相良バイパス
熊本県 計画交通量：900台／日

一般国道２６６号　高戸バイパス
熊本県 計画交通量：4,900台／日

一般国道３８２号　どう坂バイパス
長崎県 計画交通量：2,900台／日

一般国道４４５号　樅木拡幅
熊本県 計画交通量：1,500台／日

一般国道２０４号　佐志バイパス
佐賀県 計画交通量：16,400台／日

一般国道２０７号　中村バイパス
佐賀県 計画交通量：15,200台／日

一般国道３８５号　東脊振バイパス
佐賀県 計画交通量：4,400台／日

一般国道４４４号　平谷バイパス
佐賀県 計画交通量：3,700台／日

一般国道２６３号　大和拡幅
佐賀県 計画交通量：10,400台／日

一般国道３８５号　三田川バイパス
佐賀県 計画交通量：18,500台／日

一般国道３２２号　山田バイパス
福岡県 計画交通量：7,700台／日

一般国道４４２号　大木大川バイパス
福岡県 計画交通量：23,100台／日

一般国道２１１号　小石原バイパス
福岡県 計画交通量：4,200台／日

一般国道４９６号　豊津犀川バイパス
福岡県 計画交通量：4,100台／日

一般国道４３９号　東石原～思地拡幅
高知県 計画交通量：4,000台／日

一般国道４３９号　大植バイパス
高知県 計画交通量：2,300台／日

一般国道３８１号　半家バイパス
高知県 計画交通量：3,400台／日

一般国道４３９号　落合拡幅
高知県 計画交通量：3,400台／日

一般国道４９４号　佐川～吾桑バイパス
高知県 計画交通量：8,400台／日

一般国道４４１号　網代バイパス
高知県 計画交通量：3,300台／日

一般国道３７９号　岩谷バイパス
愛媛県 計画交通量：4,800台/日

一般国道３８０号　寺村バイパス
愛媛県 計画交通量：4,200台/日

一般国道４３８号　坂出拡幅
香川県 計画交通量：39,300台／日

一般国道３８０号　小田バイパス
愛媛県 計画交通量：4,200台/日

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）



10年
継続中 85 111 95 1.2

・国土・地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い困
難ん箇所が解消される）
・地域づくりの支援（現道の事前通行規制区間の解消）

継続

再々評価 63 122 77 1.6
・国土・地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い困
難箇所が解消される）
・災害への備え（現道の事前通行規制区間の解消）

継続

再々評価 78 173 100 1.7 ・都市の再生（沿道の土地区画整理事業との連動）
・国土・地域ネットワークの構築（宮崎市へのアクセス向上） 継続

再々評価 116 265 64 4.1
・円滑なモビリティの確保（当該路線の整備により利便性の向上が期
待できるバス路線が存在する）
・災害への備え（現道の異常気象特殊通行規制区間を解消する）

継続

再々評価 30 52 41 1.3
・円滑なモビリティの確保（当該路線の整備により利便性の向上がき
たいできるバス路線がある）
・災害への備え（一次緊急輸送道路として位置づけあり）

継続

再々評価 60 107 44 2.4

・円滑なモビリティの確保（当該路線の整備により利便性の向上が期
待できるバス路線が存在する）
・物流効率化の支援（農林水産業を主体とする地域において農林水産
品の流通の利便性が向上する）

継続

10年
継続中 44 57 55 1.0

・円滑なモビリティの確保（当該路線の整備により利便性の向上が期
待できるバス路線が存在する）
・災害への備え（一次緊急輸送道路として位置づけあり）

継続

再々評価 63 111 87 1.3
・円滑なモビリティの確保（当該路線の整備により利便性の向上が期
待できるバス路線が存在する）
・災害への備え（一次緊急輸送道路として位置づけあり）

継続

10年
継続中 200 314 179 1.8

・円滑なモビリティの確保(現道等に、当該路線の整備により利便性の
向上
　の期待できるバス路線が存在する)
・個性ある地域の形成(主要な観光地(Mtレースイリゾート等)へのアク
セス
　向上が期待できる)

継続

10年
継続中 40 68 35 1.9

・個性ある地域の形成（主要な観光地(桂沢湖等)へのアクセス向上が
期待
　される）

継続

10年
継続中 202 259 185 1.4

・国土・地域ネットワークの構築(現道等における大型車すれ違い困難
区間を解消できる)
・個性ある地域の形成(主要な観光地(トマムリゾート等)へのアクセス
向上が期待できる）

継続

再々評価 29 56 35 1.6
・国土・地域ネットワークの構築(現道等における大型車すれ違い困難
区間を解消できる）
・個性ある地域の形成(特別立法(離島振興法)に基づく事業である)

継続
東北地方整備局
道路部地域道路課
(課長　林崎　吉克)

再々評価 179 48 139 0.4

・個性ある地域の形成（主要な観光地(隠岐島前地区)へのアクセス向
上が期
　待される）
・安全で安心できるくらしの確保（二次医療施設(島前病院)へのアク
セス向
　上が見込まれる）

中止
中国地方整備局
道路部地域道路課
(課長　山田　周一)

10年
継続中 150 298 170 1.8

・円滑なモビリティの確保（現道等(国道318号等)において、当該路線
の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する）
・物流効率化の支援（総重量25ｔの車両が通行できない区間を解消す
る）
・災害への備え(徳島県地域防災計画において２次緊急輸送道路に指定
されている)

継続
本省道路局

地方道・環境課
(課長　森永　教夫)

10年
継続中 375 1,096 485 2.3

・物流効率化の支援(重要港湾(高知新港)へのアクセス向上が見込まれ
る）
・国土・地域ネットワークの構築（日常活動中心都市（高知市中心
部）へのアクセス向上が見込まれる)

継続
四国地方整備局
道路部地域道路課
(課長　恒石　和義)

10年
継続中 30 48 28 1.7

・物流効率化の支援(重要港湾(厳原港)へのアクセス向上が見込まれ
る）
・災害への備え(対象区間が緊急輸送道路ネットワーク計画(第二次緊
急輸送路)の位置づけがある）

継続

10年
継続中 75 104 95 1.1

・円滑なモビリティの確保(現道等に、当該路線の整備により利便性の
向上が期待できるバス路線が存在する）
・国土・地域ネットワークの構築(現道等における大型車のすれ違い困
難区間が改善される）

継続

10年
継続中 129 178 147 1.2 ・個性ある地域の形成(主要な観光地(カヌチャ観光振興地域)へのアク

セス向上が期待される） 継続

10年
継続中 58 84 66 1.3 ・国土・地域ネットワークの構築(現道等における大型車のすれ違い困

難区間が解消される） 継続

10年
継続中 49 158 56 2.8 ・円滑なモビリティの確保(第三種空港(宮古空港)へのアクセス向上が

見込まれる） 継続

10年
継続中 25 37 29 1.3 ・個性ある地域の形成(新規整備の公共施設「とよみ小学校」へ直結す

る道路である） 継続

10年
継続中 12 24 13 1.8 ・個性ある地域の形成(主要な観光地(瀬長島)へのアクセス向上が期待

される） 継続

５年
未着工 132 274 102 2.7

・円滑なモビリティの確保（踏切交通遮断量10,000台時/日以上の踏切
道の除却）
・都市の再生（区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり）

継続

準備計画
５年 288 560 164 3.4

・円滑なモビリティーの確保（踏切除却１２ヶ所）
・都市再生（区画整理等のまちづくりとの連携有り）
・個性ある地域の形成（鉄道により一体的発展が阻害されている地区
の解消）

継続

５年
未着工 79 181 63 2.9

・円滑なモビリティーの確保（バス路線の利便性の向上）
・都市再生（ＤＩＤ区域内の道路整備であり、市街地の道路網密度が
向上する）
・災害への備え（緊急輸送道路として位置づけられている）

継続

中部地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　筒井　祐治）

市道６号線
沖縄県豊見城市 計画交通量：3,550台/日

九州地方整備局
道路部地域道路課
(課長　西川　勝義)

沖縄総合事務局
道路建設課

(課長　松浦　利之)

一般県道 高野川満線
沖縄県 計画交通量：　5,200台／日

市道２５４号線
沖縄県豊見城市 計画交通量：3,420台/日

一般県道 18号線
沖縄県 計画交通量：　1,800台／日

一般県道 田名野甫線
沖縄県 計画交通量：　1,600台／日

主要地方道　厳原豆酘美津島線
長崎県 計画交通量：3,170台／日

一般県道　桑之浦里港線
鹿児島県 計画交通量：550台／日

一般県道　宮川内牛島停車場線
徳島県 計画交通量：8,000台／日

主要地方道　高知北環状線
高知県 計画交通量：30,200台／日

一般県道　出島線
宮城県 計画交通量：900台／日

一般県道　西ノ島海士線（島前大橋）
島根県 計画交通量：450台/日

主要地方道　岩見沢三笠線
北海道 計画交通量：2,800台／日

主要地方道　夕張新得線
北海道 計画交通量：3,460台／日

一般国道５８号　浜津脇拡幅
鹿児島県 計画交通量：5,800台／日

主要地方道　札幌夕張線
北海道 計画交通量：10,100台／日

一般国道２７０号　宮崎バイパス
鹿児島県 計画交通量：10,200台／日

一般国道５８号　中種子道路
鹿児島県 計画交通量：4,200台／日

一般国道２２３号　小谷拡幅
鹿児島県 計画交通量：13,100台／日

一般国道２６９号　浜田拡幅
鹿児島県 計画交通量：10,400台／日

一般国道３２７号　恵後の崎バイパス
宮崎県 計画交通量：2,900台/日

一般国道２６９号　梅谷バイパス
宮崎県 計画交通量：10,600台/日

一般国道２６５号　下椎原拡幅
宮崎県 計画交通量：2,900台/日

仙石線連続立体交差事業
宮城県

踏切交通遮断量：6,988台時／
日

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

北海道開発局
建設部地方整備課
(課長　吉井　厚志)

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）

名古屋鉄道名古屋本線連続立体交差事業
岐阜県

踏切交通遮断量：42万台時／
日

豊田則定線
愛知県 計画交通量：26,452台／日



５年
未着工 354 655 276 2.4

・円滑なモビリティーの確保（現道又は並行区間等における踏切交通
遮断量が１０，０００台時／日以上の踏切道の除却もしくは交通改善
が期待される等）
・都市再生（市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あ
り等）

継続

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

10年
継続中 71 173 75 2.3

・円滑なモビリティの確保（利便性向上が期待できるバス路線が存
在、新幹線駅へのアクセス向上）
・都市の再生（区画整理との連携、中心市街地内で行う事業でDID区域
内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上す
る）
・個性ある地域の形成（鉄道により一体的発展が阻害されている地区
の解消）

継続

10年
継続中 42 80 40 2.0

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・都市の再生（中心市街地内で行う事業である）
・国土・地域（現道等における交通不能区間を解消する）

継続

10年
継続中 25 44 26 1.7

・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏を最短時間で連絡する
ことによる効果等）
・個性ある地域の形成（鉄道により一体的発展が阻害されていた地区
の一体的発展することによる効果等）

継続

10年
継続中 64 175 65 2.7

・都市の再生（ＤＩＤ地区内の都市計画道路整備であり、市街地の都
市計画道路網密度が向上する効果等）
・国土・地域（現道等における交通不能区間を解消する効果等）
・個性ある地域の形成（鉄道により一体的発展が阻害されている地区
を解消する効果等）

継続

10年
継続中 380 2,422 411 5.9

・本線部に並行して側道、歩道を整備し、生活に必要な道路と歩行者
の安全確保、新しいまち並みの形成、通風、採光、人々のふれあいの
場の提供などにより地域の活性化、避難路の確保など地域の防災性向
上、道路緑化により地域の環境に配慮などの効果が期待できる。

継続

10年
継続中 29 34 32 1.1

・公共施設へのアクセス：底土港、八重根港、八丈島空港など主要港
へのアクセス機能の向上、物資の流動円滑化への寄与
・防災機能の向上：道路新設による災害時の避難道路、緊急復旧活動
の機能向上
・商業・産業の活性化：当該路線の整備に伴う公共施設へのアクセス
向上、物流円滑化により観光客の増、商業や産業への活性化が期待で
きる。

継続

10年
継続中 108 321 125 2.6

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善。）
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する）
・災害への備え（緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を
強いられる区間の代替路線を形成する。）

継続

10年
継続中 23 169 25 6.7

・円滑なモビリティーの確保（現道等に、当該路線の整備により利便
性の向上が期待できるバス路線が存在する）
・都市再生（幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内
での事業である）
・国土・地域（日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる）
等

継続

10年
継続中 148 706 130 5.4

・円滑なモビリティーの確保（現道等に、当該路線の整備により利便
性の向上が期待できるバス路線が存在する）
・都市再生（幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内
での事業である）
・国土・地域（日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる）

継続
本省都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

10年
継続中 173 517 166 3.1

・円滑なモビリティーの確保（現道等に、当該路線の整備により利便
性の向上が期待できるバス路線が存在する）
・都市再生（幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内
での事業である）
・国土・地域（日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる）
等

継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

10年
継続中 37 75 33 2.3

・国土･地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い困
難区間を解消等）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が期待され
る）
・災害への備え（現道等の事前通行規制区間、冬期交通障害区間を解
消する）

継続

10年
継続中 145 443 171 2.6

・円滑なモビリティの確保（供用飛行場（小松空港）へのアクセス向
上が見込まれる等）
・都市の再生（区画整理等の沿道まちづくりとの連携等）
・災害への備え（緊急輸送道路に指定されている）

継続

10年
継続中 50 124 61 2.0

・円滑なモビリティの確保（特急停車駅（ＪＲ七尾駅）へのアクセス
向上が見込まれる等）
・物流効率化の支援（重要港湾（七尾港）へのアクセス向上が見込ま
れる）
・都市の再生（市街地再開発等の沿道まちづくりとの連携等）

継続

10年
継続中 62 291 70 4.2

・円滑なモビリティの確保（ボトルネック踏切となっている踏切の交
通改善が期待される。）
・都市の再生（広域道路整備基本計画に位置付けのある環状道路を形
成する。
・国土・地域ネットワークの構築（現道の大型車のすれ違い困難区間
を解消する）

継続

10年
継続中 48 137 52 2.6

・円滑なモビリティーの確保（現道等における混雑時旅行速度が
20km/h未満である区間の旅行速度の改善等）
・都市の再生（DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計
画道路網密度が向上する等）

継続

中部地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　筒井　祐治）

10年
継続中 26 73 30 2.4

・円滑なモビリティーの確保（現道又は並行区間等における踏切交通
遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる等）
・安全な生活環境の確保（当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上
かつ歩行者交通量100人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小
な区間に歩道が設置される等）

継続
本省都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

10年
継続中 17 123 20 6.1

・円滑なモビリティーの確保(活力)…バス路線であり、現道等におけ
る旅行速度が改善される。
・都市の再生に寄与する。(活力)…中心市街地で行う事業で、市街地
の都市計画道路密度が向上する。
・国土・地域ネットワークの構築(活力)…現道における大型車のすれ
違い困難区間を解消する。

継続

中部地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　筒井　祐治）

東北地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　田中　政幸）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

北陸地方整備局
建政部

都市･住宅整備課
(課長　田村　英之)

豊島加茂線
静岡県磐田市 計画交通量：9,000台／日

駅前高塚線他1線
三重県 計画交通量：6,300台/日

小立野古府線
石川県金沢市 計画交通量：25,600台／日

北街道線
静岡県 計画交通量：20,210台／日

空港軽海線
石川県 計画交通量：25,503台／日

府中七尾駅線
石川県 計画交通量：11,800台／日

山下長津田線
神奈川県横浜市 計画交通量：31,200台／日

来清東西線
新潟県 計画交通量：2,600台/日

桜木東戸塚線
神奈川県横浜市 計画交通量：35,000台／日

環状４号線
神奈川県横浜市 計画交通量：31,500台／日

底土空港八重根線
東京都八丈町 計画交通量：7,400台／日

藤沢厚木線外1
神奈川県 計画交通量：41,300台／日

八街神門線
千葉県八街市 計画交通量： 11,700台／日

環状第８号線（北町）
東京都 計画交通量：48,400台／日

栄町置賜町線
福島県福島市 計画交通量：9,000台／日

羽鳥宿張星線
茨城県美野里町 計画交通量：7,875台／日

西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）
福岡県

踏切交通遮断量：34万台・時
／日

東原村木沢線
山形県 計画交通量：16,800台／日



10年
継続中 43 79 46 1.7

・円滑なモビリティーの確保（現道の旅行速度が改善されるとともに
アクセス機能が向上
・都市再生（市街地の都市計画道路密度が向上する。）
・個性ある地域の形成（鉄道により一体的発展が阻害されている地区
を解消）

継続

中部地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　筒井　祐治）

10年
継続中 50 125 54 2.3

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善）
・国土・地域（現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消す
る）
・無電柱化による美しい町並みの形成（対象区間が電線類地中化５ヶ
年計画に位置付けあり）

継続

近畿地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　新階　寛恭）

10年
継続中 480 948 391 2.4

・円滑なモビリティーの確保（現道又は並行区間等における踏切交通
遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる）
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消する）

継続

10年
継続中 136 221 110 2.0

・円滑なモビリティーの確保（旅行速度の改善)
・無電柱化による美しい町並みの確保（電線類地中化5ヵ年計画に位置
づけあり）
・災害への備え(緊急輸送路としての代替機能の形成)
・他のプロジェクトとの関係(都市計画道路整備ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに位置づけあ
り)

継続

10年
継続中 5.9 8.6 6.3 1.4

・円滑なモビリティの確保（現道等に、当該路線の整備により利便性
の向上が期待できるバス路線がある。）
・無電柱化による美しい町並みの形成（対象区間が電線類地中化５ヵ
年計画に位置づけ有り）

継続

近畿地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　新階　寛恭）

10年
継続中 257 742 266 2.8

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・都市再生（中心市街地内で行う事業である）
・無電柱化による美しい町並みの確保（対象区間が電線類地中化５ヵ
年計画に位置付け有り）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

10年
継続中 137 385 148 2.6

・幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業で
ある。
・DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度
が向上する。
・対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり。

継続

10年
継続中 87 322 81 4.0

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度
の改善が期待される。
・現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10，000台時/日以上
の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される。
・幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業で
ある。

継続

10年
継続中 37 53 35 1.5

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路
線が存在する。
・市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり。
・中心市街地で行う事業である。

継続

10年
継続中 109 177 110 1.6

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路
線が存在する。
・市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり。
・中心市街地で行う事業である。

継続

10年
継続中 182 233 156 1.5

・都市の再生（中心市街地内で行う事業である）
・無電中化による美しい町並みの形成（電線地中化５ヵ年計画に位置
づけあり）

継続

10年
継続中 29 50 33 1.5

・円滑なモビリティの確保（現道等に、当該路線の整備により利便性
の向上が期待できるバス路線が存　在する）
・都市の再生（中心市街地内で行う事業である）

継続

10年
継続中 108 416 98 4.2

・都市の再生（都市再生プロジェクトを支援する事業である）
・個性ある地域の形成（鉄道により一体的発展が阻害されている地区
を解消する）

継続

10年
継続中 80 150 87 1.7

・円滑なモビリティーの確保（現道等における踏切交通遮断量が10000
台時/日以上の踏切道の交通改善が期待される。）
・物流効率化の支援（重要港湾へのアクセス向上が見込まれる。）

継続

10年
継続中 860 1,862 897 2.0

・円滑なモビリティの確保（第一種空港、第二種空港、第三種空港も
しくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる）
・都市の再生（広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形
成する）
・国土・地域ネットワークの構築（地域好企画道路の位置づけあり）

継続

10年
継続中 460 1,049 498 2.1

・円滑なモビリティーの確保（現道における踏切交通遮断量が10,000
台時／日以上の踏切道の除却効果等）
・都市の再生（市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携
効果等）
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消する効果等）

継続

10年
継続中 180 442 186 2.4

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善）
・自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車
の通行の快適・安全性の向上

継続

10年
継続中 19 28 18 1.6 ・物流効率化の支援（農林水産業を主体とする地域において農林水産

品の流通の利便性向上が見込まれる。）他 継続

10年
継続中 90 270 93 2.9

・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区間
の旅行速度の改善等）
・都市の再生（DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計
画道路網密度が向上）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が期待され
る）

継続

中国地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　石﨑　隆弘）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

九州地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　栗田　泰正）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

近畿地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　新階　寛恭）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

富士見通鳥居線
大分県 計画交通量：21,900台／日

佐賀大和線
佐賀県 計画交通量：50,300台／日

神浦山手線
長崎県 計画交通量：1,500台／日

宇部湾岸線
山口県 計画交通量：21,800台／日

ＪＲ四国土讃線
高知県

踏切交通遮断量：18万台時／
日

下石井岩井線外１線
岡山県岡山市 計画交通量：25,000台／日

松永港本郷線
広島県 計画交通量：12,200台／日

元町人麿線外1線
島根県 計画交通量：9,800／日

出雲西城線
島根県 計画交通量：5,400台／日

山手幹線（灘）
兵庫県神戸市 計画交通量：36,105台／日

弓場線
兵庫県神戸市 計画交通量：7,001台／日

中央幹線（西須磨）
兵庫県神戸市 計画交通量：7,698台／日

須磨多聞線（西須磨）
兵庫県神戸市 計画交通量：25,981台／日

平田阿部山線
奈良県 計画交通量：1,000台／日

本庄西天満線（神山）
大阪府大阪市 計画交通量：13,716台／日

南海本線（泉大津市）連続立体交差事業
大阪府

踏切交通遮断量：37万台･時／
日

建石線(南郷工区)
兵庫県 計画交通量：15,400台／日

秋葉山高向線
三重県 計画交通量：6,000台／日

富田目垣線、富田奈佐原線
大阪府 計画交通量：14,542台／日



10年
継続中 19 38 21 1.8

・円滑なモビリティの確保
（現道等における混雑時旅行速度が２０km/h未満である区間の旅行速
度の改善が期待される）
・都市の再生
（市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり）

継続

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

10年
継続中 43 84 42 2.0

・物流交流化の支援
（現道等における総重量25tの車輌など通行できない区間を解消）
・個性あるみちづくり
（歴史的景観を生かした道路整備等、特色あるまちづくりに資する事
業）

継続

10年
継続中 44 79 48 1.7

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が期待され
る）
・安全な生活環境の確保（当該区間の自動車交通量が1,000台/12ｈ以
上かつ歩行者交通量100人/日以上の場合）

継続

10年
継続中 37 87 38 2.3

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が期待でき
る）
・安全な生活環境の確保（当該区間の自動車交通量が1,000台/12ｈ以
上かつ歩行者交通量100人/日以上の場合）

継続

10年
継続中 74 258 76 3.4 ・都市再生（中心市街地で行う事業である）

・国土地域（現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する) 継続

10年
継続中 19 25 19 1.3 ・個性ある地域の形成（主要な観光地へアクセス向上が期待される。

また、歴史的景観を活かした整備である。） 継続

10年
継続中 23 160 25 6.4 ・都市再生（区画整理事業との連携あり）

・国土地域（現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する） 継続

10年
継続中 31 37 31 1.2

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・都市再生（中心市街地内で行う事業である）（DID区域内の整備であ
り、市街地の都市計画道路網密度の向上による効果等）
・国土・地域（現道等における大型車のすれ違い困難区間の解消によ
る効果等）

継続

10年
継続中 52 86 54 1.6 ・都市再生（区画整理事業との連携あり）

・国土地域（現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する） 継続

再々評価 96 186 102 1.8

・円滑なモビリティの確保（利便性向上が期待できるバス路線が存
在、新幹線駅へのアクセス向上）
・都市の再生（区画整理との連携、中心市街地内で行う事業でDID区域
内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上す
る）
・歩行者、自転車のための生活空間の形成（自転車交通量500台/日以
上、自動車交通量1,000台/12h以上、歩行者交通量500人/日以上）

継続

東北地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　田中　政幸）

再々評価 74 233 64 3.6

・円滑なモビィリティの確保（未供用区間の混雑時旅行速度(20km/h未
満)の旅行速度の改善が期待される）
・安全な生活環境の確保（歩道が無い未供用区間に歩道が設置され
る。）

継続

再々評価 33 60 33 1.8 ・都市再生（広域道路整備基本計画に位置付けのある環状道路が形成
（又は一部形成）されたことによる効果等） 継続

再々評価 72 154 76 2.0 ・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等） 継続

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

再々評価 33 89 45 2.0
・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・国土・地域（日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる）

継続

再々評価 57 302 94 3.2
・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・都市再生（ＤＩＤ区域内の都市計画道路整備）

中止

再々評価 46 147 59 2.5
・市街地の渋滞緩和
・商業の活性化並びに生活環境の向上
・交通弱者の安全性確保

継続

再々評価 565 949 565 1.7

・円滑なモビリティーの確保（踏切交通遮断量が10,000台時／日以上
の踏切道の除却の効果等）
・都市の再生（市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携
あり）
・都市の再生（中心市街地で行う事業である）

継続

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

再々評価 578 1,090 858 1.3

・安全で快適な自転車、歩行者空間の確保：歩道の拡幅や電線類の地
中化により、バリアフリー化に貢献する。
・都市景観の向上：道路拡幅による通風、採光の改善及び植樹帯の設
置による景観の向上
・防災機能の向上：道路拡幅による延焼遮断効果と避難道路機能の向
上

継続

再々評価 532 4,634 822 5.6

・道路幅員が２車線から４車線となり、交通の流れがスムーズになる
ことから交通渋滞の解消、それに伴う排ガス排出削減等により環境負
荷の低減が期待できる。
・道路拡幅による沿道の容積率がアップすることで土地利用の高度
化、広幅員の歩道における電線類地中化の推進及び植樹帯の設置によ
り、都市景観の向上と自転車や歩行者空間の確保といったバリアフ
リー化に貢献する。

継続

沖縄総合事務局
開発建設部
建設行政課

（課長　村山　継）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

九州地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　栗田　泰正）

放射第２１号線
東京都 計画交通量：48,000台／日

環状第８号線（小豆沢・赤羽・岩淵）・放
射第１０号線
東京都

計画交通量：31,680台／日

武里内牧線
埼玉県春日部市 計画交通量：10,000台／日

京成本線
千葉県

踏切交通遮断量： 38万台時／
日

昭和大橋大胡線
群馬県 計画交通量:28,900台／日

高崎渋川線
群馬県 計画交通量：23,800台／日

東中根高場線
茨城県ひたちなか市 計画交通量：35，900台／日

錦桜橋
群馬県 計画交通量：8,200台／日

山形停車場松波線
山形県 計画交通量：28,800台／日

荒川沖木田余線（小松工区）
茨城県 計画交通量：20,000台／日

室川線
沖縄県沖縄市 計画交通量：3,900台／日

川尻親田原線
沖縄県糸満市 計画交通量：5,000台／日

首里金城地区
沖縄県那覇市 計画交通量：1,500台／日

真和志中央線
沖縄県那覇市 計画交通量：19,700台／日

新町線外１線
鹿児島県 計画交通量：8,400台／日

牧志壺屋線
沖縄県那覇市 計画交通量：6,700台／日

亀井通線
宮崎県延岡市 計画交通量：13,500台／日

川跡線
鹿児島県 計画交通量：8,911台／日

大炊田久峰通線
宮崎県佐土原町 計画交通量：3,600台／日



再々評価 61 236 88 2.7

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善。現道等に、当該路線の整備により利便性の向上
が期待できるバス路線が存在。）
・都市再生（DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画
道路網密度が向上する。）
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する）

継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

再々評価 250 1,780 346 5.1

・円滑なモビリティの確保（現道又は並行区間等における踏切交通遮
断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待され
る）
・物流効率化の支援（重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向
上が見込まれる）

継続

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

再々評価 270 518 306 1.7

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・都市再生（広域道路整備基本計画に位置付けのある環状道路が形成
（又は一部形成）されたことによる効果等）
・個性ある地域の形成（拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェク
ト、大規模イベントの支援に関する効果等）

継続

再々評価 165 290 158 1.8

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・都市再生（広域道路整備基本計画に位置付けのある環状道路が形成
（又は一部形成）されたことによる効果等）
・個性ある地域の形成（拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェク
ト、大規模イベントの支援に関する効果等）

継続

再々評価 49 251 61 4.1

・円滑なモビリティーの確保（現道等に、当該路線の整備により利便
性の向上が期待できるバス路線が存在する）
・国土・地域（日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる）
・災害への備え（緊急輸送道路ネットワーク計画に位置づけがある）

継続

再々評価 62 277 78 3.6

・円滑なモビリティーの確保（現道等に、当該路線の整備により利便
性の向上が期待できるバス路線が存在する）
・都市再生（幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内
での事業である）
・国土・地域（日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる）

継続

再々評価 63 312 85 3.7

・円滑なモビリティーの確保（現道等に、当該路線の整備により利便
性の向上が期待できるバス路線が存在する）
・都市再生（幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内
での事業である）
・国土・地域（日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる）

継続

再々評価 52 106 67 1.6

・都市圏の交通円滑化の推進（現道の混雑時旅行速度が20km／h未満で
ある区間の旅行速度の改善される）
・都市の再生（ＤＩＤ区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都
市計画道路網密度が向上する）
・無電柱化による美しい街並みの形成（道路の改築にあわせ電線類の
地中化を行う）

継続

再々評価 30 85 36 2.4

・円滑なモビリティーの確保（新幹線三河安城駅へのアクセス向上が
見込まれる）
・都市の再生（中心市街地で行う事業である）
・国土・地域ネットワークの構築（刈谷市中心市街地へのアクセス向
上が見込まれる）

継続

再々評価 735 1,141 609 1.8

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善が期待される。現道または並行区間等における踏
切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が
期待される。現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待で
きるバス路線がある）
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消する）

継続

再々評価 183 688 136 5.1

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・現道または並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上
の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消する）

継続

再々評価 731 1,935 840 2.3

・個性ある地域の形成（日本万国博覧会場への交通円滑化が見込まれ
る。）
・災害への備え（地域防災計画の推進に寄与することが見込まれ
る。）

継続

中部地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　筒井　祐治）

再々評価 37 80 42 1.9

・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が期待され
る）
・歩行者・自転車のための生活空間の形成（自転車交通量500台/日以
上、自動車交通量が1000台/12h、歩行者交通量が500台/日以上の全て
に該当する区間において自転車利用空間を整備することにより、当該
区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる。

継続

再々評価 58 277 69 4.0

・個性ある地域の形成（拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェク
ト、大規模プロジェクトを支援する）
・歩行者・自転車のための生活空間の形成（自転車交通量500台/日以
上、自動車交通量が1000台/12h、歩行者交通量が500台/日以上の全て
に該当する区間において自転車利用空間を整備することにより、当該
区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる。

継続

再々評価 31 103 39 2.6

・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難を解消する）
・個性ある地域の形成（主要観光地へのアクセス向上が期待できる）
・災害への備え（緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回
を強いられる区間の代替路線を形成する）

継続

再々評価 35 71 45 1.6

・歩行者・自転車のための生活空間の形成（自転車交通量が500台/日
以上、自動車交通量が1000台/12h以上、歩行者交通量500台/日以上の
全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することによ
り、当該区間の歩行者
・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる）

継続

再々評価 56 443 69 6.4
・安全な生活環境の確保（当該区間の自動車交通量が1000台/12h以上
かつ歩行者交通量100人/日以上）
・国土・地域（日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる）

継続

再々評価 215 537 281 1.9 ・国土・地域（当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間
で連絡する路線の構成） 継続

近畿地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　新階　寛恭）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

近畿地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　新階　寛恭）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

中部地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　筒井　祐治）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

豊中岸部線
大阪府 計画交通量：26,379台／日

千里丘寝屋川線
大阪府 計画交通量：37,813台／日

岩滝海岸線
京都府 計画交通量：9,400台／日

綾部福知山線
京都府 計画交通量：14,300台／日

京都宇治線第１工区
京都府 計画交通量：28,800台／日

山手幹線
京都府 計画交通量：15,300台／日

守山本通線（小幡架道橋）
愛知県名古屋市

踏切交通遮断量：44万台時／
日

広小路線
愛知県名古屋市 計画交通量：70,000台／日

中手新池線
愛知県刈谷市 計画交通量：14,862台／日

近鉄名古屋線・JR関西本線
愛知県名古屋市

踏切交通遮断量：32万台時／
日

環状３号線
神奈川県横浜市 計画交通量：34,700台／日

水源橋線
愛知県 計画交通量：30,752台／日

横浜藤沢線
神奈川県横浜市 計画交通量：48,400台／日

横浜鎌倉線
神奈川県横浜市 計画交通量：35,700台／日

東京丸子横浜線
神奈川県川崎市 計画交通量：41,000台／日

世田谷町田線
神奈川県川崎市 計画交通量：38,800台／日

藤沢厚木線
神奈川県 計画交通量：41,300台／日

美浜長作町線
千葉県千葉市 計画交通量：30,000台／日



再々評価 96 665 128 5.2
・安全な生活環境の確保（当該区間の自動車交通量が1000台/12h以上
かつ歩行者交通量100人/日以上）
国土・地域（日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる）

継続

再々評価 30 97 37 2.6 ・安全な生活環境の確保（当該区間の自動車交通量が1000台/12h以上
かつ歩行者交通量100人/日以上） 継続

再々評価 562 636 349 1.8

・円滑なモビリティーの確保（現道又は並行区間等における踏切交通
遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる）
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消

継続

再々評価 60 174 61 2.9

・円滑なモビリティーの確保(現道にバス路線)
・災害への備え(孤立化した集落の解消、緊急輸送道路の位置づけあ
り)
・他のプロジェクトとの関係(都市計画道路整備ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに位置づけあ
り)

継続

再々評価 86 454 101 4.5
・個性ある地域の特性（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消）
・緊急輸送道路として位置づけあり

継続

再々評価 594 1,572 552 2.8

・円滑なモビリティーの確保（踏切遮断交通量10,000台時／日以上の
踏切の除却）
・都市再生（市街地再開発、区画整理等の沿道くまちづくりとの連
携）
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消）

継続

再々評価 473 579 170 3.4

・円滑なモビリティーの確保（踏切遮断交通量10,000台時／日以上の
踏切の除却）
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

再々評価 38 369 59 6.3

・都市の再生（広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形
成する。）
・災害への備え（対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路
ネットワーク計画への位置づけがある。）

継続

近畿地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　新階　寛恭）

再々評価 19 73 25 2.9

・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度20km／h未満である区間の
旅行速度の改善が期待される）
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における大型車のすれ違い
困難区間を解消する，日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込ま
れる）
・安全な生活環境の確保（当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上
かつ歩行者交通量100人/日以上の場合において，歩道が無い又は狭小
な区間に歩道が設置される）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

再々評価 44 329 63 5.2

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消する）
・災害への備え（密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役
割を果たす）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

再々評価 923 2,226 1,161 1.9

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・円滑なモビリティーの確保（現道又は並行区間等における踏切交通
遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる）
・都市再生（都市再生プロジェクトを支援する事業である）
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消する）　　　　等

継続

再々評価 197 4,199 265 15.9

・円滑なモビリティーの確保（新幹線もしくは特急停車駅へのアクセ
ス向上）
・都市の再生（中心市街地で行う事業である）
・国土・地域（日常活動圏中心都市へのアクセス向上）
・歩行者・自転車のための生活空間の形成（交通バリアフリー法に基
づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフ
リー化される）
・無電柱化による美しい町並みの形成（対象区間が電線類地中化５カ
年計画に位置づけ有り）

継続

再々評価 75 411 88 4.7

・円滑なモビリティの確保（現道に当該路線の整備により利便性の向
上が期待できるバス路線が存在する
・都市の再生（中心市街地で行う事業である）
・国土・地域（日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる）

継続

再々評価 246 2,073 350 5.9

・円滑なモビリティーの確保（岡山空港へのｱｸｾｽ向上が見込まれる）
・国土地域ﾈｯﾄﾜｰｸの構築（現道等における大型車のすれ違い困難箇所
が改善される）
・個性ある地域の形成（ＪＲ山陽本線により一体的発展が阻害されて
いる地区を解消される）
　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

再々評価 346 773 458 1.7

・道路の容量拡大、道路の広幅員化による円滑なモビリティの確保な
どを通じて徳島市中心市街地における活力向上に資する。
・大量の自転車交通（周辺の文教施設の自転車通学が主体）の通行に
対する快適性、安全性の向上に資する。
・２次緊急輸送路としての信頼性を向上するとともに、災害時におい
てはバッファゾーンとして機能することで安全で安心な市民生活の形
成に資する。

継続

再々評価 266 507 336 1.5

・道路容量の拡大、道路の広幅員化による円滑なモビリティの確保、
及びマリンピア沖洲へのアクセス向上などを通じて徳島市中心市街地
における活力向上に資する。
・大量の自転車交通（道路周辺の文教施設の自転車通学が主体）に対
する快適性、安全性の向上に資する。
・１次緊急輸送路としての信頼性を向上するとともに、災害時におい
てはバッファゾーンとして機能することで安全で安心な市民生活の形
成に資する。
・関連する徳島東環状線に対しては交通の適正な分散機能を提供し、
四国横断自動車道に対して良好なアクセス環境を提供するなど、大規
模道路事業の有効活用に資する。

継続

再々評価 142 304 194 1.6

・道路容量の拡大、道路の広幅員化による円滑なモビリティの確保、
及びマリンピア沖洲へのアクセス向上などを通じて物流効率化が図ら
れ、徳島市中心市街地における活力向上に資する。
・交通不能区間の解消や消火活動の支援等が図られる。
・関連する徳島東環状線に対しては交通の適正な分散機能を提供し、
四国横断自動車道に対して良好なアクセス環境を提供するなど、大規
模道路事業と連携してその有効活用に資する。

継続

再々評価 81 367 92 4.0
・都市の再生（広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形
成する。）（DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画
道路網密度が向上する。)等

継続

九州地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　栗田　泰正）

再々評価 15 29 15 1.9

・物流的効率化の支援：市街地内通過交通の分断や空港、港湾等の大
規模公共施設へのアクセス向上
・良好な環境の保全・形成：周辺土地(墓地、荒廃地)の良好な環境の
形成及び利便性の向上

継続

沖縄総合事務局
開発建設部
建設行政課

（課長　村山　継）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

中国地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　石﨑　隆弘）

四国地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　舟久保　敏）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

近畿地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　新階　寛恭）

大原線
沖縄県平良市 計画交通量：5,500台／日

東吉野町北沖洲線
徳島県 計画交通量：15,000台／日

破籠井鷲崎線
長崎県 計画交通量：32,700台／日

常三島中島田線
徳島県 計画交通量：25,000台／日

元町沖洲線
徳島県 計画交通量：28,000台／日

上町松並線外２
鳥取県 計画交通量：8,100台／日

米倉津島線
岡山県 計画交通量：26,400台／日

JR阪和線連続立体交差事業
大阪府大阪市

踏切交通遮断量：102万台時／
日

宮下十六本松線外１
鳥取県 計画交通量：31,300台／日

深草大津線（第一工区）
京都府京都市 計画交通量：22,700台／日

大和川北岸線（清水丘）
大阪府大阪市 計画交通量：8,913台／日

山陽電鉄本線（明石市）
兵庫県 踏切交通遮断量：7万台時／日

大和郡山川西三宅線外１線
奈良県 計画交通量：46,200台／日

尼崎伊丹線
兵庫県 計画交通量：28,000台／日

ＪＲ山陽本線等（姫路市）
兵庫県 踏切交通遮断量：6万台時／日

南海本線（泉佐野市）連続立体交差事業
大阪府

踏切交通遮断量：12万台時／
日

山手幹線(神崎工区)
兵庫県 計画交通量：15,400台／日

茨木寝屋川線
大阪府 計画交通量：24,264台／日

南花田鳳西町線
大阪府 計画交通量：33,516台／日



再々評価 23 61 23 2.7

・都市再生（市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あ
り）
・個性ある地域の形成（新規整備の公共公益施設へ直結する道路であ
る）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

再々評価 87 111 54 2.0

・ＤＩＤ区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網
密度が向上する
・鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する
等

継続

10年
継続中 48 103 57 1.8

・都市の再生（中心市街地内で行う事業であり、また、DID区域内の都
市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する）
・安全で安心できるくらしの確保（二次医療施設へのアクセス向上）
・安全な生活環境の確保（通学路であり学童・園児が40人以上）

継続

東北地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　田中　政幸）

10年
継続中 128 639 128 5.0

・都市の再生（新鎌ケ谷特定土地区画整理地区の沿道まちづくりとの
連携による効果等）
・国土・地域（現道等における交通不能区間を解消する効果等）
・災害への備え（緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を
強いられる区間の代替路線を形成する効果等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

10年
継続中 789 1,773 746 2.4

・円滑なモビリティの確保（足立区舎人地区からＪＲ日暮里駅まで
ラッシュ時の所要時間バスで約60分　→　新交通システムで約20分な
ど交通利便性が飛躍的に向上）
・都市の再生（日暮里駅前市街地再開発、高野地区土地区画整理等の
沿道まちづくりと連携）
・生活環境の改善・保全（公共交通への転換による騒音・振動の低減
など、環境上の効果が期待される）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

10年
継続中 788 717 617 1.2

・円滑なモビリティの確保（踏切１７箇所除却）
・都市の再生（成城学園前駅予備経堂駅前広場の整備等の沿道まちづ
くりとの連携あり）
・歩行者・自転車のための生活空間の形成（鉄道による地域分断の解
消）
・安全な生活環境の確保（踏切事故の解消）
　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

10年
継続中 1,318 3,146 1,089 2.9

・円滑なモビリティの確保（踏切２８箇所除却）
・都市の再生（京急蒲田駅西口及び東口駅前広場の整備等の沿道まち
づくりとの連携あり）
・歩行者・自転車のための生活空間の形成（鉄道による地域分断の解
消）
・安全な生活環境の確保（踏切事故の解消）
　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

10年
継続中 427 297 300 1.0

・円滑なモビリティの確保（踏切１８箇所除却）
・都市の再生（武蔵小山駅及び西小山駅前広場の整備等の沿道まちづ
くりとの連携あり）
・歩行者・自転車のための生活空間の形成（鉄道による地域分断の解
消）
・安全な生活環境の確保（踏切事故の解消）
　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

10年
継続中 1,484 1,303 1,187 1.1

・円滑なモビリティの確保（踏切１８箇所除却）
・都市の再生（武蔵小金井駅南口地区市街地再開発事業等の沿道まち
づくりとの連携あり）
・歩行者・自転車のための生活空間の形成（鉄道による地域分断の解
消）
・安全な生活環境の確保（踏切事故の解消）
　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

再々評価 90 137 87 1.6

・都市の再生(都市計画道路網密度1.5㎞/㎞2以下の事業）
・国土、地域ネットワークの構築(現道等の大型車のすれ違い困難区間
が解消）
・災害への備え(消防活動困難地域の解消、延焼遮断帯の役割)
・他のプロジェクトとの関係(都市計画道路整備ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに位置づけあ
り)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

再々評価 49 204 52 3.9

・都市の再生（中心市街地で行なう事業　等）
・国土・地域ネットワークの構築（現道等における交通不能区間を解
消する　等）
・個性ある地域の形成（鉄道や河川等により一体的発展が阻害されて
いる地区）
・安全な生活環境の確保（歩行者交通量が100人／日以上の場合におい
て歩道がない又は狭小な区間に歩道が設置される　等）
・災害への備え（緊急輸送道路が通行止めになった場合大幅な迂回を
強いられる区間の代替路線を形成する　等）
・他のプロジェクトとの関係（関連する大規模道路事業と一体的に整
備する必要あり）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

10年
継続中 53 101 55 1.8

・都市再生（中心市街地内で行う事業である）
・個性ある地域の形成（地方拠点法、原発振興特別措置法に基づく事
業である）
・無電中化による美しい町並みの形成（電線地中化５ヵ年計画に位置
づけあり）

継続

中国地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　石﨑　隆弘）

10年
継続中 25 273 24 11.3 ・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区

間の旅行速度の改善等） 継続

東北地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　田中　政幸）

10年
継続中 24 53 21 2.5

・円滑なモビリティの確保(現道等に、当該路線の整備により利便性の
向上が期待できるバス路線が存在する)
・歩行者･自転車のための生活空間の形成( 自転車交通量が500台/日以
上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の
全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することによ
り、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待で
きる)
・無電柱化による美しい町並みの形成(対象区間が電線類地中化５ヶ年
計画に位置づけ有り)
・災害への備え(対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路
ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、
又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急
輸送道路」という）として位置づけあり)

継続

10年
継続中 26 65 28 2.3

・都市の再生(ＤＩＤ区域内の都市計画道路整備であり，市街地の都市
計画道路網密度が向上)
・安全で安心できるくらしの確保（二次医療施設へのアクセス向上が
見込まれる）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

継続

10年
継続中 16 36 17 2.1

・都市の再生（ＤＩＤ区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都
市計画道路網密度が向上する）
・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市へのアクセス
向上が見込まれる）

継続

中部地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　筒井　祐治）

再々評価 61 64 38 1.7

・都市の再生(DID地区内での都市計画道路整備であり、市街地の都市
計画道路網密度が向上する)
・国土・地域ネットワークの構築(日常活動圏中心都市へのアクセス向
上が見込まれる)
・個性ある地域の形成(主要な観光地へのアクセス向上が期待され
る。)
・安全で安心できる暮らしの確保(二次医療施設へのアクセス向上が見
込まれる。

継続

近畿地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　新階　寛恭）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

本省
都市・地域整備局

街路課
（課長 斉藤 親）

一宮春日井線
愛知県 計画交通量 46,700台／日

南大萱月輪線(第２工区)
滋賀県大津市 計画交通量 11,700台/日

補助第４４号線
東京都大田区 計画交通量 8,000台／日

南町宮崎町線
千葉県千葉市 計画交通量 13,000台／日

松江停車場白潟線
島根県 計画交通量 12,000台／日

河南川尻線
宮城県石巻市

走行時間短縮
計画交通量 25,800台/日

市川左岸線(高木工区)
兵庫県 計画交通量 5,400台／日

六十谷手平線
和歌山県和歌山市 計画交通量 26,000台／日

補助第２６号線限度額立体交差事業
東京都 踏切遮断交通量 15万台時／日

JR中央本線（三鷹駅～立川駅間）連続立体
交差事業
東京都

踏切遮断交通量 104万台時／
日

小田急小田原線(世田谷代田駅～喜多見駅
間）連続立体交差事業
東京都

踏切遮断交通量 45万台時/日

京浜急行本線（平和島駅～六郷土手駅)及
び同空港線（京急蒲田駅～大鳥居駅）連続
立体交差事業
東京都

踏切遮断交通量 97万台時／日

船橋我孫子バイパス線
千葉県 計画交通量：12,000台／日

日暮里・舎人線
東京都

需要予測 74,000人／日
（成熟時）

久田前田中線他１路線
岩手県水沢市 計画交通量：15,500台／日

柴橋日田線
山形県 計画交通量：10,000台／日

名塩団地線
都市基盤整備公団 計画交通量：1,340台／日



10年
継続中 28 76 30 2.5

・個性ある（拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模
イベントを支援する）
・他のプロジェクトとの関係（関連する大規模道路事業と一体的に整
備する必要あり）

継続

再々評価 52 127 68 1.8

・円滑なﾓﾋﾞﾘﾃｨの確保（現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満
である区間の旅行速度の改善）
・安全な生活環境の確保（当該区間の自動車交通量が1000台/12h以上
かつ歩行者交通量100人/日以上）

継続

10年
継続中 18 29 19 1.5

・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市へのアクセス
向上が見込まれる。）
・歩行者・自転車のための生活空間の形成（自転車交通量が500台/日
以上、自動車交通量が1,000台/12hr以上、歩行者交通量が500人/日以
上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することに
より、当該区間の歩行者

継続

10年
継続中 31 54 35 1.5

・円滑なモビリティの確保（現道等に、当該路線の整備により利便性
の向上が期待できるバス路線が存在する）
・都市の再生（中心市街地内で行う事業である）

継続

再々評価 33 192 42 4.6

・都市の再生（中心市街地で行う事業等）
・安全で安心できるくらしの確保（二次医療施設へのアクセス向上が
見込まれる等）
・災害への備え（密集市街地における火災時の延焼遮断帯の役割を果
たす）

継続

５年
未着工 38 66 32 2.0

・都市の再生（幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地
内での事業
・国土・地域（現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消す
る）

見直し
継続

10年
継続中 21 39 25 1.5

・円滑なモビリティの確保（当該路線の整備により利便性の向上が期
待できるバス路線が存在）
・都市の再生（中心市街地内で行う事業である）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が期待され
る）

継続

10年
継続中 30 110 36 3.1

・円滑なモビリティーの確保（現道等に、当該路線の整備により利便
性の向上が期待できるバス路線が存在する等）
・物流効率化の支援（現道等における、総重量２５ｔ車両もしくＩＳ
Ｏ規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する）
・国土・地域（現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消す
る）

継続

その他 18 30 17 1.8

・円滑なモビリティーの確保（混雑時旅行速度が20km／h未満である区
間の旅行速度の改善等）
・国土・地域ネットワークの構築（日常活動圏中心都市へのアクセス
向上が見込まれる）
・個性ある地域の形成（主要な観光地へのアクセス向上が期待され
る、新規整備の公共施設等へ直結する道路である）

中止

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東 智徳）

総便益
（億円）

再々評価 72 533 142 3.8 ・公共交通機関の利用の促進に資する。
・河川等で分断されている地域の連絡が改善される。 継続

東北地方整備局
都市･住宅整備課

（課長　田中　政幸）

再々評価 209 338 102 3.3 ・消火困難地区の解消
・河川等による発展阻害地区の解消 継続

10年
継続中 234 223 88 2.5 ・都市構造上の道路機能，快適住環境創造，地域合意形成，地域課題 継続

その他 125 115 37 3.1 ・都市構造上の道路機能，快適住環境創造，地域合意形成，地域課題 中止

再々評価 259 349 109 3.2

・中心市街地で行う事業で街区の再編を行う。
・商業振興施策、公益施設整備と密接な連携を図る。
・公共交通機関の利用の促進に資する。
・拠点開発プロジェクト等を支援する。
・幹線道路に歩道を整備し歩行者の安全を確保する。
・消火活動が出来ない地区を解消する。

継続

10年
継続中 50 59 36 1.6 ・中心市街地の商業活性化

・防災活動の円滑化 継続

再々評価 364 72 38 1.9 ・駅周辺の交通ネットワークが整備されることによる渋滞の解消
・住工混在やスプロール市街地の解消 継続

再々評価 740 1,369 354 3.9 ・密集市街地の解消
・都市防災機能の向上 継続

10年
継続中 94 72 34 2.2 ・道路整備と一体となった住宅宅地供給ができる。

・駅と既成市街地を結ぶ道路整備により利便性が良くなる。 継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

10年
継続中 260 389 131 3.0

・道路及び駅前広場の整備により、鉄道とのアクセスが改善され、公共交通
機関の利用の促進が図れる。
・中心市街地内を道路と一体的に整備することにより、活性化が図れる。

継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

10年
継続中 41 21 10 2.0

・幹線道路の整備により、中心市街地内の交通の渋滞が解消される。
・鉄道による地域分断の解消になり、駅北と駅南の交流が拡大し、良好なコ
ミュニティーの形成が図れる。

継続

10年
継続中 56 34 20 1.7

・幹線道路の整備により、中心市街地内の交通の渋滞が解消される。
・鉄道による地域分断の解消になり、駅北と駅南の交流が拡大し、良好なコ
ミュニティーの形成が図れる。

継続

再々評価 100 31 17 1.9 ・旧商店街と公共施設ゾーンを一体に整備する。
・道路整備と一体となった住宅宅地供給を実施する。 継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

八千代中央土地区画整理事業
茨城県八千代町 計画交通量:8,000台

逆井土地区画整理事業
逆井土地区画整理組合 計画交通量:5,231台

四ツ京土地区画整理事業
四ツ京土地区画整理組合 計画交通量:5,231台

本郷第一土地区画整理事業
茨城県阿見町 計画交通量:27,400台

守谷駅一体型周辺土地区画整理事業
茨城県守谷市 計画交通量:9,000台

扇町土地区画整理事業
福島県会津若松市 計画交通量:8,867台

仙台駅東第二土地区画整理事業
宮城県仙台市 計画交通量:99,924台

大曲駅前第二地区土地区画整理事業
秋田県大曲市 計画交通量:5,900台

天童市老野森土地区画整理事業
山形県天童市 計画交通量:9,800台

太田地区土地区画整理事業
岩手県盛岡市 計画交通量:15,694台

長内地区土地区画整理事業
岩手県久慈市 計画交通量:18,500台

重富停車場線
鹿児島県 計画交通量 6,955台／日

横田多里線
島根県

黒沢尻西部地区土地区画整理事業
黒沢尻西部土地区画整理組合 計画交通量:23,700台

近内地区土地区画整理事業
岩手県宮古市 計画交通量:8,600台

公園線外１線
長野県 計画交通量 8,000台／日

竹田玉来線（山手工区）
大分県

担当課
（担当課長名）

中国地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　石﨑　隆弘）

九州地方整備局
建政部

都市・住宅整備課
（課長　栗田　泰正）

近畿地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　新階　寛恭）

計画交通量 5,900台／日

柳ヶ瀬丸河内線
山口県宇部市 計画交通量 40,300台／日

長洲玉名線
熊本県 計画交通量 12,700台／日

本町線外１線(松井石町線）
和歌山県 計画交通量 6,100台／日

計画交通量 5,500台／日

道祖本摂津北線
大阪府 計画交通量 38,707台／日

枚方藤阪線
大阪府 計画交通量 21,783台／日

その他の指標による評価 対応方針
事業主体 便益の主な根拠

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ

【土地区画整理事業】

事 業 名
該当基準

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

東北地方整備局
都市･住宅整備課

（課長　田中　政幸）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）



再々評価 140 15 6.4 2.4 ・区画整理を施行することで良好な宅地形成がなされる。
・道路幅員が狭いため消防活動等の困難な地区が解消される。 継続

再々評価 164 11 5.4 2.0

・地区内の小・中学校通学路が２車線以上の道路等で歩道及び歩専道が整
備されることで安全な通学路が確保される。
・ひたちなか地区開発と一体となったまちづくりを行うことで、良好な住環境を
有する市街地が形成できる。

継続

10年
継続中 225 378 46 8.2 ・道路整備や鉄道新駅と一体的に都市基盤整備と住宅宅地供給が実施され

る。 継続

10年
継続中 168 64 21 3.1 ・道路整備と一体的に都市基盤整備と住宅宅地供給が実施されることによ

り、定住人口の増加、地域活力の増加に寄与する。 継続

10年
継続中 130 95 48 2.0

・土地利用の純化と共に、地域性にあった良好な居住環境を作り出す
・野州山辺駅周辺や幹線道路などの整備による、商業ポテンシャルの創出を
図る

継続

10年
継続中 77 40 25 1.7

・駅周辺の交通ﾈｯﾄﾜｰｸが完成し、交通の利便性や安全が確保される。
・地区内は4m未満の細街路が多く、安全性上問題を有するが、公共施設の
計画的配置により、安全性・防災性等の向上が図られる。

継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

10年
継続中 143 112 66 1.7

・道路整備と一体となった住宅宅地供給を実施することにより、良好な都市
基盤が形成される。
・生活基盤（街区公園、幹線道路、区画道路）の整備拡充により、防災機能
の強化が図られる。

継続

再々評価 427 308 95 3.2 ・隣接地域との一体的な整備で、利便性向上による定住人口増加と商業活
動の活性化 継続

10年
継続中 143 263 50 5.3 ・中心市街地に隣接する住宅地の環境改善による、定住人口の増加と商店

街の活性化 継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

再々評価 216 558 214 2.6 ・区画整理事業等の基盤整備が進むことによる、民間開発の誘発と賑わい
の創出 継続

10年
継続中 35 42 13 3.4 ・宅地の利用増進が図られ、住民や駅利用者の利便性や交通の安全性が

向上 継続

再々評価 80 82 45 1.8 ・公共施設の整備が進むことによる、利便性や安全性の向上と定住人口の
増加 継続

再々評価 127 190 89 2.1 ・狭隘道路解消による防災機能強化と、地区計画による街並みの統一 継続

10年
継続中 48 66 24 2.7 ・公共施設の整備が進むことによる、利便性や安全性の向上と定住人口の

増加 継続

再々評価 266 14 5.5 2.6
・中心市街地へ至る現道の混雑度が1.0以上、街区の再編、低未利用地の
入れ替え・集約を行う。
・道路整備と一体となった住宅宅地供給を実施する。

継続
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

10年
継続中 196 35 21 1.7

・中心市街地へ至る現道の混雑度が1.0以上、街区の再編、低未利用地の
入れ替え・集約を行う。
・道路整備と一体となった住宅宅地供給を実施する。

継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

再々評価 183 507 67 7.6 ・対象区間が電線類地中化５ｹ年計画に位置づけあり。
・公共交通機関の利用の促進に資する。 継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

10年
継続中 134 141 44 3.2 ・広域物流拠点から高規格・地域高規格又はこれに接続する自専道のＩＣま

でのアクセスが改善される。 継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

10年
継続中 294 140 46 3.0 ・中心市街地へ至る現道の混雑度が1.0以上。

・現道に混雑時旅行速度が20km/h未満である箇所がある。 継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

10年
継続中 196 221 57 3.9 ・周辺の良好な環境の形成 継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

10年
継続中 122 86 25 3.5 ・都市計画道路高萩駅北通線に代表される４本の都市計画道路を整備する

ことで、地域交通体系の円滑な流動に寄与する。 継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

10年
継続中 219 119 55 2.2 ・公共交通機関の利用促進に資する道路整備と一体となった住宅供給を実

施 継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

再々評価 335 884 114 7.7 ・都市計画幹線道路の整備により、中心市街地の活性化及び都市圏の交通
円滑化が図られる。 継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

10年
継続中 41 28 18 1.6 ・住居系・商業系地区の2車線以上の道路、自転車交通量が500台／日以上

で自転車と自動車が混在している、通学路で現況幅員≦1.0m 継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

10年
継続中 147 114 44 2.6 ・中心市街地への混雑度の緩和、公共交通機関の利用促進、道路と一体と

なった住宅供給を実施 継続

再々評価 168 77 26 3.0
・広域物流拠点から自専道のＩ.Ｃまでのアクセスが改善されたり、現道に混雑
時旅行速度が20km/h未満の箇所がある。また、宅地側の良好な環境の形
成を図るべく地区計画を策定し、消火活動ができない地区が存在する。

継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

江川土地区画整理事業
埼玉県岩槻市 計画交通量:20,000台

川越駅西口（第２工区）地区土地区画整理
事業
埼玉県川越市

計画交通量:18,502台

鶴瀬駅西口土地区画整理事業
埼玉県富士見市 計画交通量:6,646台

片柳土地区画整理事業
埼玉県坂戸市 計画交通量:42,920台

錦町土地区画整理事業
埼玉県蕨市 計画交通量:42,020台

一本松土地区画整理事業
埼玉県鶴ヶ島市 計画交通量:11,400台

武蔵高萩駅北土地区画整理事業
埼玉県日高市 計画交通量:14,500台

狭山台土地区画整理事業
埼玉県入間市 計画交通量:27,814台

扇台土地区画整理事業
埼玉県入間市 計画交通量:51,000台

双柳南部土地区画整理事業
埼玉県飯能市 計画交通量:10,000台

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業
埼玉県入間市 計画交通量:22,268台

小暮土地区画整理事業
群馬県富士見村 計画交通量:31,456台

笠縫土地区画整理事業
埼玉県飯能市 計画交通量:7,104台

西部第一中土地区画整理事業
群馬県館林市 計画交通量:23,368台

四ッ角周辺土地区画整理事業
群馬県渋川市 計画交通量:21,690台

高崎駅周辺（西口）土地区画整理事業
群馬県高崎市 計画交通量:29,613台

倉賀野駅北土地区画整理事業
群馬県高崎市 計画交通量:10,000台

六供土地区画整理事業
群馬県前橋市 計画交通量:28,800台

二中地区（第三）土地区画整理事業
群馬県前橋市 計画交通量:8,000台

那須塩原駅北土地区画整理事業
栃木県黒磯市 計画交通量:27,000台

佐野新都市土地区画整理事業
地域振興整備公団 計画交通量:36,800台

東下根土地区画整理事業
都市基盤整備公団 計画交通量:17,027台

山辺西部第一土地区画整理事業
栃木県足利市 計画交通量:35,600台

阿字ヶ浦土地区画整理事業
茨城県ひたちなか市 計画交通量:10,000台

下高井土地区画整理事業
都市基盤整備公団 計画交通量:21,959台

八丁台土地区画整理事業
茨城県下館市 計画交通量:9,187台

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）



再々評価 168 147 69 2.1 ・当地区は、宅鉄法に基づく基本計画において首都圏北東部の宅地供給の
役割を担っている 継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

再々評価 149 138 90 1.5 ・国道１７号と籠原駅北口線の交差点が第３次渋滞プログラムに位置づけら
れている。 継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

10年
継続中 179 113 54 2.1 ・住居系・商業系地区の２車線以上の道路で歩道等を車椅子が通行できな

い箇所がある。 継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

再々評価 331 388 123 3.2 ・幅員６ｍ以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が存在する。 継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

10年
継続中 178 278 41 6.8

・公共交通機関の利用の促進に資する。
・道路整備と一体となった住宅宅地供給を実施する。
・大都市法に基づく重点供給地域内の事業である。
・鉄道新設や新駅整備と一体となった事業である。
・地区計画等による宅地側の良好な環境の形成。

継続

10年
継続中 125 286 48 5.9

・中心市街地への混雑度の緩和。
・大都市法に基づく重点供給地域内の事業である。
・地区計画等による宅地側の良好な環境の形成。

継続

再々評価 150 284 72 3.9

・中心市街地への混雑度の緩和。
・公共交通機関の利用の促進に資する。
・大都市法に基づく重点供給地域内の事業である。
・地区計画等による宅地側の良好な環境の形成。

継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

再々評価 166 593 106 5.6
・大都市法に基づく重点供給地域内の事業
・混雑時旅行速度が20km/h未満の箇所がある
・道路整備と一体となった住宅供給を実施

継続

再々評価 185 300 80 3.7
・大都市法に基づく重点供給地域内の事業
・混雑時旅行速度が20km/h未満の箇所がある
・道路整備と一体となった住宅供給を実施

継続

10年
継続中 94 104 50 2.1

・中心市街地への混雑度の緩和
・公共交通機関の利用促進
・道路整備と一体となった住宅供給を実施

継続

再々評価 155 419 64 6.5
・大都市法に基づく重点供給地域内の事業
・公共交通機関の利用促進
・道路整備と一体となった住宅供給を実施

継続

再々評価 137 59 17 3.4
・中心市街地へ至る現道の混雑度が1.0以上。
・中心市街地（商業系用途）で行う事業である。
・公共交通機関の利用の促進に資する。

継続

10年
継続中 146 341 68 5.0

・中心市街地へ至る現道の混雑度が1.0以上。
・公共交通機関の利用の促進に資する。
・大都市法に基づく重点供給地域内の事業である。

継続

再々評価 75 125 73 1.7
・中心市街地の活性化
・都市圏の交通円滑化
・道路の防災対策・危機管理の充実

継続

再々評価 68 83 46 1.8 ・地区内外の車両交通等を円滑に処理するための都市計画道路の整備
・消化活動の円滑化、災害時の非難拠点としての区画道路、公園の整備 継続

再々評価 172 90 46 2.0 ・公共施設の整備改善と宅地の再編成による中心市街地の活性化
・都市計画道路の整備による交通円滑化の推進 継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

10年
継続中 296 197 101 2.0 ・生活基盤（街区公園，幹線道路，区画道路）の整備拡充により，防災機能

の強化が図られる。 継続

再々評価 175 97 58 1.7 ・公園や公益施設の集中立地した防災安全街区等の避難拠点が整備され
る。 継続

再々評価 173 375 105 3.6
・駅至近の狭隘道路が多いスプロール化した密集市街地であり，土地区画
整理事業により都市基盤施設を整備し，防災上安全な市街地が形成され
る。

継続

10年
継続中 314 526 65 8.1 ・道路整備や鉄道新駅と一体的に都市基盤整備が実施されるとともに、スプ

ロール地域の居住環境が改善される。 継続

再々評価 315 136 86 1.6 ・地区を南北に縦断する補助257号線等の整備により、道路ネットワークの強
化と安全で快適な住みよいまちが形成される。 継続

10年
継続中 667 247 118 2.1 ・新駅を中心に都市計画道路や駅前広場、公園等の都市基盤を整備するこ

とにより、良好で利便性の高い市街地が形成される。 継続

10年
継続中 264 125 47 2.7

・幹線道路の歩道整備により、歩行者等の安全が確保できる。
・殆どを占める幅員４ｍ未満の道路を解消できる。また、地区計画策定により
良好な生活環境が確保できる。

継続

再々評価 263 317 167 1.9 ・鉄道との立体交差を整備することにより交通渋滞や地域分断の解消を図る
とともに、安全な歩行空間を確保する。 継続

再々評価 501 643 273 2.4 ・都市計画道路3・3・2号線並びに3・4・19号線の整備により、東西方向のアク
セスが計られ交通便益の効果が図られる。 継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

再々評価 194 129 50 2.6

・地区を東西に横断する広域幹線道路の整備により、沿道利用地としての機
能立地が計画的に誘導、促進される。
・地区のシンボルロードの整備により、良好な居住環境及びコミュニティーが
形成される。

継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

稲城榎戸土地区画整理事業
東京都稲城市 計画交通量:12,000台

上野第二地区土地区画整理事業
東京都八王子市 計画交通量:19,328台

豊田南土地区画整理事業
東京都日野市 計画交通量:71,200台

六町四丁目付近土地区画整理事業
東京都 計画交通量:20,000台

佐野六木土地区画整理事業
東京都足立区 計画交通量:10,200台

新鎌ヶ谷土地区画整理事業
都市基盤整備公団 計画交通量:42,702台

花畑北部土地区画整理事業
東京都 計画交通量:20,000台

検見川・稲毛地区土地区画整理事業
千葉県千葉市 計画交通量:3,600台

寒川第一土地区画整理事業
千葉県千葉市 計画交通量:17,400台

新田・下宿土地区画整理事業
千葉県市原市 計画交通量:30,250台

東幕張土地区画整理事業
千葉県千葉市 計画交通量:15,050台

大和田特定土地区画整理事業
大和田特定土地区画整理組合 計画交通量:49,600台

大和田駅南地区土地区画整理事業
千葉県八千代市 計画交通量:23,036台

戸塚南部特定土地区画整理事業
戸塚南部土地区画整理組合 計画交通量:45,070台

与野駅西口土地区画整理事業
埼玉県さいたま市 計画交通量:10,000台

下日出谷東地区土地区画整理事業
下日出谷東特定土地区画整理組合 計画交通量:66,137台

中央第二谷中土地区画整理事業
中央第二谷中土地区画整理組合 計画交通量:5,638台

小泉土地区画整理事業
小泉土地区画整理組合 計画交通量:73,964台

上日出谷南地区土地区画整理事業
上日出谷南特定土地区画整理組合 計画交通量:46,000台

月輪土地区画整理事業
月輪土地区画整理組合 計画交通量:18,200台

大谷北部第二土地区画整理事業
大谷北部第二土地区画整理組合 計画交通量:37,300台

上之土地区画整理事業
埼玉県熊谷市 計画交通量:24,659台

伊奈特定土地区画整理事業
埼玉県 計画交通量:10,440台

大瀬古新田土地区画整理事業
埼玉県八潮市 計画交通量:9,000台

籠原中央第一土地区画整理事業
埼玉県熊谷市 計画交通量:7,780台

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

岩崎土地区画整理事業
千葉県市原市 計画交通量:13,100台

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）



再々評価 111 53 32 1.7 ・地区を南北に縦断する幹線道路の整備を軸に地域全体の道路整備を行う
ことにより、良好な市街地が形成される。 継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

再々評価 133 34 20 1.7

・駅前広場及び都市計画道路の整備により公共交通機関の利用促進が図
れる。
・中心市街地へ至る現道の混雑度が緩和され、中心市街地が活性化され
る。

継続

再々評価 147 16 10 1.6

・無秩序な開発による、商業地・住宅地の混在状況が解消され商業地として
の土地利用が図られる。
・消防活動ができない狭隘道路が解消され、道路の防災対策、危機管理の
充実が図られる。

継続

再々評価 263 213 77 2.8

・大都市法の重点供給地域であり、道路整備と一体となった良好な住宅地の
供給を実施する。
・消防活動ができない６ｍ以下の道路が解消され、道路の防災対策・危機管
理の充実が図れる。

継続

関東地方整備局
建政部

都市整備課
（課長　東　智徳）

再々評価 770 326 107 3.1
・安全な生活環境の確保（歩道等設置による交通事故の改善）
・道路の防災対策・危機管理の充実（道路幅員確保による消化活動等の充
実）

継続

その他 369 330 144 2.3
・中心市街地の活性化
・都市圏の交通円滑化の推進
・地域・都市の基盤の推進

継続

その他 76 60 33 1.8
・公園や公共施設の集中立地した防災安全街区等の避難拠点が整備され
る。
・関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要がある。

中止

再々評価 106 286 44 6.5

・市街地への交通流が適正に分配され、
　周辺道路の交通渋滞が解消される。
・緊急輸送ネットワークが形成され、
　救急活動等が速やかに対応できる。

継続

10年
継続中 62 85 25 3.5

・土地区画整理事業効果B/C：1.04
・事業は概ね順調に進捗しており、使用収益が開始された土地は積極的に
民間投資がされるに至った
・住環境整備、環境対策、都市下水路改修など快適な都市空間の実現に向
けて住民の期待が大きい

継続
中部地方整備局

都市整備課
（課長　筒井　祐治）

再々評価 54 69 23 3.0

・商業振興施策、公益施設整備との密接な連携による中心市街地の活性化
を図る事業
・電線地中化による都市基盤形成
・拠点開発プロジェクト（再開発事業）を支援

継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

再々評価 97 32 15 2.2
・通学路の確保による安全な生活環境の形成
・地区計画による良好な生活環境の形成
・土地区画整理事業効果B/C：1.14

継続

10年
継続中 62 83 35 2.4

・通学路の確保による安全な生活環境の形成
・消防活動困難区域の解消
・土地区画整理事業効果B/C：1.21

継続

10年
継続中 138 123 34 3.7

・東名高速ＩＣとの連絡強化
・地区内に地域福祉の拠点（市総合福祉会館）整備がなされた
・土地区画整理事業効果B/C：1.22

継続

10年
継続中 26 60 20 3.0

・低未利用地の集約等による中心市街地の活性化
・駅前広場整備による公共交通機関の利用の促進
・土地区画整理事業効果B/C：2.53

継続

10年
継続中 131 138 60 2.3

・商業振興施策、公益施設整備との密接な連携による中心市街地の活性化
を図る事業
・電線地中化による都市基盤形成
・拠点開発プロジェクト（駅北拠点事業）を支援

継続

10年
継続中 297 295 86 3.4

・道路整備と一体となった住宅宅地供給の実施
・地区計画、高規格整備による良好良質な生活環境の形成
・土地区画整理事業効果Ｂ／Ｃ：１．１２

継続

再々評価 174 190 68 2.8
・良好な住宅環境の整備
・都市圏の交通円滑化を図る路線の整備
・土地区画整理事業効果B／C：１．０

継続
中部地方整備局

都市整備課
（課長　筒井　祐治）

再々評価 158 170 98 1.7
・駅前整備による中心市街地の活性化
・地区計画による良好な生活環境の形成
・土地区画整理事業効果Ｂ／Ｃ：１．１２

継続

再々評価 271 446 100 4.5
・商業振興施策と密接な連携による中心市街地の活性化を図る事業
・地区計画、高規格整備による良好良質な生活環境の形成
・土地区画整理事業効果Ｂ／Ｃ：１．０２

継続

再々評価 198 288 122 2.4
・再開発事業誘導による中心市街地の活性化
・地区計画による良好な生活環境の形成
・土地区画整理事業効果B/C：1.41

継続

再々評価 672 1,154 479 2.4
・再開発事業促進による中心市街地の活性化
・電線地中化による都市基盤形成
・地区計画による良好な生活環境の形成

継続

再々評価 485 528 132 4.0
・消防活動困難区域の解消
・防災安全街区等避難拠点の整備
・土地区画整理事業効果B/C：1.21

継続

10年
継続中 158 238 62 3.9

・愛知県住宅・宅地供給計画で重点供給区域に位置付けられ、面的整備を
実施することにより良好な宅地を供給することができる。
・幅員６ｍの道路がない区域が解消され防災活動に支障がなくなる。

継続

10年
継続中 70 75 43 1.8

・公共施設整備の遅れた住宅・工場混在地区での交通混雑が解消される。
・公共施設の総合的な整備と地区計画により良好な宅地環境が供給され
る。

継続

10年
継続中 85 93 37 2.5 ・伊勢湾岸道路の開通及び中部国際空港への接続道路として整備し、物流

拠点として企業の進出により効果として機能を高めている。 継続

10年
継続中 343 159 90 1.8

・地区中心部にある浄水駅からのアクセス道路（都市計画道路）整備により、
地区内外からの交通利便性が高まり、公共交通機関の利用促進につなが
る。
・地区計画により、良好な宅地を形成することで住宅供給を促進することが
できる。

継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

中部地方整備局
都市整備課

（課長　筒井　祐治）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

中部地方整備局
都市整備課

（課長　筒井　祐治）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

豊田浄水特定土地区画整理事業
豊田浄水特定土地区画整理組合 計画交通量:39,635台

西春鍜治ケ一色土地区画整理事業
西春鍜治ケ一色土地区画整理組合 計画交通量:17,800台

東海浅山新田土地区画整理事業
東海浅山新田土地区画整理組合 計画交通量:10,893台

南部土地区画整理事業
焼津市南部土地区画整理組合 計画交通量:46,800台

尾張旭旭前城前特定土地区画整理事業
尾張旭旭前城前特定土地区画整理組合 計画交通量:15,229台

駅北土地区画整理事業
静岡県磐田市 計画交通量:92,448台

東第一土地区画整理事業
静岡県浜松市 計画交通量:116,000台

菊川駅南土地区画整理事業
静岡県菊川町 計画交通量:36,864台

中央第三土地区画整理事業
静岡県島田市 計画交通量:20,400台

浜北新都市土地区画整理事業
地域振興整備公団 計画交通量:18,273台

大谷土地区画整理事業
静岡県静岡市 計画交通量:37,064台

清水駅東土地区画整理事業
静岡県静岡市 計画交通量:4,358台

静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業
地域振興整備公団 計画交通量:82,036台

東小川土地区画整理事業
静岡県焼津市 計画交通量:29,000台

大覚寺八楠土地区画整理事業
静岡県焼津市 計画交通量:64,000台

沼津駅南第一地区土地区画整理事業
静岡県沼津市 計画交通量:96,402台

興津第二土地区画整理事業
静岡市興津第二土地区画整理組合 計画交通量:7,200台

山室第２土地区画整理事業
富山県富山市 計画交通量:36,800台

宮脇第一土地区画整理事業
静岡県掛川市 計画交通量:14,400台

甲府駅周辺土地区画整理事業
山梨県甲府市 計画交通量:24,000台

東小千谷北土地区画整理事業
東小千谷北土地区画整理組合 計画交通量:8,000台

柄沢特定土地区画整理事業
神奈川県藤沢市 計画交通量:29,000台

登戸土地区画整理事業
神奈川県川崎市 計画交通量:8,771台

寒川駅北口地区土地区画整理事業
神奈川県寒川町 計画交通量:10,000台

渋沢駅周辺（南口工区）土地区画整理事業
神奈川県秦野市 計画交通量:11,000台

稲城百村土地区画整理事業
東京都稲城市 計画交通量:12,000台

北陸地方整備局
都市･住宅整備課

（課長　田村　英之）

中部地方整備局
都市整備課

（課長　筒井　祐治）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）



10年
継続中 190 195 87 2.2

・ＪＲ稲沢駅東口駅前広場等が整備されることにより公共交通機関の利用の
促進に資する
・稲沢駅東地区計画により新しい都市拠点にふさわしい緑ゆたかで安らぎの
ある市街地がつくられる

継続

10年
継続中 315 463 110 4.2

・低未利用地の入れ替えを行うことで、地域の活性化が図れる。
・鉄道の高架化及び駅前広場の整備により公共交通機関の利用促進が図
れる。

継続

10年
継続中 130 89 52 1.7

・駅前広場とアクセス道路が整備され利便性の向上に伴い、公共交通機関
利用が促進される。
・住、商、工の混在した土地利用形態が、地区計画等により土地利用の効率
化と活性化が図られる。

継続

再々評価 171 159 102 1.5 ・街区を再編することで土地利用が純化され中心市街地として活性化する。
・地区計画を策定することにより良好な住宅環境が形成される。 継続

再々評価 198 73 39 1.9 ・狭隘な道路がなくなり、歩道が整備され安全な生活環境が確保される。
・公園が整備されることで、災害時における非難拠点が確保される。 継続

中部地方整備局
都市整備課

（課長　筒井　祐治）

再々評価 270 338 150 2.3
・土地利用の再編成により、中心市街地の活性化が図れる。
・幹線道路整備により狭隘な道路や行き止まりが解消され交通円滑化が推
進される。

継続

再々評価 437 1,918 1,001 1.9

・中心市街地へ至る現道の交通渋滞が解消され中心市街地が活性化され
る。
・駅前広場等の整備による大曽根駅の機能強化及び周辺の交通環境の改
善により、交通機関の利便性の向上が図れる。

継続

再々評価 226 671 319 2.1 ・幹線道路の一部渋滞区間を解消することにより、都市圏交通の円滑化が
図れる。 継続

再々評価 89 618 103 6.0

・電線類の地中化することにより歩道のグレードアップを図り、宅地の良好な
環境の形成を図る。
・消防活動ができない6ｍ以下の道路が解消され、道路の防災対策・危機管
理の充実が図れる。

継続

再々評価 481 1,155 68 17.1

・道路整備と一体となった住宅宅地供給が可能となり、地域・都市の基盤に
形成に寄与する。
・道路整備により一部渋滞地区が解消され都市圏の交通円滑化が推進され
るとともに、消火活動ができない地区が解消される。

継続

５年
未着工 － － － － －

評価
手続中

－

10年
継続中 91 120 74 1.6

・都市圏の交通円滑化の推進
・地域、都市の基盤の形成
・道路の防災対策、危機管理の充実

継続

10年
継続中 475 765 472 1.6

・中心市街地の活性化
・地域、都市の基盤の形成
・道路の防災対策、危機管理の充実

継続

10年
継続中 237 90 74 1.2

・震災復興事業
・地域・都市の基盤の形成
・安全な生活環境の確保
・道路の防災対策・危機管理の充実

継続

再々評価 345 340 148 2.3 ・中心市街地の活性化
・鉄道により一体的発展が阻害されている地区を解消 継続

再々評価 259 303 134 2.3
・中心市街地の活性化
・都市圏の交通円滑化の推進
・道路の防災対策、危機管理の充実

継続

再々評価 218 251 60 4.2
・駅周辺の道路網が整備されることにより、交通の利便性が向上し、中心市
街地の活性化が図られる。
・電線類の地中化により安全で良好な都市空間が形成される。

継続

再々評価 158 135 50 2.7

・駅周辺の道路網が整備されることにより、交通の利便性の向上が図られ
る。
・道路整備と一体となった宅地整備を行うことにより、混在した土地利用の秩
序化を図り良好な市街地が形成する。

継続

再々評価 133 72 44 1.6

・都市基盤の整備により、災害時の救急活動等、都市防災機能の向上が図
られる。
・老朽木造住宅密集地が解消される。
・浸水被害に対する不安が解消される。

継続

再々評価 59 12 7.5 1.5 ・良好な住環境の確保と宅地の利用増進を図る。
・広域幹線道路を骨格とした地域の道路網の形成を図る。 継続

再々評価 369 187 104 1.8
・道路整備と一体となった宅地整備を行うことにより，混在した土地利用の整
序化を図り，良好な市街地を形成する。
・災害時の避難路がネットワーク化され，避難時等の選択性が向上する。

継続

10年
継続中 363 626 330 1.9

・地区計画による調和のとれた建築物等の誘導や、市営住宅建替事業によ
る計画的な住宅の供給で、良好な居住環境が実現する。
・幹線道路の美装化や電線類の地中化により、安全で快適な道路空間が形
成される。

継続

10年
継続中 117 510 98 5.2

・鉄道駅前の道路拡幅整備により、交通の円滑化と歩行者の安全で快適な
流動を確保する。
・鉄道や河川により一体的発展が阻害されている地区が解消される。

継続

再々評価 218 607 249 2.4 ・地区計画により、駅前という特性を生かした良好な環境を形成する。
・良質な道路空間を形成するため、電線類の地中化を行う。 継続

再々評価 368 1,786 694 2.6 ・都市圏の交通円滑化の推進
・地域・都市の基盤の形成 継続

10年
継続中 347 570 260 2.2 ・地域・都市の基盤の形成

・良好な環境の保全・形成 継続

近畿地方整備局
都市整備課

（課長　新階　寛恭）

近畿地方整備局
都市整備課

（課長　新階　寛恭）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

六甲道駅北地区震災復興土地区画整理事業
兵庫県神戸市 計画交通量:40,500台

三国駅周辺地区土地区画整理事業
大阪府大阪市 計画交通量:15,707台

山手幹線地区土地区画整理事業
兵庫県神戸市 計画交通量:49,200台

長吉東部地区土地区画整理事業
大阪府大阪市 計画交通量:36,471台

放出駅周辺地区土地区画整理事業
大阪府大阪市 計画交通量:16,558台

重根土地区画整理事業
重根土地区画整理組合 計画交通量:2,245台

伏見西部第四地区土地区画整理事業
京都府京都市 計画交通量:13,387台

近鉄西大寺駅南土地区画整理事業
兵庫県奈良市 計画交通量:13,583台

中心市街地第一土地区画整理事業
和歌山県橋本市 計画交通量:34,000台

大久保駅前土地区画整理事業
兵庫県明石市 計画交通量:59,300台

ＪＲ奈良駅周辺土地区画整理事業
兵庫県奈良市 計画交通量:28,015台

富島震災復興土地区画整理事業
兵庫県北淡町 計画交通量:10,500台

姫路駅周辺土地区画整理事業
兵庫県姫路市 計画交通量:77,468台

鴻池土地区画整理事業
伊丹市鴻池土地区画整理組合 計画交通量:23,740台

西宮北口駅北東震災復興土地区画整理事業
兵庫県西宮市 計画交通量:33,592台

吉根特定土地区画整理事業
吉根特定土地区画整理組合 計画交通量:32,510台

堅田駅西口土地区画整理事業
滋賀県大津市 －

大曽根北土地区画整理事業
愛知県名古屋市 計画交通量:52,800台

葵土地区画整理事業
愛知県名古屋市 計画交通量:6,700台

知多半田駅前土地区画整理事業
愛知県半田市 計画交通量:65,089台

大曽根土地区画整理事業
愛知県名古屋市 計画交通量:58,900台

蒲郡駅南土地区画整理事業
愛知県蒲郡市 計画交通量:7,191台

蒲郡中部土地区画整理事業
愛知県蒲郡市 計画交通量:17,615台

小牧南土地区画整理事業
愛知県小牧市 計画交通量:66,500台

豊川駅東土地区画整理事業
愛知県豊川市 計画交通量:98,379台

尾張西部都市拠点地区土地区画整理事業
都市基盤整備公団 計画交通量:78,100台



10年
継続中 964 1,819 756 2.4 ・地域・都市の基盤の形成

・良好な環境の保全・形成 継続

10年
継続中 44 37 20 1.8

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が
存在する
・無電柱化による美しい町並みの形成
・幅員6ｍ以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消

継続

10年
継続中 97 194 78 2.5

・現道等に,当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存
在する。
・当該区間の歩行者・自転車の通行の快適安全性の向上する。
安全：緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区
間の代替路線を形成する。

継続

再々評価 56 62 36 1.7
・鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する。
・歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される。また,幅員６ｍ以上の道
路がないため消化活動が出来ない地区が解消する。

継続

再々評価 39 31 14 2.1

・現道における混雑時旅行速度20km/h未満である区間の旅行速度の改善
する。
・当該区間の歩行者・自転車の通行の快適安全性の向上する。
・幅員６ｍ以上の道路がないため消火活動ができない地区が解消する。

継続

10年
継続中 105 51 25 2.0

・沿道まちづくりと連携し、都市の再生を進める。
・無電柱化による美しい町並みの形成
・地震防災緊急時の避難路に指定されている。

継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

再々評価 － － － － －
評価

手続中
－

再々評価 330 842 806 1.1 ・街区の再編、低未利用地の入れ替え・集約を行う。
・道路整備と一体となった住宅宅地供給（49.8ha）を実施する。 継続

再々評価 297 358 184 1.9

・中心市街地の活性化
・都市圏交通円滑化の推進
・地域づくりの支援
・道路の防災対策・危機管理の充実

継続

再々評価 138 123 77 1.6

・駅前広場の整備による公共交通機関の利用促進
・公共下水道整備による快適な住環境への改善
・連続立体交差事業に伴う、都市計画道路・駅前広場等の整備・改善によ
る、都市機能の向上。
・広幅員の歩道、バリアフリー化された歩行者環境の整備により、福祉社会
へ対応する街の形成

継続

再々評価 59 60 34 1.7 ・地域・都市の基盤の形成
・道路の防災対策・危機管理の充実 継続

九州地方整備局
都市･住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

再々評価 240 222 118 1.9 ・中心市街地の活性化
・安全な生活環境の確保 継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

再々評価 520 489 318 1.5 ・駅前商店街中心に商業振興施策として地区の商業組合と連携を図る。
・散在する狭小な低未利用地の集約を行う。 継続

再々評価 70 22 8.5 2.5

・広域物流拠点から都農ＩＣへのアクセスを改善できる。
・国道10号の渋滞緩和に効果の大きい駅前通線等の道路整備と一体となっ
た宅地供給が実現する。 継続

再々評価 77 348 32 10.8
・中心市街地へ至る現道の混雑度が緩和され、中心市街地が活性化され
る。
・公共公益施設の集中立地した街区を設け避難拠点が確保される。

継続

再々評価 405 208 121 1.7
・中心市街地へ至る現道の混雑度が緩和され、中心市街地が活性化され
る。
・第三次渋滞対策プログラムに基づき都市圏の交通円滑化を推進する。

継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

再々評価 84 164 15 10.8
・中心市街地へ至る現道の混雑度が緩和され、中心市街地が活性化され
る。
・公共公益施設の集中立地した街区を設け避難拠点が確保される。

継続
九州地方整備局
都市･住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

10年
継続中 71 2.3 0.95 2.4

・南九州西回り自動車道のI.C.までのｱｸｾｽが改善され物流の効率化が図ら
れる。
・公共公益施設の集中立地した街区を設け避難拠点が確保される。

継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

10年
継続中 170 334 92 3.6 ・高次で機能的な都市核形成と都市機能に対応した道路網を整備する。

・本事業と併せて上下水道等の供給処理施設を整備し環境の改善を図る。 継続
九州地方整備局
都市･住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

再々評価 447 952 302 3.2

・地域高規格道路の位置づけがある。
・道路整備と一体となった住宅宅地供給を実施することにより、都市基盤の
形成が図れる。
・公共交通機関の利用が促進される。
・現況歩道幅員１ｍ以下の通学路が解消され、安全な生活環境が確保され
る。
・地区計画等により、宅地側の良好な環境が形成される。

継続
沖縄総合事務局

建設行政課
（課長　村山　継）

総便益
（億円）

その他 332 680 376 1.8
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

その他 131 264 145 1.8
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

５年
未着工 195 427 226 1.9

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

再々評価 67 110 73 1.5
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

再々評価 440 819 498 1.6
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

再々評価 490 921 534 1.7
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

中国地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　石崎　隆弘）

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約
151,000㎡)の収益向上

市川駅南口地区
千葉県市川市

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約
109,000㎡)の収益向上

川口１丁目１番地区
川口１丁目１番地区市街地再開発組合

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約
101,000㎡)の収益向上

蓮田駅西口地区
埼玉県蓮田市

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約25,000
㎡）の収益向上

越谷駅東口地区
越谷駅東口地区市街地再開発組合

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積約
60,000㎡)の収益向上

鴻巣駅東口Ｅ地区
鴻巣駅東口Ｅ地区市街地再開発組合

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積約
21,000㎡)の収益向上

武蔵浦和駅第３街区
武蔵浦和駅第３街区市街地再開発組合

真嘉比古島第二土地区画整理事業
沖縄県那覇市 計画交通量:20,200台

麓土地区画整理事業
鹿児島県串木野市 計画交通量:3,500台

中心市街地土地区画整理事業
沖縄県豊見城市 計画交通量:19,078台

宇宿中間地区土地区画整理事業
鹿児島県鹿児島市 計画交通量:8,350台

加世田第四土地区画整理事業
鹿児島県加世田市 計画交通量:5,000台

中部土地区画整理事業
宮崎県都農町 計画交通量:33,506台

徳重土地区画整理事業
鹿児島県伊集院町 計画交通量:5,000台

高田南土地区画整理事業
長崎県長与町 計画交通量:39,768台

坂ノ市土地区画整理事業
大分県大分市 計画交通量:22,000台

行橋駅西口地区土地区画整理事業
福岡県行橋市 計画交通量:4,149台

辻の尾土地区画整理事業
長崎県松浦市 計画交通量:9,100台

弥右衛門土地区画整理事業
高知県高知市 計画交通量:95,800台

花畑駅周辺土地区画整理事業
福岡県久留米市 計画交通量30,160台

防府駅北土地区画整理事業
山口県防府市 計画交通量:17,400台

太田第２土地区画整理事業
香川県高松市 －

安浦駅北土地区画整理事業
広島県安浦町 計画交通量:4,477台

新開土地区画整理事業
広島県竹原市 計画交通量:2,000台

大供周辺土地区画整理事業
岡山県岡山市 計画交通量:20,800台

大野町中央地区土地区画整理事業
広島県大野町 計画交通量:8,200台

新長田駅北地区震災復興土地区画整理事業
兵庫県神戸市 計画交通量:167,838台

担当課
（担当課長名）対応方針

事業主体 便益の主な根拠

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

【市街地再開発事業】

九州地方整備局
都市･住宅整備課

（課長　栗田　泰正）



10年
継続中 1,302 1,966 556 3.5

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

再々評価 410 897 435 2.1
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

その他 2,936 2,528 1,599 1.6
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

その他 277 566 345 1.6
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

再々評価 215 1,001 246 4.1
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

その他 522 4,536 702 6.5
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

再々評価 283 340 171 2.0
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

中止

10年
継続中 1,214 2,572 1,145 2.2

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

その他 168 571 169 3.4
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

中止

再々評価 420 2,609 558 4.7
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

再々評価 5,800 9,800 4,650 2.1
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

10年
継続中 846 1,477 939 1.6

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

10年
継続中 2,710 3,460 1,963 1.8

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

10年
継続中 528 748 427 1.8

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

その他 49 86 44 2.0
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

中止

その他 60 238 62 3.9
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

中止

５年
未着工 114 120 118 1.0

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

見直し
継続

５年
未着工 157 737 162 4.5

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

再々評価 91 173 86 2.0
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

再々評価 151 175 150 1.1
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

５年
未着工 77 178 82 2.2

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

５年
未着工 194 477 194 2.5

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

見直し
継続

総便益
（億円）

その他 106 365 96 3.8 ・フェリー機能集約による効率化
・排出ガスの減少（NOx：2トン/年、CO2：88トン-C/年） 継続

その他 52 282 48 5.9 ・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、漁業活動の効率化が図られる。 継続

その他 78 266 72 3.7
・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、漁業活動の効率化が図られる。
・水域施設の安全性向上

継続

その他 51 65 44 1.5 ・荷役作業の安全性向上
・排出ガスの減少（CO2：4トン-C/年） 継続

再々評価 1,240 2,359 1,967 1.2

・津波による浸水被害を低減させることにより、安全性の向上をはか
ることができる。
・防波堤の整備により、港内の静穏度が向上し、船舶の安定的で効率
的輸送が可能となる。また、係留している船舶の破損や、あるいはこ
れを避けるための避泊を回避できる。
・排出ガスの減少（NOx：72トン/年、CO2：2,660トン－C/年）

継続

10年
継続中 158 262 151 1.7

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善
される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創出
が図られる。
・排出ガスの減少（NOx：29トン/年、CO2：1,074トン－C/年）

継続

10年
継続中 79 127 85 1.5

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善
される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創出
が図られる。
・排出ガスの減少（CO2：7,056トン－C/年）

継続

本省
都市･地域整備局
市街地整備課

（課長　竹内　直文）

本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

坂出駅北口地区
坂出駅北口市街地再開発組合

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積約
14,000㎡）の収益向上

西小倉駅前第一地区
西小倉駅前第一地区市街地再開発組合

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積約
20,000㎡）の収益向上

六甲道駅南地区
兵庫県神戸市

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約
184,000㎡)の収益向上

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約
125,000㎡)の収益向上

阿倍野地区
大阪府大阪市

駅元町地区
岡山県岡山市

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約87,000
㎡）の収益向上

新長田駅南地区
兵庫県神戸市

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約
510,000㎡)の収益向上

国分寺駅北口
東京都国分寺市

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約74,000
㎡）の収益向上

伊勢原駅北口Ａ街区
伊勢原駅北口Ａ街区市街地再開発組合

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約40,000
㎡）の収益向上

戸塚駅西口第１地区
神奈川県横浜市

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約
169,000㎡)の収益向上

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約
827,000㎡)の収益向上

記念橋周辺地区
記念橋周辺地区市街地再開発組合

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約99,000
㎡)の収益向上

ＪＲ高槻駅北地区
ＪＲ高槻駅北地区市街地再開発組合

府中駅南口第三地区
府中駅南口第三地区市街地再開発組合

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約65,000
㎡）の収益向上

八王子駅南口地区
八王子駅南口地区市街地再開発組合

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約90,000
㎡）の収益向上

東池袋四丁目地区
東池袋四丁目地区市街地再開発組合

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約
100,000㎡)の収益向上

白鬚西地区
東京都

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約
189,000㎡)の収益向上

北新宿地区
東京都

周辺10kmの地価上昇
区域内施設(延床面積約
163,000㎡)の収益向上

本省住宅局
市街地建築課

（課長　高井　憲司）

所沢元町北地区第一種市街地再開発事業
都市基盤整備公団

高松丸亀町商店街G街区
香川県高松市

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積　約
67,500㎡）の収益向上

納屋橋西地区第一種市街地再開発事業
都市基盤整備公団

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積　約
49,000㎡）の収益向上

渋川一丁目２番
滋賀県草津市

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積　約
33,600㎡）の収益向上

日本橋人形町一丁目
東京都中央区

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積　約
51,000㎡）の収益向上

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積　約
38,000㎡）の収益向上

Ｂ／Ｃ

輸送時間増大の回避
（H20　想定フェリー乗降客数
80万人/年）
滞船コストの削減
（H18　小型船利用予測隻数
123隻/日）
滞船コストの削減
（H20　小型船利用予測隻数28
隻/日、大型船利用予測隻数15
隻/日）

輸送ｺｽﾄ削減
（H19　想定取扱貨物量531千
トン/年）

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延床面積　約
24,000㎡）の収益向上

御幸町・伝馬町第一
静岡県静岡市

【港湾整備事業】
（直轄）

事 業 名

稚内港　北地区
離島フェリーターミナル等整備事業
北海道開発局
網走港　新港地区
小型船だまり整備事業
北海道開発局

根室港　花咲地区
小型船だまり整備事業
北海道開発局

函館港　万代・中央ふ頭地区
国内物流ターミナル整備事業
北海道開発局

輸送コスト増大の回避
（H21　想定取扱貨物量　113
千トン/年）

釜石港　湾口地区
防波堤整備事業　　※２
東北地方整備局

想定浸水面積　：141ha
輸送コスト削減
（H18　想定取扱貨物量2,033
千トン/年）
避泊水域の確保
（H14避泊可能隻数　6隻）

大船渡港　永浜地区
多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
東北地方整備局

その他の指標による評価 対応方針 担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

該当基準 総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）

秋田港　向浜地区
多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
東北地方整備局

輸送ｺｽﾄ削減
（H17　想定取扱貨物量146千
トン/年）
泊地の整備による海難事故の
回避（過去10年間の実績　0.6
回/年)



10年
継続中 223 341 234 1.5

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。
・排出ガスの減少（NOx：21トン/年、CO2：902トン－C/年）

継続

再々評価 806 1,572 892 1.8
・防波堤の整備により、港内の静穏度が向上し、船舶の安定的で効率
的輸送が可能となる。また、係留している船舶の破損や、あるいはこ
れを避けるための避泊を回避できる。

継続

10年
継続中 47 192 51 3.8

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。
・排出ガスの削減（CO2：545.8トン－C/年、NOx：14.9トン/年）

継続

再々評価 690 1,164 769 1.5

・輸送コストが削減されると共に、CO2の排出量が削減され、港湾の
周辺環境が改善される。また、航路の拡幅・増深により、船舶の輻輳
が解消される。
・浚渫土砂を利用した覆砂により底質・水質の改善が図れる。

継続

再々評価 379 1,666 562 3.0 ・安全かつ安定した海上輸送が確保できる。
・背後に整備中の埋立地等への防波効果。 継続

再々評価 410 598 422 1.4

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。
・排出ガスの減少（NOx：14ﾄﾝ/年、CO2：4,156ﾄﾝ-C/年）

継続

再々評価 348 441 334 1.3
・安全かつ安定した海上輸送が確保できる。
・海難による乗員の人命、船舶の損失、積み荷の損失等を回避でき
る。

継続

再々評価 182 303 181 1.7

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。
・排出ガスの削減（CO2：1,432ﾄﾝ-C/年　NOx：18ﾄﾝ/年の削減）

継続

10年
継続中 112 226 130 1.7

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。
・排出ガスの削減（CO2：2,940ﾄﾝ-C/年　NOx：16ﾄﾝ-C/年）

継続

再々評価 234 496 261 1.9

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。
・排出ガスの減少（CO2：450.2トン－C/年、NOx：10.8トン/年）

継続

10年
継続中 140 226 151 1.5

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。
・排出ガスの減少（CO2：5,752トン－C/年）

継続

再々評価 464 1,021 554 1.8

・津波による浸水被害を低減させることにより、安全性の向上をはか
ることができる。
・防波堤の整備により、港内の静穏度が向上し、船舶の安定的で効率
的輸送が可能となる。また、係留している船舶の破損や、あるいはこ
れを避けるための避泊を回避できる。

継続

再々評価 580 980 636 1.5 ・安全かつ安定した海上輸送が確保できる。
・避泊水域を確保することにより、海難損失を回避する。 継続

再々評価 188 554 348 1.6 ・安全かつ安定した海上輸送が確保できる。
・避泊水域を確保することにより、海難損失を回避する。 継続

10年
継続中 347 547 363 1.5

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。

継続

10年
継続中 144 561 268 2.1

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。
・排出ガスの減少（CO2：756ﾄﾝ-C/年)

継続

5年
未着工 140 204 139 1.5

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。
・排出ガスの削減（CO2：1,204ﾄﾝ-C/年、NOx：26ﾄﾝ/年）

継続

再々評価 265 1,093 310 3.5
・円滑な交通確保により、物流の効率化が図られる。また、背後圏の
交通渋滞の緩和も期待できる。
・排出ガスの減少（CO2：5,648トン-C/年、NOx：78.1トン/年）

継続

再々評価 81 135 80 1.7
・旅客利用の効率化、緊急物資の効率化、震災時のフェリー機能確
保、環境負荷の軽減、活力ある地域づくりのための港湾空間の創造。
・排出ガスの減少（CO2：61トン-C/年、NOx：1.5トン/年）

継続

伊万里港　久原南～瀬戸地区
臨港道路整備事業
九州地方整備局

別府港 石垣地区
旅客対応ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
九州地方整備局

北九州港　新門司地区
多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
九州地方整備局

輸送ｺｽﾄ削減
(H22想定取扱貨物量　完成自
動車407千台/年)

三池港 内港北地区
多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
九州地方整備局

輸送ｺｽﾄ削減
(H22想定取扱貨物量1,241千
㌧）

上川口港　上川口地区
避難港整備事業
四国地方整備局

避難水域の確保
（H9　避泊可能隻数　4隻分
（100～300G/T級））

松山港　外港地区
多目的国際ターミナル整備事業
四国地方整備局

輸送ｺｽﾄ削減
（H21 想定取扱貨物量：外貿
ｺﾝﾃﾅ(実入り)貨物22千TEU/
年、ﾊﾞﾙｸ貨物(石炭)300千ﾄﾝ/
年）

須崎港　湾口地区
防波堤整備事業　　　　※２
四国地方整備局

想定浸水面積　：202ha
避泊水域の確保
（H22　避泊可能隻数　2隻）

室津港　室津地区
避難港整備事業
四国地方整備局

避難水域の確保
（H28　避泊可能隻数　10隻
分（100～3,000G/T級））

境港　江島地区
臨港道路整備事業
中国地方整備局

輸送ｺｽﾄ削減
(H16想定港湾関連貨物交通量
2,133台/日）

尾道糸崎港 機織地区
多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
中国地方整備局

輸送コスト削減
(H20年代前半想定原木取扱量
565千ﾄﾝ/年)

日高港　御坊地区
多目的国際ターミナル整備事業
近畿地方整備局

輸送コスト削減
(H24想定取扱貨物量　342千ﾄ
ﾝ/年）

姫路港　広畑地区
多目的国際ターミナル整備事業
近畿地方整備局

輸送ｺｽﾄ削減
(H19年 想定取扱貨物量563千
ﾄﾝ/年）

舞鶴港　和田地区
多目的国際ターミナル整備事業
近畿地方整備局

輸送ｺｽﾄ削減
（H22想定取扱貨物量　616千
ﾄﾝ/年）

柴山港　柴山地区
避難港整備事業
近畿地方整備局

避難水域の確保
(Ｈ36避泊可能隻数　2隻）

東京湾口航路
開発保全航路整備事業
関東地方整備局

海難減少による損失回避
（H19予測入港船舶22.5万
隻）

輪島港 輪島崎地区
避難港整備事業
北陸地方整備局

避泊水域の確保
（H26避泊可能隻数　7隻）

小名浜港　東港地区・本港地区
防波堤整備事業
東北地方整備局

避泊水域の確保
（H28避泊可能隻数　10隻）

木更津港　木更津南部地区
多目的国際ターミナル整備事業
関東地方整備局

輸送コスト削減
（H23想定取扱貨物量353.5千
トン/年）

酒田港　外港地区
多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
東北地方整備局

輸送コスト削減
（H24　想定取扱貨物量120千
トン/年、9,619TEU/年）

輸送ｺｽﾄ削減
(H27予想交通量8,901台／
日）

輸送ｺｽﾄ削減
（H24想定旅客者数6,916人/
年）

本省港湾局計画課
（課長　林田　博）



再々評価 75 83 79 1.1

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善
される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創出
が図られる。
・排出ガスの減少（CO2：1,189トン-C/年）

中止

10年
継続中 163 249 168 1.5

・防波堤の整備により、港内の静穏度が向上し、船舶の安定的で効率
的輸送が可能となる。また、係留している船舶の破損や、あるいはこ
れを避けるための避泊を回避できる。
・排出ｶﾞｽ減少量（CO2：1,455トン-C/年、NOx：40トン/年）

継続

総便益
（億円）

10年
継続中 27 59 27 2.2 ・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する

ことが可能となり、漁業活動の効率化が図られる。 継続 本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

10年
継続中 33 149 56 2.7 ・フェリーターミナルの整備により、安全で快適な旅客交通体系の確

立、物流の効率化が図られる。 継続
東北地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　井上　慶司）

再々評価 20 40 22 1.8 ・旅客船ターミナルの整備により観光の活性化と地域経済の振興及び
雇用の創出を図ることができる。 継続 本省港湾局計画課

（課長　林田　博）

再々評価 36 73 50 1.5

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善
される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創出
が図られる。
・排出ガスの減少（NOx：5トン/年、CO2：197トン－C/年）

継続
東北地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　井上　慶司）

10年
継続中 39 61 41 1.5

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善
される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創出
が図られる。
・排出ガスの減少（NOx：6トン/年、CO2：205トン－C/年）

継続

10年
継続中 － － － － －

評価
手続中

10年
継続中 － － － － －

評価
手続中

本省港湾局
環境・技術課
環境整備計画室

（室長　牛嶋　龍一郎）

再々評価 170 328 268 1.2 ・安全かつ安定した海上輸送が確保できる。
・避泊水域を確保することにより、海難損失を回避する。 継続 本省港湾局計画課

（課長　林田　博）

10年
継続中 35 89 39 2.3

・港内の静穏度が向上することにより、生活物資の安定的で効率的輸
送が可能となり、輸送コストが削減されると共に、定期船等のより安
全な係留が図られる。

継続
関東地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　西尾　保之）

再々評価 690 2,322 923 2.5

・輸送コストが削減されると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、
港湾の周辺環境が改善される。また、既存道路の混雑緩和の効果が得
られる。
・排出ガスの削減（CO2：13.8トン－C/年、NOx：0.51トン/年）

継続 本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

再々評価 113 3,095 90 34.4 ・歴史的に価値のある港湾施設を保存・活用することにより、地域の
シンボル的な役割を果たすことが出来る。 継続

本省港湾局
環境・技術課
環境整備計画室

（室長　牛嶋　龍一郎）

再々評価 21
(1,420) 2,943 1,647 1.8

・輸送コストが削減されると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、
港湾の周辺環境が改善される。また、既存道路の混雑緩和の効果が得
られる。

継続

再々評価 120 160 131 1.2
・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

継続

その他 51 72 51 1.4
・防波堤の整備により、港内の静穏度が向上し、船舶の安定的で効率
的輸送が可能となる。また、係留している船舶の破損や、あるいはこ
れを避けるための避泊を回避できる。

継続

10年
継続中 53 69 57 1.2

・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。
・排出ガスの減少（CO2：53トン－C/年）

継続
北陸地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　中本　隆）

再々評価 100 170 110 1.5 ・災害時には避難緑地として活用することができる。 継続

本省港湾局
環境・技術課
環境整備計画室

（室長　牛嶋　龍一郎）

再々評価 52 103 80 1.3
・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

継続
北陸地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　中本　隆）

10年
継続中 43 206 51 4.1 ・他事業から発生する公共残土を利用することにより土砂処分にかか

るコストが縮減できる。 継続

北陸地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　増井　光男）

10年
継続中 126 142 130 1.1

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善
される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創出
が図られる。

継続 本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

担当課
（担当課長名）Ｂ／Ｃ

※２は、海岸事業と一体的に評価

（補助）

事業主体

釧路港　東港地区
小型船だまり整備事業
釧路市

滞船コストの削減
（H18　小型船利用予測隻数
90隻/日）

費用
（Ｃ）

（億円）

佐世保港 前畑地区
多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
九州地方整備局

輸送ｺｽﾄ削減
(H27想定取扱貨物量597千㌧/
年）

該当基準 総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

鹿児島港 中央港区
防波堤整備事業
九州地方整備局

交流ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ便益
（H23想定旅客船寄港隻数22
隻）

その他の指標による評価 対応方針
事 業 名

便益の主な根拠

大間港　根田内地区
複合一貫輸送ターミナル整備事業
青森県

輸送ｺｽﾄ削減
(H25フェリー旅客数117,000人
/年）

宮古港　出崎地区
旅客対応ターミナル整備事業
岩手県

観光客の入込み客数
(H22  1,500千人/年)

小本港　小本浜地区
国内物流ターミナル整備事業
岩手県

輸送ｺｽﾄ削減
（H20　想定取扱貨物量181千
トン/年）

大船渡港　永浜地区
国内物流ターミナル整備事業
岩手県

輸送ｺｽﾄ削減
（H21　想定取扱貨物量210千
トン/年）

小名浜港　1号ふ頭地区
小型船だまり整備事業
福島県

－

小名浜港　東港地区
広域資源活用護岸整備事業
福島県

－

鼠ヶ関港　平佐浜地区
避難港整備事業
山形県

避泊水域の確保
（H24避泊可能隻数　2隻）

御蔵島港　里浜地区
離島ターミナル整備事業
東京都

輸送・移動ｺｽﾄ削減
（H29想定貨物量85千トン/
年、想定乗降人員9.7千人/
年）

横浜港　新港・瑞穂地区
臨港幹線道路整備事業
横浜市

輸送ｺｽﾄ削減
(H22予測交通量3.5万台/日）

横浜港　新港地区(赤レンガ)
港湾緑地整備事業
横浜市

平成17年度
緑地利用者数：6,800,000人/
年

新潟港西港区　入舟地区
臨港道路整備事業
新潟県
（みなとトンネルを含めた全体）

輸送コストの削減
（H35予測交通量26,400台/
日）

新潟港東港区　南浜地区
小型船だまり整備事業
新潟県

滞船コストの削減
（H19小型船利用予測隻数153
隻）

両津港　湊地区
防波堤等整備事業
新潟県

滞船コストの削減
（H16小型船利用予測隻数252
隻）

魚津港　北地区
小型船だまり整備事業
富山県

滞船コストの削減
（H21小型船利用予測隻数140
隻）

伏木富山港　富山地区
港湾緑地整備事業
富山県

平成37年度
背後圏世帯数：151,784世帯

小木港　本小木地区
小型船だまり整備事業
石川県

滞船コストの削減
（H20船利用予測隻数255隻）

和田港　尾内地区
港湾緑地整備事業
福井県

平成22年度
緑地利用者数：311,000人/年

田子の浦港　中央地区
多目的国際ターミナル整備事業
静岡県

輸送ｺｽﾄ削減
（H25想定取扱貨物量2,000千
トン/年）



再々評価 53 92 38 2.4 ・背後の商業施設と一体的に利用できることから、まちづくりとの連
携を図りながら地域の活性化に貢献できる。 中止

再々評価 26 21 43 0.5 ・多種多様の植栽によるCO2削減が見込まれる。 中止

10年
継続中 49 81 57 1.4 ・背後の商業施設と一体的に利用できることから、まちづくりとの連

携を図りながら地域の活性化に貢献できる。 継続

10年
継続中 106 124 117 1.1 ・旅客船ターミナルの整備により観光の活性化と地域経済の振興及び

雇用の創出を図ることができる。 継続
中部地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　中原　正顕）

10年
継続中 173 210 151 1.4

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善
される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創出
が図られる。
・排出ガスの減少（NOx：3ﾄﾝ/年、CO2：3,004ﾄﾝ-C/年）

継続
近畿地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　西村　大司）

再々評価 410 598 422 1.4

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善
される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創出
が図られる。
・排出ガスの減少（NOx：14ﾄﾝ/年、CO2：4,156ﾄﾝ-C/年）

継続

5年
未着工 42 32 30 1.1 ・排出ガスの減少（CO2：4.7トン－C/年、NOx：0.2トン/年） 中止

10年
継続中 3.9 9.4 4.9 1.9 ・災害時には緊急物資の物流拠点や避難緑地として活用することがで

きる。 継続

本省港湾局
環境・技術課
環境整備計画室

（室長　牛嶋　龍一郎）

10年
継続中 32 43 28 1.5

・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

継続

再々評価 47 61 54 1.1
・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

継続

10年
継続中 27 45 28 1.6

・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

継続 本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

10年
継続中 145 346 159 2.2

・運搬費用の低減により排出ガスが減少し、CO2、NOxの減少が見込ま
れる。
・排出ガスの減少（CO2：45,507ﾄﾝ-C）

継続

10年
継続中 68 156 78 2.0 ・災害時には緊急物資の物流拠点や避難緑地として活用することがで

きる。 継続

10年
継続中 533 589 470 1.3

・運搬費用の低減により排出ガスが減少し、CO2、NOxの減少が見込ま
れる。
・排出ガスの減少（CO2：30,893ﾄﾝ-C、NOx：174ﾄﾝ）

継続

10年
継続中 8.7 13 10 1.3

・防波堤の整備により、港内の静穏度が向上し、船舶の安定的で効率
的輸送が可能となる。また、係留している船舶の破損や、あるいはこ
れを避けるための避泊を回避できる。

継続
中国地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　西村　拓）

10年
継続中 21 36 22 1.6

・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

継続
四国地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　権藤　宗高）

10年
継続中 37 52 37 1.4

・輸送コストが削減されると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、
港湾の周辺環境が改善される。また、既存道路の混雑緩和の効果が得
られる。
・排出ガスの減少（CO2：107.76トン－C/年、NOx：2.15トン/年）

継続

10年
継続中 82 122 95 1.3

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善
される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創出
が図られる。
・排出ガスの減少(CO2:4.43トン－C/年、NOx：0.57トン/年）

継続

再々評価 104 198 138 1.4 ・港口分離により、船舶の安全航行及び安全な地域づくりを図る。 継続
四国地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　権藤　宗高）

10年
継続中 61 108 67 1.6 ・運搬費用の低減により排出ガスが減少し、CO2、NOxの減少が見込ま

れる。 継続

本省港湾局
環境・技術課
環境整備計画室

（室長　牛嶋　龍一郎）

10年
継続中 116 182 129 1.4

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善
される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創出
が図られる。

継続 本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

10年
継続中 12 19 13 1.5

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改善
される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創出
が図られる。

継続
四国地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　権藤　宗高）

10年
継続中 8.4 12 9.2 1.3 ・多種多様の植栽によるCO2削減が見込まれる。 継続

四国地方整備局
港湾空港部

海洋環境・海岸課
（課長　岡林　昭夫）

10年
継続中 16 18 17 1.1 ・多種多様の植栽によるCO2削減が見込まれる。 継続

本省港湾局
環境・技術課
環境整備計画室

（室長　牛嶋　龍一郎）

10年
継続中 129 393 187 2.1

・輸送コストが削減されると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、
港湾の周辺環境が改善される。また、既存道路の混雑緩和の効果が得
られる。

継続 本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

博多港　中央ふ頭地区
臨港道路整備事業
福岡市

外航旅客者数移動コスト削減
（H22想定旅客者数65万人/
年）

早川港　早川地区
港湾緑地整備事業
愛媛県越智郡宮窪町

平成18年度
緑地利用者数：16,500人/年

北九州港　響灘地区
港湾緑地整備事業
北九州市

平成22年度
緑地利用者数：12,924人/年

松山港　外港地区
国内物流ターミナル整備事業
愛媛県

輸送ｺｽﾄ削減
(H18想定取扱貨物量848千トン
/年）

早川港　早川地区
国内物流ターミナル整備事業
愛媛県越智郡宮窪町

輸送ｺｽﾄ削減
(H18想定取扱貨物量318千トン
/年）

下田港　港口地区
航路整備事業
高知県

輸送コスト削減
　(H25想定内貿貨物量　359千
ﾄﾝ/年)

東予港　西条地区
廃棄物埋立護岸整備事業
愛媛県

処分コストの軽減
（平成16年度 土砂総受入予定
量：
3,950千ｍ3）

徳島小松島港　沖洲地区
臨港道路整備事業
徳島県

輸送ｺｽﾄ削減
(H24想定交通量4,461台／日）

徳島小松島港　赤石地区
国内物流ターミナル整備事業
徳島県

輸送ｺｽﾄ削減
（H19想定取扱貨物量610千ト
ン/年）

柳井港　岸ノ下地区
防波堤整備事業
山口県

避難移動ｺｽﾄ削減
（H17想定避難隻数ﾌｪﾘｰ４隻、
旅客船２隻、作業船１船団）

丸亀港　御供所地区
小型船だまり整備事業
香川県

業務コストの削減
（H19小型船利用予測隻数132
隻）

呉港　阿賀地区
港湾緑地整備事業
呉市

平成20年度
緑地利用者数：194,128人/年

広島港　出島地区
廃棄物埋立護岸整備事業
広島県

処分コストの軽減
（平成28年度 土砂総受入予定
量：
4,400千ｍ3）

尾道糸崎港　松浜地区
小型船だまり整備事業
広島県

滞船ｺｽﾄ削減
（H19小型船利用予測隻数：30
隻)

尾道糸崎港　貝野地区
廃棄物埋立護岸整備事業
広島県

処分コストの軽減
（平成18年度 土砂総受入予定
量：
3,500千ｍ3）

益田港　高津地区
小型船だまり整備事業
島根県

滞船ｺｽﾄ削減
(H26 小型船利用予測隻数174
隻）

赤碕港 松ヶ谷地区
小型船だまり整備事業
鳥取県

滞船コスト削減
(H20 小型船利用予測隻数145
隻)

浜田港　福井地区
臨港道路整備事業
島根県

輸送ｺｽﾄ削減
(H29 想定取扱貨物量820千ト
ン/年）

浜田港　福井地区
港湾緑地整備事業
島根県

平成18年度
背後圏世帯数：42,086世帯
(30km圏域)

新宮港　三輪崎地区
多目的国際ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
和歌山県

輸送コスト削減
（H25想定取扱貨物量960千ト
ン/年）

舞鶴港　和田地区
多目的国際ターミナル整備事業
京都府

輸送ｺｽﾄ削減
H22想定取扱貨物量（616千ﾄﾝ/
年）

三河港　大塚地区
港湾緑地整備事業
愛知県

平成20年度
緑地利用者数：727,500人/年

鳥羽港　佐田浜地区
旅客対応ターミナル整備事業
三重県

移動コストの削減
（H21想定定期船乗客数989千
人/年）

清水港　日の出地区
港湾緑地整備事業
静岡県

平成13年度
緑地利用者数：2,916,500人/
年

三河港　神野地区
港湾緑地整備事業
愛知県

平成20年度
緑地利用者数：610,000人/年

本省港湾局
環境・技術課
環境整備計画室

（室長　牛嶋　龍一郎）

本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

本省港湾局
環境・技術課
環境整備計画室

（室長　牛嶋　龍一郎）

本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

中国地方整備局
港湾空港部港湾計画課
（課長　西村　拓）



10年
継続中 43 227 45 5.1

・輸送コストが削減されると共に、CO2及びNOxの排出量が削減さ
れ、港湾の周辺環境が改善される。また、既存道路の混雑緩和の効果
が得られる。

継続 本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

10年
継続中 16 23 18 1.3

・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

継続

10年
継続中 39 71 42 1.7

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。

継続

再々評価 57 111 81 1.4
・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

見直し
継続

再々評価 19 57 19 3.0
・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

見直し
継続

再々評価 27 12 22 0.5 － 中止

再々評価 33 － － － － 中止

本省港湾局
環境・技術課

環境整備計画室
（室長　牛嶋　龍一

郎）

その他 － － － － －
評価

手続中

10年
継続中 17 32 15 2.1

・荷主と港湾空間の陸上輸送距離の短縮により、輸送コストが削減さ
れると共に、CO2及びNOxの排出量が削減され、港湾の周辺環境が改
善される。また、物流の効率化が図られ、地域経済の振興と雇用の創
出が図られる。

継続

10年
継続中 31 38 26 1.5

・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

継続

5年
未着工 2.0 2.6 2.0 1.3 － 中止

10年
継続中 2.8 5.1 2.8 1.8 ・多種多様の植栽によるCO2削減が見込まれる。 継続

本省港湾局
環境・技術課

環境整備計画室
（室長　牛嶋　龍一

郎）

その他 8.8 14 10 1.4
・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

見直し
継続

再々評価 － － － － －
評価

手続中

10年
継続中 20 31 19 1.6 ・多種多様の植栽によるCO2削減が見込まれる。 継続

本省港湾局
環境・技術課

環境整備計画室
（室長　牛嶋　龍一

郎）

10年
継続中 58 155 57 2.7

・港内の静穏度が向上することにより、生活物資の安定的で効率的輸
送が可能となり、輸送コストが削減されると共に、定期船等のより安
全な係留が図られる。

継続

10年
継続中 7.5 10 6.1 1.6

・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

継続

10年
継続中 11 15 13 1.2

・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

継続

10年
継続中 25 28 23 1.3

・小型船だまりの整備により、港内の小型船を適正に係留・保管する
ことが可能となり、航行船舶の安全性が向上し、漁業活動の効率化が
図られる。

継続

10年
継続中 78 129 83 1.6

・防波堤の整備により、港内の静穏度が向上し、船舶の安定的で効率
的輸送が可能となる。また、係留している船舶の破損や、あるいはこ
れを避けるための避泊を回避できる。

継続

その他 15 56 15 3.7 ・背後の商業施設と一体的に利用できることから、まちづくりとの連
携を図りながら地域の活性化に貢献できる。 継続

総便益
（億円）

10年
継続中 550 1,571 1,216 1.3

・高速交通体系の利便性の向上、観光振興、産業発展等地域に与える
波及効果に加えて、羽田、成田空港の需給逼迫緩和、国内・国外航空
ネットワークの充実、ビジットジャパンキャンペーンの推進、我が国
全体の産業の発展等に貢献する。

継続
本省航空局

飛行場部計画課
（課長　茨木　康男）

静岡空港建設事業
静岡県

航空利用者
（航空需要予測：平成18年度
国内線106万人）

その他の指標による評価 対応方針 担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ

【空港整備事業】

事 業 名
該当基準

前泊港（伊平屋）前泊地区
防波堤整備事業
沖縄県

輸送・移動コスト削減
（H21想定フェリー貨物量221
千トン/年）

石垣港新港地区
港湾緑地整備事業
石垣市

平成25年度
緑地利用者数：168,000人/年

田尻港　田尻地区
小型船だまり整備事業
鹿児島県南種子町

作業コスト削減
（H18小型船利用予測隻数20
隻）

喜界島港　手久津久地区
小型船だまり整備事業
鹿児島県喜界町

業務コスト削減
(H20小型船利用予測隻数22隻
/日）

やすら浜港　やすら浜地区
離島ターミナル整備事業
鹿児島県十島村

輸送コスト削減
(H20想定取扱貨物量 9千㌧/
年）

浦底港　浦底地区
小型船だまり整備事業
鹿児島県東町

作業コスト削減
（H19小型船利用予測隻数55
隻）

美々津港　美々津地区
小型船だまり整備事業
宮崎県

－

鹿児島港　本港地区
港湾緑地整備事業
鹿児島県

平成21年度
緑地利用者数：43,000人/年

三角港　際崎地区
港湾緑地整備事業
熊本県

平成21年度
緑地利用者数：203,000人/年

上平港　上平地区
小型船だまり整備事業
熊本県河浦町

滞船コスト削減
（H20小型船利用予測隻数58
隻）

津久見港　青江地区
小型船だまり整備事業
大分県

滞船ｺｽﾄ削減
（H19小型船利用予測隻数124
隻）

三角港　西港地区
旅客対応ターミナル整備事業
熊本県

交流機会の向上
（H18想定港湾来訪者数271千
人/年）

高田港　呉崎地区
国内物流ターミナル整備事業
大分県

－

日出港　尖地区
国内物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業
大分県

輸送ｺｽﾄ削減
（H17想定取扱貨物量291千ト
ン/年）

佐世保港　轟地区
小型船だまり整備事業
佐世保市

多層係留ｺｽﾄ削減効果
（H26小型船利用予測隻数71
隻）

佐世保港　轟地区
廃棄物埋立護岸整備事業
佐世保市

－

小茂田港　小茂田地区
小型船だまり整備事業
長崎県

作業コスト削減
（H20小型船利用予測隻数101
隻）

長崎港　香焼地区
小型船だまり整備事業
長崎県

滞船コスト削減
（H20小型船利用予測隻数50
隻）

相の浦港　相の浦地区
小型船だまり整備事業
長崎県

作業コスト削減
（H19小型船利用予測隻数52
隻）

久山港　久山地区
国内物流ターミナル整備事業
長崎県

輸送コスト削減
（H20想定取扱貨物量374千ト
ン/年）

長崎港　女神地区
臨港道路整備事業
長崎県

輸送コスト削減
（H23予測交通量8,232台/
日）

九州地方整備局
港湾空港部港湾計画課
（課長　神谷　昌文）

九州地方整備局
港湾空港部港湾計画課
（課長　神谷　昌文）

沖縄総合事務局
開発建設部港湾計画課
（課長　赤倉　康寛）

本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

九州地方整備局
港湾空港部港湾計画課
（課長　神谷　昌文）

本省港湾局計画課
（課長　林田　博）

九州地方整備局
港湾空港部港湾計画課
（課長　神谷　昌文）



総便益
（億円）

10年
継続中 1,694 6,081 3,082 1.9

(4.1)

・アジア太平洋地域における航空交通の効率化等により国際貢献に資
するものであるとともに、容量増大等による経済的運航の結果として
のNOx、ＣＯ2等の排出量の削減や、進入方式の改善による騒音軽減と
いった環境改善効果が期待できる。

継続

本省航空局管制保安部
保安企画課

航空衛星・航空交通管理
センター準備室

（室長　山本　博之）

注：（　）内は残事業の投資効率性を考慮した場合

建設中
（戸）

計画期間

10年
継続中 25 128 0 H5～H18 ・事業期間を見直し

・継続して事業を実施 継続

10年
継続中 4.5 35 0 H5～H16 ・継続して事業を実施 継続

10年
継続中 16 82 0 H6～H20 ・事業期間を見直し

・継続して事業を実施 継続

10年
継続中 39 216 0 H6～H25 ・総事業費、建設戸数等を見直し

・継続して事業を実施 継続

10年
継続中 33 255 0 H6～H16 ・継続して事業を実施 継続

中部地方整備局
住宅整備課

（課長　松本　忠）

再々評価 255 1,790 0 H1～H17 ・継続して事業を実施 継続

10年
継続中 134 845 0 H6～H17 ・継続して事業を実施 継続

10年
継続中 21 96 0 H6～H17 ・継続して事業を実施 継続

四国地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　舟久保　敏）

該当基準 総事業費
（億円）

事業を巡
る社会情
勢等の変
化の有無

コスト縮
減や代替
案立案等
の可能性

供用開始された改良
住宅の利用状況 対応方針 担当課

（担当課長名）

再々評価 140 無 無

供用開始された住宅 125戸
入居戸数　　 　　　97戸
（残り28戸は事業進捗に伴う従前居住者用住宅として確保）
利用状況　　     　78%

継続

再々評価 510 無 無
供用開始された住宅  30戸
入居戸数　　 　　　 30戸
利用状況　　     　100%

継続

再々評価 173 無 無

供用開始された住宅 264戸
入居戸数　　 　　　245戸
（残り19戸は事業進捗に伴う従前居住者用住宅として確保）
利用状況　　       93%

継続

【住宅市街地基盤整備事業】

総便益
（億円）

－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 24 131 15 8.7 継続

－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況等

10年
継続中 43 122 42 2.9 継続

－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況等

10年
継続中 18 419 64 6.5 継続

－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況等

その他 20 113 55 2.1 継続

－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況等

10年
継続中 21 278 41 6.8 継続

－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 24 99 29 3.4 継続

関東地方整備局
住宅整備課

（課長　大水　敏弘）

近畿地方整備局
住宅整備課

（課長　林　隆弘）

本省
住宅局住宅総合整備課

住環境整備室
（室長　後藤　隆之）

東北地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　田中　政幸）

関東地方整備局
住宅整備課

（課長　大水　敏弘）

72

31

23

64

210

665

長吉長原東・第２住宅公営住宅整備事業
大阪府大阪市

古市・古市中第1・第2住宅公営住宅整備事
業
大阪府大阪市

計画戸数
（戸）

事業の進捗状況

112

1,442

【公営住宅等整備事業】

担当課
（担当課長名）

担当課
（担当課長名）

対応方針事業主体 供給戸数
（戸）

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

事 業 名
事業主体 進捗状況

今後も予定通り進捗する予定

【住宅地区改良事業】

和田島団地公営住宅整備事業
徳島県小松島市

北野団地公営住宅整備事業
岩手県

渡ノ羽団地公営住宅整備事業
秋田県小坂町

赤松団地公営住宅整備事業
茨城県古河市

下桜井団地公営住宅整備事業
茨城県北茨城市

清明山団地公営住宅整備事業
愛知県

崇仁北三地区住宅地区改良事業
京都府京都市

計画よりも遅れているが、改善案により
進捗を図る予定

崇仁北四地区住宅地区改良事業
京都府京都市

計画よりも遅れているが、改善案により
進捗を図る予定

戸ノ内第三地区住宅地区改良事業
兵庫県尼崎市

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

八戸新都市
青森県八戸市 － 東北地方整備局

都市･住宅整備課
（課長　田中　政幸）　白山台公園（公園）

　青森県八戸市
誘致距離：3km
世帯数　：12,967世帯

間々田土地区画整理
栃木県小山市 －

　間々田北通り（街路）
　栃木県 計画交通量：7,300台/日

川口戸塚駅周辺
埼玉県川口市他 －

　石神境町線他１（区画）
　埼玉県 計画交通量：45,100台

坂戸石井土地区画整理他１
埼玉県坂戸市 －

　一級河川飯盛川（河川）
　埼玉県

浸水戸数：270戸
浸水農地面積：557ha

月輪土地区画整理
埼玉県滑川町 －

　駅南口停車場線他2（区画）
　埼玉県 計画交通量：18,200台

御成台研究学園都市
千葉県四街道市他 －

　県道浜野四街道長沼線（道路）
　千葉県 計画交通量：15,500（台/日）

【航空路整備事業】

事 業 名
該当基準 その他の指標による評価 対応方針 担当課

（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ

航空衛星システム整備
航空局

飛行経路短縮による費用削減
効果
（航空需要予測：
国内線航空旅客需要伸び率
2000-2007:2.2%
2007-2012:3.4%
2012-2017:1.6%
2017-    :1.1%
国際線航空旅客需要伸び率
2000-2007:3.6%
2007-2012:5.1%
2012-2017:4.1%
2017-    :3.7%）



－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 92 513 124 4.1 継続

－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 89 2,099 137 15.3 継続

－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 9.4 62 38 1.6 継続

－ － － ー － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

その他 37 856 678 1.3 継続

－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 78 155 78 2.0 継続

－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 35 82 37 2.2 継続

－ － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

その他 12 － － － 中止

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 140 6,974 324 21.5 継続

－ － － －

再々評価 ー ー ー ー 評価
手続中

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 485 836 692 1.2 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

その他 15 20 4.0 5.0 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 194 693 43 16.1 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 20 487 37 13.2 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 80 88 14 6.3 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

その他 21 128 24 5.3 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 16 34 18 1.9 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 356 810 363 2.2 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 16 112 19 5.9 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

その他 731 1,935 840 2.3 継続

再々評価 453 2,184 431 5.1 継続

10年
継続中 8.4 1,365 628 2.2 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 12 49 13 3.8 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 20 358 15 23.9 継続

再々評価 210 215 175 1.2 継続

その他 20 28 22 1.3 継続

関東地方整備局
住宅整備課

（課長　大水　敏弘）

近畿地方整備局
住宅整備課

（課長　林　隆弘）

－

ー

瑞穂・永田・駒込
千葉県大網白里町 －

　二級南白亀川(小中川）（河川）
　千葉県

浸水戸数：1,755戸
氾濫農地面積：226ha

佐倉寺崎土地区画整理
千葉県佐倉市 －

　一級印旛放水路(鹿島川)（河川）
　千葉県

浸水戸数：1,238戸
浸水面積：421ha

物井
千葉県四街道市 －

　物井１号線（街路）
　千葉県四街道市 計画交通量：5,000（台/日）

白鬚西
東京都荒川区 －

　白鬚西公園（公園）
　東京都 公園誘致圏：半径7km圏内

真田・北金目土地区画整理
神奈川県平塚市 －

　東海大学前駅真田線（街路）
　神奈川県

駅広部－デッキ利用者数：
19,719人/日
道路部－計画交通量：7,500台
/日

－

市営三ツ境・市営出刈場
神奈川県横浜市 －

　横浜厚木線関連外郭部（街路）
　神奈川県横浜市 計画交通量：14,400台／日

北陸地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　田村　英之）

御経塚
石川県金沢市他 －

　二級安原川（河川）
　石川県

浸水戸数：5,929戸
浸水農地面積：289ha

浅川
石川県金沢市

　浅野処理区田上汚水1号幹線（下水道）
　石川県金沢市

東小千谷北
新潟県小千谷市 －

　東栄元中子線（街路）
　新潟県小千谷市

焼津南部
静岡県焼津市 －

　小川下小田線（区画）
　焼津市南部土地区画整理組合 計画交通量：6,000台／日

中部地方整備局
住宅整備課

（課長　松本　忠）

豊川西部土地区画整理
愛知県豊川市 －

　二級音羽川（白川）（河川）
　愛知県

浸水戸数：768戸
浸水農地面積：86ha

植田中央他３土地区画整理
愛知県名古屋市 －

　二級天白川（河川）
　愛知県

浸水戸数：31,196戸
浸水農地面積：64ha

一宮伝法寺他１土地区画整理
愛知県一宮市 －

　一級五条川（河川）
　愛知県

浸水戸数：26,404戸
浸水農地面積：510ha

安城北部他２土地区画整理・他１
愛知県安城市 －

　二級猿渡川（河川）
　愛知県

浸水戸数：3,679戸
浸水農地面積：206ha

南気噴他３土地区画整理
愛知県春日井市 －

　一級繁田川（河川）
　愛知県

浸水戸数167戸
浸水農地面積0.2ha

汐止
愛知県名古屋市 －

　梅ノ木線（街路）
　愛知県名古屋市 計画交通量：33,800台／日

宮田
愛知県名古屋市 －

　二級戸田川（戸田川）（河川）
　愛知県名古屋市

浸水戸数：5,236　戸
浸水面積：633　ha

鳴海姥子山外４
愛知県名古屋市 －

　市道敷田大久伝線第1号（道路）
　愛知県名古屋市 計画交通量：8,600台／日

千種台
愛知県名古屋市 －

　広小路線（城山工区）（街路）
　愛知県名古屋市 計画交通量：70,000台／日

　二級山崎川（山崎川）（河川）
　愛知県名古屋市

浸水戸数：27,751　戸
浸水面積：650　ha

　居住環境基盤施設（基盤）
　愛知県

住宅宅地供給効果
施設整備効果

南田辺・狛田ニュータウン
京都府京田辺市他 －

　山手幹線（街路）
　京都府 計画交通量：18,900台／日

精華・木津
京都府木津町他 －

　一級井関川（河川）
　京都府

浸水戸数：1,693戸
浸水農地面積：43ha

　一級煤谷川（河川）
　京都府

浸水戸数：1,071戸
浸水農地面積：182ha

　準用煤谷川（河川）
　京都府精華町

浸水戸数：6戸
浸水農地面積：5.7ha



　 － － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 143 4,458 506 8.8 継続

10年
継続中 45 4,458 506 8.8 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 484 3,208 836 3.8 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 213 434 228 1.9 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 23 135 50 2.7 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 33 428 46 9.3 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 363 626 330 1.9 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

再々評価 73 477 93 5.1 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 20 － － － 中止

10年
継続中 8.7 － － － 中止

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

その他 30 54 34 1.6 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 38 89 44 2.0 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 66 10,787 5,822 1.9 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 3.6 継続

10年
継続中 2.2 継続

10年
継続中 14 継続

10年
継続中 12 継続

10年
継続中 88 継続

再々評価 144 継続

再々評価 128 継続

再々評価 48 継続

再々評価 33 継続

再々評価 68 継続

再々評価 24 継続

再々評価 48 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 494 478 59 8.1 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 112 803 743 1.1 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 74 82 38 2.2 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 278 101 19 5.3 見直し

継続

近畿地方整備局
住宅整備課

（課長　林　隆弘）

西神住宅団地２団地
兵庫県神戸市 －

　二級明石川（広域）（河川）
　兵庫県

浸水戸数：20,000戸
浸水農地面積：280ha

　二級明石川（高潮）（河川）
　兵庫県

浸水戸数：20,000戸
浸水農地面積：280ha

宝塚武庫川
兵庫県宝塚市他 －

　二級武庫川（河川）
　兵庫県

浸水戸数：145,000戸
浸水農地面積：4180ha

川西猪名川団地
兵庫県川西市他 －

　一級猪名川（河川）
　兵庫県

浸水戸数：1526戸
浸水農地面積：100ha

近鉄西大寺駅南土地区画整理
奈良県奈良市 －

　区画整理市道西大寺阪奈線（区画）
　奈良県奈良市 計画交通量：7,782台／日

長吉長原東
大阪府大阪市 －

　瓜破長吉線（街路）
　大阪府大阪市 計画交通量：18,000台/日

長吉六反団地土地区画整理
大阪府大阪市 －

　長吉東部１号線外１路線（区画）
　大阪府大阪市 画交通量：16,000台/日

阿倍野市街地再開発
大阪府大阪市 －

－

　町道小田西線（道路）
　鹿児島県隼人町 －

　阿倍野再開発２号公園（公園）
　大阪府大阪市 誘致距離：1.5km

隼人ガーデンシティ
鹿児島県隼人町 －

九州地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

石田
福岡県北九州市 －

　湯川東谷線（石田）（街路）
　福岡県北九州市 計画交通量：15,100台/日

西鉄曽根
福岡県北九州市 －

　飛行場南線（貫）（街路）
　福岡県北九州市 計画交通量：19,900台/日

  町道小田小浜線（道路）
　鹿児島県隼人町

多摩ニュータウン
東京都多摩市他 －

　4～11住区多目的広場（基盤）
　都市基盤整備公団 計画戸数40,480戸

本省
土地･水資源局
土地政策課

（課長　松葉 佳文）

千葉ニュータウン
千葉市印西市他 －

　５駅圏広場（基盤）
　都市基盤整備公団

10,765 計画戸数50,220戸 10,216 1.1

　７駅圏広場（基盤）
　都市基盤整備公団

　７駅圏電気・電話・CATV（基盤）
　都市基盤整備公団

　(3.4.30)千葉NT関連街路（街路）
　都市基盤整備公団

　印西総合公園（公園）
　都市基盤整備公団

　県道船橋印西線（道路）
　都市基盤整備公団

　(3.1.1)(3.1.2)
　千葉NT関連街路（街路）
　都市基盤整備公団

　(3.3.4)(3.3.5)
　千葉NT関連街路（街路）
　都市基盤整備公団

　(3.3.6)千葉NT関連街路（街路）
　都市基盤整備公団

　一級神崎川（上流）（河川）
　都市基盤整備公団

　一級浦部川（河川）
　都市基盤整備公団

　一級亀成川（上流）（河川）
　都市基盤整備公団

蓮花寺西部丘陵NT土地区画整理
三重県桑名市 －

　大山田播磨線他2路線（区画）
　都市基盤整備公団 計画交通量：6,099台/日

名塩ニュータウン
兵庫県西宮市 －

　創造の森他緑地（基盤）
　都市基盤整備公団 計画戸数：3,900戸

国際文化公園都市
大阪府茨木市他 －

　一級佐保川（河川）
　都市基盤整備公団

浸水戸数：449戸
浸水農地面積：33ha

橋本林間田園都市第3地区
和歌山県橋本市 －

　三石台垂井線他2路線（区画）
　都市基盤整備公団 計画交通量：3,759台/日



再々評価 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中

見直し
継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

再々評価 継続

再々評価 継続

再々評価 継続

再々評価 継続

再々評価 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

再々評価 継続

10年
継続中 継続

再々評価 継続

再々評価 継続
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再々評価 継続

再々評価 継続

10年
継続中 継続

再々評価 継続

再々評価 継続

再々評価 継続

再々評価 評価
手続中

10年
継続中 継続

10年
継続中

見直し
継続

10年
継続中

見直し
継続

10年
継続中

見直し
継続

10年
継続中 継続

本省住宅局
市街地住宅整備室

（室長　井上　俊之）

金岡地区住宅市街地総合整備事業
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

神戸市震災復興地区（六甲）住宅市街地総
合整備事業
兵庫県神戸市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

出来島地区住宅市街地総合整備事業
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

旭ヶ丘地区住宅市街地総合整備事業
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

門真市北部地区住宅市街地総合整備事業
大阪府門真市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

都島リバーシティ地区住宅市街地総合整備
事業
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

池田･大利地区住宅市街地総合整備事業
大阪府寝屋川市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

香里地区住宅市街地総合整備事業
大阪府寝屋川市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

湊西地区住宅市街地総合整備事業
大阪府堺市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

萱島東地区住宅市街地総合整備事業
大阪府寝屋川市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

淀川リバーサイド地区住宅市街地総合整備
事業
大阪府大阪市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

高見地区住宅市街地総合整備事業
大阪府大阪市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

筒井地区住宅市街地総合整備事業
愛知県名古屋市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

虹ヶ丘西地区住宅市街地総合整備事業
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

浜地区住宅市街地総合整備事業
愛知県名古屋市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

大曽根北地区住宅市街地総合整備事業
愛知県名古屋市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

ヨコハマポートサイド地区住宅市街地総合
整備事業
神奈川県横浜市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

本町地区住宅市街地総合整備事業
静岡県焼津市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

西経堂地区住宅市街地総合整備事業
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

久米川地区住宅市街地総合整備事業
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

練馬地区住宅市街地総合整備事業
東京都練馬区

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

南千住地区住宅市街地総合整備事業
東京都荒川区

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

北沢３・４丁目地区住宅市街地総合整備事
業
東京都世田谷区

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

世田谷・若林地区住宅市街地総合整備事業
東京都世田谷区

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

北部中央地区住宅市街地総合整備事業
東京都墨田区

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

太子堂２・３丁目地区住宅市街地総合整備
事業
東京都世田谷区

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

担当課
（担当課長名）事業主体

川口駅周辺地区住宅市街地総合整備事業
埼玉県川口市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

該当基準 その他の指標による評価 対応方針

足立一・二・三丁目地区住宅市街地総合整
備事業
東京都足立区

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

光ヶ丘地区住宅市街地総合整備事業
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

蒲田２・３丁目地区住宅市街地総合整備事
業
東京都大田区

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

新所沢第一地区住宅市街地総合整備事業
都市基盤整備公団

上十条三・四丁目地区住宅市街地総合整備
事業
東京都北区

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始されたコミュニティ住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

【住宅市街地総合整備事業】

事 業 名



10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

再々評価 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

総便益
（億円）

10年
継続中 72 5.2 4.3 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 65 4.3 3.7 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 78 5.6 3.6 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 58 3.1 2.5 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 62 6.3 4.0 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 160 6.5 5.5 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 81 11 4.5 2.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 197 11 7.3 1.5 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 200 10 6.2 1.7 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 44 4.8 2.5 1.9 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 161 10 7.4 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 220 15 12 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 55 3.8 3.1 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 55 3.3 3.1 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 63 3.9 3.6 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 220 13 11 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 49 2.5 2.4 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 96 5.9 5.0 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 57 72 66 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 60 3.2 3.2 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 42 2.3 2.1 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 85 5.4 5.3 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 115 7.3 7.2 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 122 6.9 6.8 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 95 5.6 5.4 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 38 2.2 2.0 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 45 3.3 2.7 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 75 4.8 4.7 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

本省住宅局
市街地住宅整備室

（室長　井上　俊之）

東北地方整備局建政部
都市・住宅整備課

（課長　田中　政幸）

北海道開発局
事業振興部都市住宅課
（課長　相馬　和則）

矢島町公共下水道事業（矢島処理区）
秋田県矢島町 便益算定人口 0.40 万人

大内町特定環境保全公共下水道事業（岩谷
処理区）
秋田県大内町

便益算定人口 0.46 万人

金成町特定環境保全公共下水道事業（迫川
処理区）
宮城県金成町

便益算定人口 0.60 万人

花山村特定環境保全公共下水道事業（花山
処理区）
宮城県花山村

便益算定人口 0.12 万人

栗駒町特定環境保全公共下水道事業（迫川
処理区）
宮城県栗駒町

便益算定人口 0.96 万人

一迫町特定環境保全公共下水道事業（迫川
処理区）
宮城県一迫町

便益算定人口 0.68 万人

大野村特定環境保全公共下水道事業（大野
処理区）
岩手県大野村

便益算定人口 0.29 万人

色麻町特定環境保全公共下水道事業（色麻
処理区）
宮城県色麻町

便益算定人口 0.59 万人

田老町特定環境保全公共下水道事業（田老
処理区）
岩手県田老町

便益算定人口 0.33 万人

山田町公共下水道事業（船越処理区）
岩手県山田町 便益算定人口 0.40 万人

大東町特定環境保全公共下水道事業（摺沢
処理区）
岩手県大東町

便益算定人口 0.28 万人

東山町公共下水道事業（東山処理区）
岩手県東山町 便益算定人口 0.56 万人

川内町特定環境保全公共下水道事業（川内
処理区）
青森県川内町

便益算定人口 0.41 万人

二戸市公共下水道事業（二戸処理区）
岩手県二戸市 便益算定人口 2.32 万人

音別町特定環境保全公共下水道事業（音別
処理区）
北海道音別町

便益算定人口 0.30 万人

平舘村特定環境保全公共下水道事業（平舘
処理区）
青森県平舘村

便益算定人口 0.26 万人

弟子屈町公共下水道事業（弟子屈処理区）
北海道弟子屈町 便益算定人口 0.68 万人

白糠町公共下水道事業（白糠処理区）
北海道白糠町 便益算定人口 1.32 万人

足寄町公共下水道事業（足寄処理区）
北海道足寄町 便益算定人口 0.73 万人

陸別町特定環境保全公共下水道事業（陸別
処理区）
北海道陸別町

便益算定人口 0.26 万人

枝幸町公共下水道事業（枝幸処理区）
北海道枝幸町 便益算定人口 0.90 万人

早来町公共下水道事業（早来処理区）
北海道早来町 便益算定人口 0.90 万人

増毛町公共下水道事業（増毛処理区）
北海道増毛町 便益算定人口 0.42 万人

羽幌町公共下水道事業（羽幌処理区）
北海道羽幌町 便益算定人口 0.48 万人

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

中富良野町特定環境保全公共下水道事業
（中富良野処理区）
北海道中富良野町

便益算定人口 0.35 万人

南富良野町特定環境保全公共下水道事業
（幾寅処理区）
北海道南富良野町

便益算定人口 0.71 万人

郡家震災復興地区住宅市街地総合整備事業
兵庫県一宮町

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

その他の指標による評価
便益の主な根拠

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ

平松地区住宅市街地総合整備事業
福岡県北九州市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

西折尾地区住宅市街地総合整備事業
福岡県北九州市

千代・吉塚地区住宅市街地総合整備事業
福岡県福岡市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

別府地区住宅市街地総合整備事業
福岡県福岡市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

七飯町特定環境保全公共下水道事業（大沼
処理区）
北海道七飯町

朝日町特定環境保全公共下水道事業（朝日
処理区）
北海道朝日町

便益算定人口 0.17 万人

神戸市震災復興地区（御菅）住宅市街地総
合整備事業
兵庫県神戸市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

神戸市震災復興地区（新長田）住宅市街地
総合整備事業
兵庫県神戸市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

那波丘の台地区住宅市街地総合整備事業
兵庫県相生市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

便益算定人口 0.17 万人

神戸市震災復興地区（東部新都心周辺）住
宅市街地総合整備事業
兵庫県神戸市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

神戸市震災復興地区（松本周辺）住宅市街
地総合整備事業
兵庫県神戸市

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の
開始された住宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

担当課
（担当課長名）評価結果

事業主体

【下水道事業】

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）



10年
継続中 86 5.5 5.3 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 131 8.0 7.9 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 66 5.4 4.4 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 60 4.1 3.7 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 48 4.8 3.2 1.5 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 70 4.8 4.7 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 18 28 25 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 427 24 22 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 90 93 73 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 196 225 146 1.5 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 138 11 7.0 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 57 6.8 2.4 2.8 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 85 7.2 4.7 1.5 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 37 45 43 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 59 50 49 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 203 204 166 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 248 17 16 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 131 0.31 0.25 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 151 18 6.8 2.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続
本省都市・地域整備局
下水道部下水道事業課
（課長　小林　一朗）

10年
継続中 281 319 257 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 1,478 197 161 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 1,356 259 204 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 373 82 64 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 269 31 21 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 152 9.4 7.9 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 130 9.2 8.2 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 109 7.4 7.0 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 120 5.3 5.1 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 76 3.7 3.4 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 50 2.6 2.5 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 478 8,292 3,872 2.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 445 3,866 2,384 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 615 4,956 3,630 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 267 1,139 987 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 217 1,113 1,014 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 260 1,015 929 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 44 2.9 2.8 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 53 2.8 2.7 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中

地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中

地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中

地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中

地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

東北地方整備局建政部
都市・住宅整備課

（課長　田中　政幸）

北陸地方整備局建政部
都市・住宅整備課

（課長　田村　英之）

関東地方整備局
建政部都市整備課
（課長　東　智徳）

関東地方整備局
建政部都市整備課
（課長　東　智徳）

北陸地方整備局建政部
都市・住宅整備課

（課長　田村　英之）

本省都市・地域整備局
下水道部下水道事業課
（課長　小林　一朗）

14 1.1
八尾町特定環境保全公共下水道事業（神通
川左岸処理区）
富山県八尾町
婦中町公共下水道事業（神通川左岸処理
区）
富山県婦中町 330 30 便益算定人口 3.64 万人 23 1.3
婦中町特定環境保全公共下水道事業（神通
川左岸処理区）
富山県婦中町

八尾町公共下水道事業（神通川左岸処理
区）
富山県八尾町 184 16 便益算定人口 1.92 万人

大山町特定環境保全公共下水道事業（小見
処理区）
富山県大山町

便益算定人口 1.62 万人

上市町特定環境保全公共下水道事業（柿沢
処理区）
富山県上市町

便益算定人口 0.36 万人

魚野川流域下水道（堀之内処理区）
新潟県 便益算定人口 2.95 万人

国府川流域下水道（国府川処理区）
新潟県 便益算定人口 2.91 万人

信濃川下流流域下水道（長岡処理区）
新潟県 便益算定人口 13.57 万人

魚野川流域下水道（六日町処理区）
新潟県 便益算定人口 3.68 万人

信濃川下流流域下水道（新潟処理区）
新潟県 便益算定人口 21.32 万人

信濃川下流流域下水道（新津処理区）
新潟県 便益算定人口 14.17 万人

相川町特定環境保全公共下水道事業（相川
処理区）
新潟県相川町

便益算定人口 0.38 万人

小木町特定環境保全公共下水道事業（小木
処理区）
新潟県小木町

便益算定人口 0.28 万人

柿崎町公共下水道事業（柿崎処理区）
新潟県柿崎町 便益算定人口 1.06 万人

板倉町特定環境保全公共下水道事業（板倉
処理区）
新潟県板倉町

便益算定人口 0.67 万人

西川町公共下水道事業（西川処理区）
新潟県西川町 便益算定人口 1.19 万人

津南町特定環境保全公共下水道事業（津南
処理区）
新潟県津南町

便益算定人口 0.82 万人

市原市公共下水道事業（南総処理区）
千葉県市原市 便益算定人口 3.07 万人

巻町公共下水道事業（西川処理区）
新潟県巻町 便益算定人口 2.84 万人

市原市公共下水道事業（松ヶ島処理区）
千葉県市原市 便益算定人口 10.98 万人

市原市公共下水道事業（菊間処理区）
千葉県市原市 便益算定人口 15.33 万人

千葉市六方都市下水路
千葉県千葉市 便益算定面積 93 ｈａ

旭市公共下水道事業（朝日処理区）
千葉県旭市 便益算定人口 2.76 万人

上里町公共下水道事業（上里処理区）
埼玉県上里町 便益算定人口 2.84 万人

上里町公共下水道事業（元小山川第２排水
区）
埼玉県上里町

便益算定面積 27 ｈａ

白沢村特定環境保全公共下水道事業（白沢
処理区）
群馬県白沢村

便益算定人口 0.33 万人

板倉町公共下水道事業（板倉処理区）
群馬県板倉町 便益算定人口 2.52 万人

塩原町公共下水道事業（北那須処理区）
栃木県塩原町 便益算定人口 0.44 万人

小野上村特定環境保全公共下水道事業（小
野上処理区）
群馬県小野上村

便益算定人口 0.66 万人

烏山町公共下水道事業（烏山中央処理区）
栃木県烏山町 便益算定人口 1.25 万人

西那須野町公共下水道事業（蕪中川排水区
等）
栃木県西那須野町

便益算定面積 607 ｈａ

桂村特定環境保全公共下水道事業（中央処
理区）
茨城県桂村

便益算定人口 0.59 万人

石下町公共下水道事業（鬼怒小貝処理区）
茨城県石下町 便益算定人口 2.97 万人

北塩原村特定環境保全公共下水道事業（北
山処理区）
福島県北塩原村

便益算定人口 0.14 万人

茨城町公共下水道事業（茨城処理区）
茨城県茨城町 便益算定人口 2.82 万人

温海町公共下水道事業（鼠ヶ関処理区）
山形県温海町 便益算定人口 0.65 万人

松山町特定環境保全公共下水道事業（松山
処理区）
山形県松山町

便益算定人口 0.45 万人

最上町公共下水道事業（向町処理区）
山形県最上町 便益算定人口 0.56 万人

朝日村特定環境保全公共下水道事業（朝日
処理区）
山形県朝日村

便益算定人口 0.32 万人

西川町公共下水道事業（西川処理区）
山形県西川町 便益算定人口 0.51 万人

大江町公共下水道事業（大江処理区）
山形県大江町 便益算定人口 0.70 万人



10年
継続中 24 1.8 1.3 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中

地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中

地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中

地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中

地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 320 19 15 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 78 13 6.2 2.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 112 6.2 5.4 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 508 348 332 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 239 247 204 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 424 384 298 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 286 408 264 1.5 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 91 74 71 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 116 109 99 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 252 160 159 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 253 181 180 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 143 155 119 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 94 125 68 1.8 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 84 34 27 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 150 105 85 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 206 203 195 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 187 142 128 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 171 158 110 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 104 102 76 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 60 75 53 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 86 85 83 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 50 53 50 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 99 120 91 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 120 138 111 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 26 38 32 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 63 3.9 3.4 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 266 469 303 1.5 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 132 212 140 1.5 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 147 189 134 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 185 237 196 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 135 200 175 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 85 195 111 1.8 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 123 9.7 7.4 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 60 71 46 1.5 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 104 137 79 1.7 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 215 210 154 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 246 238 198 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

北陸地方整備局建政部
都市・住宅整備課

（課長　田村　英之）

関東地方整備局
建政部都市整備課
（課長　東　智徳）

富士河口湖町（旧河口湖町）公共下水道事
業（富士北麓処理区）
山梨県富士河口湖町

便益算定人口 2.11 万人

忍野村公共下水道事業（富士北麓処理区）
山梨県忍野村 便益算定人口 0.86 万人

山中湖村公共下水道事業（富士北麓処理
区）
山梨県山中湖村

便益算定人口 0.53 万人

高根町特定環境保全公共下水道事業（中央
処理区）
山梨県高根町

便益算定人口 0.71 万人

小淵沢町特定環境保全公共下水道事業（中
央処理区）
山梨県小淵沢町

便益算定人口 0.33 万人

田富町公共下水道事業（釜無川処理区）
山梨県田富町 便益算定人口 2.00 万人

双葉町公共下水道事業（釜無川処理区）
山梨県双葉町 便益算定人口 1.70 万人

玉穂町公共下水道事業（釜無川処理区）
山梨県玉穂町 便益算定人口 1.69 万人

昭和町公共下水道事業（釜無川処理区）
山梨県昭和町 便益算定人口 1.80 万人

竜王町公共下水道事業（釜無川処理区）
山梨県竜王町 便益算定人口 4.62 万人

敷島町公共下水道事業（釜無川処理区）
山梨県敷島町 便益算定人口 1.98 万人

鰍沢町公共下水道事業（釜無川処理区）
山梨県鰍沢町 便益算定人口 0.33 万人

身延町公共下水道事業（身延処理区）
山梨県身延町 便益算定人口 0.65 万人

市川大門町公共下水道事業（釜無川処理
区）
山梨県市川大門町

便益算定人口 0.97 万人

増穂町公共下水道事業（釜無川処理区）
山梨県増穂町 便益算定人口 1.33 万人

中道町特定環境保全公共下水道事業（峡東
処理区）
山梨県中道町

便益算定人口 0.64 万人

三珠町公共下水道事業（釜無川処理区）
山梨県三珠町 便益算定人口 0.40 万人

八代町特定環境保全公共下水道事業（峡東
処理区）
山梨県八代町

便益算定人口 0.84 万人

境川村特定環境保全公共下水道事業（峡東
処理区）
山梨県境川村

便益算定人口 0.61 万人

御坂町特定環境保全公共下水道事業（峡東
処理区）
山梨県御坂町

便益算定人口 1.28 万人

一宮町公共下水道事業（峡東処理区）
山梨県一宮町 便益算定人口 1.15 万人

勝沼町公共下水道事業（峡東処理区）
山梨県勝沼町 便益算定人口 0.99 万人

石和町公共下水道事業（峡東処理区）
山梨県石和町 便益算定人口 2.76 万人

春日居町公共下水道事業（峡東処理区）
山梨県春日居町 便益算定人口 0.84 万人

牧丘町特定環境保全公共下水道事業（峡東
処理区）
山梨県牧丘町

便益算定人口 0.22 万人

南アルプス市（旧櫛形町）公共下水道事業
（釜無川処理区）
山梨県南アルプス市

便益算定人口 2.01 万人

南アルプス市（旧甲西町）公共下水道事業
（釜無川処理区）
山梨県南アルプス市

便益算定人口 1.39 万人

南アルプス市（旧若草町）公共下水道事業
（釜無川処理区）
山梨県南アルプス市

便益算定人口 1.36 万人

南アルプス市（旧白根町）公共下水道事業
（釜無川処理区）
山梨県南アルプス市

便益算定人口 2.13 万人

韮沢市公共下水道事業（釜無川処理区）
山梨県韮崎市 便益算定人口 3.61 万人

南アルプス市（旧八田村）公共下水道事業
（釜無川処理区）
山梨県南アルプス市

便益算定人口 0.85 万人

塩山市公共下水道事業（峡東処理区）
山梨県塩山市 便益算定人口 2.03 万人

山梨市公共下水道事業（峡東処理区）
山梨県山梨市 便益算定人口 3.10 万人

穴水町公共下水道事業（穴水処理区）
石川県穴水町 便益算定人口 0.49 万人

富士吉田市公共下水道事業（富士北麓処理
区）
山梨県富士吉田市

便益算定人口 4.17 万人

輪島市公共下水道事業（輪島処理区）
石川県輪島市 便益算定人口 2.07 万人

鶴来町公共下水道事業（犀川左岸処理区）
石川県鶴来町 便益算定人口 1.70 万人

4.5 1.0
大門町特定環境保全公共下水道事業（神通
川左岸処理区）
富山県大門町
大島町公共下水道事業（神通川左岸処理
区）
富山県大島町 86 7.9 便益算定人口 1.06 万人 6.8 1.2
大島町特定環境保全公共下水道事業（神通
川左岸処理区）
富山県大島町

婦中町公共下水道事業（速星排水区）
富山県婦中町 便益算定面積 90 ｈａ

大門町公共下水道事業（神通川左岸処理
区）
富山県大門町 52 4.7 便益算定人口 0.72 万人



その他 44 6.2 3.6 1.7 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 61 5.1 3.7 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 290 1,088 856 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 615 1,637 1,315 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 867 2,920 2,221 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 73 3.4 3.3 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 149 4.5 4.1 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 67 2.6 2.5 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 169 5.8 5.5 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 53 2.3 2.1 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 地元情勢、自然環境条件等に大きな変化がなく、概ね計画通りである
ことから、順調に進捗している　等 継続

その他 地元情勢、自然環境条件等に大きな変化がなく、概ね計画通りである
ことから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 53 1.7 1.7 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 149 8.1 6.7 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 40 2.5 2.4 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 279 14 13 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 124 186 124 1.5 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 105 102 95 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 51 49 48 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 19 9.8 8.1 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 39 50 48 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 56 3.7 3.2 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 58 66 62 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 33 34 32 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 711 762 647 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 118 231 148 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 27 3.4 1.3 2.7 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 656 432 300 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 194 197 172 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 46 6.4 4.0 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 49 4.2 3.3 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 158 9.5 8.7 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中

地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中

地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 555 662 628 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 746 1,047 895 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 483 757 689 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 60 143 90 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 206 307 283 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 97 150 132 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 487 271 255 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 64 216 194 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

本省都市・地域整備局
下水道部下水道事業課
（課長　小林　一朗）

中部地方整備局
建政部都市整備課

（課長　筒井　裕治）

関東地方整備局
建政部都市整備課
（課長　東　智徳）

阿久比町公共下水道事業（衣浦西部処理
区）
愛知県阿久比町

便益算定人口 3.38 万人

大口町公共下水道事業（五条川右岸処理
区）
愛知県大口町

便益算定人口 1.22 万人

扶桑町公共下水道事業（五条川右岸処理
区）
愛知県扶桑町

便益算定人口 3.24 万人

知多市公共下水道事業（衣浦西部処理区）
愛知県知多市 便益算定人口 1.45 万人

岩倉市公共下水道事業（五条川右岸処理
区）
愛知県岩倉市

便益算定人口 3.18 万人

半田市公共下水道事業（衣浦西部処理区）
愛知県半田市 便益算定人口 12.34 万人

江南市公共下水道事業（五条川右岸処理
区）
愛知県江南市

便益算定人口 9.30 万人

214 1.1
新居町特定環境保全公共下水道事業（新居
処理区）
静岡県新居町
一宮市公共下水道事業（五条川右岸処理
区）
愛知県一宮市

便益算定人口 7.22 万人

豊岡村特定環境保全公共下水道事業（豊岡
処理区）
静岡県豊岡村

便益算定人口 1.60 万人

新居町公共下水道事業（新居処理区）
静岡県新居町

227 240 便益算定人口 1.85 万人

浜岡町特定環境保全公共下水道事業（高松
処理区）
静岡県浜岡町

便益算定人口 0.38 万人

春野町特定環境保全公共下水道事業（気田
処理区）
静岡県春野町

便益算定人口 0.24 万人

湖西市公共下水道事業（浜名湖処理区）
静岡県湖西市 便益算定人口 4.35 万人

大須賀町公共下水道事業（大須賀処理区）
静岡県大須賀町 便益算定人口 1.36 万人

静岡市公共下水道事業（下川原・上川原排
水区）
静岡県静岡市

便益算定面積 355 ｈａ

浜北市公共下水道事業（沖川第１排水区
他）
静岡県浜北市

便益算定面積 247 ｈａ

国府町特定環境保全公共下水道事業（宇津
江処理区）
岐阜県国府町

便益算定人口 0.16 万人

静岡市公共下水道事業（長田処理区）
静岡県静岡市 便益算定人口 6.87 万人

明智町特定環境保全公共下水道事業（明智
処理区）
岐阜県明智町

便益算定人口 0.47 万人

下呂町特定環境保全公共下水道事業（竹原
処理区）
岐阜県下呂町

便益算定人口 0.40 万人

富加町特定環境保全公共下水道事業（詰田
川第１排水区他）
岐阜県富加町

便益算定面積 71 ｈａ

福岡町特定環境保全公共下水道事業（福岡
処理区）
岐阜県福岡町

便益算定人口 0.32 万人

白鳥町特定環境保全公共下水道事業（白鳥
処理区）
岐阜県白鳥町

便益算定人口 0.83 万人

高鷲村特定環境保全公共下水道事業（高鷲
処理区）
岐阜県高鷲村

便益算定人口 0.59 万人

南佐久環境衛生組合公共下水道事業（南佐
久処理区）
長野県南佐久環境衛生組合

便益算定人口 1.54 万人

八幡町公共下水道事業（八幡中央処理区）
岐阜県八幡町 便益算定人口 1.25 万人

松川村特定環境保全公共下水道事業（松川
処理区）
長野県松川村

便益算定人口 1.03 万人

信州新町特定環境保全公共下水道事業（新
町処理区）
長野県信州新町

便益算定人口 0.32 万人

7.6 1.0
木曽福島町特定環境保全公共下水道事業
（黒川中部処理区）
長野県木曽福島町
麻績村町特定環境保全公共下水道事業（麻
績処理区）
長野県麻績村

便益算定人口 0.26 万人

豊丘村特定環境保全公共下水道事業（豊丘
処理区）
長野県豊丘村

便益算定人口 0.35 万人

木曽福島町公共下水道事業（木曽福島処理
区）
長野県木曽福島町 143 7.8 便益算定人口 0.74 万人

飯島町公共下水道事業（飯島処理区）
長野県飯島町 便益算定人口 0.48 万人

高森町公共下水道事業（高森処理区）
長野県高森町 便益算定人口 0.85 万人

中野市特定環境保全公共下水道事業（高丘
処理区）
長野県中野市

便益算定人口 0.36 万人

大町市特定環境保全公共下水道事業（常磐
処理区）
長野県大町市

便益算定人口 0.69 万人

峡東流域下水道事業（峡東処理区）
山梨県 便益算定人口 14.46 万人

釜無川流域下水道事業（釜無川処理区）
山梨県 便益算定人口 28.17 万人

富士河口湖町（旧足和田村）公共下水道事
業（富士北麓処理区）
山梨県富士河口湖町

便益算定人口 0.16 万人

富士北麓流域下水道事業（富士北麓処理
区）
山梨県

便益算定人口 8.10 万人

富士河口湖町（旧勝山村）公共下水道事業
（富士北麓処理区）
山梨県富士河口湖町

便益算定人口 0.28 万人

関東地方整備局
建政部都市整備課
（課長　東　智徳）



10年
継続中 64 191 180 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 160 319 289 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 455 1,916 1,647 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 900 2,270 2,093 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 69 93 52 1.8 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概
ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 61 119 65 1.8 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 377 561 429 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 29 59 32 1.8 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 476 861 552 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 25 103 33 3.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 32 132 35 3.8 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 98 9.5 4.6 2.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 161 176 161 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 54 3.1 3.0 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 37 2.8 2.7 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 30 5.1 4.8 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 56 3.9 3.6 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 19 1.0 1.0 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 12 0.30 0.22 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 130 213 134 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 67 4.4 2.9 1.5 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 269 170 169 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 49 4.0 3.5 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 32 3.0 2.8 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 1,515 1,672 1,015 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 150 8.9 5.7 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 63 4.9 3.8 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 102 6.6 5.3 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 132 8.9 7.7 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 21 30 24 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 18 1.1 0.86 1.2 地元情勢、自然環境条件等に大きな変化がなく、概ね計画通りである
ことから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 175 186 144 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 23 27 26 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 272 295 252 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 71 63 62 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 7.2 0.95 0.68 1.4 地元情勢、自然環境条件等に大きな変化がなく、概ね計画通りである
ことから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 95 8.5 6.0 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 22 1.3 1.3 1.0 地元情勢、自然環境条件等に大きな変化がなく、概ね計画通りである
ことから、順調に進捗している　等 継続

その他 24 2.2 1.6 1.4 地元情勢、自然環境条件等に大きな変化がなく、概ね計画通りである
ことから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 62 65 61 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 166 120 111 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 － － － － －

評価
手続中

中部地方整備局
建政部都市整備課

（課長　筒井　裕治）

本省都市・地域整備局
下水道部下水道事業課
（課長　小林　一朗）

中部地方整備局
建政部都市整備課

（課長　筒井　裕治）

近畿地方整備局
建政部都市整備課

(課長　新階　寛恭）

中国地方整備局建政部
都市・住宅整備課

（課長　石崎　隆弘）

周南市（旧鹿野町）特定環境保全公共下水
道（鹿野処理区）
山口県周南市

－

吉田町公共下水道事業（吉田処理区）
広島県吉田町 便益算定人口 0.55 万人

安芸津町公共下水道事業（安芸津処理区）
広島県安芸津町 便益算定人口 1.10 万人

大朝町特定環境保全公共下水道事業（大朝
処理区）
広島県大朝町

便益算定人口 0.09 万人

大朝町特定環境保全公共下水道事業（新庄
処理区）
広島県大朝町

便益算定人口 0.18 万人

三次市特定環境保全公共下水道事業（酒屋
処理区）
広島県三次市

便益算定人口 0.50 万人

大柿町特定環境保全公共下水道事業（大柿
処理区）
広島県大柿町

便益算定人口 0.93 万人

鴨方町公共下水道事業（鴨方処理区）
岡山県鴨方町 便益算定人口 2.15 万人

作東町特定環境保全公共下水道事業（江見
処理区）
岡山県作東町

便益算定人口 0.29 万人

岡山市公共下水道事業（吉井川処理区）
岡山県岡山市 便益算定人口 1.34 万人

岡山市特定環境保全公共下水道事業（中原
処理区）
岡山県岡山市

便益算定人口 0.14 万人

日原町特定環境保全公共下水道事業（日原
処理区）
島根県日原町

便益算定人口 0.18 万人

木次町・三刀屋町公共下水道事業（木次・
三刀屋排水区）
島根県木次町・三刀屋町公共下水道事務組

便益算定面積 97 ｈａ

北条町特定環境保全公共下水道事業（北条
処理区）
鳥取県北条町

便益算定人口 0.63 万人

淀江町公共下水道事業（淀江処理区）
鳥取県淀江町 便益算定人口 1.20 万人

和歌山市貴志都市下水路
和歌山県和歌山市 便益算定面積 357 ｈａ

智頭町特定環境保全公共下水道事業（智頭
処理区）
鳥取県智頭町

便益算定人口 0.41 万人

村岡町特定環境保全公共下水道事業（射添
処理区）
兵庫県村岡町

便益算定人口 0.21 万人

和歌山市公共下水道事業（北部処理区）
和歌山県和歌山市 便益算定人口 14.40 万人

日高町公共下水道事業（日高中央処理区）
兵庫県日高町 便益算定人口 1.11 万人

村岡町特定環境保全公共下水道事業（村岡
処理区）
兵庫県村岡町

便益算定人口 0.33 万人

揖保川町特定環境保全公共下水道事業（揖
保川処理区）
兵庫県揖保川町

便益算定人口 1.61 万人

佐用町特定環境保全公共下水道事業（佐用
処理区）
兵庫県佐用町

便益算定人口 0.47 万人

大阪狭山市公共下水道事業（今池処理区）
大阪府大阪狭山市 便益算定人口 0.25 万人

稲美町公共下水道事業（国安川排水区）
兵庫県稲美町 便益算定面積 203 ｈａ

大江町特定環境保全公共下水道事業（大江
中部処理区）
京都府大江町

便益算定人口 0.37 万人

網野町特定環境保全公共下水道事業（橘処
理区）
京都府網野町

便益算定人口 0.30 万人

京北町特定環境保全公共下水道事業（京北
処理区）
京都府京北町

便益算定人口 0.35 万人

三和町町特定環境保全公共下水道事業（三
和処理区）
京都府三和町

便益算定人口 0.18 万人

向日市公共下水道事業（桂川右岸処理区）
京都府向日市 便益算定面積 767 ｈａ

宇治田原町公共下水道事業（宇治田原処理
区）
京都府宇治田原町

便益算定人口 1.70 万人

菰野町公共下水道事業（菰野第１排水区
他）
三重県菰野町

便益算定面積 368 ｈａ

河芸町豊津川都市下水路
三重県河芸町 便益算定面積 150 ｈａ

亀山市公共下水道事業（東御幸第１排水区
他）
三重県亀山市

便益算定面積 1697 ｈａ

菰野町公共下水道事業（北部処理区）
三重県菰野町 便益算定人口 3.98 万人

四日市市朝明都市下水路
三重県四日市市 便益算定面積 256 ｈａ

亀山市公共下水道事業（南部処理区）
三重県亀山市 便益算定人口 3.61 万人

五条川右岸流域下水道事業五条川右岸処理
区
愛知県

便益算定人口 25.32 万人

尾西地方特定公共下水道管理組合特定公共
下水道事業（尾西地方処理区）
愛知県尾西地方特定公共下水道管理組合

便益算定人口 13.35 万人

武豊町公共下水道事業（衣浦西部処理区）
愛知県武豊町 便益算定人口 4.24 万人

矢作川・境川流域下水道事業（衣浦西部処
理区）
愛知県

便益算定人口 24.66 万人

東浦町公共下水道事業（衣浦西部処理区）
愛知県東浦町 便益算定人口 3.25 万人



10年
継続中 81 71 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 0.18 0.14 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 77 78 60 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 20 20 18 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 47 5.6 4.7 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 69 70 69 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 329 435 303 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 152 235 186 1.3 地元情勢、自然環境条件等に大きな変化がなく、概ね計画通りである
ことから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 179 212 183 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 525 486 306 1.6 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 400 1,055 739 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続
本省都市・地域整備局
下水道部下水道事業課
（課長　小林　一朗）

10年
継続中 50 3.4 3.0 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 240 152 138 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 7.5 12 9.4 1.3 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 60 78 65 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 44 3.1 2.6 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 78 5.2 4.2 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

その他 36 1.5 1.3 1.1 地元情勢、自然環境条件等に大きな変化がなく、概ね計画通りである
ことから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 194 151 149 1.0 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 123 104 96 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 134 112 91 1.2 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 46 3.7 2.7 1.4 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

10年
継続中 56 2.8 2.4 1.1 地元情勢、社会経済情勢及び自然環境条件等に大きな変化がなく、概

ね計画通りであることから、順調に進捗している　等 継続

【都市公園事業】
（直轄）

総便益
（億円）

再評価 1,100 2,587 1,250 2.1
・来園者の９割以上の方が満足と回答。
・来園者の９割が再来園の意向を示す。
　→利用者からの高い評価

継続

10年
継続中 105 540 179 3.0

・新世紀ちば５ヵ年計画及び印西市第一次基本計画に関連する重要な
総合公園としての位置づけであり、当該事業の必要性に変化はない。
・事業の実施は概ね予定通り進捗しており、今後も事業を推進する。

継続

総便益
（億円）

便益の主な根拠

再々評価 113 596 411 1.5
・事業の有効性・必要性は着手時から変化しておらず、また、事業の
実施も計画的・段階的に進んでいるので、コスト縮減を図りながら効
率的に今後も事業を推進する

継続

再々評価 54 128 96 1.3 ・事業の有効性・必要性は着手時から変化しておらず、また、事業の
実施も計画的・段階的に進んでいるので、今後も事業を推進する 継続

再々評価 13 299 25 12.1 ・事業の有効性・必要性は着手時から変化しておらず、また、事業の
実施も計画的・段階的に進んでいるので、今後も事業を推進する 継続

再々評価 30 76 43 1.8 ・事業の有効性・必要性は着手時から変化しておらず、また、事業の
実施も計画的・段階的に進んでいるので、今後も事業を推進する 継続

再々評価 20 106 34 3.1 ・事業の有効性・必要性は着手時から変化しておらず、また、事業の
実施も計画的・段階的に進んでいるので、今後も事業を推進する 継続

再々評価 13 33 29 1.1 ・事業の有効性・必要性は着手時から変化しておらず、また、事業の
実施も計画的・段階的に進んでいるので、今後も事業を推進する 継続

御所湖広域公園
岩手県 再々評価 104 462 191 2.4

・災害時における広域防災拠点となる防災公園である。
・岩手県総合計画に位置づけられている。
・環境ふれあい公園として位置付けられた公園の整備である。

継続
本省都市・地域整備局公

園緑地課
（課長　高梨　雅明）

中央公園
岩手県盛岡市 再々評価 170 564 240 2.3 ・災害時における広域避難地となる防災公園である。

・第三次盛岡総合計画、盛岡市緑の基本計画に位置付けられている。 継続

高松公園
岩手県盛岡市 再々評価 24 713 146 4.9

・災害時における広域避難地となる防災公園である。
・第三次盛岡総合計画、盛岡市緑の基本計画に位置付けられている。
・環境ふれあい公園として位置付けられた公園の整備である。

継続

日居城野運動公園
岩手県花巻市 再々評価 115 256 116 2.2 ・花巻市振発展計画、花巻市緑の基本計画に位置付けられている。

・市民が発起人となって整備を行った公園である。 継続

一戸町総合運動公園
岩手県一戸町 再々評価 28 53 46 1.1 ・一戸町総合開発計画に位置付けられている。 継続

滝沢村総合公園
岩手県滝沢村 再々評価 67 440 125 3.5 ・滝沢村総合計画に位置付けられている。 継続

能代河畔公園
秋田県能代市 再々評価 91 144 130 1.1 ・第四次能代市総合計画後期基本計画に位置付けられている。 継続

本省都市・地域整備局公
園緑地課

（課長　高梨　雅明）

一つ森公園
秋田県秋田市 再々評価 55 120 62 2.0 ・第１０次秋田市総合計画、秋田市緑の基本計画に位置付けられてい

る。 継続
東北地方整備局
都市住宅整備課

（課長　田中　政幸）

四国地方整備局建政部
都市・住宅整備課

（課長　舟久保　敏）

九州地方整備局建政部
都市・住宅整備課

（課長　栗田　康正）

九州地方整備局建政部
都市・住宅整備課

（課長　栗田　康正）

北海道開発局
都市住宅課

（課長　相馬　和則）

中国地方整備局建政部
都市・住宅整備課

（課長　石崎　隆弘）

担当課
（担当課長名）

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

緑ヶ丘公園
北海道帯広市

常呂川水系緑地
北海道北見市

誘致距離：20km
誘致圏人口：15.3万人

誘致距離：40ｋｍ
誘致圏人口：55万人

誘致距離：20km
誘致圏人口：25.4万人

柳町公園
北海道釧路市

誘致距離：20km
誘致圏人口：19.2万人

根室総合運動公園
北海道根室市

誘致距離：20km
誘致圏人口：4.9万人

緑ヶ丘公園
北海道苫小牧市

誘致距離：20km
誘致圏人口：17.2万人

石狩川水系緑地
北海道旭川市

誘致距離：20km
誘致圏人口：39.7万人

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

知名町公共下水道事業（知名処理区）
鹿児島県知名町 便益算定人口 0.38 万人

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

事業主体

事業主体 便益の主な根拠

国営明石海峡公園
近畿地方整備局

国富町公共下水道事業（国富処理区）
宮崎県国富町 便益算定人口 1.67 万人

牧園町特定環境保全公共下水道事業（高千
穂処理区）
鹿児島県牧園町

便益算定人口 0.71 万人

小林市公共下水道事業（小林処理区）
宮崎県小林市 便益算定人口 2.06 万人

田野町公共下水道事業（中央処理区）
宮崎県田野町 便益算定人口 1.25 万人

苓北町特定環境保全公共下水道事業（富岡
処理区）
熊本県苓北町

便益算定人口 0.69 万人

天草町特定環境保全公共下水道事業（高浜
処理区）
熊本県天草町

便益算定人口 0.16 万人

郷ノ浦町公共下水道事業（北部・中央処理
区）
長崎県郷ノ浦町

便益算定人口 0.41 万人

南関町特定環境保全公共下水道事業（南関
処理区）
熊本県南関町

便益算定人口 0.34 万人

有田町公共下水道事業（有田処理区）
佐賀県有田町 便益算定人口 1.45 万人

佐世保市中里都市下水路
長崎県佐世保市 便益算定面積 77 ｈａ

筑後川中流右岸流域下水道事業（筑後川中
流右岸処理区）
福岡県

便益算定人口 8.62 万人

富士町特定環境保全公共下水道事業（南部
処理区）
佐賀県富士町

便益算定人口 0.24 万人

夜須町公共下水道事業（宝満川上流処理
区）
福岡県夜須町

便益算定人口 1.94 万人

苅田町公共下水道事業（苅田処理区）
福岡県苅田町 便益算定人口 4.15 万人

小郡市公共下水道事業（筑後川中流右岸処
理区）
福岡県小郡市

便益算定人口 4.90 万人

新宮町公共下水道事業（中央処理区）
福岡県新宮町 便益算定人口 1.70 万人

綾歌町特定環境保全公共下水道事業（大束
川処理区）
香川県綾歌町

便益算定人口 0.80 万人

芸西町特定環境保全公共下水道事業（芸西
処理区）
高知県芸西町

便益算定人口 0.42 万人

那賀川町公共下水道事業（平島処理区）
徳島県那賀川町 便益算定人口 0.67 万人

海部町特定環境保全公共下水道事業（海部
処理区）
徳島県海部町

便益算定人口 0.16 万人

楠町公共下水道事業（楠処理区）
山口県楠町

78

便益算定人口 0.62 万人

楠町公共下水道事業（船木第４排水区）
山口県楠町 便益算定面積 17 ｈａ

担当課
（担当課長名）

東北地方整備局
都市住宅整備課

（課長　田中　政幸）

誘致距離：6.0ｋｍ
誘致圏人口：23万人

誘致距離：10ｋｍ
誘致圏人口：10万人

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：7万人

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：45万人

誘致距離：10ｋｍ
誘致圏人口：11万人

誘致距離：3ｋｍ
誘致圏人口：3.1万人

誘致距離：18ｋｍ
誘致圏人口：38.3万人

費用
（Ｃ）

（億円）

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：148万人

直接利用価値（旅行費用法）
：1,749
間接利用価値（仮想市場法）
：839

印西総合公園
都市基盤整備公団



加瀬沼公園
宮城県 再々評価 88 218 125 1.7 ・宮城県土木行政推進計画に位置付けられている。

・加瀬沼を中心とした良好な植生の保全・活用を図る。 継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

中央公園
宮城県多賀城市

10年
継続中 25 67 26 2.6 ・多賀城市長期総合計画、緑の基本計画に位置付けられている。 継続

会津総合運動公園
福島県会津若松市 再々評価 163 676 232 2.9 ・災害時における広域避難地となる防災公園である。

・会津若松市長期総合計画、緑の基本計画等に位置付けられている。 継続

２１世紀の森公園
福島県いわき市 再々評価 244 328 316 1.0

・災害時における広域避難地となる防災公園である。
・いわき市新・総合計画、いわき市緑の基本計画等に位置付けられて
いる。
・環境ふれあい公園として位置付けられた公園の整備である。

継続

三崎公園
福島県いわき市 再々評価 81 241 102 2.4

・いわき市新・総合計画、いわき市緑の基本計画、いわき市地域防災
計画に位置づけられている。
・環境ふれあい公園として位置付けられた公園の整備である。

継続

翠ヶ丘公園
福島県須賀川市 再々評価 38 137 85 1.6

・災害時における一次避難地となる防災公園である。
・緑の基本計画に位置付けられている。
・環境ふれあい公園として位置付けられた公園の整備である。

継続

10年
継続中 166 362 241 1.5 ・大規模公園の整備

・都市公園等一体整備促進事業等 継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

10年
継続中 66 105 101 1.0 ・地域ルネッサンス公園の整備

・管理への住民参加 継続

再々評価 49 63 59 1.0 ・災害時における一次避難地となる防災公園
・都市基幹公園の整備 継続

再々評価 50 124 75 1.6 ・緑の基本計画に位置づけ
・都市基幹公園の整備 継続

再々評価 28 67 30 2.2 ・緑のマスタープラン又は都道府県広域緑地計画に位置づけ
・都市基幹公園の整備 継続

10年
継続中 81 103 77 1.3 ・緑の基本計画に位置づけ

・都市基幹公園の整備 継続

再々評価 28 168 80 2.0 ・緑の基本計画に位置付け
・都市基幹公園の整備 継続

再々評価 27 188 70 2.6 ・緑の基本計画に位置付け
・都市基幹公園の整備 継続

再々評価 673 978 795 1.2 ・災害時における広域避難地となる防災公園
・大規模公園の整備 継続

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

再々評価 424 521 434 1.2 ・緑の基本計画への位置付け
・都市基幹公園の整備 継続

再々評価 80 136 96 1.4 ・都市基幹公園の整備
・その他の防災に資する公園 継続

再々評価 70 278 71 3.9 ・緩衝緑地・緑道・地区公園の整備
・緑のマスタープラン又は都道府県広域緑地計画に位置付け 継続

再々評価 221 856 678 1.2 ・災害時における広域避難地となる防災公園
・複数種類の災害応急対策施設 継続

再々評価 285 420 63 6.6 ･緑の基本計画に位置づけ
・都市基幹公園の整備 継続

再々評価 171 287 240 1.2 ・災害時における広域避難地となる防災公園
・都市基幹公園の整備 継続

10年
継続中 39 385 61 6.2 ･災害時における一次避難地となる防災公園

・都市公園等一体整備促進事業 継続

10年
継続中 111 166 139 1.1 ・大規模公園の整備

・緑の基本計画に位置づけ 継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

10年
継続中 47 103 80 1.2 ・緑の基本計画に位置付け

 ・都市基幹公園の整備 継続

再々評価 366 247 166 1.4 ・災害時における広域防災活動拠点となる防災公園
・健康運動施設整備事業 継続

10年
継続中 122 175 149 1.1 ・大規模公園の整備

・計画設計への住民参加 継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

再々評価 31 327 36 8.9 ・災害時における一次避難地となる防災公園
 ・ＤＩＤ区域内 継続

再々評価 49 79 55 1.4 ・都市基幹公園の整備画
・災害時における一次避難地となる防災公園 継続

10年
継続中 7.9 21 10 2.0 ・災害時における一次避難地となる防災公園

・歩いて行ける範囲の公園（近隣・地区公園ゼロ地域） 継続

再々評価 53 73 58 1.2 ・都市基幹公園の整備
・観光等地域活性化への貢献 継続

再々評価 25 286 24 11.8 ・産業廃棄物処理事業との連携事業
・下水処理場、河川敷等の有効利用 継続

10年
継続中 40 42 24 1.7 ・地域活性化拠点公園

・緑のマスタープランに位置付け 継続

再々評価 251 381 287 1.3 ・災害時における広域避難地となる防災公園
・緑の基本計画に位置づけられている 継続

10年
継続中 208 384 334 1.1 ・緑の基本計画に位置付け

・環境ふれあい公園 継続

再々評価 567 572 499 1.1 ・緑の基本計画に位置付け
・災害時における広域防災拠点となる防災公園 継続

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

再々評価 86 308 154 2.0 ・緑の基本計画に位置付け
・緩衝緑地の整備 継続

関東地方整備局
都市整備課

（課長　東　智徳）

再々評価 1,037 2,454 1,724 1.4 ・緑の基本計画に位置付け
 ・ゆったりトイレ緊急整備事業 継続

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

再々評価 80 77 75 1.0 ・カントリーパーク
・古都保存法、文化財保護法等に基づく指定地及び周辺の保存・活用 継続

関東地方整備局
都市整備課

（課長　東　智徳）

再々評価 110 182 176 1.0 ・H21国体会場であり、前回評価時から社会経済状況の変化がなく、今
後も事業計画に基づき事業を推進する。 継続

－ － － －

再々評価 75 112 95 1.2 ・前回評価時から社会的経済状況の変化がなく、今後も事業計画に基
づき事業を推進する。 継続

再々評価 19 24 22 1.1
・前回評価時から社会的経済状況の変化はない。整備計画を15.7haか
ら11.4haに変更し、全体事業費を33.6億円から19.1億円に変更して事
業を推進する。

継続

再々評価 69 91 85 1.1 ・前回評価時から社会的経済状況の変化がなく、今後も事業計画に基
づき事業を推進する。 継続

再々評価 21 29 27 1.1 ・前回評価時から社会的経済状況の変化がなく、今後も事業計画に基
づき事業を推進する。 継続

再々評価 39 75 73 1.0 ・前回評価時から社会的経済状況の変化がなく、今後も事業計画に基
づき事業を推進する。 継続

関東地方整備局
都市整備課

（課長　東　智徳）

関東地方整備局
都市整備課

（課長　東　智徳）

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

北陸地方整備局
都市住宅整備課

（課長　田村　英之）

東北地方整備局
都市住宅整備課

（課長　田中　政幸）

月岡公園
新潟県堀之内町

誘致距離：30ｋｍ
誘致圏人口：69.5万人

秋葉公園
新潟県新津町

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：28.9万人

紫雲寺記念公園
新潟県

誘致距離：40.0ｋｍ
誘致圏人口：104.6万人

大潟水と森公園
新潟県

誘致距離：40ｋｍ
誘致圏人口：48.8万人

  奥只見ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ都市公園（道光・根小屋
地域）
  新潟県

奥只見ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ都市公園
新潟県 －

  奥只見ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ都市公園（浦佐地域）
  新潟県

誘致距離：40.0ｋｍ
誘致圏人口：64.3万人

誘致距離：40.0ｋｍ
誘致圏人口：69.5万人

横浜動物の森公園
神奈川県横浜市

誘致距離：40km
誘致圏人口：2,237万人

見沼通船堀公園
埼玉県さいたま市

誘致距離：15km
誘致圏人口：512万人

等々力緑地
神奈川県川崎市

誘致距離：15km
誘致圏人口：730万人

菅生緑地
神奈川県川崎市

誘致距離：15km
誘致圏人口：731万人

花島公園
千葉県千葉市

誘致距離：15km
誘致圏人口：217万人

生田緑地
神奈川県川崎市

誘致距離：15km
誘致圏人口：793万人

岡谷湖畔公園
長野県岡谷市

誘致距離：3.0km
誘致圏人口：1.9万人

飯網山公園
長野県小諸市

誘致距離：1.5km
誘致圏人口：1.3万人

秋山川すももの郷公園
山梨県南アルプス市

誘致距離：3.0km
誘致圏人口：1.7万人

河口湖総合公園
山梨県富士河口湖町

誘致距離：4.0km
誘致圏人口：8.1万人

千塚公園
山梨県甲府市

誘致距離：1.5km
誘致圏人口：3.1万人

都留市総合運動公園
山梨県都留市

誘致距離：4.0km
誘致圏人口：9.9万人

麻溝公園
神奈川県相模原市

誘致距離：15km
誘致圏人口：539万人

桂川ウエルネスパーク
山梨県

誘致距離：33km
誘致圏人口：73万人

津久井湖城山公園
神奈川県

誘致距離：15km
誘致圏人口：180万人

小田原こどもの森公園
神奈川県小田原市

誘致距離：15km
誘致圏人口：44万人

立川公園
東京都立川市

誘致距離：7.0km
誘致圏人口：77万人

白鬚西公園
東京都

前原公園
東京都狛江市

誘致距離：3.0km
誘致圏人口：7.4万人

北五井緑道
千葉県市原市

誘致距離：4.0km
誘致圏人口：14万人

誘致距離：7.0km
誘致圏人口：238万人

西新井公園
東京都足立区

誘致距離：1.5km
誘致圏人口：34万人

羊山公園
埼玉県秩父市

誘致距離：15km
誘致圏人口：456万人

21世紀の森と広場
千葉県松戸市

四街道総合公園
千葉県四街道市

誘致距離：15km
誘致圏人口：163万人

伊奈町運動公園
埼玉県伊奈町

誘致距離：20km
誘致圏人口：341万人

柏の葉公園
千葉県

誘致距離：25km
誘致圏人口：790万人

多々良沼公園
群馬県館林市

誘致距離：15km
誘致圏人口：78万人

大室公園
群馬県前橋市

富岡北部運動公園
群馬県富岡市

誘致距離：13km
誘致圏人口：43万人

古河総合公園
茨城県古河市

誘致距離：15km
誘致圏人口：138万人

偕楽園公園
茨城県

笠間市総合公園
茨城県笠間市

誘致距離：15km
誘致圏人口：22万人

関東地方整備局
都市整備課

（課長　東　智徳）

関東地方整備局
都市整備課

（課長　東　智徳）

誘致距離：12ｋｍ
誘致圏人口：15万人

誘致距離：4ｋｍ
誘致圏人口：6.2万人

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：27万人

誘致距離：39ｋｍ
誘致圏人口：61万人

誘致距離：39ｋｍ
誘致圏人口：61万人

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：46万人

誘致距離：40km
誘致圏人口：138万人

誘致距離：15km
誘致圏人口：74万人

誘致距離：15km
誘致圏人口：24万人



再々評価 124 168 168 1.0 ・広域避難地に位置づけられており、該当事業の必要性に変化はな
い。 継続

再々評価 106 459 459 5.3 ・富山市の「みどりの基本計画」に位置づけられており、当該事業の
必要性に変化はない。 継続

再々評価 59 104 104 1.1 ・魚津市の「みどりの基本計画」に位置づけられており、当該事業の
必要性に変化はない。 継続

再々評価 14 130 130 3.0 ・氷見市の「みどりの基本計画」に位置づけられており、当該事業の
必要性に変化はない。 継続

再々評価 40 47 47 1.6 ・上市町の「みどりの基本計画」に位置づけられており、当該事業の
必要性に変化はない。 継続

再々評価 32 66 66 1.2 ・立山町の「みどりの基本計画」に位置づけられており、当該事業の
必要性に変化はない。 継続

再々評価 12 34 34 1.6 ・城端町の「みどりの基本計画」に位置づけられており、当該事業の
必要性に変化はない。 継続

再々評価 63 30 21 1.4 ・事業を巡る情勢等に特段の変化が無くなく、順調に進捗している。 継続

再々評価 120 178 160 1.1 ・事業を巡る情勢等に特段の変化が無くなく、順調に進捗している。 継続

再々評価 226 324 224 1.5
・県の「県政の指針」に位置付けがあり、上位計画に変更はない。
・県下の道の駅・観光の総合情報センターとしての役割をもつ複合施
設として整備。

継続

再々評価 36 53 49 1.1

・町の総合計画「飛翔プラン２１」に位置付けがあり、上位計画に変
更はない。
・県の防災拠点として緊急へリポートとして位置付けられている。 継続

再々評価 50 1,168 138 8.5 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。
・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

再々評価 78 304 205 1.5 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。
・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

再々評価 64 340 310 1.1 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。
・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

再々評価 40 219 49 4.5 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。
・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

10年
継続中 101 63 59 1.1 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。

・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

再々評価 418 4,149 544 7.6
・愛知県広域緑地計画に位置付けられている。
・県の都市計画区域マスタープラン位置付けがあり、上位計画に変更
はない。

継続

再々評価 208 4,303 342 12.6
・愛知県広域緑地計画に位置付けられている。
・県の都市計画区域マスタープラン位置付けがあり、上位計画に変更
はない。

継続

再々評価 67 182 152 1.2 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。
・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

10年
継続中 58 108 82 1.3 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。

・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

再々評価 30 49 41 1.2 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。
・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

再々評価 25 156 42 3.7 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。
・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

再々評価 433 691 611 1.1 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。
・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

再々評価 135 203 140 1.5 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。
・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

10年
継続中 66 88 77 1.1 ・市の緑の基本計画に位置付けられている。

・市の総合計画に位置付けがあり、上位計画に変更はない。 継続

再々評価 167 256 234 1.1

・県の総合計画「三重のくにづくり宣言」、及び広域緑地計画にその
整備が位置づけがあり、上位計画に変更はない。
・社会状況、住民ニーズの変化により、従来にも増して自然環境の中
での健康増進や生涯学習の場の必要性が高まっており、その重要度は
増している。

継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

再々評価 65 159 142 1.1

・県の総合計画である「三重のくにづくり宣言」、及び広域緑地計画
にその整備が位置づけがあり、上位計画に変更はない。
・古墳等の史跡や里山環境を活かした公園を整備することは、地域住
民に対して従来にも増して必要性が高まっている。

継続

再々評価 60 640 117 5.5
・市の総合計画及び緑の基本計画に位置づけられている。
・近隣の住宅団地をはじめとする市南部の住民に自然を活かした緑の
オープンスペースを提供するという目的の重要度は今も変わらない。

継続

10年
継続中 14 25 20 1.2

・市の総合計画に主要施設として位置づけられており、早期供用開始
が求められている。
・事業着手当時（平成６年）と当市の人口は増加傾向にあり、また近
隣にある程度の広場的施設が少ないことから、当公園の必要性は増し
ている。

継続

再々評価 44 95 66 1.5

・事業着手当時（昭和54年）と比べると市の人口は減少しているが、
当公園の近隣人口は、宅地開発等により増加傾向にある。
・他地域から学生をはじめとする合宿等が多く、スポーツを通じて交
流人口は増加しており、当公園の必要性は増している。

継続

再々評価 37 178 80 2.2

・町の総合計画に隣接する新庁舎と福祉施設と合わせて、町の中枢を
なすエリアとしての位置付けをもつ。
・近隣の大規模宅地開発や国道バイパスの整備により、公園利用者の
増加が見込まれる。

継続

再々評価 86 147 111 1.3

・町のマスタープランに主要施設として位置づけられ、早期完成が求
められている。
・町の唯一の大規模運動施設として、その利用度は高く、近年求めら
れている自然景観による「憩い」「やすらぎ」の場を提供する場所と
して今後も重要である。

継続

再々評価 353 567 288 2.0
・市の緑の基本計画に位置付けられている。
・市の総合計画「名古屋新世紀計画２０１０」に位置付けがあり、上
位計画に変更はない。

継続

10年
継続中 11 26 8.0 3.3 ・市町村地域防災計画に広域避難地として位置づけられている。

・密集市街地における水と緑のオープンスペースとしての機能 継続

再々評価 58 351 83 4.2 ・重大な影響のある周辺の類似施設の整備状況及び関連する他事業等
の進捗状況の変化もなく、必要性に変更はない。 継続

再々評価 24 56 37 1.5

・貴重な樹林地の保全に努め、早期完了に向け整備戦略をたて、コス
ト縮減に努めつつ緑の空間としての維持管理を適正に行うことに従
い、事業計画を見直し早期完了を図ることが妥当と判断し、当該事業
の必要性に変化はない。

継続

再々評価 38 66 54 1.2
・公園計画区域及び周辺の自然的環境、重大な影響のある周辺の類似
施設の整備状況及び関連する他事業等の進捗状況の変化もなく、必要
性には変更はない。

継続

再々評価 68 443 89 4.9

・当公園は市民のスポーツ・レクリエーション需要に応える長浜市唯
一の運動公園であり、住民の健康維持増進と公共の福祉の寄与に資す
るものであり、今後の整備の期待も大きいと考えられることから、早
期完了を図ることが妥当と判断し、当該事業の必要性に変化はない。

継続

再々評価 62 95 94 1.0
・社会経済情勢の特段の変化もなく、重大な影響のある周辺の類似施
設の整備状況及び関連する他事業等の進捗状況の変化もなく、必要性
に変更はない。

継続

10年
継続中 29 544 49 10.9

・上位計画である「くさつハイ・プラン２１」の中で当該事業の整備
促進を位置づけており、湖岸道路の開通により本公園へのアクセスが
向上した。自然的環境等の特段の変化はなく、当該事業の必要性に変
更はない。

継続

10年
継続中 65 199 131 1.5

・今後の整備にあたっては公園内外の貴重な保全とロクハ池の水質保
全を図りつつ、住民などの協働により早期の整備を完了することが妥
当と判断し、当該事業の必要性に変更はない。

継続

北陸地方整備局
都市住宅整備課

（課長　田村　英之）

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

ロクハ公園
滋賀県草津市

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：160万人

布引運動公園
滋賀県八日市市

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：70万人

弾正公園
滋賀県草津市

誘致距離：6ｋｍ
誘致圏人口：25万人

荒神山公園
滋賀県彦根市

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：45万人

神照運動公園
滋賀県長浜市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：4.9万人

茶臼山公園
滋賀県大津市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：3.4万人

千鳥ヶ丘公園
滋賀県彦根市

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：39万人

天白公園
愛知県名古屋市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：328.1万人

日野川緑地
福井県鯖江市

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：44.3万人

河芸町民の森
三重県河芸町

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：46.7万人

安濃中央総合公園
三重県安濃町

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：51.8万人

深谷公園
三重県鈴鹿市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：44.5万人

山崎運動公園
三重県熊野市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：4.5万人

大仏山公園
三重県明和町

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：40.1万人

南部丘陵公園
三重県四日市市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：71.9万人

白谷海浜公園
愛知県田原市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：6.6万人

北勢中央公園
三重県四日市市

誘致距離：38.8ｋｍ
誘致圏人口：80.5万人

岡崎中央総合公園
愛知県岡崎市

誘致距離：40.0ｋｍ
誘致圏人口：565.4万人

枝下緑道
愛知県豊田市

誘致距離：0.8ｋｍ
誘致圏人口：2.7万人

蘇南公園
愛知県江南市

誘致距離：13.7ｋｍ
誘致圏人口：166万人

柿田公園
愛知県安城市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：3.3万人

市民四季の森
愛知県小牧市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：169.4万人

大野極楽寺公園
愛知県一宮市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：183.8万人

小幡緑地
愛知県

誘致距離：38.8ｋｍ
誘致圏人口：778.8万人

牧野ケ池緑地
愛知県

誘致距離：38.8ｋｍ
誘致圏人口：766.2万人

原田公園
静岡県富士市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：8.3万人

比奈公園
静岡県富士市

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：70.2万人

佐鳴湖公園
静岡県浜松市

誘致距離：86.5ｋｍ
誘致圏人口：15万人

愛鷹運動公園
静岡県沼津市

誘致距離：84.3ｋｍ
誘致圏人口：20万人

朝倉公園
岐阜県垂井町

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：12.4万人

四ツ池公園
静岡県浜松市

誘致距離：13.7ｋｍ
誘致圏人口：92.6万人

木場潟公園
石川県

誘致距離：38.8ｋｍ
誘致圏人口：102.2万人

平成記念公園
岐阜県

誘致距離：38.8ｋｍ
誘致圏人口：634万人

桜ヶ池公園
富山県城端町

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：5.6万人

能登歴史公園
石川県

誘致距離：38.8ｋｍ
誘致圏人口：25.2万人

丸山総合公園
富山県上市町

誘致距離：13.7ｋｍ
誘致圏人口：10.0万人

立山町総合公園
富山県立山町

誘致距離：13.7ｋｍ
誘致圏人口：42.0万人

魚津運動公園
富山県魚津市

誘致距離：13.7ｋｍ
誘致圏人口：16.3万人

氷見運動公園
富山県氷見市

誘致距離：13.7ｋｍ
誘致圏人口：30.1万人

富山県富岩運河環水公園
富山県

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：59.7万人

呉羽山公園
富山県富山市

誘致距離：38.8ｋｍ
誘致圏人口：110.3万人

近畿地方整備局
都市整備課

（課長　新階　寛恭）

中部地方整備局
都市整備課

（課長　筒井　祐治）

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

中部地方整備局
都市整備課

（課長　筒井　祐治）

中部地方整備局
都市整備課

（課長　筒井　祐治）

中部地方整備局
都市整備課

（課長　筒井　祐治）



再々評価 63 64 32 1.9

・市民の憩いの場・観光拠点の一つとして多くの市民や観光客に親し
まれており、歴史的景観にも配慮した市街地中心部のランドマーク的
な公園としてその役割を果たしているところである。今後も公園施設
を供用しながら、早期完成に向けた継続的な事業推進が必要であり、
当該事業の必要性に変更はない。

継続

再々評価 112 224 119 2.0

・福知山市の基幹的な都市公園の一つであるとともに、全市植物園化
構想の実現に向けた情報発信基地として整備が進められている。ま
た、文化・スポーツ・レクリエーションの活動拠点として、福知山市
のみならず近隣市町の住民の期待に応えるためにも、早期完成にむけ
た継続が必要であり、当該事業の必要性に変更はない。

継続

再々評価 21 42 41 1.0 ・自然環境の変化、上位計画の変更、周辺施設の整備状況ともいずれ
も変更しておらず、当該事業の必要性に変更はない。 継続

再々評価 63 316 253 1.3

・平成１３年１月に新京都府総合計画が策定され、本公園はリニュー
アル・バリアフリー化を推進するものとして位置づけられた。子ども
の広場等の再整備を必要性の高い施設から順次進め、事業の早期完成
を目指すことから、当該事業の必要性に変更はない。

継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

再々評価 31 43 39 1.1

・本公園事業については、経済的に長引く不況下ではあるが、町民の
長期にわたる要望の実現に向けて、公園施設の整備がようやく始まっ
たところで、早期完成に向けて、今後も事業を継続していく必要があ
ることから、当該事業の必要性に変更はない。

継続

再々評価 25 41 31 1.2

・本公園は、浅茂川海岸コースタルコミュニティー・ゾーン整備計画
（国土交通省認定）の中核施設として位置づけられていて、町民に親
しまれる公園の完成を目指し、事業を進捗しているものであることか
ら、当該事業の必要性に変更はない。

継続

再々評価 506 350 331 1.1

・大阪府広域緑地計画において位置づけられており、大阪府防災公園
マニュアルを策定し、これらに基づき防災公園として整備を図る。公
園の整備計画に大きく影響を与える事情は変化しておらず、当該事業
の必要性に変化はない。

継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

再々評価 190 423 153 2.8

・上位計画、社会経済情勢に大きな変化はなく、当該事業の必要性に
変化はない。今後も府民のニーズに対応し、障害者・高齢者をはじめ
誰もが利用できるよう公園施設の整備に努め、今後も事業を進捗して
いくものであることから、当該事業の必要性に変更はない。

継続
近畿地方整備局

都市整備課
（課長　新階　寛恭）

再々評価 677 548 495 1.1

・上位計画、社会経済情勢に大きな変化はなく、当該事業の必要性に
変化はない。今後も府民のニーズに対応し、障害者・高齢者をはじめ
誰もが利用できるよう公園施設の整備に努め、今後も事業を進捗して
いくものであることから、当該事業の必要性に変更はない。

継続

再々評価 557 355 330 1.1

・上位計画、社会経済情勢に大きな変化はなく、当該事業の必要性に
変化はない。今後も府民のニーズに対応し、できるだけ良好な自然環
境の保全と活用を図る施設整備を努め、今後も事業を進捗していくも
のであることから、当該事業の必要性に変更はない。

継続

再々評価 99 142 109 1.0

・上位計画、社会経済情勢に大きな変化はなく、当該事業の必要性に
変化はない。今後も府民のニーズに対応し、障害者・高齢者をはじめ
誰もが利用できるよう公園施設の整備に努め、今後も事業を進捗して
いくものであることから、当該事業の必要性に変更はない。

継続

再々評価 24 44 32 1.4

・本公園は、市民に身近に親しめる多様なレクリエーション空間機能
として利用し、自然、環境、地域コミュニティーの場として環境保
全、景観等を形成するとともに、先般の大震災の経緯も踏まえ、避難
地としての機能や延焼防止を持つ防災公園として評価され、本公園に
おいても特に密集地における災害時等の一時避難地として計画されて
おり、本工事を継続し緊急に整備する必要があることから、当該事業
の必要性に変更はない。

継続

再々評価 32 60 35 1.7

・本公園は、住居が混在している工業地域内にあり、数少ない公共
ゾーンとして運動広場等、市民の活動が出来る広場で、住環境に配慮
したリフレッシュ効果が図れる。都市景観形成機能の向上を図るとと
もに、先般の大震災の経験を踏まえ、避難地としての機能や延焼防止
効果を持つ防災公園として評価され、本公園整備においても災害時の
一時避難地として計画されており本字業を継続して緊急に整備する必
要があることから、当該事業の必要性に変更はない。

継続

再々評価 561 756 368 2.1

・上位計画、社会経済情勢に大きな変化はなく、当該事業の必要性に
変化はない。今後も県民のニーズに対応し、障害者・高齢者をはじめ
誰もが利用できるよう公園施設の整備に努め、今後も事業を進捗して
いくものであることから、当該事業の必要性に変更はない。

継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

再々評価 34 80 22 3.6

・利用圏域内の市街化状況、人口推移等、社会経済情勢の特段の変化
は無く、当該事業の必要性に変化はない。本公園周辺部は、近年急速
に発展している地域であり、良好な住宅環境整備と都市機能の維持促
進をはかるため、本事業の実施を行うことが妥当であると判断し、当
該事業の必要に変更はない。

継続

再々評価 26 69 25 2.7

・利用圏域内の市街化状況、人口推移等、社会経済情勢の特段の変化
は無く、当該事業の必要性に変化はない。本公園周辺部は、土地区画
整理事業が施行済で、市街化が進んでいるため、より速やかな施設整
備を実施することが求められ、本事業の実施を行うことが妥当である
と判断し、当該事業の必要に変更はない。

継続

再々評価 45 64 29 2.2

・利用圏域内の市街化状況、人口推移等、社会経済情勢の特段の変化
は無く、当該事業の必要性に変化はない。本公園周辺部は、近年急速
に発展している地域であり、良好な住宅環境整備と都市機能の維持促
進をはかるため、本事業の実施を行うことが妥当であると判断し、当
該事業の必要に変更はない。

継続

再々評価 103 121 65 1.9

・利用圏域内の市街化状況、人口推移等、社会経済情勢の特段の変化
は無く、当該事業の必要性に変化はない。各ゾーンの目的に適した特
色ある施設を配置していくが、整備状況にも大きな変化が無く、当該
事業の必要に変更はない。

継続

再々評価 75 92 52 1.8 ・利用圏域内の市街化状況、人口推移等、社会経済情勢の特段の変化
は無く、当該事業の必要性に変化はない。 継続

再々評価 44 65 38 1.7

・利用圏域内の市街化状況、人口推移等、社会経済情勢の特段の変化
は無く、当該事業の必要性に変化はない。
・本公園周辺部は、近年急速に発展している地域であり、良好な住宅
環境整備と都市機能の維持促進をはかるため、本事業の実施を行うこ
とが妥当であると判断し、当該事業の必要に変更はない。

継続

10年
継続中 14 172 14 12.0

・利用圏域内の人口の推移等に特段の変化はなく、事業を巡る社会経
済情勢等の変化はない。
・周辺には近隣規模の公園がなく、地域住民のふれあいの場とし、ま
た防災機能を有した一次避難地として、事業の必要性に変化はない。

継続

再々評価 270 329 290 1.1

・事業を巡る社会経済情勢等に特段の変化なく、平成１５年には橿原
市新総合計画に位置づけられ、また、緑の基本計画にも位置づけられ
ており、市内唯一の総合公園として、都市化の進展・余暇時間の増大
等に伴い、増加しつつある市民の日常的スポーツと各種レクリエー
ションの場として、事業の必要性に変化はない。

継続

再々評価 70 111 108 1.0

・当該公園は、三郷町の中心市街地にあり、宅地開発等により、オー
プンスペースは減少しているものの公園の整備計画に多大な影響を及
ぼす自然環境等の特段の変化はなく、町長期総合基本計画及び緑のマ
スタープラン等に位置づけられており、事業の必要性に変化はない。

継続

鶴見緑地
大阪府大阪市 再々評価 3,212 1,649 1483 1.1

・「鶴見緑地整備基本計画」に基づき、咲くやこの花館をはじめとす
る存置施設を活かした賑わいのある「プラザゾーン」内での未整備エ
リアに着手し鋭意整備を進め、早期完成を目指すことより、当該事業
の必要性に変更はない。

継続

再々評価 103 335 144 2.3

・市街地に残された風致地区や鳥獣保護区に指定されている豊かな自
然の保全を基調とした整備に変更はなく，事業の必要性に変化はな
い。　・市街化状況，上位計画等の社会経済情勢に特段の変化はな
く，事業の必要性に変化はない。

継続

10年
継続中 130 198 155 1.3

・市街化状況，上位計画等の社会経済情勢に特段の変化はなく，事業
の必要性に変化はない。また，事業完了まで１年を残すのみとなって
いる。

継続

再々評価 30 43 38 1.1 ・市街化状況，上位計画等，公園の整備計画に重大な影響を与える変
化はなく，事業の必要性に変化はない。 継続

日峯大神子広域公園
徳島県

鳴門ウチノ海総合公園
徳島県

ドイツ村公園
徳島県鳴門市

橿原運動公園
奈良県橿原市

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：110万人

三郷中央公園
奈良県三郷町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：9.8万人

稲美中央公園
兵庫県稲美町

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：1.0万人

古市公園
奈良県奈良市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：2.3万人

桜山公園
兵庫県姫路市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：4.0万人

赤穂城跡公園
兵庫県赤穂市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：2.5万人

垣内公園
兵庫県姫路市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：2.6万人

小坂公園
兵庫県姫路市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：3.4万人

有馬富士公園
兵庫県

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：35万人

小川公園
兵庫県姫路市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：2.3万人

東諸福公園
大阪府大東市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：1.9万人

南郷公園
大阪府大東市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：1.7万人

蜻蛉池公園
大阪府

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：191万人

せんなん里海公園
大阪府

誘致距離：38.8ｋｍ
誘致圏人口：501万人

深北緑地
大阪府

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：654万人

大泉緑地
大阪府

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：527万人

八丁浜シーサイドパーク
京都府網野町

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：6.6万人

山田池公園
大阪府

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：498万人

丹波自然運動公園
京都府

誘致距離：39.0ｋｍ
誘致圏人口：271万人

阿蘇シーサイドパーク
京都府岩滝町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：0.9万人

三段池公園
京都府福知山市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：13.8万人

綾部総合運動公園
京都府綾部市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：9.8万人

福知山城公園
京都府福知山市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：4.5万人

近畿地方整備局
都市整備課

（課長　新階　寛恭）

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）
誘致距離：39ｋｍ
誘致圏人口：82万人

近畿地方整備局
都市整備課

（課長　新階　寛恭）

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：44万人

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：53万人

誘致距離：11.7ｋｍ
誘致圏人口：583万人

近畿地方整備局
都市整備課

（課長　新階　寛恭）

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

近畿地方整備局
都市整備課

（課長　新階　寛恭）

四国地方整備局
都市住宅整備課

（課長　舟久保　敏）



10年
継続中 229 218 203 1.1

・運動施設、レクリエーション施設等の周辺の類似施設の整備状況は
変化しておらず、当該事業の必要性に変化はない
緑の基本計画の位置づけ、また地域防災計画により位置づけられた防
災公園であることに変更はない

継続

10年
継続中 156 264 249 1.1

・スポーツの核となる緑豊かな公園として緑の基本計画に位置づけら
れており、当該事業の必要性に変化はない。
市の総合計画においても本公園の位置づけに変化はなく、早期に推進
すべき事業としている。

継続

再々評価 271 672 331 2.0 ・本県のスポーツ振興と全国大会開催可能な県を代表する公園として
位置づけている 継続

再々評価 250 267 219 1.2 ・高知県西南地方拠点都市地域基本計画に位置づけられている 継続

再々評価 9.3 152 12 12.9 ・緑の基本計画に位置づけられている 継続

再々評価 23 153 21 7.3 ・緑の基本計画に位置づけられている 継続

再々評価 23 120 20 5.9 ・緑の基本計画に位置づけられている 継続

再々評価 27 180 22 8.2 ・緑の基本計画に位置づけられている 継続

再々評価 37 51 44 1.1 ・市総合振興計画に位置づけられている 継続

布勢総合運動公園
鳥取県 再々評価 245 57 43 1.4

・災害時における広域避難地となる防災公園である。
・これまで国体、インターハイ等が開催され、H16日本陸上競技選手権
の会場となる公園である。

継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

石見銀山公園
島根県大田市 再々評価 12 108 17 6.5 ・史跡石見銀山遺跡及び周辺整備基本計画に位置付けられている。

・遺跡整備事業との連携である。 継続

上野総合公園
広島県庄原市

10年
継続中 64 79 76 1.0 ・庄原市緑のマスタープランに位置付けられている。 継続

海田総合公園
広島県海田町 再々評価 75 106 87 1.2

・第3次海田町総合基本計画に位置付けられている。
・町民のレクリエーション需要に対応した都市基幹公園の整備であ
る。

継続

向島町運動公園
広島県向島町 再々評価 39 51 49 1.0 ・町で初めての都市基幹公園の整備である。 継続

維新百年記念公園
山口県 再々評価 129 326 282 1.2 ・災害時における広域防災拠点となる防災公園である。

・多目的トイレの整備等バリアフリー化を進めている。 継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

再々評価 54 111 92 1.2 ・災害時における広域避難地となる防災公園である。
・環境ふれあい公園として位置付けられた公園の整備である。 継続

再々評価 128 416 315 1.3 ・災害時における広域防災拠点となる防災公園である。
・常盤湖を中心とした良好な植生の保全・活用を図る。 継続

再々評価 9.2 333 16 21.2
・災害時における一次避難地となる防災公園である。
・木戸孝允ゆかりの木戸神社に隣接し、地域の観光振興の拠点となる
公園である。

継続

再々評価 24 227 31 7.4 ・計画・設計への住民参加がされた公園である。 継続

再々評価 41 63 55 1.2 ・光市総合計画に位置付けられている。
・オートキャンプ場の整備を行い、地域間交流の活性化を図る。 継続

再々評価 31 45 41 1.1 ・長門市総合計画に位置づけられている。 継続

再々評価 252 399 355 1.1
・市街化状況、上位計画の変更等など社会情勢の特段の変化はなく、
当該事業の必要性に対して変化はない。
・健康・運動施設の拠点として整備の必要性に変化はない。

継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

再々評価 105 462 230 2.0

・市街化状況、上位計画の変更等など社会情勢の特段の変化はなく、
当該事業の必要性に対して変化はない。
・スポーツ、レクリェーション活動拠点及び防災公園として整備の必
要性に変化はない。

継続

再々評価 88 134 92 1.5

・市街化状況、上位計画の変更等など社会情勢の特段の変化はなく、
当該事業の必要性に対して変化はない。
・市民休養や憩いの場、健康増進の供給の場として整備の必要性に変
化はない。

継続

再々評価 32 80 59 1.4
・市街化状況、上位計画の変更等など社会情勢の特段の変化はなく、
当該事業の必要性に対して変化はない。
・親水性を活かした憩いの場として整備の必要性に変化はない。

継続

再々評価 51 112 79 1.4 ・市街化状況、上位計画の変更等など社会情勢の特段の変化はなく、
当該事業の必要性に対して変化はない。 継続

再々評価 57 325 77 2.9 ・市街化状況、上位計画の変更等など社会情勢の特段の変化はなく、
当該事業の必要性に対して変化はない。 継続

再々評価 33 238 59 1.4 ・市街化状況、上位計画の変更等など社会情勢の特段の変化はなく、
当該事業の必要性に対して変化はない。 継続

再々評価 74 110 88 1.3
・県の長期総合計画に位置付けられており、当該事業の必要性に変化
はない。
・観光等地域活性化に貢献しており、整備の必要性は変化はない。

継続

再々評価 71 103 91 1.1

・県の長期総合計画に位置付けられており、当該事業の必要性に変化
はない。
・地方ブロック大会や高校総体の会場に利用されており、当該事業の
必要性に変化はない

継続

再々評価 21 32 21 1.5

・緑の基本計画に位置付けられており、当該事業の必要性に変化はな
い。
・周辺の自然的環境等の特段の変化はなく、当該事業の必要性に変化
はない。

継続

10年
継続中 616 887 729 1.2

・第６３回国民体育大会（平成２０年大分国体）時のメイン会場、及
び陸上競技、テニス等の会場となっており、当該事業の必要性に変化
はない。

継続

再々評価 62 72 53 1.4 ・第６３回国民体育大会（平成２０年大分国体）時の少年サッカーの
会場となっており、当該事業の必要性に変化はない。 継続

再々評価 22 202 35 5.8
・市街化状況、上位計画の変更等など社会情勢の特段の変化はなく、
当該事業の必要性に対して変化はない。
・防災公園としての整備の必要性に変化はない。

継続
九州地方整備局
都市住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

再々評価 87 194 132 1.5 ・第６３回国民体育大会（平成２０年大分国体）時のレスリング、弓
道の会場となっており、当該事業の必要性に変化はない。 継続

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

再々評価 33 48 34 1.4 ・第６３回国民体育大会（平成２０年大分国体）時の軟式野球の会場
となっており、当該事業の必要性に変化はない。 継続

再々評価 16 31 20 1.5
・市街化状況、上位計画の変更等など社会情勢の特段の変化はなく、
当該事業の必要性に対して変化はない。 継続

再々評価 35 101 47 2.1 ・市街化状況、上位計画の変更等など社会情勢の特段の変化はなく、
当該事業の必要性に対して変化はない。 継続

再々評価 130 146 126 1.2 ・利用圏域内人口、上位計画に変更がないため、当該事業の必要性に
変化はない。 継続

再々評価 60 144 68 2.1 ・利用圏域内人口、上位計画に変更がないため、当該事業の必要性に
変化はない。 継続

10年
継続中 49 449 55 8.0

・市街化状況、上位計画の変更等など社会情勢の特段の変化はなく、
当該事業の必要性に対して変化はない。
・防災公園としての整備の必要性に変化はない。

継続

再々評価 157 533 266 2.0 ・広域緑地計画に位置づけられ、当該事業の必要性に変化はない。
・NAHAマラソンの主会場であり当該事業の必要性に変化はない。 継続

沖縄総合事務局
建設行政課

（課長　村山　継）

四国地方整備局
都市住宅整備課

（課長　舟久保　敏）

四国地方整備局
都市住宅整備課

（課長　舟久保　敏）

四国地方整備局
都市住宅整備課

（課長　舟久保　敏）
丸亀市総合運動公園
香川県丸亀市

九州地方整備局
都市住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

中国地方整備局
都市住宅整備課

（課長　石崎　隆弘）

中国地方整備局
都市住宅整備課

（課長　石崎　隆弘）

九州地方整備局
都市住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

小戸公園
福岡県福岡市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：153.0万人

奥武山公園
沖縄県

誘致距離：23.0ｋｍ
誘致圏人口：119.1万人

川内市総合運動公園
鹿児島県川内市

誘致距離：40.0ｋｍ
誘致圏人口：106.1万人

姶良総合運動公園
鹿児島県姶良町

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：75.6万人

糸ヶ浜海浜公園
大分県日出町

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：17.5万人

平和台公園
宮崎県

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：47.8万人

佐伯市総合運動公園
大分県佐伯市

誘致距離：13.7ｋｍ
誘致圏人口：15.3万人

臼杵市総合公園
大分県臼杵市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：53.2万人

実相寺中央公園
大分県別府市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：12.7万人

鉄輪地獄地帯公園
大分県別府市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：12.7万人

金比羅公園
長崎県長崎市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：64.0万人

スポーツ公園
大分県

誘致距離：38.8ｋｍ
誘致圏人口：75.1万人

西海橋公園
長崎県

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：57.0万人

百花台公園
長崎県

誘致距離：35.0ｋｍ
誘致圏人口：39.0万人

蟻尾山公園
佐賀県鹿島市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致人口：2.9万人

嬉野総合運動公園
佐賀県嬉野町

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致人口：1.4万人

リバーサイドパーク
福岡県久留米市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：65.4万人

行橋総合公園
福岡県行橋市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：37.7万人

中央公園
福岡県

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：109.0万人

津福公園
福島県久留米市

誘致距離：15.0ｋｍ
誘致圏人口：65.4万人

誘致距離：30ｋｍ
誘致圏人口：32万人

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：33万人

誘致距離：25ｋｍ
誘致圏人口：13万人

筑豊緑地
福岡県

誘致距離：17.7ｋｍ
誘致圏人口：46.5万人

陶芸の村公園
山口県萩市

冠山総合公園
山口県光市

長門市総合公園
山口県長門市

誘致距離：30ｋｍ
誘致圏人口：46万人

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：5.2万人

常盤公園
山口県宇部市

木戸公園
山口県山口市

誘致距離：14ｋｍ
誘致圏人口：65万人

誘致距離：39ｋｍ
誘致圏人口：69万人

江汐公園
山口県

誘致距離：39ｋｍ
誘致圏人口：95万人

誘致距離：39ｋｍ
誘致圏人口：38万人

誘致距離：40ｋｍ
誘致圏人口：8.5万人

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：4.8万人

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：148万人

旭緑地
高知県高知市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：2.6万人

室戸中央公園
高知県室戸市

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：2.4万人

弥右衛門公園
高知県高知市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：1.3万人

沖田公園
高知県高知市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：3.7万人

誘致距離：40ｋｍ
誘致圏人口：15万人

秦泉寺公園
高知県高知市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：1.4万人

春野総合運動公園
高知県

土佐西南大規模公園
高知県

誘致距離：40ｋｍ
誘致圏人口：63万人

高松市東部運動公園
香川県高松市

本省都市・地域整備局
公園緑地課

（課長　高梨　雅明）

誘致距離：50ｋｍ
誘致圏人口：102万人

誘致距離：20ｋｍ
誘致圏人口：76万人



再々評価 175 461 264 1.7
・広域緑地計画に位置づけられ、当該事業の必要性に変化はない。
・当該公園の自然的環境の特段の変化はなく当該事業の必要性に変化
はない。

継続

再々評価 198 342 249 1.3
・緑の基本計画に位置づけられ、当該事業の必要性に変化はない。
・文化施設等の周辺の類似施設の整備状況に大きな変化はなく、当該
事業の必要性に変化はない。

継続

再々評価 46 153 45 3.4

・災害時の避難場所に位置づけられ、当該事業の必要性に変化はな
い。
・当該公園の自然的環境の特段の変化はなく当該事業の必要性に変化
はない。

継続

10年
継続中 12 57 13 4.5

・緑の基本計画に位置づけられ、当該事業の必要性に変化はない。
・当該公園の自然的環境の特段の変化はなく当該事業の必要性に変化
はない。

継続

再々評価 13 99 24 4.2
・緑の基本計画に位置づけられ、当該事業の必要性に変化はない。
・当該公園の自然的環境の特段の変化はなく当該事業の必要性に変化
はない。

継続

再々評価 51 46 11 4.1
・緑の基本計画に位置づけられ、当該事業の必要性に変化はない。
・運動施設等の整備状況は変化しておらず当該事業の必要性に変化は
ない。

継続

再々評価 86 339 119 2.8
・緑の基本計画に位置づけられ、当該事業の必要性に変化はない。
・運動施設等の整備状況は変化しておらず当該事業の必要性に変化は
ない。

継続

再々評価 19 111 6.0 17.8
・広域緑地計画に位置づけられ、当該事業の必要性に変化はない。
・当該公園の自然的環境の特段の変化はなく当該事業の必要性に変化
はない。

継続

【都市基盤整備公団事業】
（都市整備事業）

総便益
（億円）

10年
継続中 727 1,294 596 2.2 ・社会経済情勢の変化により、当地区での大量の宅地需要は見込

めない。 中止

再々評価 397 618 290 2.1 ・社会経済情勢の変化により、前回の再評価時と比較して一層施
設用地需要が低迷している。 中止

再々評価 431 794 470 1.7
・地区の全域が概成しており、また、インターチェンジに直結し
た良好な立地条件のため工場用地及び業務施設用地等の需要が見
込める。

継続

再々評価 65 225 155 1.5 ・隣接する南山地区に相当量の未処分宅地があり、当地区での宅
地需要は見込めない。 中止

その他 421 720 496 1.5

・地区周辺において今後供給予定の宅地が相当量あり、当地区で
の宅地処分に長期間を要することが想定される。
・史跡の保存を図るため公園の整備が必要であり、また、隣接す
る地区での販売状況や当地区の立地条件から一定の需要は見込ま
れる。

見直し
継続

再々評価 943 1,140 860 1.3

・関西文化学術研究都市としての位置付けや事業の進捗状況か
ら、土地区画整理事業を継続させる必要がある。
・但し、地価下落等の社会経済情勢が変化するとともに、隣接地
区に今後供給予定の宅地が相当量ある。

見直し
継続

再々評価 1,260 1,779 1,488 1.2 ・事業環境は厳しいものの、関西文化学術研究都市としての位置
付けがあり、地区のほぼ全域が概成している。 継続

再々評価 377 401 343 1.2
・関西文化学術研究都市としての位置付けがあるものの、隣接す
る地区に今後供給予定の宅地が相当量あり、更に同地区に比べ交
通条件が厳しい。

中止

10年
継続中 233 379 284 1.3 ・事業の進捗状況及びインターチェンジに直結し広域幹線道路に

面した立地条件から引き続き堅調な宅地需要が見込まれる。 継続

10年
継続中 393 569 451 1.3

・事業の進捗状況、商業施設の開業など今後の利便性の向上によ
り宅地需要が見込め、また公共団体の協力のもとに一定の宅地販
売が見込める。

継続

再々評価 2,776 3,902 3,130 1.2 ・事業の進捗状況、駅前商業施設の開業など地区の熟成が進んで
おり、今後も一定の宅地需要が見込める。 継続

再々評価 1,105 3,520 1,819 1.9 ・住宅及び商業施設等の宅地販売が順調であり堅調な宅地需要が
見込め、また地区の全域が概成している。 継続

再々評価 446 695 456 1.5 ・事業の進捗状況、今後の交通利便性の向上及びインターチェン
ジへの近接性により一定の宅地需要が見込まれる。 継続

10年
継続中 202 369 269 1.4

・事業の進捗状況、隣接する港北ニュータウンタウンセンターの
商業集積状況及び今後予定される地下鉄の開業による利便性の向
上により堅調な宅地需要が見込まれる。

継続

再々評価 765 837 764 1.1
・大規模商業施設の開業等が予定されているなど市街化が進んで
おり堅調な宅地需要が見込め、また、地区のほぼ全域が概成して
いる。

継続

再々評価 486 655 505 1.3 ・事業の進捗状況及び新駅開業により堅調な宅地需要が見込まれ
る。 継続

再々評価 231 481 385 1.3 ・事業の進捗状況、商業施設開業や交通環境の改善などにより地
区の利便性が向上しており、一定の宅地需要が見込める。 継続

再々評価 11,582 31,568 17,391 1.8
・商業施設・医療施設等の生活利便施設の立地など地区の熟成が
進んでいることから一定の宅地需要があり、また、地区のほぼ全
域が概成している。

継続

再々評価 13,797 21,077 16,983 1.2
・商業施設の立地の進捗や今後の成田へのアクセス向上から一定
の宅地需要は見込まれるものの、地区内に今後販売すべき宅地が
相当量ある。

見直し
継続

再々評価 3,365 6,105 3,666 1.7
・大型商業施設や市民病院など生活利便施設の立地により地区の
市街化が進んでいることから一定の宅地需要が見込め、また、ほ
ぼ地区の全域が概成している。

継続

再々評価 2,187 2,538 1,647 1.5
・駅前商業施設や行政施設など生活利便施設の立地により地区の
市街化が進んでおり今後も一定の宅地需要が見込まれるものの、
地区内に今後販売すべき宅地が相当量ある。

見直し
継続

再々評価 4,090 5,253 2,595 2.0
・センターに生活利便施設が順次立地し地区の市街化が進んでお
り今後も一定の宅需要が見込まれるものの、地区内に今後販売す
べき宅地が相当量ある。

見直し
継続

沖縄総合事務局
建設行政課

（課長　村山　継）

残波岬公園
沖縄県読谷村

誘致距離：7.7ｋｍ
誘致圏人口：3.8万人

東風平運動公園
沖縄県東風平町

誘致距離：6.0ｋｍ
誘致圏人口：1.8万人

浦添カルチャ－パ－ク
沖縄県浦添市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：10.5万人

コザ運動公園
沖縄県沖縄市

誘致距離：3.0ｋｍ
誘致圏人口：8.0万人

為又公園
沖縄県名護市

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：2.4万人

喜瀬公園
沖縄県名護市

誘致距離：16.5ｋｍ
誘致圏人口：5.8万人

バンナ公園
沖縄県

誘致距離：3.9ｋｍ
誘致圏人口：4.5万人

八王子川口土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

野嵩第一公園
沖縄県宜野湾市

小山田土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

南山土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

南山第二土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

中根･金田台土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

木津中央土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

木津南土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

木津北・東土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

東谷・中島土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

宇都宮テクノポリスセンター土地区画整理
事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

長津田土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

黒川土地区画整理事業
都市基盤整備公団

南八王子土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

浦安東土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

物井土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

港北中央土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

本省土地・水資源局
土地政策課

（課長　松葉　佳文）

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 評価結果 担当課

（担当課長名）

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

該当基準

誘致距離：1.5ｋｍ
誘致圏人口：1.9万人

名塩新住宅市街地開発事業
都市基盤整備公団

水野土地区画整理事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

事業主体 便益の主な根拠

事 業 名

南多摩新住宅市街地開発事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

和泉中央丘陵新住宅市街地開発事業
都市基盤整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

千葉北部新住宅市街地開発事業
都市基盤整備公団

北摂（住宅）新住宅市街地開発事業
都市基盤整備公団

総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算



（河川事業）

総便益
（億円）

再々評価 51 61 14 4.4

・近年では､平成12年７月（台風１３号）に浸水被害（１６ｈａ）が発
生しているなど､度々被害が発生している。
・当該事業の実施により､１年に１回程度の治水安全度を50年に1回程
度まで解消する｡

継続

再々評価 11 7.9 4.8 1.6

・近年では､平成13年10月（豪雨災害）により浸水被害（５ｈa）が発
生している。
・当該事業の実施により､１年に１回程度の治水安全度を50年に1回程
度まで解消する｡

継続

（道路・街路事業）

総便益
（億円）

再々評価 23 61 23 2.7

・都市再生（市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あ
り）
・個性ある地域の形成（新規整備の公共公益施設へ直結する道路であ
る）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

継続
本省

都市・地域整備局
街路課

（課長 斉藤 親）

（市街地再開発事業）

総便益
（億円）

５年
未着工 495 1,495 780 1.9

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

再々評価 180 464 198 2.3
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

５年
未着工 114 120 118 1.0

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

見直し
継続

再々評価 156 175 150 1.2
・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

継続

10年
継続中 546 2,330 596 3.9

・事業採算
・事業執行環境
・事業進捗状況

見直し
継続

本省都市・地域整備局
まちづくり推進課
（課長　上田　健）

（住宅市街地基盤整備事業）

総便益
（億円）

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 66 10,787 5,822 1.9 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 3.6 継続

10年
継続中 2.2 継続

10年
継続中 14 継続

10年
継続中 12 継続

10年
継続中 88 継続

再々評価 144 継続

再々評価 128 継続

再々評価 48 継続

再々評価 33 継続

再々評価 68 継続

再々評価 24 継続

再々評価 48 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 494 478 59 8.1 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 112 803 743 1.1 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 74 82 38 2.2 継続

－ － － － 住宅宅地事業・施設整備の進捗状況　等

10年
継続中 278 101 19 5.4 見直し

継続

10年
継続中 継続

本省住宅局
市街地住宅整備室

（室長　井上　俊之）

担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

その他の指標による評価 対応方針

担当課
（担当課長名）

本省河川局治水課
（課長　望月　常好）

名塩団地線（再掲）
都市基盤整備公団 計画交通量：1,340台／日

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

その他の指標による評価 対応方針

神崎川（二重川）広域基幹河川改修事業
（再掲）
都市基盤整備公団

浸水農地面積：３９ｈa

大森川防災調節池事業（再掲）
都市基盤整備公団 浸水農地面積：９ha

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

武蔵浦和駅前地区（第１街区）
第一種市街地再開発事業
都市基盤整備公団

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延べ床面積 約
124,000㎡）の収益向上

本省住宅局
市街地建築課

（課長　高井　憲司）

本省住宅局総務課
都市基盤整備
公団監理室

（室長　大藤　朗）

（住宅市街地総合整備事業）

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延べ床面積 約
42,000㎡）の収益向上

所沢元町北地区第一種市街地再開発事業
（再掲）
都市基盤整備公団

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延べ床面積 約
51,000㎡）の収益向上

納屋橋西地区第一種市街地再開発事業（再
掲）
都市基盤整備公団

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延べ床面積 約
49,000㎡）の収益向上

総事業費
（億円）

北品川五丁目第一地区第一種市街地再開発
事業
都市基盤整備公団

周辺10kmの地価上昇
区域内施設（延べ床面積 約
147,000㎡）の収益向上

対応方針
事業主体

久米川地区住宅市街地総合整備事業（再
掲）
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の開始された住
宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

事 業 名
該当基準 その他の指標による評価

担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

便益（Ｂ）事 業 名
該当基準 対応方針

担当課
（担当課長名）

本省
土地･水資源局
土地政策課

（課長　松葉 佳文）

西国分寺駅東地区第一種市街地再開発事業
都市基盤整備公団

橋本林間田園都市第3地区（再掲）
和歌山県橋本市 －

　三石台垂井線他2路線（区画）
　都市基盤整備公団 計画交通量：3,759台/日

国際文化公園都市（再掲）
大阪府茨木市他 －

　一級佐保川（河川）
　都市基盤整備公団

浸水戸数：449戸
浸水農地面積：33ha

名塩ニュータウン（再掲）
兵庫県西宮市 －

　創造の森他緑地（基盤）
　都市基盤整備公団 計画戸数：3,900戸

　一級亀成川（上流）（河川）
　都市基盤整備公団

蓮花寺西部丘陵NT土地区画整理（再掲）
三重県桑名市 －

　大山田播磨線他2路線（区画）
　都市基盤整備公団 計画交通量：6,099台/日

　(3.3.4)(3.3.5)千葉NT関連街路（街路）
　都市基盤整備公団

　(3.3.6)千葉NT関連街路（街路）
　都市基盤整備公団

　一級神崎川（上流）（河川）
　都市基盤整備公団

　一級浦部川（河川）
　都市基盤整備公団

　4～11住区多目的広場（基盤）
　都市基盤整備公団 計画戸数40,480戸

千葉ニュータウン（再掲）
千葉市印西市他 －

　５駅圏広場（基盤）
　都市基盤整備公団

10,765 計画戸数50,220戸 10,216

　７駅圏広場（基盤）
　都市基盤整備公団

　７駅圏電気・電話・CATV（基盤）
　都市基盤整備公団

　(3.4.30)千葉NT関連街路（街路）
　都市基盤整備公団

　印西総合公園（公園）
　都市基盤整備公団

　県道船橋印西線（道路）
　都市基盤整備公団

　(3.1.1)(3.1.2)千葉NT関連街路（街路）
　都市基盤整備公団

1.1

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針 担当課
（担当課長名）

費用
（Ｃ）

（億円）

多摩ニュータウン（再掲）
都多摩市他 －

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠



10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中 継続

10年
継続中

見直し
継続

10年
継続中

見直し
継続

10年
継続中

見直し
継続

10年
継続中

見直し
継続

（賃貸住宅建設事業）

事業中
（戸）

事業
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

10年
継続中 353 975 354 H6～H17 ・住宅の需要は堅調であり、事業の必要性はある

・事業完了に向け、着実に事業が進捗している　等 継続

本省住宅局総務課
都市基盤整備
公団監理室

（室長　大藤　朗）

【都市基盤整備公団事業】
（土地区画整理事業）

総便益
（億円）

その他 297 1,779 470 3.8 ・新駅の設置及び幹線道路等の整備により、商業・業務地としての土
地利用が整備される。 中止

10年
継続中 162 274 227 1.2 ・愛知県、稲沢市との適切な役割分担及び地元地権者の協力等によ

り、事業完了への見通しが立っており、また堅調な宅地需要もある。 継続

（都市公園事業）

総便益
（億円）

10年
継続中 105 540 179 3.0

・新世紀ちば５ヵ年計画及び印西市第一次基本計画に関連する重要な
総合公園としての位置づけであり、当該事業の必要性に変化はない。
・事業の実施は概ね予定通り進捗しており、今後も事業を推進する。

継続
本省都市・地域整備局

公園緑地課
（課長　高梨　雅明）

【地域振興整備公団事業】
（地方都市開発整備等事業）

総便益
（億円）

再々評価 580 1,042 794 1.3
・現在整備中の高久地区では公益施設の整備など熟成が進んでいるこ
とから、引き続き一定の宅地需要が見込まれる。
・地区の全域が概成している等、事業が進捗している。

継続

再々評価 1,120 863 574 1.5

・定期借地の導入や民間事業者との連携により、更なる販売促進に努
めることとしているほか、県、市、公団で検討会を設置するなど、分
譲体制を強化している
・地区の全域が概成している等、事業が進捗している。

継続

再々評価 660 1,454 1,081 1.3

・南住区は、着実に地区の市街化が進んでおり、引き続き一定の宅地
需要が見込まれる。
・北住区は、社会経済情勢の変化に対応して、用途の見直し、大街区
化等計画の見直しを行った上で、幹線道路等必要最小限の工事を行う
必要がある。

見直し
継続

再々評価 363 600 399 1.5 分譲促進のため、一部の用地について宅地分割工事等を実施する必要
がある。 継続

再々評価 509 1,569 980 1.6 平成１６年度の事業完了に向け、換地処分手続き等を進める必要があ
る。 継続

再々評価 770 4,068 1,349 3.0
・一般国道４６号をはじめとする関連公共施設の整備が着実に進めら
れている。
・県、市による中核的施設の整備が着実に進められている。

継続

再々評価 268 524 284 1.8 ・広域合併に伴い、当地区は地域連携の拠点としての役割を果たすこ
とが期待されていることから事業の必要性は一層高まっている。 継続

10年
継続中 131 326 254 1.3

・本事業は鉄道高架の都市計画決定等のスケジュールに合わせて着実
に整備推進している。
・県、市の協力のもとに拠点施設に係る計画が進展している。

継続

本省住宅局
市街地住宅整備室

（室長　井上　俊之）

本省
都市・地域整備局
まちづくり推進課
（課長　上田　健）

今治新都市開発整備事業
地域振興整備公団

地区の地代増加額の推計を現
在価値に換算

静岡東部拠点特定再開発事業（再掲）
地域振興整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

那覇新都心開発整備事業
地域振興整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

盛岡南新都市開発整備事業
地域振興整備公団

地区及び地区周辺の地代増加
額の推計を現在価値に換算

秋田新都市開発整備事業
地域振興整備公団

地区の地代増加額の推計を現
在価値に換算

鳥栖北部丘陵新都市開発整備事業
地域振興整備公団

地区の地代増加額の推計を現
在価値に換算

能見台第二
都市基盤整備公団

いわきニュータウン開発整備事業
地域振興整備公団

地区の地代増加額の推計を現
在価値に換算

長岡ニュータウン開発整備事業
地域振興整備公団

地区の地代増加額の推計を現
在価値に換算
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事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）

便益（Ｂ）

新川崎地区
土地区画整理事業
都市基盤整備公団

区域内及び周辺1kmの地価上昇 本省
都市・地域整備局
まちづくり推進課
（課長　上田　健）

出来島地区住宅市街地総合整備事業（再
掲）
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の開始された住
宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

担当課
（担当課長名）供給戸数（戸）

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）
計画戸数
（戸）事業主体

事業の進捗状況
その他の指標による評価 対応方針

金岡地区住宅市街地総合整備事業（再掲）
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の開始された住
宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

旭ヶ丘地区住宅市街地総合整備事業（再
掲）
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の開始された住
宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の開始された住
宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

都島リバーシテイ地区住宅市街地総合支援
事業（再掲）
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の開始された住
宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

光ヶ丘地区住宅市街地総合整備事業（再
掲）
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の開始された住
宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

虹ヶ丘西地区住宅市街地総合整備事業（再
掲）
都市基盤整備公団

担当課
（担当課長名）

担当課
（担当課長名）

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

事業主体 便益の主な根拠

尾張西部都市拠点地区（再掲）
土地区画整理事業
都市基盤整備公団

区域内及び周辺1kmの地価上昇

印西総合公園（再掲）
都市基盤整備公団

誘致距離：15ｋｍ
誘致圏人口：148万人

便益（Ｂ）

西経堂地区住宅市街地総合整備事業（再
掲）
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の開始された住
宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

新所沢第一地区住宅市街地総合整備事業
（再掲）
都市基盤整備公団

チェックリスト（事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢・自然環境条件の変化の有無、地元の合意形成の状況、施行者の事業執行意志、供用の開始された住
宅の利用状況、コスト縮減の可能性、事業目標を達成しうる代替案の検討）により評価を実施

対応方針
事 業 名

該当基準 総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

事業主体 便益の主な根拠

担当課
（担当課長名）事業主体 便益の主な根拠

その他の指標による評価 対応方針
費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ

事 業 名
該当基準 総事業費

（億円）



【河川事業】
（直轄）

石狩川下流救急内水対
策事業
（H6年度～H10年度）
北海道開発局

５年以内 16

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　全体事業費　事業着手時　13.9億円　→　事業完了時　16.3億円
　B/C　　事業着手時　2.7（B：43.1億円、C：15.8億円）
　　　　　　→　事後評価時　2.3（B：41.2億円、C：18.0億円）
（事業の効果の発現状況）
　平成13年9月洪水で救急排水機場がない場合の浸水想定
　大曲地区　約8ha、浸水深約1.2m　→　被害なし
　旧美唄川地区　約22ha、浸水深約0.4m　→　被害なし
（事業実施による環境の変化）
　自然環境等の大きな変化はない。
（社会経済情勢の変化）
　人口は減少しているが世帯数に大きな変化はなく、集水区域内の農業生産は続けられ変化はな
い。
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　改善措置は必要ないが、今後は機能維持のため適正に維持管理を行う。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　現在は救急内水対策事業制度に代わり、経済性、機動的な排水ポンプ車等の整備を実施。

対応なし

北海道開発局
建設部河川計画課
（課長　柏木　才

助）

北上川上流救急内水対
策事業
（Ｈ２年～Ｈ１０年）
東北地方整備局

５年以内 34

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　計画洪水(S62型1/20)による浸水範囲内の戸数
　　広瀬川　計画時(Ｈ元) 134戸　→　実績(Ｈ10) 238戸
　　後　川　計画時(Ｈ元) 24戸　→　実績(Ｈ10) 110戸
　　大曲川　計画時(Ｈ元) 47戸　→　実績(Ｈ10) 66戸
　　吸　川　計画時(Ｈ元) 150戸　→　実績(Ｈ10) 538戸
　全体事業費　計画時 2,546百万円　→　事業完了時 3,437百万円
　Ｂ／Ｃ　計画時 6.2(b:1,075百万円、c:173百万円)　→　事後評価時 18.2(b:69,140百万円、
c:3,790百万円)
（事業の効果発現状況）
　平成14年7月洪水時における効果
　　広瀬川　浸水面積 33.3ha → 14.0ha、浸水戸数 308戸 → 110戸
　　後　川　浸水面積 19.8ha → 7.0ha、浸水戸数 180戸 → 59戸
　　大曲川　浸水面積 23.5ha → 17.5ha、浸水戸数 47戸 → 29戸
　　吸　川　浸水面積 73.5ha → 26.0ha、浸水戸数 370戸 → 21戸
（社会情勢の変化・事業実施による環境の変化）
　計画洪水(S62型1/20)による浸水範囲内の事業所数
　　広瀬川　整備完了時(Ｈ10) 21箇所(211人)　→　整備後(Ｈ14) 31箇所(313人)
　　後　川　整備完了時(Ｈ10) 17箇所(151人)　→　整備後(Ｈ14) 30箇所(268人)
　　大曲川　整備完了時(Ｈ10) 40箇所(405人)　→　整備後(Ｈ14) 52箇所(525人)
　　吸　川　整備完了時(Ｈ10) 82箇所(741人)　→　整備後(Ｈ14) 141箇所(1,275人)
（今後の事業評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　平成10年8月洪水や平成14年7月洪水時に効果を発揮しており、地域住民の期待にも応えている
ことから、改善措置の必要はない。

対応なし
東北地方整備局
河川計画課

（課長　山本　晶）

富士川直轄河川改修事
業
（高潮対策）
（S55年度～H10年度）
関東地方整備局

５年以内 58

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　　B/C　　事前評価時　3.7（B：21,437百万円、C：5,806百万円）
　　　　→　事後評価時　8.8（B：51,131百万円、C：5,806百万円）
（事業の必要性）
　昭和41年9月の高潮により、家屋全半壊125戸、海岸堤防200ｍが崩壊
（事業の効果の発現状況）
　計画上想定される事業効果：約８９０億円の被害を軽減
　完成後の実際：大きな高潮が発生していない
　既往最大での確認：約１４０億円の被害を軽減
（事業実施による環境の変化）
　事業実施による自然環境の変化は認められない
（社会経済情勢の変化）
　事業実施による社会情勢の変化は見られない
（改善措置の必要性）
　現在まで改善措置の必要性はないが、今後高潮が発生した後に効果の検証を実施

対応なし

関東地方整備局
河川計画課

（課長　田中　敬
也）

対応方針事後評価の評価項目
事業名

（事業実施期間）
事業主体

該当基準 総事業費
（億円）

完了後の事後評価結果一覧表

担当課
（担当課長名）



吉井川特定構造物改築
事業(大田原堰）
（H5年度～Ｈ10年度）
中国地方整備局

５年以内 2,976

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　全体事業費　事業着手時　2,290百万円　→　事業完了時　2,976百万円
　工期　　　　　　変化なし
　B/C　　　　　　事後評価時　9.3（B：268（億円）、C：28.8（億円））
（事業の効果の発現状況）
　流下能力の向上　着手前　490(m3/s)　→　完了後　計画高水流量　1,000(m3/s)
（事業実施による環境の変化）
　河川水辺の国勢調査等によると施設完成による環境への悪影響は見受けられない。
（社会経済情勢の変化）
　地域の社会情勢について、事業前後で大きな変化はない。
（今後の事後評価の必要性）
　施設完了後に発生した洪水で、計画通り堰が倒伏するなど所定の機能を発揮しており、計画規
模の洪水が発生した場合にも効果は十分発揮されると想定されるため、今後の事後評価の必要は
ない。
（改善措置の必要性）
　必要なし
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　必要なし

対応なし

中国地方整備局
河川計画課

（課長　中川　哲
志）

緑川特定構造物改築事
業（六間堰）
（H5年度～H10年度）
　九州地方整備局

５年以内 93

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　全体事業費　事業着手時　78億円　→　事業完了時　93億円
　B/C　　再評価時　11（B：765億円、C：68億円）　　→　事後評価時　13（B：1164億円、C：
88億円）
（事業の効果の発現状況）
　事業完成後の平成11年6月、平成15年7月出水において床上浸水は生じておらず、また、外水氾
濫防御に対して十分な費用対効果が確認された。
（事業実施による環境の変化）
　事業実施にあたり、各種環境調査を実施し、その対策を行った結果、改築後の変化は見られな
かった。
（社会経済情勢の変化）
　事業実施後、宅地等の開発が進み、治水の必要性が高まっている。
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　想定した事業の効果が確認され、特に支障となっている事象もないので、施設改善措置の必要
性はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　事業実施にあたり、各種環境調査を実施し、その対策を行った結果、改築後の変化は見られな
かった。
　今後は、この対応事例を参考として、多の事業にも反映させたい。

対応なし

大淀川床上浸水対策特
別緊急事業
（H7年度～H10年度）
九州地方整備局

５年以内 26

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　全体事業費　事業着手時　26億円　→　事業完了時　26億円
　B/C　　事後評価時　9.9（B：275億円、C：28億円）
（事業の効果の発現状況）
　検討結果より、過去の洪水において、被害軽減が期待できる。
（今後の事後評価の必要性）
　検討結果より、過去の洪水において、被害軽減が期待できることから、今後の事後評価の必要
性はない。ただし、水門が機能すべき出水が発生した際にその効果等について委員会に報告す
る。
（改善措置の必要性）
　検討結果より、過去の洪水において、被害軽減が期待できることから、改善措置の必要性は無
い。

対応なし

嘉瀬川救急内水対策事
業（池ノ上排水機場）
（H6年度～H8年度）
九州地方整備局

５年以内 5.2

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　全体事業費　事業着手時　4.7億円　→　事業完了時　5.2億円
　B/C　　事後評価時　2.9（B：19億円、C：5.0億円）
（事業の効果の発現状況）
　施設完成後の6年間で計9回稼動し、内水被害の軽減に一定の効果を発揮している。
（社会経済情勢の変化）
　事業実施後において、当該事業箇所である大和町において人口が増加傾向であるため、内水対
策の重要性は高まっている。
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が確認されていることから、今後の事業評価の必要性はない。
（改善措置の必要性）
　ポンプ稼動において現時点までに問題が生じていないため改善措置の必要性はない。

対応なし

松浦川救急内水対策事
業（大川野排水機場）
（H8年度～H10年度）
九州地方整備局

５年以内 3.8

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　全体事業費　事業着手時　3.5億円　→　事業完了時　3.8億円
　B/C　　事後評価時　1.6（B：6.6億円、C：4.2億円）
（事業の効果の発現状況）
　検討結果より、過去の洪水において、被害軽減が期待できる。
（社会経済情勢の変化）
　大川野地区の世帯数及び人口はほぼ変化していないが、現時点でも多くの資産が存在している
ことから、内水対策の重要性に変わりない。
（今後の事後評価の必要性）
　事業の有効性が見込まれることから、今後の事後評価の必要性はない。ただし、出水が発生
し、排水機場の効果について確認された場合に委員会に報告する。
（改善措置の必要性）
　現時点までに問題が生じていないことから、改善措置の必要性はない。

対応なし

九州地方整備局
河川計画課

（課長　宮本　健
也）



北上川下流直轄河川環境
整備事業
（水環境整備事業）
（Ｈ5年度～Ｈ10年度）
東北地方整備局

５年以内 14

（費用対効果分析の算定基礎となった情報）
　全体事業費　1,429百万円
（事業の効果の発現状況）
　BOD平均値　供用前　  7.1mg/l　→ 供用後　2.2mg/l
　ＳＳ平均値　  供用前　15.6mg/l　→ 供用後10.6mg/l
（社会経済情勢の変化）
　旧北上川右岸8～9km地区の年間空間利用実態者数　供用前　約300人　→　供用後　約19,000人
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　現状施設で十分に事業効果を発揮しており、改善措置は必要ない。

対応なし

雄物川下流直轄河川環境
整備事業
（水環境整備事業）
（H6年度～H10年度）
東北地方整備局

５年以内 5

（費用対効果分析の算定基礎となった情報）
　全体事業費　492百万円
（事業の効果の発現状況）
　　 BOD平均値  　供用前　2.0mg/l　 → 供用後　0.9mg/l
　　ＳＳ平均値　  供用前　18mg/l　　→ 供用後　9mg/l
　全窒素平均値　  供用前　1.5mg/l　 → 供用後　0.7mg/l
　全リン平均値　  供用前　0.12mg/l　→ 供用後　0.05mg/l
（社会経済情勢の変化）
　雄物川右岸5～6km地区の年間空間利用実態者数　供用前　約7,500人　→　供用後　約21,700人
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　現状施設で十分に事業効果を発揮しており、改善措置は必要ない。

対応なし

鳴瀬川直轄河川環境整備
事業
（河道整備事業）
（Ｈ9年度～Ｈ10年度）
東北地方整備局

５年以内 0.98

（費用対効果分析の算定基礎となった情報）
　全体事業費　98百万円
（事業の効果の発現状況）
　最寄りの下伊場野小学校の生徒及び関係者を中心に、｢水辺の自然体験の場｣、｢子どもの教育の場｣等と
して、盛んに活用されている
（社会経済情勢の変化）
　鳴瀬川右岸30～31km地区の年間空間利用実態者数　供用前　約400人　→　供用後　約5,900人
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　現状施設で十分に事業効果を発揮しており、改善措置は必要ない。

対応なし

阿武隈川上流直轄河川環境整
備事業
（河道整備事業）
（Ｈ7年度～Ｈ10年度）
東北地方整備局

５年以内 2.9

（費用対効果分析の算定基礎となった情報）　?
　全体事業費　293百万円
（事業の効果の発現状況）
　最寄りの渡利小学校の生徒及び関係者を中心に、｢水辺の自然体験の場｣、｢子どもの教育の場｣等とし
て、盛んに活用されている
（社会経済情勢の変化）
　阿武隈川上流右岸26～29km地区の年間空間利用実態者数　供用前　約119,000人 → 供用後　約152,000
人
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　現状施設で十分に事業効果を発揮しており、改善措置は必要ない。

対応なし

木津川上流直轄河川環境
整備事業
（河道整備事業）
（Ｈ9年度～Ｈ10年度）
近畿地方整備局

５年以内 1.5

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　全体事業費　事業着手時　135百万円　→　事業完了時　146百万円
　B/C　　－
（事業の効果の発現状況）
　・整備前に比べ水際へのアプローチが容易にできるようになり、近隣小学校の総合学習及び理科等の授
業に利用されている。
（社会経済情勢の変化）
　事業実施箇所近隣には、平成榛原こどもの森公園（平成13年4月オープン）や道の駅（平成10年4月オー
プン）が整備された。
（今後の事後評価の必要性）
　当初の目的が達成されたため、今後の事業評価の必要性はない。
（改善措置の必要性）
　当初の目的が達成されたため、当面改善措置の必要性はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　今後の同種事業の計画・実施にあたっては、景観、特に、護岸の構造やデザイン、階段護岸のあり方等
について、十分配慮すべき。

対応なし

近畿地方整備局
河川環境課

（課長　豊口　佳
之）

【ダム事業】
（直轄）

札内川ダム建設事業
（Ｓ56年度～Ｈ10年度）
北海道開発局

５年以内 860

事後評価の評価項目

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　・工期　計画時　昭和56年度～平成6年度　→　実績　昭和56年度～平成10年度
　・全体事業費　事業着手時　580億円　→　事業完了時　860億円
　・B/C　　事後評価時　2.9（B：1,591億円、C：546億円）
（事業の効果の発現状況）
　・洪水調節　平成9年から平成14年までに22回洪水調節を実施。ダム流入量が最大となった平成９年８月
洪水の調節量は約560m3/sであった。
　・洪水調節による水位低減効果　平成9年8月8日の洪水において、南帯橋地点では約1.1m水位を低減し、
河川公園の冠水被害を軽減した。
　・利水補給の効果　正常流量を下回る日数（H14）　建設前　59日　　→　建設後　12日
　・水道用水　計画取水量100,200m3/日に対し、最大38,600m3/日を補給。
　・発電　34,000MWhの計画発生電力量をほぼ満足する水量を補給。
（事業実施による環境の変化）
　・流況の変化　ダムによる補給の結果最小流量、渇水流量、低水流量が増加し下流流況が変化した。
　・水質関連　ＳＳ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、水温、水の濁りなどは共用前後でほとんど変化は見られず、富栄
養化の傾向も見られない。
　・ダム湖内の生物　止水性のイトミミズ科が増加。魚類では在来種のオショロコマと外来種のニジマス
を確認しているが、ニジマスの個体数が増加傾向にある。
　・流入河川の生物　（魚類）　建設前→オショロコマ、ハナカジカの2種が優先　建設後→フクドジョ
ウ、ニジマス、サクラマスが優先
　・下流河川の生物　造網型の底生動物が増加。植物はケショウヤナギの個体数が減少傾向にあり、ダム
運用に伴う河床攪乱の減少による影響が考えられる。
　・ダム湖周辺の生物　植生に大きな変化はなく、良好な森林環境が保全されている。
　・堆砂の状況　平成15年12月現在（湛水後6年8カ月）で堆砂率は5.7％となっており、問題はない。
　・景観への影響　いくつかの人工構造物に多少違和感が感じられるなどの意見があったが、自然との調
和については概ね保全されている。
（社会経済情勢の変化）
　・札内川流域における人口動態や産業構造に建設前後の大きな変化はない。
（今後の事後評価の必要性）
　・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はないと考えられる。今後は、ダム等管理フォ
ローアップ制度に基づく分析・評価を行うこととする。
（改善措置の必要性）
　・事業の効果が発現されており、改善措置の必要性はないと考えられる。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　・管理ダムに関するアンケート方法等を用いた景観手法の検討
　・ダムが水源地域に及ぼす社会経済的な影響や効果の評価手法の検討

対応なし

対応方針
事業名

（事業実施期間）
事業主体

該当基準 総事業費
（億円）

東北地方整備局
河川環境課

（課長　西川　和
雄）

担当課
（担当課長名）

北海道開発局
河川管理課

（課長　堀内　宏）



浦山ダム建設事業
（S47年度～H10年度）
水資源機構

５年以内 1,844

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　　B/C　　事前評価時　無し
　　　　→　事後評価時　10（B：10,237億円、C：968億円（治水のみ））
（事業の効果の発現状況）
　計画上の事業効果：計画流量1,000m3/s→調節後110m3/sに低減
　完成後の実績最大：H13洪水　277m3/s→調節後　72m3/sに低減
（事業実施による環境の変化）
　湛水前後における自然環境への影響はあるが、軽減策がとられている
（社会経済情勢の変化）
　周辺地域において安定した観光資源の一つとなりつつある
（今後の事後評価の必要性）
　再事後評価の必要はない
（改善措置の必要性）
　濁水長期化対策として、浦山ダム清水バイパスを整備する
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　・ダム等における事後評価は、５年で十分な分析・評価ができないと考えられる
　・大きな出水や渇水が生じた場合は、フォローアップ委員会において随時審議・評価を行う
　・ダムができたことによる日常の価値や便益等を考えていく必要がある

改善措置

比奈知ダム事業
（S47年度～H10年度）
水資源機構

５年以内 952

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　事業工期　事業着手時　18年間　→　事業完了時　27年間
　全体事業費　事業着手時　50,000百万円　→　事業完了時　95,200百万円
　B/C（治水：不特定含）
　　　事業着手時　1.7（B：53,900、C：31,700）　　→　事後評価時　1.5（B：90,7200、C：60,100）
（事業の効果の発現状況）
　治水　管理開始後洪水調節は実施していない。
　　(流出計算)下流新町橋地点水位　完成前　→　完成後　約2.1mの水位低下（推定）
　利水　(H12渇水時)　ダム補給なし　名張市で取水制限　→　ダム補給実施　取水制限なし（ダムからの
補給174日)
（事業実施による環境の変化）
　堆　　　砂　計画堆砂量を上回る堆砂量。
　水　　　質　アオコや淡水赤潮の発生が見られる。
　自然環境　大きな変化は認められないが、外来種の増加、下流河川環境の変化が認められる。
（社会経済情勢の変化）
　ダム施設利用者数　下流の親水公園では、毎年1万人以上が、身近な憩いの場として利用。
　ダム周辺の変化　付替道路により、名張市街と上流集落のアクセスの利便性向上。　完成前　約40分
→　完成後　約20分
（今後の事後評価の必要性）
　効果を発揮しているものと判断される。
　今後も必要に応じ同様の分析・評価を行い、定期的に報告していく。
（改善措置の必要性）
　治水、利水面で障害は発生しておらず、改善措置の必要はない。
　水質では、アオコ等の発生がみられるなど、貯水池水質に変化がみられるため、今後継続して水質を監
視
　するとともに、水質保全のための取り組みを進める。
　自然環境では、外来種の確認、下流河川環境の変化が認められており、今後も定期的に調査を行う。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし。

改善措置

御所ダム湖活用環境整備
事業
（Ｈ1年度～Ｈ10年度）
東北地方整備局

5年以内 5.5

（事業の効果の発現状況）
整備箇所の親水性の確保・湖面利用・イベント利用等による有効活用がされている。
御所湖まつり　約100,000人
ロードレース　約500人
散策ツアー　　約300人
統一清掃等　　約1,000人

（今後の事後評価の必要性）
事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。

（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
今後は、ダム周辺施設の利用形態の把握・施設の利用しやすさの把握・利用回数及び人数の計測等を適切
に実施していく必要がある。

対応なし

東北地方整備局
河川管理課

（課長　阿部　幸
雄）

中筋川総合開発事業
（中筋川ダム）
（Ｓ58年度～Ｈ11年
度）
四国地方整備局

5年以内 500

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　B/C 事業採択時点2.7（B：505.4、C：185）
　→　 事業完成後　2.6（B：980.9、C：381.7）
（事業の効果の発現状況）
　《洪水調節》
  洪水調節については、事業の効果が発現されていると評価される。ただし、洪水調節後の河川水位の穏
やかな低減が内水に与える影響については、今後、留意していく。
　《利水補給》
　中筋川ダムは、かんがい用水、水道用水、工業用水の将来の水源として位置づけられているが、現時点
においては供給されていないという状況にあるため、利水者と今後も協議を進めていく必要がある。
（事業実施による環境の変化）
　《堆砂》
　堆砂については、現時点においては問題ないが、未だ管理開始後の年数が浅いことから、今後も調査を
継続していく。
　《水質》
　ダム建設前後で大きな水質の変化は見られない。
　なお、過去に発生した湖面褐色化現象及び淡水赤潮については、必要に応じて調査を行うこととする。
　《生物》
　水鳥の増加などダム湖環境に応じた生物が生息するようになった。陸封アユや特定種（ミサゴ等）の生
育状況については、調査を継続していく。外来種（オオクチバスやオオマリコケムシ等）の生育環境への
影響等については、今後も調査を継続していく。
（社会経済情勢の変化）
　《水源地域動態》
　中筋川ダムにおいては、地域に開かれたダムの認定、水源地域ビジョンの策定等が、地域の活性化に効
果的に働いている。
　今後も地域動態や、利用状況について、調査を継続していく。
（今後の事後評価の必要性）
　中筋川ダムの洪水調節等については、事業の効果が発揮されていると評価でき、今後、事後評価を行う
必要はないと判断される。ただし、水道用水等の利水については、現時点において十分な評価が出来ない
ため、今後、再度、事後評価を行うものとする。
（改善措置の必要性）
　中筋川ダムでは、洪水調節等の事業の効果が発揮されていると評価できるが、水道用水等については現
時点において供給されていないため、今後の動向を見守る必要がある。
　なお、洪水調節後の河川水位の穏やかな低減が内水に与える影響や、特定種等の生育状況や外来種の環
境への影響については、今後も調査を継続していくこととする。今後とも、フォローアップ制度に基づい
た適切なダム管理を継続していくことが重要である。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法
　の見直しの必要性）
　ダムによる洪水調節の評価にあたっては、現時点で考慮されていない人命を守るということや、その他の効果についても、今後検討すべきである。

再事後評価

四国地方整備局
河川管理課

（課長　岡田　周
三）

水資源機構
管理企画課

（課長　北村　匡）



【砂防事業】
（直轄）

信濃川下流（登川流路
工）
（S51年度～H10年度）
北陸地方整備局

5年以内 108

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・流路工延長　事業着手時 4.55ｋｍ　→　事業完了時　5.85ｋｍ
・全体事業費　事業着手時 66億円　→　事業完了時　108億円
・B/C 事後評価時　1.7（B:6,779億円、C:4,035億円）
（事業の効果の発現状況）
(1)出水による被害状況
・平成10年出水（9月16日）では氾濫などの被害発生なし。
　　降雨状況：日雨量（清水観測所）219.5㎜（確率年概ね1/60）
　　被害状況：流路工箇所被害なし。流路工下流区間で護岸欠壊箇所数カ所
(2)地域発展に寄与
・流路工周辺の土地利用状況：大福寺工業団地造成、社会福祉施設、河川公園整備、長大橋架設
などの建設。
・従業員、出荷金額、固定資産税の増加。魚沼コシヒカリの一大産地
（事業実施による環境影響）
・魚道の設置により魚類の生息環境の維持。親水護岸等の施工により水辺の利用を確保。
（事業を巡る社会経済情勢等の変化）
・交通網の整備により東京などの大都市からの物流が容易になった。オートキャンプなど身近な
レクレーション人口が増大。
・観光客はスキー客が減少する中、夏場を中心に観光客が増加している。
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が発現されており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果が発現されており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・事業の効果が発現されており、見直しの必要はない。

対応なし

北陸地方整備局
河川計画課

（課長　守安　邦
弘）

【海岸事業】
（補助）

浜島港海岸　浜島地区
海岸環境整備事業
（S61年～H11年）
三重県

５年以内 37

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　浸水想定面積　計画時　3.5ha　→　実績　3.5ha
　全体事業費　事業着手時　3,680百万円　→　事業完了時　3,705百万円
　B/C　事後評価時　10.8（B：677億円、C：63億円）
（事業の効果の発現状況）
　完了後、数個の台風が来襲しているが、浸水による被害は生じていない。
（事業実施による環境の変化）
　特に変化なし
（社会経済情勢の変化）
　防護人口　供用直前　6,174人　→　供用後　5,767人
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　改善措置の必要性はない
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし 三重県　県土整備部
港湾・海岸チーム

【道路・街路事業】
（直轄）

一般国道３７号
白鳥新道
（Ｓ56年度～Ｈ10年度）
北海道開発局

5年以内 900

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　実績　11,600台／日
　全体事業費　計画時(H5)　890億円　→　事業完了時　900億円
　B/C　　事後評価時　1.5（B：1,790、C：1,204）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度　供用前　31.9km/h　→　43.6km/h
　交通事故　供用前  51件/億台キロ　　→　49件/億台キロ
（事業実施による環境の変化）
　騒音の低下　室蘭市輪西　昼間（夜間）　供用前　77dB (71dB)　→　74dB (69dB)　要請限度改善
　　　　　　　室蘭市中島本町　昼間（夜間）　供用前　76dB (72dB) → 73dB (68dB)　要請限度改善
　　　　　　　室蘭市中島本町　昼間（夜間）　供用前　76dB(70dB) → 72dB (66dB)　要請限度改善
（社会経済情勢の変化）
　伊達市人口　供用前　35,380人 → 36,080人
　北海道縦貫自動車道　S61年度　 登別室蘭IC供用
　　　　　　　　　　　H3年度    室蘭IC供用
　　　　　　　　　　　H4年度　  伊達IC供用
　　　　　　　　　　　H13年度   国縫IC供用
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置を講ずる必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要はな
い。

対応なし

一般国道４４号
別保拡幅
（Ｓ63年度～Ｈ10年度）
北海道開発局

5年以内 51

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　工事着手時　11,678台／日　→　実績　19,666台／日
　全体事業費　計画時(H5)　39億円　→　事業完了時　51億円
　B/C　　事後評価時　2.2 （B：163、C：75）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度　供用前　37.1km/h　→　45.8km/h
　交通事故　供用前  90件/億台キロ　　→　30件/億台キロ
（社会経済情勢の変化）
　釧路町人口　供用前　19,008人 → 22,478人
　東陽地区土地区画整理事業による住宅団地等の整備が進められている
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置を講ずる必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要はな
い。

対応なし

事業名
（事業実施期間）

事業主体
該当基準 総事業費

（億円） 事後評価の評価項目

対応方針 担当課
（担当課長名）

対応方針 担当課
（担当課長名）

事業名
（事業実施期間）

事業主体
該当基準 総事業費

（億円） 事後評価の評価項目

事業名
（事業実施期間）

事業主体
該当基準 総事業費

（億円） 事後評価の評価項目 対応方針 担当課
（担当課長名）

北海道開発局
建設部道路計画課
（課長　高松　泰）



一般国道２７５号
対雁拡幅
（Ｓ62年度～Ｈ10年度）
北海道開発局

5年以内 94

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　工事着手時　20,657台／日　→　実績　22,313台／日
　全体事業費　計画時(H5)　84億円　→　事業完了時　94億円
　B/C　　事後評価時　3.7 （B：533、C：145）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度　供用前　40.7km/h　→　51.0km/h
　交通事故　供用前  76.7件/億台キロ　　→　44.1件/億台キロ
（社会経済情勢の変化）
　江別市人口　供用前　90,300人 → 123,900人
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置を講ずる必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要はな
い。

対応なし
北海道開発局

建設部道路計画課
（課長　高松　泰）

一般国道４５号
宮古拡幅
（Ｓ４５年度～Ｈ１０年
度）
東北地方整備局

５年以内 75

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　計画時　21,100台／日(H2)　→　実績　18,653台／日(H15)
　全体事業費　事業着手時　4,790百万円　→　事業完了時　7,460百万円
　B/C　　事後評価時　1.5（B：182億円、C：265億円）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度　供用前　32.6km/h(S46)　→　45.7km/h(H15)
　渋滞長　　　供用前　1,550m(H9)　　→　解消(H11)
（事業実施による環境の変化）
　騒音の低下　供用前　69dB(S53推計)　→　供用後　63dB(H15)
（社会経済情勢の変化）
　用途地域面積　供用前　391ha(S42)　→　供用後　933ha(H15)
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

一般国道４６号
生保内改良
（Ｓ６０年度～Ｈ１０年
度）
東北地方整備局

５年以内 45

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　計画時　6,900台／日(H12)　→　実績　8,191台／日(H15)
　全体事業費　事業着手時　2,860百万円　→　事業完了時　4,510百万円
　B/C　　事後評価時　1.6（B：85億円、C：132億円）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度　供用前　33.1km/h(H8)　→　45.7km/h(H15)
　渋滞長(観光ｼ-ｽﾞﾝ)　　　供用前　9,700m(H9)　　→　解消(H14)
（事業実施による環境の変化）
　夜間騒音の低下　供用前　68dB(H9)　→　供用後　57dB(H15)
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

一般国道１６号
川越拡幅
（Ｓ４８年度～Ｈ１０年
度）
関東地方整備局

５年以内 100

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　実績　35,600台／日
　全体事業費　事業着手時　１００百万円　→　事業完了時　１００百万円
　B/C　　事後評価時　２．１（B：２５７、C：１２０）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度（国道１６号当該箇所）　供用前　１８．０km/h　→　２９．４km/h
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、現時点においては、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　川越拡幅事業の効果は、並行する圏央道事業等の幹線道路ネットワークが構築された時点において、さ
らに効果が発現されるものと考えられるため、今後も注視していく。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　計画的に事業を進め、用地買収においては、速やかに事業認定手続きに移行するなど、当初の供用目標
を達成できるよう、事業推進に努めていくことが重要と考える。

対応なし

一般国道１４０号
雁坂道路
（Ｓ６０年度～Ｈ１０年
度）
関東地方整備局

５年以内 437

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　全体事業費　事業着手時　４４７百万円　→　事業完了時　４４７百万円
　B/C　　事後評価時　１．１（B：６１２、C：５８０）
（事業の効果の発現状況）
　・秩父市から甲府市間の所要時間が６０分短縮
　・交通不能区間（雁坂峠）が解消し、地域振興に寄与
　・埼玉県秩父郡大滝村の孤立化が解消
　・埼玉県大滝村から災害拠点病院への所要時間が、約３０分短縮
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、現時点においては、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　雁坂道路の効果は、周辺の道路ネットワークが構築された時点において、さらに効果が発現されるもの
と考えられるため、今後も注視していく。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　地形、地質等に合わせた最適な施工方法の導入やいかなる場合においても対応が出来るような体制の整
備が重要と考える。

対応なし

一般国道２９８号
東京外かく環状道路
（Ｓ４５年度～Ｈ１０年
度）
関東地方整備局

５年以内 4,100

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　計画時　43,900台／日　→　実績　42,458台／日
　全体事業費　事業着手時　４，１００百万円　→　事業完了時　４，１００百万円
　B/C　　事後評価時　１．７（B：１３，１８０、C：７，６９０）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度（一般国道八潮市八条）　供用前　１４．１km/h　→　２３，１km/h
（社会経済情勢の変化）
　沿線地区の従業者数　供用前　３０，５９０人　→　供用後　３４，３６４人
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、現時点においては、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　三郷地区の暫定２車線の区間（延長８．４ｋｍ）は交通量の増加により交通混雑が発生。今後平成１６
年度４車化に向けて事業を勧める。一般国道２９８号は、専用部と一体となって機能するとともに、ま
た、千葉県区間の一般部と一体となって、さらに効果を発揮すると考えられるため、埼玉県（三郷ＪＣ
Ｔ）から千葉県（高谷ＪＣＴ）の一般部と専用部の供用後に調査を行う。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　計画的に事業を進め、用地買収においては、速やかに事業認定手続きに移行するなど、当初の供用目標
を達成できるよう事業推進に努めていくことが重要と考える。

対応なし

東北地方整備局
道路計画第一課

（課長　青柳 太）

関東地方整備局
道路計画第一課
（課長　沓掛　敏

夫）



一般国道17号
小千谷バイパス
（Ｓ51年度～Ｈ10年度）
北陸地方整備局

５年以内 362

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　実績　21,100台／日（暫定）
　全体事業費　事業着手時　23,600百万円　→　事業完了時　36,200百万円
　B/C　事後評価時：3.6（B：2,422億円、C：666）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度　供用前 36.7km/h　→　供用後 43.4km/h
　死傷事故率　供用前 32件/億台㎞　→　供用後 28件/億台㎞
（社会経済情勢の変化）
　事業所数及び小売店舗数は、年々減少傾向に推移。
　工業製品出荷額及び商業年間販売額は、ほぼ横ばいに推移。
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要性はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要性はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　現段階においては、事業の効果が発現されており、特段の見直しの必要性はない。

対応なし

北陸地方整備局
道路計画課

（課長　吉田　秀
範）

一般国道１９号
上松バイパス
（S45年度～H10年度）
中部地方整備局

５年以内 147

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　計画時　135百台／日(S58ｾﾝｻｽのH12推計)　→　実績　130百台／日(H15実測)
　全体事業費　事業完了時　147億円
　B/C　　事後評価時　1.4（B：300億円、C：217億円）（基準年：H15年）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度　供用前　33.2km/h　→　57.1km/h
　渋滞長　　　供用前　12.7km　　→　0km
（事業実施による環境の変化）
　騒音の低下　供用前　84dB　→　供用後　51dB（夜間）
（社会経済情勢の変化）
　中央自動車道から１９号木曽地域への大型車の交通量転換が依然継続。
　１９号の交通事故発生は、依然多発。（上松バイパス区間では大幅減少）
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　必要なし
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

中部地方整備局
道路計画課

（課長　小川　智
弘）

一般国道２７号
和知バイパス
（S57年度～Ｈ14年度）
近畿地方整備局

５年以内 192

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　実績　5,800台／日
　全体事業費　事業完了時　19,200百万円
　B/C　　　事後評価時　1.0（B：304、C：296）
（事業の効果の発現状況）
  事前通行規制区間の解消
　交通事故の減少
　通学路の安全の確保
　所要時間の短縮（綾部市～丹波町間　供用前42分　供用後33分）
　（社会経済情勢の変化）
　道の駅「和」の入込客数及び売り上げ額の増加
　入込客数　供用直後　 60万人／年　直近　65万人／年
　売上額　　 供用直後　1.8億円／年　直近　2.8億円／年
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業を適切に実施しており、改善措置の必要性はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　本事業の主な目的は事前通行規制区間の解消であるため、「災害時の走行時間短縮便益」を考慮

対応なし

近畿地方整備局
道路計画第一課
（課長　池口　正

晃）

一般国道194号
寒風山道路
（Ｓ53年度～Ｈ11年度）
四国地方整備局

５年以内 272

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　３８０台／日（Ｈ２）　→　１，０４０台／日（Ｈ１１）
　全体事業費　２７２億円
　B/C　　１．２（B：４８４億円、C：４１０億円）
（事業の効果の発現状況）
・本川村や吾北村からJR伊予西条駅への所要時間が約４０分短縮され、鉄道を利用して早く本州へ到達可
能となった。
・本川村から西条市内の二次医療施設まで約１時間で到達可能となった。（約４０分の短縮）
・旧道は急勾配、急カーブが連続していたが、寒風山道路はカーブの最小半径が３００ｍとなり、線形が
大幅に向上したことで安全性が向上した。
・寒風山トンネルの供用により冬期における雪による通行止め（H4～H10で１０件発生）が解消された。
（社会経済情勢の変化）
　県外からの観光客が約３倍に増加
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　改善措置の必要性はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　見直しの必要性はない。

対応なし

四国地方整備局
道路計画課

（課長　直原　史
明）

一般国道５７号
島原深江道路事業
（Ｈ４年度～Ｈ１１年
度）
九州地方整備局

５年以内 261

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　計画時　供用前未計測　→　実績　8,339台／日
　全体事業費　事業着手時　22,000百万円　→　事業完了時　26,100百万円
　B/C　　再評価時　未　　→　事後評価時　1.7（B：63,200百万円、C：37,900百万円）
【参考B/C　 4.0（B：150,600百万円、C：37,900百万円）(上記便益（走行時間短縮便益、走行経費減少便
益、交通事故減少便益）以外に環境負荷軽減便益、災害時迂回時間短縮便益（鉄道・バス利用者が船舶等
で迂回し増加する時間を軽減する便益）、不安軽減便益、災害時地域経済損失軽減便益、観光活性化便益
を考慮）】
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度　供用前　40.6km/h(供用前現道)　→　46.8km/h(当該路線)
　渋滞長　　 供用前　　　0m　　→　0m
（事業実施による環境の変化）
　騒音の低下　供用前　71dB(供用前現道)　→　供用後　69dB(供用後現道)
（社会経済情勢の変化）
　深江地区の就業者数　供用前　3,739人　→　供用直前　3,890人
（今後の事後評価の必要性）
　幹線道路としての機能、恒久的な交通の安全が確保されるので、今後の事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　現在も災害が懸念される中、住民の安心感を高めるなど効果の発現は十分であり改善措置の必要はな
い。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　同種事業の計画にあっては災害時のみでなく、平常時も利用されやすい道路整備の計画が必要。また、
通常の事業評価に加え、災害時の地域社会に対する影響の軽減などを評価対象とする必要があると考え
る。

対応なし

九州地方整備局
道路計画第一課
（課長　富山　英

範）



東北縦貫自動車道
[東北自動車道］
（鹿沼～宇都宮間）
改築事業
（Ｈ4年度～Ｈ11年度）
日本道路公団

５年以内 382

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　B/C　事後評価時　2.7（B：1，380億円、C：511億円、平成15年基準）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度（休日平均ピーク時）　供用前　66km/h　→　87km/h（上り：栃木～矢板）
　　　　　　　　　　　　　　　   　　 　69km/h　→　86km/h（下り：栃木～矢板）
　渋滞発生時間（交通集中）  　　供用前　447時間/年　　→　7時間/年（鹿沼～宇都宮）
（事業実施による環境の変化）
　騒音　供用後　54dB（環境保全目標：夜間55ｄB）
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　特になし
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

中央自動車道西宮線
［名神高速道路］
（栗東～瀬田東・
　　京都南～吹田間）
改築事業
（Ｓ58年度～Ｈ10年度）
日本道路公団

５年以内 4,935

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　B/C　事後評価時　1.3（B：9,447億円、C：7,430億円、平成15年基準）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度（平日平均ピーク時）　供用前　58km/h　→　75km/h（上り：竜王～豊中）
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　61km/h　→　78km/h（下り：竜王～豊中）
　渋滞発生時間（交通集中） 　 　供用前　　248時間/年　　→ 　15時間/年（栗東～瀬田東）
　　　　　　　　　　　　　　            5,341時間/年　　→　457時間/年（京都南～吹田）
（事業実施による環境の変化）
　騒音　供用後　70dB（栗東～瀬田東、環境保全目標：昼間70dB）
　　　　供用後　58dB（京都南～茨木、環境保全目標：夜間65dB）
　　　　供用後　52dB（茨木～吹田、環境保全目標：夜間65dB）
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　特になし
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

大阪府道高速兵庫県道高
速道路大阪池田線（延伸
部）
（Ｓ56年度～Ｈ10年度）
阪神高速道路公団

５年以内 2,086

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　計画時　51千台／日　→　実績　20千台／日
　全体事業費　事業着手時　952億円　→　事業完了時　2,086億円
　B/C　　再評価時　（再評価を実施していない）　　→　事後評価時　3.4（B：12,188億円、C：3,544億
円）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度　供用前　19km/h　→　60km/h
　アクセス向上　　　供用前　66分　　→　供用後51分　猪名川町～大阪市
（事業実施による環境の変化）
　並行区間の大気汚染物質排出量の低下　供用前　33t-NOx/年　→　供用後　23t-NOx/年
（社会経済情勢の変化）
　大阪市、池田市の人口・自動車保有台数に大きな変化なし。

対応なし

神戸市道高速道路湾岸線
（７期）
（Ｓ63年度～Ｈ10年度）
阪神高速道路公団

５年以内 859

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　計画時　71千台／日　→　実績　14千台／日
　全体事業費　事業着手時　300億円　→　事業完了時　859億円
　B/C　　再評価時　（再評価を実施していない）　　→　事後評価時　2.1（B：2,693億円、C：1,268億
円）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度　供用前　28km/h　→　82km/h
　アクセス向上　　　供用前　66分　　→　供用後61分　洲本市～神戸市
（事業実施による環境の変化）
　並行区間の大気汚染物質排出量の低下　供用前　570t-NOx/年　→　供用後　446t-NOx/年
（社会経済情勢の変化）
　神戸市の人口・自動車保有台数は緩やかな増加傾向。

対応なし

高速道路改築事業（南港
中出入路増設）
（Ｈ６年度～Ｈ10年度）
阪神高速道路公団

５年以内 63

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　交通量　計画時　16千台／日　→　実績　18千台／日
　全体事業費　事業着手時　47億円　→　事業完了時　63億円
　B/C　　再評価時　（再評価を実施していない）　　→　事後評価時　15（B：1,582億円、C：107億円）
（事業の効果の発現状況）
　旅行速度　供用前　76km/h　→　77km/h　（本線）
　アクセス向上　　　供用前　22分　　→　供用後20分　大阪市役所～大阪南港トラックターミナル
（社会経済情勢の変化）
　大阪市の人口・自動車保有台数に大きな変化なし。

対応なし

日本道路公団
高速道路計画課

（課長　山内 泰次）

阪神高速道路公団
計画部調査課

（課長　吉田　聰）



【港湾整備事業】
（直轄）

網走港　新港地区
小型船だまり整備事業
（Ｈ10年）
北海道開発局

５年以内 4.9

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　利用日数　計画時　97日/年　→　実績　142日/年
　全体事業費　事業着手時　488百万円　→　事業完了時　487.5百万円
　B/C　事後評価時　12.8（B：74億円、C：6億円）
（事業の効果の発現状況）
　冬季（1月～3月）、流氷により船舶の入港が不可能な期間がある中で、年間平均157日利用されている。
（事業実施による環境の変化）
　休憩用物揚場の整備により、混雑状況が改善された。
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　改善措置の必要性はない
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

奥尻港　本港地区
国内物流ターミナル等整
備事業
（H2年～Ｈ10年）
北海道開発局

５年以内 62

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　貨物量　計画時　232千トン/年　→　実績　49千トン/年
　　　【現在、当該岸壁の一部が一時的に他工事のために利用されている。今後港内の他岸壁で代替的に
扱っている貨物215千トンがシフトする予定）】
　全体事業費　事業着手時　6,024百万円　→　事業完了時　6,171百万円
　B/C　事後評価時　2.0（B：93億円、C：47億円）
（事業実施による環境の変化）
　鉱産品荷役がフェリーターミナル近隣から離れた事により、ターミナル周辺施設に与える粉塵等の影響
が軽減された。
　船揚場整備により、漁業者の陸上移動距離が縮減された。
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　改善措置の必要性はない
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

三隅港
エネルギー港湾整備事業
（S57年～Ｈ9年）
中国地方整備局

５年以内 322

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　貨物量　計画時　3,866千トン/年　→　実績　2,283千トン/年（今後は発電所2号機の稼動を予定してお
り、貨物量は増大する予定）
　全体事業費　事業着手時　25,259百万円　→　事業完了時　32,173百万円
　B/C　事後評価時　2.9（B：1,449億円、C：508億円）
（事業の効果の発現状況）
　中国電力㈱三隅発電所は平成10年6月より営業を開始し、全体計画140万KWのうち１号機の100万KWが供用
した。その結果、平成10年～14年に輸入石炭を中心に平均で約250万トン／年の港湾貨物が取り扱われてい
る。
（社会経済情勢の変化）
　三隅発電所２号機の建設計画について、当初平成19年7月営業開始としていたが、地球環境問題への対応
及び経済性の観点から、現在実証機の開発が進められている石炭ガス化複合発電方式を導入することと
し、平成29年度営業開始に変更する旨、平成15年9月に中国電力㈱から島根県知事、三隅町長へ申し入れが
なされた。
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　改善措置の必要性はない
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし
中国地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　西村　拓）

厳原港　厳原・久田地区
防波堤整備事業
（S62年～Ｈ10年）
九州地方整備局

５年以内 78

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　貨物量　計画時　174.8万トン/年　→　実績　167.7万トン/年
　全体事業費　事業着手時　66億円　→　事業完了時　78億円
　B/C　事後評価時　1.3（B：142億円、C：113億円）
（事業の効果の発現状況）
　冬季風浪に対する船舶の航行、操船、係留が安全に行える静穏な海域が確保出来たことにより、輸送コ
ストの削減や安全性の向上が図れた。
（社会経済情勢の変化）
・対馬島の人口は、昭和３５年国勢調査以来、減少している。
・国内の定期航路が着実に増便されている。
・国外の定期航路は平成１１年度から就航された。
・対馬島６町が合併し、平成１６年３月１日から対馬市が発足した
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果は妥当と判断し、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　改善措置の必要性はない
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし
九州地方整備局

港湾空港部港湾計画課
（課長　神谷　昌文）

【空港整備事業】
（直轄）

函館空港滑走路延長事業
（Ｈ2年度～Ｈ10年度）
北海道開発局
東京航空局

５年以内 178

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　東京路線利用者数　計画 1,440千人（Ｈ12年度）　→　実績 1,409千人（Ｈ12年度）、1,631千人（Ｈ14
年度）
　全体事業費　事業着手時 12,480百万円 → 事業完了時 17,775百万円
　工期　事業着手時　H7年度供用開始予定　→　H10年度供用開始
　B/C　事後評価時 1.2（B：286億円、C：240億円）
（事業効果の発現状況）
　雪氷状態時における大型機の着陸重量制限の緩和等により以下のような効果が発現
　　東京路線の大型機構成割合（冬期）　供用前 約2割 → 供用後 約8割
　　東京路線の就航率（冬期）　　　　　供用前 98.6% → 供用後 99.0%
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　旅客数について、Ｈ12年度は有珠山噴火の影響で減少したが、その後は順調に回復。
（今後の事後評価の必要性）
　年間を通じた大型航空機の就航により効率的な輸送力が確保されているなど事業の効果が十分に発現し
ており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　特になし
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

北海道開発局
港湾空港部空港課
（課長　栗田　悟）

東京航空局飛行場部
空港整備調整課

（課長　井上　秋雄）

対応方針 担当課
（担当課長名）

事業名
（事業実施期間）

事業主体
該当基準 総事業費

（億円） 事後評価の評価項目

対応方針 担当課
（担当課長名）

事業名
（事業実施期間）

事業主体
該当基準 総事業費

（億円） 事後評価の評価項目

北海道開発局
港湾空港部港湾計画課
（課長　宮地　陽輔）



【都市・幹線鉄道整備事業】
（地下高速鉄道整備事業）

地下高速鉄道整備事業
（札幌市東西線：琴似～
宮の沢）
（Ｈ6年～Ｈ10年）
札幌市交通局

５年以内 480

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　輸送需要　　 計画　316千人／日（H11）　→　実績　215千人／日（H11）
　全体事業費　事業着手時　61,375百万円　→　事業完了時　47,959百万円
　B/C　事後評価時　1.7（B：101,475百万円、C：59,071百万円）
（事業の効果の発現状況）
　東西線乗車人員　210,852人／日（H9）　→　213,126人／日（H14）
　地下鉄全線乗車人員　577,571人／日（H9）　→　563,846人／日（H14）
（事業実施による環境の変化）
　自動車交通量　18,156台／12h（H10）→16,331台／12h（H11）（宮の沢駅付近→都心方面）
（社会経済情勢の変化）
　東西線沿線の事業所数　1,561社（H8）　→　1,695社（H13）
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が発現しており、再事業評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　より一層の事業効果発現のため、魅力ある商品の開発やサービス向上など一層の需要喚起に向けた取り
組みを更に進めるとともに、沿線未利用地への公共施設や集客施設等の誘致、高度利用促進が図られるよ
うな対策を進めていく必要がある。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし 札幌市交通局総務課
（課長　櫻井　一清）

【鉄道防災事業】

ＪＲ北海道
根室線（音別～古瀬）
（Ｈ10年）
ＪＲ北海道

５年以内 0.79

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の町道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ北海道
函館線（張碓～銭函）
（Ｈ10年）
ＪＲ北海道

５年以内 0.15

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の町道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ北海道
函館線（張碓～銭函）
（Ｈ10年）
ＪＲ北海道

５年以内 0.15

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の海岸の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ北海道
根室線（厚岸～糸魚沢）
（Ｈ10年）
ＪＲ北海道

５年以内 0.15

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の海岸の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ北海道
日高線（厚賀～大狩部）
（Ｈ10年）
ＪＲ北海道

５年以内 0.10

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の海岸の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ四国
土讃線（財田～坪尻）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.04

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の河川の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ四国
予讃線（箕浦～川之江）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.05

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ四国
予讃線（波方～大西）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.09

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の県道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ四国
予土線（真土～西ヶ方）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.08

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の河川の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ四国
予土線（真土～西ヶ方）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.14

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の河川の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ四国
予土線（真土～西ヶ方）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.10

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の河川の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ四国
土讃線（三縄～祖谷口）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.07

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ四国
土讃線
（小歩危～大歩危）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.08

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の河川の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ四国
土讃線
（小歩危～大歩危）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.07

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の河川の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ四国
徳島線（川田～穴吹）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.17

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

事業名
（事業実施期間）

事業主体
該当基準 総事業費

（億円） 事後評価の評価項目

対応方針 担当課
（担当課長名）

対応方針 担当課
（担当課長名）

事業名
（事業実施期間）

事業主体
該当基準 総事業費

（億円） 事後評価の評価項目

ＪＲ四国
工事課

（課長　美馬　将男）

ＪＲ北海道
経営企画部

（主幹　梅津　雅純）



ＪＲ四国
徳島線（穴吹～小島）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.17

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ四国
徳島線（半田～江口）
（Ｈ10年）
ＪＲ四国

５年以内 0.07

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
肥薩線（吉尾～白石）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.13

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の県道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
肥薩線（白石～球泉洞）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.24

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の県道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
肥薩線（白石～球泉洞）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.16

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の県道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
豊肥線（瀬田～立野）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.10

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
日豊線
（東別府～西大分）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.07

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
日豊線
（東別府～西大分）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.17

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
日豊線
（東別府～西大分）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.09

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
日豊線（直見～直川）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.09

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
久大線
（豊後中村～野矢）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.04

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
豊肥線
（豊後竹田～朝地）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.11

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
日豊線（宗太郎～市棚）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.08

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の河川の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
日豊線（宗太郎～市棚）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.09

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
日南線（伊比井～北郷）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.08

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の県道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
鹿児島線
（米ノ津～出水）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.03

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の市道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
鹿児島線
（薩摩大川～西方）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.05

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の県道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
鹿児島線
（西方～薩摩高城）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.06

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
鹿児島線
（木場茶屋～串木野）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.05

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
日豊線（重富～竜ヶ水）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.14

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の市道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
工事課

（副課長　鶴　英樹）

ＪＲ四国
工事課

（課長　美馬　将男）



ＪＲ九州
日豊線
（竜ヶ水～鹿児島）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.23

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
指宿枕崎線
（瀬々串～中名）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.06

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
指宿枕崎線
（指宿～山川）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.28

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の国道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
肥薩線
（栗野～大隅横川）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.06

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の県道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

ＪＲ九州
肥薩線
（植村～霧島西口）
（Ｈ10年）
ＪＲ九州

５年以内 0.09

・災害発生の可能性が低下した
・事業完了後は当該箇所での災害は発生していないが災害発生時には被害の軽減が見込まれる
・鉄道の安全運行及び鉄道沿線の県道の保全保護に寄与している
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価等見直しの必要はない

対応なし

【航路標識整備事業】

天塩港西防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　4,429隻／年　→　実績　4,066隻／年
　全体事業費　事業着手時　6.3百万円　→　事業完了時　6.3百万円
　B/C　　事後評価時　3.6（B：44、C：12）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　176時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

有珠湾口灯標
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.28

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　79,530隻／年　→　実績　61,502隻／年
　全体事業費　事業着手時　28百万円　→　事業完了時　28百万円
　B/C　　事後評価時　5.0（B：185、C：37）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　1,845時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

浦の浜港田尻防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.05

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　60,225隻／年　→　実績　42,504隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.1百万円　→　事業完了時　5.1百万円
　B/C　　事後評価時　7.8（B：85、C：11）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　850時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

対応方針 担当課
（担当課長名）

事業名
（事業実施期間）

事業主体
該当基準 総事業費

（億円） 事後評価の評価項目

ＪＲ九州
工事課

（副課長　鶴　英樹）

海上保安庁交通部
計画運用課

（課長 金丸　侑二郎）



飛島南灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.26

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　87,120隻／年　→　実績　78,568隻／年
　全体事業費　事業着手時　26百万円　→　事業完了時　26百万円
　B/C　　事後評価時　41.2（B：1,611、C：39）
（事業の効果の発現状況）
　海難減少隻数　供用前　10隻/年　→　2.0隻/年
　運航経費節減時間　　　2,357時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

小浦港西防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.04

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　11,385隻／年　→　実績　8,694隻／年
　全体事業費　事業着手時　4.0百万円　→　事業完了時　4.0百万円
　B/C　　事後評価時　1.8（B：18、C：9.6）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　174時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

萩生港第一防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.04

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　7,755隻／年　→　実績　7,567隻／年
　全体事業費　事業着手時　4.0百万円　→　事業完了時　4.0百万円
　B/C　　事後評価時　1.6（B：15、C：9.6）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　151時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

伊豆白浜港梶浦第五防波
堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　18,315隻／年　→　実績　17,549隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.6百万円　→　事業完了時　5.6百万円
　B/C　　事後評価時　2.9（B：35、C：12）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　351時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

松部港南防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　12,540隻／年　→　実績　11,592隻／年
　全体事業費　事業着手時　6.1百万円　→　事業完了時　6.1百万円
　B/C　　事後評価時　1.9（B：23、C：13）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　232時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

三崎港東口北防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.07

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　101,970隻／年　→　実績　93,863隻／年
　全体事業費　事業着手時　6.6百万円　→　事業完了時　6.6百万円
　B/C　　事後評価時　13.7（B：187、C：14）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　1,877時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

海上保安庁交通部
計画運用課

（課長 金丸　侑二郎）



妻良港南防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.25

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　22,440隻／年　→　実績　21,574隻／年
　全体事業費　事業着手時　25百万円　→　事業完了時　25百万円
　B/C　　事後評価時　1.4（B：45、C：32）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　431時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

木更津港富津航路（８
基）
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.50

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　25,846隻／年　→　実績　22,295隻／年
　全体事業費　事業着手時　50百万円　→　事業完了時　50百万円
　B/C　　事後評価時　12.7（B：1,529、C：121）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　6,970時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

甲賀港第一防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.04

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　15,015隻／年　→　実績　13,363隻／年
　全体事業費　事業着手時　4.0百万円　→　事業完了時　4.0百万円
　B/C　　事後評価時　2.8（B：25、C：9.2）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　254時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

白塚港南防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.05

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　8,085隻／年　→　実績　7,567隻／年
　全体事業費　事業着手時　4.7百万円　→　事業完了時　4.7百万円
　B/C　　事後評価時　1.5（B：15、C：10）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　144時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

衣浦港一色南防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.05

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　43,230隻／年　→　実績　41,538隻／年
　全体事業費　事業着手時　4.7百万円　→　事業完了時　4.7百万円
　B/C　　事後評価時　3.3（B：33、C：10）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　332時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

三河福江港古田防波堤灯
台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.05

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　5,155隻／年　→　実績　1,379隻／年
　全体事業費　事業着手時　4.9百万円　→　事業完了時　4.9百万円
　B/C　　事後評価時　3.1（B：32、C：10）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　312時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

海上保安庁交通部
計画運用課

（課長 金丸　侑二郎）



東千里河芸マリーナ導流
堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　登録船舶隻数　計画時　145隻／年　→　実績　150隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.5百万円　→　事業完了時　5.5百万円
　B/C　　事後評価時　1.5（B：17、C：12）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　105時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

加領郷港沖防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.11

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　8,910隻／年　→　実績　9,499隻／年
　全体事業費　事業着手時　11百万円　→　事業完了時　11百万円
　B/C　　事後評価時　1.2（B：19、C：16）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　190時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　平成10年以降加領郷港漁協組合員が増加している。
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

播磨垂水港南防波堤西灯
台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　22,275隻／年　→　実績　19,159隻／年
　全体事業費　事業着手時　6.0百万円　→　事業完了時　6.0百万円
　B/C　　事後評価時　3.2（B：39、C：12）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　383時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

椿泊港谷ノ浦東防波堤灯
台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.04

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　65,175隻／年　→　実績　64,561隻／年
　全体事業費　事業着手時　4.3百万円　→　事業完了時　4.3百万円
　B/C　　事後評価時　13.8（B：129、C：9.4）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　1,291時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

宇佐港港口第二防波堤東
灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.13

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　117,315隻／年　→　実績　103,845隻／年
　全体事業費　事業着手時　13百万円　→　事業完了時　13百万円
　B/C　　事後評価時　11.2（B：207、C：18）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　2,077時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

和泉尾崎港沖防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.16

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　3,978隻／年　→　実績　3,561隻／年
　全体事業費　事業着手時　16百万円　→　事業完了時　16百万円
　B/C　　事後評価時　1.8（B：40、C：23）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　400時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

海上保安庁交通部
計画運用課

（課長 金丸　侑二郎）



下ノ加江港外港第四防波
堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.14

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　19,133隻／年　→　実績　17,734隻／年
　全体事業費　事業着手時　14百万円　→　事業完了時　14百万円
　B/C　　事後評価時　3.5（B：70、C：20）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　698時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

久久井港Ａ防波堤西灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　9,075隻／年　→　実績　9,821隻／年
　全体事業費　事業着手時　6.1百万円　→　事業完了時　6.1百万円
　B/C　　事後評価時　1.7（B：20、C：12）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　196時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

安浦港三津口中防波堤灯
台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　15,675隻／年　→　実績　14,490隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.9百万円　→　事業完了時　5.9百万円
　B/C　　事後評価時　2.5（B：29、C：12）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　290時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

庵治港一文字防波堤北灯
台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　202隻／年　→　実績　1,245隻／年
　全体事業費　事業着手時　6.3百万円　→　事業完了時　6.3百万円
　B/C　　事後評価時　4.8（B：60、C：13）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　186時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

女木港鬼ヶ島防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.02

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　8,842隻／年　→　実績　7,676隻／年
　全体事業費　事業着手時　1.8百万円　→　事業完了時　1.8百万円
　B/C　　事後評価時　31.6（B：218、C：6.9）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　738時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

室津港新西町防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　3,559隻／年　→　実績　3,767隻／年
　全体事業費　事業着手時　6.3百万円　→　事業完了時　6.3百万円
　B/C　　事後評価時　13.6（B：169、C：12）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　565時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

海上保安庁交通部
計画運用課

（課長 金丸　侑二郎）



伊予北浦港北浦防波堤北
灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　9,239隻／年　→　実績　2,304隻／年
　全体事業費　事業着手時　6.0百万円　→　事業完了時　6.0百万円
　B/C　　事後評価時　9.0（B：109、C：12）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　345時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

大串埼沖灯標
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.18

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　102,630隻／年　→　実績　96,600隻／年
　全体事業費　事業着手時　18百万円　→　事業完了時　18百万円
　B/C　　事後評価時　15.1（B：430、C：28）
（事業の効果の発現状況）
　海難減少隻数　供用前　1.0隻/年　→　0.20隻/年
　運航経費節減時間　　　2,898時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

阿連港Ａ防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.05

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　15,840隻／年　→　実績　15,939隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.4百万円　→　事業完了時　5.4百万円
　B/C　　事後評価時　2.9（B：32、C：11）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　319時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

対馬一重港島防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.13

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　17,325隻／年　→　実績　14,812隻／年
　全体事業費　事業着手時　13百万円　→　事業完了時　13百万円
　B/C　　事後評価時　1.6（B：30、C：19）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　296時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

相浦港一号防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.13

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　9,991隻／年　→　実績　8,843隻／年
　全体事業費　事業着手時　13百万円　→　事業完了時　13百万円
　B/C　　事後評価時　12.9（B：239、C：19）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　1,013時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

佐伯港本港北防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.12

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　19,553隻／年　→　実績　17,599隻／年
　全体事業費　事業着手時　12百万円　→　事業完了時　12百万円
　B/C　　事後評価時　12.5（B：220、C：18）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　547時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

海上保安庁交通部
計画運用課

（課長 金丸　侑二郎）



口之津港東防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.05

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　5,892隻／年　→　実績　6,626隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.3百万円　→　事業完了時　5.3百万円
　B/C　　事後評価時　27.6（B：307、C：11）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　972時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

勝本港うの瀬新防波堤灯
台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.05

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　60,160隻／年　→　実績　69,725隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.0百万円　→　事業完了時　5.0百万円
　B/C　　事後評価時　14.2（B：147、C：10）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　1,414時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

御来屋港沖防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　11,055隻／年　→　実績　10,304隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.7百万円　→　事業完了時　5.7百万円
　B/C　　事後評価時　1.8（B：21、C：11）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　206時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

小橋港沖第二防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.05

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　13,200隻／年　→　実績　12,719隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.1百万円　→　事業完了時　5.1百万円
　B/C　　事後評価時　2.4（B：26、C：11）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　254時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

竹野港東防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.12

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　3,810隻／年　→　実績　923隻／年
　全体事業費　事業着手時　12百万円　→　事業完了時　12百万円
　B/C　　事後評価時　2.5（B：43、C：17）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　385時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

石田港東防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.04

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　8,415隻／年　→　実績　6,601隻／年
　全体事業費　事業着手時　3.8百万円　→　事業完了時　3.8百万円
　B/C　　事後評価時　1.5（B：13、C：8.8）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　132時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

海上保安庁交通部
計画運用課

（課長 金丸　侑二郎）



入桑港北防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　9,900隻／年　→　実績　9,177隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.5百万円　→　事業完了時　5.5百万円
　B/C　　事後評価時　1.6（B：19、C：12）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　184時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

塩屋港北防波堤西灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.16

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　4,811隻／年　→　実績　3,138隻／年
　全体事業費　事業着手時　16百万円　→　事業完了時　16百万円
　B/C　　事後評価時　1.2（B：28、C：23）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　280時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

西之表港沖防波堤北灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.28

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　4,685隻／年　→　実績　4,559隻／年
　全体事業費　事業着手時　28百万円　→　事業完了時　28百万円
　B/C　　事後評価時　8.0（B：291、C：37）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　916時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

鹿児島港本港区（３基）
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.45

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　56,815隻／年　→　実績　59,088隻／年
　全体事業費　事業着手時　45百万円　→　事業完了時　45百万円
　B/C　　事後評価時　67.8（B：4,469、C：66）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　7,672時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

湾港北防波堤灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.28

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　817隻／年　→　実績　563隻／年
　全体事業費　事業着手時　28百万円　→　事業完了時　28百万円
　B/C　　事後評価時　1.7（B：58、C：35）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　163時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

金武中城港中城新港東防
波堤西灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　899隻／年　→　実績　1,262隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.7百万円　→　事業完了時　5.7百万円
　B/C　　事後評価時　16.5（B：196、C：12）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　1,971時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

海上保安庁交通部
計画運用課

（課長 金丸　侑二郎）



平良港南防波堤北灯台
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.06

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　14,212隻／年　→　実績　16,120隻／年
　全体事業費　事業着手時　5.5百万円　→　事業完了時　5.5百万円
　B/C　　事後評価時　1.2（B：14、C：12）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　45時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

黒島水路（２基）
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.22

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　7,562隻／年　→　実績　6,988隻／年
　全体事業費　事業着手時　22百万円　→　事業完了時　22百万円
　B/C　　事後評価時　1.7（B：57、C：34）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　233時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

ディファレンシャルＧＰ
Ｓ局（１４局）
（Ｈ７～Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 20

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　対象漁船隻数　計画時　6,162,685隻／年　→　実績　5,354,911隻／年
　全体事業費　事業着手時　1,963百万円　→　事業完了時　1,963百万円
　B/C　　事後評価時　3.8（B：44,850、C：11,911）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　449,813時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

苫小牧船舶通航信号所
（Ｈ７～10年）
海上保安庁

５年以内 4.3

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　管制対象船舶隻数　実績　8,615隻／年
　全体事業費　事業着手時　427百万円　→　事業完了時　427百万円
　B/C　　事後評価時　3.9（B：6,812、C：1,752）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　　556時間/年
　輸送時間費用節減時間　　109時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　年間通航船舶隻数に多大な影響を及ぼす災害は、平成15年9月の地震による近傍の製油所火災が発生し、
それに伴う通航規制が3日間あった。
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

浦賀水道航路北口無線方
位信号所
（Ｈ10年）
海上保安庁

５年以内 0.17

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　通航船舶隻数　計画時　238,345隻／年　→　実績　183,816隻／年
　全体事業費　事業着手時　17百万円　→　事業完了時　17百万円
　B/C　　事後評価時　8.7（B：419、C：48）
（事業の効果の発現状況）
　運航経費節減時間　　　　367時間/年
　輸送時間費用節減時間　 　 6時間/年
（事業実施による環境の変化）
　特になし
（社会経済情勢の変化）
　特になし
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

海上保安庁交通部
計画運用課

（課長 金丸　侑二郎）



【都市基盤整備公団事業】
（都市整備事業）

担当課
（担当課長名）

自治医科大学周辺地区土
地区画整理事業
（S56年～H10年）
　都市基盤整備公団

５年以内 484

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　・公示地価　S57 13,600円/㎡（南河内町住宅地の平均）　→　H15　83,800円/㎡（南河内-3）
　・都市計画道路小金井自治医大線他については、現計画においても地区周辺を含めた地域の道路ネット
ワークを担い、想定将来交通量について変更はない。
（事業の効果の発現状況）
　・市街化状況
      人口  約12,700人（平成15年11月時点）
               （計画人口の約7割の人口が定着）
      施設立地  東京海上研修所、りそな銀行新センター、地域医学研究基金研究所附属健診センター等
が立地
  ・公共公益施設・都市機能の充実
      都市計画道路4路線、（駅前広場1）、近隣公園3箇所、街区公園12箇所等の公共施設の整備が完了
し、小学校2校、中学校1校等の公益施設が整備され、地域住民の利用に供されているとともに、上水道、
下水道（分流式）、都市ガス、ＣＡＴＶの整備等により、良好な住環境が実現。
  ・その他
      地区内にショッピングセンター2店舗、銀行等の施設が立地し、生活利便性が高まった。
（事業実施による環境の変化）
　・南河内町及び国分寺町における人口は、事業開始時に比較し約13,500人増加。
（社会経済情勢の変化）
  ・上位計画：「栃木県南部地方拠点都市地域・整備計画」（H7.12）において「重点的に居住環境を整備
する地域」として、引き続き位置づけ。
  ・昭和58年4月にJR東北本線自治医大駅が開設。
（今後の事後評価の必要性）
  なし。
　公共施設の整備や利便施設の立地など良好な居住環境を有する市街地が整備され、栃木県南地域におけ
る都市施設整備及び「学園緑住都市構想」の具体化に寄与。
（改善措置の必要性）
  なし。
  目的とした事業効果が発現しており､改善措置の実施の必要性はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

研究学園地区
新住宅市街地開発事業
（S43年～H10年）
　都市基盤整備公団

５年以内 975

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　公示地価　S48 9,700円/㎡（谷和原-1,2,3の平均）　→　H15　160,000円/㎡（つくば‐17）
（事業の効果の発現状況）
　・人口  約15,000人（平成16年1月時点）
　・都市機能の充実
    （都心地区施設）つくばセンタービル・ショッピングセンター"クレオ"
                         つくば文化会館"アルス"  つくばセンター交通広場 等
    （住民利便施設）教育施設（小学校4、中学校3、高校2）
                         文化施設（児童館、公民館、図書館等） 等
  ・良好な環境の確保
    （公的住宅等）公務員宿舎（約7,700戸）、公的住宅等（約3,000戸）（研究学園地区全体）
    （都市の骨格）9路線の幹線道路（南北3、東西6）、歩行車軸（研究学園地区全体）
    （新都市施設）共同溝、地域冷暖房システム、ＣＡＴＶ
    （公園・緑地）近隣公園10箇所、街区公園13箇所
    （市街地景観）都心地区におけるデザイン誘導（景観審査会）
                      公共サイン デザインマニュアルによるサイン計画
（事業実施による環境の変化）
　・研究学園地区の整備に伴い、つくば市における人口は事業開始時に比較し約11.5万人増加。
  ・周辺開発地区において、260社の民間研究機関が立地。
（社会経済情勢の変化）
  ・研学法に基づき、引き続き周辺開発が実施されている。
  ・平成17年度につくばエクスプレスが開通予定。沿線において県・公団により土地区画整理事業が施行
されている（葛城ほか3地区）
  ・首都圏整備計画、業務核都市構想等に引き続き位置付けられている
（今後の事後評価の必要性）
　なし。
  公共施設の整備や利便施設の立地など公共公益施設の整備により、良好な住宅地の供給がなされ、科学
技術の振興と高等教育の充実等を目的とした研学都市建設に寄与。
（改善措置の必要性）
  なし。
  目的とした事業効果が発現しており､改善措置の実施の必要性はない
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

研究学園地区
一団地の官公庁施設事業
（S43～H10年）
　都市基盤整備公団

５年以内
13,045

（建築工事費
等含む）

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　公示地価　S48 9,700円/㎡（谷和原-1,2,3の平均）　→　H15　160,000円/㎡（つくば‐17）
（事業の効果の発現状況）
　・研究教育機能の充実
    （移転新設機関）46機関
                         （文教系：8、建設系：5、理工系：16、生物系：16、共同利用系：1）
  ・良好な環境の確保
    （都市の骨格）9路線の幹線道路（南北3、東西6）、歩行車軸（研究学園地区全体）
    （新都市施設）ＣＡＴＶ
    （公園・緑地）研究教育機関の緑地保全、創出により、緑被率が70％（研究学園地区全体）
（事業実施による環境の変化）
　・研究学園地区の整備に伴い、つくば市における人口は事業開始時に比較し約11.5万人増加。
  ・周辺開発地区において、260社の民間研究機関が立地。
（社会経済情勢の変化）
  ・研学法に基づき、引き続き周辺開発が実施されている。
  ・平成17年度につくばエクスプレスが開通予定。沿線において県・公団により土地区画整理事業が施行
されている（葛城ほか3地区）
  ・首都圏整備計画、業務核都市構想等に引き続き位置付けられている
（今後の事後評価の必要性）
　なし。
  道路等公共施設の整備が完了し、また国等の研究・教育施設の立地が進むなど、科学技術の振興と高等
教育の充実等を目的とした研学都市建設に寄与。
（改善措置の必要性）
  なし。
  目的とした事業効果が発現しており､改善措置の実施の必要性はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし

対応方針
事業名

（事業実施期間）
事業主体

該当基準 総事業費
（億円） 事後評価の評価項目

都市基盤整備公団
事業企画室
（調査役

　    尾畑　和雄）



（優良建築物等整備事業）

相模原共和
（H7年～H10年）
都市基盤整備公団

５年以内 38

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）－
（事業の効果の発現状況）
・大型の賃貸住宅の供給により、敷地周辺の市街地化促進。ファミリー層の入居による街の活性化。沿道
型住宅の供給により、その後開発された周辺集合住宅との連続性が保たれている。
・空室率１％（１年以上の空家率（H16.１末）
（事業実施による環境の変化）
・公園整備（移管）により、周辺住環境を改善
（社会経済情勢の変化）
・地価の下落傾向は継続しているが、賃貸住宅需要は堅調
（今後の事後評価の必要性）
・事業の目的は達成されており、事業効果が発現していることから、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・募集状況は堅調であり、街区連続性の確保、住宅供給の促進という目的は達成されており、改善措置は
必要としない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

都通４丁目
（H9年～H10年）
都市基盤整備公団

５年以内 9.8

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）－
（事業の効果の発現状況）
・被災者への住宅供給を促進。戦前の長屋を耐火性能の高いRC造へ再生したことにより、地域の防災面が
向上。
（事業実施による環境の変化）
・特になし。
（社会経済情勢の変化）
・地価の下落傾向は継続している。
（今後の事後評価の必要性）
・震災復興の共同再建としての目標は達成されており、事業効果が発現していることから、再事後評価の
必要はない。
（改善措置の必要性）
・震災復興の共同再建としての目的は達成されており、改善措置は必要としない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

湊川１・２丁目A１
（H9年～H10年）
都市基盤整備公団

５年以内 6.8

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）－
（事業の効果の発現状況）
・接道状況の改善、木造住宅をRC造の建物に再生したことにより、防災面が向上。
（事業実施による環境の変化）
・地区外周部緑化により周辺住環境を改善。
（社会経済情勢の変化）
・地下の下落傾向は継続している。
・昭和６１年より密集住宅市街地整備促進事業区域に指定されており、地区周辺の整備が進んでいる。
（今後の事後評価の必要性）
・震災復興の共同再建としての目標は達成されており、事業効果が発現していることから、再事後評価の
必要はない。
（改善措置の必要性）
・震災復興の共同再建としての目的は達成されており、改善措置は必要としない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

湊川１・２丁目A２
（H9年～H10年）
都市基盤整備公団

５年以内 3.8

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）－
（事業の効果の発現状況）
・接道状況の改善、木造住宅をRC造の建物に再生したことにより、防災面が向上。
（事業実施による環境の変化）
・地区外周部緑化により周辺住環境を改善。
（社会経済情勢の変化）
・地価の下落傾向は継続している。
・昭和６１年より密集住宅市街地整備促進事業区域に指定されており、地区周辺の整備が進んでいる。
（今後の事後評価の必要性）
・震災復興の共同再建としての目標は達成されており、事業効果が発現していることから、再事後評価の
必要はない。
（改善措置の必要性）
・震災復興の共同再建としての目的は達成されており、改善措置は必要としない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

東灘甲南町
（H9年～H10年）
都市基盤整備公団

５年以内 5.6

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）－
（事業の効果の発現状況）
・被災者への住宅供給を促進。戦前の長屋を耐火性能の高いRC造へ再生したことにより、地域の防災面が
向上。
（事業実施による環境の変化）
・特になし
（社会経済情勢の変化）
・地価の下落傾向は継続している。
（今後の事後評価の必要性）
・震災復興の共同再建としての目標は達成されており、事業効果が発現していることから、再事後評価の
必要はない。
（改善措置の必要性）
・震災復興の共同再建としての目的は達成されており、改善措置は必要としない
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

兵庫長田第一
（H7年～H10年）
都市基盤整備公団

５年以内 35

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）－
（事業の効果の発現状況）
・被災マンション建替えにより、被災者への住宅供給を促進。
（事業実施による環境の変化）
・特になし
（社会経済情勢の変化）
・地下の下落傾向は継続している。
（今後の事後評価の必要性）
・被災マンション建替えにより構造的・防災的に確固な造りとし、長寿社会にも対応する住宅ストックの
供給、被災者への住宅供給という目標は達成されており、事業効果が発現していることから、再事後評価
の必要はない。
（改善措置の必要性）
・震災復興の共同再建としての目的は達成されており、改善措置は必要としない
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

対応方針 担当課
（担当課長名）

事業名
（事業実施期間）

事業主体
該当基準 総事業費

（億円） 事後評価の評価項目

  都市基盤整備公団
  事業企画室
   （調査役

　    尾畑　和雄）



中道通
（H8年～H10年）
都市基盤整備公団

５年以内 32

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）－
（事業の効果の発現状況）
・被災者への住宅供給を促進。高齢者介護支援センター・特別養護老人ホームを合築したシルバーハウジ
ングとして有効活用されている。
・空家率０％（全戸借上）：1年以上の空家率（H16.１末現在）
（事業実施による環境の変化）
・特になし
（社会経済情勢の変化）
・地価の下落傾向は継続している。
（今後の事後評価の必要性）
・住宅は全戸神戸市が借上げており、また、高齢者介護支援センター・特別養護老人ホームの併設により
周辺地域における高齢者の居住環境に貢献している。よって、震災復興の住宅供給という目標は達成され
ており、事業効果が発現していることから、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・震災復興の住宅供給としての目的は達成されており、改善措置は必要としない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

落合
（H6年～H10年）
都市基盤整備公団

５年以内 58

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）－
（事業の効果の発現状況）
・駅を中心として熟成した集合住宅ゾーンを形成。
・空家率０％：１年以上の一般空家（H16.１末現在）
（事業実施による環境の変化）
・公共的歩行者動線を確保し、緑道ネットワークを形成。
（社会経済情勢の変化）
・地価の下落傾向は継続している。賃貸住宅需要は堅調である。
（今後の事後評価の必要性）
・住宅の約半数（１１６戸）は神戸市が借上げており、また、公団賃貸住宅の募集状況は堅調である。
・市営・県営・市公社住宅等とともに熟成した住宅地が形成されっている。
・以上より、震災復興の住宅供給としての目的は達成されており、事業効果が発現していることから、再
事業評価は必要ない。
（改善措置の必要性）
・震災復興の共同再建としての目的は達成されており、改善措置は必要としない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

尼崎西難波
（H8年～H10年）
都市基盤整備公団

５年以内 39

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）－
（事業の効果の発現状況）
・震災復興関連事業として、尼崎市内の被災者及び周辺地域から幅広い需要を喚起し、震災者への住宅供
給を促進。
・空家率０％：１年以上の一般空家（H16.１末現在）
（事業実施による環境の変化）
・地域に開かれた公園整備（移管）により、周辺住環境を改善。
（社会経済情勢の変化）
・地価の下落傾向は継続している。賃貸住宅需要は堅調である。
（今後の事後評価の必要性）
・募集状況は堅調であり、震災復興の住宅供給として目的は達成されており、事業効果が発現しているこ
とから、再事業評価は必要ない。
（改善措置の必要性）
・震災復興の共同再建としての目的は達成されており、改善措置は必要としない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

尼崎金楽寺町
（H8年～H10年）
都市基盤整備公団

５年以内 40

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）－
（事業の効果の発現状況）
・震災者への住宅供給を促進。市街地の工場跡地の土地利用転換を実現。
・空家率０％（全戸借上）：１年以上の空家率（H１６.１末）
（事業実施による環境の変化）
・地域に開かれた公園整備（移管）、外周部のグリーンベルトの整備により、住環境が改善。
（社会経済情勢の変化）
・地価の下落傾向は継続している。
・JR尼崎駅周辺は再開発事業等による整備が進んでおり、地区周辺においても工場地から土地利用転換が
進んでいる。
（今後の事後評価の必要性）
・住宅全戸を尼崎市及び兵庫県が借上げており、工場地域内に良好な住宅地が形成されたことをもって、
震災復興の住宅供給としての目標は達成されており、事業効果が発現していることから、再事業評価は必
要ない。
（改善措置の必要性）
・震災復興の共同再建としての目的は達成されており、改善措置は必要としない
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

【地域振興整備公団事業】
（地方都市開発整備等事業）

吉備高原都市開発整備事
業
（S55年～H10年）
　地域振興整備公団

5年以内 400

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・事後評価時B/C＝1.2（B：452億円、C：375億円）
（事業の効果の発現状況）
・保健福祉のむらの建設（吉備高原総合リハビリテーションセンター、重度身体障害者授産所、重度障害
者多数雇用事業所等）
・吉備高原学園高等学校、県生物科学総合研究所の立地、国立吉備少年自然の家、吉備高原ニューサイエ
ンス館の立地
・リゾートホテル、レストラン、キャンプ場等レクリエーション施設の整備
・自然地形を活かした住宅地、建築協定等による街並みの誘導、公共下水道の整備等快適な生活の場の建
設
（事業実施による環境の変化）
・貴重種であるサクラバハンノキは、自然教育レクリエーション区において現況のまま保存されている。
（社会経済情勢の変化）
・夜間人口1,915人、昼間人口2,389人(H15.4)
・加茂川町、賀陽町は、H16年秋に吉備中央町として合併予定。合併後の適当な時期に町役場を吉備高原都
市内に置くこととなっており、新都市の重要性、位置づけは今後も高まっていく。
（今後の事後評価の必要性）
・今後の事後評価の必要性はない。（自然と調和した良好な居住環境を実現し、各種施設の立地が進んで
いる。）
（改善措置の必要性）
・改善措置の必要性はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）

対応なし

地域振興整備公団
都市整備計画部
企画調整課

（課長　神山　敬次）

対応方針
事業名

（事業実施期間）
事業主体

該当基準 総事業費
（億円） 事後評価の評価項目

  都市基盤整備公団
  事業企画室
   （調査役

　    尾畑　和雄）

担当課
（担当課長名）



鳥取新都市開発整備事業
（S58年～H10年）
　地域振興整備公団

5年以内 380

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・事後評価時B/C＝1.4（B：581億円、C：421億円）
（事業の効果の発現状況）
・約1,400戸の独立住宅用地の整備
・職業能力開発促進センター、新産業創造センターの立地、鳥取環境大学の開学
・工業用地を整備し、機械、印刷等14企業が進出
・特別養護老人ホーム、保育所の立地、小学校の開学等
（事業実施による環境の変化）
・事業区域の縁辺部は緑地として保存するとともに、価値が認められる植物群落は公園・緑地として保存
している。
（社会経済情勢の変化）
・新都市内人口　4,633人（H15年末）
（今後の事後評価の必要性）
・今後の事後評価の必要性はない。（事業目的である住宅、教育、研究、工業等の機能について概ね計画
どおりの立地が進んでいる。）
（改善措置の必要性）
・改善措置の必要性はない。（事業完了後に、業務等施設用地については、社会経済情勢の変化に対応し
て、利便施設用地、住宅用地等に計画変更を行い、工事を実施し、現在分譲中である。）
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし。

対応なし

地域振興整備公団
都市整備計画部
企画調整課

（課長　神山　敬次）

【官庁営繕事業】

釧路地方合同庁舎
（Ｈ7年～Ｈ12年）
北海道開発局

５年以内 123

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　11,368百万円　→　事業完了時　12,277百万円
・B/C　　1.1　（B：23,958百万円、C：21,160百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積　  旧庁舎　9,630㎡→　新庁舎 25,318㎡
・合同、集約化による利用者の利便性の向上はもとより、建物の性能が向上したことにより、バリアフ
リー化、耐震性能の大幅な強化による防災拠点機能の充実化など、行政サービスの向上となった。又、地
域との連携による施設整備により、市民のまちづくりに対する意識、地域の活性化を誘発して行くことと
思われる。
（事業実施による環境の変化）
・来庁者の約８割が庁舎建設により周辺の街並み景観について向上したと評価している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・シビックコア地区での事業の場合、構内緑地を市民への公園提供として便益として加える検討が必要。

対応なし

留萌開発建設部
（Ｈ7年～Ｈ12年）
北海道開発局

５年以内 24

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　2,477百万円  →　事業完了時　2,401百万円
・B/C　　1.2　（B：3,942百万円、C：3,275百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積　   旧庁舎　4,339㎡→　新庁舎 6,784㎡
・適正な執務環境が整備され公務の能率向上に大きく貢献しており、高齢者、身体障害者等に配慮した施
設整備及び駐車場整備など利用者の利便性向上が図られている。前面駐車場を地域に開放できるように計
画しており、留萌の景観に配慮し、一般利用者及び地域住民からも好印象を受けている。
（事業実施による環境の変化）
・来庁者の約７割が庁舎建設により周辺の街並み景観について向上したと評価している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

青森第２地方合同庁舎
（Ｈ8年～Ｈ10年）
東北地方整備局

５年以内 42

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　3,700百万円　→　事業完了時　4,200百万円
・B/C　　1.1　（B：7,606百万円、C：7,130百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積　   旧庁舎　5,745㎡→　新庁舎 10,274㎡
・来庁者と地域住民の８割以上が建物全体の満足度について良いと評価している。
・職員の約９割が建物全体の満足度について良いと評価している。
（事業実施による環境の変化）
・来庁者と地域住民の約９割が建物と周辺環境との調和について良いと評価している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・営繕事業について、民間における市場メカニズムをベースに事後評価する方法について研究すること。

対応なし

仙台中税務署
（Ｈ8年～Ｈ10年）
東北地方整備局

５年以内 13

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　1,300百万円　→　事業完了時　1,300百万円
・B/C　　2.0　（B：2,510百万円、C：1,262百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積　   旧庁舎　2,882㎡→　新庁舎 4,344㎡
・来庁者と地域住民の９割が建物全体の満足度について良いと評価している。
・職員の約７割が建物全体の満足度について良いと評価している。
（事業実施による環境の変化）
・来庁者と地域住民の約８割が、建物と周辺環境との調和について良いと評価している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・営繕事業について、民間における市場メカニズムをベースに事後評価する方法について研究すること。

対応なし

対応方針 担当課
（担当課長名）

北海道開発局
営繕部計画課

（課長　島崎昭彦）

事業名
（事業実施期間）

事業主体
該当基準 総事業費

（億円） 事後評価の評価項目

〔その他施設費〕

東北地方整備局
営繕部計画課

（課長　丸田 智治）



科学警察研究所
（Ｈ7年～Ｈ10年）
関東地方整備局

５年以内 228

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　22,486百万円　→　事業完了時　22,803百万円
・B/C　　1.4　（B：45,909百万円、C：31,503百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積　   旧庁舎　6,677㎡→　新庁舎 35,937㎡
・複雑化、増大化する鑑定に対応可能となっている。
・利用者の8割以上がバリアフリー対応等について良いと評価している。
・職員の8割以上が室内の印象等について良いと評価している。
（事業実施による環境の変化）
・建物による圧迫感を軽減し、周辺地域に調和している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

税務大学校和光校舎
（Ｈ5年～Ｈ10年）
関東地方整備局

５年以内 483

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　48,437百万円　→　事業完了時　48,330百万円
・B/C　　1.2　（B：81,920百万円、C：66,620百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積  　 旧庁舎　42,793㎡→　新庁舎 96,227㎡
・多様化、増大化する研修ニーズに対応可能となっている。
・研修生の9割以上が室内の印象等について良いと評価している。
（事業実施による環境の変化）
・研修生の8割以上が周辺環境との調和ついて良いと評価している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

公務員研修所
（Ｈ4年～Ｈ10年）
関東地方整備局

５年以内 44

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　4,566百万円　→　事業完了時　4,421百万円
・B/C　　1.0　（B：7,699百万円、C：7,492百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積　   旧庁舎　3,995㎡→　新庁舎 13,836㎡
・多様化、増大化する研修ニーズに対応可能となっている。
・研修生の8割以上が施設について利用しやすいと評価している。
（事業実施による環境の変化）
・研修生の8割以上が周辺環境との調和ついて良い評価している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

江戸川南税務署
（Ｈ8年～Ｈ10年）
関東地方整備局

５年以内 8.1

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　816百万円　→　事業完了時　812百万円
・B/C　　1.1　（B：2,731百万円、C：2,350百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積　 旧庁舎　　0㎡→　新庁舎 2,195㎡
・江戸川区南側居住者の来庁距離が短縮されている。（既存庁舎は江戸川区北側に位置する。）
・職員の8割以上が室内の印象等について良いと評価している。
（事業実施による環境の変化）
・来庁者の9割以上が周辺環境との調和ついて良いと評価している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

港湾技術研究所
（港湾空港技術研究所）
（Ｈ11年～Ｈ12年）
関東地方整備局

５年以内 21

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　2,178百万円　→　事業完了時　2,100百万円
・B/C　　1.4　（B：4,016百万円、C：2,809百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積　   旧庁舎　1,543㎡→　新庁舎 4,278㎡
・職員の約9割が室内の印象等について良いと評価している。
（事業実施による環境の変化）
・来庁者の8割以上が周辺環境との調和ついて良いと評価している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし

東京港湾合同庁舎
（Ｈ8年～Ｈ12年）
関東地方整備局

５年以内 250

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　25,509百万円　→　事業完了時　25,000百万円
・B/C　　1.0　（B：50,198百万円、C：47,621百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積　   旧庁舎　25,446㎡→　新庁舎 50,522㎡
・合同庁舎化により移動時間・待ち時間の短縮が可能となっている。
・利用者の8割以上が施設について利用しやすいと評価している。
・職員の8割以上が執務環境について向上したと評価している。
（事業実施による環境の変化）
・建物による圧迫感を軽減し、歩道沿いの緑地及び開放的なスペースを整備している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし
東北地方整備局
営繕部計画課

（課長　丸田 智治）

関東地方整備局
営繕部計画課

（課長　山口　浩史）



建設大学校
（国土交通大学校）
（Ｈ8年～Ｈ12年）
関東地方整備局

５年以内 130

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　13,072百万円　→　事業完了時　13,000百万円
・B/C　　1.0　（B：21,050百万円、C：19,285百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積　   旧庁舎　14,396㎡→　新庁舎 30,204㎡
・多様化、増大化する研修ニーズに対応可能となっている。
・完全個室化により研修生の生活スタイル及びプライバシーの確保に対応可能となっている。
（事業実施による環境の変化）
・研修生の8割以上が周辺環境との調和ついて良いと評価している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし
東北地方整備局
営繕部計画課

（課長　丸田 智治）

さいたま広域合同庁舎
（さいたま新都心合同庁
舎）
（Ｈ7年～Ｈ12年）
関東地方整備局

５年以内 1,471

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　163,528百万円　→　事業完了時　147,100百万円
・B/C　　1.1　（B：387,984百万円、C：343,031百万円）
（事業の効果の発現状況）
・延べ面積　   旧庁舎　55,908㎡→　新庁舎 256,436㎡
・職員の7割以上が執務環境について向上したと評価している。
（事業実施による環境の変化）
・景観、デザイン等統一された街並みの創出に寄与している。
・周辺施設と一体的な地域の賑わいの創出に寄与している。
（社会経済情勢の変化）
・さいたま新都心地区の中核として地域に寄与し、経済波及効果をうみだしている。
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・特になし

対応なし
関東地方整備局
営繕部計画課

（課長　山口　浩史）

熱海税務署
（Ｈ8年～Ｈ10年）
中部地方整備局

５年以内 8.5

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　856百万円　→　事業完了時　849百万円
・B/C　　1.3　（B：2,579百万円、C：1,922百万円）
（事業の効果の発現状況）
・建物の老朽および狭隘の解消が図られている。
　　延べ面積　 旧庁舎　1,265㎡→　新庁舎　2,544㎡
・ハートビル対応および耐震性能の確保がなされている。
・駐車台数を増やすことで、来庁者の利便性の向上が図られている。
　　駐車台数　　旧庁舎　5台　→　新庁舎　18台
・来庁者の８割以上が建物全体の満足度について良いと評価している。
・職員の約９割が建物全体の満足度について良いと評価している。
（事業実施による環境の変化）
・南側テラス部分に植栽を設けるなど積極的な緑化を行っている。
　　緑化率　旧庁舎　6％　→　新庁舎　20％
・効率の高い設備等を採用することで、環境負荷の低減を図っている。
　　CO2排出量　旧庁舎（推定）　172ｔ-CO2/年　→　新庁舎　135ｔ-CO2/年
・来庁者の７割が建物と周辺環境との調和について良いと評価している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が概ね十分であり、事業をめぐる社会情勢にも適合しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・特になし
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・今後の同種事業において、利用者の声を反映した施設整備に努めること。

対応なし

松阪地方合同庁舎
（Ｈ9年～Ｈ12年）
中部地方整備局

５年以内 25

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　2,569百万円　→　事業完了時　2,454百万円
・B/C　　1.1　（B：4,229百万円、C：3,889百万円）
（事業の効果の発現状況）
・建物の老朽および狭隘の解消が図られている。
　　延べ面積　 旧庁舎　3,318㎡→　新庁舎　6,941㎡
・出先官署を集約合同化することで、利用者の利便性の向上、業務の効率化、土地建物の高度利用が図ら
れている。
・ハートビル対応および耐震性能の確保がなされている。
・駐車台数を増すことで、来庁者の利便性の向上が図られている。
　　駐車台数　　旧庁舎　68台　→　新庁舎　114台
・来庁者の９割以上が建物全体の満足度について良いと評価している。
・職員の約８割が建物全体の満足度について良いと評価している。
（事業実施による環境の変化）
・太陽光発電、空調の送風量制御等、環境負荷低減技術を積極的に活用している。
　　CO2排出量　旧庁舎（推定）　468ｔ-CO2/年　→　新庁舎　312ｔ-CO2/年
・来庁者の８割以上が建物と周辺環境との調和について良いと評価している。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が概ね十分であり、事業をめぐる社会情勢にも適合しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・特になし
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・今後の同種事業において、利用者の声を反映した施設整備に努めること。
・今後の同種事業において、樹種の適切な選定によりさらに庁内の緑化を推進すること。

対応なし

敦賀駅前合同庁舎
（Ｈ9年～Ｈ11年）
近畿地方整備局

５年以内 - - 評価手続中

神戸防災合同庁舎
（Ｈ10年～Ｈ11年）
近畿地方整備局

５年以内 - - 評価手続中

中部地方整備局
営繕部計画課

（課長　柊平　健）

近畿地方整備局
営繕部計画課

（課長　秋月 聡二郎）



出雲地方合同庁舎
（Ｈ10年～Ｈ12年）
中国地方整備局

５年以内 24

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　2,414百万円　→　事業完了時　2,411百万円
・B/C　　1.2　（B：4,216百万円、C：3,510百万円）
（事業の効果の発現状況）
・税務署等の５官署を集約立体化した出雲地方合同庁舎整備は、位置の改善なども行っており、既存官署
を改修・増築等による整備より、経済性及び利便性の観点で合理的であると判断される。
・出雲市駅周辺整備事業(土地区画整理事業・二級河川赤川改修事業など)と連携した事業であり、出雲市
駅周辺の拠点施設となっている。
・完成後の利用者・職員の利便性は概ね良好である。（アンケート調査）
（事業実施による環境の変化）
・敷地は、出雲市の"まちづくり"として、創造的な新拠点市街地に位置づけられた地区(駅南)の西側に位
置します。赤川の水辺景観とも連携を図り、景観・環境への配慮を行っており、本事業による環境への影
響は少ない。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果の発現が十分であり、今後の事後評価は必要ない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・施設機能の向上を増築と代替部の維持修繕費で算出する方法は、わかりにくいが、現段階ではこれに変
わる方法はない。今後代替法以外の手法についても検討が望まれる。

対応なし

大東税務署
（Ｈ9年）
中国地方整備局

５年以内 4.7

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　468百万円　→　事業完了時　466百万円
・B/C　　1.1　（B：631百万円、C：598百万円）
（事業の効果の発現状況）
・老朽化した施設の建替えにより改善した大東税務署庁舎整備は、既存官署の改修・増築等による整備よ
り、経済性及び利便性の観点で合理的であると判断される。
・完成後の職員等の利便性は概ね良好である。（アンケート調査）
（事業実施による環境の変化）
・敷地は、出雲大東駅とも近く主要幹線道沿いに位置する。現地建替として行った事業であり、本事業に
よる環境への影響は少ない。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果の発現が十分であり、今後の事後評価は必要ない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・施設機能の向上を増築と代替部の維持修繕費で算出する方法は、わかりにくいが、現段階ではこれに変
わる方法はない。今後代替法以外の手法についても検討が望まれる。

対応なし

広島地方･家庭裁判所呉支
部
（Ｈ7年～Ｈ9年）
中国地方整備局

５年以内 15

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・全体事業費　事業着手時　1,549百万円　→　事業完了時　1,500百万円
・B/C　　2.0　（B：2,867百万円、C：1,439百万円）
（事業の効果の発現状況）
・老朽化した施設の建替えによる改善、必要諸室の改善及び敷地の有効利用をした広島地方・家庭裁判所
呉支部庁舎整備は、既存官署の改修・増築等による整備より、経済性及び利便性の観点で合理的であると
判断される。
・敷地の有効利用により処分した敷地に、民間施設(電器量販店)が整備された。
・完成後の職員等の利便性は概ね良好である。（アンケート調査）
（事業実施による環境の変化）
・敷地は、市街地の中心で多くの公共施設・民間施設の多い地区に位置する。現地建替として行った事業
であり、本事業による環境への影響は少ない。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果の発現が十分であり、今後の事後評価は必要ない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・施設機能の向上を増築と代替部の維持修繕費で算出する方法は、わかりにくいが、現段階ではこれに変
わる方法はない。今後代替法以外の手法についても検討が望まれる。

対応なし

中津地方合同庁舎
（Ｈ11年～Ｈ12年）
九州地方整備局

５年以内 11

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
・特に無し。
（事業の効果の発現状況）
・事業の効果：B/C　　1.2　（B：2,235百万円、C：1,813百万円）
・定性的な評価：来庁者及び勤務職員に対するアンケート調査の結果、概ね満足しているとの結果が得れ
れている。
（事業実施による環境の変化）
・周辺への環境影響はない(事業の妥当性)。
（社会経済情勢の変化）
・特になし
（今後の事後評価の必要性）
・事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
・事業の効果の発現が十分であるので改善の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
・事業の効果を検証しつつ、今後も庁舎の合同化の計画を推進する。また、今後の施設設計においては、
建物内のサイン計画を十分配慮する。

対応なし

小倉税務署
（Ｈ8年～Ｈ10年）
九州地方整備局

５年以内 - - 評価手続中

大分県警察学校・機動隊
（Ｈ8年～Ｈ10年）
九州地方整備局

５年以内 - - 評価手続中

九州農業試験場　畑地利
用部
（Ｈ9年～Ｈ10年）

５年以内 - - 評価手続中

九州地方整備局
営繕部計画課

（課長　大町　徹）

中国地方整備局
計画課

（課長　松下　修）



【気象官署施設整備事業】

地殻岩石歪計観測施設の
整備
（Ｈ10年）
気象庁

５年以内 1.7

（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
　特になし
（事業の効果の発現状況）
　佐久間の歪計観測点は、平成１１年３月の整備完了後、取得データの安定化、および、通常時の変動状
況の調査を経て、気象庁が情報を発表する基準となる観測点に追加された。
　気象庁では、東海地震に関連する情報として、東海地震予知情報や東海地震注意情報等を発表してい
る。当該施設が整備されたことにより、従来よりもさらに防災行動の確保に有効となる迅速な発表が可能
となった。
　なお、当該施設を設置した地点は、設置以降に中央防災会議で決定された想定震源域の西方への拡大に
も対応している。
（事業実施の環境の変化）
　特になし
（社会情勢の変化）
　中央防災会議は平成１３年に東海地震の想定震源域の見直しを行い、平成１４年には地震防災対策強化
地域の追加指定を行った。
　気象庁は平成１６年１月に情報体系の変更を行い、東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震観
測情報を発表していくこととした。東海地震予知情報は歪計３点以上で、東海地震注意情報は歪計２点
で、東海地震観測情報は歪計１点で変化が現れた場合に、前兆すべりと判断できる程度に応じて発表を行
うこととした。
（今後の事後評価の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、再事後評価の必要はない。
（改善措置の必要性）
　事業の効果が十分に発現しており、改善措置の必要はない。
（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）
　特になし

対応なし
気象庁

地震火山部管理課
（課長　竹内　昌明）

対応方針 担当課
（担当課長名）

事業名
（事業実施期間）

事業主体
該当基準 総事業費

（億円） 事後評価の評価項目



【公共事業関係費】
新規事業採択箇所数

道路・街路事業 直轄事業 10

補助事業等 5

市街地再開発事業 2

7

合　　　　計 24

【その他施設費】
新規事業採択箇所数

１

合　　　　計 １

注 平成１５年度予算に関して、年度途中において事業費が予算化されたものについて評価を実施。

観光基盤施設整備事業

平成１５年度予算に係る新規事業採択時評価について

事　　　業　　　区　　　分

住宅市街地基盤整備事業
（旧住宅宅地関連公共施設等総合整備事業）

事　　　業　　　区　　　分

別添４



（直轄）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円） 便益の主な根拠

東北横断自動車道　釜石秋田線
遠野～宮守
東北地方整備局

253 493 計画交通量：8,500台／日 154 3.2
・新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる
・高速道路の整備とあわせた地域振興計画が進めら
れている

東北中央自動車道
米沢～米沢
東北地方整備局

395 781 計画交通量：9,700台／日 240 3.3 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・並行道路において騒音レベルが低減する

中部横断自動車道
八千穂～佐久
関東地方整備局

583 1,243 計画交通量：14,600台／日 354 3.5
・日常活動圏の中心都市へのアクセスが向上する
・地方の創意工夫による自主的な取り組み状況を評
価する

近畿自動車道　紀勢線
白浜～すさみ
近畿地方整備局

1,323 1,362 計画交通量：4,300～10,500
台／日 784 1.7 ・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される

・日常活動圏の中心都市へのアクセスが向上する

四国横断自動車道
阿南～小松島
四国地方整備局

463 2,745 計画交通量：22,800台／日 277 9.9 ・新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる
・日常活動圏の中心都市へのアクセスが向上する

東九州自動車道
蒲江～北川
九州地方整備局

1,063 2,116 計画交通量：6,300～8,700台
／日 636 3.3 ・新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる

・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される

東九州自動車道
北郷～日南
九州地方整備局

233 761 計画交通量：13,800台／日 141 5.4
・高度な医療施設までの搬送時間が短縮される
・高速道路の整備とあわせた地域振興計画が進めら
れている

一般国道４１号
石浦バイパス（延伸）
中部地方整備局

125 333 計画交通量：15,500台/日 106 3.1

・物流効率化の支援、都市の再生がなされる
・国土・地域ネットワークの構築がなされる
・個性ある地域の形成、災害への備えがなされる
・生活環境の改善・保全がなされる

一般国道２号　木原道路
中国地方整備局 230 419 計画交通量：35,000台／日 195 2.2

・円滑なモビリティの確保（現道における旅行速度
の改善が期待される）
・物流の効率化の支援（重要港湾尾道糸崎港へのア
クセス向上が見込まれる）
・災害への備え（現道の特殊通行規制区間を回避）
・安全な生活環境の改善・保全（夜間騒音要請限度
を超過している地区の騒音レベル低下が見込まれ
る）

一般国道３２号　猪ノ鼻道路
四国地方整備局 390 340 計画交通量：7,400台／日 202 1.7

・背高海上コンテナ通行規制区間の解消
・防災点検要対策箇所の回避
・事前通行規制区間の解消

（補助）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円） 便益の主な根拠

一般国道２７９号　むつ南バイパス
青森県

122 333 計画交通量：10,400台／日 141 2.4

・現道の渋滞ポイント（本町交差点）が解消され
る。
・特定地域振興重要港湾大湊港へのアクセスが改善
される。

一般国道４０８号
真岡宇都宮バイパス
栃木県

170 660 計画交通量：39,400台／日 146 4.5

・地域づくりの支援（拠点開発プロジェクト宇都宮
テクノポリス開発を支援）
・中心市街地の活性化（中心市街地へ至る現道の混
雑が緩和する）

一般国道４８５号
松江第五大橋道路
島根県

450 574 計画交通量：35,200台／日 308 1.8

・円滑なモビリティの確保（現道等における混雑時
旅行速度が20km/h以下である。ＪＲ松江東交差点他
２箇所）
・物流の効率化の支援（重要港湾境港へのアクセス
向上が見込まれる）

一般国道３７５号　東広島道路
広島県

110 320 計画交通量：14,900台／日 88 3.6

・円滑なモビリティの確保（現道における旅行速度
の改善が期待される。道照交差点）
・円滑なモビリティの確保（二種空港広島空港への
アクセス向上が見込まれる）

一般国道２１９号　広瀬バイパス
宮崎県

102 372 計画交通量：24,700台／日 99 3.7
・円滑なモビリティの確保（宮崎空港へのアクセス
向上）
・物流効率化の支援（宮崎港へのアクセスが改善）

【市街地再開発事業】
（補助）

事 業 名
事業主体 総便益

（億円） 便益の主な根拠

長野駅前Ａ－１
長野市 21 69

周辺10kmの価上昇
区域内施設（延床面積　約１
2,000㎡）の収益向上

23 3.0
・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

平和町１番
岡山市 45 59

周辺10kmの価上昇
区域内施設（延床面積　約
16,300㎡）の収益向上

48 1.2
・事業採算
・事業執行環境
・都市計画決定

本省住宅局
市街地建築課

（課長　高井　憲司）

新規事業採択時評価結果一覧表

その他の指標による評価 担当課
（担当課長名）

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ

【道路・街路事業】

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 担当課
（担当課長名）

その他の指標による評価 担当課
（担当課長名）

本省道路局
国道・防災課

（課長　中島　威夫）

本省道路局
高速国道課

（課長　横田 耕治）

別添５



【住宅宅地関連公共施設等総合整備事業】

事 業 名
事業主体 総便益

（億円） 便益の主な根拠

みそら野ニュータウン他２

　下興野中野線（街路）
　新潟県新津市 16 45 計画交通量：8,300台／日 13 3.5

十日町駅西

　市道本町西線（道路）
　新潟県十日町市 8.1 24 計画交通量：11,900台／日 7.2 3.4

新上野団地

　町道　福島前山線（道路）
　八尾町 5.8 5.3 計画交通量3800台（台/日） 5.1 1.0

小野原西地区

　小野原６号線（区画）
　箕面市 17 127 計画交通量2,500台／日 15 8.7

神野南地区他３団地

　市道　加古川中部幹線（道路）
　加古川市 53 723 計画交通量17,648台／日 285 2.5

春日

　春日池上線（街路）
　熊本県 90 340 　計画交通量24,300台/日 108 3.2

三ツ枝Ｂ団地

　富高財光寺通線（街路）
　宮崎県 18 69 　計画交通量6,300台/日 39 1.8

【観光基盤施設整備事業】

事 業 名
事業主体 総便益

（億円） 便益の主な根拠

快適観光空間整備事業
福岡県柳川市 2.9 10.0

・整備対象施設利用者数
　100,000人／年
・整備対象地域入込自家用車
数
　118,900台／年
・一人あたりの支払意思額
　さげもん館、沖端観光館
600円／人
　自動車系誘導サイン　311
円／人

4.7 2.1 ・旅行者の利便の増進等に併せて地域の活性
化に資する。

本省総合政策局観光部
観光地域振興課

観光地域活動支援室
（室長　宮間　俊一）

・当該地区は、姫路駅から鉄道等で約20分のところ
に立地し、職住近接を実現　等

・密集住宅市街地整備促進事業との一体的整備によ
り防災安全性の向上が図られる
・熊本市中心部に立地し、職住近接を実現　等

・当該団地は、地方拠点都市地域の拠点地区に立地
・当該団地は、日向市中心部からバスで約10分のと
ころに立地し、職住近接を実現　等

その他の指標による評価

・当該団地は新潟市中心部から鉄道で約15分のとこ
ろに立地し、職住近接を実現　等

・既存住宅市街地の住環境の向上を図る地区　等

・平成17年度から住宅供給を開始するため、関連公
共施設を緊急に整備する必要がある
・当該団地は、富山市中心部から鉄道等で約25分の
ところに立地し、職住近接を実現　等

・平成17年度から住宅供給を開始するため、関連公
共施設を緊急に整備する必要がある
・当該団地は、大阪市中心部から約15kmのところに
立地し、職住近接を実現　等

担当課
（担当課長名）

北陸地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　田村　英之）

近畿地方整備局
住宅整備課

（課長　林　隆弘）

九州地方整備局
都市・住宅整備課

（課長　栗田　泰正）

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 担当課

（担当課長名）

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ



（平成１６年３月末時点）

事業区分
事業名
事業主体

（所在地）
中止理由

厚別
あつべつがわ

川準用河川改修事業

北海道札幌市

（北海道
ほっかいどう

　札幌市
さっぽ ろし

）

　今後の改修予定区間においては、近年の離農傾向に伴って、
特に農業資産の減少が著しく、事業費に対する効果が低いため
事業を中止する。

高瀬川
たかせがわ

広域基幹河川改修事業（高

瀬川）

長野県

（長野県
ながのけん

　大町市
おおまちし

等
とう

）

　侵食防止のための根固め等の施設は必要ではあるが、計画流
量に対して護岸工は完成しており、緊急性が低いことから、事
業を中止する。

松川広域基幹河川改修事業（百々
どどがわ

川工区）

長野県

（長野県
ながのけん

　須坂市
　すざかし

）

　残区間の背後地は畑地で浸水時の被害影響が小さいことに加
え、地元調整が難航し事業休止の状態であることから、事業を
中止とする。

諏訪
　すわ

地区低地対策河川事業（舟渡
　ふなと

川
がわ

）

長野県

（長野県
ながのけん

　諏訪市
　す　わ　し

）

　当改修事業は、地盤沈下に伴う河道内への土砂押出し及び流
下能力不足による浸水被害の解消であるが、既に計画高水位ま
での改修が進み治水効果が得られている状態で平成11年度から
休止状態となっており、事業費に対する効果が低いため、事業
を中止とする。

瀬戸川
せ と が わ

都市基盤河川改修事業

京都府

（京都府
き ょ うと ふ

　京都市
き ょ う と し

）

　下流から延長見合いで７５％の工事が完成し一定の治水効果
を発揮している。未改修区間においては，景観上の配慮が求め
られる地域でもあり、かつ、事業の緊急性も低いことから、事
業を中止とする。

松田
ま つ だ

川
がわ

広域基幹河川改修事業(稗
ひえ

田
だ

川
がわ

）

高知県

（高知
こ う ち

県
けん

　宿毛
す く も

市
し

）

　改修打ち切り区間より上流の左岸側は、山付け区間となり家
屋への越水の影響がないこと。また、右岸側についても、国道
５６号の地盤が高く家屋への越水の影響がないことから、事業
を中止する。

大
おお

谷
たに

川
がわ

高潮対策事業

高知県

（高知
こ う ち

県
けん

　高知
こ う ち

市
し

）

　本事業については、河床掘削を残し休止中であり、合流部下
流河川の久万川が平成１２年度に中止となったことから、河床
掘削の実施される目処が立っていない。現状で、50年に１度発
生するであろう洪水に対しての改修については、概成している
ため、事業を中止する。

ダム事業
土器川
ど き が わ

総合開発事業

四国地方整備局

（香川
か が わ

県
けん

　琴南町
ことなみちょう

他）

　利水の目処が立たないことから､特定多目的ダム事業である土
器川総合開発事業は中止する。
　なお､今後､土器川の治水･利水･環境の問題に関しては、河川
整備計画を策定する中で流域の意見を踏まえて検討する。

座津武
ざ つ ん

ダム建設事業

沖縄総合事務局

（沖縄
おきなわ

県
けん

　国頭村
くにがみそん

）

　座津武ダムが水資源開発施設として必要性がなくなったこと
から、特定多目的ダム事業としての同事業を中止する。

戸倉
と く ら

ダム建設事業

水資源機構

（群馬県
ぐ ん ま け ん

　利根郡
と ね ぐ ん

　片品
かたしな

村
むら

）

　すべての新規利水予定者より事業から撤退する意向が示され
たことから、水資源機構が実施する治水・利水共同事業として
の戸倉ダム建設事業を中止する。
　地元の振興対策等については、国土交通省及び水資源機構が
関係機関と相談をして、積極的に支援する。
一方、利根川の治水対策においては、上流ダム群の整備が遅れ
ており、戸倉ダムで計画した治水対策は依然として必要な状況
にある。
　利根川全体の治水安全度の向上のため、既設ダム群の再編等
が有効であり、現在、利根川上流ダム群再編事業が実施計画調
査中であることから、この中で戸倉ダムの治水対策部分も含め
て検討を行う。

磯崎
いそざき

生活貯水池建設事業

青森県

（青森県
あおもりけん

　西津軽郡
にしつがるぐん

　深浦町
ふかうらまち

）

治水と利水の両面の必要性を併せ持つことから緊急性が高く事
業を進めてきたが、水道事業の撤退により、利水の必要性が無
くなり、治水上はボトルネック部の改修を行うことにより、県
内同規模河川並みの現況治水安全度が確保できることから、当
面、事業の緊急性が薄れたため事業を中止する。

中止事業について

河川事業

参考



ダム事業
新田川
に い だ が わ

ダム建設事業

福島県

（福島県
ふ くしまけん

　原町市
は ら ま ち し

）

　利水上は、当面の水需要に対してダムによる水資源確保の必
要性がなくなったこと、また、治水上は、河川改修事業により
近年最大であった平成元年８月の洪水にほぼ対応できるため、
利水に併せて多目的ダムとして整備する緊急性がなくなったこ
とから、事業を休止するという県の対応方針を踏まえ国庫補助
を中止する。

東大芦川
ひがしおおあしがわ

ダム建設事業

栃木県

（栃木県
とち ぎ け ん

　鹿沼
か ぬ ま

市
し

）

　治水・利水上の必要性はあるが、ダム完成が大幅に遅れ、治
水・利水計画に支障を来すことから、治水は段階的な河川改修
で、利水は思川開発事業により代替が可能であり、事業費の縮
減も可能ともなることから、事業を中止する。

佐梨川
さなしが わ

ダム建設事業

新潟県

（新潟県
にいがたけん

　北魚沼郡
きたうおぬまぐん

　湯之谷
ゆ の た に

村
むら

）

　発電事業者の撤退により治水事業の負担額が増加し、費用に
見合う効果が得られない状況となったため、事業を中止する。

三
み

用
よ う

川
がわ

総合開発事業（三用川生活

貯水池）

新潟県

（新潟県
にいがたけん

　南魚沼
みなみうおぬま

郡
ぐん

　大和町
や ま とま ち

）

　地質調査の結果から、ダムサイト・ダム型式の変更による事
業費の増加により、費用対効果が得られない状況となったた
め、事業を中止する。

長安
ながやす

口
くち

ダム貯水池保全事業

徳島県

（徳島県
とくしまけん

　那賀郡
な か ぐ ん

　上
かみ

那賀
な か

町
ちょう

）

　本事業は、堆砂の進行が著しい長安口ダムにおいて、堆砂濁
水対策計画として貯水池への進入路及び土捨て場等の建設で
あった。
　事業は、掘削運搬が可能な貯水池への進入路まで完成した
が、土捨て場の建設については、土捨て場である荒谷におい
て、貴重種が発見され自然環境を保全すること等から、流域住
民の合意を図ることが困難な状況となった。
　よって本事業は、貯水池への進入路の建設で終了することと
なった。
　今後のダムの堆砂濁水対策については、河川整備計画を策定
する中で幅広く検討する。

釈迦院
しゃ か い ん

ダム建設事業

熊本県

（熊本県
くまもとけん

　中央町
ちゅうおうまち

）

　地質調査など詳細な調査を進めた結果、必要となる事業費が
増大し、費用に見合う効果が得られなくなったとともに、他の
治水代替策が経済的に有利となったため、事業を中止する。

高浜
たかはま

生活貯水池建設事業

熊本県

（熊本県
くまもとけん

　天草郡
あまくさぐん

　天草
あまくさ

町
まち

）

　地質調査など詳細な調査を進めた結果、必要となる事業費が
増大し、他の治水代替策が経済的に有利となったため、事業を
中止する。

道路・街路
事業 主要道道　静内

しずない

中札内
なかさつない

線

北海道開発局

（北海道
ほっかいどう

　静内町
しずないちょう

　・中札内村
なかさつないむら

）

　北海道の「道道静内中札内線（道管理区間）の未改良区間において
は、当分、新規の改築工事を行わない」との判断により、本路線への
新たな交通需要を見込むことができず、幹線道路としての整備効果を
期待することはできなくなったことから事業を中止する。

一般道道　上
かみ

猿払
さるふつ

清
きよ

浜
はま

線

北海道開発局

（北海道
ほっかいどう

　猿払村
さるふつむら

　・稚内市
わっかないし

）

上猿払清浜線（開発道路）の残る区間は、残事業量が多大で
あるため事業期間が長期におよぶことや費用対効果が見込めな
いことから事業を中止する。

一般道道　板谷
いたや

蕗之台
ふきのだい

線

北海道開発局

（北海道
ほっかいどう

　中川町
なかがわちょう

　・幌加内町
ほろかないちょう

）

板谷蕗之台線（開発道路）の残る区間は、残事業量が多大で
あるため事業期間が長期におよぶことや費用対効果が見込めな
いことから事業を中止する。

一般道道　夕張
ゆうばり

厚真
あつ ま

線

北海道開発局

（北海道
ほっかいどう

　夕張市
ゆうば りし

　・厚真町
あつまちょう

）

夕張厚真線（開発道路）の残る区間は、残事業量が多大であ
るため事業期間が長期におよぶことや費用対効果が見込めない
ことから事業を中止する。

一般道道　増毛
ま しけ

当別
とうべつ

線

北海道開発局

（北海道
ほっかいどう

　増毛町
ましけちょう

　・当別町
とうべつちょう

）

増毛当別線（開発道路）の残る区間は、残事業量が多大であ
るため事業期間が長期におよぶことや費用対効果が見込めない
ことから事業を中止する。

道路改築事業

（国道３７１号龍神
りゅうじん

四
よん

バイパス）

和歌山県

（和歌山県
わかやまけん

　日高郡
ひだかぐん

　龍神村
りゅうじんむら

）

　本事業は、県土の活性化や均衡ある発展のために、橋本市か
ら新宮市間を結ぶ国道371号の道路整備として必要不可欠な事業
である。
　しかし、現在、龍神村と中辺路町を結ぶネットワークとし
て、県道龍神中辺路線が大きな役割を果たしており、その結
果、これまで進めてきた龍神四バイパス事業の緊急な整備の必
要性が低下し、他の未整備区間への重点整備の必要から事業を
中止する方針とした。



道路・街路
事業 一般県道　西

にしの

ノ島
しま

海
あ

士
ま

線　島
どう

前
ぜん

大
お

橋
おはし

島根県

（島根県
しまねけん

　西
にしの

ノ島町
しまちょう

、海士町
あまちょう

）

島内の道路整備を優先する必要があること、事業費が多大であ
り他の離島事業への影響が大きいこと、厳しい財政状況にある
ことから、島前大橋の建設を進めることは極めて難しい環境下
にあり、本事業を『休止』とする県の対応方針を踏まえ、国庫
補助を中止する。

高崎
たかさき

渋川
しぶかわ

線
せん

群馬県

（群馬県
ぐんまけん

　高崎
たかさき

市
し

）

　長野新幹線開業に伴う在来線のダイヤ改正により当該踏切遮
断時間が減少し、立体交差を図る緊急性が薄れたこと及び踏切
の立体化について地元の合意形成にさらなる時間を要す見込み
であるため事業を中止とする。

公園
こうえん

線
せん

外
ほか

一線
いっせん

長野県

（長野
ながの

県
けん

安曇
あずみ

群
ぐん

豊科
とよしな

町
ちょう

）

　西側の隣接区間の道路整備について、地域住民との合意形成
にさらなる時間を要する見込みであり、事業着手の目途が立っ
ていない。よって、国道１４７号との交差点以西の区間の整備
を現在行っても整備効果が十分に発揮されないため、同交差点
より西側の区間については事業を中止とする。
　ただし、国道１４７号との交差点以東の改良はＨ１５年度中
に整備を行い、供用する。

東小千谷北
ひがしおぢやきた

地区土地区画整理事業

東小千谷北
ひがしおぢやきた

土地区画整理事業組合

（新潟県
にいがたけん

　小千谷市
お ぢ や し

）

地価の下落、宅地需要の減少等により事業収支が合わなくなっ
たこと等により組合員の合意形成が困難となり事業の進捗が見
込めないこと、当該事業の停滞が関連事業（国道事業等）の遅
延の原因となっていることなどから、事業を中止する。

長内
おさない

地区
ち く

土地区画整理事業

久慈市
く じ し

（岩手県
いわてけん

　久慈市
く じ し

）

地権者の合意形成が困難で事業の進捗が見込めないこと、当該
事業が河川改修等の遅延の原因となっていることから、新たな
整備方策を検討することとし、事業を中止する。

伊勢原
い せ は ら

駅
えき

北口
きたぐち

Ａ街区
が い く

市街地再開発

事業

伊勢原駅北口Ａ街区市街地再開発

事業組合

（神奈川
か な が わ

県
けん

　伊勢原
い せ は ら

市
し

）

地価の下落により事業化の目処が立たなくなったとともに、権
利者の合意形成が困難となったため、事業を中止する。

記念
きね ん

橋
ばし

周辺
しゅうへん

地区市街地再開発事業

記念橋周辺地区市街地再開発事業

組合

（愛知
あいち

県
けん

　瀬戸
せ と

市
し

）

権利者の合意形成が難航し、地区内で計画していた公益施設
（国際博との関係で遅延できないものであった）の建設が単独
で行われるなど、事業化の目処が立たなくなったため、事業を
中止する。

坂出
さかいで

駅北口地区市街地再開発事業

坂出駅北口地区市街地再開発事業

組合

（香川
かがわ

県
けん

　坂出
さかいで

市
し

）

経済状況の低迷を受けて、商業床の保留床処分先が決まらない
等事業化の目処が立たないことから、事業を中止する。

西小倉
に しこくら

駅
えき

前
まえ

第
だい

１地区市街地再開発

事業

西小倉
に しこくら

駅前
えきまえ

第
だい

１地区市街地再開発

事業組合

（福岡
ふくおか

県
けん

　北九州市
きたきゅうしゅうし

）

権利者の合意形成が難航するとともに、経済状況が悪化したの
を受けてキーテナントが撤退する等事業進捗が見込めないこと
から、事業を中止する。

港湾整備事業
佐世保港
さ せ ぼ こ う

　前畑
まえはた

地区

多目的国際ターミナル整備事業

九州地方整備局

（長崎県　佐世保市）

当該多目的国際ターミナルは、長崎県北部の地域振興のために
必要かつ重要なターミナルである。しかしながら、社会経済情
勢の変化等に伴い現時点では直ちに大型船の顕著な利用が見込
めず航路・泊地の増進の緊急性が高くないことや、厳しい財政
状況下における事業の優先順位、事業の進捗状況などを勘案
し、ターミナルの暫定供用を図り主に中型船が利用する岸壁と
して有効利用することを優先しつつ、航路・泊地浚渫事業は一
旦中止とした。

土地区画整理
事業

市街地再開発
事業



港湾整備事業
浜田
は まだ

港
こう

　福井
ふ くい

地区

臨港道路整備事業

島根県

（浜田市　熱田町）

本事業については現地着工に至っていない中、港湾取扱貨物量
が十分な伸びを示していないことにより整備の緊急性等が低く
なっており、事業を一旦中止することが妥当と判断されたた
め。

佐世保
さ せ ぼ

港
こう

　轟
とどろき

地区

小型船だまり整備事業

佐世保市

（長崎県　佐世保市）

事業の必要性はあるものの、連続する廃棄物海面処分場の事業
中止により事業費が増大し投資効果が見込めないため。

三角
み すみ

港
こう

　西港
にしこう

地区

旅客対応ターミナル整備事業

（熊本県　宇土郡　三角町）

三角港西港地区は、明治三代築港の一つであり、当時の姿を残
す石積ふ頭、水路等が現存している。このような中、本事業は
築港当時利用されていた３基の浮桟橋のうち、１基について復
元することで進められてきたが、整備後の遊覧船発着場として
の利用を考慮した場合、構造上の制約から当時の形状に復元す
るのは困難であるとともに、重要文化財の指定を受けたことも
あり、当該浮桟橋の復元については更なる検討のための時間が
必要と判断したため。

清水
しみ ず

港
こう

　日
ひ

の出
で

地区

港湾緑地整備事業

　（静岡県　清水市）

現在、休止を余儀なくさせられている用地取得については、今後も用
地買収が困難であることから、事業中止が妥当であると判断された。
なお、整備済みの部分については所要の目的が達成されるよう全体
計画を見直した。

三河
みかわ

港
こう

　神野
じん の

地区

港湾緑地整備事業

　（愛知県　蒲郡市）

神野西ふ頭における社会情勢の変化により、当該緑地の整備をやむ
なく中止することとした。なお、三河港としての緑地の整備要請は引き
続き強いことから、港湾計画を改訂し、新たに大崎地区において緑地
を確保することとしている。

佐世保
さ せ ぼ

港
こう

　轟
とどろき

地区

廃棄物埋立護岸整備事業

　（長崎県　佐世保市）

佐世保港前畑地区多目的国際ターミナル整備事業（国直轄）の事業
中止に伴い、浚渫土砂処分が必要なくなったため。

東栄元中子線
とうえいもとなかこせん

小千谷市

（新潟県
にいがたけん

　小千谷
お ぢ や

市
し

）

住宅市街地基盤整備事業は、住宅宅地供給を促進するために関
連して必要となる公共施設等の整備について補助する事業であ
り、補助の前提となる住宅宅地事業（土地区画整理事業）が事
業中止となったため。

町
ちょう

道
どう

小田
お だ

小浜線
おばません

隼人町

（鹿児島県
か ごしまけん

　隼人
は や と

町
ちょう

）

住宅市街地基盤整備事業は、住宅宅地供給を促進するために関
連して必要となる公共施設等の整備について補助する事業であ
り、補助の前提となる住宅宅地事業の進捗が当面見込めないた
め。

町
ちょう

道
どう

小田
お だ

西
にし

線
せん

隼人町

（鹿児島県
か ごしまけん

　隼人
は や と

町
ちょう

）

住宅市街地基盤整備事業は、住宅宅地供給を促進するために関
連して必要となる公共施設等の整備について補助する事業であ
り、補助の前提となる住宅宅地事業の進捗が当面見込めないた
め。

都市基盤整備
公団事業 新川崎

しんかわさき

地区（土地区画整理事業）

都市基盤整備公団

（神奈川県
かながわ けん

　川崎市
かわさきし

・横浜市
よこは まし

）

川崎市が打ち出した、新駅設置を前提とした土地区画整理事業
の事業中止の方針を受け、今後、市の都市計画決定及び事業要
請を受ける目処がたたないことから、事業中止とする。

住宅市街地
基盤整備事業
（旧住宅宅地
関連公共施設
等総合整備事

業）



都市基盤整備
公団事業 小山田

お や ま だ

地区
ち く

（土地区画整理事業）

都市基盤整備公団

（東京都
とうきょうと

　町田
まちだ

市
し

）

社会経済情勢の変化により、当地区での大量の宅地需要は見込
めないことから、本事業を中止する。

八王子
は ちおうじ

川口
かわぐち

地区
ち く

（土地区画整理事

業）

都市基盤整備公団

（東京都
とうきょうと

　八王子
は ちおうじ

市
し

）

社会経済情勢の変化により、前回の再評価時と比較して一層施
設用地需要が低迷していることから、本事業を中止する。

南山
みなみやま

第二
だいに

地区
ち く

（土地区画整理事

業）

都市基盤整備公団

（兵庫県
ひょうごけん

　加東郡
か とうぐん

　東条
とうじょう

町
ちょう

）

隣接する南山地区に相当量の未処分宅地があり、当地区での宅
地需要は見込めないことから、本事業を中止する。

木津
き づ

北
きた

・東
ひがし

地区
ち く

（土地区画整理事

業）

都市基盤整備公団

（京都府
きょうとふ

　相楽郡
そうらくぐん

　木津
き づ

町
ちょう

）

関西文化学術研究都市としての位置付けがあるものの、隣接す
る地区に今後供給予定の宅地が相当量あること、更に同地区に
比べ交通条件が厳しいことから、公団による大量の宅地供給を
主要な目的とする本事業は中止する。



個別研究開発課題の評価書 
－平成１５年度－ 

 

平成１６年３月２９日 省議決定 

 
国土交通省政策評価基本計画（平成１４年３月２２日省議決定）及び平成１５年度国土交通省事後評

価実施計画（平成１５年３月２７日省議決定）に基づき、個別研究開発課題についての事前評価、中間

評価及び終了後の事後評価を実施した。本評価書は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第１０条

の規定に基づき作成するものである。 

 

１．個別研究開発課題評価の概要について 

 個別研究開発課題評価は、研究開発に係る重点的・効率的な予算等の資源配分に反映するために行う

ものである。 

 国土交通省においては、研究開発機関等（国土技術政策総合研究所、国土地理院、気象研究所、海上

保安庁海洋情報部及び海上保安試験研究センターをいう。以下同じ。）が重点的に推進する個別研究開

発課題及び本省又は外局から民間等に対して補助又は委託を行う個別研究開発課題のうち、新規課題と

して研究開発を開始しようとするものについて事前評価を、研究開発が終了したものについて終了後の

事後評価を、また、研究開発期間が５年以上の課題及び期間の定めのない課題については、３年程度を

目安として中間評価を行うこととしている。評価は、研究開発機関等、本省又は外局が実施する。 

 
（評価の観点、分析手法） 

 個別研究開発課題の評価にあたっては、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成１３年１１月

２８日内閣総理大臣決定）を踏まえ、外部評価を活用しつつ、研究開発の特性に応じて、必要性（科学

的・技術的意義、社会的・経済的意義、目的の妥当性等）、効率性（計画・実施体制の妥当性等）、有効

性（目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の養成等）の観点から総合的

に評価する。 

 
（第三者の知見活用） 

評価にあたっては、その公正さを高めるため、個々の課題ごとに積極的に外部評価（評価実施主体に

も被評価主体にも属さない者を評価者とする評価）を活用することとしている。外部評価においては、

当該研究開発分野に精通している等十分な評価能力を有する外部専門家により、研究開発の特性に応じ

た評価が行われている。 

また、評価の運営状況等について、国土交通省政策評価会において意見等を聴取することとしている

（国土交通省政策評価会の議事概要等については、国土交通省政策評価ホームページ

（http://www.mlit.go.jp/hyouka）に掲載することとしている）。 

 

２．今回の評価結果について 

 今回は、平成１６年度概算要求にあたり内容が明らかになった課題を含め、個別研究開発課題の事前

評価、中間評価及び終了後の事後評価を平成１５年度中にそれぞれ２３件、２件、３０件実施した。課

題の一覧は別添１、評価結果は別添２のとおりである。 

 個々の課題ごとの外部評価の結果については、別添２の「外部評価の結果」の欄に記載のとおりであ

る。今後とも、これらを踏まえ適切に個別研究開発課題の評価を実施することとしている。 



○事前評価
NO. 研究開発課題名

1 持続可能な社会構築を目指した建築性能評価・対策技術の開発

2 都市空間の熱環境評価・対策技術の開発

3 陸・海・空の事故防止技術の開発

4 活性炭素繊維（ＡＣＦ）を活用した高機能排煙処理システムの開発

5 土壌・地下水汚染が水域に及ぼす影響に関する研究

6 建築物の「安心」の定量的評価のための技術基盤の研究

7 都市型社会に対応した市街地環境のあり方及び評価方法に関する研究

8 快適に憩える美しい東京湾の形成に関する研究（個別課題追加）

9 東アジアの航空ネットワークの将来展開に対応した空港整備手法に関する研究（個別課題追加）

10 地域資源・交通拠点等のネットワーク化による国際観光振興方策に関する研究

11 公共事業の総合コスト縮減効果評価・管理手法の開発

12 社会資本整備における合意形成手法の高度化に関する研究
～共通理解の促進と満足度の向上を目指して～

13 都市地域の社会基盤・施設の防災性能評価・災害軽減技術の開発（個別課題追加）

14 航空レーザ測量を活用した地生態学的調査及び研究
－白神山地を例にしてー

15 東海地震の予測精度向上及び東南海･南海地震の発生準備過程の研究

16 強震観測網を用いた都市構造物群の耐震改修戦略システムの開発

17 財産保持性に優れた戸建制振住宅に関する研究開発

18 高解像度大気汚染モデルによる道路交通政策評価システムの構築

19 圧電高分子膜による軽量遮音パネルの研究開発

20 建築インフィルの静脈ロジスティックス支援ツールの開発

21 環境ホルモンの無害化と暴露量削減に関する研究開発

22 環境修復機能の高い人工干潟設計システム開発に関する研究

23 鋼構造物の損傷度診断のための高精度超音波技術の開発

○中間評価

NO. 研究開発課題名

1 スーパーエコシップの研究開発

2 地球温暖化によるわが国の気候変化予測に関する研究

対象研究開発課題一覧

別添１



○終了後の事後評価

NO. 研究開発課題名

1 地殻活動観測データの総合解析技術の開発

2 先端技術を活用した国土管理技術の開発

3 ＧＩＳを活用した次世代情報基盤の活用推進に関する研究

4 建設ＩＴの高度化に向けたＣＡＤ標準技術の開発

5 まちづくりにおける防災評価・対策技術の開発

6 木質系建築廃棄物発生抑制技術の開発

7 ペンシルビルの連結による街並み再生手法の研究

8 バルコニー一体型ソーラー利用集合住宅換気空調システムの開発

9 室内科学物質空気汚染の事前評価と健康影響防止技術の開発

10 地上測量ゼロを可能にする航空測量機器およびソフトの研究開発

11 環境中における雨天時下水道由来のリスク因子の変容と動態

12 社会基盤施設の高精度情報化診断・寿命予測技術に関する研究開発

13 深海モニター用小型ロボットシステムの技術開発

14 大気汚染・騒音・振動の発生源・沿道環境対策技術

15 自然環境の保全・修復技術

16 情報提供と運転補助により事故防止を図る走行支援道路システム（ＡＨＳ）の開発

17 地域性を考慮した地震動の評価及び次世代耐震設計技術

18 岩盤・斜面崩壊のリスクマネジメント技術

19 車両の大型化に対応した橋梁・舗装技術およびトンネルの断面拡大技術

20 都市間・都市内輸送の連携を強化した物流システムの開発

21 交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策の具体化技術

22 未利用エネルギーの活用等による環境に優しい雪寒対策技術

23 舗装・橋梁の長寿命化とライフサイクルコスト（ＬＣＣ）を最小化するためのマネジメント技術

24 地域特性を生かした効率的な道路計画・設計技術

25 地域の連携と交流を促進する新交通軸形成技術

26 道路政策を評価するシステムの開発

27 メガフロート情報基地機能実証実験

28 海底地殻活動の長期観測技術に関する研究

29 ＧＰＳ連続観測による上下地殻変動検出手法開発に関する研究

30 宮城県沖想定震源域におけるプレート間カップリングの時間変化推定に関する研究



事前評価【No.１】 
研究開発課題名 持続可能な社会構築を目指した建

築性能評価・対策技術の開発 
担当課 

（担当課長名） 
大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 建設から廃棄に至るまでのライフサイクルを通じてＣＯ２排出量と廃棄物排出量
が少ない建築物の供給が促進される社会的枠組みを構築するための技術基盤を開発
し、その普及を図るものである。 
これらの技術基盤は、優れた総体的な環境性能を有する建築物の供給を促す市場誘

導のための施策立案・実施のベースとなるとともに、海外においても適用可能な技術
として、国際的に情報発信・提供することにより、地球環境対策に対する国際的な貢
献、及びわが国の建築関連産業の国際的競争力の確保に資するものである。 
【研究期間 平成16年度～平成 18年度  研究費総額  約 510 百万円】※ 

研究開発の目的 開発成果を踏まえた建築分野の環境政策を通じて、市場機能を活用しながら、総合
的な環境性能の優れた建築物を早急に普及させることにより、京都議定書等の国際
的・国内的目標（温室効果ガスを1990年比で 2008年～2012年に6％削減）の達成、
及び持続可能（サステナブル）な社会の構築に寄与する。 
さらに世界に向けて評価技術及び設計・施工技術を情報発信し、国際基準に位置付

けることにより、国際市場における競争力向上が期待される。 
必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 

（必要性） 
・わが国ではＣＯ２排出の１／３以上を建築分野が占めており、環境対策の推進には、

環境負荷の小さい建築物の供給が促進されるような規制・誘導施策を導入すること
が有効である。そのためには建設から廃棄までライフサイクルを通じたエネルギー
効率、リサイクル可能量等を定量化する技術の開発が不可欠である。 

・開発された評価技術を用いて、設計・施工を環境面から総合的に見直すことで、環
境負荷の小さい建築物の普及を促進することが必要である。 

（効率性） 
・ＣＯ２排出指標総合化検討会議、廃棄物排出指標総合化検討会議、環境性能最適化
委員会を設ける等、国土技術政策総合研究所が中心となりながら、他省庁、独立行
政法人研究所、地方自治体、大学、民間企業と連携し、産学官の共同研究体制で実
施することで、効率的な研究体制が期待できる。 

（有効性） 
・環境性能を評価する指標が開発されることにより、それを利用した規制・誘導施策
の導入や、消費者の自主的判断が促され、環境負荷の小さい建築物の普及を促進す
ることに寄与する。 

・環境負荷の小さい建築技術と評価指標とを組み合わせることで、相乗的な効果が期
待される。 

・開発された環境性能評価指標や設計・施工技術などを世界に情報発信することによ
り、地球規模の環境対策に係わる国際貢献が図られること、また、環境対策の面か
らわが国の建築関連産業の国際競争力の確保が図られることが大きく期待される。 

外部評価の結果 喫緊の社会的課題を的確に捉えており、国土交通省の総合技術開発プロジェクトと
して早急に実施すべき重要な研究開発課題であると評価する。対象とする分野が広い
課題であり、建築物の総合的な環境性能評価技術の確立に向け、研究成果の最終目標
を明確に見定めつつ、個々の要素技術のトレードオフ関係にも留意しながら取り組む
ことが望まれる。また、評価技術の基準化にあたっては、国際貢献の具体的な戦略の
過程を明確にしつつ取り組むことを期待する。 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成１５年８月２０日、技術研究開発評価委員会） 
委員長 嘉門 雅史 京都大学大学院地球環境学堂教授 
委 員 大林 成行 (株)国土情報技術研究所代表取締役社長 
〃  表 佑太郎 (社)建築業協会技術研究部会部会長 
〃  桑原 章次 (社)日本土木工業協会土木工事技術委員会副委員長 
〃  見城美枝子 青森大学社会学部教授 
〃  菅原 進一 東京理科大学総合研究所教授 
〃  友澤 史紀 日本大学理工学部教授 
〃  濱田 政則 早稲田大学理工学部教授 
〃  三井所清典 芝浦工業大学工学部教授 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

別添２ 



事前評価【No.２】 
研究開発課題名 都市空間の熱環境評価・対策技術

の開発 
担当課 

（担当課長名） 
大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 ヒートアイランド現象に代表される都市空間の熱環境を改善するために、地理情報
等を活用しつつ、都市空間の熱環境を定量的に把握・評価する手法を構築して、改善
対策の目標水準の設定手法や、地域特性に対応した熱環境改善に寄与する効果的な都
市空間の形成技術を開発する。 
【研究期間 平成16年度～平成 18年度 研究費総額  約470百万円】※ 

研究開発の目的 都市内における緑化、水面等の確保、保水性舗装への改善、建物壁面等の改善、市街
地形状の改善等のヒートアイランド対策について、その対策効果を共通の評価手法
に基づき定量的に評価することを可能にする。 
地方公共団体等が地形、気候、土地利用等地域の特性に応じた熱環境の目標水準を

設定し、効果的な対策を計画的に講じることを可能にする。 
必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 

（必要性） 
・規制改革推進３か年計画において重要な課題として指摘されているヒートアイラン
ド対策については、発生メカニズムのさらなる分析や個々の対策の実施効果の評価
手法の検討のほか、都市空間の形態（土地利用、建物、道路等の形態・配置）の改
善による対策効果、海陸風の流れや市街地の広がり、河川・緑地の配置等の地理的
条件をふまえた総合的検討が必要とされている。 

・平成１４年３月に地球温暖化対策推進大綱が策定され、さらに平成１５年度中には
ヒートアイランド対策に係る大綱が策定されることになっており、都市空間におけ
る熱環境負荷の軽減に向けた総合的対策が要請されている。 

・ヒートアイランド対策に関する研究は、現象の解明や個別の要素技術の導入効果の
定量化を中心に各方面で行われているが、地域特性を考慮した上で、複合的施策を
効果的に実施するための判断基準の提供や、定量的な施策目標の設定に資する研究
が必要とされている。 

（効率性） 
・国土技術政策総合研究所と国土地理院で課題を分担し、本省関係部局と連携しつつ、
独立行政法人の研究者を含めた検討委員会を設立し共同研究を進める。さらに、地
方公共団体の担当者、大学の研究者を含めたプロジェクト推進委員会を設置し、意
見交換等をはかることで、効率的な研究体制が期待できる。 

（有効性） 
・様々な熱環境改善対策の対策効果を、共通の評価手法に基づいて定量的に評価でき
るようになる。 

・地方公共団体等が地形、気候、土地利用等地域の特性に応じた熱環境の目標水準を
設定し、効果的な対策を計画的に講じることを可能にする。 

外部評価の結果 時宜を得た課題設定であり、国土交通省の総合技術開発プロジェクトとして早急に
実施すべき重要な研究開発課題であると評価する。各方面で行われている取り組みと
の差異や本課題の施策の目標を明確にしつつ、具体の事例を盛り込んで研究開発に取
組むことにより、地方公共団体の施策に的確に反映されることが期待される。また、
研究成果を数値化、図表化すること等により、国民にわかりやすく成果が示されるこ
とを期待する。さらに、微気候に配慮した日本の伝統的な住宅技術を視野に入れるこ
となどにより、国土交通省として特色のある成果が出されることを期待する。 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成１５年８月２０日、技術研究開発評価委員会） 
委員長 嘉門 雅史 京都大学大学院地球環境学堂教授 
委 員 大林 成行 (株)国土情報技術研究所代表取締役社長 
〃  表 佑太郎 (社)建築業協会技術研究部会部会長 
〃  桑原 章次 (社)日本土木工業協会土木工事技術委員会副委員長 
〃  見城美枝子 青森大学社会学部教授 
〃  菅原 進一 東京理科大学総合研究所教授 
〃  友澤 史紀 日本大学理工学部教授 
〃  濱田 政則 早稲田大学理工学部教授 
〃  三井所清典 芝浦工業大学工学部教授 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

 



 

 

事前評価【No.３】 
研究開発課題名 陸・海・空の事故防止技術の開発 担当課 

（担当課長名） 
総合政策局技術安全課 
（課長 石丸 周象） 

研究開発の概要 オペレータの作業量評価や状況把握手法等、各種交通機関で横断的に適用可
能な技術開発を通して、人間特性を考慮した高度な支援システムを開発し、ヒ
ューマンエラー防止指針を策定する。 
【研究期間：平成 16 年度～19 年度  研究費総額 約 220 百万円】※ 

研究開発の目的 近年の各種交通機関における事故のうち、およそ 8 割を占めるヒューマンエ
ラーに起因する事故を交通機関のハード的な性能向上だけでなく、人間特性を
考慮した高度な支援システムにより削減を図るアプローチをすることで、事故
発生件数の大幅な削減、交通機関の安全性向上及び安心・安全な社会の実現を
目的とする。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 
 

ヒューマンエラーによる事故発生件数の低減は、社会の維持経費を大幅に低
減させるものであり、社会的・経済的意義が非常に高く、国益にかなうもので
ある。また、社会保険負担等の低減をもたらすものでもあり、直ちに国民生活
の福祉の向上にも繋がり、社会ニーズに対しても妥当である。 
人間のエラー等を防ぐための技術開発は高い研究目標であるが、工学分野以

外に心理学の専門家、さらに、平成 16 年度からは人間工学の専門家の参画を得
て強力に推進する予定。さらに、医療技術を要する評価実験を実施するため、
医者や心理士等の必要な人材は外部に求めることとしており、研究実施計画･体
制の観点から評価して、十分目標を達成できる内容であると考えられる。また、
本研究の実施により、安全工学やヒューマンファクターの管理に係る者を育成
することができる。 
最終的に具体的な研究成果が得られた場合の社会的・経済的な貢献は極めて

大きく、特に成果が実用化に結びつけば事故数の低減による効果は計り知れな
い。また、日本発の安全基準の実現と普及は国際社会に大きく貢献することが
期待できる。 

外部評価の結果 近年、ヒューマンエラーによる事故が目立つようになってきており、高齢社
会での対応としてのニーズは大きく、他分野のシステムへの展開可能性も高い。 
極めて困難な課題と考えられるが、適切な研究計画の策定により達成可能な

内容である。研究計画については、技術的な観点からは適切なものと考えられ
る一方､予算等については必ずしも十分なものとは思われないが､効率的な使用
により対応は可能と考えられる。本研究は、工学分野以外に医学、心理学等の
他分野の専門家の参画が必要であり、外部の研究者の活用､共同研究の一層の推
進が重要である。 
予兆をリアルタイムにキャッチし事前対応するというタイプのシステムは未

だ殆ど無く、国際的な注目度は高いと予想される。ヒューマンエラー防止につ
いては極めて困難な課題と考えられるが、最終的に具体的な提言がなされるな
らば、社会に対する貢献度は大きい。ただし、技術的に可能となるだけでなく、
社会が受け入れるシステムであることが実用上、普及には必要不可欠である。 
 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成１５年８月５日、平成 15 年度研究開発課題
評価「陸・海・空の事故防止技術の開発」事前評価委員会） 
委員長  水町 守志  芝浦工業大学教授 
委 員  萩原 清子  東京都立大学教授 
 〃   上田 陽一  産業医科大学教授 
 〃   宇賀神 博  武蔵野大学教授 
 〃   田中 健次  電気通信大学助教授 
 

※詳細については、総合政策局技術安全課ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/tec/index_.html）に掲載 

 ※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 



 

 

事前評価【No.４】 
研究開発課題名 活性炭素繊維（ACF）を活用した

高機能排煙処理システムの開発 
担当課 

（担当課長名） 
海事局  
舶用工業課（課長 田中 護史） 
技術課  （課長 井上 彰一郎） 

研究開発の概要 船舶の推進機関の排出ガス中に含まれる大気汚染物質について、活性炭素繊維
（ACF：Activated Carbon Fiber）を活用し低ランニングコストで除去、処理水
を海水中に排出する革新的な高機能排煙処理システムの研究開発を行う。 
【研究期間：平成 16 年度～18 年度  研究費総額 約 150 百万円】※ 

研究開発の目的 船舶からの排出ガスに含まれる大気汚染物質を除去する技術を確立することによ
り、大気汚染防止を図ることを目的とする。 

必要性、効率性、有
効性等の観点から
の評価 

 

（必要性） 
現在、我が国において船舶から排出されるSOx総量は、運輸部門で約84％、国内排

出量で約25％となっており、相当量を占めている。 
船舶からの排出ガスに含まれるNOx、SOx等について規制を定めた海洋汚染防止条

約附属書Ⅵが来年中に発効する見込みとなっているが、本附属書は発効後５年毎の
規制値見直しが既に決議されていること、国内においてもディーゼル車からの排出
ガス規制導入の動きに関連して船舶における対策の必要性が指摘されていることな
ど、さらなる規制強化と有効な大気汚染防止策が求められている状況にある。 
しかしながら、船舶からの排出ガスに含まれる大気汚染物物質を除去するための

有効な技術は確立されておらず、低コストで、かつ、効率的に大気汚染物質除去を
可能とする本システムの研究開発の必要性及び緊急性は極めて高い。 

（効率性） 
船舶からの排出ガスによる大気汚染の防止については、国際的な枠組みで取り組

む必要があることから、規制に係る国の施策と一体的に研究開発を進めることが不
可欠、かつ、効率的である。 
このため、この分野において十分に知見を有する海上技術安全研究所を中心に、

官民の適切な役割分担による産官連携体制の下、国が先導的に研究開発を進めるこ
ととしており、実施方法・体制は妥当である。 

（有効性） 
本施策により、効果的な排煙処理技術が確立され、船舶からの排出ガスに起因する
大気汚染の改善、さらに、高度な環境対応技術の蓄積による我が国造船産業の国際
競争力の強化にも貢献できるものであり、極めて有効な施策である。 

外部評価の結果 船舶からの大気汚染に対する問題意識が高まる中、国際条約による規制の動きに
も対応するものとして本研究の必要性は非常に高く、社会的にも効果の高い成果が
得られるものと予想される。 
また、研究の実施に関しては、研究目標及び研究課題が非常に明確に設定されて

いる点が評価できるが、可能な限り短期集中的に取り組むとともに、実施体制の明
確化が必要である。 
さらに、本研究の有効性が社会的に十分発揮されるよう、開発後の普及に関する

行政の支援策についても検討が期待される。 

 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成１５年７月１５日、海事局研究開発評価委員会） 
委員長 影本  浩 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 
委 員 今津 隼馬 東京商船大学情報システム設計工学講座教授 

  〃  太田 一紀 (社) 日本造船工業会技術委員会委員長 
 〃  太田 和博 専修大学商学部教授 
〃  鎌田  実 東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻教授 
〃  嶋田 武夫 (社) 日本造船研究協会研究委員会委員長 
〃   白山    晋 東京大学人工物工学研究センターデジタル価値工学部門助教授 
〃  中泉 拓也 東学院大学経済学部経済学科専任講師 
〃   中島 基善  (社) 日本舶用工業会技術開発戦略検討小委員会委員長 
〃  古野 千秋 日本テレビ放送網株式会社編成局チーフディレクター 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 



 

 

事前評価【No.５】 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

研究開発課題名 土壌・地下水汚染が水域に及ぼす影響
に関する研究 

担当課 
（担当課長名） 

国土技術政策総合研究所 
環境研究部（部長 棚橋通雄） 

研究開発の概要 実施予定の研究項目は、以下を予定している。 
①現状の地下水モニタリング状況の把握と効果および活用可能性 
②モデル流域における、地下水を介した汚染物質の移動・拡散、質的変化状況の把握 
③実態分析と地下水モデルを利用した汚染物質の移動・拡散・質的変化メカニズムの解明
と予測手法の開発 

④化学物質毎の特性に着目した適切な管理手法と河川湖沼などへの影響に関する検討 
⑤河川・湖沼付近の諸施設が地下水を介して水環境を汚染する可能性の検討 
⑥モニタリングのあり方を踏まえた土壌・地下水汚染対応マップの作成とその活用方法の
提案 

【研究期間 平成16年度～平成18年度 研究費総額 約160百万円】※ 
研究開発の目的 本研究では、特に未解明な部分の多い、土壌からの浸透、地下水を経由した水域への汚

染物質の移動に着目し、その実態把握、モデルによる機構解明及び影響評価等を行うとと
もに、土壌・地下水汚染対応マップの作成とその活用方法を提案する。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 
 

本研究は、外部評価委員会から、必要性、効率性及び有効性の観点からの総合評価とし
て、国総研が重点的に実施すべきものと評価を得ており（下欄参照）、これを踏まえ、国
総研として以下のとおり評価する。 
（必要性） 
国土交通省においては、湖沼等の閉鎖性水域や河川におけるダイオキシン類・環境ホル

モン等の化学物質による汚染実態について、近年精力的に調査や対策マニュアルの整備等
を行ってきたが、ＰＲＴＲ(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進
に関する法律)の導入により、管理対象となる物質が大幅に増加した。また、流域には処分
された廃棄物や投棄物が依然として相当程度存在しており、これらによる土壌・地下水汚
染が問題となっている。地下水は河川環境に多大な影響を及ぼすものであるが、その影響
評価やメカニズムについては未解明の部分が多く残されている。このため、国民の不安を
取り除き、リスクを予防・回避する体制・システムを早急に作る必要がある。 
本研究の成果は適切な国土・河川管理につながることから、国が主体となり研究するこ

とが必要不可欠であり、国土技術政策総合研究所が研究を実施する必要がある。 
（効率性） 
実態把握や予測計算には極力既往データ、研究成果を活用し（含；他機関との連携）、

政策につながるアウトプットを得ることに研究資源を集中する。 
（有効性） 
本研究の成果は安全・安心な生活空間を提供する上で、欠かすことの出来ない流域住民

への情報提供を可能にするものであり、起こりうる化学物質汚染に対して、予防措置を含
めた迅速な対処法を示すことができるものである。 
本研究は、国土技術政策総合研究所において平成16年度に実施すべき課題として必要性

が認められると評価された。（平成 15年 6月 26日、国土技術政策総合研究所研究評価委
員会） 
＜研究評価委員会出席委員一覧＞ 
委員長 虫明功臣  福島大学教授 
委員  石田東生  筑波大学教授 
委員  磯部雅彦  東京大学教授 
委員  見城美枝子 青森大学教授 

 
委員 平島 寛 ㈱日経ＢＰ  

日経アーキテクチュア編集長 
委員 村上周三 慶應義塾大学教授 
委員 森杉壽芳 東北大学教授 

地域にとり流れている水はとても重要で貴重なものであることから、それに総合的に取
り組んでいくということは重要であり、本研究は、国総研において重点的に実施すべきも
のと評価する。（平成15年12月1日、国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会） 
＜研究評価委員会分科会出席委員一覧＞ 
主査 石田東生 筑波大学教授 
委員 小澤一雅 東京大学助教授 
委員 佐伯光昭 日本技術開発㈱ 

取締役 常務執行役員 東京支社長 

 
委員 根本敏則 一橋大学教授 
委員 藤田正治 京都大学助教授 
委員 辻本 誠 名古屋大学教授 
委員 三村信男 茨城大学教授 

外部評価の結果 

※詳細については国土技術政策総合研究所ホームページ（http://www.nilim.go.jp/Japanese 
/hyouka/index.htm）に掲載 



 

事前評価【No.６】 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

研究開発課題名 建築物の「安心」の定量的評価のための
技術基盤の研究 

担当課 
（担当課長名） 

国土技術政策総合研究所 
建築研究部（部長 平野吉信） 

研究開発の概要 建築物の安全性向上を目的とした行政施策の推進に活用可能な、大地震等による建築物の
「被災リスク」を定量的に予測・評価するための技術体系を整備していくため、以下の事項
について、それぞれの手法等の枠組み及び原理の開発、並びに各手法の実用化に向けた課題
の明確化のための研究を行う。 
１）地震被災リスクの評価技術体系の全体像 
２）地震被災リスクの定量的予測手法 
３）地震被災リスク評価技術の市場選択等への適用性 
４）被災リスク評価技術の地震以外の災害等に関する適用 
【研究期間 平成16 年度～平成18 年度 研究費総額 約130 百万円】※ 

研究開発の目的  本基盤研究は、「地震」を主な対象とした、被災リスクの定量的予測・情報化技術や、市場
選択・建築生産マネジメント支援技術の枠組み・原理及び実用化に向けた課題の明確化を目
的とするものである。本研究によって、産学官の連携による適用技術の開発が促進・効率化
され、建築物に対する人々や社会の「安心」の向上のための施策の展開が図られることとな
る。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 

本研究は、外部評価委員会から、必要性、効率性及び有効性の観点からの総合評価として、国総研
が重点的に実施すべきものと評価を得ており（下欄参照）、これを踏まえ、国総研として以下のとお
り評価する。 
（必要性） 
阪神・淡路大震災等の経験を通じ、より多くの国民が、様々なタイプの「被災リスク」と

それに対する備えについて、期待や関心を向けるようになっている。 
こうした期待に応えるため、多様なリスク項目に対し、合理的な被災の防止・軽減対策や保
険等の備えによる自助努力を促し誘導していくことが、質の高い「安心」の国民への提供、
国家レベルでの大規模災害時の危機管理負荷の軽減、既往の各種施策の合理化等の観点から
重要となっている。 
そのためには、客観的かつ信頼感のある被災リスク評価とその結果に関する情報の提供を行
い、さらにその情報に基づいて、適切な市場選択や建築生産のマネジメントができるような
技術や仕組み、並びにその中核をなす「被災リスクの評価技術体系」を構築することが必要
である。しかし、この技術体系の構築には、極めて広範囲に渡る膨大な研究開発が必要であ
ることから、それが、関係各方面において目標の達成に向けて適切に推進されるよう、本基
盤研究により、国民のニーズを踏まえつつ、研究開発の枠組み、原理及び課題の明確化を行
い、その方向性を的確に示す必要がある。 
（効率性） 
本基盤研究は、「被災リスクの評価技術体系」の構築のための研究開発の方向性を示すため、

その主要な構成要素である「被災リスクの定量的予測手法」及び「評価技術の市場選択等へ
の適用」の開発を行う上で必要な、技術体系の全体像とそれらの開発に共通する基盤的要素
である「リスク評価指標」の設定等を行うものであり、当該技術体系の開発の効率的な促進
に大きく資するものである。また、ニーズが高く関連研究が進んでいる地震災害を主たる対
象とし、その成果を踏まえた他の災害への適用を意図している点や、地震動の予測等の領域
において、他分野の研究成果を適切に活用している点などからも、効率的な研究の推進が図
られているものと判断される。 
（有効性） 
本研究成果をベースとして構築される「被災リスクの評価技術体系」は、建築物の性能表

示制度における活用等により個人や企業の災害に対する適切な対応を促すための情報提供に
直接的に利用可能であるほか、関連する各種の防災のための公的施策の立案や運営、災害保
険制度の改善をはじめとする関連サービスの普及促進、さらには建築物の資産価値評価への
反映による証券化促進等を通じた経済活性化にも資するものであり、国民への「安心」の提
供等に幅広く活用されるものである。 
本研究は、国土技術政策総合研究所において平成16 年度に実施すべき課題として必要性が

認められると評価された。（平成15 年6 月26 日、国土技術政策総合研究所研究評価委員会） 

＜研究評価委員会出席委員一覧＞ 
委員長 虫明功臣  福島大学教授 
委員  石田東生  筑波大学教授 
委員  磯部雅彦  東京大学教授 
委員  見城美枝子 青森大学教授 

 
委員 平島 寛 ㈱日経ＢＰ  

日経アーキテクチュア編集長 
委員 村上周三 慶應義塾大学教授 
委員 森杉壽芳 東北大学教授 

本研究は、被災リスクを定量化して評価すること、市場選択メカニズムを用いてリスクを
管理する手法などに取り組むもので、従来の単純な防災についての研究からリスクマネジメ
ントという視点で一歩進めたものとして意義が大きい研究であり、国総研において重点的に
実施すべきものと評価する。（平成15 年12 月18 日、第３回国土技術政策総合研究所研究評
価委員会分科会） 
＜研究評価委員会分科会出席委員一覧＞ 
主査 村上周三 慶應義塾大学教授 
委員 浅見泰司 東京大学教授 
委員 高田光雄 京都大学教授 
委員 辻本 誠 名古屋大学教授 
委員 桝田佳寛 宇都宮大学教授 

 
委員 佐伯光昭 ㈱日本技術開発 

取締役 常務執行役員 東京支社長 
委員 根本敏則 一橋大学教授 
委員 井口典夫 青山学院大学教授 

外部評価の結果 

※詳細については国土技術政策総合研究所ホームページ（http://www.nilim.go.jp/Japanese 
/hyouka/index.htm）に掲載 



 

 

事前評価【No.７】 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

研究開発課題名 都市型社会に対応した市街地環境の
あり方及び評価方法に関する研究 

担当課 
（担当課長名） 

国土技術政策総合研究所 
都市研究部都市防災研究室 
（室長 林田康孝） 

研究開発の概要 都市型社会の生活空間に求められる望ましい市街地環境について検討するとともに、
建築基準法の集団規定による規制誘導を念頭に置きつつ、規制効果、市街地環境の性能
に係る評価方法や水準等について、できるかぎり定量化する視点から研究を行う。 
【研究期間 平成16年度～平成18年度 研究費総額 約150百万円】※ 

研究開発の目的 新たな時代の要請に応える市街地環境のあり方や市街地環境の性能の評価方法・水準
等に関する研究を行うことにより、建築基準法集団規定に関する新たな制度検討に必要
な知見を提供するとともに、うるおいと安らぎを与える快適な市街地環境の形成に資す
ることを目的とする。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 

 

本研究は、外部評価委員会から、必要性、効率性及び有効性の観点からの総合評価と
して、国総研が重点的に実施すべきものと評価を得ており（下欄参照）、これを踏まえ、
国総研として以下のとおり評価する。 
（必要性） 
都市を取り巻く経済社会情勢の変化、生活の質や快適な環境を求める国民ニーズの高

まりなどを背景として、コンパクトな都市構造への転換、快適な市街地環境の実現など
都市型社会にふさわしい都市の再生・再構築が強く求められている。また、建築物の形
態や市街地の環境をコントロールしている建築基準法の集団規定についても、規制の合
理化・緩和の観点から、性能規定化を含めた基本的な見直しを迫られている。集団規定
及び市街地環境に関する研究については、社会資本整備審議会の「高齢化対策、環境対
策、都市再生等、２１世紀における新たな課題に対応するための建築行政のあり方に関
する第一次答申」（平成14年 1月）において、集団規定の目的に照らした各制限の効果
の定量的検証、最低限クリアしなければならない市街地環境等の水準、市街地環境への
影響等を客観的に評価する方法の研究などが求められており、早期に研究着手する必要
がある。本研究は必ずしも規制の緩和を目指すものではなく、より快適で良好な市街地
環境の保全と創出をねらいとして必要な基礎的研究を行うものである。 
法制度の整備・改善は国の役割であり、その技術的基盤についても国が調査研究を行

うことが必要不可欠であることから、国土技術政策総合研究所が研究を実施する必要が
ある。 
（効率性） 
集団規定の法制度的な検討は国土交通本省の任務となるが、そのために必要となる技

術政策的検討は国土交通省直属の研究機関であり、これまでも建築基準法及び都市計画
に関する研究の実績がある国土技術政策総合研究所において実施することが効率的であ
り妥当である。 
（有効性） 

集団規定に対する社会的要請を踏まえ、２１世紀の我が国にふさわしい市街地環境を
実現していくためには、法制度の見直し等に必須の知見として、集団規定によって確保
すべき市街地環境の測定・評価方法や、確保水準に関する科学的研究が必要であり、本
研究は国土交通本省における検討作業に必要かつ有効な知見を提供するものである。 
本研究は、国土技術政策総合研究所において平成 16 年度に実施すべき課題とし

て必要性が認められると評価された。（平成 15 年 6 月 26 日、国土技術政策総合研
究所研究評価委員会） 
＜研究評価委員会出席委員一覧＞ 
委員長 虫明功臣  福島大学教授 
委員  石田東生  筑波大学教授 
委員  磯部雅彦  東京大学教授 
委員  見城美枝子 青森大学教授 

 
委員 平島 寛 ㈱日経ＢＰ  

日経アーキテクチュア編集長 
委員 村上周三 慶應義塾大学教授 
委員 森杉壽芳 東北大学教授 

本研究は、現在都市計画分野の中でも非常に重要な性能規定化の研究であり、
さらに、規制の効果を把握・評価することは非常に重要であることから、国総研
において重点的に実施すべきものと評価する。（平成 15 年 12 月 18 日、第３回国
土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会） 
＜研究評価委員会分科会出席委員一覧＞ 
主査 村上周三 慶應義塾大学教授 
委員 浅見泰司 東京大学教授 
委員 高田光雄 京都大学教授 
委員 辻本 誠 名古屋大学教授 
委員 桝田佳寛 宇都宮大学教授 

 
委員 佐伯光昭 ㈱日本技術開発 

取締役 常務執行役員 東京支社長 
委員 根本敏則 一橋大学教授 
委員 井口典夫 青山学院大学教授 

外部評価の結果 

※詳細については国土技術政策総合研究所ホームページ（http://www.nilim.go.jp/Japanese 
/hyouka/index.htm）に掲載 



 

 

事前評価【No.８】 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

 

研究開発課題名 快適に憩える美しい東京湾の形成に関する
研究（個別課題追加） 

担当課 
（担当課長名） 

国土技術政策総合研究所 
沿岸海洋研究部 
（部長 細川恭史） 

研究開発の概要 東京湾等の内湾域は、大気の影響、河川・陸域からの淡水流入や栄養塩供給、外洋との海水
交換等、様々な影響を受けながら湾全体として一つの環境システムを形成しているが、このよ
うな内湾域における生態系の劣化が全国的な規模で目立ち始めている。内湾域における環境問
題を的確に把握し、湾全体として総合的に管理していくため、①現象の解明：湾における生態
系や水質環境を長期的に観測するシステムや、②モデルの構築：湾内の水質や生態系の形成に
主体的な役割を果たし、水・物質循環の原動力となる湾全域の流れの構造のモデル化、③評価
法の検討：官学民が参加するシンポジウムや Web による情報公開等を進めているところであ
る。今後、東京湾再生会議が策定した行動計画など行政動向を配慮しながら、モニタリングシ
ステムを内含した総合的な東京湾環境管理施策提言を描くための検討を推進する。  
今までの研究開発により、複数対の小型海洋短波レーダによる流況モニタリングシステム

の具体化の見通しが立ったことから、下記課題を本プロジェクト研究に追加し行う。 
（追加研究課題） 
  ○リアルタイム流況モニタリングシステムの構築に関する研究 
（プロジェクト研究全体） 

【研究期間：平成 13 年度～平成 16 年度 研究費総額 約 380 百万円】※ 
研究開発の目的 本プロジェクト研究の目的は、背後都市の市民が憩え、多様な生物を涵養する生息場があり、

健全な物質循環が保たれる東京湾の形成を推進するため、東京湾再生行動計画等の内湾域の総
合的な環境計画策定や推進、自然再生事業への取り組み強化、生物多様性確保のための戦略策
定、アサリ等の漁業資源の再生等を行う必要がある。これを支える施策の１つとして流況モニ
タリングシステムの検討や干潟生態系の再生手法の検討などがあり、この研究開発に取り組む
ことにより、各種環境施策や社会経済活動の推進に資することを目的とする。 

必要性、効率性、有
効性等の観点から
の評価 
 

本研究は、外部評価委員会から、必要性、効率性及び有効性の観点からの総合評価として、
国総研が重点的に実施すべきものと評価を得ており（下欄参照）、これを踏まえ、国総研として
以下のとおり評価する。 
（必要性） 
 東京湾再生行動計画により、「快適に水遊びができ、多くの生物が生息する、親しみやすく美
しい「海」を取り戻し、首都圏にふさわしい「東京湾」を創出する。」ことが目的とされ、行動
計画が立案された。こうした様々な社会経済的背景を考慮し、国が先導的役割を果たす必要が
ある。 
（効率性） 
 １都２県に広がる東京湾は、湾全体として一つの海洋環境システムを形成している。単独自
治体というより国と関係地方自治体、大学、ＮＰＯ等の関係研究機関の連携により効率的な研
究体制を構築できる。 
（有効性） 
湾規模の流況や物質循環といった海洋環境情報は、国の環境施策に反映されるのみならず、

社会生活あるいは経済の基盤的・基礎的サービスであり、国民に等しく提供されるべきもので
ある。また、油流出事故等への対応を含め、防災の観点からも公益性・有効性を有している。 

外部評価の結果 本研究に追加される課題については、国土技術政策総合研究所において平成 16 年度に実施す
べき課題として必要性が認められると評価された。（平成 15 年 6 月 26 日、国土技術政策総合研
究所研究評価委員会） 
＜研究評価委員会出席委員一覧＞ 
委員長 虫明功臣  福島大学教授   委員 平島 寛  （株）日経ＢＰ 
委員 石田東生  筑波大学教授       日経アーキテクチュア編集長 
委員 磯部雅彦  東京大学教授   委員 村上周三  慶應義塾大学教授  
委員 見城美枝子 青森大学教授   委員 森杉壽芳  東北大学教授 

本研究は、東京湾の総合環境管理施策の提言を行うものであり、その施策の１つとして提案
するモニタリングシステムの構築について研究の充実を図るものである。 
このシステムから得られる広域の海洋環境情報は、各種環境施策への反映や様々な社会経済

活動の支援に資することから、国総研において重点的に実施すべきものと評価する。 
（平成 15 年 12 月 17 日、国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会） 

＜研究評価委員会分科会出席委員一覧＞ 
主査 森杉壽芳  東北大学教授   委員 屋井鉄雄  東京工業大学教授 
委員 井口典夫  青山学院大学教授 委員 浅見泰司  東京大学教授  
委員 日下部 治 東京工業大学教授 委員 高田光雄  京都大学教授  
委員 辻 幸和  群馬大学教授        

※詳細については、国土技術政策総合研究所ホームページ 
（http://www.nilim.go.jp/japanese/hyouka/index.htm）に掲載 



 

 

事前評価【No.９】 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

研究開発課題名 東アジアの航空ネットワークの将来展開
に対応した空港整備手法に関する研究
（個別課題追加） 

担当課 
（担当課長名） 

国土技術政策総合研究所 
空港研究部 
（部長 広瀬宗一） 

研究開発の概要 今後の東アジア地域の航空ネットワークの姿及び東アジアの空港がターゲットにして
いるトランジットを含めた交通容量の見通しから、必要とされる空港容量あるいは限界の
ある空港容量の下での我が国の空港の役割分担のあり方及び既存施設の有効活用、処理能
力の検討、等による新たな空港整備方策を提案する。また、このような輸送に必要となる
次世代大型航空機導入に係る施設の計画及び設計技術基準を策定する。また、ＩＴ等に
よる旅客サービスレベルの向上策を検討する。  

昨今、国際競争力強化の観点からも航空機運航の定時性向上及び安全性確保は
必要要件となってきており、次世代大型航空機の導入も迫っていることから、下
記課題を追加することにより、空港基本施設の予防保全システムを開発する。  
（追加研究課題）  

○予防保全システムによる空港のコスト縮減・安全性確保技術の開発 
（プロジェクト研究全体） 

【研究期間：平成14 年度～平成17年度 研究費総額 約１６０百万円】※ 
研究開発の目的 本プロジェクト研究の目的は、空港容量のボトルネック解消やアクセス改善による我が

国の国際競争力の強化、次世代大型航空機やリージョナルジェット機の円滑な導入による
効率的な輸送の確保、空港における旅客サービス機能の向上を図ることを目的とする。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 
 

本研究は、外部評価委員会から、必要性、効率性及び有効性の観点からの総合評価とし
て、国総研が重点的に実施すべきものと評価を得ており（下欄参照）、これを踏まえ、国
総研として以下のとおり評価する。 
（必要性） 
 大学等との連携による空港施設の非破壊評価法に関わる基礎的な検討は現在実施中で
あり、平成 15 年度には終了する見通しである。超大型航空機の導入が迫っていることも
あり、こうした基礎研究成果を活用して予防保全技術を開発し、実用化を図ることは、航
空機運航の安全性の向上、ライフサイクルコストの低減につながることから、国として早
期に取り組む必要がある。 
（効率性） 
非破壊検査技術及び補修に関する研究実績を有する大学、民間との連携により効率的な

研究体制を構築して研究を進める。 
（有効性） 
 航空機運航の定時性及び安全性確保は、航空に対する信頼性を保持するために、また我
が国の経済社会活動の基盤をなすものであり、公益性・有効性が高い。また、航空機事故
の予防は人的・社会的・経済的被害を大きく軽減するものであり有効性は高い。さらに、
建設・維持・管理におけるライフサイクルコストを縮減するとともに、空港関連の技術基
準に反映し、国内外に技術を発信する本研究の有効性は高い。 
 

外部評価の結果 本研究に追加される課題については、国土技術政策総合研究所において平成 16 年度に
実施すべき課題として必要性が認められると評価された。（平成 15 年 6 月 26 日、国土技
術政策総合研究所研究評価委員会） 
＜研究評価委員会出席委員一覧＞ 
委員長 虫明功臣  福島大学教授   委員 平島 寛 （株）日経ＢＰ 
委員 石田東生  筑波大学教授       日経アーキテクチュア編集長 
委員 磯部雅彦  東京大学教授   委員 村上周三 慶應義塾大学教授 
委員 見城美枝子 青森大学教授   委員 森杉壽芳 東北大学教授 

近い将来、超大型航空機の乗り入れが予想される我が国の空港において、国際競争力の
観点からも、その受け入れのための施設整備に係る基準の策定並びに定時性・安全性の向
上は緊急かつ重要であり、本研究は、国総研において重点的に実施すべきものと評価する。 

（平成 15 年12 月17 日、国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会） 
＜研究評価委員会分科会出席委員一覧＞ 

主査 森杉壽芳  東北大学教授    委員 屋井鉄雄  東京工業大学教授 
委員 井口典夫  青山学院大学教授  委員 浅見泰司  東京大学教授  
委員 日下部 治 東京工業大学教授  委員 高田光雄  京都大学教授  
委員 辻 幸和  群馬大学教授     

※詳細については、国土技術政策総合研究所ホームページ 
（http://www.nilim.go.jp/japanese/hyouka/index.htm）に掲載 
 



 

 

事前評価【No.１０】 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

研究開発課題名 
 

地域資源・交通拠点等のネットワーク化
による国際観光振興方策に関する研究 

担当課 
（担当課長名） 

国土技術政策総合研究所 
空港研究部 
（部長 広瀬宗一） 

研究開発の概要 美しい国土の創造及び観光立国の実現のために、観光における地域イメージの形成、来
訪者の満足度の評価構造を把握することにより、観光客を惹きつける地域の魅力づくりの
マネジメント方策、地域の価値向上に資するゲートウェイ空間の整備手法、利用者の立場
にたった空港の利便性・快適性の向上方策の確立を図る。 
なお、本研究は、14 年度に事前評価を行った「地域の価値向上のためのゲートウェイ空

間整備手法に関する研究」の内容拡充・組み替えを行ったものである。 
【研究期間 平成16 年度～平成18年度 研究費総額 約54百万円】※ 
 

研究開発の目的 観光における地域イメージの形成、来訪者の満足度の評価構造を把握することにより、
観光客を惹きつける地域の魅力づくりのマネジメント方策、地域の価値向上に資するゲー
トウェイ空間の整備手法の確立を図り、地域の価値(イメージ)の向上、来訪者の満足度の
向上及び観光客・リピーター数の増加、新たな産業の創生を図ることを目的とする。 
 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 
 

本研究は、外部評価委員会から、必要性、効率性及び有効性の観点からの総合評価とし
て、国総研が重点的に実施すべきものと評価を得ており（下欄参照）、これを踏まえ、国
総研として以下のとおり評価する。 

（必要性） 
 観光振興は本来、展開すべき施策の実施主体が国・自治体・民間等多岐に渡り、観光立
国の実現を支援するために、効率的かつ効果的な総合的施策体系を示すことが、国として
必要である。 

今後の社会資本において、特に観光振興という面では質的な向上及び交通利便性が重要
であり、そのためにも、総合的な観光振興・地域振興の観点から社会資本等の整備のあり
方についての見直しを行っていく必要がある。 
（効率性） 

多様な主体が有機的に連携する中で、最も効率的な施策の体系を示すとともに、より効
果的・持続的な観光地域づくりの実現に貢献するため、外部の観光関連団体（JNTO、日観
協）、あるいは観光関連の研究を行っている研究者等との連携によって、効率的な研究体
制を構築する。 
（有効性） 

本研究の成果より、地域のイメージの向上、来訪者の満足度の向上が図られ、国内外か
らの来訪者の増大、地域振興へとつながることが期待される。また、これまで独自に取り
組んできた多様な主体間を有機的に連携し、より効率的な観光地域づくりへの取り組みが
実現する。 

 
 

外部評価の結果 本研究は、国土技術政策総合研究所において平成 16 年度に実施すべき課題として必要
性が認められると評価された。（平成15 年 6 月 26 日、国土技術政策総合研究所研究評価
委員会） 
＜研究評価委員会出席委員一覧＞ 
委員長 虫明功臣  福島大学教授   委員 平島 寛  （株）日経ＢＰ 
委員 石田東生  筑波大学教授       日経アーキテクチュア編集長 
委員 磯部雅彦  東京大学教授   委員 村上周三  慶應義塾大学教授 
委員 見城美枝子 青森大学教授   委員 森杉壽芳  東北大学教授 

国際観光振興のため、インバウンドを倍増させるという我が国の政策を、効率的かつ効
果的に実施していくことは非常に重要な課題である。これを支援していく研究の必要性は
高く、国総研において重点的に実施すべきものと評価する。 

（平成 15 年12 月17 日、国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会） 
＜研究評価委員会分科会出席委員一覧＞ 

主査 森杉壽芳  東北大学教授   委員 屋井鉄雄  東京工業大学教授 
委員 井口典夫  青山学院大学教授 委員 浅見泰司  東京大学教授 
委員 日下部 治 東京工業大学教授 委員 高田光雄  京都大学教授 
委員 辻 幸和  群馬大学教授 

※詳細については、国土技術政策総合研究所ホームページ 
（http://www.nilim.go.jp/japanese/hyouka/index.htm）に掲載 



 

 

事前評価【No.１１】 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

研究開発課題名 公共事業の総合コスト縮減効果評価・
管理手法の開発 

担当課 
（担当課長名） 

国土技術政策総合研究所 
総合技術政策研究センター建設シ
ステム課 （課長 溝口宏樹） 

研究開発の概要 公共事業の実施にあたっては、工事コストだけでなく、社会的コストや時間的コスト等を
含めた総合的なコスト縮減を目指すこととし、政府として取り組みを進めている。しかし、
環境への影響軽減など多くの社会的コスト項目の評価・管理手法は未確立であり、これらは
総合コスト縮減率の評価対象から除外されている。そこで本研究では、公共事業における社
会的コストや時間的コストを含む総合的なコスト縮減効果を評価し、管理する手法を開発す
るものである。 
【研究期間 平成16年度～平成18年度 研究費総額 約120百万円 】※ 

研究開発の目的 社会的コスト等の計測事例の分析、原単位化手法の検討を行い、社会的コスト等の原単位
や総合コスト縮減効果管理手法など、公共事業における社会的コスト等を含めた総合コスト
縮減効果を評価・管理する手法を開発する。本研究の成果は、平成19年度までの毎年度の社
会的コスト等の低減効果のフォローアップへ順次活用するとともに、平成19年度までの現コ
スト構造改革プログラムに続く次期のプログラム立案に反映させていく。これらの取り組み
により、総合的なコスト縮減を目指した施策の促進を図るものである。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 
 

本研究は、外部評価委員会から、必要性、効率性及び有効性の観点からの総合評価として、
国総研が重点的に実施すべきものと評価を得ており（下欄参照）、これを踏まえ、国総研
として以下のとおり評価する。 
（必要性） 
「コスト縮減新行動指針」及び「コスト構造改革プログラム」に基づき、良質な社会資本

を低廉な費用で整備・維持することは、政府全体で取り組むべき重要な課題であり、コスト
縮減の実績は毎年フォローアップすることとしている。しかし、環境への影響軽減等の社会
的コスト等については貨幣価値換算手法が確立されていないため、社会的コスト等を含む総
合的なコスト縮減効果の評価・管理手法を開発する必要がある。 
「コスト縮減新行動指針」及び「コスト構造改革プログラム」は公共事業を対象としてお

り、国土交通省が率先して進める必要があることから、国土技術政策総合研究所が研究を実
施する必要がある。 
（効率性） 
研究にあたっては、本省や地方整備局から評価項目等のニーズや社会的コスト計測事例を

把握・収集し、社会的コスト評価手法や原単位化手法の理論などについて学識経験者と連携
を図りつつ実施する。また、研究の成果が平成19年度までのコスト縮減効果フォローアップ
へ順次活用され、次期コスト構造改革プログラムの立案に反映されるよう、本省と調整を図
りながら、効率的に研究を実施する。 
（有効性） 
総合コスト縮減施策の実施にあたり、評価・管理手法の開発は、目標値の設定、インセン

ティブの付与に有効である。また、事業評価や、事業の進捗管理、新技術の導入などの施策
における環境等への影響・改善効果の評価を可能とすることにより、社会的コスト等を含め
た総合コスト縮減施策の促進が図られる。 
本研究は、国土技術政策総合研究所において平成16年度に実施すべき課題として必要性が

認められると評価された。（平成15年6月26日、国土技術政策総合研究所研究評価委員会） 
＜研究評価委員会出席委員一覧＞ 
委員長 虫明功臣  福島大学教授 
委員  石田東生  筑波大学教授 
委員  磯部雅彦  東京大学教授 
委員  見城美枝子 青森大学教授 

 
委員 平島 寛 ㈱日経ＢＰ  

日経アーキテクチュア編集長 
委員 村上周三 慶應義塾大学教授 
委員 森杉壽芳 東北大学教授 

本研究は、公共事業の影響をより明らかにし、コスト縮減に資する研究であり、さらに、
研究成果を公共事業評価へ応用できる可能性を保持している国総研らしい研究であり、重点
的に実施すべきものと評価する。（平成15年12月1日、国土技術政策総合研究所研究評価委
員会分科会） 
＜研究評価委員会分科会出席委員一覧＞ 
主査 石田東生 筑波大学教授 
委員 小澤一雅 東京大学助教授 
委員 佐伯光昭 日本技術開発㈱ 

取締役 常務執行役員 東京支社長  

 
委員 根本敏則 一橋大学教授 
委員 藤田正治 京都大学助教授 
委員 辻本 誠 名古屋大学教授 
委員 三村信男 茨城大学教授 

外部評価の結果 

※詳細については国土技術政策総合研究所ホームページ（http://www.nilim.go.jp/Japanese 
/hyouka/index.htm）に掲載 



 

 

事前評価【No.１２】 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

研究開発課題名 
 

社会資本整備における合意形成手法の高
度化に関する研究  ～共通理解の促進
と満足度の向上を目指して～ 

担当課 
（担当課長名） 

国土技術政策総合研究所 
総合技術政策研究センター 
（建設ﾏﾈｼ゙ ﾒﾝﾄ研究官 佐藤浩） 

研究開発の概要 本研究は、より透明性が高く公正な公共事業の実施が求められている状況下で、一層適切
で満足度の高い合意形成システムの構築、実践に資するため、社会資本整備における合意形
成プロセスやコミュニケーション技術の検討、合意形成の「知」の共有・活用に関する研究
を行う。具体的には、 
①状況対応型合意形成プロセスの提案、 
②コミュニケーション技術の向上に関する検討を行い、その成果を踏まえて、 
③合意形成の「知」の共有・活用のための仕組みづくりを行う。 
【研究期間 平成16年度～平成17年度 研究費 約200百万円 】※ 

研究開発の目的 社会資本整備における各関係者の共通理解の促進と満足度の向上に資するために、合意形
成に関する知識や経験を蓄積・活用するシステムを構築する。これにより、さらなる創意工
夫が図られ、新たな「知」を形式知化することにより、スパイラルアップしていく知の創造
システムが構築されることを目的とする。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 

 

本研究は、外部評価委員会から、必要性、効率性及び有効性の観点からの総合評価とし
て、国総研が重点的に実施すべきものと評価を得ており（下欄参照）、これを踏まえ、国
総研として以下のとおり評価する。 
（必要性） 
合意形成に関する実践及び研究は、各事業主体や各研究部で対象事業に関する取り組みが

多くなされており、また第一線での合意形成の実践では、合意形成プロセスやコミュニケー
ション技術等に関わる知識、経験、技術は、個人やチームに依存し担当者の苦労が多い。そ
こで、一層適切な合意形成を実践していくため、これまでの様々な取り組み等を事業特性等
の視点から事業分野横断的に分析し、共通パターン的な合意形成プロセスやコミュニケーシ
ョン技術の体系的整理、合意形成に関する知識や経験を体系的に蓄積・活用するシステム（知
識共有システム）の構築を図るものである。こうした検討を進めるためには、各種の公共事
業に関する総合的な研究を行っている国土技術政策総合研究所において研究を実施する必要
がある。 
（効率性） 
 国総研の各研究部は対象事業種別に活発な合意形成に関する研究に取り組んでおり、コミ
ュニケーション技術修得については国土交通大学校が研修科目として実践していることか
ら、関係研究部及び国土交通大学校と連携しつつ、合意形成に関する種々の研究を実施して
いる大学から研究助言等を受けながら研究を進めていくことは効率的である。また構築する
知識共有システムはプロジェクト研究終了後も継続的に運用し、改善していくこととしてい
る。従って、構築・運用開始までの 2 年間をプロジェクト研究対象期間とすることは妥当で
ある。 
（有効性） 
第一線の職員が全国幅広く事例に基づくノウハウの活用が可能となり、合意形成の実践を

通じ更なる創意工夫が生み出され、新たな知が知識共有システムに「形式知化」されフィー
ドバックされていく合意形成の「知」の共有化が図られる仕組みが構築・活用されることに
より、社会資本整備における合意形成の円滑化や満足度の向上が図られる。 

本研究は、国土技術政策総合研究所において平成 16 年度に実施すべき課題と
して必要性が認められると評価された。（平成 15 年 6 月 26 日、国土技術政策総合
研究所研究評価委員会） 
＜研究評価委員会出席委員一覧＞ 
委員長 虫明功臣  福島大学教授 
委員  石田東生  筑波大学教授 
委員  磯部雅彦  東京大学教授 
委員  見城美枝子 青森大学教授 

 
委員 平島 寛 ㈱日経ＢＰ  

日経アーキテクチュア編集長 
委員 村上周三 慶應義塾大学教授 
委員 森杉壽芳 東北大学教授 

今日の社会資本整備において、非常に重要な課題であり、研究の必要性は高い。また、合
意形成のプロセスの提案やコミュニケーション技術の整理、データベースの構築等について
大いに貢献することが期待される研究であることから、本研究は、国総研において重点的に
実施すべきものと評価する。（平成15年12月1日、国土技術政策総合研究所研究評価委員会
分科会） 
＜研究評価委員会分科会出席委員一覧＞ 
主査 石田東生 筑波大学教授 
委員 小澤一雅 東京大学助教授 
委員 佐伯光昭 日本技術開発㈱ 

取締役 常務執行役員 東京支社長 

 
委員 根本敏則 一橋大学教授 
委員 藤田正治 京都大学助教授 
委員 辻本 誠 名古屋大学教授 
委員 三村信男 茨城大学教授 

外部評価の結果 

※詳細については国土技術政策総合研究所ホームページ（http://www.nilim.go.jp/Japanese 
/hyouka/index.htm）に掲載 



 

 

事前評価【No.１３】 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

研究開発課題名 
 

都市地域の社会基盤・施設の防災性
能評価・災害軽減技術の開発 
（個別課題追加） 

担当課 
（担当課長名） 

国土技術政策総合研究所 
危機管理技術研究センター 
(建築災害対策研究官 上之薗隆志) 

研究開発の概要 都市地域における総合的な防災対策を計画・支援・実現するために、公共施設、道路、
河川、海岸、空港、ライフライン等の主要社会基盤・施設の防災性能及び災害時の機能損
傷が都市･地区の防災性に与える影響をリスク管理の観点（性能・被災リスク･影響評価、
対策と効果）から適切に評価する手法、及び効果的な（費用対効果の優れた、即時対応性
の高い）災害軽減技術（ハード･ソフト対策）の開発を行う。本プロジェクト研究の中で研
究が手薄であった、津波災害に対する総合的対策、防災上配慮を要する者に対する対策、
火災に対する防災性評価の研究を下記のとおり追加して行う。 
（追加研究課題） 
①津波に対する被害想定と総合的対策に関する研究 
（個別課題リーダー：危機管理技術研究センター長 杉浦信男） 
②防災上の配慮を要する者の行動・認識特性に関する研究 
（個別課題リーダー：危機管理技術研究センター長 杉浦信男） 

  本課題は総プロ「リアルタイム災害情報システムの開発」の一部として実施予定 
③街区レベルにおける防災性能簡易評価手法の開発 
（個別課題リーダー：都市研究部長 森田雅文） 

（プロジェクト研究全体） 
【研究期間 平成13年度～平成17年度 研究費総額 約860百万円】※ 

研究開発の目的 本プロジェクト研究の目的は、都市地域の社会基盤・施設の防災性能評価手法（防災機
能評価、被災リスクと防災への影響評価）および災害軽減技術（防災性能確保及び効果的
都市防災計画、ハード･ソフト対策）の提案を行い、都市地域の社会基盤・施設の効果的防
災性向上を図るものである。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 
 

本研究は、外部評価委員会から、必要性、効率性及び有効性の観点からの総合評価とし
て、国総研が重点的に実施すべきものと評価を得ており（下欄参照）、これを踏まえ、国
総研として以下のとおり評価する。 
（必要性） 
本プロジェクト研究の中で研究が手薄であった、津波災害に対する総合的対策、防災上

配慮を要する者に対する対策、火災に対する防災性評価の研究を行う。 
津波災害に関しては、中央防災会議では東南海・南海地震の津波による甚大な被害が想

定されている。防災上配慮を要する者に関しては、都市の住民の高齢化一人住まいが進み、
健常者を対象とした対策では対応しきれなくなってきている。街区レベルに関しては、防
災まちづくりの動きを都市づくりへつなげる必要がある。上記の分野を最終的には都市の
防災性確保につなげる。 
（効率性） 
上記の各研究は、その分野を専門とする研究部・センターが行い、さらに国総研のプロジ
ェクト研究として総合的にまとめる。その体制が確保されている。 
（有効性） 
都市の災害・被害は、自然災害や人為的な災害に、都市の脆弱性が加わり、大きな被害

につながる可能性がある。それらの災害は複合的な関係にあり、各災害、各被害対象に関
する研究を行うとともに、総合的にまとめる研究が必要である。 
上記の新規研究課題は本プロジェクト研究の中で研究が手薄であった分野であり、都市

の防災性能を総合的に確保するために有効である。 
本研究に追加される課題については、国土技術政策総合研究所において平成 16

年度に実施すべき課題として必要性が認められると評価された。（平成 15 年 6 月
26 日、国土技術政策総合研究所研究評価委員会） 
＜研究評価委員会出席委員一覧＞ 
委員長 虫明功臣  福島大学教授 
委員  石田東生  筑波大学教授 
委員  磯部雅彦  東京大学教授 
委員  見城美枝子 青森大学教授 

 
委員 平島 寛 ㈱日経ＢＰ  

日経アーキテクチュア編集長 
委員 村上周三 慶應義塾大学教授 
委員 森杉壽芳 東北大学教授 

本研究については、国民の関心の高い研究であり、多岐にわたる各分野の研究の総合
化の部分が極めて重要な研究であるため、国総研の総合力を生かし、重点的に実施すべき
ものと評価する。（平成15年12月1日、国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会） 
＜研究評価委員会分科会出席委員一覧＞ 
主査 石田東生 筑波大学教授 
委員 小澤一雅 東京大学助教授 
委員 佐伯光昭 日本技術開発㈱ 

取締役 常務執行役員 東京支社長 

 
委員 根本敏則 一橋大学教授 
委員 藤田正治 京都大学助教授 
委員 辻本 誠 名古屋大学教授 
委員 三村信男 茨城大学教授 

外部評価の結果 

※詳細については国土技術政策総合研究所ホームページ（http://www.nilim.go.jp/Japanese 
/hyouka/index.htm）に掲載 



 

 

事前評価【No.１４】 
研究開発課題名 航空レーザ測量を活用した地生態学的

調査及び研究 
   ―白神山地を例にして― 

担当課 
（担当課長名） 

国土地理院 
地理地殻活動研究センター 
（センター長 海津 優） 

研究開発の概要 航空レーザ測量を導入することによって、従来の野外観察手法と異なりどの程度ま
で小地形と植生の３次元構造が把握可能か追究するとともに、小地形と植生の３次元
構造の関係を、白神山地をモデルとして、調べる。 
【研究期間：平成 16 年度～平成18 年度 研究費総額 約 60 百万円】※ 

研究開発の目的 航空レーザ測量データの活用により、1)傾斜分類、斜面方位等の分布等の実態表現、2)
小地形分類図の作成、3)主要植物の抽出とその平面分布図の作成、4)主要植物の抽出とそ
の縦断図の作成、5)以上のデータから樹高の推定を行う。これらに基づき、小地形が植生
に与える要因の抽出を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 
 

 航空レーザ測量は、近年、急速に利用されはじめた新たな測量技術であるが、植生
学や地生態学への応用は試行段階である。 
総合科学技術会議（平成 15 年 3 月 28 日開催）の｢平成 16 年度の科学技術分野の重点事

項について｣においては、環境問題への対応の強化の必要性が謳われている。また、航空レ
ーザ測量データによって植生の種類と３次元構造の空間的な広がりを同時に把握できる可
能性がある。（必要性の観点から分析） 
従来に無い新技術を導入した研究成果は、今後の新たな主題図づくりの基礎資料とな

り、今後の国土の環境保全のための各種の企画・立案へ間接的に貢献すると考えられ
る。また、環境関連機関に提供することによって、例えば白神山地の環境保全のため
の各種政策の立案等に役立つと考えられる。（有効性の観点から分析） 
これまで国土地理院は、文部科学省科学技術振興調整費や国土交通省総合技術開発

プロジェクト等を通じて計測精度の評価や建物抽出等、航空レーザ測量データを使っ
た研究にいち早く着手しており、航空レーザ測量データの処理について実績がある。
また、空中写真判読による小地形の抽出について、豊富な経験があるので、本研究を
国土地理院が行うことは妥当である。なお、国土地理院には、植生学を専門とした研
究者は不在であるが、十分な成果を挙げるため、白神山地を管轄する環境関連機関や大
学等と連携していく。（効率性の観点から分析） 

外部評価の結果 この分野は必ずしも基礎的な研究が十分とは言えず、これを行うことは重要であ
る。国土地理院として基礎的な研究を積み上げるという点と、新しい測量技術の研究
として進められたい。（平成15 年 6 月 18 日、国土地理院研究評価委員会） 
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
委員長  高木 幹雄（芝浦工業大学大学院工学研究科教授） 
委 員  厳  網林（慶應義塾大学環境情報学部助教授） 
〃   大野 邦夫（ドコモ・システムズ（株）テクニカルセンター主席技師） 
〃   大森 博雄（東京大学大学院新領域創成科学研究科教授） 
〃   笠原  稔（北海道大学大学院理学研究科附属地震火山研究観測センター

教授） 
〃   河野 宣之（国立天文台地球回転研究系教授） 
〃   中村 浩美（科学ジャーナリスト） 
〃   細村  宰（東京電機大学理工学部教授） 
〃   山岡 耕春（名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山・防災研究セン

ター教授） 
※詳細については、国土地理院ホームページ
（http://www.gsi.go.jp/REPORT/HYOKA/hyoka15-1.html）に掲載 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 



 

 

事前評価【No.１５】 
研究開発課題名 東海地震の予測精度向上及び東南

海･南海地震の発生準備過程の研究 
担当課 

（担当課長名） 
気象庁 気象研究所 
地震火山研究部 
（部長 濱田信生） 

研究開発の概要 東海、東南海、南海地震の過去の活動は相互に密接に関連していることから、
数値シミュレーションの対象範囲を東南海、南海地震の震源域に拡大し、これ
らの地震が東海地震に及ぼす影響を評価するとともに、東海・東南海・南海地
域の観測・監視に有効な観測手法を開発する。 
【研究期間：平成 16 年度～平成 20 年度  研究費総額  約 220 百万円】※ 

研究開発の目的 東海地震発生の予測精度の向上により、東海地震による被害軽減に資する地震
予知情報の確度を向上させる。東南海・南海地震に対する観測体制の強化のた
め、両地震を対象に含めた広域の観測・監視手法の開発を行い、その発生準備
過程の解明を進める。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 
 

（必要性） 
東海地域は、大規模地震対策特別措置法に基づき地震防災対策強化地域に指定
されている。また、同法において、国は大規模地震の発生を予知するため常時観
測体制を敷くことが求められている。 
東海地震の発生に関しては、2000 年前後から固着域とその周辺の微小地震活動
の低下、2001 年初頭からスロースリップ(プレート境界でのゆっくり滑り)の発
生など、巨大地震の前駆現象としての可能性がある地殻活動が報告されており、
依然として切迫した状況が続いている。このため東海地震発生の予測精度向上に
関する研究は、監視業務に資するため、今後も引き続き進めていくことが不可欠
である。 
また、東南海･南海地震の予想発生時期が近づきつつあることから、両地震に
対して「東南海・南海地震に係わる地震防災対策の推進に関する特別措置法」（平
成 14 年 7 月）が制定され、国に対して観測体制の整備と観測強化が求められて
いる。このため、東南海･南海地域における地殻活動をモニタリングするための
研究を緊急に推進する必要がある。 
（効率性） 
気象研究所では、これまでの研究により地殻変動に関する観測データの総合的
な解析手法や数値シミュレーション技術のノウハウが蓄積されていると同時
に、国土地理院等外部機関との連携を従来より密接に進めており、効率的に研
究を実施できる。特に、東海地震発生の予測精度を向上させるには、前兆現象
の多様性に関する知見を深めると共に、各種観測データを取り込むことにより
種々の地殻変動を予測することができる力学モデルを開発し、多様な前兆現象
の数値シミュレーションを行うことが最も効率性の高い手段である。 
（有効性） 
これまでの研究(「地震発生過程の詳細なモデリングによる東海地震発生の推
定精度向上に関する研究」)では、プレート地殻構造と地殻変動の観測結果を取
り入れた数値シミュレーションにより、東海地震発生に至る過程で断層面のは
がれる様子や地表で観測される地殻変動を推定予測することが可能となった。 
この成果を基礎として、数値シミュレーションの対象地域を東南海・南海とそ
の周辺地域に拡大し、併せて観測・解析手法の向上を図ることで、東海地震発
生の予測精度の向上、並びに東南海・南海地震の発生準備過程の解明が進み、
さらに地震被害予測など防災対策にも貢献しうる。 

外部評価の結果 社会的関心の高い巨大地震発生予測の研究を従来実施してきた駿河トラフか
ら西方の南海トラフに拡大して進めることは意義がある。地殻活動モニタリン
グ手法の開発、プレート形状による地震発生への影響の解明は画期的と言える。
測地学分科会地震部会の次期観測研究計画あるいは「東南海・南海地震に係わ
る地震防災対策の推進に関する特別措置法」（議員立法）に照らし合わせて、
この研究開発課題の設定は極めて妥当と考える。 
＜外部評価委員会委員一覧＞（気象研究所評価委員会平成 15 年 2 月 5 日、同評

議委員会へ報告 8 月 1 日） 
石田  瑞穂    防災科学技術研究所  研究主監 
平    啓介    日本学術振興会  監事 
田中  正之    東北工業大学 工学部環境情報工学科長 
泊    次郎    朝日新聞社  編集委員 
渡辺  秀文    東京大学地震研究所  教授 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 



 

 

事前評価【No.１６～２３】 

競争的研究資金

制度の概要 

建設技術研究開発助成制度は、研究者等から課題を公募し、複数の候補の中から優

れた研究を開発課題を競争的に採択し、補助金を交付する制度である。採択にあた

っては外部専門家による評価を実施する。 

担当課 

（担当課長名） 

大臣官房技術調査課  

（課長 北橋建治） 

研究開発課題名 研究開発概要 評価 

16 強震観測網を

用いた都市構

造物群の耐震

改修戦略シス

テムの開発 

社会基盤施設の地震被害の軽減を図るため、仙台地域

をモデルにした超高密度地震観測網から得られる地

震動分布や建物現況データに基づき、意志決定理論を

用いて戦略的に構造物群の耐震改修方法や優先度を

決定するシステムを開発する。 

【研究期間 平成15年度  研究費総額  約 21百万円】 

社会性※１）優れている 

技術革新性※２）良好である 

実現可能性※３）優れている 

 

17 財産保持性に

優れた戸建制

振住宅に関す

る研究開発 

 

戸建住宅の耐震性を高めるため、木質及び軽量鉄骨架

構の力学特性を加味した接合法の開発、低コスト小型

制振ダンパーの開発、短周期領域での地震応答やその

抑制法について実験・研究し、応答低減・損傷制御に

優れた戸建制振住宅を開発する。 

【研究期間 平成15年度  研究費総額  約 38百万円】 

社会性※１）優れている 

技術革新性※２）優れている 

実現可能性※３）優れている 

18 高解像度大気

汚染モデルに

よる道路交通

政策評価シス

テムの構築 

道路交通政策の設計と評価に資するため、交通シミュ

レーションモデル及び排気ガス量推計モデルに三次

元都市モデルを組み合わせて、大気汚染濃度を高解像

度で分析できるシステムを開発する。 

【研究期間 平成15年度  研究費総額  約 27百万円】 

社会性※１）優れている 

技術革新性※２）優れている 

実現可能性※３）良好である 

19 圧電高分子膜

による軽量遮

音パネルの研

究開発 

交通機関の車内や建築物の室内における外部騒音の

低減に資するため、圧電性をもつ高分子フィルム－ポ

リフッ化ビリニデン（ＰＶＤＦ）と簡単な電気回路を

組み合わせた 40ｄＢ以上の遮音能力を持つ、軽量で安

価な遮音構造壁を開発する。 

【研究期間 平成15年度  研究費総額  約 40百万円】 

社会性※１）優れている 

技術革新性※２）優れている 

実現可能性※３）優れている 

20 建築インフィ

ルの静脈ロジ

スティックス

支援ツールの

開発 

建築ストックの有効活用とインフィル構成材の使い

回しによる資源生産性向上を実現させるため、静脈ロ

ジスティックス（調達・物流）を稼働させるための情

報支援ツールのプロトタイプを開発する。 

【研究期間 平成15年度  研究費総額  約21百万円】 

社会性※１）良好である 

技術革新性※２）優れている 

実現可能性※３）良好である 

 



 

 

 

研究開発課題名 研究開発概要 評価 

21 環境ホルモン

の無害化と暴

露量削減に関

する研究開発 

公共用水域における環境ホルモン量を削減するため、

簡易・省エネルギー・高効率で環境ホルモンを無害化

する、微生物・オゾンなどを用いた新しい排水処理プ

ロセスの開発を行う。また、水環境中における環境ホ

ルモンの移動過程及び植生の浄化能力について検討

し、当該排水処理プロセスの削減効果を検証する。 

【研究期間 平成15年度  研究費総額  約 29百万円】 

社会性※１）優れている 

技術革新性※２）優れている 

実現可能性※３）優れている 

総プロとの適合可能性※４）

優れている 

22 環境修復機能

の高い人工干

潟設計システ

ム開発に関す

る研究 

環境修復機能（有機炭素・窒素等の浄化機能、多様な

生物の生息・生育機能）の高い人工干潟を創出するた

め、合理的な設計システムを開発する。 

【研究期間 平成15年度  研究費総額  約 27百万円】 

社会性※１）優れている 

技術革新性※２）優れている 

実現可能性※３）優れている 

総プロとの適合可能性※４）

優れている 
23 鋼構造物の損

傷度診断のた
めの高精度超
音波技術の開
発 

 

鋼構造物の疲労損傷を高精度で効率的に診断するた

め、損傷箇所や欠陥形状を図面上で三次元表示できる

ような超音波探傷器の開発を行う。 

【研究期間 平成15年度  研究費総額  約 28百万円】 

社会性※１）優れている 

技術革新性※２）優れている 

実現可能性※３）優れている 

総プロとの適合可能性※４）

優れている 
外部評価の結果 建設技術研究開発助成制度評価委員会の審査の結果、実施すべき課題として上記８

課題が採択された。（平成１５年６月、建設技術研究開発助成制度評価委員会） 
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
 
委 員 長   濱田 政則（早稲田大学理工学部教授） 
副委員長   友澤 史紀（日本大学理工学部教授） 
委 員     池田 駿介（東京工業大学大学院理工学研究科教授） 

〃   宇佐美 勉（名古屋大学大学院工学研究科教授） 
〃   小谷 俊介（千葉大学工学部教授） 
〃   嘉門 雅史（京都大学大学院地球環境学堂教授） 
〃   神崎  正（香川大学工学部教授） 
〃   小松 利光（九州大学大学院工学研究院教授）  
〃   佐藤  滋（早稲田大学理工学部教授） 
〃   西川 孝夫（東京都立大学大学院工学研究科教授）  
〃   長谷見雄二（早稲田大学理工学部教授）  
〃   服部 岑生（千葉大学大学院自然科学研究科教授） 
〃   前川 宏一（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   森地  茂（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   吉野  博（東北大学大学院工学研究科教授） 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

※１）社会性 
社会的ニーズがあり研究開発の成果が実用化されることにより、単に住宅・社会資本整備の分野にと
どまらず、国民生活、経済活動への波及効果が具体的に想定されるか否か。 

※２）技術革新性 
学術的研究及び特許等に係る技術の応用・改良等をもって建設分野の技術革新を推進し、既存の技術
に比べてどの程度の新規技術開発要素が認められるか否かなど。 

※３）実現可能性 
提案された研究開発目標の達成が技術的に可能であるか否か及び提案者が研究開発を実施するだけの
研究開発計画、経費、研究開発体制を整えているか否かなど。 

※４）総プロとの適合可能性 
関連するそれぞれの総プロの研究開発方向や研究開発全体の枠組みへの適合の可能性など、総プロと
合わせて効果的な成果の獲得が見込まれるか否かなど。 

※研究費総額は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 



 

 

中間評価【No.１】 

研究開発課題
名 

スーパーエコシップの研究開発 担当課 
（担当課長名） 

海事局技術課 
（課長 井上彰一郎） 

研究開発の概
要 

ガスタービン対応型新船型及び電気推進式二重反転ポッドプロペラをコンセ
プトとした、環境負荷及び輸送コストが小さく、静かで、船上メンテナンスが不
要な次世代内航船の研究開発を行う。 
【研究期間：平成 13 年～平成 17 年 研究費総額 約 2,600 百万円】※ 

研究開発の目
的 

内航物流における大幅なコスト削減と快適な労働環境を実現することにより、
内航海運の活性化や中小造船の産業競争力強化を図るとともに、モーダルシフト
の促進及び物流合理化による環境負荷の低減を図ることを目的とする。 

必要性、効率
性、有効性等の
観点からの評
価 
 

○京都議定書の６％削減約束の達成に向け策定された地球温暖化対策推進大綱
では、経済の活性化に寄与し、環境負荷を低減させる物流体系の構築を可能な限
り早期に達成することを目指し、スーパーエコシップの開発・普及促進が謳われ
ている。一方、内航海運業の現状は、慢性的な構造不況にあり、船員の居住・労
働環境が劣悪であること、中長期的に労働力の確保が重要な問題であること等の
改善が求められている。このため、内航海運業の活性化及び物流分野における環
境負荷低減を実現するスーパーエコシップの研究開発を実施する必要がある。 
○これまでに、ガスタービン・ポッドプロペラ対応型新船型の開発手法の開発・
性能評価、電気推進式二重反転ポッドプロペラの開発手法・要素技術の開発等次
世代内航船の開発に必要な要素技術は着実に確立された。また、次世代内航船の
概念設計・船種選定も行い、ほぼ当初のスケジュール通り順調に、開発目標は達
成されている。 
○本研究開発は、委託先の独立行政法人が主体となり、要素技術開発段階では、
大学・関連メーカー・試験コンサルタントと連携・分担して研究開発が実施され
てきた。実証試験段階に移行する際し、経済性も考慮するため、大学に変わって
新たに船会社が体制に加わった。研究開発の各段階において、最適の体制をとっ
て実施しており、実施方法・体制は妥当である。 
 
以上のことから、内航物流における大幅なコスト削減と快適な船内労働環境及

び海運分野の環境負荷低減を実現のため、スーパーエコシップの実証試験等の研
究開発は引き続き実施する必要がある。 

外部評価の結
果 

内航海運の活性化と物流における環境負荷の低減の実現に対する要請が高ま
る中、本研究の必要性は研究開始時よりも一段と高まっており、研究フェーズの
進展に伴い国の関与を見直すなど実施にあたっての効率性に関しても高く評価
できる。 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成 15年 7月 15 日、海事局研究開発評価委員会） 
委員長 影本  浩 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 
委 員 今津 隼馬 東京商船大学情報システム設計工学講座教授 

  〃  太田 一紀 (社) 日本造船工業会技術委員会委員長 
 〃  太田 和博 専修大学商学部教授 
〃  鎌田  実 東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻教授 
〃  嶋田 武夫 (社) 日本造船研究協会研究委員会委員長 
〃  白山    晋 東京大学人工物工学研究センターデジタル価値工学 

     部門助教授 
 〃  中泉 拓也 東学院大学経済学部経済学科専任講師 
〃  中島 基善  (社) 日本舶用工業会技術開発戦略検討小委員会委員長 

   〃  古野 千秋 日本テレビ放送網株式会社編成局チーフディレクター 
※研究費総額は現時点での予定であり、今後変わりうるものである。 



 

 

中間評価【No.２】 
研究開発課題名 地球温暖化によるわが国の気

候変化予測に関する研究 
担当課 

(担当課長名) 
気象庁気象研究所気候研究部 
（部長 青木 孝） 

研究開発の概要  地球温暖化による気候変化がわが国にどのように影響を及ぼすのかを明ら
かにするために、地域気候モデルを高度化するとともに、同モデルの境界条件
及び初期条件となる全球気候モデルによる地球温暖化予測技術の高度化、これ
らの気候モデルの検証の実施と地球温暖化のメカニズムの解明を行う。 
【研究期間：平成 12 年度～16 年度 研究費総額 約 143 百万円】※ 

研究開発の目的  わが国特有の現象である、冬の日本海側の降雪、冬の関東地方の乾燥気候､
梅雨末期の豪雨、西日本の干ばつ､東日本のやませ等の地域的気候や異常気象の
発生傾向などが地球温暖化によりどのような影響を受けるかを明らかにするこ
とを目的とする。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 
 

○目標の中間達成度   地域気候モデルについて、それを構成する領域大気
モデルと太平洋海洋モデルの開発と温暖化予測実験を実施した。また、全球気
候モデル（分解能 300km）の開発と温暖化予測実験の実施、開発された全球気
候モデルの改良（分解能 200km、熱・水蒸気の取扱の高度化等）、それらを用い
たモデルの検証と地球温暖化メカニズムの解明を行っており、ほぼ当初計画通
り進捗した。 
○評価時点までの成果   前述したモデルの開発・高度化を行い、それらを
用いて、温暖化による日本付近の降水量の変化、日本付近の海水温の変化を明
らかにすると同時に、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の SRES(社会経済
発展に関する様々なケースを想定した、温室効果ガスの排出のシナリオ)等に基
づき今世紀末の全球平均地上気温上昇等に関する予測実験を行った。また、地
球温暖化時の気候の空間パターンに関する知見などの温暖化メカニズムの解明
につながる成果も得られている。 
○本研究課題の実施方法・体制の妥当性   本研究は３つのサブ課題で構成
され、それぞれ有機的に連携をとりながら進めている。また、これまでに気象
研究所で蓄積されてきたシミュレーション等の技術のノウハウを有効に活用す
ることで、効率的に研究が進められており、実施方法・体制は妥当である。 
○本研究開発の継続の妥当性   本研究開始後の、地球温暖化及びその影響
の予測に関する調査の実施を国の責務として定めた「地球温暖化対策の推進に
関する法律」の制定（平成 10 年 10 月）、温暖化に伴う将来の気候変化の予測
モデルの高度化などを目標とした総合科学技術会議による「地球温暖化研究イ
ニシャティブ」の開始（平成 14 年）などにも沿い、わが国の温暖化対策分野に
おける社会的貢献の観点から、本研究の必要性は更に高まっている。 
 本研究は概ね計画通りに進捗しており、成果は既に、気象庁の地球温暖化予
測情報として公表されるとともに、地球温暖化研究イニシャティブを通じ、他
の研究機関による影響評価や行政機関の施策策定の基礎資料として用いられて
いる。また、予測の結果は IPCC の第４次報告書への反映を通じて国際的な貢献
を果たす見通しである。このように、本研究の成果は国内外への社会的・行政
的な波及効果が大きく、継続する必要がある。 

外部評価の結果  気象研究所評議委員会の委員から構成される評価委員会において、「予定の
研究が順調に進捗しており、着実な成果をあげ、科学技術の社会貢献が目に見
える形でなされようとしていると判断できる。研究開発の状況は適切・ほぼ適
切であり、このまま継続すべきである。」との評価を得た。 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成15 年 10 月 19 日気象研究所評価委員会、平成
16 年１月 20 日同評議委員会へ報告） 
平  啓介  （日本学術振興会 監事） 
田中 正之  （東北工業大学環境情報工学科 学科長） 
小室 広佐子 （東京国際大学国際関係学部 助教授） 
木田 秀次  （京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 教授） 
中島 映至  （東京大学気候システム研究センター 教授） 

※研究費総額は現時点での予定であり、今後変わりうるものである。 



 

 

終了後の事後評価【No.１】 
研究開発課題名 地殻活動観測データの総合解析技術

の開発 
担当課 

（担当課長名） 
大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 地殻の変形のモデル化技術の開発及び「広域地殻活動シミュレーションモデル」の
構築を行い、中長期・広域の地殻活動及び地震発生準備過程の最終段階の物理的理解
を深める。また、地震発生直前に発生する可能性のある前駆的な現象を効果的に捉え
るために必要な地殻活動観測の計画作成技術を開発して、地殻活動及び地震発生の予
測を行う。 
【研究期間：平成 10年度～平成14年度  研究費総額 約 514百万円】 

研究開発の目的 地震発生に至る地殻活動解明並びに地殻活動シミュレーション手法、地殻活動観測
システム高度化の研究を推進するとともに、その結果を観測、実験へフィードバック
し、地殻活動観測を高度化し、防災・減災に貢献する。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

（必要性） 
・地震・火山災害の軽減を図ることは国の重要な責務である。本研究は地殻の変形の

モデル化技術の開発及び「広域地殻活動シミュレーションモデル」の構築により防
災・減災に貢献する研究課題として、地殻活動観測データ総合解析システム（デー
タベース）の開発等十分な成果を上げたと評価できる。 

（効率性） 
・本研究では観測データ、解析技術の蓄積及び実績を有する国土地理院と建築研究所

が連携して研究を実施するとともに、最新科学技術情報の交換、行政との連携、関
連プロジェクトとの連携を目的に、学識経験者、国及び地方行政担当者と研究実施
主体から構成される研究推進委員会を構成し、研究の妥当性を議論し効率的に研究
を推進したと評価できる。 

（有効性） 
・本研究により、この間相次いで発生した 1998 岩手山火山活動及び内陸地震、1997

年豊後水道ｻｲﾚﾝﾄｱｰｽｸｴｰｸ、2000 年有珠山噴火、三宅島噴火、神津島近海群発地震
活動、2001年以来継続中の東海ｽﾛｰｽﾘｯﾌﾟｲﾍﾞﾝﾄ､2003年宮城県北部地震、十勝沖地
震等を発生させた物理的機構を解明し、地震調査委員会、東海地震判定会打合会、
地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会等に結果を報告し、速やかな防災対策に寄与
し大きな成果を挙げている。 
 

外部評価の結果  本研究では、十勝沖地震をはじめとする近年の地震の地殻活動の解明に寄与するシ
ミュレーションモデルを開発するとともに、一般から利用可能なデータベースの構築
を行うなどの成果が得られており、適切に実施されたことが認められた。今後は、他
機関のデータを集約し地震関連データを一元化してわかりやすく提供していくこと
や、長期的視点にたって東海地震や東南海・南海地震等の解析に役立つ研究を推進す
ることを期待する。 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成16年 3月 9日、技術研究開発評価委員会） 
委員長 嘉門 雅史 京都大学大学院地球環境学堂教授 
委 員 大林 成行 (株)国土情報技術研究所代表取締役社長 
〃  表 佑太郎 (社)建築業協会技術研究部会部会長 
〃  桑原 章次 (社)日本土木工業協会土木工事技術委員会副委員長 
〃  見城美枝子 青森大学社会学部教授 
〃  菅原 進一 東京理科大学総合研究所教授 
〃  友澤 史紀 日本大学理工学部教授 
〃  濱田 政則 早稲田大学理工学部教授 
〃  三井所清典 芝浦工業大学工学部教授 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.２】 

研究開発課題名 先端技術を活用した国土管理技術の
開発 

担当課 
（担当課長名） 

大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 地理的に脆弱な我が国の国土において、効率的な国土利用、災害予測・防災対応手
法の確立、良好な環境整備などを実現するために、国土管理の主要課題である防災・
環境保全を中心として、国土管理に必要となる情報の収集・処理・管理・解析を一貫
して行う「国土管理システム」の構築・利用技術に関する研究開発を行うものである。 
【研究期間：平成 11年度～平成14年度 研究費総額 約 458百万円】 

研究開発の目的 国土管理のための情報システム構築技術として、合成開口レーダ(SAR)、スキャン式
レーダ測距儀等センサーの計測技術及び GISを活用した総合的な情報管理手法を開発
する。 
防災・環境保全を中心とした国土管理のための情報利活用技術として、GIS等を活

用した水害・震災対策システム及び自然域や都市における計画・設計・管理の支援シ
ステムを開発する。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

（有効性） 
・「国土管理情報基盤データ概念モデル」及び「国土管理における情報基盤のあり方」
をとりまとめたことにより、国土交通省の統一的な情報基盤整備に向けて基本的な
考えを示したことは評価できる。 

・国土管理に必要な情報の収集、管理及び利活用に関する各種要素技術を開発したこ
とにより、国土管理業務の効率性向上に寄与できた。 

（効率性） 
・e-Japan 戦略など政府全体の動向を把握しながら、国土交通省内の機関、他省庁の
研究機関、大学、民間等と広く連携し、先端技術の最新動向及び国土管理行政での
ニーズを踏まえた効率的な研究開発を行ったことは、妥当であった。 

（必要性） 
・本課題では、有効かつ効率的な国土管理において必要となる各種支援ツール、マニ
ュアル、仕様、基本方針等を開発した。これらの成果は、当初の目標を達成したも
のとなっている。 

外部評価の結果  本研究では、国土管理に必要な情報の収集、活用等に関する個々の要素技術の開発
に加え、これからの研究、政策立案の方向性を探るために意義のある成果が得られて
おり、適切に実施されたことが認められた。今後は、構築された多元的データの一元
化を図り、一般の人にも利用してもらえるように広く発信していくとともに、地方公
共団体等において具体的に成果の利活用が進むことを期待する。 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成16年 3月 9日、技術研究開発評価委員会） 
委員長 嘉門 雅史 京都大学大学院地球環境学堂教授 
委 員 大林 成行 (株)国土情報技術研究所代表取締役社長 
〃  表 佑太郎 (社)建築業協会技術研究部会部会長 
〃  桑原 章次 (社)日本土木工業協会土木工事技術委員会副委員長 
〃  見城美枝子 青森大学社会学部教授 
〃  菅原 進一 東京理科大学総合研究所教授 
〃  友澤 史紀 日本大学理工学部教授 
〃  濱田 政則 早稲田大学理工学部教授 
〃  三井所清典 芝浦工業大学工学部教授 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.３】 

研究開発課題名 ＧＩＳを活用した次世代情報基盤の
活用推進に関する研究 

担当課 
（担当課長名） 

大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 空間データ基盤やＧＩＳ参照点、デジタル画像等を活用して、効率的・効果的な地
図データの作成・統合・交換等に関する技術開発を行う。また、行政や民間が所有す
るＧＩＳデータの統合技術を開発する。更に、防災計画やエリアマーケティング等で
の積極的な利活用を目的とした汎用的・実用的なＧＩＳアプリケーションの開発を行
う 
【研究期間：平成 12年度～平成14年度 研究費総額 約 364百万円】 

研究開発の目的 情報化社会を迎え、国及び地方公共団体の建設行政業務において、ＧＩＳのための
地図の電子化が進められてきている。しかしながら、これらのＧＩＳデータの相互利
用はさほど進んでおらず、また、導入されたＧＩＳが有効に活用されていないなどの
問題がある。 
 本研究はＧＩＳの普及、有効利用に寄与するために、ＧＩＳモデル地区実証実験、
ＧＩＳ関係省庁連絡会議、ＧＩＳ官民推進協議会と連携をとりながら、建設行政にお
けるＧＩＳの相互利用、高度な利活用、地図基盤データの整備に関する技術開発及び
アプリケーションの開発を行うことを目的として実施されたものである。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

（必要性） 
・ＧＩＳの相互利用や基盤データ整備の効率化に関する技術開発は、ＧＩＳの導入や

運用のコストの低減を図るためになくてはならないものであり、必要性の高い技術
開発を行ったと評価できる。 

（効率性） 
・国土地理院、国土技術政策総合研究所、独立行政法人建築研究所がそれぞれの知見

を生かした研究の分担を行い、地方整備局、地方公共団体等、実際に技術を利用す
る建設行政の現場と連携を取っているため、効率的な研究開発が出来たと評価でき
る。 

（有効性） 
・建設行政の現場での実現を前提とした技術やアプリケーションの開発、マニュアル

の整備等を行っているため、実用的な技術が開発できたと評価できる。 
外部評価の結果  これまでも多くの研究が行われてきているテーマであるが、単なる要素技術の研究

にとどまらず総合的観点から研究が進められ、総合化・実用化に主眼をおいた成果が
得られており、適切に実施されたことが認められた。今後は、データ更新への対応や
地下空間におけるデータの情報化、大縮尺の数値データの精緻化などに向けてさらに
研究を発展させていくことが期待される。 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成16年 3月 9日、技術研究開発評価委員会） 
委員長 嘉門 雅史 京都大学大学院地球環境学堂教授 
委 員 大林 成行 (株)国土情報技術研究所代表取締役社長 
〃  表 佑太郎 (社)建築業協会技術研究部会部会長 
〃  桑原 章次 (社)日本土木工業協会土木工事技術委員会副委員長 
〃  見城美枝子 青森大学社会学部教授 
〃  菅原 進一 東京理科大学総合研究所教授 
〃  友澤 史紀 日本大学理工学部教授 
〃  濱田 政則 早稲田大学理工学部教授 
〃  三井所清典 芝浦工業大学工学部教授 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.４】 

研究開発課題名 建設ＩＴの高度化に向けたＣＡＤ標
準技術の開発 

担当課 
（担当課長名） 

大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 国土交通省の全直轄事業において、電子データによる受・発注体制を構築するため、
建設事業に係る各種情報の中でも最も大きな比重を占めるCADデータについて、国際
標準への対応も念頭に置きつつ、３次元 CADデータ標準化のための技術開発を行った。
さらに情報化技術による建設事業の高度化を図るため、特に効果の高いと考えられる
業務プロセス（設計・積算、施工、維持管理）において、３次元CADデータを活用し
た効果的な業務活用方法を提案した。 
【研究期間：平成 13年度～平成14年度    研究費総額 約 80百万円】 

研究開発の目的 旧建設省では図面の形状情報を CAD で交換する仕様として「CAD製図基準（案）」を
平成12年 3月に作成したが、各種データベースとの連携による業務改善や施工の自動
化等が進捗しつつあり、CADデータはその基盤情報としてより高度な機能を備えること
が求められている。特に、CAD データからの数量拾い出しと積算業務の改善と自動化施
工による省力化、維持管理の効率化を実現するものとして期待されている。このため、
建設事業における３次元 CADデータの標準化を行うことを目的として研究を実施した。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

（必要性） 
・最終成果として、実装モデルの開発につながるデータモデル構築方法や道路事業の
概念モデル等を提案できた。研究期間が短縮されたために、最終目標には到達して
いないものの、これらの成果はすでに実装モデルの開発に活用されており、その後
の開発進捗状況から、目標は概ね達成できたと思われる。 

（効率性） 
・本研究は、産学官の連携、協力を得る体制を構築し、設計、施工の民間の立場での
検討、発注者である地方整備局からの検討、CADベンダの開発者からの検討、学識経
験者のデータモデル構築の検討など、幅広い検討が実施できた。研究体制は妥当で
あったと判断される。 

・既存の研究やデータモデルを活用して効率よく研究を実施した。また早期の標準化
を実現するために、効果の高い箇所を選定し優先的に検討を実施することで、早期
の効果の発現に努めた。 

（有効性） 
・本研究成果としてプロダクトモデルから実装モデルの開発に円滑に移行したことで、
研究時期、研究内容は適切であったと判断できる。 

・建設 CALS/EC の中で３次元 CAD による業務支援システムの開発目標が明確になり、
次世代CALSへの移行に適切な研究が実施された。 

外部評価の結果  当初予定していた３年間の研究期間が２年間に短縮されたことにより、研究開発期
間の成果としては最終目標に達成していない面があるが、その後の関係機関との連携
による実装モデルの開発につながる基礎的研究成果が得られており、適切に実施され
たことが認められた。今後、３次元 CAD データシステムを構築するにあたっては、入
力データの標準化にも留意して研究開発が行われることを期待する。 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成16年 3月 9日、技術研究開発評価委員会） 
委員長 嘉門 雅史 京都大学大学院地球環境学堂教授 
委 員 大林 成行 (株)国土情報技術研究所代表取締役社長 
〃  表 佑太郎 (社)建築業協会技術研究部会部会長 
〃  桑原 章次 (社)日本土木工業協会土木工事技術委員会副委員長 
〃  見城美枝子 青森大学社会学部教授 
〃  菅原 進一 東京理科大学総合研究所教授 
〃  友澤 史紀 日本大学理工学部教授 
〃  濱田 政則 早稲田大学理工学部教授 
〃  三井所清典 芝浦工業大学工学部教授 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 



 

 

終了後の事後評価【No.５】 

研究開発課題名 まちづくりにおける防災評価・ 
対策技術の開発 

担当課 
（担当課長名） 

大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 防災上危険な密集市街地の解消のためには、平常時からの地区レベルでの防災まち
づくりが重要である。このため、①地区の防災性能の評価手法の開発、②地区の防災
性能向上のための効果的対策技術の開発、③防災まちづくり等のための計画作成支援
技術・防災対策推進方策の開発、に取り組んだものである。 
【研究期間：平成 10年度～平成14年度   研究費総額 約 667 百万円】 

研究開発の目的 地区レベルでの防災対策を推進させるために、以下の目標を実現する。 
・都市の中で防災上危険な地区を抽出するマクロ評価手法と、地区の防災性能を詳細

に評価するミクロ評価手法（シミュレーションモデル）を開発する。 
・地区や街区等における将来像（改善案）を実現するための制度手法を開発する。 
・防災まちづくりの推進を図るための諸活動の具体的手法を確立する。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

（必要性） 
・住民の合意を形成しながら防災上危険な市街地を解消するためには、防災性能の評

価、市街地や地区施設等の改善、住民等の合意形成支援等が必要となるが、これら
の必要事項が適切に目的として設定されている。 

（効率性） 
・防災まちづくりの現場を担う地方公共団体、支援を行っているコンサルタント等と

の連携が行われており、現場のニーズが研究開発にフィードバックされている。 
（有効性） 
・より正確かつ詳細な防災性能を評価する手法が開発されており、行政内部での検討、

行政と住民による計画案の検討等に際して、従来以上に防災対策の必要性、改善効
果の評価等を行うことが可能となっている。 

外部評価の結果  視覚的にわかりやすい延焼シミュレーションを開発する等、地域の防災まちづくり
を考える契機を提供することのできる研究成果が得られており、適切に実施されたこ
とが認められた。今後は、地域の初期消火能力や火災危険個所を考慮する等さらに様々
な条件設定のもとでシミュレーションを可能とすることや、地域の合意形成に役立つ
ツールとして実務面での活用が有効となるよう研究を発展することを期待する。 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成16年 3月 9日、技術研究開発評価委員会） 
委員長 嘉門 雅史 京都大学大学院地球環境学堂教授 
委 員 大林 成行 (株)国土情報技術研究所代表取締役社長 
〃  表 佑太郎 (社)建築業協会技術研究部会部会長 
〃  桑原 章次 (社)日本土木工業協会土木工事技術委員会副委員長 
〃  見城美枝子 青森大学社会学部教授 
〃  菅原 進一 東京理科大学総合研究所教授 
〃  友澤 史紀 日本大学理工学部教授 
〃  濱田 政則 早稲田大学理工学部教授 
〃  三井所清典 芝浦工業大学工学部教授 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.６】 

研究開発課題名 木質系建築廃棄物発生抑制技術の開
発 

担当課 
（担当課長名） 

大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 木造建築物にかかる廃棄物量は年々増加の傾向にあるが、その再資源化率は低迷し
ている。循環型社会に向けて木質系建築廃棄物の再資源化を促し、廃棄物量を抑制す
るための関連技術とその普及基盤を早急に整備する必要がある。 
 本研究は、①廃棄物発生抑制型木造構工法の開発、②建築材料部材の再資源化技術
の開発を実施するとともに、③資源循環化技術及び再資源化技術の普及基盤の開発を
行うものである。 
【研究期間：平成 12年度～平成14年度   研究費総額 約 139 百万円】 

研究開発の目的 ・廃棄物発生抑制型の木造建築物を設計･施工するための技術を開発する。 
・木造建築物の解体・除去に伴い発生する解体除去材の再資源化に関する技術を開発
する。 

・木造建築物の物質循環に対する評価技術を開発する。 
・廃棄物発生抑制のための再資源化シナリオとその検証技術を開発する。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

（必要性） 
・資源循環への取り組みが遅れていた木造建築物について、新規技術の開発とともに
その技術指針類を整備し、更に再資源化シナリオの提示やその評価･普及ツールの開
発が行われている。これらの成果は、廃棄物問題に対する技術的･社会的要請に的確
に対応し、民間による技術開発成果の実用化や行政施策検討にも活用されており、
当初目標に対して妥当であったと評価できる。 

（効率性） 
・木質系建築廃棄物問題は、建材生産から建設、解体までライフサイクルを通した取
り組みが必要であるほか行政施策や法制度との密接な関わりを持つため、広く官民
との連携が必要である。本研究体制は、関係する民間及び行政部局との広範な連携
を積極的に図っており、民間における技術開発の促進や行政における施策検討に活
用されるなど、適切なものであると評価できる。 

（有効性） 
・最終成果は、チップ化に偏らない再資源化のあり方や資源循環型木造構工法を提案
し、新築時及び解体除去時における廃棄物発生抑制技術となる。また、各技術の環
境負荷評価を行う物質循環評価技術、再資源化シナリオの検証を行う資源循環社会
モデルは、普及基盤における基礎技術となる。これら成果は、循環型社会形成に大
きく寄与するものであり、妥当と評価できる。 

外部評価の結果  木造建築物における廃棄物抑制とリサイクルを扱った本研究の成果は、木造建築物
に関する基礎的な研究の機会が少ない現状を考えると、非常に貴重なものであり、適
切に実施されたことが認められた。今後は、これまでの材料の複合化という流れに対
し木材をそのまま活用する方策の研究や、ライフサイクルを考えて木造建築物を長持
ちさせる技術開発、及び実務面での取り組みの普及と行政面での施策立案への研究成
果の活用が期待される。 
＜外部評価委員会委員一覧＞（平成16年 3月 9日、技術研究開発評価委員会） 
委員長 嘉門 雅史 京都大学大学院地球環境学堂教授 
委 員 大林 成行 (株)国土情報技術研究所代表取締役社長 
〃  表 佑太郎 (社)建築業協会技術研究部会部会長 
〃  桑原 章次 (社)日本土木工業協会土木工事技術委員会副委員長 
〃  見城美枝子 青森大学社会学部教授 
〃  菅原 進一 東京理科大学総合研究所教授 
〃  友澤 史紀 日本大学理工学部教授 
〃  濱田 政則 早稲田大学理工学部教授 
〃  三井所清典 芝浦工業大学工学部教授 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

 



終了後の事後評価【No.７】 

研究開発課題名 ペンシルビルの連結による街並み再
生手法の研究 

担当課 
（担当課長名） 

大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 東京など大都市中心部には、間口の狭い狭小敷地に一部老朽陳腐化したものを含
むペンシルビルが林立しており、景観や防災面で様々な問題がある。既存または新
設のペンシルビルを連結することにより、災害安全性、空間効率及び街並み景観の
向上を実現し都市を再生するための効果的な連結手法、構造システム、設備システ
ムを実現するための方策を提案する。 
【研究期間 平成14年度  研究費総額  約 36百万円】 

研究開発の目的 隣接するペンシルビルどうしを空間的、構造的に連結することによってより性能
の高い建築と整った街並みを創り出すことを目標とする。個々のビルへの適用が繰
り返されることによって、徐々に街区全体を改善していくことのできる手法の開発
が最終的なねらいである。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 

（必要性） 
・新しい発想での新規性・創造性は認められるが、概念的提案にとどまっているこ
とから、技術の革新という点では今後の研究の発展を期待したい。 

・事業化の検討等実施面での課題解決にさらに取組むことが必要と考えられるが、
社会ニーズに応えた既存施設の更新技術の開発に新しい発想で取り組んでおり、
都市再生という観点から将来社会的貢献を成し得る成果を挙げたと評価できる。 

（効率性） 
・時間と予算に合わせた計画の見直し、立て直し等が行われないまま研究が進めら
れた面が見られるが、社会的に重要な課題に着目し、実現のために必要な多くの
幅広い研究を総合的に計画し実施した点を評価する。 

（有効性） 
・時間的制約で当初計画の全ての実現に至らなかったものと考えられるが、当初計
画で示された具体的な実験がなされておらず、また事業化の検討もなされていな
いなど、十分目標が達成されていない面も見られる。 
 

外部評価の結果 総合的な評価としては優れた研究であった。既往の研究では取り上げられていな
い社会的に重要な課題に取り組み、技術的な検討を行うことにより、防災安全性の
向上や街路景観の向上の効果を分かりやすく説明するなど一定の成果をあげたが、
実用上の課題解決が必要な部分が残されており、更なる研究成果の充実を期待す
る。 
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（平成１６年２月３日、建設技術研究開発助成制度評価委員会） 
委 員 長   濱田 政則（早稲田大学理工学部教授） 
副委員長   友澤 史紀（日本大学理工学部教授） 
委 員     池田 駿介（東京工業大学大学院理工学研究科教授） 

〃   宇佐美 勉（名古屋大学大学院工学研究科教授） 
〃   小谷 俊介（千葉大学工学部教授） 
〃   嘉門 雅史（京都大学大学院地球環境学堂教授） 
〃   神崎  正（香川大学工学部教授） 
〃   小松 利光（九州大学大学院工学研究院教授）  
〃   佐藤  滋（早稲田大学理工学部教授） 
〃   西川 孝夫（東京都立大学大学院工学研究科教授）  
〃   長谷見雄二（早稲田大学理工学部教授）  
〃   服部 岑生（千葉大学大学院自然科学研究科教授） 
〃   前川 宏一（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   森地  茂（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   吉野  博（東北大学大学院工学研究科教授） 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

 



終了後の事後評価【No.８】 

研究開発課題名 バルコニー一体型ソーラー利用集合
住宅換気空調システムの開発 

担当課 
（担当課長名） 

大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 わが国において住宅の消費エネルギーはこの20年間で1.5倍に増加し、総エネ
ルギー消費量の14パーセントを占めている。また2003年夏よりシックハウス対策
のために、24時間換気設備の設置が義務付けられたが、これは住宅の冷暖房・換気
エネルギーをさらに増大させると予想される。そこで、屋上に代わる空間としてバ
ルコニーに着目し、バルコニーの手摺と一体化した集放熱パネルから得られる太陽
熱・夜間放射冷熱や外気等の自然エネルギーを、建築基準法で義務付けられた24
時間換気設備の駆動力を利用して、効率的に室内に導く集合住宅用の自然冷暖房換
気システムを実現する。 
【研究期間 平成14年度  研究費総額  約 30百万円】 

研究開発の目的 省エネルギー性と快適性を同時に満足するシステムを、手頃な価格で集合住宅に
普及させることをめざし、一般的な集合住宅に比べて、冷暖房エネルギーを30％以
上削減し、初期コストの上昇を30万円以下に抑えるシステムの実用化への目処を
つけることを目標とし、自然エネルギーを利用した、省エネ、全室快適、健康的な
集合住宅換気空調システムの開発を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 

（必要性） 
・集放熱パネルの設計にデザイン面からの更なる工夫が期待されるが、集合住宅と
いう条件の制約の中で、自然エネルギーを適切に利用し要素技術を結合した新し
い全体システムを開発している点が評価される。 

・環境負荷低減に貢献し、省エネルギー型社会を目指す上で役立つ技術であり、実
用化の段階まで研究が進められたことにより、社会的に貢献し得る成果が得られ
たと判断される。 

（効率性） 
・数値シミュレーション、試験、実大システムによる検証実験およびケーススタデ
ィーを組み合わせた適切な研究計画を立てており、計画通りに研究を推進してい
る。 

（有効性） 
・基礎概念の提案からはじまって実大試験によるシステムの有効性の確認まで行
い、工学としての成果をあげており、当初の目標を十分達成している。 
 

外部評価の結果 総合的な評価としては非常に優れた研究であった。非常に具体的で社会的価値の
ある提案がなされており、１年間という短い期間で十分目標を達成し、実用性の高
いレベルまで研究を進めたことを高く評価する。 
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（平成１６年２月３日、建設技術研究開発助成制度評価委員会） 
委 員 長   濱田 政則（早稲田大学理工学部教授） 
副委員長   友澤 史紀（日本大学理工学部教授） 
委 員     池田 駿介（東京工業大学大学院理工学研究科教授） 

〃   宇佐美 勉（名古屋大学大学院工学研究科教授） 
〃   小谷 俊介（千葉大学工学部教授） 
〃   嘉門 雅史（京都大学大学院地球環境学堂教授） 
〃   神崎  正（香川大学工学部教授） 
〃   小松 利光（九州大学大学院工学研究院教授）  
〃   佐藤  滋（早稲田大学理工学部教授） 
〃   西川 孝夫（東京都立大学大学院工学研究科教授）  
〃   長谷見雄二（早稲田大学理工学部教授）  
〃   服部 岑生（千葉大学大学院自然科学研究科教授） 
〃   前川 宏一（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   森地  茂（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   吉野  博（東北大学大学院工学研究科教授） 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

 



終了後の事後評価【No.９】 

研究開発課題名 室内化学物質空気汚染の事前評価と
健康影響防止技術の開発 

担当課 
（担当課長名） 

大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 建物室内の揮発性有機化合物などによる空気汚染の事前予測評価手法、空気汚染
メカニズムとその予測手法の確立、最適濃度低減方法選択法を開発するため、空気
中の化学反応メカニズム、化学物質発生量予測、要素技術による濃度低減効果など
について研究を行う。 
【研究期間 平成14年度  研究費総額  約 39百万円】 

研究開発の目的 本研究では、建物室内のホルムアルデヒド、VOCや SVOCなどの揮発性有機化合物
に起因する室内化学物質空気汚染の事前評価手法の確立を最終目的とする。特に、
汚染質の室内空間への放散、気中での化学変化、吸着･脱着･分解現象、換気による
濃度低減効果等の室内化学物質空気汚染に関わる各種要因を解明し、これらを統合
することで、人体吸入を含めた汚染メカニズムを解明し、事前予測方法を確立する
ものである。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 

（必要性） 
・従来測定が困難とされていた SVOC に関して新たな計測システムを提案し、測定
に成功している点や、化学反応モデルや吸着、脱着モデルの提案は評価できる。
実際の建築物での検証や人体への影響評価手法の確立を今後期待する。 

・実務に適用するにはいくつかの課題が残されているが、室内化学物質汚染問題対
策に大きな貢献をすることが期待され、社会的な意義は高いと評価される。 

（効率性） 
・論理的で緻密な研究計画を立案し、研究者相互の連携を良く考慮した合理的な研
究体制を構築しており、計画通りの研究が推進されたと判断される。 

（有効性） 
・当初目標とした最適濃度低減方法選択法や探査法の確立までには至っておらず、
問題の困難さを明らかにするに留まった部分もあるが、当初設定した目標課題は
ほぼ達成している。 

外部評価の結果 総合的な評価としては非常に優れた研究であった。基礎レベルの研究であり、実
用化にはまだ課題もあると考えられるが、室内化学物質による空気汚染に関し要因
別の個別研究課題を設定し、それぞれの課題について目標とした成果を挙げてお
り、空気汚染の予測システムの確立に貢献したと評価される。 
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（平成１６年２月３日、建設技術研究開発助成制度評価委員会） 
委 員 長   濱田 政則（早稲田大学理工学部教授） 
副委員長   友澤 史紀（日本大学理工学部教授） 
委 員     池田 駿介（東京工業大学大学院理工学研究科教授） 

〃   宇佐美 勉（名古屋大学大学院工学研究科教授） 
〃   小谷 俊介（千葉大学工学部教授） 
〃   嘉門 雅史（京都大学大学院地球環境学堂教授） 
〃   神崎  正（香川大学工学部教授） 
〃   小松 利光（九州大学大学院工学研究院教授）  
〃   佐藤  滋（早稲田大学理工学部教授） 
〃   西川 孝夫（東京都立大学大学院工学研究科教授）  
〃   長谷見雄二（早稲田大学理工学部教授）  
〃   服部 岑生（千葉大学大学院自然科学研究科教授） 
〃   前川 宏一（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   森地  茂（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   吉野  博（東北大学大学院工学研究科教授） 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

 



終了後の事後評価【No.１０】 

研究開発課題名 地上測量ゼロを可能にする航空測量
機器およびソフトの研究開発 

担当課 
（担当課長名） 

大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 数値地図はGIS の普及に伴い、さまざまなところで利用されるようになってき
た。しかし、数値地図は航空写真の撮影から計測まで膨大な手作業を必要とし、費
用がどうしても高くなる。また作成に何ヶ月も要する。そこで、地上測量を限りな
くゼロに近づける航空測量機器およびそのソフトを開発するため、高性能光学機
器、記録装置、基本計測測図化機能、画像作成機能などについて研究を行う。 
【研究期間 平成14年度  研究費総額  約 34百万円】 

研究開発の目的 高解像度でダイナミックレンジの広い３ 次元カラーデジタル航空撮影機器を開
発し、それを使用した計測、オルソ化、図化などのソフトを開発し、コストアップ
の最大の原因である地上測量を限りなくゼロに近づける。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 

（必要性） 
・機器及びソフトに独自性を有し、カメラのスタビライザー、高解像度カメラの開
発などに革新的な技術が認められる。実用化にあたっての応用範囲も広く、解像
度、精度とも現在の世界最高水準にあることなどから、技術革新性は非常に高い
と判断される。 

・応用分野が広く、災害防止、ITS 等に活用される可能性が高く、社会的意義は大
きい。建設技術関係でベンチャー企業活動にまで展開を拡げるテーマは少ない中
で、すでにベンチャー企業を通じて技術研究開発成果を社会に還元し始めており、
その意味でも社会性は高い。今後の応用性、実用性にも大いに期待できる。 

（効率性） 
・航空測量機器とソフトの開発計画が互いに連携しており、全体的にも具体的でか
つ合理的な計画となっており、成果もあがっている点が評価できる。 

（有効性） 
・測定精度等の面で目標にやや届かなかった点があるが、困難な目標設定のもとで、
かつ、１年間という短い研究期間の中では、当初の研究目標を十分達成している。 
 

外部評価の結果 総合的な評価としては非常に優れた研究であった。高精度で、かつ地上測量を必
要としない航空測量技術の開発に大きく貢献したと評価される。実用化に近い段階
まで技術開発が行われており、社会還元が素早く行われる素地もあり社会へのアピ
ールも期待できるとともに、本分野の国際競争力の向上にも寄与している。 
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（平成１６年２月３日、建設技術研究開発助成制度評価委員会） 
委 員 長   濱田 政則（早稲田大学理工学部教授） 
副委員長   友澤 史紀（日本大学理工学部教授） 
委 員     池田 駿介（東京工業大学大学院理工学研究科教授） 

〃   宇佐美 勉（名古屋大学大学院工学研究科教授） 
〃   小谷 俊介（千葉大学工学部教授） 
〃   嘉門 雅史（京都大学大学院地球環境学堂教授） 
〃   神崎  正（香川大学工学部教授） 
〃   小松 利光（九州大学大学院工学研究院教授）  
〃   佐藤  滋（早稲田大学理工学部教授） 
〃   西川 孝夫（東京都立大学大学院工学研究科教授）  
〃   長谷見雄二（早稲田大学理工学部教授）  
〃   服部 岑生（千葉大学大学院自然科学研究科教授） 
〃   前川 宏一（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   森地  茂（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   吉野  博（東北大学大学院工学研究科教授） 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 

 



終了後の事後評価【No.１１】 

研究開発課題名 環境中における雨天時下水道由来の
リスク因子の変容と動態 

担当課 
（担当課長名） 

大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 近年、合流式下水道の雨天時越流水に伴う汚濁に関して一般の関心が高まってい
る。しかし、降雨のような非定常的事象に対する現場調査は容易ではなく、十分な
実態調査が行われていないのが実情である。本研究では、都市域の雨水時汚濁問題
に関連して、化学物質と病原微生物の発生源とそれらの受水域における環境動態を
調査し、汚濁対策評価に必要となる負荷量算定やリスク評価手法を提案することに
より、安全で快適な親水空間を創出することに寄与する。 
【研究期間 平成14年度  研究費総額  約 47百万円】 

研究開発の目的 都市ノンポイント汚染や雨天時合流式下水道起因の汚濁問題に関連する化学物
質と健康関連微生物の、発生源と受水域における環境動態を定量的に評価する。汚
濁対策評価に必要となる負荷量算定やリスク評価の手法を提供し、安全で快適な親
水空間を創出することに寄与することを目指す。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 

（必要性） 
・統合化モデルであるので、個々の研究の革新性という観点からはアピールしにく
いが、豊富な現場データの収集と分析にもとづいた解析モデルを提案しており、
技術の革新に貢献している。マーカーの選択、リスクの評価法などに新規性が認
められる。 

・汚染物質が増え、蓄積が顕著となっている現状で、社会性の高い研究である。研
究成果は実務に活用され得ると考えられ、今後さらなるモニタリングによるデー
タの蓄積等により、研究成果を社会に還元することが期待される。 

（効率性） 
・１年間だけの研究期間で、工程的に厳しいものがあったと考えられるが、問題の
所在を十分理解し適切な研究開発計画を立案している。また、民間コンサルタン
ツとの共同研究も高く評価される。 

（有効性） 
・研究遂行上、時間的な制約が厳しかったと想像されるが、多くの実験、調査によ
り実用性の目途をつけたことが評価される。研究成果をもとに CSO 汚濁の有効な
解析モデルを開発しており、研究の目標は十分に達成したと判断される。 
 

外部評価の結果 総合的な評価としては非常に優れた研究であった。同時性、広域性をもったデー
タ取得により新しい知見が得られており、雨天時の下水道由来のリスク因子の動態
を現場調査により明らかにし、体系化された汚濁解析手法を開発したことは高く評
価される。実務への反映が非常に期待でき、社会にもアピール力がある研究と言え
る。 
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（平成１６年２月３日、建設技術研究開発助成制度評価委員会） 
委 員 長   濱田 政則（早稲田大学理工学部教授） 
副委員長   友澤 史紀（日本大学理工学部教授） 
委 員     池田 駿介（東京工業大学大学院理工学研究科教授） 

〃   宇佐美 勉（名古屋大学大学院工学研究科教授） 
〃   小谷 俊介（千葉大学工学部教授） 
〃   嘉門 雅史（京都大学大学院地球環境学堂教授） 
〃   神崎  正（香川大学工学部教授） 
〃   小松 利光（九州大学大学院工学研究院教授）  
〃   佐藤  滋（早稲田大学理工学部教授） 
〃   西川 孝夫（東京都立大学大学院工学研究科教授）  
〃   長谷見雄二（早稲田大学理工学部教授）  
〃   服部 岑生（千葉大学大学院自然科学研究科教授） 
〃   前川 宏一（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   森地  茂（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   吉野  博（東北大学大学院工学研究科教授） 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 



終了後の事後評価【No.１２】 

研究開発課題名 社会基盤施設の高精度情報化診断・寿
命予測技術に関する研究開発 

担当課 
（担当課長名） 

大臣官房技術調査課 
（課長 北橋建治） 

研究開発の概要 社会基盤施設の高精度情報化診断・寿命予測技術を開発するため、レーザー計測
装置やデジタル画像計測システム、寿命予測ハイブリッドシミュレーションシステ
ムなどについて研究を行う。 
【研究期間 平成14年度  研究費総額  約 36百万円】 

研究開発の目的 本研究では，近年発展が著しい計測・解析法と高度な情報処理技術とを融合する
ことにより、高精度かつ効率的な社会基盤施設の統合的診断・予測寿命を実現する
ことを目的とする。先端的モニタリング・逆解析法，高精度寿命予測シミュレーシ
ョン技術の開発と、それらを通信ネットワーク化したハイブリッド解析システムの
構築によって高精度・高信頼性の診断を実現する。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 

（必要性） 
・新しいシステムの構築を提案し、新規性も見られるが、技術革新といえるまでの
成果は見あたらない。計測技術，情報処理技術及びネットワーク技術等を融合し
て、本研究の目標を達成しようとしていることは評価出来るものであり、更なる
技術革新の可能性を期待する。 

・具体的な診断・寿命予測を可能とし、社会的に貢献し得る技術を開発するまでに
はさらに地道な研究が必要と考えられるが、社会的要請の大きな課題に対して、
解決できる問題と難しい問題の整理がなされた点は評価することができる。 

（効率性） 
・１年間の研究としては、研究対象要素が多岐にわたり過ぎていたきらいがある。
社会基盤の施設全体との関わりを明確にするとともに、個別の要素研究と全体計
画の関連を明確にすべきであったと考えられる。 

（有効性） 
・いくつかの構成要素についてプロトタイプとしての一応の成果は挙げているもの
の、これらを有機結合して総合化することができれば一層の成果をあげることが
できたと考えられる。計測技術についてはその有効性の確認についての検討が不
十分であるなど、実用化にはまだ解決すべき課題があると考えられる。 
 

外部評価の結果 総合的な評価としては優れた研究であった。要素技術の開発にそれなりの成果は
認められるが、目標としていたシステムの構築が不十分であり、実用化のためには
解決しなければならない課題も多い。しかし、計測技術、情報処理技術及びネット
ワーク技術を融合させ、社会基盤施設の総合的な診断システムの開発を目指した研
究であり、今後の社会基盤施設の健全度診断の在り方を示す研究として評価でき
る。 
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（平成１６年２月３日、建設技術研究開発助成制度評価委員会） 
委 員 長   濱田 政則（早稲田大学理工学部教授） 
副委員長   友澤 史紀（日本大学理工学部教授） 
委 員     池田 駿介（東京工業大学大学院理工学研究科教授） 

〃   宇佐美 勉（名古屋大学大学院工学研究科教授） 
〃   小谷 俊介（千葉大学工学部教授） 
〃   嘉門 雅史（京都大学大学院地球環境学堂教授） 
〃   神崎  正（香川大学工学部教授） 
〃   小松 利光（九州大学大学院工学研究院教授）  
〃   佐藤  滋（早稲田大学理工学部教授） 
〃   西川 孝夫（東京都立大学大学院工学研究科教授）  
〃   長谷見雄二（早稲田大学理工学部教授）  
〃   服部 岑生（千葉大学大学院自然科学研究科教授） 
〃   前川 宏一（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   森地  茂（東京大学大学院工学系研究科教授） 
〃   吉野  博（東北大学大学院工学研究科教授） 

※詳細については、国土交通省ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/tec/index.html）に掲載 



 

 

終了後の事後評価【No.１３】 

研究開発課題名 深海モニター用小型ロボット
システムの技術開発 

担当課 
（担当課長名） 

総合政策局技術安全課 
（課長 石丸 周象） 

研究開発の概要 AUV(自律型潜水艇)と ROV(遠隔操縦型潜水艇)の特長を備え、かつ小型で機動性に
富む深海モニター用小型ロボットシステムの実現に必要な要素技術の開発を行う。 
【研究期間：平成11 年度～平成14 年度  研究費総額 約 72 百万円】 

研究開発の目的 ナホトカ号事故の際の海底調査は、比較的大型の ROV(遠隔操縦型潜水艇)を用いて
実施されたが、船体の周辺にはROV のケーブルが絡まり、最悪の場合ROV の回収が
不能となる恐れのある障害物が多数存在し、調査が極めて困難であった。そのため、
沈没等の海難事故への迅速な対応には、小型で機動性に富む無人潜水調査システム
が必要であることが判明した。 
本研究では、AUV(自律型潜水艇)と ROV の特長を備え、かつ小型で機動性に富む深

海モニター用小型ロボットシステムの実現に必要な要素技術の開発を目標とし、そ
の成果を学術調査に利用すると共に、民間における新たな需要の喚起を目的とする。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

新しい深海ロボットシステムの提案及びその実現に必要な要素技術の目標設定は
適切であった。実用化に向けて、さらに解決すべき問題は残っているものの技術開
発の中核的基本部分については目標を達成することが出来た。 
 開発すべき要素技術の基礎的研究から装置の開発及び検証に至る手順・手法の設
定は適切であった。ただし、最終年度にビークル試験機の実海域における検証がで
きず、研究期間が若干不足していたと考えられる。研究者数は概ね十分であり、共
同研究相手先である東京大学生産技術研究所海中工学研究センターとの会合や所内
における連携を取りながら、それぞれの潜在力を生かした形で明確な役割分担に基
づき関係者が研究を進めた。 
 本研究が対象とした 3000m 級の深海域で実用に耐える実機を開発するには、改め
て大きなプロジェクトを立ち上げる必要があると考えられる。 
 

外部評価の結果 今回の研究テーマは、わが国周辺海域における海難事故や事件の多発、事故調査
と対応策の素早い立案が求められること等を考えると、非常に適切な研究テーマの
設定である。その意味で、ユニークなシステムの提案である点は高く評価されるも
のの、運用シナリオの検討については、必ずしも十分でないとの印象を受けた。 
研究開発の実施方法については、新規施設（深海域再現水槽）を有効に利用して

研究を進めたと考えられ、限られた資金の中で新規要素技術を開発し、ビークル試
作機まで製作できたことは評価され、本研究開発の実施手段・手法は適切であった
と考えられる。一方、特許登録件数が少ないと思える。研究開発では、特許取得は
非常に重要な要素であり、常に視野に入れた研究開発体制が望まれる。 
有索の ROV での沈船調査では、調査に限界があることは明らかである。そのため

今回開発した新しい調査ロボットを使用することによって、より詳細な沈没状況を
把握でき、原因の究明、防油対策及び引揚工法の検討などに重要なデータを提供で
きる事になる。さらに、本ロボットの活用により海洋開発分野における観測能力の
大幅な向上も期待できる。従って、要素技術の開発で終わることなく、想定環境条
件である 3000m 水深の実用化の検証を実海域で行い、わが国独自の深海ロボットシ
ステムの確立を望む。 
 

＜外部評価委員会委員一覧＞（平成１５年８月５日、平成15 年度研究開発課題評価
「深海モニター用小型ロボットシステムの技術開発」事後評価委員会） 
委員長  水町 守志  芝浦工業大学教授 
委 員  萩原 清子  東京都立大学教授 
 〃   門元 之朗  三井造船 船舶・艦艇事業本部 技術開発部長 
 〃   川上 治男  深田サルベージ建設株式会社 東京副支社長 
 〃   鈴木 英之  東京大学教授 
 

※詳細については、総合政策局技術安全課ホームページ 
（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/tec/index_.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.１４】 
研究開発課題名 大気汚染・騒音・振動の発生源・沿

道環境対策技術 
担当課 

（担当課長名） 
道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 道路交通によって引き起こされる諸問題（①大気汚染、②騒音、③振動）に対する発生源及び
沿道環境対策技術に関する研究開発を行うものである。 
【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 1,070百万円】 

研究開発の目的 ①大気汚染の発生源・沿道環境対策技術：沿道の大気環境保全のため、ｱ)浮遊粒子状物質(SPM)
の浄化技術、ｲ)低濃度脱硝技術の開発、ｳ)低公害車の開発、また、地球温暖化対策のCO2排出
削減効果の定量的把握のため、ｴ)CO2削減の予測評価技術の開発を行う。 

②騒音の発生源・沿道環境対策技術：沿道騒音低減の発生源対策として、ｵ)タイヤ路面騒音対
策技術、ｶ)排水性舗装の騒音低減効果機能の維持回復手法の研究、ｷ)多孔質弾性舗装の開発、
また、騒音伝播時における対策として、ｸ)騒音低減効果の高い新型遮音壁の開発を行う。 

③振動の発生源・沿道環境対策技術：振動の発生源対策として、ｹ)動的な輪荷重を低減するサ
スペンションの開発、振動抑制策として、ｺ)振動制御に効果的で耐久性に優れたジョイント、
舗装技術の開発を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

<必要性> 
大都市を中心とした大気汚染訴訟、幹線道路沿道での騒音環境基準の超過、道路周辺からの
振動苦情など沿道環境についての社会的要請が大きい中、沿道環境保全のための対策技術を
開発し、効果を定量的に把握したことは有意義であった。 

<効率性> 
官単独、学官・民官共同と内容に応じた役割分担を実施したことにより、それぞれの特徴を
最大限に活かすことができた。 

<有効性> 
①ｱ)の SPM の予測手法の確立と PM2.5の測定方法による相違点の整理、ｳ)の低公害車導入によ
る大気環境改善効果予測ﾓﾃ゙ ﾙの確立、ｴ)のCO2排出量予測手法の確立について評価できるが、
ｱ)の微生物による SPM 浄化技術の実用化、ｲ)の脱硝技術による沿道環境の改善効果の予測手
法、ｳ)のｴﾈﾙｷﾞｰ製造も含む総排出量からの低公害車のあり方、ｴ)の環境負荷の小さい交通体
系のあり方については、不十分な点がある。 

②ｵ)の低騒音タイヤの普及の目安、ｶ)の二層式排水性舗装の減音効果確認とﾒｶﾆｽ゙ ﾑの解明、ｷ)
の多孔質弾性舗装の性能、ｸ)の新型遮音壁の商品化について評価できるが、ｶ)の二層式排水
性舗装の維持管理手法の確立や持続性、ｷ)の多孔質弾性舗装の実用化については課題が残っ
ている。 

③ｹ)のｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝをﾓﾃﾞﾙ化した高架道路の振動特性の評価、ｺ)の振動抑制に優れたジョイント・
舗装のマニュアル作成は評価できるが、ｹ)のサスペンションの開発ﾃー ﾏの継続については一考
を要する。 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃｰﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) ｵ) ｶ) ｷ) ｸ) ｹ) ｺ) 

評価 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｓ Ｂ Ａ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
研究テーマ全般にわたって目的にかなった設定であったと思われる。 
 今後も対策技術の整備を続け、さらに全体を考慮しつつ政策、構想、計画・設計にそれらを
生かすべく、個別対策技術の役割・程度・位置付けを明確にし、広く理解を得、普及のために
努力をしてほしい。 
（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（大気汚染・騒音・振動の発生減・沿道環境対策技術分科会） 

・柿市 勝重 (社)日本環境アセスメント協会元理事 
・岡  古  住友化学工業㈱レスポンシブルケア室環境・安全部長 
・桑原 一  横河電機㈱経営企画本部ＭＫ室部長 

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 



 

 

終了後の事後評価【No.１５】 
研究開発課題名 自然環境の保全・修復技術 担当課 

（担当課長名） 
道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 道路事業が自然環境に与える影響の低減技術に関する研究及び生物生息空間の回復・形成技術
に関する研究を行うものである。 
【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 530百万円】 

研究開発の目的 ①貴重な自然環境の存在する地域における道路の計画・設計・施工方法の技術基準の策定、普
及：貴重な自然環境を保全、向上させるため、ｱ)生態系に対する影響の解明、ｲ)生態系の調
査方法の策定、ｳ)道路計画・設計・施工方法の技術指針の策定を行う。 

②生態系の保全・修復技術の開発：生態系を保全、修復するため、ｴ)影響の回避・低減技術の
開発、ｵ)地形改変箇所の植生復元・代償技術の開発を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

<必要性> 
生物多様性保全は国家戦略として示された重要な施策であり、また国民の自然へのふれあい
のニーズも高まってきていることから、道路建設においても自然環境保全の必要性は高いも
のとなってきており、社会的要請が高い。 

<効率性> 
生物の生育・生息などの生態に関する基礎的データ収集には、大学・財団法人・地方整備局
などのそれぞれ適切な機関に研究委託するとともに、のり面の自然復元手法の開発では民間
企業と共同研究するなど、役割分担が適切であった。 

<有効性> 
①ｱ)の自然環境への影響に配慮した凍結防止剤の散布方法、ほ乳類の分断影響・地下水変化の
植生への影響、ｲ)の生態系を多様性、特異性、機能性などの指標を用いた評価、希少猛禽類
のオオタカの生態と行動特性の解明、衛星データと GIS を活用した生態情報活用システムの
開発について評価できるが、ｱ)の飼育個体による猛禽類の音に対する反応、ｳ)の道路計画・
設計・施工方法の技術指針の策定については、不十分な点がある。 

②ｴ)の動物種毎に選好性の高い道路横断施設の構造及び道路横断施設の周辺土地利用と利用す
る動物種との関係を明らかにした調査結果、軽量盛土工法による地形改変量低減とコスト低
減効果を明らかにしたことは評価できる。ｵ)の表土を利用したのり面緑化工法は特にニーズ
が高いものであり早急な技術開発が期待される。 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃｰﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) ｵ) 

評価 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
未知性と不確実性が特徴ともいわれている生物を対象として、再現性のある調査・試験を積

み上げてきたことは高く評価できる。 
 生物の保全に関する研究は、短期間で有用な結果が得られるものではないので、長期的に取
組んでいく必要があることから、今後も引き続き研究開発を継続していくことが望まれる。 
（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（自然環境の保全・修復技術分科会） 

・亀山 章  東京農工大学農学部教授 
・柿市 勝重 (社)日本環境アセスメント協会元理事 
・辻  博和 ㈱大林組東京本社土木技術本部環境技術部技術長 

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.１６】 
研究開発課題名 情報提供と運転補助により事故防

止を図る走行支援道路システム
（ＡＨＳ）の開発 

担当課 
（担当課長名） 

道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 IT（情報技術）を活用し、道路と車両が連携することにより、ドライバーのヒューマンエラー
に係る事故直前対策を行い、走行時の安全性の向上に関する研究を行うものである。 

【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 11,080百万円】 

研究開発の目的 ・IT技術によりドライバーに対して、情報提供機能、警報機能、操作支援機能を提供し、ドラ
イバーがひきおこしている事故の発生そのものを抑制し走行時の安全性を向上させるため、
ｱ)単路系システムの開発、ｲ)交差点系システムの開発、ｳ)要素技術開発、ｴ)ITSプラットフォ
ームの開発を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

<必要性> 
Active Safetyとしての事故直前対策に着目していることは適切である。高齢運転者対策、
また事故の過半数を占める交差点近傍の事故に対して、路車間協調による事故防止対策を検
討したことも妥当であり、社会的な要請に対して必要性の高い研究を行ったと評価する。ま
た、海外の関連技術開発、通信、画像処理などの関連要素技術の開発動向も適切に踏まえた
研究であったと判定する。 

<効率性> 
国土交通省と AHS 研究組合を中心とした研究の役割分担、ASV との連携や外部評価委員会な
どを配置した全体の研究組織は妥当である。ITFVHA、アメリカとの ITS Joint Research 
Program など、海外との情報交換、共同研究も積極的に行われてきた。今後の課題としては
高齢者のニーズを取り入れた研究開発の体制づくりが望まれる。 

<有効性> 
ｱ)の単路系システムの開発、ｳ)の道路状況把握センサー、路面状況把握センサー、路車間通
信、レーンマーカーなどの要素技術の開発、ｴ)のAHSシステムアークテクチャーの構築、道
路通信標準の構築、SIPA の開発などITS研究開発のプラットフォーム技術の開発について評
価できるが、ｲ)の交差点系システムについては、実環境下で発生する事象についての予想・
予測など、研究を進めていく上でのイメージが不足しているように思える。 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃｰﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) 

評価 Ａ Ｂ Ａ Ａ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
本研究では事故直前対策として、単路系と交差点系の情報提供による警告システムの開発が

主体であったが、今後の AHS-c への緩やかな移行を考えると、運転者の反応時間や不注意を補
完する車両制御が組み込まれるので、より一層 ASV との緊密な連携が望まれる。交差点系のシ
ステムについては路車間の機能分担の再調整が必要と認識されており、この調整に際してもASV
との連携によるシステムデザインが必要である。異なった組織間の連携を効果的に行うため、
これまで培われてきた連携のノウハウを継承していく仕組みも、今後の各種連携研究に応用さ
れたい。 
（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（情報提供と運転補助により事故防止を図る走行支援道路システム（AHS）の開発分科会） 

・川嶋 弘尚 慶應義塾大学理工学部教授 
・岩井 珠惠 ㈱クリエイティブフォーラム代表取締役 
・桑原 雅夫 東京大学国際・産学協同研究センター教授 

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 

 
 
 
 



 

 

終了後の事後評価【No.１７】 
研究開発課題名 地域性を考慮した地震動の評価お

よび次世代耐震設計技術 
担当課 

（担当課長名） 
道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 活断層から生じる地震動推定法及び道路構造物の合理的な耐震設計法・耐震補強法の開発を行
うものである。 
【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 880百万円】 

研究開発の目的 ①活断層を直接的に考慮した地震動の評価法および設計地震動の設定手法の開発：道路の耐震
安全性を確保する上で最も基本となる活断層の評価や活断層から生じる地震動の推定を行う
ため、ｱ)歴史地震及び活断層を考慮したハザードマップの作成手法の開発、ｲ)断層を直接的
に考慮した設計地震動の設定手法の開発を行う。 

②道路構造物の合理的耐震設計技術の開発：建設コストの縮減や効率的な社会資本整備の観点
から、合理的かつ確実に耐震安全性を確保するため、ｳ)性能に基づく道路橋の耐震設計法の
開発、ｴ)道路橋の耐震設計・耐震補強の合理化・高度化、ｵ)変形を考慮した土工構造物の耐
震設計法の開発を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

<必要性> 
兵庫県南部地震のような活断層による内陸直下型地震や東海地震のような海洋性巨大地震に
よる危険性が国民の大きな関心となっており、活断層を直接考慮して地震動を評価すると同
時に、こうした強烈な地震動に対する耐震技術の開発は社会的要請の高い研究である。研究
途中に発生したトルコ地震や台湾地震により、地震動だけでなく断層変位の影響も著しいこ
とが明らかになり、このような情勢の変化についても適切に研究に取り入れられている。 

<効率性> 
委員会を組織して外部委員の情報や意見を取り入れることのできるシステムの活用、民間と
の共同研究、大学に対する公募型委託研究の実施、及び実証実験の実施等による効率的な研
究が推進された。 

<有効性> 
①ｱ)の歴史地震及び活断層を考慮したハザードマップの作成手法の開発、ｲ)の断層を直接的に
考慮した設計地震動の設定手法の開発は高く評価できる。研究の実用化の観点から、近い将
来に設計基準類にこれらの成果が反映されることを望みたい。 

②ｳ)の性能に基づく道路橋の耐震設計法の開発、ｴ)の道路橋の耐震設計・耐震補強の合理化・
高度化、ｵ)の変形を考慮した土工構造物の耐震設計法の開発は高く評価できる。なお、ｵ)に
ついては、共同溝指針等の設計基準類等を通じて設計に活用し、また、解放基盤面における
設計地震動は耐震設計において重要な設計条件であり、設計基準類を通じて活用していく必
要がある。 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃｰﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) ｵ) 

評価 Ｓ Ａ Ｓ Ａ Ａ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
阪神淡路大震災直後の緊急対応から数年が経過し、現在、中長期的視野に立って耐震性に優

れた社会基盤構築を創成する技術開発が求められるステージに入っており、当該研究は時機を
得た研究テーマの設定を与えている。災害に対する技術的対応や開発は平時において地味であ
るが、社会が継続して払わなければならない事項である。この間に台湾他で発生した最近の地
震被害の教訓から、研究内容も柔軟に耐震工学の求める所に対応している。道路施設を主たる
対象としたものであるが、関連分野や学術とも、ほぼ適切に技術動向を踏まえている。 
（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（地域性を考慮した地震動の評価および次世代耐震設計技術分科会） 

・川島 一彦 東京工業大学理工学研究科教授 
・浜田 友康 鹿島建設㈱土木設計本部設計技術部グループ長 
・前川 宏一 東京大学大学院工学系研究科教授 

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 



 

 

終了後の事後評価【No.１８】 
研究開発課題名 岩盤・斜面崩壊のリスクマネジメント技術 担当課 

（担当課長名） 
道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 岩盤・斜面の内部構造調査、安定度評価技術の開発、斜面防災管理の効率化、高度化技術の開発、斜面表層崩壊、岩
盤崩壊のモニタリング技術の開発、及び合理的なリスク評価・マネジメント技術の開発を行うものである。 
【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 590百万円】 

研究開発の目的 ①岩盤・斜面の内部構造調査、安定度評価技術の開発：岩盤や斜面の崩壊に伴う道路災害発生の危険箇所を効率よく
抽出するため、ｱ)斜面安定度調査の効率化・簡素化技術の開発、ｲ)岩盤内部構造の探査方法の開発、ｳ)GIS活用技
術（安定度評価技術）の開発を行う。 

②斜面防災管理を効率化、高度化する技術の開発：斜面防災管理業務を効率化、高度化するため、ｴ)GIS活用技術（斜
面防災管理の合理化）の開発、ｵ)事前通行規制手法の高度化、ｶ)道路利用者や地域との連携手法他ソフト対策の検
討、ｷ)日常管理の高度化の開発を行う。 

③斜面表層崩壊、岩盤崩壊のモニタリング技術の開発：モニタリングにより崩壊を検知、予知するため、ｸ)斜面表層
崩壊のモニタリング手法の確立、ｹ)岩盤崩壊のモニタリング技術の開発を行う。 

④合理的なリスク評価・マネジメント技術の開発：防災対策の合理的な選定や対策優先順位決定のため、ｺ)合理的な
リスク評価・マネジメント技術の開発を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 
 

<必要性> 
岩盤斜面の安定性を把握するための危険箇所抽出方法や岩盤計測手法等が明らかにされていなかったことから、
岩盤斜面の調査・計測・評価技術の開発は、社会的・経済的要請を踏まえた有意義な研究である。 

<効率性> 
官単独で実施、産業界との共同研究、大学等との連携といった、内容に応じた役割分担により、それぞれの特徴を
出すことができた。また、多数にわたるそれぞれの研究において(1)全体像、(2)各研究の全体における位置づけ、
(3)各研究間の前後の関係づけ、などを明確に体系づけしながら研究した点は高く評価できる。 

<有効性> 
①ｱ)の簡易貫入試験による Nc 値及び飽和度による表土層せん断強度の推定手法の開発、ｲ)の崩壊の素因となる岩盤
中の亀裂分布と亀裂間の連続性・ゆるみの範囲を推定するエアートレーサーによる手法の開発、ｳ)の崩壊に関与す
る素因諸要素の実態を現地で取得する方法から、それらをもとに崩壊や土石流出へと至るメカニズムの解明のモデ
ル化と安定度評価については評価できるが、ｳ)の誘因が変動することによる動的なリアルタイムでの危険度評価に
ついては未完である。 

②ｵ)の実効雨量法の提案、ｷ)の防災カルテのデータベース支援システムの開発については評価できるが、ｴ)の斜面防
災管理の合理化は検討課題が多く、ｶ)の地域防災協力体制の整備、地域の防災意識の高揚については地域性や災害
特性など一律な対応が困難である。 

③ｸ)の降雨浸透モニタリング手法の開発、光ファイバセンサを用いた斜面広域監視システムの開発、ｹ)岩盤崩壊のモ
ニタリング要領(案)の作成及び公表は評価できる。 

④ｺ)の岩盤・斜面崩壊によるリスク評価とそれにもとづくマネジメント技術の開発は異分野での評価手法を的確に導
入しており、評価できる。 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃー ﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) ｵ) ｶ) ｷ) ｸ) ｹ) ｺ) 

評価 Ａ Ｓ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｓ Ａ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
今回の研究開発テーマの中で目標まで到達しているものでも、今後現場での実用試験や実証を必要とするものが多

い。新しく研究開発される技術は、現場で実用に供されることによって、①使い勝手や②より望ましい精度、③より
レベルの高い手法などが新たに見出され、それらをふまえて改善を加えることによって進歩していくものである。こ
の分野では今後、このような「現場での実践・実証」を意識的に実施していくことが望まれる。 
（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（岩盤・斜面崩壊のリスクマネジメント技術分科会） 

・今村 遼平  アジア航測㈱技術顧問 
・桑原 一   横河電機㈱経営企画本部ＭＫ室部長 
・小俣 新重郎 日本工営㈱コンサルタント国内事業本部技師長 

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.１９】 
研究開発課題名 車両の大型化に対応した橋梁・舗装

技術及びトンネル断面拡大技術 
担当課 

（担当課長名） 
道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 橋梁の大型化対応技術、トンネル断面拡大技術、及び理論的舗装構造設計法の開発を行うもの
である。 
【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 360百万円】 

研究開発の目的 ①橋梁の大型化対応技術の開発：車両大型化に対応するため、ｱ)高耐久性床版及び既設床版の
補強工法の開発、ｲ)エアサスペンションの動的影響評価、ｳ)WIMシステムによる活荷重実態調
査を行う。 

②トンネル断面拡大技術の開発：車両大型化、交通量の増大に対応するため、ｴ)トンネル断面
拡大技術の開発を行う。 

③理論的舗装構造設計法の開発：様々な交通条件、気象条件に対応するため、ｵ)理論的舗装構
造設計法の開発を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

<必要性> 
①車両の影響を直接受ける床版の耐久性及び橋梁の保全と両立可能な車重の緩和策は、橋梁に
おける車両大型化の影響、対策を考える上で基本的かつ重要な課題である。 

②トンネルの断面拡大技術の合理化及びそのコスト縮減は、車両大型化、交通量の増大、トン
ネル老朽化などの社会的要請に応えるための喫緊の課題である。 

③わが国の舗装設計法は経験的設計法であり、今後、新材料、新工法に対応するため、理論設
計法の必要性は高い。 

<効率性> 
橋梁の大型化対応技術については、国総研の施設を有効に利用すると共に民との連携が図ら
れており効率的であったが、トンネル断面拡大技術については、官単独であり学との連携が
あれば更なる効率化が期待できた。理論的舗装構造設計法の開発については、五箇年計画後
半は学との連携もとれ委員会等も正常に機能していた。 

<有効性> 
①ｱ)の国総研の移動輪荷重実験装置を使った耐久性能評価試験法の提案は高く評価できるが、
ｲ)のエアサスペンションの動的影響評価、ｳ)の WIM システムによる活荷重実態調査について
は一層の努力を期待する。 

②ｴ)の設計・施工指針（案）、施工マニュアル（案）を提案できたことは評価できるが、今後早
い時期に現場での実証実験の実施を通じ、開発技術の検証と更なる技術改善に努めることが
肝要である。 

③ｵ)の理論的舗装構造設計法については最終的な設計法提案には至らなかったが、舗装供用性
調査結果のデータベース化は評価できる。国総研、土研が主体的に行う業務と、民間や学会
と共同で行うべき研究とを区別して効率化を図る必要がある。 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃｰﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) ｵ) 

評価 Ｓ Ｂ Ｂ Ａ～Ｂ Ｂ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 （平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（車両の大型化に対応した橋梁・舗装技術およびトンネルの断面拡大技術分科会） 

・水谷 敏則 （財）先端建設技術センター専務理事 
・藤野 陽三 東京大学大学院工学系研究科教授 
・丸山 暉彦 長岡技術科学大学工学部教授 

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.２０】 
研究開発課題名 都市間・都市内輸送の連携を強化し

た物流システムの開発 
担当課 

（担当課長名） 
道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 物流交通の効率化に関する研究及び新物流システムの開発に関する研究を行うものである。 
【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 80百万円】 

研究開発の目的 ①物流交通の効率化に関する研究：道路管理者のための物流交通対策ガイドラインに反映する
ため、ｱ)物流の現状把握と対策メニューの検討、ｲ)物流拠点の整備運用に関する検討、ｳ)都
市内物流の効率化策に関する検討、ｴ)都市内物流対策の評価に関する研究、ｵ)ガイドライン
の作成を行う。 

②新物流システムの開発に関する研究：新物流システム構築のためのシステムを提案するため、
ｶ)システムの機能・方式に関する検討、ｷ)システムの適応性に関する検討を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

<必要性> 
・物流の問題は、人の交通に比べて明らかに研究が遅れてきた分野であり、時間をかけて取組
む必要がある。 

・道路計画・都市計画を進めていく上で、より効率的な物流システムが求められており、道路
技術開発の重要なテーマである。 

・特に情報・通信技術の発達によりロジスティクスの高度化が急速に進んでおり、その技術変
化に先導的に対応していくためには、物流システムの開発が必要である。 

<効率性> 
・国総研といくつかの大学とで研究を分担し、効率のよい研究体制を目指している点は評価で
きる。 

・「物流交通の効率化」のテーマについては、個々のサブテーマを研究するだけではなく、サブ
テーマ間の関連性や整合性などについて道路計画・都市計画の立場から総合的に議論する必
要がある。 

・データの不足・研究蓄積の薄さ・方法論や分析手法が定式化されていない等により、他研究
テーマと比較して効率が低いことはある程度避けられない。 

<有効性> 
①ｱ)の物流企業の行動メカニズムのモデル化を目指した点や物流対策メニューを整理した事は
評価できるが、今後はマクロスケール・メソスケールでも物流の現状を把握していくべきで
ある。ｲ)の物流拠点の整備運用、ｳ)の都市内物流の効率化策、ｴ)都市内物流対策の評価、ｵ)
ガイドラインの作成については不十分な点がある。 

②ｶ)のシステムの機能・方式、ｷ)のシステムの適用性については、今後も引き続き研究が必要
である。 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃｰﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) ｵ) ｶ) ｷ) 

評価 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
物流システムの開発研究はまだ萌芽的段階であり、物流の効率化が達成できるようなシステ

ムの提案を直ちに期待することはできず、他の分野と異なる尺度で評価する必要がある。 
（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（都市間・都市内輸送の連携を強化した物流システムの開発分科会） 

・高橋 洋二 東京商船大学商船学部教授 
・川嶋 弘尚 慶應義塾大学理工学部教授 

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 

  
 



 

 

終了後の事後評価【No.２１】 
研究開発課題名 交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施

策の具体化技術 
担当課 

（担当課長名） 
道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 TDM手法の開発及びマルチモーダル手法の開発を行うものである。 
【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 230百万円】 

研究開発の目的 ①TDM手法の開発：TDM施策のプロセスを構築するため、ｱ)事例情報の収集・分析・DB構築、ｲ)
普及上の問題点と対応策の整理、ｳ)交通需要予測手法と実施効果の評価手法の開発、ｴ)ガイ
ドラインの作成を行う。 

②マルチモーダル手法の開発：各種交通機関の連携強化を目指すため、ｵ)公共交通の利便性向
上の促進策の提案、ｶ)交通結節点の評価手法の開発、ｷ)自転車走行環境の整備手法の開発、
ｸ)交通調査の効率化に関する開発を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

<必要性> 
・TDMの各地での事例収集および課題の整理、TDMの効果予測のための研究、公共交通機関の利
便性向上策など、いずれも「行政としての」問題意識が明確であり、必要性の高い研究であ
ると評価する。 

・道路管理者等に提示するガイドラインの作成に問題を限定するだけでなく、今後も継続的に
技術開発を進めるべきである。 

<効率性> 
・単に大学に研究委託を行うだけでは、必ずしも効率的であるとは考えにくく、行政の視点・
事業の視点などを取り入れられる研究方法を模索すべきであり、研究の中途段階における委
託先大学との緊密な意見交換の方法、委託成果を実務的な観点で取りまとめる体制作りなど
が必要である。 

<有効性> 
①ｱ)の TDM 事例集の刊行と TDM 実施事例データベースの公開については評価できるが、ｱ)
では事例が抱える問題点について関係者からのコメント収集、ｲ)では対象が P&R に特化さ
れているが，TDM全般に視野を広げて特に受容性について検討すること、ｳ)では実務的観点
からの手法一般化が必要である。またｴ)のガイドラインの作成は不十分である。 

②ｵ)の利便性の評価指標の提案、ｷ)の自転車の利用空間の現状把握，自転車の走行特性の把握
とガイドライン(案)への反映、ｸ)のプローブ車両の社会実験を通じたデータ特性の把握は評
価できるが、ｵ)では促進策の提案に運行管理，料金体系，さらに自動車抑制策など，より一
層視野を広げること、ｶ)では結節点の拠点機能，ランドマーク機能にも焦点を当て，より広
い視点の分析を行うこと、ｸ)ではプローブデータによる交通調査の効率化の道筋を示すこと
が必要である。 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃｰﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) ｵ) ｶ) ｷ) ｸ) 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
交通政策のなかで、TDM がますます重要な位置を占めるようになると考えるが、当面急が

れているガイドラインの作成は単に最初の１歩にすぎないことを銘記すべきである． 
（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策の具体化技術） 

・桑原 雅夫 東京大学国際・産学共同研究センター教授 
・鈴木 秀章 東京都環境局自動車公害対策部交通量対策課長 
・高橋 洋二 東京商船大学商船学部教授 

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 

 



 

 

終了の事後評価【No.２２】 
研究開発課題名 未利用エネルギーの活用等による

環境に優しい雪寒対策技術 
担当課 

（担当課長名） 
道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 未利用エネルギーを活用した道路消融雪システム 、環境に優しい凍結防止剤及び散布方法、
路面状況の把握技術・予測手法、冬期道路管理水準のあり方に関する技術開発を行うものであ
る。 

【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 230百万円】 

研究開発の目的 ①安全で円滑な冬期道路交通を確保するため、未利用エネルギーを活用した道路消融雪システ
ムの開発を行う。 

②環境に優しい凍結防止剤の開発及び散布方法の確立を行う。 
③路面状況の把握技術･予測手法の開発を行う。 
④冬期道路管理水準のあり方の検討を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

<必要性> 
①都市部の雪問題は深刻であり、低コストで環境にやさしい融雪施設が望まれており、蓄熱槽
はその有力な手段と考えられる。 

②塩化ナトリウムによる道路構造物や生態系等に対する影響を長期的影響も含めて調査すべき
である。 

③路線全体にわたる線的路面状況の把握は、薬剤散布時期や量の決定等にとって不可欠な手法
であり、その予測手法を確立する必要性は高い。 

④冬期道路管理水準のあり方については、すでに欧米では管理水準が定められていることから、
現場の実況を的確につかみ、地道な研究と実用化への早急な試行が必要である。 

<効率性> 
一部大学との連携がみられた点は評価できるが、実用可能性を意識して気象協会、自動車、
通信等民間との連携も行う等、実施体制の強化が必要であった。 

<有効性> 
①散水消雪や流雪溝など他の消融雪施設と比較すれば、本方法の方が優れている可能性はあり、
検討の価値は十分にある。 

②室内試験結果から実道への効果を評価する方法は、まだ未完成である。 
③現場の路面状況の把握技術に努力すべきで不十分である。 
④国土交通省道路局、国総研、土研が連携して、現場での試行と評価を積み上げられるような
体制を整理し、公的機関がリーダーシップを発揮して進めるべきプロジェクト研究と位置付
け、③の技術開発を考え合わせ、研究費を重点的に配分するとともに、公募などによって、
幅広く研究参加者を求めるべきである。 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃｰﾏ ① ② ③ ④ 

評価 Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
民間にできることは民間に任せ、道路管理に直接かかわる問題、あるいは大規模な実験装置

を必要とするものなど、土木研究所でなくてはできない問題を選択すべきであろう。 
（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（未利用エネルギーの活用等による環境に優しい雪寒対策技術） 

・酒井 孝  株式会社建設環境研究所顧問 
・丸山 暉彦 長岡技術科学大学工学部教授 
・森崎 和裕 松下電器産業株式会社ﾊ゚ ﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社 

技術本部開発ｾﾝﾀｰ ｺｱ技術開発ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.２３】 
研究開発課題名 舗装・橋梁の長寿命化とライフサイクル

コスト（ＬＣＣ）を最小化するためのマ
ネジメント技術 

担当課 
（担当課長名） 

道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 橋梁のＬＣＣ最小化、舗装、各種道路用コンクリート構造物の長寿命化技術に関する技術開発を行うもの
である。 
【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 340百万円】 

研究開発の目的 ①橋梁のＬＣＣ最小化：道路資産のLCC最小化のため、ｱ)コンクリート橋のＬＣＣ最小化のための指針作成、
ｲ)新設橋に適用する電気防食手法と効果の検討、ｳ)鋼橋の疲労耐久性に係る基準作成、ｴ)橋梁基礎に係る
基準作成、ｵ)鋼構造物の診断技術の提示を行う｡ 

②舗装:ｶ)舗装マネジメントシステムの開発、ｷ)舗装の長期耐久性を考慮した道路土工の性能規定を行う。 
③各種道路用コンクリート構造物の長寿命化技術:ｸ)トンネル覆工設計法の合理化、ｹ)トンネルクラック評
価手法の提案、ｺ)断面補修の評価手法の提案を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点か
らの評価 
 

<必要性> 
・少子高齢化社会の到来と緩やかな経済成長を前提とする社会の維持に対して不可欠な技術的課題に取り組

むものであり、極めて社会的必要性の高いものと評価される。今後とも継続的かつ組織的に技術体系を整
備していかなければならない課題の一つである。 

<効率性> 
・研究開発の体制と役割分担は適切であった。維持管理に関する個別技術とマネジメント技術に関する提案
は、学協会からも研究期間の中で複数行われ、道路事業に限定することなく、社会基盤に責任を持つ事業
主体個々も検討を行っている。これらと技術的知見の交流、情報交換が今後一層図られることが望まれる。 

･また、本研究において、地方整備局の管理者や管理事務所とつながった体制で行えたことは非常に重要な
点であり、大学民間等の他研究組織ではできない体制を有効に活用できている。 

<有効性> 
①ｱ)の塩害劣化情報を統計処理に耐え得る範囲までに収集分析し、基準類に反映できたこと、ｲ)の電気防食
のコスト低減と相まって、この工法を推進する環境作り(指針等)が作成されたこと、ｳ)の超音波探傷検査
の展開と検査コスト、エネルギーの低減、ｴ)のマイクロパイル工法のわが国における実用化の目処がたち、
使用できる体制ができたことは評価できるが、ｵ)の各種センサー、モニタリングシステムは技術動向の理
解を深めて次につなげて欲しい。 

②ｶ)とキ)の具体的にLCCを計算できる方法を提示したこと自体が評価される。 
③ｹ)の発生パターンの分析から入ったことは正解であるが、ｸ)のトンネルライニングの力学理論に基づいた
設計法については既往のものから進展した技術項目を明確にすることが必要と思われる｡ 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃｰﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) ｵ) ｶ) ｷ) ｸ) ｹ) ｺ) 

評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
研究課題はいずれも重いものであり、費用もかなり必要なはずである。この必要な経費が「新道路技術五

ヵ年計画」において申請・計上でき、交付されるのが健全な姿と思われる。 
（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（舗装・橋梁の長寿命化とライフサイクルコスト（ＬＣＣ）を 
最小化するためのマネジメント技術） 
・藤野 陽三 東京大学大学院工学系研究科教授 
・阿部 允  株式会社ＢＭＣ代表取締役 
・前川 宏一 東京大学大学院工学系研究科教授 

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 



 

 

終了後の事後評価【No.２４】 
研究開発課題名 地域特性を生かした効率的な道路

計画・設計技術 
担当課 

（担当課長名） 
道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 交通実態を反映する道路構造、空間機能を確保した道路幾何構造、高齢者・障害者に配慮した道路
構造に関する技術開発を行うものである。 
【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 190百万円】 

研究開発の目的 ①交通実態を反映する道路構造: 道路の地域特性や交通状況を踏まえ、安全性や円滑性を確保しつ
つ経済性を向上させるために、ｱ)乗用車専用道路の構造基準及び交通運用検討、ｲ)1車線道路の新
整備手法の検討、ｳ)交通容量低下への対応策検討を行う。 

②空間機能を確保した道路幾何構造: 市街地形成機能や防災空間機能・環境空間機能・収用空間機
能等の要求に応えるために、ｴ)空間機能を考慮した道路設計マニュアルの作成を行う。 

③高齢者・障害者に配慮した道路構造:ｵ)高齢者・障害者の利用を考慮した歩行者空間・交差点等設
計手法の提案を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

<必要性> 
従来の道路構造令等による全国画一的な道路構造等から一歩踏み出して地域性・経済性等に配慮
した構造基準策定、既存社会ストックの改良と活用の観点から高速道路の交通容量の向上対策、
ユニバーサルデザインの思想に基づく高齢者・障害者に配慮した道路構造計画等が挙げられてお
り、現在の社会的要請を踏まえた必要な研究と評価される。 

<効率性> 
研究体制は、一部で自治体（県）や日本道路公団等との協力体制で実施しているが、大部分は本
省(道路局)との連携に基づいており、又 必要に応じて学識経験者を含めた研究会を活用するなど、
構造基準案等を策定するための実施体制としては妥当と判断する。 

<有効性> 
①ｱ)の「乗用車専用道路に関する技術基準（案）」の策定、ｲ)の「1.5 車線的道路整備の進め方につ
いて（案）」の策定と現在各地での実用化に向けての検討、ｳ)の「高規格幹線道路の追い越し車線
付 2 車線構造試設計基準案」を策定し高規格幹線道路に完成2 車線というローカルルールを適用
する可能性を示したことについて評価。 

②ｴ)の「自動車から独立した歩行者・自転車の通行確保」他による道路構造令の一部改正は評価で
きるが、アクセスコントロールに関しては、必要性を改めて確認し、基準化に向けてさらに具体
的な取組みが必要である。 

③ｵ)の「高齢者等を考慮した歩行者空間の計画設計法」については、通達、政令の改正、道路構造
令の一部改正、ガイドラインの作成等多くの成果があり評価できるが、「高齢ドライバーに配慮し
た交差点等設計手法」はハードのみの対応には限界があると考える。 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃｰﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) ｵ) 

評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
全般的に良いテーマであり、それぞれに成果が上がっているが、本五箇年間では技術基準を策定

し、それを踏まえた試設計レベルで止まっている。できれば現場でパイロット的に建設がなされ社
会一般にアピールできる研究があればもっと良かった。 
 

（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（地域特性を生かした効率的な道路計画・設計技術） 

・菊地 良範 パシフィックコンサルタンツ株式会社交通技術本部保全システム部長 
・今村 遼平 アジア航測株式会社技術顧問 

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.２５】 
研究開発課題名 地域の連携と交流を促進する新交

通軸形成技術 
担当課 

（担当課長名） 
道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 経済効果の予測評価手法、新交通軸形成に必須の橋梁、トンネルに関する技術開発を行うものである。 
【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約 450百万円】 

研究開発の目的 ①経済効果の予測評価手法: わが国の長期的将来を展望したｱ)経済効果の予測・評価システムの提案を行
う。 

②橋梁: 超長大橋等の建設コスト縮減と工期短縮のために、ｲ) 超長大橋下部構造の設計、施工技術の開
発、ｳ) 超長大橋上部構造の設計、施工技術の開発、ｴ) 超長大橋の耐震設計技術の開発、ｵ) 超長大橋
の耐風設計技術の開発、ｶ) 浮体橋の設計技術の開発､ｷ) 薄層橋面舗装の開発を行う。 

③トンネル:ｸ)トンネルボ－リングマシンを用いたトンネルの設計方法の開発を行う｡ 
必要性、効率性、有効
性等の観点からの評
価 
 

<必要性> 
現在、日本全国をカバーする道路計画や海峡横断道路等の大規模プロジェクトは、経済的な「重荷」
とみられ、関連する技術開発の本格的な推進も困難となっているが、研究開発の中止あるいは延期は、
蓄積した技術の衰退や技術の伝承における損失が大きいことに留意すべきである。 

<効率性> 
役割分担や共同研究、あるいは委託研究等については、それぞれの分野で先端的な研究活動を行ってい
る大学や民間機関との共同研究、あるいは情報交換等を行っており、その意味でも効率的な研究を実施
しているものと評価できる。 

<有効性> 
①ｱ)の予測評価システムは、具体的に予測と実績との比較を行い、その結果を踏まえたフォローアップ（軌
道修正）を試みることにより、よりよいシステムとなる。 

②ｲ)のツインタワー基礎、ｳ)のグレーチング床版の実施工、ｴ)の地震時変位照査法の提案、ｵ)の耐風設計
指針（案）や耐風設計基準等への反映、ｷ)の試験橋梁での施工は評価できるが、ｲ)の海中・海底の施工
技術の開発について、施工時かつ異常時の風、波浪、潮流等に対する安全性・施工性の調査・検討、ｳ)
の路面凍結時におけるグレーチング床版の車両走行性の調査、ｶ) の浮体橋について、常時のみならず
異常時も含めた曲線や多角形の道路線形、桁とアンカーに対する設計上の検討、ｷ)の薄層橋面舗装につ
いて、施工上限度のある鋼床版上面の平坦性にマッチさせる検討が必要である。 

③ｸ)の支持パターン－（H/D）図のサンプル数を増やして信頼性を高めるべきである。 
○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃー ﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) ｵ) ｶ) ｷ) ｸ
) 

評価 Ｂ Ｂ ＡまたはＢ ＡまたはＢ Ａ Ｂ ＡまたはＢ Ｂ
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
経済社会情勢の変化や大プロジェクトに対する人々の見方や考え方の変化に応じて道路計画や当該プ

ロジェクトを再検討し、関連技術の開発方針・開発方法も軌道修正すべきであろう。 
（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（地域の連携と交流を促進する新交通軸形成技術） 

・井原 健雄  北九州市立大学経済学部教授 
・下瀬 健雄  石川島播磨重工業株式会社物流・鉄構事業本部技術顧問 
・御手洗 良夫 (株)熊谷組土木部トンネル技術部長 

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.２６】 
研究開発課題名 道路政策を評価するシステムの開

発 
担当課 

（担当課長名） 
道路局国道・防災課 
（課長 中島 威夫） 

研究開発の概要 国民ニーズ・満足度の把握・反映に関する手法の開発、費用便益分析・評価指標等の事業評価
手法の開発、施策に関する総合的な評価システムの開発に関する技術開発を行うものである。 

【研究期間：平成10年度～平成14年度   研究費総額 約210百万円】 

研究開発の目的 ①国民ニーズ・満足度の把握・反映に関する手法の開発: 国民のニーズ、満足度の把握、反映
に関する手法の開発と効率的な事業執行を行うため、ｱ)道路事業における顧客満足度の評価
手法の開発、ｲ)道路事業におけるパブリックインボルブメント（PI）の検討を行う。 

②費用便益分析・評価指標等の事業評価手法の開発: 効果的・効率的な施策展開や事業執行を
行うため、ｳ)費用便益分析における費用算定手法の改良､ｴ)物流コストのB/Cへの反映手法の
検討、ｵ)道路事業による交通事故削減効果推計手法の検討、ｶ)環境保全施設等の経済評価手
法の開発を行う｡ 

③施策に関する総合的な評価システムの開発:道路施策を評価するため、ｶ)施策マニュアルの総
合的な枠組みの検討、ｷ)交通事故対策の効率的立案手法の構築を行う。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

<必要性> 
道路に関する社会の要請が変化する中で、「道路政策を評価するシステムの開発」は、重要な
研究である。 

<効率性> 
・交通事故対策のようにテーマをしぼって実効性のあるわかりやすい検討が必要である。 
・研究の過程は民間の利用等、効率的に行われているが、実証データの収集などに手法や対象
の偏りを感じる。また、実用化に対する研究者のイメージが乏しいように感じる。 

<有効性> 
①ｱ)はニーズのとらえ方などに偏りを感じる。ｲ)は現場での活用に質のばらつきが生じないよ
うに、ＰＩ実施についての具体的な手法研究が必要である。 

②ｳ)は公定法や標準法をつくるという目的意識を持つこと､ｴ)は全交通を体系的、総合的に検討
すること、ｵ)は事故の分析について、事故一般ではなくセグメント化しての分析、ｶ)は評価
手法の優先度を検討できるプロセスを示すことが必要である。 

③ｷ)は施策の重みつけの考え方を示すこと、ｸ)は平成１５年度の試行によって、早急にマニュ
アルを確立することが必要である。 

○目標の達成度 
 個別研究テーマ毎に実施した４段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）の結果は次のとおり。 

個別研究ﾃｰﾏ ｱ) ｲ) ｳ) ｴ) ｵ) ｶ) ｷ) ｸ) 

評価 Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ａ 
（Ｓ：目標達成し社会貢献大、Ａ：概ね目標達成、Ｂ：一定の成果、Ｃ：成果なし） 

外部評価の結果 <上記に加え全般にわたっての意見等> 
隣接する政策領域の成果、特に研究機関の成果は、参照しながら研究を進めるべきである。 
具体的に現地に即して検討をする必要があるが、研究時間が少なすぎるのではないか。 

（平成１５年７月４日、道路新技術会議、委員長：中村英夫武蔵工業大学教授）  
＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（道路政策を評価するシステムの開発） 

・岩井 珠惠 株式会社クリエイティブフォーラム代表取締役 
・酒井 孝  株式会社建設環境研究所顧問 
・鈴木 秀章 東京都環境局自動車公害対策部交通量対策課長  

※詳細については（http://www.mlit.go.jp/road/road/new5/index.html）に掲載 

 



 

 

終了後の事後評価【No.２７】 
研究開発課題名 メガフロート情報基地機能実証

実験 
担当課 

（担当課長名） 
海事局技術課 
（課長 井上 彰一郎） 

研究開発の概
要 

・ 浮体の動揺を低減するための波エネルギー吸収装置の開発及び実証 
・ 浮体を長期間安全に利用するための長期的な健全性を予測診断するシス

テムの開発及び実証 
【研究期間：平成13 年度～平成 14年度 研究費総額 約 1,890 百万円】 

研究開発の目
的 

○免震性や大都市からのアクセスの容易性等の情報バックアップ基地として
最適な基本性能を有するメガフロートを活用し、IT 化の急速な進展に伴い
発生する情報バックアップ需要に対応するため、メガフロートの情報基地
機能としての実証実験を行い、低廉かつ高信頼の情報バックアップ基地の
可能性を確認することを目的とする。 

必要性、効率
性、有効性等の
観点からの評
価 
 

○本研究開発において実証を行った長期健全性予測診断システム及び波エネ
ルギー吸収装置については、十分な性能が確認され、目標は達成出来たと言
える。 
○波エネルギー吸収装置については、実証実験の結果、30％の動揺低減効果
が確認され、上載精密機器に対し、より良い環境を低廉に提供することが可
能となることが判明した。 
長期健全性予測診断システムについては、長期にわたる浮体構造物の安全

度･危険度を予測･診断する手法が確立され、より高い安全性･信頼性の確保が
可能となった。これにより、設計費用及び保守・整備費用の削減効果が期待
できる。 
○本研究開発においては、十分な成果が得られており、本研究開発の実施方
法･体制は妥当であった。 
○上記開発成果を用いることにより、メガフロートを活用して、より低廉か
つ高信頼の情報バックアップ基地の実現が可能となったと言えることから、
本研究開発は妥当であった。 

外部評価の結
果 

メガフロートの早期実用化が期待される中、本研究の必要性は研究開始時
よりも一段と高まっており、長期健全性予測システム等の成果については、
今後のメガフロートの展開に大きく貢献するものとして高く評価できる。 
また、研究は効率的に実施されているが、より一般的、普遍的な成果を得

るためには研究期間を延長するなどもっと大きな規模の研究プロジェクトと
して実施することが適当であったと考えられる。 
 

＜外部評価委員会委員一覧＞（平成 15年 7月 15 日、海事局研究開発評価委員会） 
委員長 影本  浩 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 
委 員 今津 隼馬 東京商船大学情報システム設計工学講座教授 

  〃  太田 一紀 (社) 日本造船工業会技術委員会委員長 
 〃  太田 和博 専修大学商学部教授 
〃  鎌田  実 東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻教授 
〃  嶋田 武夫 (社) 日本造船研究協会研究委員会委員長 
〃  白山    晋 東京大学人工物工学研究センターデジタル価値工学 

     部門助教授 
 〃  中泉 拓也 東学院大学経済学部経済学科専任講師 
〃  中島 基善  (社) 日本舶用工業会技術開発戦略検討小委員会委員長 

   〃  古野 千秋 日本テレビ放送網株式会社編成局チーフディレクター 

 



 

 

終了後の事後評価【No.２８】 
研究開発課題名 海底地殻活動の長期観測技

術に関する研究 
担当課 

（担当課長名） 
海上保安庁海洋情報部 
 技術・国際課海洋研究室 
（室長 西沢邦和） 

研究開発の概要 海洋情報部では、地震震源域の活動評価に資することを目的として、海底
地殻変動の観測と観測手法の高度化の研究を行っている。海底地殻変動の観
測は、音響信号を用いて、数局の海底基準局間の距離を長期にわたり、精密
に繰り返し測定することで可能であるが、この実現のためには、音波の伝搬
速度に影響を与える、水温、塩分、圧力の変動の影響評価と補正方法の開発
を行う必要がある。本研究においては、海底基準局間の基線長が 5km の場合
において、個々の計測の標準的なばらつきの大きさが5cm 以下の精度を達成
し、長期にわたる観測が実現可能な計測手法を確立する。 
 
【研究期間：平成 12 年度～平成 14年度 研究費総額 約 18百万円】 

研究開発の目的 日本周辺海域において、海底における音響測距による海底地殻変動観測の
精度の向上と長期観測を実現するための技術開発を目的とする。 

必要性、効率性、
有効性等の観点
からの評価 
 

本研究により、将来、海底の巨大地震の発生が危惧される地域において、
プレート収束にともなう地震エネルギー蓄積の実態をモニターする観測ネッ
トワーク構築の技術開発に大きく貢献すると期待される。（必要性） 
 
音響測距のための基線長を 5km にした場合の精度については、実用的な水

準には至らないものの、海底間直接音響測距の観測手法がほぼ確立されたこ
とから、基線長を 1～2Km とすれば、実用的な精度が得られることが確認され
た。また、本研究の実施方法として、海洋物理観測に研究の重点をおいて実
施したことにより、水温、塩分の変化等の海洋変動の影響が予想以上に大き
いことが判明した。（有効性） 
 
海上保安庁は、水中音響技術を用いた音速度等の海中の諸測定を行ってい

ることから、本研究に必要な能力を備えており、また、海底地殻変動観測業
務を行っていることから、本研究の成果を、今後の防災対策に反映できる。
（効率性） 
 

外部評価の結果 海洋情報部研究評価委員会において、「海底地殻変動のモニタリングは研
究課題として重要で社会的にも要請が高く、地球科学の第一級のテーマであ
る。海底地殻変動を実際に測るべき場所で長期観測を行って、海洋変動等の
問題を定量的に評価し、着実な研究の進め方で一定成果をもたらした点は大
変高く評価できる」、「実用的には１～２cm の計測精度が望まれるので、5km
の基線長においては、まだ実用的な水準には至らならなかったが、1～2Km の
基線長では、実用的な成果は出せると思う」などのコメントがあり、「目標と
する成果が得られた」とされた。 

＜外部評価委員会委員一覧＞ 
（平成１５年１２月２４日、海洋情報部研究評価委員会） 
委員長    平   啓介（日本学術振興会幹事） 
委員      笠原 順三（東京大学地震研究所教授） 
委員      竹内 倶佳（電気通信大学名誉教授） 
委員      徳山 英一（東京大学海洋研究所教授） 
委員      藤本 博巳（東北大学大学院理学研究科教授） 

 



 

 

終了後の事後評価【No.２９】 

研究開発課題名 ＧＰＳ連続観測による上下地殻

変動検出手法開発に関する研究 

担当課 

（担当課長名） 

国土地理院 
地理地殻活動研究センター 
（センター長 海津 優） 

研究開発の概要 ＧＰＳ連続観測データを用いて、全国の上下方向の地殻変動の進行状況を解明する

手法を開発する。ＧＰＳによる上下成分の座標値は様々な誤差要因により真の地殻変

動情報を抽出することが困難であるが、これらの誤差要因の性質を明らかにし、可能

な限り正確な上下地殻変動情報を取り出す手法を開発する。 

【研究期間：平成12 年度～平成14年度 研究費総額 9.3百万円】 

研究開発の目的  我が国で進行している地殻変動の全体像の把握、地震や火山活動に対する防災面へ

の貢献、地球環境の変動のモニタリング手法の高度化に資する。 

必要性、効率性、有

効性等の観点から

の評価 

 

地殻変動データの一つであるＧＰＳ連続観測結果の上下変動成分はこれまで誤差が

大きいとされ、利用されてこなかったが、本研究はＧＰＳの上下変動の信頼性を確立

し、積極的にＧＰＳの上下変動結果を利用することで、テクトニクス等の研究に新た

な展開をもたらす可能性を開いた。本課題は地球科学の発展に貢献するものであり、

課題の設定は時宜を得たものであった。（必要性の観点から分析） 

この研究では、当初の目標をほぼ達成し、ＧＰＳ上下変動の有用性を実証すること

ができた。国土地理院内外の関連する研究を触発する効果ももたらしつつある。実際

に、最近の地震学会や測地学会においてＧＰＳの上下変動に着目した類似の研究発表

数が増加している。（有効性の観点から分析） 

実施は一人の研究者が単独で行ったが、新たな観測を行うものではなく、既存の観

測結果を様々な観点から自由な発想で解析するもので、個人の自由な発想こそが新た

な研究を端緒を切り開くものであり、今後の発展が期待できる大きな成果が得られ効

果的であった。（効率性の観点から分析） 

外部評価の結果 十分な成果が得られており、ＧＰＳでは精度が出ないと思われた上下変動の研究で、

非常に有意義な結果が出ている。（平成15 年11 月28日、国土地理院研究評価委員会） 

＜外部評価委員会委員一覧＞ 

委員長  高木 幹雄（芝浦工業大学大学院工学研究科教授） 

委 員  厳  網林（慶應義塾大学環境情報学部助教授） 

〃   大野 邦夫（ドコモ・システムズ（株）テクニカルセンター主席技師） 

〃   大森 博雄（東京大学大学院新領域創成科学研究科教授） 

〃   笠原  稔（北海道大学大学院理学研究科附属地震火山研究観測センター教

授） 

〃   河野 宣之（国立天文台地球回転研究系教授） 

〃   中村 浩美（科学ジャーナリスト） 

〃   細村  宰（東京電機大学理工学部教授） 

〃   山岡 耕春（名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山・防災研究センタ

ー教授） 

※詳細については、国土地理院ホームページ

（http://www.gsi.go.jp/REPORT/HYOKA/hyoka15-2.html）に掲載 

 

 



 

 

終了後の事後評価【No.３０】 

研究開発課題名 宮城県沖想定震源域におけるプレート

間カップリングの時間変化推定に関す

る研究 

担当課 

（担当課長名） 

国土地理院 
地理地殻活動研究センター 
（センター長 海津 優） 

研究開発の概要 宮城県沖想定震源域周辺の地殻活動データを収集し、地形・重力・地下構造を考慮し、

地震準備期間のエネルギー蓄積状態を過去から現在まで定量的に推定し、地震前の前駆的

な期間に期待される変動の空間分布、その時間変化のパターンを見積もる事により、ＧＰ

Ｓ地殻変動観測データ等のどのような変化に特に注目して監視すべきかについての知見を

得る。 

【研究期間：平成14年度 研究費総額 10百万円】 

研究開発の目的 宮城県沖想定震源域における地震準備過程の解析を実施し宮城県沖地震の地震サイクル

の過程を詳細に解明し、宮城県沖地震の前駆的な現象まで含めた予想、解析を行い、来る

べき宮城県沖地震の防災計画に貢献することを目的とする。 

必要性、効率性、有

効性等の観点からの

評価 

 

本研究は国民の要請である将来の宮城県沖地震災害の防災、減災に貢献する研究課題で

ある。このためにはプレート間状態推定の高精度化が不可欠であり、有限要素法を用いた

逆解析手法の開発、時間変化を取り入れた解析方法の確立、地殻変動データの集積、現実

的なモデル作成を行い、それぞれ本予算の中で妥当に設定された目標として十分な実施成

果をあげることができた。（必要性の観点からの分析） 

三次元構造を取り入れたプレート間状態推定では、今後の発展性が期待されるプログラ

ム開発が行われ、宮城県沖地域に関しては三次元地下構造の影響がそれ程大きくないこと

が示された。また時間変化を含めたプレート間状態の推定プログラムは宮城県沖以外の東

海地方、房総半島、伊豆諸島地方等のＧＰＳ連続観測データに使用され大きな成果を挙げ

ている。（有効性の観点からの分析） 

地殻変動研究室長、主任研究員、重点研究支援協力員が担当する体制によりディスカッ

ションや意見交換を適宜行いながら効率的に研究が実施された。解析プログラムは、これ

まで国土地理院が開発してきた、各種地殻変動解析プログラムを基礎として、既存の有限

要素法のコードも利用しながら開発されたため、通常のソフトウエア開発に比べて開発費

が効率的に使用されている。（効率性の観点からの分析） 

外部評価の結果 評価が低いという意味ではなく、1年間の研究としては目標が高過ぎたため、部分的な成

果が得られたとの評価にとどまった。基本的な問題を取り上げたことは非常に良かった。

今後も基礎研究として続けられたい。（平成15年11月28日、国土地理院研究評価委員会） 

＜外部評価委員会委員一覧＞ 

委員長  高木 幹雄（芝浦工業大学大学院工学研究科教授） 

委 員  厳  網林（慶應義塾大学環境情報学部助教授） 

〃   大野 邦夫（ドコモ・システムズ（株）テクニカルセンター主席技師） 

〃   大森 博雄（東京大学大学院新領域創成科学研究科教授） 

〃   笠原  稔（北海道大学大学院理学研究科附属地震火山研究観測センター教授） 

〃   河野 宣之（国立天文台地球回転研究系教授） 

〃   中村 浩美（科学ジャーナリスト） 

〃   細村  宰（東京電機大学理工学部教授） 

〃   山岡 耕春（名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山・防災研究センター教

授） 

※詳細については、国土地理院ホームページ

（http://www.gsi.go.jp/REPORT/HYOKA/hyoka15-2.html）に掲載 
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